
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号

無
線
設
備
規
則

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
八
条
（
電
波
の
質
）
、
第
二
十
九
条
（
受
信
設
備
の
条

件
）
、
第
三
十
八
条
（
そ
の
他
の
技
術
基
準
）
及
び
第
百
条
（
高
周
波
利
用
設
備
）
の
規
定
の
委
任
に
基
き
、
且
つ
、

電
波
法
を
実
施
す
る
た
め
、
電
波
監
理
委
員
会
設
置
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
十
七
条
の
規
定

に
よ
り
、
無
線
設
備
規
則
の
全
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

無
線
設
備
規
則
の
全
部
を
改
正
す
る
規
則

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次第

一
章
　
総
則

第
一
節
　
通
則
（
第
一
条―
第
四
条
）

第
二
節
　
電
波
の
質
（
第
五
条―

第
七
条
）

第
三
節
　
保
護
装
置
（
第
八
条
・
第
九
条
）

第
四
節
　
特
殊
な
装
置
（
第
九
条
の
二
・
第
九
条
の
三
）

第
五
節
　
混
信
防
止
機
能
（
第
九
条
の
四
）

第
六
節
　
周
波
数
等
を
維
持
す
る
機
能
（
第
九
条
の
五
・
第
九
条
の
六
）

第
二
章
　
送
信
設
備

第
一
節
　
通
則
（
第
十
条―

第
十
四
条
の
二
）

第
二
節
　
送
信
装
置
（
第
十
五
条―

第
十
九
条
）

第
三
節
　
送
信
空
中
線
（
第
二
十
条―

第
二
十
三
条
）

第
三
章
　
受
信
設
備
（
第
二
十
四
条―

第
二
十
六
条
）

第
四
章
　
業
務
別
又
は
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
帯
別
に
よ
る
無
線
設
備
の
条
件

第
一
節
　
中
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
（
第
二
十
七
条―

第
三
十
三
条
の
九
）

第
一
節
の
二
　
短
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
（
第
三
十
三
条
の
十―

第
三
十
三
条
の
十
八
）

第
二
節
　
超
短
波
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
（
第
三
十
四
条

―

第
三
十
七
条
の
二
）

第
二
節
の
二
　
削
除

第
二
節
の
二
の
二
　
超
短
波
音
声
多
重
放
送
又
は
超
短
波
文
字
多
重
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設

備
（
第
三
十
七
条
の
七
の
三―

第
三
十
七
条
の
七
の
七
）

第
二
節
の
三
か
ら
第
二
節
の
六
ま
で
　
削
除

第
二
節
の
七
　
超
短
波
放
送
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送

を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
（
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
七
・
第
三
十
七
条
の
二
十

七
の
八
）

第
二
節
の
八

　

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
（
移

動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
（
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の

九―

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
一
）

第
二
節
の
八
の
二
　
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
（
第
三
十
七
条
の
二

十
七
の
十
一
の
二
・
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
一
の
三
）

第
二
節
の
九
　
削
除

第
二
節
の
十

　

一
一
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
標
準
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放
送
、
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
超
短
波

放
送
又
は
デ
ー
タ
放
送
を
行
う
衛
星
基
幹
放
送
局
及
び
当
該
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う

地
球
局
の
無
線
設
備
（
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
五―

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
七
）

第
二
節
の
十
一

　

一
二
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
標
準
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、

超
短
波
放
送
又
は
デ
ー
タ
放
送
を
行
う
衛
星
基
幹
放
送
局
及
び
当
該
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通

信
を
行
う
地
球
局
の
無
線
設
備
（
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
八―

第
三
十
七
条
の
二
十
七

の
二
十
）

第
二
節
の
十
二
　
番
組
素
材
中
継
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
（
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
一―

第
三

十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
三
）

第
二
節
の
十
三
　
エ
リ
ア
放
送
を
行
う
地
上
一
般
放
送
局
の
無
線
設
備
（
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
四
・

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
五
）

第
三
節
　
船
舶
局
及
び
海
岸
局
並
び
に
船
舶
地
球
局
等
の
無
線
設
備
（
第
三
十
七
条
の
二
十
八―

第
四
十
五
条

の
三
の
七
）

第
三
節
の
二

　

航
空
移
動
業
務
及
び
航
空
交
通
管
制
の
用
に
供
す
る
無
線
測
位
業
務
の
無
線
局
、
航
空
機
に
搭

載
し
て
使
用
す
る
携
帯
局
並
び
に
航
空
移
動
衛
星
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
五
条

の
四―

第
四
十
五
条
の
二
十
一
）

第
四
節
　
無
線
方
位
測
定
機
等
（
第
四
十
六
条―

第
四
十
九
条
の
四
）

第
四
節
の
二
　
海
洋
観
測
等
を
行
う
無
線
標
定
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
四
の
二
・
第
四

十
九
条
の
四
の
二
の
二
）

第
四
節
の
二
の
二
　
航
空
機
搭
載
型
合
成
開
口
レ
ー
ダ
ー
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
四
の
三
）

第
四
節
の
二
の
三
　
無
線
呼
出
局
（
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
に
限
る
。
）

の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
五
）

第
四
節
の
三
　
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
六―

第
四
十
九
条
の
六

の
三
）

第
四
節
の
三
の
二
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条

の
六
の
四
）

第
四
節
の
四
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条

の
六
の
五
）

第
四
節
の
四
の
二
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
（
第

四
十
九
条
の
六
の
六
）

第
四
節
の
四
の
三
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設

備
（
第
四
十
九
条
の
六
の
七
）

第
四
節
の
四
の
四
　
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備

（
第
四
十
九
条
の
六
の
八
）

第
四
節
の
四
の
五
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無

線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
六
の
九
・
第
四
十
九
条
の
六
の
十
）

第
四
節
の
四
の
六
　
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
（
第
四

十
九
条
の
六
の
十
一
）

第
四
節
の
四
の
七

　

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式

携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備
（
第
四
十

九
条
の
六
の
十
二
・
第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
）

第
四
節
の
五
　
削
除

第
四
節
の
六
　
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
七
の
二
・

第
四
十
九
条
の
七
の
三
）

第
四
節
の
六
の
二
　
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
七
の
四
）

第
四
節
の
七
　
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
八
）

第
四
節
の
八
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十

九
条
の
八
の
二
）

第
四
節
の
八
の
二
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第

四
十
九
条
の
八
の
二
の
二
）
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第
四
節
の
八
の
三
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
等
の

無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
八
の
二
の
三
）

第
四
節
の
九
　
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
八
の
三
）

第
四
節
の
十
　
構
内
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
九―

第
四
十
九
条
の
十
三
）

第
四
節
の
十
一
　
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
十
四
）

第
四
節
の
十
二
　
デ
ジ
タ
ル
空
港
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
十
五
）

第
四
節
の
十
三
　
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
十
六
）

第
四
節
の
十
三
の
二
　
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
十
六
の

二
）

第
四
節
の
十
四
　
小
電
力
セ
キ
ユ
リ
テ
イ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
十
七
）

第
四
節
の
十
五
　
携
帯
移
動
衛
星
デ
ー
タ
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
十
八
）

第
四
節
の
十
六
　
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
、
二
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
三
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上

移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
十
九
）

第
四
節
の
十
七
　
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
二
十
）

第
四
節
の
十
七
の
二
　
五
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九

条
の
二
十
の
二
）

第
四
節
の
十
八
　
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
二
十
一
）

第
四
節
の
十
九
　
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
二
十
二
）

第
四
節
の
十
九
の
二
　
七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の

二
十
二
の
二
）

第
四
節
の
二
十
　
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
二
十
三―

第
四
十
九
条

の
二
十
三
の
六
）

第
四
節
の
二
十
一
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
二
十
四
）

第
四
節
の
二
十
一
の
二

　

海
上
に
お
い
て
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
携
帯
移
動
地

球
局
（
本
邦
の
排
他
的
経
済
水
域
を
越
え
て
航
海
を
行
う
船
舶
に
お
い
て
使
用
す
る

も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
二
）

第
四
節
の
二
十
一
の
三
　
回
転
翼
航
空
機
に
搭
載
し
て
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る

携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
三
）

第
四
節
の
二
十
一
の
四
　
防
災
対
策
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九

条
の
二
十
四
の
四
）

第
四
節
の
二
十
二
　
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備

（
第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
五
・
第
四
十
九
条
の
二
十
五
）

第
四
節
の
二
十
二
の
二
　
六
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
七
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動

業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
二
十
五
の
二
）

第
四
節
の
二
十
二
の
三
　
一
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設

備
（
第
四
十
九
条
の
二
十
五
の
二
の
二
）

第
四
節
の
二
十
三
　
六
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備

（
第
四
十
九
条
の
二
十
五
の
三
）

第
四
節
の
二
十
三
の
二
　
八
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十

九
条
の
二
十
五
の
四
）

第
四
節
の
二
十
四
　
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
二
十
六
）

第
四
節
の
二
十
五
　
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
二
十
七
）

第
四
節
の
二
十
六
　
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無

線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
二
十
八
）

第
四
節
の
二
十
七
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備

（
第
四
十
九
条
の
二
十
九
）

第
四
節
の
二
十
七
の
二
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九

条
の
二
十
九
の
二
）

第
四
節
の
二
十
八
　
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
広
帯
域
移
動
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の

三
十
）

第
四
節
の
二
十
九
　
二
三
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条

の
三
十
一
）

第
四
節
の
三
十
　
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備

（
第
四
十
九
条
の
三
十
二
）

第
四
節
の
三
十
一
　
無
人
移
動
体
画
像
伝
送
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九
条
の
三
十
三
）

第
四
節
の
三
十
二
　
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
（
第
四
十
九

条
の
三
十
四
）

第
五
節
　
非
常
局
の
無
線
設
備
（
第
五
十
条
）

第
六
節
　
国
際
通
信
（
国
際
放
送
を
除
く
。
）
を
行
な
う
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
五
十
一
条―

第
五
十
三
条
）

第
七
節
　
簡
易
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
五
十
四
条
）

第
七
節
の
二
　
市
民
ラ
ジ
オ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
五
十
四
条
の
二
）

第
七
節
の
二
の
二
　
気
象
援
助
局
の
無
線
設
備
（
第
五
十
四
条
の
二
の
二
）

第
七
節
の
二
の
三
　
他
の
一
の
地
球
局
に
よ
つ
て
そ
の
送
信
の
制
御
が
行
わ
れ
る
小
規
模
地
球
局
の
無
線
設
備

（
第
五
十
四
条
の
三
）

第
七
節
の
二
の
四
　
携
帯
無
線
通
信
等
を
抑
止
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
五
十
四
条
の
四
）

第
七
節
の
三
　
振
幅
変
調
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
五
十
五
条―

第
五
十
七
条
の
二
の
二
）

第
八
節
　
角
度
変
調
等
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
五
十
七
条
の
三―

第
五
十
八
条
の
二
の

二
）

第
九
節
　
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
通
信
系
を
構
成
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備
（
第
五

十
八
条
の
二
の
三―

第
五
十
八
条
の
二
の
十
二
）

第
五
章
　
高
周
波
利
用
設
備

第
一
節
　
通
則
（
第
五
十
八
条
の
三
）

第
二
節
　
通
信
設
備
（
第
五
十
八
条
の
四―

第
六
十
四
条
の
二
）

第
三
節
　
通
信
設
備
以
外
の
設
備
（
第
六
十
五
条
・
第
六
十
六
条
）

附
則

第
一
章
　
総
則

第
一
節
　
通
則

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
無
線
設
備
及
び
高
周
波
利
用
設
備
に
関
す
る
条
件
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
根
拠
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
は
、
別
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
三
章
の
規
定
（
法
第
百
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
基
づ
い
て
制
定
せ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
三
条
　
こ
の
規
則
の
規
定
の
解
釈
に
関
し
て
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。

一
　
「
携
帯
無
線
通
信
」
と
は
、
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
携
帯
し
て
使
用
す
る
た
め
に
開

設
さ
れ
、
又
は
自
動
車
そ
の
他
の
陸
上
を
移
動
す
る
も
の
に
開
設
さ
れ
た
陸
上
移
動
局
と
通
信
を
行
う
た
め
に

開
設
さ
れ
た
基
地
局
と
当
該
陸
上
移
動
局
と
の
間
で
直
接
に
、
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
若
し
く
は
他
の
陸
上
移

動
局
の
中
継
に
よ
り
行
わ
れ
る
無
線
通
信
（
第
七
号
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
空
港
無
線
通
信
並
び
に
第
十
号
に

2



規
定
す
る
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
及
び
第
十
五
号
に
規
定
す
る
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局
に
よ

る
無
線
通
信
を
除
く
。
）
を
い
う
。

二
　
削
除

三
　
「
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
」
と
は
、
通
信
方
式
に
符
号
分
割
多
重
方
式
及
び
符
号
分
割
多

元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
携
帯
無
線
通
信
を
い
う
。

四
　
「
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
」
と
は
、
通
信
方
式
に
時
分
割
多
重
方
式
と
符
号
分
割
多

重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用

い
る
携
帯
無
線
通
信
を
い
う
。

四
の
二
　
「
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
」
と
は
、
通
信
方
式
に
時
分
割
多
重
方
式
と
符

号
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
及
び
時
分
割
多
元
接
続
方
式
と
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
を
組

み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
を
使
用
す
る
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
携
帯
無
線
通
信
を
い
う
。

四
の
三
　
「
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
」
と
は
、
通
信
方
式
に
直
交
周
波
数
分

割
多
重
方
式
と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
、
時
分
割
多

重
方
式
と
空
間
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
及
び
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
と
時
分
割

多
元
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式

と
空
間
分
割
多
元
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
を
使
用
す
る
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
携
帯
無
線

通
信
を
い
う
。

四
の
四
　
「
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
」
と
は
、
通
信
方
式
に
周
波
数
分
割
多
重
方

式
、
時
分
割
多
重
方
式
と
空
間
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
及
び
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
と
空
間
分
割
多
元
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
を
使
用
す
る
時
分
割
複

信
方
式
を
用
い
る
携
帯
無
線
通
信
を
い
う
。

四
の
五
　
「
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
」
と
は
、
通
信
方
式
に
直
交
周
波

数
分
割
多
重
方
式
と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
及
び
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多

元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
周
波
数
分
割
複
信
方
式
（
半
複
信
方
式
の
も
の
を
含
む
。
）
又
は
時
分
割
複
信
方
式

を
用
い
る
携
帯
無
線
通
信
を
い
う
。

四
の
六
　
「
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
」
と
は
、
通
信
方
式
に
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方

式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
及
び
直
交
周
波
数
分
割

多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
周
波
数
分
割
複
信
方
式
又
は
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
携
帯
無
線
通
信
を
い

う
。

四
の
七
　
「
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
」
と
は
、
通
信
方
式
に
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
及

び
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
周
波

数
分
割
複
信
方
式
又
は
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
携
帯
無
線
通
信
を
い
う
。

五
　
削
除

六
　
「
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
」
と
は
、
一
定
の
区
域
に
お
い
て
二
以
上
の
無
線
局
に
共
通
に
割
り
当

て
ら
れ
た
周
波
数
の
電
波
の
う
ち
、
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
（
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
を
指
示
し
て
通
信

の
中
継
を
行
う
陸
上
移
動
中
継
局
で
あ
つ
て
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
に
よ
り
二
以
上
の
通
信
の
中
継
を
同
時
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
示
す
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
当
該
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ

Ａ
制
御
局
と
陸
上
移
動
局
又
は
デ
ジ
タ
ル
指
令
局
（
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
の
中
継
に
よ
り
陸
上
移
動
局
と

通
信
を
行
う
基
地
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
間
で
行
わ
れ
る
無
線
通
信
及
び
そ
の
無
線
通
信
を
中
継
す

る
た
め
に
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
相
互
間
で
行
わ
れ
る
無
線
通
信
並
び
に
そ
れ
ら
の
無
線
通
信
を
制
御
す
る

た
め
に
行
わ
れ
る
無
線
通
信
を
い
う
。

六
の
二
　
「
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
」
と
は
、
通
信
方
式
に
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
と
時
分
割
多
重
方

式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
及
び
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
周
波
数
分

割
複
信
方
式
を
用
い
て
、
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
（
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
を
指
示
し
て
通
信
の
中
継
を
行
う

陸
上
移
動
中
継
局
で
あ
つ
て
、
通
信
方
式
に
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ

た
多
重
方
式
を
用
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
指
示
す
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
、
当
該
高
度

Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
と
陸
上
移
動
局
と
の
間
で
行
わ
れ
る
無
線
通
信
及
び
そ
の
無
線
通
信
を
制
御
す
る
た
め
に
行
わ

れ
る
無
線
通
信
を
い
う
。

七
　
「
デ
ジ
タ
ル
空
港
無
線
通
信
」
と
は
、
専
ら
飛
行
場
及
び
こ
れ
に
隣
接
す
る
一
定
の
区
域
に
お
い
て
電
気
通

信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
さ
れ
た
無
線
局
相
互
間
で
行
わ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
無
線
通
信
及

び
そ
の
無
線
通
信
を
制
御
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
無
線
通
信
を
い
う
。

八
　
「
携
帯
移
動
衛
星
デ
ー
タ
通
信
」
と
は
、
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
さ
れ
た
携
帯
基

地
地
球
局
と
携
帯
移
動
地
球
局
と
の
間
で
、
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
の
た
め
に
行
わ
れ
る
無
線
通
信
及
び
そ
の

無
線
通
信
を
制
御
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
無
線
通
信
を
い
う
。

九
　
「
携
帯
移
動
衛
星
通
信
」
と
は
、
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
さ
れ
た
携
帯
基
地
地
球

局
と
携
帯
移
動
地
球
局
と
の
間
で
、
主
と
し
て
通
話
の
た
め
に
行
わ
れ
る
無
線
通
信
及
び
そ
の
無
線
通
信
を
制

御
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
無
線
通
信
を
い
う
。

九
の
二
　
「
防
災
対
策
携
帯
移
動
衛
星
通
信
」
と
は
、
公
共
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
さ
れ
た
携
帯

基
地
地
球
局
と
携
帯
移
動
地
球
局
と
の
間
で
、
主
と
し
て
防
災
対
策
の
た
め
に
行
わ
れ
る
無
線
通
信
及
び
そ
の

無
線
通
信
を
制
御
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
無
線
通
信
を
い
う
。

十
　
「
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
二
、
五
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
六
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
、
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
送
の
た
め
に
開
設
さ
れ
た
陸
上
移
動
局
と
通
信
を
行
う
た

め
に
開
設
さ
れ
た
基
地
局
と
当
該
陸
上
移
動
局
と
の
間
で
無
線
通
信
（
陸
上
移
動
中
継
局
又
は
陸
上
移
動
局
の

中
継
に
よ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

十
一
　
「
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
通
信
方
式
に
直
交

周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
用
い
る
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

十
二
　
「
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接

続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
通
信
方
式
に
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
と
時

分
割
多
元
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
、
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
、
時
分
割
多
元
接
続
方

式
と
空
間
分
割
多
元
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
、
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
と
時
分
割
多
元
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
又
は
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
と
空
間
分
割
多
元
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
を
用
い
る
広
帯
域
移
動

無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

十
二
の
二
　
「
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域

移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
通
信
方
式
に
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
と
時
分
割
多
重
方
式
を
組

み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
及
び
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接

続
方
式
を
使
用
す
る
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

十
三
　
「
市
町
村
デ
ジ
タ
ル
防
災
無
線
通
信
」
と
は
、
一
の
市
町
村
又
は
特
別
区
の
区
域
の
範
囲
内
の
地
域
に
お

い
て
防
災
行
政
事
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
さ
れ
た
固
定
局
で
あ
つ
て
変
調
方
式
が
四
値
周
波
数
偏

位
変
調
、
四
相
位
相
変
調
又
は
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
で
あ
る
も
の
相
互
間
で
行
わ
れ
る
無
線
通
信
を
い
う
。

十
四
　
「
無
人
移
動
体
画
像
伝
送
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
一
六
九
・
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
九
・
三
九
七
五
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
、
一
六
九
・
八
〇
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、

四
九
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
五
、
六
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
、
七
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

る
自
動
的
に
若
し
く
は
遠
隔
操
作
に
よ
り
動
作
す
る
移
動
体
に
開
設
さ
れ
た
陸
上
移
動
局
又
は
携
帯
局
が
主
と

し
て
画
像
伝
送
を
行
う
た
め
の
無
線
通
信
（
当
該
移
動
体
の
制
御
を
行
う
も
の
を
含
む
。
）
を
行
う
シ
ス
テ
ム

を
い
う
。

十
五
　
「
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
」
と
は
、
四
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
・
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
八
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え

二
九
・
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
を
移
動
す
る
も
の
に
開
設
さ
れ
た
陸
上
移
動
局
と

通
信
を
行
う
た
め
に
開
設
さ
れ
た
基
地
局
と
当
該
陸
上
移
動
局
と
の
間
で
直
接
に
行
わ
れ
る
無
線
通
信
で
あ
つ

て
、
通
信
方
式
に
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
及
び
シ
ン
グ

ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
時
分
割
複
信
方

式
を
用
い
る
無
線
通
信
を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
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十
六
　
「
移
動
体
識
別
」
と
は
、
無
線
設
備
が
、
応
答
の
た
め
の
装
置
（
無
線
設
備
が
発
射
す
る
電
波
に
よ
り
作

動
し
、
そ
の
受
信
電
力
の
全
部
又
は
一
部
を
同
一
周
波
数
帯
の
電
波
と
し
て
発
射
す
る
装
置
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
か
ら
発
射
さ
れ
た
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
移
動
体
の
識
別
を
い
う
。

（
地
上
基
幹
放
送
試
験
局
等
に
適
用
す
る
規
定
）

第
三
条
の
二
　
地
上
基
幹
放
送
試
験
局
、
衛
星
基
幹
放
送
試
験
局
及
び
衛
星
基
幹
放
送
試
験
局
と
通
信
を
行
う
地
球

局
に
は
、
そ
の
放
送
の
種
類
に
応
じ
て
地
上
基
幹
放
送
局
、
衛
星
基
幹
放
送
局
又
は
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を

行
う
地
球
局
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
地
上
基
幹
放
送
試
験
局
、
衛
星
基
幹
放
送
試

験
局
及
び
衛
星
基
幹
放
送
試
験
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
う
ち
こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又

は
不
合
理
で
あ
る
た
め
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
実
用
化
試
験
局
に
適
用
す
る
規
定
）

第
四
条
　
実
用
化
試
験
局
に
は
、
そ
の
無
線
局
が
実
用
化
試
験
を
し
よ
う
と
す
る
無
線
通
信
業
務
の
無
線
局
に
関
す

る
こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
実
用
化
試
験
局
の
う
ち
こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困

難
又
は
不
合
理
で
あ
る
た
め
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
節
　
電
波
の
質

（
周
波
数
の
許
容
偏
差
）

第
五
条
　
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
別
表
第
一
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

（
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
）

第
六
条
　
発
射
電
波
に
許
容
さ
れ
る
占
有
周
波
数
帯
幅
の
値
は
、
別
表
第
二
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

（
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
）

第
七
条
　
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
別
表
第
三
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

第
三
節
　
保
護
装
置

（
電
源
回
路
の
しヽ
やヽ
断
等
）

第
八
条
　
真
空
管
に
使
用
す
る
水
冷
装
置
に
は
、
冷
却
水
の
異
状
に
対
す
る
警
報
装
置
又
は
電
源
回
路
の
自
動
しヽ
やヽ

断
器
を
装
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
陽
極
損
失
一
キ
ロ
ワ
ツ
ト
以
上
の
真
空
管
に
使
用
す
る
強
制
空
冷
装
置
に
は
、
送
風
の
異
状
に
対
す
る
警
報
装

置
又
は
電
源
回
路
の
自
動
しヽ
やヽ
断
器
を
装
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
　
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
無
線
設
備
の
電
源
回
路
に
は
、
ヒ
ユ
ー
ズ
又
は
自
動
しヽ
やヽ
断
器
を
装
置
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
負
荷
電
力
一
〇
ワ
ツ
ト
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
節
　
特
殊
な
装
置

（
選
択
呼
出
装
置
等
）

第
九
条
の
二
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
で
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
装

置
で
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
を
装
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

無
線
局

装
置

Ｆ
三
Ｅ
電
波
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
二
・

〇
三
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
三
三
五
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
使
用
す

る
無
線
電
話
局

選
択
呼
出
装
置

無
線
標
定
業
務
の
無
線
局

選
択
呼
出
装
置

識
別
装
置

陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
（
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
（
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
六
号

に
規
定
す
る
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
、
携
帯
移
動
業
務
の
無
線
局
及
び

簡
易
無
線
局
（
第
五
十
四
条
第
二
号
の
三
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

呼
出
名
称
記
憶
装
置
又

は
自
動
識
別
装
置

構
内
無
線
局

送
信
装
置
識
別
装
置

海
上
移
動
業
務
の
無
線
局

自
動
識
別
装
置

２
　
二
、
八
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
二
八
、
〇
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
又
は
一
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
三
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波

数
の
電
波
を
使
用
す
る
航
空
移
動
業
務
の
無
線
電
話
局
の
選
択
呼
出
装
置
は
、
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
又
は
四
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
標
定
業
務
の
無
線
局
で

別
に
告
示
す
る
も
の
の
選
択
呼
出
装
置
は
、
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
（
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
（
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
無

線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
三
八
〇
・
二
一
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
、
三
八
一
・
三
一
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
呼
出
名
称
記
憶
装
置
及
び
識
別
装
置
は
、
別
に
告
示
す
る

技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
に
使
用
す
る
秘
匿
性
を
有
す
る
通
信
を
行
う
た
め
の
変
調
信
号
処
理
装
置
は
、
総
務

大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
二
六
・
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
二
九
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
四
六
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超
え
一
六
二
・
〇
三
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
デ
ー
タ

伝
送
装
置
（
船
舶
又
は
海
岸
局
の
識
別
、
船
舶
の
位
置
そ
の
他
情
報
を
自
動
的
に
送
受
信
す
る
機
能
を
有
す
る
も

の
（
船
舶
自
動
識
別
装
置
、
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
及
び
Ｖ
Ｈ
Ｆ
デ
ー
タ
交
換
装
置
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）

は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
緊
急
警
報
信
号
発
生
装
置
）

第
九
条
の
三
　
緊
急
警
報
信
号
発
生
装
置
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
緊
急
警
報
信
号
を
発
生
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方

式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
七
号
。
以
下
「
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
別

に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
周
波
数
偏
位
方
式
に
よ
り
変
調
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
マ
ー
ク
周
波
数
が
一
、
〇
二
四
ヘ
ル
ツ
及
び
ス
ペ

ー
ス
周
波
数
が
六
四
〇
ヘ
ル
ツ
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
そ
れ
ぞ
れ

（±

）
百
万
分
の
一
〇
と
す
る
。

二
　
位
相
は
、
周
波
数
偏
位
時
に
お
い
て
連
続
し
て
い
る
こ
と
。

三
　
伝
送
速
度
は
、
毎
秒
六
四
ビ
ツ
ト
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
伝
送
速
度
の
許
容
偏
差
は
、
（±

）

百
万
分
の
一
〇
と
す
る
。

四
　

ひ
ず
み

歪

率
は
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五
　
構
成
は
、
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
五
節
　
混
信
防
止
機
能

（
混
信
防
止
機
能
）

第
九
条
の
四
　
法
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
無
線
局
が
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
混
信
防
止
機
能
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
呼
出
符
号
又
は
呼
出
名
称
を
自
動

的
に
送
信
し
、
識
別
符
号
（
通
信
の
相
手
方
を
識
別
す
る
た
め
の
符
号
で
あ
つ
て
、
法
第
八
条
第
一
項
第
三
号

に
規
定
す
る
識
別
信
号
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
第
四
十
九
条
の
八
の
二
か
ら
第
四
十
九
条
の
八
の
二
の
三

ま
で
及
び
第
四
十
九
条
の
二
十
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
動
的
に
受
信
す
る
機
能

二
　
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
（
前
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二

第
一
号
に
規
定
す
る
機
能

三
　
特
定
小
電
力
無
線
局
（
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
機
能

イ
　
七
三
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
二
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
三
一
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
一
五
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
及
び
四
三
三
・
六
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
三
四
・
一
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）
若
し
く
は
二
、
四
〇
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

（１）
　
電
気
通
信
回
線
に
接
続
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
機
能

（２）
　
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
三
号
又
は
第
四
号
に
規

定
す
る
機
能

ロ
　
三
一
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
一
五
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
四
三
三
・
六
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
三
四
・
一
七

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す

る
機
能

4



ハ
　
ミ
リ
波
レ
ー
ダ
ー
用
の
特
定
小
電
力
無
線
局
（
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
二
号
（
１
１
）
に
規
定
す
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
五
号
に
規
定
す
る
機
能

ニ
　
移
動
体
検
知
セ
ン
サ
ー
用
の
特
定
小
電
力
無
線
局
（
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
二
号
（
１
２
）
に
規
定

す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
機
能

（１）
　
一
〇
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
〇
・
五
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
四
・
〇
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
四
・
二
五
Ｇ

Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
三
号
、
第
四
号

又
は
第
五
号
の
い
ず
れ
か
に
規
定
す
る
機
能

（２）
　
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
行
規
則

第
六
条
の
二
第
五
号
に
規
定
す
る
機
能

四
　
小
電
力
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
（
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
無
線
局
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
機
能

五
　
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
（
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
無
線
局
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
機
能

イ
　
二
、
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

（１）
　
デ
ー
タ
伝
送
ま
た
は
そ
の
他
の
情
報
を
伝
送
す
る
無
線
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
施
行
規
則
第

六
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
機
能

（２）
　
無
線
標
定
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
五
号
に
規
定
す
る
機
能
（
た
だ

し
、
デ
ー
タ
伝
送
の
た
め
の
信
号
を
併
せ
て
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
施
行
規
則
第

六
条
の
二
第
三
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
い
ず
れ
の
機
能
も
含
む
こ
と
。
）

ロ
　
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

（１）
　
電
気
通
信
回
線
に
接
続
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
機
能

（２）
　
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
三
号
又
は
第
四
号
に
規

定
す
る
機
能

ハ
　
イ
及
び
ロ
以
外
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
三
号
に
規

定
す
る
機
能

六
　
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
機
能

イ
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
（
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
五

号
に
規
定
す
る
無
線
局
の
う
ち
、
一
、
八
九
三
・
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
〇
五
・
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周

波
数
の
電
波
で
あ
つ
て
、
一
、
八
九
三
・
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
一
、
八
九
三
・
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
に
三
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の
を
使
用
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域

デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
（
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
無
線
局
の
う
ち
、

一
、
八
八
五
・
二
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
〇
四
・
二
五
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
で
あ
つ
て
、

一
、
八
八
五
・
二
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
一
、
八
八
五
・
二
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
に
一
、
七
二
八
ｋ
Ｈ
ｚ
の
整
数
倍
を
加

え
た
も
の
を
使
用
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
三
号
に
規

定
す
る
機
能

ロ
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
（
施
行
規
則
第
六
条

第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
無
線
局
の
う
ち
、
一
、
八
九
七
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
一
、
八
九
九
・
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び

一
、
九
〇
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
そ
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値

が
一
、
四
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
限
る
。
）
、
一
、
八
九
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
一
、
八
九
九
・
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
一
、
九
〇

九
・
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
一
、
九
一
四
・
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
そ
の
無
線
設
備
の
占

有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
五
、
〇
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
一
、

九
一
一
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
そ
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値

が
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
二
号
又
は
第
三
号
に
規
定
す

る
機
能

七
　
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
機
能

イ
　
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
（
一
、
八
八
四
・
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
一
五
・
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
使
用
し
、
主
と
し
て
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
と
通
信
を
行
う
た
め
に
開
設
さ
れ
た
基
地
局
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
と
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
機
能

ロ
　
二
以
上
の
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
相
互
間
又
は
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電

話
の
無
線
局
（
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
（
時
分
割
多
元
接
続
方

式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
う
ち
、
主
と
し
て
固
定
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
（
無
線

通
信
を
中
継
す
る
機
能
を
備
え
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
と
の
間
で
行
わ
れ

る
無
線
通
信
で
あ
つ
て
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ

の
基
地
局
を
介
さ
な
い
無
線
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る

機
能

八
　
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
（
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
七
号
に
規
定
す
る
陸
上
移
動
局
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
を
行
う
無

線
局
（
同
号
に
規
定
す
る
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
二
号
に

規
定
す
る
機
能

九
　
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
（
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
八
号
に
規
定
す
る
無
線
通
信
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
陸
上
移
動
局
及
び
携
帯
局
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
機
能

イ
　
電
気
通
信
回
線
に
接
続
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
機
能

ロ
　
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
機
能

十
　
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
（
施
行
規
則
第
四
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
機
能

イ
　
施
行
規
則
第
四
条
の
四
第
二
項
第
二
号
（
１
）
（
一
）
及
び
同
号
（
２
）
に
掲
げ
る
も
の
（
ロ
及
び
ハ
に

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
機
能

ロ
　
施
行
規
則
第
四
条
の
四
第
二
項
第
二
号
（
２
）
に
掲
げ
る
も
の
で
、
か
つ
、
無
線
標
定
業
務
を
行
う
も
の

（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
五
号
に
規
定
す
る
機
能

ハ
　
施
行
規
則
第
四
条
の
四
第
二
項
第
二
号
（
２
）
に
掲
げ
る
も
の
で
、
か
つ
、
無
線
標
定
業
務
を
行
う
も
の

で
あ
つ
て
、
デ
ー
タ
伝
送
の
た
め
の
信
号
を
併
せ
て
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
行
規

則
第
六
条
の
二
第
三
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
機
能

ニ
　
施
行
規
則
第
四
条
の
四
第
二
項
第
二
号
（
１
）
（
二
）
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条

の
二
第
五
号
に
規
定
す
る
機
能

十
一
　
七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
（
施
行
規
則
第
四
条
の
四
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
無
線

通
信
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
陸
上
移
動
局
に
つ
い
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
機
能

十
二
　
五
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
（
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
十
一
号
に
規
定
す
る
無

線
通
信
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
陸
上
移
動
局
に
つ
い
て
は
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る

機
能

第
六
節
　
周
波
数
等
を
維
持
す
る
機
能

（
外
部
参
照
信
号
同
期
機
能
）

第
九
条
の
五
　
外
部
参
照
信
号
同
期
機
能
と
は
、
外
部
参
照
信
号
（
衛
星
測
位
信
号
そ
の
他
の
時
刻
、
周
波
数
等
の

同
期
又
は
補
正
に
用
い
ら
れ
る
信
号
で
あ
つ
て
、
無
線
設
備
の
外
部
か
ら
入
力
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
同
期
す
る
こ
と
に
よ
り
送
信
設
備
か
ら
送
信
さ
れ
る
周
波
数
の
偏
差
を
許
容
値
内
に
安
定
的
に
維
持
す
る
た
め

の
機
能
を
い
う
。

（
自
動
出
力
補
正
機
能
）

第
九
条
の
六
　
自
動
出
力
補
正
機
能
と
は
、
空
中
線
電
力
の
変
動
を
送
信
機
内
で
検
知
し
、
増
幅
器
等
の
制
御
に
よ

り
空
中
線
端
子
の
規
定
点
に
お
け
る
空
中
線
電
力
の
偏
差
を
許
容
値
内
に
維
持
す
る
補
正
を
行
う
機
能
を
い
う
。

第
二
章
　
送
信
設
備

第
一
節
　
通
則

第
十
条
及
び
第
十
一
条
　
削
除
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（
空
中
線
電
力
の
換
算
比
）

第
十
二
条
　
送
信
装
置
の
搬
送
波
電
力
、
平
均
電
力
及
び

せ
ん尖

頭
電
力
の
そ
れ
ぞ
れ
の
換
算
比
は
、
電
波
の
型
式
に
応

じ
、
別
表
第
四
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

（
空
中
線
電
力
の
算
出
方
法
等
）

第
十
三
条
　
無
線
設
備
の
空
中
線
電
力
の
測
定
及
び
算
出
方
法
は
、
告
示
す
る
。

（
空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
）

第
十
四
条
　
空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
送
信
設
備
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

送
信
設
備

許
容
偏
差

上

限

（

パ

ー

セ

ント
）

下

限

（

パ

ー

セ

ント
）

一
　
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
設
備
（
二
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

五

一
〇

二
　
短
波
放
送
、
超
短
波
放
送
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
放
送
（
移
動
受
信
用
地
上

基
幹
放
送
に
限
る
。
）
又
は
超
短
波
多
重
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
（
短
波
放
送
を
行
う
も
の
に

あ
つ
て
は
、
Ａ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
並
び
に
二
の
二
の
項
及
び
六
の
項
（
一
）
に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）
の
送
信
設
備

一
〇

二
〇

二
の
二
　
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
で
あ
つ
て
、
空
中
線
電
力
が
〇
・
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
送
信
設
備
（
複
数

波
同
時
増
幅
器
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

二
〇

二
〇

二
の
三
　
四
七
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え
七
一
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波

数
の
電
波
を
使
用
す

る
エ
リ
ア
放
送
を
行

う
地
上
一
般
放
送
局

の
送
信
設
備

占
有
周
波
数
帯
幅
が
五
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の

一
〇

二
〇

占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
六
八
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
で
あ
つ
て
、
空
中
線
電
力
が
一
三
分

の
五
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

一
〇

五
〇

占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
六
八
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
で
あ
つ
て
、
空
中
線
電
力
が
一
三
分

の
五
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の

一
〇

二
〇

三
　
海
岸
局
（
三
の
二
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
航
空
局
又
は
船
舶
の
た
め
の
無
線
標
識
局
の

送
信
設
備
で
二
六
・
一
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

一
〇

二
〇

三
の
二
　
次
に
掲
げ
る
送
信
設
備

（
一
）
　
船
舶
自
動
識
別
装
置

（
二
）
　
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置

（
三
）
　
Ｖ
Ｈ
Ｆ
デ
ー
タ
交
換
装
置

四
〇

三
〇

四
　
次
に
掲
げ
る
送
信
設
備

（
一
）
　
生
存
艇
（
救
命
艇
及
び
救
命
い
か
だ
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
救
命
浮
機
の
送
信
設
備

（
二
）
　
双
方
向
無
線
電
話

（
三
）
　
船
舶
航
空
機
間
双
方
向
無
線
電
話

五
〇

二
〇

五
　
無
線
呼
出
局
（
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
送
信

設
備

一
五

一
五

六
　
次
に
掲
げ
る
送
信
設
備

（
一
）
　
七
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
受
信
障
害
対
策
中
継
放

送
（
超
短
波
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の

送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
空
中
線
電
力
が
〇
・
二
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の

五
〇

五
〇

（
二
）
　
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
送
信
設

備
（
第
四
十
九
条
の
三
十
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
無
線
局
の
送
信
設
備
に
限

る
。
）

（
三
）
　
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
送
信
設
備
（
第
四
十
九
条
の

六
か
ら
第
四
十
九
条
の
七
の
四
ま
で
、
第
四
十
九
条
の
八
の
二
、
第
四
十
九
条
の
八
の
三
、
第
四
十
九

条
の
十
六
（
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
一
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限

る
。
）
及
び
第
四
十
九
条
の
十
六
の
二
（
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
一
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
無
線
局
並
び
に
一
、

二
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
六
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
角
度
変
調
の
電
波
を
使
用
す
る
単
一
通

信
路
の
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
（
第
四
十
九
条
の
十
六
（
一
、
二
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
二
六
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
四
十
九
条
の
十
六
の
二
（
一
、

二
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
二
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に

お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
の
送
信
設
備
並
び
に
こ
の
表
の
二
の

項
、
四
の
項
、
七
の
項
か
ら
九
の
項
ま
で
及
び
十
七
の
項
か
ら
十
九
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

七
　
次
に
掲
げ
る
送
信
設
備

（
一
）
　
九
一
六
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線

局
の
送
信
設
備

（
二
）
　
九
一
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
九
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電

力
無
線
局
の
送
信
設
備

（
三
）
　
二
、
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定

小
電
力
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
を
用
い
る
も
の

（
四
）
　
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備
（
二
、
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
八

三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
五
、
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
、
七
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超

え
六
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
五
）
　
五
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備

（
六
）
　
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備

（
七
）
　
九
一
六
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動

局
の
送
信
設
備

（
八
）
　
無
人
移
動
体
画
像
伝
送
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超
え
二
、
四
九
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

（
九
）
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
送
信
設
備

二
〇

八
〇

八
　
次
に
掲
げ
る
送
信
設
備

（
一
）
　
ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
送
信
設
備

（
二
）
　
一
四
二
・
九
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
二
・
九
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
四
六
・
九
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

一
四
六
・
九
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
六
九
・
三
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
九
・
八
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
三
一
二

Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
一
五
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
四
〇
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
四
〇
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
四
三
三
・
六
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
三
四
・
一
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
送
信
設
備

（
三
）
　
二
、
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
小
電

力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備

（
四
）
　
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備

二
〇

　

九
　
次
に
掲
げ
る
送
信
設
備

（
一
）
　
ミ
リ
波
レ
ー
ダ
ー
用
の
特
定
小
電
力
無
線
局
の
送
信
設
備

（
二
）
　
移
動
体
検
知
セ
ン
サ
ー
用
の
特
定
小
電
力
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超

え
六
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

五
〇

七
〇
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（
三
）
　
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
六

Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

十
　
第
四
十
九
条
の

六
に
定
め
る
携
帯
無

線
通
信
の
中
継
を
行

う
無
線
局
（
基
地
局

と
陸
上
移
動
局
と
の

間
の
携
帯
無
線
通
信

が
不
可
能
な
場
合
、

そ
の
中
継
を
行
う
陸

上
移
動
局
又
は
陸
上

移
動
中
継
局
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

の
送
信
設
備

陸
上
移
動
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
陸
上
移
動
局
（
携

帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
陸
上
移
動
局
を
除
く
。
）
と
通
信
を
行
う
も
の

八
七

六
二

陸
上
移
動
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
の
送
信
設
備
（
七
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四

八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
基

地
局
と
通
信
を
行
う
も
の

八
七

七
四

陸
上
移
動
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
の
送
信
設
備
（
七
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四

八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
基

地
局
と
通
信
を
行
う
も
の

八
七

六
二

十
一
　
符
号
分
割
多

元
接
続
方
式
携
帯
無

線
通
信
及
び
時
分

割
・
符
号
分
割
多
重

方
式
携
帯
無
線
通
信

を
行
う
無
線
局
の
送

信
設
備

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備

（
一
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
定
め
る
基
地
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散

符
号
速
度
（
拡
散
符
号
に
よ
り
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散
さ
れ
た
信
号
の
速
度
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

（
二
）
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等

を
行
う
無
線
局
（
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の
無

線
設
備
の
試
験
又
は
調
整
を
す
る
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う

も
の
を
除
く
。
）
と
通
信
を
行
う
も
の
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
度
が
一
の
搬
送
波

当
た
り
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

（
三
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
定
め
る
基
地
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散

符
号
速
度
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

（
四
）
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通

信
等
を
行
う
無
線
局
（
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基

地
局
の
無
線
設
備
の
試
験
又
は
調
整
を
す
る
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中

継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
と
通
信
を
行
う
も
の
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
度
が
一

の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

五
九

六
一

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備

（
一
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
定
め
る
基
地
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散

符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

（
二
）
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等

を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継

を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
と
通
信
を
行
う
も
の
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒

三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

（
三
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
定
め
る
基
地
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡
散

符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

（
四
）
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通

信
等
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の

八
七

四
七

中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
と
通
信
を
行
う
も
の
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
度
が

毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
空
中

線
電
力
が
二
三
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ

ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
を
超
え
る

も
の

（
一
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
定
め
る

陸
上
移
動
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡

散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ

プ
の
も
の

（
二
）
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無

線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を

行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
基

地
局
と
通
信
を
行
う
も
の

（
三
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
定
め
る

陸
上
移
動
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡

散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ

プ
の
も
の

（
四
）
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携

帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信

等
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、

基
地
局
と
通
信
を
行
う
も
の
の
う
ち
、
拡

散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ

プ
の
も
の

七
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四
八
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す

る
場
合

四
八

六
七

そ
の
他
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す

る
場
合

四
八

五
八

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
空
中

線
電
力
が
二
三
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ

ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
の
も
の

（
一
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
四
に
定
め
る

陸
上
移
動
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡

散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ

プ
の
も
の

（
二
）
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無

線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を

行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
基

地
局
と
通
信
を
行
う
も
の

（
三
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
定
め
る

陸
上
移
動
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
拡

散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ

プ
の
も
の

（
四
）
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携

帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信

等
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、

基
地
局
と
通
信
を
行
う
も
の
の
う
ち
、
拡

散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ

プ
の
も
の

七
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四
八
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す

る
場
合

八
七

五
八

そ
の
他
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す

る
場
合

八
七

四
七

7



十
二
　
時
分
割
・
符

号
分
割
多
元
接
続
方

式
携
帯
無
線
通
信
を

行
う
無
線
局
の
送
信

設
備

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備

（
一
）
　
基
地
局
の
送
信
設
備

（
二
）
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め

の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
（
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信

を
行
う
基
地
局
の
無
線
設
備
の
試
験
若
し
く
は
調
整
を
す
る
た
め
の
通
信
を
行
う

無
線
局
又
は
基
地
局
と
陸
上
移
動
局
と
の
間
の
携
帯
無
線
通
信
が
不
可
能
な
場
合

、
そ
の
中
継
を
行
う
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、

陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
と
通
信
を
行
う

も
の

八
七

四
七

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
空
中
線
電
力
が
一
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ

ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
の
も
の

（
一
）
　
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
送
信

設
備

（
二
）
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め

の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
基
地
局
と
通
信
を
行
う
も
の

一

九

六

六
七

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
空
中
線
電
力
が
一
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ

ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
を
超
え
二
一
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇

デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
の
も
の

（
一
）
　
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
送
信

設
備

（
二
）
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め

の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
基
地
局
と
通
信
を
行
う
も
の

八
七

四
七

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
空
中
線
電
力
が
二
一
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ

ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
を
超
え
る
も
の

（
一
）
　
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
送
信

設
備

（
二
）
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め

の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
基
地
局
と
通
信
を
行
う
も
の

四
八

五
八

十
三
　
時
分
割
・
直

交
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
及
び
時
分
割
・

周
波
数
分
割
多
元
接

続
方
式
携
帯
無
線
通

信
を
行
う
無
線
局
の

送
信
設
備

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備

（
一
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
七
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る

基
地
局
の
送
信
設
備

（
二
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
七
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る

陸
上
移
動
局
の
送
信
設
備

（
三
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
七
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る

時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め

の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
（
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無

線
通
信
を
行
う
基
地
局
の
無
線
設
備
の
試
験
若
し
く
は
調
整
を
す
る
た
め
の
通
信

を
行
う
無
線
局
又
は
基
地
局
と
陸
上
移
動
局
と
の
間
の
携
帯
無
線
通
信
が
不
可
能

な
場
合
、
そ
の
中
継
を
行
う
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
送
信
設
備

（
四
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
八
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る

基
地
局
の
送
信
設
備

（
五
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
八
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る

陸
上
移
動
局
の
送
信
設
備

（
六
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
八
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る

時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通

信
等
を
行
う
無
線
局
（
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を

行
う
基
地
局
の
無
線
設
備
の
試
験
若
し
く
は
調
整
を
す
る
た
め
の
通
信
を
行
う
無

五
〇

五
〇

線
局
又
は
基
地
局
と
陸
上
移
動
局
と
の
間
の
携
帯
無
線
通
信
が
不
可
能
な
場
合
、

そ
の
中
継
を
行
う
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
送
信
設
備

十
四
　
シ
ン
グ
ル
キ

ャ
リ
ア
周
波
数
分
割

多
元
接
続
方
式
携
帯

無
線
通
信
を
行
う
無

線
局
の
送
信
設
備

第
四
十
九
条
の
六
の
九
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局

の
送
信
設
備

八
七

四
七

第
四
十
九
条
の
六
の
十
に
お
い
て
無
線
設

備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地
局
の

送
信
設
備

二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
〇

二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
送
信
す
る
場
合

八
七

四
七

二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
三

七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
三
・
四
Ｇ
Ｈ

ｚ
を
超
え
三
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周

波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
場
合

一

〇

〇

五
〇

第
四
十
九
条
の
六
の
十
に
お
い
て
無
線
設

備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動

中
継
局
又
は
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通

信
の
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ

て
、
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中

継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
と
通
信
を
行
う

も
の
の
送
信
設
備

二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
〇

二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
送
信
す
る
場
合

八
七

四
七

二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
三

七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
三
・
四
Ｇ
Ｈ

ｚ
を
超
え
三
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周

波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
場
合

一

〇

〇

六
二

第
四
十
九
条
の
六
の
十
に
お
い
て
無
線
設

備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動

中
継
局
又
は
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通

信
の
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ

て
、
基
地
局
と
通
信
を
行
う
も
の
の
送
信

設
備

二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
〇

二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
送
信
す
る
場
合

八
七

四
七

二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
三

七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
三
・
四
Ｇ
Ｈ

ｚ
を
超
え
三
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周

波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
場
合

一

〇

〇

七
四

第
四
十
九
条
の
六
の
九
に
お
い
て
無
線
設

備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動

局
の
送
信
設
備

占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
二
〇

〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合

八
七

四
七

占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
一
・

四
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
場
合

八
七

五
三

そ
の
他
の
場
合

八
七

七
九

第
四
十
九
条
の
六
の
十
に
お
い
て
無
線
設

備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上
移
動

局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の

を
除
く
。
）
の
送
信
設
備

二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
〇

二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
送
信
す
る
場
合

八
七

七
九

二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
三

七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
三
・
四
Ｇ
Ｈ

ｚ
を
超
え
三
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周

波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
場
合

一

〇

〇

七
九

十
五
　
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式

携
帯
無
線
通
信
を
行

う
無
線
局
の
送
信

設
備

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備

（
一
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
十
一
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
基
地
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の

（
二
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
十
一
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
陸
上
移
動
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の

（
三
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
十
一
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信

等
を
行
う
無
線
局
（
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基

地
局
の
無
線
設
備
の
試
験
若
し
く
は
調
整
を
す
る
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
又

五
〇

五
〇

8



は
基
地
局
と
陸
上
移
動
局
と
の
間
の
携
帯
無
線
通
信
が
不
可
能
な
場
合
、
そ
の
中

継
を
行
う
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
送
信
バ
ー

ス
ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備

（
一
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
十
一
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
基
地
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
九
一
一
・
四
四
マ
イ
ク

ロ
秒
、
九
六
三
・
五
二
マ
イ
ク
ロ
秒
、
一
、
〇
一
五
・
六
マ
イ
ク
ロ
秒
又
は
一
、

〇
六
七
・
六
八
マ
イ
ク
ロ
秒
の
自
然
数
倍
の
値
の
も
の

（
二
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
十
一
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
陸
上
移
動
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
九
一
一
・
四
四
マ

イ
ク
ロ
秒
、
九
六
三
・
五
二
マ
イ
ク
ロ
秒
、
一
、
〇
一
五
・
六
マ
イ
ク
ロ
秒
又
は

一
、
〇
六
七
・
六
八
マ
イ
ク
ロ
秒
の
自
然
数
倍
の
値
の
も
の

（
三
）
　
第
四
十
九
条
の
六
の
十
一
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信

等
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
九
一
一
・
四
四

マ
イ
ク
ロ
秒
、
九
六
三
・
五
二
マ
イ
ク
ロ
秒
、
一
、
〇
一
五
・
六
マ
イ
ク
ロ
秒
又

は
一
、
〇
六
七
・
六
八
マ
イ
ク
ロ
秒
の
自
然
数
倍
の
値
の
も
の

五
八

五
八

十
六
　
シ
ン
グ
ル
キ

ャ
リ
ア
周
波
数
分
割

多
元
接
続
方
式
又
は

直
交
周
波
数
分
割
多

元
接
続
方
式
携
帯
無

線
通
信
を
行
う
無
線

局
の
送
信
設
備
及
び

ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無

線
局
の
送
信
設
備

第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
基
地
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
空
中
線
端
子
（
測
定
に
用
い
る
こ
と
が
で
き

る
端
子
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
も
の

一

〇

〇

五
〇

第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
基
地
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
空
中
線
端
子
が
な
い
も
の

一

二

四

五
六

第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
一
項
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
陸
上
移
動
局
の
送
信
設
備

一

〇

〇

七
九

第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
基
地
局
の
送
信
設
備

二

二

四

七
〇

第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い

る
陸
上
移
動
局
の
送
信
設
備

八
七

第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基
地

局
の
送
信
設
備

八
七

四
七

第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸
上

移
動
局
の
送
信
設
備

八
七

七
九

十
七
　
時
分
割
・
直

交
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
又
は
時
分

割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ

リ
ア
周
波
数
分
割
多

元
接
続
方
式
広
帯
域

移
動
無
線
ア
ク
セ
ス

シ
ス
テ
ム
の
無
線

局
、
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸

上
移
動
通
信
を
行
う

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備

（
一
）
　
第
四
十
九
条
の
二
十
九
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る

陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許

容
値
が
二
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
送
信
設

備（
二
）
　
第
四
十
九
条
の
七
の
四
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る

陸
上
移
動
局
及
び
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

（
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
と
送
信
装
置
を
共
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
送
信
設
備

（
三
）
　
第
四
十
九
条
の
八
の
二
の
三
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て

い
る
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の

八
七

七
九

無
線
局
及
び
時
分

割
・
周
波
数
分
割
多

元
接
続
方
式
デ
ジ
タ

ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話

の
無
線
局
の
送
信

設
備

子
機
（
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話

の
無
線
局
の
う
ち
、
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー

ド
レ
ス
電
話
の
親
機
（
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ

ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
う
ち
、
主
と
し
て
同
一
の
構
内
又
は
そ
れ
に
準
ず
る

場
所
と
し
て
列
車
内
、
船
舶
内
及
び
航
空
機
内
に
お
い
て
固
定
し
て
使
用
さ
れ
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
送
信
設
備

そ
の
他
の
無
線
局
の
送
信
設
備

八
七

四
七

十
八
　
シ
ン
グ
ル
キ

ャ
リ
ア
周
波
数
分
割

多
元
接
続
方
式
又
は

直
交
周
波
数
分
割
多

元
接
続
方
式
広
帯
域

移
動
無
線
ア
ク
セ
ス

シ
ス
テ
ム
の
無
線
局

の
送
信
設
備

第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基

地
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
空
中
線
端
子
（
測
定
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
端

子
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
も
の

一

〇

〇

五
〇

第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
基

地
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
空
中
線
端
子
が
な
い
も
の

一

二

四

五
六

第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
に
お
い
て
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
陸

上
移
動
局
の
送
信
設
備

一

〇

〇

七
九

十
九
　
次
に
掲
げ
る
送
信
設
備

（
一
）
　
第
四
十
九
条
の
二
十
二
に
規
定
す
る
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備

（
二
）
　
第
二
十
四
条
第
十
項
に
規
定
す
る
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
の
送
信
設
備

（
三
）
　
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
の
送

信
設
備

（
四
）
　
七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
固
定
局
又
は
基
地
局
の
送
信
設
備

（
五
）
　
第
四
十
九
条
の
四
の
二
の
二
に
規
定
す
る
気
象
観
測
を
行
う
無
線
標
定
陸
上
局
の
送
信
設
備

二
〇

五
〇

二
十
　
そ
の
他
の
送
信
設
備

二
〇

五
〇

２
　
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
設
備
の
う
ち
、
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ

る
た
め
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
国
際
移
動
通
信
衛
星
機
構
が
監
督
す
る
法
人
が
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
（
以
下
「
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
人
工
衛
星

局
」
と
い
う
。
）
の
中
継
に
よ
り
海
岸
地
球
局
と
通
信
を
行
う
た
め
に
開
設
す
る
船
舶
地
球
局
（
以
下
「
イ
ン
マ

ル
サ
ッ
ト
船
舶
地
球
局
」
と
い
う
。
）
の
無
線
設
備
、
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
基
地

地
球
局
と
通
信
を
行
う
た
め
に
開
設
す
る
携
帯
移
動
地
球
局
（
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
四
に
規
定
す
る
無
線
設

備
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
」
と
い
う
。
）
の
無
線
設
備
又
は
海

域
で
運
用
さ
れ
る
構
造
物
上
に
開
設
す
る
無
線
局
で
あ
つ
て
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
無
線

通
信
を
行
う
も
の
の
無
線
設
備
の
う
ち
一
、
六
二
六
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
六
六
〇
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波

数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
、
航
空
機
地
球
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
一
、
六
二
六
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
六
六

〇
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
、
衛
星
測
位
誤
差
補
正
情
報
を
提
供
す
る
無
線
航
行
陸

上
局
の
無
線
設
備
、
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
、
捜
索
救
助
用
レ
ー
ダ
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
、
捜
索
救
助

用
位
置
指
示
送
信
装
置
、
携
帯
用
位
置
指
示
無
線
標
識
、
第
四
十
五
条
の
三
の
五
に
規
定
す
る
無
線
設
備
及
び
航

空
機
用
救
命
無
線
機
の
送
信
設
備
の
空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣

が
別
に
告
示
す
る
。

４
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
（
拡
散
符
号
速
度
が
三
・
八
四
メ
ガ
ビ
ッ
ト
の

も
の
に
限
る
。
）
又
は
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
（
拡
散
符
号
速
度
が

三
・
八
四
メ
ガ
ビ
ッ
ト
の
も
の
に
限
る
。
）
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
複
数
の
周
波
数
帯
の
搬
送
波
を
同
時
に
受
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信
す
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
の

送
信
設
備
と
同
一
の

き
よ
う

筐

体
に
収
め
ら
れ
た
も
の
の
空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
。

５
　
実
験
試
験
局
の
送
信
設
備
の
空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
上
限
二
〇
パ
ー

セ
ン
ト
（
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
送
信
設
備
は
上
限
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
す

る
。
た
だ
し
、
法
第
四
条
第
二
号
の
適
合
表
示
無
線
設
備
（
以
下
「
適
合
表
示
無
線
設
備
」
と
い
う
。
）
を
用
い

て
開
設
す
る
実
験
試
験
局
に
あ
つ
て
は
、
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
の
送
信
設
備
に
係
る
第
一
項
か
ら
前
項
ま
で

の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

（
人
体
に
ば
く
露
さ
れ
る
電
波
の
許
容
値
）

第
十
四
条
の
二
　
人
体
（
側
頭
部
及
び
両
手
を
除
く
。
）
に
ば
く
露
さ
れ
る
電
波
の
許
容
値
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
無
線
局
の
無
線
設
備
（
送
信
空
中
線
と
人
体
（
側
頭
部
及
び
両
手
を
除
く
。
）
と
の
距
離
が
二
〇
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
を
超
え
る
状
態
で
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
か
ら
人
体
（
側
頭
部
及
び
両
手
を
除
く
。
）
に
ば
く
露
さ

れ
る
電
波
の
許
容
値
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
及
び
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
発
射
さ
れ
る
電

波
の
周
波
数
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
測
定
項
目
に
つ
い
て
、
同
表
の
第
四
欄

に
掲
げ
る
許
容
値
の
と
お
り
と
す
る
。

無
線
局

周
波
数

帯

測
定
項
目

許
容
値

（
１
）
　
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
、
広
帯
域
移
動

無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
、
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ

陸
上
移
動
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
、
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の

陸
上
移
動
局
、
七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ

ム
の
陸
上
移
動
局
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ

タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
、
時
分
割
・
直
交
周
波

数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無

線
局
、
非
静
止
衛
星
（
対
地
静
止
衛
星
（
地
球
の
赤
道
面

上
に
円
軌
道
を
有
し
、
か
つ
、
地
球
の
自
転
軸
を
軸
と
し

て
地
球
の
自
転
と
同
一
の
方
向
及
び
周
期
で
回
転
す
る
人

工
衛
星
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
人
工
衛
星
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に

よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
、
第

四
十
九
条
の
二
十
三
の
二
に
規
定
す
る
携
帯
移
動
地
球

局
、
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
（
イ
ン
マ
ル
サ

ッ
ト
Ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
型
に
限
る
。
）
及
び
第
四
十
九
条
の
二
十

四
の
四
に
規
定
す
る
携
帯
移
動
地
球
局

一
〇
〇

ｋ
Ｈ

ｚ
以

上
六

Ｇ
Ｈ

ｚ
以

下

人
体
（
側
頭
部
及
び

四
肢
を
除
く
。
）

に
お
け
る
比
吸
収

率
（
電
磁
界
に
さ

ら
さ
れ
た
こ
と
に

よ
つ
て
任
意
の
生

体
組
織
一
〇
グ
ラ

ム
が
任
意
の
六
分

間
に
吸
収
し
た
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
一
〇

グ
ラ
ム
で
除
し
、

更
に
六
分
で
除
し

て
得
た
値
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

毎

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

二

ワ

ッ

ト

以
下

人
体
四
肢
（
両
手
を

除
く
。
）
に
お
け

る
比
吸
収
率

毎

キ

ロ

グ

ラ

ム

当

た

り

四

ワ

ッ

ト

以
下

（
２
）
　
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
、
ロ
ー
カ
ル
５

Ｇ
の
陸
上
移
動
局
及
び
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無

線
局

六
Ｇ
Ｈ

ｚ
を

超
え

三
〇

Ｇ
Ｈ

ｚ
以

下

人
体
（
側
頭
部
及
び

両
手
を
除
く
。
）

の
任
意
の
体
表
面

四
平
方
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
に
お
け
る

入
射
電
力
密
度

（
任
意
の
六
分
間

に
通
過
す
る
エ
ネ

毎

平

方

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

当

た

り

二

ミ

リ

ワ

ル
ギ
ー
を
六
分
で

除
し
て
得
た
値
を

い
う
。
以
下
同

じ
。
）

ッ

ト

以
下

（
３
）
　
第
四
十
九
条
の
十
四
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
規

定
す
る
無
線
標
定
業
務
の
無
線
局
並
び
に
第
四
十
九
条
の

二
十
に
規
定
す
る
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線

局
（
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

三
〇
Ｇ

Ｈ
ｚ

を
超

え
三

〇
〇

Ｇ
Ｈ

ｚ
以

下

人
体
（
側
頭
部
及
び

両
手
を
除
く
。
）

の
任
意
の
体
表
面

一
平
方
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
に
お
け
る

入
射
電
力
密
度

毎

平

方

セ

ン

チ

メ

ー

ト

ル

当

た

り

二

ミ

リ

ワ

ッ

ト

以
下

二
　
前
号
の
表
に
掲
げ
る
無
線
局
の
無
線
設
備
又
は
当
該
無
線
設
備
と
同
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
た
他
の
無
線
設

備
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
同
時
に
複
数
の
電
波
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い

て
「
複
数
電
波
」
と
い
う
。
）
を
発
射
す
る
機
能
を
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る

方
法
に
よ
り
算
出
し
た
総
合
照
射
比
が
一
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
発
射
さ
れ
る
複
数
電
波
の

周
波
数
が
全
て
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合
に
は
、
複
数
電
波
の
人
体
（
側
頭
部
及
び
両
手
を

除
く
。
）
に
お
け
る
比
吸
収
率
に
つ
い
て
、
前
号
の
表
第
四
欄
に
掲
げ
る
許
容
値
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
前
二
号
の
規
定
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
人
体
側
頭
部
に
ば
く
露
さ
れ
る
電
波
の
許
容
値
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
無
線
局
の
無
線
設
備
（
携
帯
し
て
使
用
す
る
た
め
に
開
設
す
る
無
線
局
の
も
の
で
あ
つ
て
、
人
体
側
頭
部
に

近
接
し
た
状
態
に
お
い
て
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
人
体
側
頭
部
に
ば
く
露
さ
れ
る
電
波
の
許

容
値
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
及
び
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
発
射
さ
れ
る
電
波
の
周
波
数
帯

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
測
定
項
目
に
つ
い
て
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
許
容

値
の
と
お
り
と
す
る
。

無
線
局

周
波
数
帯

測
定
項
目

許
容
値

（
１
）
　
前
項
の
表
（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局

の
う
ち
、
伝
送
情
報
が
電
話
（
音
響
の
放

送
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
も
の
及
び
電
話
と
そ
の
他
の
情
報
の

組
合
せ
の
も
の

一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

以
上
六
Ｇ
Ｈ

ｚ
以
下

人
体
側
頭
部
に
お
け

る
比
吸
収
率

毎
キ
ロ
グ
ラ
ム

当
た
り
二
ワ

ッ
ト
以
下

（
２
）
　
前
項
の
表
（
２
）
に
掲
げ
る
無
線
局

の
う
ち
、
伝
送
情
報
が
電
話
の
も
の
及
び

電
話
と
そ
の
他
の
情
報
の
組
合
せ
の
も
の

六
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超

え
三
〇
Ｇ
Ｈ

ｚ
以
下

人
体
側
頭
部
の
任
意

の
体
表
面
四
平
方

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

に
お
け
る
入
射
電

力
密
度

毎
平
方
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
当

た
り
二
ミ
リ

ワ
ッ
ト
以
下

二
　
前
号
の
表
に
掲
げ
る
無
線
局
の
無
線
設
備
又
は
当
該
無
線
設
備
と
同
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
た
他
の
無
線
設

備
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
同
時
に
複
数
電
波
を
発
射
す
る
機
能
を
有
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
総
合
照
射
比
が
一
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
発
射
さ
れ
る
複
数
電
波
の
周
波
数
が
全
て
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合
に
は
、

複
数
電
波
の
人
体
側
頭
部
に
お
け
る
比
吸
収
率
に
つ
い
て
、
前
号
の
表
第
四
欄
に
掲
げ
る
許
容
値
を
適
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

三
　
前
二
号
の
規
定
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３
　
前
二
項
に
規
定
す
る
比
吸
収
率
の
測
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
。

４
　
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
入
射
電
力
密
度
の
測
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
。
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第
二
節
　
送
信
装
置

（
周
波
数
の
安
定
の
た
め
の
条
件
）

第
十
五
条
　
周
波
数
を
そ
の
許
容
偏
差
内
に
維
持
す
る
た
め
、
送
信
装
置
は
、
で
き
る
限
り
電
源
電
圧
又
は
負
荷
の

変
化
に
よ
つ
て
発
振
周
波
数
に
影
響
を
与
え
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
周
波
数
を
そ
の
許
容
偏
差
内
に
維
持
す
る
た
め
、
発
振
回
路
の
方
式
は
、
で
き
る
限
り
外
囲
の
温
度
若
し
く
は

湿
度
の
変
化
に
よ
つ
て
影
響
を
受
け
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
移
動
局
（
移
動
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
局
を
含
む
。
）
の
送
信
装
置
は
、
実
際
上
起
り
得
る
振
動
又
は
衝
撃
に
よ
つ

て
も
周
波
数
を
そ
の
許
容
偏
差
内
に
維
持
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
　
水
晶
発
振
回
路
に
使
用
す
る
水
晶
発
振
子
は
、
周
波
数
を
そ
の
許
容
偏
差
内
に
維
持
す
る
た
め
、
左
の

条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
発
振
周
波
数
が
当
該
送
信
装
置
の
水
晶
発
振
回
路
に
よ
り
又
は
こ
れ
と
同
一
の
条
件
の
回
路
に
よ
り
あ
ら
か

じ
め
試
験
を
行
つ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
恒
温
槽
を
有
す
る
場
合
は
、
恒
温
槽
は
水
晶
発
振
子
の
温
度
係
数
に
応
じ
て
そ
の
温
度
変
化
の
許
容
値
を
正

確
に
維
持
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
通
信
速
度
）

第
十
七
条
　
手
送
電
鍵
操
作
に
よ
る
送
信
装
置
は
、
そ
の
操
作
の
通
信
速
度
が
二
五
ボ
ー
に
お
い
て
安
定
に
動
作
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
送
信
装
置
以
外
の
送
信
装
置
は
、
そ
の

高
運
用
通
信
速
度
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
増
の
通
信
速
度
に
お

い
て
安
定
に
動
作
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
送
信
装
置
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
通
常
使
用
す
る
通
信
速
度
で
で
き
る
限
り

安
定
に
動
作
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
調
）

第
十
八
条
　
送
信
装
置
は
、
音
声
そ
の
他
の
周
波
数
に
よ
つ
て
搬
送
波
を
変
調
す
る
場
合
に
は
、
変
調
波
の
尖
頭
値

に
お
い
て
（±

）
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
な
い
範
囲
に
維
持
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
送
信
装
置
は
、
通
信
に
秘
匿
性
を
与
え
る
機
能
を
有
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
通
信
方
式
の
条
件
）

第
十
九
条
　
船
舶
局
及
び
海
岸
局
の
無
線
電
信
で
あ
つ
て
そ
の
通
信
方
式
が
単
信
方
式
の
も
の
は
、
ブ
レ
ー
ク
イ
ン

式
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ブ
レ
ー
ク
イ
ン
リ
レ

ー
を
使
用
す
る
も
の
は
、
容
易
に
予
備
の
ブ
レ
ー
ク
イ
ン
リ
レ
ー
に
取
り
替
え
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
設
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
二
六
・
一
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線

設
備
の
ブ
レ
ー
ク
イ
ン
リ
レ
ー
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
無
線
電
話
（
ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
そ
の
通
信
方
式
が
単
信
方
式
の
も
の
は
、
送
信
と

受
信
と
の
切
換
装
置
が
一
挙
動
切
換
式
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
船
舶
局

の
も
の
（
手
動
切
換
え
の
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
切
換
装
置
の
操
作
部
分
が
当
該
無
線
電
話
の
マ

イ
ク
ロ
ホ
ン
又
は
送
受
話
器
に
装
置
し
て
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
無
線
電
話
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
そ
の
通
信
方
式
が
複
信
方
式

の
も
の
は
、
ボ
ー
ダ
ス
式
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
近
距
離
通

信
を
行
う
も
の
で
あ
つ
て
簡
易
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
電
話
の
送
信
と
受
信
と
の
切
換

装
置
で
そ
の
切
換
操
作
を
音
声
に
よ
り
行
う
も
の
は
、
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
三
節
　
送
信
空
中
線

（
送
信
空
中
線
の
型
式
及
び
構
成
等
）

第
二
十
条
　
送
信
空
中
線
の
型
式
及
び
構
成
は
、
左
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
空
中
線
の
利
得
及
び
能
率
が
な
る
べ
く
大
で
あ
る
こ
と
。

二
　
整
合
が
十
分
で
あ
る
こ
と
。

三
　
満
足
な
指
向
特
性
が
得
ら
れ
る
こ
と
。

第
二
十
一
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
無
線
局
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し

て
は
、
空
中
線
の
利
得
、
指
向
特
性
等
に
関
す
る
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

一
　
放
送
区
域
の
特
定
す
る
放
送
業
務

二
　
国
際
通
信
の
業
務

三
　
無
線
標
識
業
務
及
び
無
線
航
行
業
務

四
　
そ
の
他
通
信
の
相
手
方
を
特
定
す
る
無
線
通
信
の
業
務

第
二
十
二
条
　
空
中
線
の
指
向
特
性
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
に
よ
つ
て
定
め
る
。

一
　
主

ふ
く輻

射
方
向
及
び
副

ふ
く輻

射
方
向

二
　
水
平
面
の
主

ふ
く輻

射
の
角
度
の
幅

三
　
空
中
線
を
設
置
す
る
位
置
の
近
傍
に
あ
る
も
の
で
あ
つ
て
電
波
の
伝
わ
る
方
向
を
乱
す
も
の

四
　
給
電
線
よ
り
の

ふ
く輻

射

第
二
十
三
条
　
削
除

第
三
章
　
受
信
設
備

（
副
次
的
に
発
す
る
電
波
等
の
限
度
）

第
二
十
四
条
　
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
副
次
的
に
発
す
る
電
波
が
他
の
無
線
設
備
の
機
能
に
支
障
を
与
え
な
い

限
度
は
、
受
信
空
中
線
と
電
気
的
常
数
の
等
し
い
疑
似
空
中
線
回
路
を
使
用
し
て
測
定
し
た
場
合
に
、
そ
の
回
路

の
電
力
が
四
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
特
定
小
電
力
無
線
局
（
二
、
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
構
内
無
線
局
（
二
、
四
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
四
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
す
る
移
動
体
識
別
用
の
も
の
で
あ
つ
て
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
を
用
い
る
も
の
並
び
に
二
・
四
Ｇ

Ｈ
ｚ
帯
及
び
五
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
力
伝
送
（
施
行
規
則
第
三
十
二
条
の
八
の

三
に
規
定
す
る
無
線
電
力
伝
送
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
用
の
も
の
に
限
る
。
）
、
移
動
体
検
知
セ
ン
サ
ー
用
の
特

定
小
電
力
無
線
局
（
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
小

電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
及
び
五
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
受
信

装
置
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
特
定
小
電
力
無
線
局
（
二
、
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
構
内
無
線
局
（
二
、
四
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
四
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波

数
の
電
波
を
使
用
す
る
移
動
体
識
別
用
の
も
の
で
あ
つ
て
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
を
用
い
る
も
の
並
び
に

二
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
及
び
五
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
力
伝
送
用
の
も
の
に
限
る
。
）

、
移
動
体
検
知
セ
ン
サ
ー
用
の
特
定
小
電
力
無
線
局
（
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え
付
け
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
、
小
電
力
デ
ー
タ
通
信

シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
及
び
五
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
受
信
装
置

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

一
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

四
ナ
ノ
ワ
ッ
ト

一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上

二
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト

二
　
移
動
体
検
知
セ
ン
サ
ー
用
の
特
定
小
電
力
無
線
局
（
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
の
備
え
付
け
を
要
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
受
信
装
置

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

五
五
・
六
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
三
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

五
五
・
六
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
二
六
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

六
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
七
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
二
六
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

六
七
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
三
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

３
　
第
四
十
九
条
の
六
に
定
め
る
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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無線局の種別

受
信
装
置
の
区
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る

電
波
の
限
度

陸上移動局

七
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
七
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇

三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
六
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え
八
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
又
は
九
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

受
信
す
る
受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
上
一
、
〇

〇

〇

Ｍ

Ｈ

ｚ

未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ

Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

四
八
・
八
デ
シ
ベ

ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ

ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル

と
す
る
。
以
下
こ

の
項
か
ら
第
八
項

ま
で
に
お
い
て
同

じ
。
）
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

一
二
・
七
五
Ｇ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ

幅

で

（－

）

三

八
・
八
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四

七
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
七
一
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
七
八
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
八
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、

八
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
又
は
二
、
一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す
る
受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
上
一
、
〇

〇

〇

Ｍ

Ｈ

ｚ

未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ

Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

五
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

一
二
・
七
五
Ｇ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ

幅
で
（－

）
四
七

デ
シ
ベ
ル
以
下
の

値

陸上移動中継局

七
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
七
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇

三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
六
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え
八
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
又
は
九
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

受
信
す
る
受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
上
一
、
〇

〇

〇

Ｍ

Ｈ

ｚ

未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ

Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

四
八
・
八
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

一
二
・
七
五
Ｇ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ

幅

で

（－
）

三

八
・
八
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四

七
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
七
一
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
七
八
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
八
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、

八
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
又
は
二
、
一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す
る
受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
上
一
、
〇

〇

〇

Ｍ

Ｈ

ｚ

未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ

Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

五
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

一
二
・
七
五
Ｇ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ

幅
で
（－

）
四
七

デ
シ
ベ
ル
以
下
の

値

４
　
七
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
七
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

を
超
え
八
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
又
は
九
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
符
号
分
割
多
元
接
続

方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信

等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多

重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
並
び
に
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周

波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設

備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無

線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受

信
装
置
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
信
号
を
受
信
す
る
も
の

無

線局の種別

受
信
装
置
の
区
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の

限
度

基

地局

七
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
七
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す
る

受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
未
満
（
七
六
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
八
一
三

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
五
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七

五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
（
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
上
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く

。
）

任

意

の

一

Ｍ

Ｈ

ｚ

幅

で

（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

ウ
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
二

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任

意

の

一

Ｍ

Ｈ

ｚ

幅

で

（－

）
五
二
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
八
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す
る

受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
未
満
（
八
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
〇
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
五
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七

五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任

意

の

一

Ｍ

Ｈ

ｚ

幅

で

（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す
る

受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
未
満
（
九
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
七
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
五
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七

五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
（
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
上
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く

。
）

任

意

の

一

Ｍ

Ｈ

ｚ

幅

で

（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

ウ
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
二

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任

意

の

一

Ｍ

Ｈ

ｚ

幅

で

（－

）
五
二
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

陸

上移動局

七
七
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
八
〇
三
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
の

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
未
満
（
七
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
七
四
八

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
七
七
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

八
〇
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
五
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値
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電
波
を
受
信
す
る

受
信
装
置

イ
　
七
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
七
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
及
び
七
七
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
八
〇
三

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
三
・
八
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅

で
（－

）
六
〇
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

ウ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七

五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任

意

の

一

Ｍ

Ｈ

ｚ

幅

で

（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
八
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す
る

受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
未
満
（
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
八
四
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

八
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
五
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

イ
　
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
八
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
及
び
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
八
九
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
三
・
八
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅

で
（－

）
六
〇
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

ウ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七

五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任

意

の

一

Ｍ

Ｈ

ｚ

幅

で

（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

九
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
受
信
す
る

受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
未
満
（
九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
一
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
九
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
五
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

イ
　
九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
及
び
九
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
六
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
三
・
八
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅

で
（－

）
六
〇
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

ウ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七

五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任

意

の

一

Ｍ

Ｈ

ｚ

幅

で

（－
）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

二
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設

備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無

線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受

信
装
置
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
信
号
を
受
信
す
る
も
の

無

線
局の種別

受
信
装
置
の
区
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の

限
度

基

地
局

八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
受
信
装
置

ア
　
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

を
超
え
八
四
五
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
三
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
八
〇
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

イ
　
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

を
超
え
八
九
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
三
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
六
〇
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

ウ
　
ア
及
び
イ
に
掲

げ
る
周
波
数
以
外

の
周
波
数

任
意
の
三
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

陸

上
移動局

八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
受
信
装
置

（
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
の
周
波
数
の
電
波
と
組
み
合
わ
せ
て
使

用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ア
　
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

を
超
え
八
四
五
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
六
一
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

イ
　
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

を
超
え
八
九
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
七
六
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

ウ
　
ア
及
び
イ
に
掲

げ
る
周
波
数
以
外

の
周
波
数

任
意
の
三
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

三
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置

無
線
局
の
種
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

基

地
局

七
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

を
超
え
七
四

八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
の
周
波
数

の
電
波
を
受

信
す
る
受
信

装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満
（
七
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
八
一
三
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
五
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
（
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

ウ
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
二
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

五
二
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

を
超
え
八
四

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
の
周
波
数

の
電
波
を
受

信
す
る
受
信

装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満
（
八
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
〇
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
五
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
（
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

ウ
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
二
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

五
二
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

を
超
え
九
一

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
の
周
波
数

の
電
波
を
受

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満
（
九
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
七
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
五
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値
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信
す
る
受
信

装
置

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
（
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

ウ
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
二
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

五
二
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

陸
上
移
動
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
五
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値

　

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

四
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を

行
う
無
線
局
の
受
信
装
置

無

線

局

の

種

別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

基
地
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
七
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
一
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

ウ
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
二
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
二
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

エ
　
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
・
七

五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

陸

上

移

動
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
七
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

注
　
基
地
局
に
お
い
て
は
、
七
七
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
を
使
用
す
る
場
合
は
周
波
数

帯
か
ら
七
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
八
一
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
き
、
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周

波
数
を
使
用
す
る
場
合
は
周
波
数
帯
か
ら
八
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
〇
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
き
、
九
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

を
超
え
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
を
使
用
す
る
場
合
は
周
波
数
帯
か
ら
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
七
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
を
除
く
。

５
　
一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
、
四
七
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、

五
一
〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線

局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
符

号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試

験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う

無
線
局
並
び
に
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無

線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設

備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無

線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受

信
装
置
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
信
号
を
受
信
す
る
も
の

無
線
局

の

種

別

受
信
装
置
の
区
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電

波
の
限
度

基
地
局

一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

一
、
四
六
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る

受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ

ｚ
幅
で
（－

）
五

七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一

二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
（
一
、

四
六
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

五
二
〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び

二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、

〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅

で
（－

）
四
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

ウ
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、

〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅

で
（－

）
五
二
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

陸
上
移

動
局

一
、
四
七
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

一
、
五
一
〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る

受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ

ｚ
幅
で
（－

）
五

七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一

二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
（
一
、

四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

四
六
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び

一
、
四
七
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

一
、
五
一
〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅

で
（－

）
四
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

ウ
　
一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

上
一
、
四
六
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
及
び
一
、
四
七
五
・
九
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
上
一
、
五
一
〇
・
九
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

任
意
の
三
・
八
四
Ｍ

Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

六
〇
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

二
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設

備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無

線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受

信
装
置
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速
度
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
信
号
を
受
信

す
る
も
の

無
線
局

の

種

別

受
信
装
置
の
区
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波

の
限
度

基
地
局

一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、

四
六
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波

数
の
電
波
を
受
信
す
る
受
信
装
置

ア
　
一
、
四
二
七
・
九
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
上
一
、
四
六

二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
三
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅

で
（－

）
八
〇
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値
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イ
　
一
、
四
七
五
・
九
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
上
一
、
五
一

〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
三
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅

で
（－

）
六
〇
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

ウ
　
一
、
八
八
四
・
五
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
一

五
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
三
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

幅
で
（－

）
四
一
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

エ
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
上
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
五
二
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

オ
　
ア
か
ら
エ
ま
で
に
掲

げ
る
周
波
数
以
外
の
周

波
数

任
意
の
三
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅

で
（－

）
四
七
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

陸
上
移

動
局

一
、
四
七
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、

五
一
〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波

数
の
電
波
を
受
信
す
る
受
信
装
置

ア
　
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

八
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及

び
二
、
一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
上
二
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

任
意
の
三
・
八
四
Ｍ
Ｈ

ｚ
幅
で
（－

）
六
〇

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
四
二
七
・
九
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
上
一
、
四
六

二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
六
一
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

ウ
　
一
、
四
七
五
・
九
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
上
一
、
五
一

〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
七
六
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

エ
　
一
、
八
八
四
・
五
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
一

五
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
三
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

幅
で
（－

）
四
一
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

オ
　
ア
か
ら
エ
ま
で
に
掲

げ
る
周
波
数
以
外
の
周

波
数

任
意
の
三
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅

で
（－

）
四
七
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

三
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置

無

線

局

の

種

別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

基
地
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五

七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

　

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ

ｚ
以
下
（
一
、
四
六
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
五

二
〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
上
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

　

ウ
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
二
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

陸

上

移

動
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五

七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

　

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ

ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

四
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を

行
う
無
線
局
の
受
信
装
置

無
線
局

の

種

別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

基
地
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
一
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
未
満
（
一
、
四
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
五

二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

ウ
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
二
五
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
二
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

エ
　
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
・
七
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

陸
上
移

動
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ

Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

６
　
一
、
七
四
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
七
八
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
、
八
三
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、

八
七
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線

局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
符

号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試

験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
一
、
七
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
七
八
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
、
八

〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
八
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割

多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交

周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設

備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無

線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受

信
装
置
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
信
号
を
受
信
す
る
も
の

無
線
局

の

種

別

受
信
装
置
の
区
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電

波
の
限
度

基
地
局

一
、
七
四
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

一
、
七
八
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る

受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ

ｚ
幅
で
（－

）
五

七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一

二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
（
一
、

八
二
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

八
八
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び

二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、

〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅

で
（－

）
四
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値
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ウ
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、

〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅

で
（－

）
五
二
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

陸
上
移

動
局

一
、
八
三
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

一
、
八
七
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る

受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ

ｚ
幅
で
（－

）
五

七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一

二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
（
一
、

七
四
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

七
八
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び

一
、
八
四
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

一
、
八
七
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅

で
（－

）
四
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

ウ
　
一
、
七
四
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

上
一
、
七
八
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
及
び
一
、
八
四
四
・
九
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
上
一
、
八
七
九
・
九
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

任
意
の
三
・
八
四
Ｍ

Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

六
〇
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

二
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設

備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無

線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受

信
装
置
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速
度
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
信
号
を
受
信

す
る
も
の

無
線
局

の
種

別

受
信
装
置
の
区
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波

の
限
度

基
地
局

一
、
七
四
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、

七
八
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
受
信
す
る
受
信
装
置

ア
　
一
、
七
四
九
・
九
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
上
一
、
七
八

四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
三
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅

で
（－

）
八
〇
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

　

イ
　
一
、
八
四
四
・
九
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
上
一
、
八
七

九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
三
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅

で
（－

）
六
〇
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

　

ウ
　
一
、
八
八
四
・
五
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
一

五
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
三
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

幅
で
（－

）
四
一
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

　

エ
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
上
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
五
二
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

　

オ
　
ア
か
ら
エ
ま
で
に
掲

げ
る
周
波
数
以
外
の
周

波
数

任
意
の
三
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅

で
（－

）
四
七
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

陸
上
移

動
局

一
、
八
三
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、

八
七
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
受
信
す
る
受
信
装
置

ア
　
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

八
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及

び
二
、
一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

任
意
の
三
・
八
四
Ｍ
Ｈ

ｚ
幅
で
（－

）
六
〇

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

以
上
二
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

イ
　
一
、
七
四
九
・
九
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
上
一
、
七
八

四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
六
一
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

ウ
　
一
、
八
四
四
・
九
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
上
一
、
八
七

九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
七
六
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

エ
　
一
、
八
八
四
・
五
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
一

五
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
三
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

幅
で
（－

）
四
一
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

オ
　
ア
か
ら
エ
ま
で
に
掲

げ
る
周
波
数
以
外
の
周

波
数

任
意
の
三
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅

で
（－

）
四
七
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

三
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置

無

線

局

の

種

別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

基
地
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五

七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

　

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ

ｚ
以
下
（
一
、
七
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
八
九

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

　

ウ
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
二
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

陸

上

移

動
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五

七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

　

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ

ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

四
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を

行
う
無
線
局
の
受
信
装
置

無
線
局

の

種

別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

基
地
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
一
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
未
満
（
一
、
七
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
八

九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

ウ
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
二
五
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
二
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

エ
　
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
・
七
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値
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陸
上
移

動
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ

Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

７
　
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
、
一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多

元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携

帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等

を
行
う
無
線
局
、
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
並
び
に
シ
ン

グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線

局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設

備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無

線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受

信
装
置
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
信
号
を
受
信
す
る
も
の

無
線
局

の

種

別

受
信
装
置
の
区
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波

の
限
度

基
地
局

一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

一
、
九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の

周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る

受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

幅
で
（－

）
五
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一

二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
（
二
、

一
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
一
八

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
四
七
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

陸
上
移

動
局

二
、
一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

二
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の

周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る

受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

幅
で
（－

）
五
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一

二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
（
一
、

九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
八

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
二
、
一
一

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
一
七
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－
）
四
七
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

ウ
　
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
二
、

一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
一
七

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
三
・
八
四
Ｍ
Ｈ

ｚ
幅
で
（－

）
六
〇

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

二
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設

備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無

線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受

信
装
置
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速
度
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
信
号
を
受
信

す
る
も
の

無

線
局の

受
信
装
置
の
区
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

種別
基

地
局

一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
一
、
九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
受
信
す
る
受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

五
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

　

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ

ｚ
以
下
（
一
、
九
二
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
八

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
二
、

一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、

一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を

除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

　

ウ
　
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
上
一
、
九
八
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

任
意
の
三
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
八

〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

　

エ
　
二
、
一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
上
二
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

任
意
の
三
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
六

〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

陸

上
移動局

二
、
一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
二
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
受
信
す
る
受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

（
九
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九

六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除

く
。
）

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

五
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
九
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

九
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

九
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
の
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
間
隔
の
五

一
波
に
お
い
て
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の

帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が

（－

）
六
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値
。

た
だ
し
、
当
該
五
一
波
の
周
波
数

の
う
ち
任
意
の
五
波
に
つ
い
て
は
、

一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け

る
平
均
電
力
が
（－

）
三
六
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

ウ
　
九
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

九
三
五
・
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
六
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
の
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
間
隔

の
一
二
五
波
に
お
い
て
一
〇
〇
ｋ

Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
（－

）
七
九
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値
。
た
だ
し
、
当
該
一
二
五
波

の
周
波
数
の
う
ち
任
意
の
五
波
に

つ
い
て
は
、
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯

域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）

三
六
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

エ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ

ｚ
以
下
（
一
、
八
〇
五

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値
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Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
八
八

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、

九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及

び
二
、
一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
上
二
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
を
除
く
。
）

オ
　
一
、
八
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
上
一
、
八
八
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

一
、
八
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
八
八

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

間
隔
の
三
七
六
波
に
お
い
て
一
〇

〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平

均
電
力
が
（－

）
七
一
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値
。
た
だ
し
、
当
該
三
七

六
波
の
周
波
数
の
う
ち
任
意
の
五

波
に
つ
い
て
は
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯

域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）

三
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

カ
　
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
上
一
、
九
八
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
六
一

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

キ
　
二
、
一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
上
二
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
七
六

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

三
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置

無
線
局

の

種

別

受
信
装
置
の
区
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の

限
度

基
地
局

一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、

九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波

数
の
電
波
を
受
信
す
る
受
信

装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅

で
（－

）
五
七
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

　

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

上
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未

満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

　

ウ
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

上
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
五
二
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

　

　

エ
　
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を

超
え
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下
（
二
、
一
〇
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
上
二
、
一
八
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

陸
上
移

動
局

二
、
一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、

一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波

数
の
電
波
を
受
信
す
る
受
信

装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅

で
（－

）
五
七
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以

下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

四
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を

行
う
無
線
局
の
受
信
装
置

無
線
局

の

種

別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

基
地
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
一
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

ウ
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
二
五
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
二
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

エ
　
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
・
七
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
（
二
、
一
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、

一
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

陸
上
移

動
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ

Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

８
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
時
分
割
・
符
号
分
割
多

元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試

験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線

局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線

局
、
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接

続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
並
び
に
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線

局
及
び
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
二
、

三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
三
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
、
二
、
三
三

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
三
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
・
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
四
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を

超
え
四
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
二
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
八
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
九
・
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
九
・

五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波

数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
並
び
に
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て

は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方

式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速
度
が

毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
信
号
を
受
信
す
る
も
の

無
線
局
の
種
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波

の
限
度

基
地
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
（
八
一

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
八
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

幅
で
（－

）
五
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値
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イ
　
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
八
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四

二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
四
五
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、

一
、
七
四
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
七
八
四
・
九
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
及
び
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
八
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
三
・
八
四
Ｍ
Ｈ

ｚ
幅
で
（－

）
七
八

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

　

ウ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

（
一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
四
五
二
・
九
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
、
一
、
七
四
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
七
八

四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
二
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、

〇
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

陸
上
移
動
局
（
携

帯
無
線
通
信
の

中
継
を
行
う
も

の
を
除
く
。
）

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

幅
で
（－

）
五
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

（
二
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を

除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

陸
上
移
動
局
（
携

帯
無
線
通
信
の

中
継
を
行
う
も

の
に
限
る
。
）

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
（
八
一

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
八
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

幅
で
（－

）
五
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
八
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四

二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
四
五
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、

一
、
七
四
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
七
八
四
・
九
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
及
び
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
八
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
三
・
八
四
Ｍ
Ｈ

ｚ
幅
で
（－

）
六
〇

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

ウ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

（
一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
四
五
二
・
九
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
、
一
、
七
四
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
七
八

四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
二
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、

〇
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

二
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方

式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速
度
が

毎
秒
七
・
六
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
信
号
を
受
信
す
る
も
の

無
線
局
の
種
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波

の
限
度

基
地
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
八
一

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
八
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

幅
で
（－

）
五
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

　

イ
　
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
八
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四

二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
四
五
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、

一
、
七
四
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
七
八
四
・
九
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
及
び
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
八
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
三
・
八
四
Ｍ
Ｈ

ｚ
幅
で
（－

）
七
八

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

　

ウ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

（
一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
四
五
二
・
九
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
、
一
、
七
四
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
七
八

四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
一
、
九
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、

〇
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

陸
上
移
動
局
（
携

帯
無
線
通
信
の

中
継
を
行
う
も

の
を
除
く
。
）

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

幅
で
（－

）
五
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

（
一
、
九
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を

除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

陸
上
移
動
局
（
携

帯
無
線
通
信
の

中
継
を
行
う
も

の
に
限
る
。
）

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
（
八
一

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
八
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

幅
で
（－

）
五
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
八
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四

二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
四
五
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、

一
、
七
四
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
七
八
四
・
九
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
及
び
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
八
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
三
・
八
四
Ｍ
Ｈ

ｚ
幅
で
（－

）
六
〇

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

ウ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

（
一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
四
五
二
・
九
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
、
一
、
七
四
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
七
八

四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
一
、
九
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、

〇
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

三
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方

式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
で
あ
つ
て
、
拡
散
符
号
速
度
が

一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一
・
二
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
信
号
を
受
信
す
る
も
の

無

線

局

の

種

別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

基
地
局

ア
　
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
八
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、

一
、
七
四
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
七
八
四
・
九

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
三
・
八
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

七
八
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

　

イ
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

任
意
の
一
・
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

八
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

　

ウ
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五

七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

　

エ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下
（
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
周
波
数
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

陸

上

移

動
局

ア
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

任
意
の
一
・
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

六
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値
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イ
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五

七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

　

ウ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下
（
ア
に
掲
げ
る
周
波
数
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

四
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分

割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
時
分
割
・
周
波
数
分

割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信

設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

九
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

五
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
う
ち
、
二
、
〇
一
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
受
信
装
置

無
線
局
の

種
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

基
地
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未

満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
七

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

　

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ

Ｈ
ｚ
以
下
（
二
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、

〇
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

陸
上
移
動

局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未

満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
七

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

　

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

六
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
う
ち
、
二
、
三
三
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
三
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
も
の
の
受
信
装
置

（１）
　
二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
三
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

無
線
局
の
種

別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

基
地
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
七

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ

Ｈ
ｚ
未
満
（
二
、
二
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、

四
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

陸
上
移
動
中

継
局
又
は

陸
上
移
動

局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
七

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ

Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

（２）
　
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

無
線
局
の
種

別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

基
地
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
三
・
三
九
Ｇ

Ｈ
ｚ
未
満
及
び
三
・
六
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
一

八
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

陸
上
移
動
中

継
局
又
は

陸
上
移
動

局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
七
デ

シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
八
Ｇ
Ｈ
ｚ

未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

七
　
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携

帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
で
あ
つ
て
、
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
五

ミ
リ
秒
の
信
号
を
受
信
す
る
も
の

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

一
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

四
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下

一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上

二
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下

八
　
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携

帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
で
あ
つ
て
、
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
九

一
一
・
四
四
マ
イ
ク
ロ
秒
、
九
六
三
・
五
二
マ
イ
ク
ロ
秒
、
一
、
〇
一
五
・
六
マ
イ
ク
ロ
秒
又
は
一
、
〇
六

七
・
六
八
マ
イ
ク
ロ
秒
の
自
然
数
倍
の
値
の
信
号
を
受
信
す
る
も
の

無
線
局
の
種
別

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

基
地
局

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
八
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

陸
上
移
動
局

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

九
　
二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
三
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
・
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は

四
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割

多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ

（
四
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
・
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
局
の
受

信
装
置

無

線
局の種別

受
信
装
置
の
区
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

基

地
局

空
中
線
端
子
（
測
定
に
用
い
る
こ

と
が
で
き
る
端
子
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

あ
り
、
複
数
の
空
中
線
、
位
相

器
及
び
増
幅
器
を
用
い
て
一
又

は
複
数
の
指
向
性
を
持
つ
ビ
ー

ム
パ
タ
ー
ン
を
形
成
し
制
御
す

る
技
術
を
有
す
る
ア
ン
テ
ナ

（
以
下
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
フ
ェ
ー
ズ

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
五
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
上
で
あ
つ
て
、
使
用

す
る
周
波
数
帯
の
上
端

の
周
波
数
の
五
倍
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値
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ド
ア
レ
イ
ア
ン
テ
ナ
」
と
い
う

。
）
を
使
用
し
な
い
受
信
装
置

空
中
線
端
子
が
あ
り
、
ア
ク
テ
ィ

ブ
フ
ェ
ー
ズ
ド
ア
レ
イ
ア
ン
テ

ナ
を
使
用
す
る
受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
次

に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

の
値

－

５
７
＋
１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ

デ
シ
ベ
ル
（
Ｎ
は
一
つ
の
搬

送
波
を
構
成
す
る
無
線
設
備

の
数
又
は
８
の
い
ず
れ
か
小

さ
い
値
と
す
る
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
上
で
あ
つ
て
、
使
用

す
る
周
波
数
帯
の
上
端

の
周
波
数
の
五
倍
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
次
に
掲

げ
る
式
に
よ
る
値
以
下
の
値

－

４
７
＋
１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ

デ
シ
ベ
ル

空
中
線
端
子
の
な
い
受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
三
六
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
上
で
あ
つ
て
、
使
用

す
る
周
波
数
帯
の
上
端

の
周
波
数
の
五
倍
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

三
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

陸

上
移動局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
五
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
上
で
あ
つ
て
、
使
用

す
る
周
波
数
帯
の
上
端

の
周
波
数
の
五
倍
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

注
一
　
基
地
局
に
お
い
て
は
、
二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
三
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

場
合
は
周
波
数
帯
か
ら
二
、
二
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
き
、
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え

四
・
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
場
合
は
周
波
数
帯
か
ら
三
、
二
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
四
、
二
四

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
き
、
四
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
・
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
場
合
は
周

波
数
帯
か
ら
四
、
三
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
五
、
〇
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。

二
　
二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
三
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
周

波
数
帯
の
項
中
「
で
あ
つ
て
、
使
用
す
る
周
波
数
帯
の
上
端
の
周
波
数
の
五
倍
未
満
」
と
あ
る
の
は
「
一
二
・
七

五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
　
二
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
八
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
九
・
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
九
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波

数
の
電
波
を
使
用
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
（
二
八
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
九
・
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の

周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
無
線
局
の
受
信
装
置

無

線
局の

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

種別
基

地
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
三
六
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
八
Ｇ
Ｈ
ｚ

未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
三
〇
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

ウ
　
一
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
二
三
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未

満

任
意
の
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
一
五
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

エ
　
二
三
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未

満

任
意
の
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
一
〇
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

オ
　
三
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
三
二
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未

満

任
意
の
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
一
〇
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

カ
　
三
二
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
四
一
・
五
Ｇ
Ｈ

ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
一
五
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

キ
　
四
一
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
で
あ
つ
て
、
使

用
す
る
周
波
数
帯
の
上
端
の
周
波
数
の
二

倍
未
満

任
意
の
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
二
〇
デ
シ
ベ

ル
以
下
の
値

陸

上
移動局

ア
　
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
二
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
三
六
・
八
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
二
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
四
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
二
九
・
八
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

ウ
　
四
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
で
あ
つ
て
、
使
用
す

る
周
波
数
帯
の
上
端
の
周
波
数
の
二
倍
未

満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
一
三
・
九
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

９
　
船
舶
地
球
局
、
航
空
機
地
球
局
及
び
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
（
い
ず
れ
も
一
、
六
一

八
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
、
六
二
六
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
受
信

装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

10
　
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
、
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
（
五
・
七
七
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
・
八

一
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
、
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
と
通
信
を
行
う
た
め
に
開

設
さ
れ
た
基
地
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
試
験
の
た

め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示

す
る
値
と
す
る
。

11
　
一
〇
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
〇
・
五
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
四
・
〇
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
四
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以

下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

12
　
四
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
五
四
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
一
六
Ｇ
Ｈ
ｚ

を
超
え
一
三
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
五
〇
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

13
　
六
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
七
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
七
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八

一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
六
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
七
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
受
信
装
置

一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
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二
　
七
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
受
信
装
置

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

帯
域
外
領
域
に
相
当
す
る
帯
域

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
ワ

ッ
ト
以
下

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
相
当
す
る

帯
域

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
五
〇
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ

ト
以
下

14
　
無
人
移
動
体
画
像
伝
送
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
四
九
四
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
又
は
五
、
六
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
、
七
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限

る
。
）
、
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
、
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線

ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
、
一
七
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
八
・
七
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
一
九
・
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ

を
超
え
一
九
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
（
固
定
局
、
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局

及
び
陸
上
移
動
局
に
限
る
。
）
並
び
に
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
、
二
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
三
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波

を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
（
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
二
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
二
二
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超

え
二
三
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
二
五
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
三
八
・
〇
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
八
・
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
三
九
・
〇
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
九
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
基
地
局
及

び
陸
上
移
動
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ

れ
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

一
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

四
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下

一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上

二
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下

15
　
九
一
六
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
若
し
く
は
移

動
体
識
別
用
の
陸
上
移
動
局
、
九
二
〇
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

る
陸
上
移
動
局
又
は
九
一
六
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
移
動
体

識
別
用
の
特
定
小
電
力
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

一
　
九
一
六
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
又
は
移
動

体
識
別
用
の
陸
上
移
動
局
の
受
信
装
置

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

七
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
四

デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
の
値

七
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
〇
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
八
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
八

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
三
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
四

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

九
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
〇

〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
八

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、

二
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
四
八
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

一
、
二
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る

も
の

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
四
七
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

二
　
九
二
〇
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
（
前
号
に

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
受
信
装
置

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

七
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
四

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

七
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
〇
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
五
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
五

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
三
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
四

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

九
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
〇
〇

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
五

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も

の

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
四
七
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

三
　
九
一
六
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
移
動
体
識
別
用
の
特
定

小
電
力
無
線
局
の
受
信
装
置

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

七
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
四

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

七
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
〇
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
五
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
五

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
三
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
四

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

九
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
〇
〇

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
五

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も

の

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
四
七
デ
シ

ベ
ル
以
下
の
値

16
　
九
一
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
九
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
受

信
装
置
（
前
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
に
定
め

る
と
お
り
と
す
る
。

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

七
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
四
デ
シ
ベ
ル

（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下

の
値

七
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
〇
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
五
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値

九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
五
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
三
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
四
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

九
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
〇
〇

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
五
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る

も
の

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値
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17
　
四
〇
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
受
信
装
置

に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

18
　
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
受
信
装
置
の
副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
第
四
十
九
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
四
・
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
又
は
七
・
二
五
Ｇ
Ｈ

ｚ
以
上
一
〇
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
受
信

装
置周

波
数
帯

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
四
・
八
Ｇ
Ｈ

ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
も
の

七
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
一
〇
・
二

五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電

波
を
使
用
す
る
も
の

一
、
六
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
九
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
の
値

一
、
六
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、

七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
八
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

二
、
七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
三
・

四
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－
）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
四
・
八
Ｇ

Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
五
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

（－

）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

四
・
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
七
・
二
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

七
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
一
〇
・

二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

（－

）
五
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
〇
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
一

〇
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
〇
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
一
〇
・

七
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
八
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
〇
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
一
一
・

七
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
一
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・

七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
八
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上

（－

）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

二
　
二
四
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
二
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無

線
局
の
受
信
装
置

周
波
数
帯

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力

三
六
・
六
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
五
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

三
六
・
六
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上

（－

）
四
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

三
　
七
・
五
八
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
八
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の

無
線
局
（
第
四
十
九
条
の
二
十
七
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
受
信
装
置

周
波
数
帯

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

に
、
与
え
ら
れ
た
方
向
に
お
け
る
空
中
線
の
絶
対

利
得
を
乗
じ
た
値

一
、
六
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
九
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
、
六
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
八
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

二
、
七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
七
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

七
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
七
・
五
八
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
五
九
・
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

七
・
五
八
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
八
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
五
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

八
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
八
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
五
九
・
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

八
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
一
〇
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
〇
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
一
〇
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
〇
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
一
〇
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
八
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
〇
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
一
一
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
一
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
八
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上

（－

）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

四
　
七
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局

（
第
四
十
九
条
の
二
十
七
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
受
信
装
置

周
波
数
帯

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

に
、
与
え
ら
れ
た
方
向
に
お
け
る
空
中
線
の
絶
対

利
得
を
乗
じ
た
値

一
、
六
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
九
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
、
六
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
八
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

二
、
七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
七
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

七
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
五
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

九
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
一
〇
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
〇
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
一
〇
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
〇
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
一
〇
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
八
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
〇
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
一
一
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
一
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
八
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上

（－

）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

19
　
三
一
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
一
五
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
若
し
く
は
四
三
三
・
六
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
三
四
・
一
七

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
受
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
四
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下

一
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
四
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下

注
　
副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度
は
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
値
と
す
る
。

20
　
一
、
五
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通
信
業
務
用
固
定
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
七
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
（
二
、

〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値

二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
二
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値

21
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式

広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
並
び
に
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は

直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
受
信
装
置

23



周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

九
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
未

満

任
意
の
一
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
四
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を

〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
の
値

一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

任
意
の
一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

二
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線

ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
受
信
装
置

無

線
局の種別

受
信
装
置
の
区
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

基

地
局

空
中
線
端
子
（
測
定
に
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
端

子
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
あ
り
、
ア
ク
テ
ィ
ブ

フ
ェ
ー
ズ
ド
ア
レ
イ
ア

ン
テ
ナ
を
使
用
し
な
い

受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

五
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

上
で
あ
つ
て
、
使
用
す
る

周
波
数
帯
の
上
端
の
周
波

数
の
五
倍
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

空
中
線
端
子
が
あ
り
、
ア

ク
テ
ィ
ブ
フ
ェ
ー
ズ
ド

ア
レ
イ
ア
ン
テ
ナ
を
使

用
す
る
受
信
装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
次
に
掲

げ
る
式
に
よ
る
値
以
下
の
値

－

５
７
＋
１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ

ベ
ル
（
Ｎ
は
一
つ
の
搬
送
波
を
構

成
す
る
無
線
設
備
の
数
又
は
８
の

い
ず
れ
か
小
さ
い
値
と
す
る
。
以

下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

上
で
あ
つ
て
、
使
用
す
る

周
波
数
帯
の
上
端
の
周
波

数
の
五
倍
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
次
に
掲
げ
る

式
に
よ
る
値
以
下
の
値

－

４
７
＋
１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ

ベ
ル

空
中
線
端
子
の
な
い
受
信

装
置

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

三
六
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

上
で
あ
つ
て
、
使
用
す
る

周
波
数
帯
の
上
端
の
周
波

数
の
五
倍
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
三
〇

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

陸

上
移動局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

三
六
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

上
で
あ
つ
て
、
使
用
す
る

周
波
数
帯
の
上
端
の
周
波

数
の
五
倍
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
三
〇

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

22
　
施
行
規
則
第
四
条
の
四
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
広
帯
域
移
動
無
線
通
信
（
以
下
「
二
〇

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
広
帯
域
移
動
無
線
通
信
」
と
い
う
。
）
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

九
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
一
五
〇
ｋ
Ｈ

ｚ
未
満

任
意
の
一
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
四
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ

リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
け
る
平
均
電
力
に
つ
い
て
同

じ
。
）
以
下
の
値

一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
三
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
四
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
五
四
デ
シ
ベ
ル
以

下
の
値

一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二

、
五
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

二
、
五
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二

、
五
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

一
　
陸
上
移
動
局
又
は
携
帯
局
の
受
信
装
置

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

二
　
一
以
外
の
無
線
局
の
受
信
装
置

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
六
一
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

二
、
五
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

23
　
無
線
通
信
規
則
付
録
第
十
八
号
の
表
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
（
Ｖ
Ｈ
Ｆ
デ
ー
タ
交
換
装

置
を
除
く
。
）
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

九
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

二
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下

一
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

二
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下

24
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
二
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
の
値

一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

上
一
、
八
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
二
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
の
値

一
、
八
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

上
一
、
九
〇
六
・
一
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
二
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
の
値
。
た
だ
し
、

一
、
八
八
〇
・
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
〇
六
・
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
で
あ
つ
て
、
一
、
八
八

〇
・
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
一
、
八
八
〇
・
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
に
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
整
数
倍
を
加
え
た

二
六
一
波
の
う
ち
任
意
の
連
続
す
る
一
〇
波
に
つ
い
て
は
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る

平
均
電
力
が
二
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
の
値
、
又
は
、
一
、
八
八
〇
・
〇
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

一
、
九
〇
六
・
〇
八
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
で
あ
つ
て
、
一
、
八
八
〇
・
〇
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
一
、

八
八
〇
・
〇
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
に
三
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
整
数
倍
を
加
え
た
八
七
〇
波
の
う
ち
任
意
の
二

波
に
つ
い
て
は
、
三
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
二
五
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下

の
値

24



一
、
九
〇
六
・
一
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超
え
一
二
・
七
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
二
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
の
値

25
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て

は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未

満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
二
ナ
ノ
ワ
ッ

ト
以
下
の
値

一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ

Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
二
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト

以
下
の
値

26
　
七
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
八
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
（
以
下
「
八
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の

周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
」
と
い
う
。
）
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

帯
域
外
領
域
に
相
当
す
る
帯
域

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト

以
下

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
相
当
す
る

帯
域

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
五
〇
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

27
　
七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

無

線

局

の
種
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

固

定

局

又

は

基

地
局

七
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
四
ナ
ノ
ワ
ッ
ト

以
下
の
値

七
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
一
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
三
二
〇
ピ
コ
ワ

ッ
ト
以
下
の
値

八
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
〇

〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
四
ナ
ノ
ワ
ッ
ト

以
下
の
値

一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る

も
の

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
四
ナ
ノ
ワ

ッ
ト
以
下
の
値

陸

上

移

動
局

一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
四
ナ
ノ
ワ
ッ
ト

以
下
の
値

一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る

も
の

任
意
の
一
、
〇
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
四
ナ
ノ
ワ

ッ
ト
以
下
の
値

28
　
航
空
機
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
の
受
信
装
置
並
び
に
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の

イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｄ
型
の
う
ち
Ｇ
一
Ｄ
電
波
を
受
信
す
る
受
信
装
置
、
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
の
う
ち
主

と
し
て
航
空
機
に
搭
載
さ
れ
る
受
信
装
置
及
び
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
型
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

29
　
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
二
に
規
定
す
る
携
帯
移
動
地
球
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

30
　
衛
星
基
幹
放
送
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
加
え
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
次
の
表
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
に
お
け
る
副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
測
定
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示

す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

二
、
二
二
四
・
四
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

三
、
二
二
三
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
三
三
・
七
五
六
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
四

九
・
一
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
の
値

31
　
Ｖ
Ｈ
Ｆ
デ
ー
タ
交
換
装
置
又
は
デ
ジ
タ
ル
船
上
通
信
設
備
（
Ｆ
一
Ｄ
電
波
及
び
Ｆ
一
Ｅ
電
波
で
あ
つ
て
、
四
五

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
を
使
用
す
る
船
上
通
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
線

局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

32
　
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線

局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

無
線
局

の
種
別

周
波
数
帯

副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

陸
上
移

動
中
継

局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
（
九

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
七
デ
シ
ベ
ル

（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未

満
（
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
を
除
く
。
）

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値

ウ
　
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
二
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値

陸
上
移

動
局

ア
　
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
五
七
デ
シ
ベ
ル

以
下
の
値

イ
　
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

の
値

33
　
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
五
に
規
定
す
る
携
帯
移
動
地
球
局
及
び
第
五
十
四
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
地
球

局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

34
　
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
六
に
規
定
す
る
携
帯
移
動
地
球
局
及
び
第
五
十
四
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
地
球

局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

（
そ
の
他
の
条
件
）

第
二
十
五
条
　
受
信
設
備
は
、
な
る
べ
く
左
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
内
部
雑
音
が
小
さ
い
こ
と
。

二
　
感
度
が
十
分
で
あ
る
こ
と
。

三
　
選
択
度
が
適
正
で
あ
る
こ
と
。

四
　
了
解
度
が
十
分
で
あ
る
こ
と
。

（
受
信
空
中
線
）

第
二
十
六
条
　
送
信
空
中
線
に
関
す
る
規
定
は
、
受
信
空
中
線
に
準
用
す
る
。

第
四
章
　
業
務
別
又
は
電
波
の
型
式
及
び
周
波
数
帯
別
に
よ
る
無
線
設
備
の
条
件

第
一
節
　
中
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備

第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
　
削
除

（
適
用
の
範
囲
）

第
三
十
三
条
の
二
　
こ
の
節
の
規
定
は
、
中
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
増
幅
器
又
は
録
音

再
生
装
置
の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
に
適
用

が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
変
調
度
）

第
三
十
三
条
の
三
　
中
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
装
置
の
変
調
器
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
モ
ノ
ホ
ニ
ツ
ク
放
送
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
少
な
く
と
も
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
直
線
的
に
振
幅
変
調

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
ス
テ
レ
オ
ホ
ニ
ツ
ク
放
送
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
一
で
あ
る
左
側
信
号
と
右
側
信
号
の
和
信
号
（
中

波
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
五
号
。
以
下
「
中
波
放
送
の
標
準
方

25



式
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
和
信
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
つ
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
少
な

く
と
も
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
直
線
的
に
振
幅
変
調
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
総
合
周
波
数
特
性
）

第
三
十
三
条
の
四
　
中
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
装
置
の
総
合
周
波
数
特
性
は
、
次
の
各
号
の
条
件

に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
モ
ノ
ホ
ニ
ツ
ク
放
送
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
〇
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
変
調
周

波
数
に
お
い
て
、
四
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
変
調
周
波
数
に
よ
り
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
振
幅
変
調
を
し
た
場
合
を
基
準

と
し
て
、
そ
の
偏
差
が
別
図
第
一
号
の
二
に
示
す
許
容
限
界
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
。

二
　
ス
テ
レ
オ
ホ
ニ
ツ
ク
放
送
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
〇
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
七
、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
変

調
周
波
数
に
お
い
て
、
変
調
周
波
数
が
四
〇
〇
ヘ
ル
ツ
で
あ
る
同
一
の
左
側
信
号
と
右
側
信
号
の
和
信
号
に
よ

り
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
振
幅
変
調
を
し
た
場
合
を
基
準
と
し
た
と
き
、
又
は
変
調
周
波
数
が
四
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の

左
側
信
号
又
は
右
側
信
号
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
振
幅
変
調
を
し
た
場
合
を
基
準
と
し
た
と
き

の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
そ
の
偏
差
が
別
図
第
一
号
の
二
に
示
す
許
容
限
界
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
。

２
　
送
信
装
置
の
左
側
信
号
及
び
右
側
信
号
の
入
力
端
子
に
同
一
の
信
号
を
加
え
た
場
合
の
当
該
装
置
の
出
力
端
子

に
お
け
る
左
側
信
号
と
右
側
信
号
と
の
レ
ベ
ル
の
差
は
、
二
〇
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
五
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
間
の

い
ず
れ
の
変
調
周
波
数
に
お
い
て
も
、
和
信
号
に
よ
り
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
振
幅
変
調
を
し
た
場
合
、
一
・
五
デ

シ
ベ
ル
以
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
合

ひ
ず
み

歪

率
）

第
三
十
三
条
の
五
　
中
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
装
置
の
総
合

ひ
ず
み

歪

率
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
モ
ノ
ホ
ニ
ツ
ク
放
送
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
〇
〇
ヘ
ル
ツ
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
及
び
五
、
〇
〇
〇

ヘ
ル
ツ
の
変
調
周
波
数
に
よ
り
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
振
幅
変
調
を
し
た
と
き
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ

と
。

二
　
ス
テ
レ
オ
ホ
ニ
ツ
ク
放
送
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
変
調
周
波
数
が
二
〇
〇
ヘ
ル
ツ
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル

ツ
及
び
五
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
で
あ
る
同
一
の
左
側
信
号
と
右
側
信
号
の
和
信
号
に
よ
り
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
振

幅
変
調
を
し
た
と
き
、
又
は
変
調
周
波
数
が
二
〇
〇
ヘ
ル
ツ
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
及
び
五
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ

の
左
側
信
号
又
は
右
側
信
号
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
振
幅
変
調
を
し
た
と
き
の
い
ず
れ
に
お
い

て
も
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
搬
送
波
の
振
幅
変
動
率
）

第
三
十
三
条
の
六
　
中
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
装
置
の
搬
送
周
波
数
の
電
流
の
振
幅
の
変
動
率

は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
モ
ノ
ホ
ニ
ツ
ク
放
送
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
変
調
周
波
数
に
よ
り
振
幅
変
調
し

た
と
き
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
ス
テ
レ
オ
ホ
ニ
ツ
ク
放
送
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
変
調
周
波
数
が
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
で
あ
る
同
一
の

左
側
信
号
と
右
側
信
号
の
和
信
号
に
よ
り
振
幅
変
調
し
た
と
き
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
信
号
対
雑
音
比
）

第
三
十
三
条
の
七
　
中
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
装
置
の
信
号
対
雑
音
比
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
モ
ノ
ホ
ニ
ツ
ク
放
送
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
変
調
周
波
数
に
よ
り
八
〇
パ
ー
セ

ン
ト
の
振
幅
変
調
を
し
た
と
き
、
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二
　
ス
テ
レ
オ
ホ
ニ
ツ
ク
放
送
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
変
調
周
波
数
が
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
で
あ
る
同
一
の

左
側
信
号
と
右
側
信
号
の
和
信
号
に
よ
り
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
振
幅
変
調
を
し
た
と
き
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で

あ
り
、
か
つ
、
変
調
周
波
数
が
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
左
側
信
号
又
は
右
側
信
号
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
四
〇
パ
ー

セ
ン
ト
の
振
幅
変
調
を
し
た
と
き
四
四
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
左
右
分
離
度
）

第
三
十
三
条
の
八
　
中
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
装
置
の
左
右
分
離
度
（
送
信
装
置
の
左
側
信
号
又

は
右
側
信
号
の
入
力
端
子
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
に
加
え
た
信
号
が
、
当
該
装
置
の
出
力
端
子
に
お
い
て
、
そ
の
一

の
入
力
端
子
に
加
え
た
当
該
信
号
と
し
て
現
れ
る
出
力
と
他
の
入
力
端
子
に
加
え
た
信
号
の
よ
う
に
現
れ
る
出
力

と
の
比
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
左
側
信
号
又
は
右
側
信
号
に
よ
り
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
振
幅
変
調
を
し
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
二
〇
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
五
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
変
調
周
波
数
に

お
い
て
も
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条
の
九
　
削
除

第
一
節
の
二
　
短
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備

（
適
用
の
範
囲
）

第
三
十
三
条
の
十
　
こ
の
節
の
規
定
は
、
短
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
増
幅
器
又
は
録
音

再
生
装
置
の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
に
適
用

が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
変
調
方
式
）

第
三
十
三
条
の
十
一
　
短
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
装
置
の
変
調
方
式
は
、
両
側
波
帯
又
は
単
側
波

帯
に
よ
る
振
幅
変
調
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
単
側
波
帯
送
信
装
置
の
搬
送
周
波
数
）

第
三
十
三
条
の
十
二
　
単
側
波
帯
に
よ
り
短
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
装
置
（
以
下
こ
の
節
に
お
い

て
「
単
側
波
帯
送
信
装
置
」
と
い
う
。
）
の
搬
送
周
波
数
は
、
当
該
単
側
波
帯
送
信
装
置
に
係
る
割
当
周
波
数
か

ら
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
低
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
単
側
波
帯
送
信
装
置
の
搬
送
波
電
力
）

第
三
十
三
条
の
十
三
　
単
側
波
帯
送
信
装
置
の
搬
送
波
電
力
は
、
一
の
変
調
周
波
数
に
よ
つ
て
飽
和
レ
ベ
ル
で
変
調

し
た
と
き
の
尖
頭
電
力
よ
り
、
六
デ
シ
ベ
ル
（±

）
〇
・
五
デ
シ
ベ
ル
低
い
値
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
単
側
波
帯
送
信
装
置
が
使
用
す
る
側
波
帯
）

第
三
十
三
条
の
十
四
　
単
側
波
帯
送
信
装
置
が
使
用
す
る
側
波
帯
は
、
上
側
波
帯
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
単
側
波
帯
送
信
装
置
の
不
要
側
波
帯
の
抑
圧
は
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
変
調
周
波
数
に
よ
り
送
信
出
力
の
飽

和
レ
ベ
ル
で
変
調
し
た
と
き
、
希
望
単
側
波
帯
信
号
値
に
対
し
て
二
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
単
側
波
帯
送
信
装
置
の
総
合
周
波
数
特
性
）

第
三
十
三
条
の
十
五
　
単
側
波
帯
送
信
装
置
の
総
合
周
波
数
特
性
は
、
一
五
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
四
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま

で
の
変
調
周
波
数
に
お
い
て
、
四
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
変
調
周
波
数
に
よ
り
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
（
一
の
変
調
周
波
数
に

よ
つ
て
飽
和
レ
ベ
ル
で
変
調
し
た
と
き
を
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
、
側
波
帯
出
力
電
圧
の
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト

時
と
の
比
）
の
変
調
を
し
た
場
合
を
基
準
と
し
て
、
そ
の
偏
差
が
別
図
第
一
号
の
二
の
二
に
示
す
許
容
限
界
の
範

囲
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
単
側
波
帯
送
信
装
置
の
総
合
歪
率
）

第
三
十
三
条
の
十
六
　
単
側
波
帯
送
信
装
置
の
総
合
歪
率
は
、
二
〇
〇
ヘ
ル
ツ
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
及
び
三
、
〇

〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
変
調
周
波
数
に
よ
つ
て
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
（
一
の
変
調
周
波
数
に
よ
つ
て
飽
和
レ
ベ
ル
で
変
調
し

た
と
き
を
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
、
側
波
帯
出
力
電
圧
の
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
時
と
の
比
）
の
変
調
を
し
た
と

き
、
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
単
側
波
帯
送
信
装
置
の
信
号
対
雑
音
比
）

第
三
十
三
条
の
十
七
　
単
側
波
帯
送
信
装
置
の
信
号
対
雑
音
比
は
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
変
調
周
波
数
に
よ
つ
て

八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
（
一
の
変
調
周
波
数
に
よ
つ
て
飽
和
レ
ベ
ル
で
変
調
し
た
と
き
を
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
、

側
波
帯
出
力
電
圧
の
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
時
と
の
比
）
の
変
調
を
し
た
と
き
、
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
両
側
波
帯
に
よ
り
短
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
装
置
へ
の
準
用
）

第
三
十
三
条
の
十
八
　
第
三
十
三
条
の
三
第
一
号
、
第
三
十
三
条
の
五
第
一
号
、
第
三
十
三
条
の
六
第
一
号
及
び
第

三
十
三
条
の
七
第
一
号
の
規
定
は
、
両
側
波
帯
に
よ
り
短
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
装
置
に
準
用

す
る
。
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第
二
節
　
超
短
波
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備

（
適
用
の
範
囲
）

第
三
十
四
条
　
こ
の
節
の
規
定
は
、
超
短
波
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

行
な
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
増
幅
器
又
は
録
音
再
生
装
置
の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の

範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
電
波
の
偏
波
面
）

第
三
十
五
条
　
超
短
波
放
送
を
行
な
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
発
射
す
る
電
波
の
偏
波
面
が
水

平
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（
変
調
信
号
の
許
容
偏
差
等
）

第
三
十
六
条
　
パ
イ
ロ
ッ
ト
信
号
（
超
短
波
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十

六
号
。
以
下
「
超
短
波
放
送
の
標
準
方
式
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
信
号
を
い
う
。

以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
周
波
数
は
、
超
短
波
放
送
の
標
準
方
式
第
六
条
第
四
号
に
規
定
す
る
値
か
ら

（±

）
二
ヘ
ル
ツ
を
こ
え
る
偏
差
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
ス
テ
レ
オ
ホ
ニ
ツ
ク
放
送
を
行
な
う
場
合
の
副
搬
送
波
が
時
間
軸
と
正
傾
斜
で
交
わ
る
点
は
、
パ
イ
ロ
ツ
ト
信

号
が
そ
の
時
間
軸
と
交
わ
る
点
か
ら
パ
イ
ロ
ツ
ト
信
号
の
位
相
に
お
い
て
（±

）
五
度
以
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
変
調
度
等
）

第
三
十
六
条
の
二
　
超
短
波
放
送
を
行
な
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
装
置
は
、
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
直
線
的

に
変
調
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
パ
イ
ロ
ッ
ト
信
号
に
よ
る
主
搬
送
波
の
周
波
数
偏
移
は
、
超
短
波
放
送
の
標
準
方
式
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す

る

大
周
波
数
偏
移
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
八
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
の
範
囲
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
ス
テ
レ
オ
ホ
ニ
ツ
ク
放
送
を
行
な
う
場
合
の
副
搬
送
波
に
よ
る
主
搬
送
波
の
周
波
数
偏
移
は
、
超
短
波
放
送
の

標
準
方
式
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る

大
周
波
数
偏
移
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
総
合
周
波
数
特
性
）

第
三
十
六
条
の
三
　
超
短
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
装
置
の
総
合
周
波
数
特
性
は
、
そ
の
特
性
曲
線

が
、
五
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
五
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
変
調
周
波
数
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
場

合
を
除
き
、
別
図
第
一
号
の
三
に
示
す
時
定
数
五
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
の
理
想
的
プ
レ
エ
ン
フ
ア
シ
ス
特
性
の
曲
線
と

プ
レ
エ
ン
フ
ア
シ
ス
特
性
の
許
容
限
界
の
曲
線
と
の
間
（
こ
れ
ら
の
曲
線
上
を
含
む
。
）
に
あ
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
　
送
信
装
置
の
左
側
信
号
及
び
右
側
信
号
の
入
力
端
子
に
同
一
の
信
号
を
加
え
た
場
合
の
当
該
装
置
の
出
力
端
子

に
お
け
る
左
側
信
号
と
右
側
信
号
と
の
レ
ベ
ル
の
差
は
、
一
〇
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
〇
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
間

の
い
ず
れ
の
変
調
周
波
数
に
お
い
て
も
一
・
五
デ
シ
ベ
ル
以
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
合

ひ
ず
み

歪

率
）

第
三
十
六
条
の
四
　
超
短
波
放
送
を
行
な
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
装
置
の
総
合

ひ
ず
み

歪

率
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
変
調
周
波
数
に
よ
り
主
搬
送
波
に
（±

）
七
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
偏
移
を
与
え
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

変
調
周
波
数

総
合

ひ
ず
み

歪

率

五
〇
ヘ
ル
ツ
以
上
一
〇
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
未
満

二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

一
〇
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
以
上
一
五
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
以
下

三
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

（
信
号
対
雑
音
比
）

第
三
十
六
条
の
五
　
超
短
波
放
送
を
行
な
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
装
置
の
信
号
対
雑
音
比
は
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ

ル
ツ
の
変
調
周
波
数
に
よ
り
主
搬
送
波
に
（±

）
七
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
偏
移
を
与
え
た
と
き
、
五
五
デ
シ
ベ
ル

以
上
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
残
留
振
幅
変
調
雑
音
）

第
三
十
六
条
の
六
　
超
短
波
放
送
を
行
な
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
装
置
の
残
留
振
幅
変
調
雑
音
（
変
調
の
な
い

と
き
の
搬
送
波
に
含
ま
れ
る
振
幅
変
調
雑
音
を
い
う
。
）
は
、
主
搬
送
波
に
つ
い
て
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
振
幅

変
調
を
行
な
つ
た
場
合
に
相
当
す
る
送
信
機
の
出
力
に
比
較
し
て
（－

）
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
と
な
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
総
合

ひ
ず
み

歪

率
等
に
関
す
る
規
定
の
補
則
）

第
三
十
六
条
の
七
　
前
三
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
は
、
五
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
の
時
定
数
を
有
す
る
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン

ス
周
波
数
特
性
の
回
路
に
よ
り
デ
イ
エ
ン
フ
ア
シ
ス
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
左
右
分
離
度
）

第
三
十
六
条
の
八
　
超
短
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
装
置
の
左
右
分
離
度
は
、
左
側
信
号
又
は
右
側

信
号
に
よ
り
主
搬
送
波
に
（±

）
七
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
偏
移
を
与
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
一
〇
〇

ヘ
ル
ツ
か
ら
一
〇
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
の
変
調
周
波
数
に
お
い
て
も
三
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
と
な

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
）

第
三
十
七
条
　
受
信
障
害
対
策
中
継
放
送
を
行
う
た
め
の
送
信
装
置
の
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
は
、
別
図
第

二
号
に
示
す
許
容
値
の
範
囲
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
完
放
送
の
無
線
設
備
）

第
三
十
七
条
の
二
　
補
完
放
送
を
行
う
た
め
の
無
線
設
備
は
、
第
三
十
七
条
の
七
の
四
か
ら
第
三
十
七
条
の
七
の
七

ま
で
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
の
二
　
削
除

第
三
十
七
条
の
二
の
二
か
ら
第
三
十
七
条
の
七
の
二
ま
で
　
削
除

第
二
節
の
二
の
二
　
超
短
波
音
声
多
重
放
送
又
は
超
短
波
文
字
多
重
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
無

線
設
備

（
適
用
の
範
囲
）

第
三
十
七
条
の
七
の
三
　
こ
の
節
の
規
定
は
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

増
幅
器
若
し
く
は
録
音
再
生
装
置
の
出
力
端
子
又
は
超
短
波
文
字
多
重
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
文
字
信

号
送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
に
適
用
が
あ
る
も

の
と
す
る
。

（
許
容
偏
差
）

第
三
十
七
条
の
七
の
四
　
多
重
副
搬
送
波
（
超
短
波
音
声
多
重
放
送
及
び
超
短
波
文
字
多
重
放
送
に
関
す
る
送
信
の

標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
九
号
。
以
下
「
超
短
波
音
声
多
重
放
送
及
び
超
短
波
文
字
多
重
放

送
の
標
準
方
式
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
多
重
副
搬
送
波
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
周
波
数
は
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
及
び
超
短
波
文
字
多
重
放
送
の
標
準
方
式
第
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
値
か
ら
（±

）
八
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
偏
差
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
多
重
副
搬
送
波
が
時
間
軸
と
正
傾
斜
で
交
わ
る
点
の
う
ち
、
一
つ
お
き
の
点
は
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
信
号
（
超
短
波

放
送
の
標
準
方
式
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
パ
イ
ロ
ッ
ト
信
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

そ
の
時
間
軸
と
交
わ
る
点
か
ら
パ
イ
ロ
ッ
ト
信
号
の
位
相
に
お
い
て
（±

）
五
度
以
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
多
重
副
搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
の
伝
送
速
度
は
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
及
び
超
短
波
文
字
多
重
放
送
の
標

準
方
式
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
値
か
ら
（±

）
〇
・
〇
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
偏
差
を
生
じ
て
は
な
ら
な

い
。

４
　
固
定
受
信
用
送
信
方
式
（
専
ら
固
定
受
信
の
用
に
供
す
る
超
短
波
音
声
多
重
放
送
及
び
超
短
波
文
字
多
重
放
送

に
関
す
る
送
信
の
方
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
多
重
副
搬
送
波
の
ス
ペ
ク
ト
ル
は
、
別
図
第
四
号
の

二
に
示
す
許
容
値
の
範
囲
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
移
動
受
信
用
送
信
方
式
（
超
短
波
音
声
多
重
放
送
及
び
超
短
波
文
字
多
重
放
送
に
関
す
る
送
信
の
方
式
で
あ
つ

て
、
固
定
受
信
用
送
信
方
式
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
多
重
副
搬
送
波
の
変
調
後
に
挿
入

す
る
送
信
バ
ン
ド
パ
ス
フ
イ
ル
タ
の
特
性
曲
線
は
、
別
図
第
四
号
の
二
の
二
に
示
す
許
容
値
の
範
囲
内
に
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
変
調
度
等
）

第
三
十
七
条
の
七
の
五
　
送
信
装
置
は
、
周
波
数
偏
移
が
（±

）
七
八
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
直
線
的
に
変
調
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
　
多
重
副
搬
送
波
の

大
振
幅
に
よ
る
主
搬
送
波
の
周
波
数
偏
移
は
、
多
重
副
搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
の
時
系

列
順
に
表
し
た
符
号
が
「
一
」
の
連
続
で
あ
る
と
き
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
及
び
超
短
波
文
字
多
重
放
送
の
標

準
方
式
第
四
条
第
九
項
に
規
定
す
る
値
の
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
（－

）
四
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
の
範
囲
内
に
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
ア
イ
開
口
率
）

第
三
十
七
条
の
七
の
六
　
送
信
装
置
の
ア
イ
開
口
率
（
多
重
副
搬
送
波
の
直
交
す
る
二
つ
の
副
搬
送
波
を
そ
れ
ぞ
れ

変
調
し
て
い
る
二
つ
の
信
号
の
波
形
を
超
短
波
音
声
多
重
放
送
及
び
超
短
波
文
字
多
重
放
送
の
標
準
方
式
第
四
条

第
五
項
に
規
定
す
る
伝
送
速
度
の
二
分
の
一
の
周
波
数
に
同
期
さ
せ
て
数
多
く
重
ね
た
と
き
に
お
け
る
「
１
」
レ

ベ
ル
の
値
と
「
０
」
レ
ベ
ル
の
値
と
の
レ
ベ
ル
差
に
対
す
る
「
１
」
レ
ベ
ル
の

小
値
の
波
形
と
「
０
」
レ
ベ
ル

の

大
値
の
波
形
と
で
囲
ま
れ
る
部
分
の
振
幅
方
向
の

大
値
の
割
合
を
い
う
。
）
は
、
当
該
送
信
装
置
の
出
力

端
子
に
お
い
て
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
移
動
受
信
用
送
信
方
式
に
お
い
て

は
、
ス
テ
レ
オ
音
声
信
号
の
左
側
信
号
と
右
側
信
号
と
の
差
の
信
号
レ
ベ
ル
の
値
が
〇
の
場
合
と
す
る
。

（
総
合
周
波
数
特
性
）

第
三
十
七
条
の
七
の
七
　
送
信
装
置
の
総
合
周
波
数
特
性
は
、
変
調
周
波
数
〇
・
三
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
三
・
四
ｋ
Ｈ
ｚ
ま

で
の
間
に
お
い
て
、
プ
レ
エ
ン
フ
ア
シ
ス
を
行
う
場
合
の
二
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
の
時
定
数
を
有
す
る
理
想
的
イ
ン

ピ
ー
ダ
ン
ス
周
波
数
特
性
曲
線
か
ら
（－
）
三
デ
シ
ベ
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
の
三
か
ら
第
二
節
の
六
ま
で
　
削
除

第
三
十
七
条
の
八
か
ら
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
六
ま
で
　
削
除

第
二
節
の
七
　
超
短
波
放
送
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹

放
送
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備

（
適
用
の
範
囲
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
七
　
こ
の
節
の
規
定
は
、
超
短
波
放
送
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局

（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
増
幅
器
又
は
録
音
再
生
装
置
の
出
力
端

子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
音
声
送
信
設
備
、
デ
ー
タ
信
号
送
出
装

置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
及
び
関
連
情
報
送
出
装
置
（
関

連
情
報
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関
連
情
報
を
い
う
。
）
を
送
出
す
る
装
置
を

い
う
。
以
下
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
九
、
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
一
の
二
、
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十

二
、
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
五
及
び
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
八
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
送
信
空
中
線

ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
許
容
偏
差
等
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
八
　
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
は
、
別
図
第
四
号
の
八
の
五
に
示
す
許
容
値
の
範
囲

内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
の
八
　
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局

（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備

（
適
用
の
範
囲
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
九
　
こ
の
節
の
規
定
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送

を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
カ
メ
ラ
の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の

映
像
送
信
設
備
、
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
増
幅
器
又
は
録
音
再
生
装
置
の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中

継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
音
声
送
信
設
備
、
デ
ー
タ
信
号
送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中

継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
及
び
関
連
情
報
送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線

及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
許
容
偏
差
等
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
　
水
平
同
期
信
号
及
び
垂
直
同
期
信
号
の
波
形
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
四
号
の
八
の

六
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
水
平
走
査
の
繰
返
し
周
波
数
及
び
標
本
化
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
別
図
第
四
号
の
八
の
七
に
示
す
と
こ
ろ
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
逆
高
速
フ
ー
リ
エ
変
換
の
サ
ン
プ
ル
周
波
数
は
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る

値
か
ら
（±

）
百
万
分
の
〇
・
三
を
超
え
る
偏
差
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
は
、
別
図
第
四
号
の
八
の
八
に
示
す
許
容
値
の
範
囲
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
等
か
ら
の
影
響
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
の
二
　
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
九
に
掲
げ
る
無
線
設
備
は
、
当
該
無
線
設
備
と
有
線

電
気
通
信
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
に
係
る
有
線
電
気
通
信
設

備
、
同
条
第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
有
線
電
気
通
信
設
備
又
は
一
般
放
送
を
行
う
た
め
の
有
線
電
気
通
信
設
備

（
い
ず
れ
も
無
線
設
備
を
構
成
す
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
等
」

と
い
う
。
）
と
を
接
続
す
る
場
合
は
、
当
該
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
施
設
等
か
ら
の
影
響
に
よ
り
電
気
的
特
性

に
変
更
を
来
す
こ
と
と
な
ら
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
規
定
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
一
　
第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
又
は
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
に
準
用
す
る
。

第
二
節
の
八
の
二
　
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備

（
適
用
の
範
囲
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
一
の
二
　
こ
の
節
の
規
定
は
、
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局

の
撮
像
装
置
又
は
録
画
再
生
装
置
の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）

の
映
像
送
信
設
備
、
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
増
幅
器
又
は
録
音
再
生
装
置
の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲

（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
音
声
送
信
設
備
、
デ
ー
タ
信
号
送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲

（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
及
び
関
連
情
報
送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継

線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
許
容
偏
差
等
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
一
の
三
　
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
地
上
基
幹
放
送
局
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
四
章
第
一
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
も
の
の
場
合

は
、
別
図
第
四
号
の
八
の
五
に
示
す
許
容
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
。

二
　
地
上
基
幹
放
送
局
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
四
章
第
二
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
も
の
の
場
合

は
、
別
図
第
四
号
の
八
の
八
の
二
に
示
す
許
容
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
。

三
　
地
上
基
幹
放
送
局
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
四
章
第
三
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
も
の
の
場
合

は
、
別
図
第
四
号
の
八
の
八
の
三
に
示
す
許
容
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
。

第
二
節
の
九
　
削
除

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
二
か
ら
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
四
ま
で
　
削
除

第
二
節
の
十
　
一
一
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
標
準
テ

レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
超
短
波
放
送

又
は
デ
ー
タ
放
送
を
行
う
衛
星
基
幹
放
送
局
及
び
当
該
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
無
線

設
備

（
適
用
の
範
囲
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
五
　
こ
の
節
の
規
定
は
、
一
一
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
す
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

放
送
、
超
短
波
放
送
又
は
デ
ー
タ
放
送
を
行
う
衛
星
基
幹
放
送
局
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
衛
星
基
幹
放
送

局
」
と
い
う
。
）
の
無
線
設
備
並
び
に
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
カ
メ
ラ
の

出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
映
像
送
信
設
備
、
マ
イ
ク
ロ
ホ

ン
増
幅
器
又
は
録
音
再
生
装
置
の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）

の
音
声
送
信
設
備
、
デ
ー
タ
信
号
送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）

の
無
線
設
備
及
び
関
連
情
報
送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
無

線
設
備
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
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（
許
容
偏
差
等
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
六
　
水
平
同
期
信
号
及
び
垂
直
同
期
信
号
の
波
形
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
四
号
の
八

の
六
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
水
平
走
査
の
繰
返
し
周
波
数
及
び
標
本
化
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
別
図
第
四
号
の
八
の
七
に
示
す
と
こ
ろ
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
衛
星
基
幹
放
送
局
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
五
章
第
二
節
に
規
定
す
る
放
送
を
行
う
も
の
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
広
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
」
と
い
う
。
）
の
場
合
は
、
搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
の
通

信
速
度
は
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
五
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
値
か
ら
（±

）
百
万
分
の
二
十
を

超
え
る
偏
差
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。

二
　
衛
星
基
幹
放
送
局
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
五
章
第
三
節
に
規
定
す
る
放
送
を
行
う
も
の
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
高
度
広
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
」
と
い
う
。
）
の
場
合
は
、
搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号

の
通
信
速
度
は
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
五
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
値
か
ら
（±

）
百
万
分
の
二

十
を
超
え
る
偏
差
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
は
、
次
の
各
号
の
条

件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
広
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
場
合
は
、
別
図
第
四
号
の
八
の
十
一
に
示
す
許
容
範
囲

内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
高
度
広
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
場
合
は
、
別
図
第
四
号
の
八
の
十
六
に
示
す
許
容

範
囲
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
送
信
装
置
に
お
い
て
行
う
ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
は
、
次
の
各
号
の
条

件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
広
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
場
合
は
、
別
図
第
四
号
の
八
の
十
二
に
示
す
と
こ
ろ
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

二
　
高
度
広
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
場
合
は
、
別
図
第
四
号
の
八
の
十
七
に
示
す
許
容

範
囲
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
衛
星
基
幹
放
送
局
及
び
当
該
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球

局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

（
電
波
の
偏
波
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
七
　
衛
星
基
幹
放
送
局
及
び
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
送
信
空
中
線

は
、
そ
の
発
射
す
る
電
波
の
偏
波
が
円
偏
波
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
の
十
一
　
一
二
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
標

準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
超
短
波

放
送
又
は
デ
ー
タ
放
送
を
行
う
衛
星
基
幹
放
送
局
及
び
当
該
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の

無
線
設
備

（
適
用
の
範
囲
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
八
　
こ
の
節
の
規
定
は
、
一
二
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波

数
の
電
波
を
使
用
す
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
、
超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ

ン
放
送
、
超
短
波
放
送
又
は
デ
ー
タ
放
送
を
行
う
衛
星
基
幹
放
送
局
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
衛
星
基
幹
放
送

局
」
と
い
う
。
）
の
無
線
設
備
並
び
に
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
カ
メ
ラ
の

出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
映
像
送
信
設
備
、
マ
イ
ク
ロ
ホ

ン
増
幅
器
又
は
録
音
再
生
装
置
の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）

の
音
声
送
信
設
備
、
デ
ー
タ
信
号
送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）

の
無
線
設
備
及
び
関
連
情
報
送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
無

線
設
備
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
許
容
偏
差
等
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
十
九
　
水
平
同
期
信
号
及
び
垂
直
同
期
信
号
の
波
形
の
許
容
範
囲
は
、
別
図
第
四
号
の
八

の
六
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
水
平
走
査
の
繰
返
し
周
波
数
及
び
標
本
化
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
別
図
第
四
号
の
八
の
七
に
示
す
と
こ
ろ
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
衛
星
基
幹
放
送
局
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
六
章
第
二
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
も
の
（
以
下

「
狭
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
」
と
い
う
。
）
の
場
合
は
、
搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
の
伝
送
速
度
は
、
デ
ジ
タ
ル

放
送
の
標
準
方
式
第
七
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
値
か
ら
（±

）
百
万
分
の
二
十
を
超
え
る
偏
差
を
生
じ
な
い

こ
と
。

二
　
衛
星
基
幹
放
送
局
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
六
章
第
三
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
も
の
（
以
下

「
広
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
」
と
い
う
。
）
の
場
合
は
、
搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
の
通
信
速
度
は
、
デ
ジ
タ
ル

放
送
の
標
準
方
式
第
五
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
値
か
ら
（±

）
百
万
分
の
二
十
を
超
え
る
偏
差
を
生
じ
な

い
こ
と
。

三
　
衛
星
基
幹
放
送
局
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
六
章
第
四
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
も
の
（
以
下

「
高
度
狭
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
」
と
い
う
。
）
の
場
合
は
、
搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
の
伝
送
速
度
は
、
デ
ジ

タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
七
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
値
か
ら
（±

）
百
万
分
の
二
十
を
超
え
る
偏
差
を
生

じ
な
い
こ
と
。

四
　
衛
星
基
幹
放
送
局
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
六
章
第
五
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
も
の
（
以
下

こ
の
条
、
第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
及
び
別
表
第
二
号
に
お
い
て
「
高
度
広
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
」
と

い
う
。
）
の
場
合
は
、
搬
送
波
を
変
調
す
る
信
号
の
伝
送
速
度
は
、
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
五
十
九
条

第
三
項
に
規
定
す
る
値
か
ら
（±

）
百
万
分
の
二
十
を
超
え
る
偏
差
を
生
じ
な
い
こ
と
。

４
　
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
は
、
次
の
各
号
の
条

件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
狭
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
又
は
広
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
場
合
は
、
別
図
第
四
号

の
八
の
十
一
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二
　
高
度
狭
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
場
合
は
、
別
図
第
四
号
の
八
の
十
四
に
示
す
と
こ

ろ
に
よ
る
こ
と
。

三
　
高
度
広
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
場
合
は
、
別
図
第
四
号
の
八
の
十
六
に
示
す
と
こ

ろ
に
よ
る
こ
と
。

５
　
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
送
信
装
置
に
お
い
て
行
う
ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
は
、
次
の
各
号
の
条

件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
狭
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
送
信
装
置
の
場
合
は
、
別
図
第
四
号
の
八
の
十
三
に
示

す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
広
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
送
信
装
置
の
場
合
は
、
別
図
第
四
号
の
八
の
十
二
に
示

す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
高
度
狭
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
送
信
装
置
の
場
合
は
、
別
図
第
四
号
の
八
の
十
五

に
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
高
度
広
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球
局
の
場
合
は
、
別
図
第
四
号
の
八
の
十
七
に
示
す
許
容

範
囲
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
超
高
精
細
度
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
を
行
う
衛
星
基
幹
放
送
局
及
び
当
該
衛
星
基
幹
放
送
局
と
通
信
を
行
う
地
球

局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

（
電
波
の
偏
波
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
　
狭
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
又
は
高
度
狭
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線

は
、
そ
の
発
射
す
る
電
波
が
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
広
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
及
び
高
度
広
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
の
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
発
射
す
る
電
波
が
水

平
偏
波
、
垂
直
偏
波
又
は
円
偏
波
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節
の
十
二
　
番
組
素
材
中
継
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備

（
番
組
素
材
中
継
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
一
　
番
組
素
材
中
継
を
行
う
無
線
局
（
放
送
番
組
の
素
材
を
中
継
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
開
設
す
る
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
固
定
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
Ｄ
七
Ｗ
電
波
又
は
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Ｇ
七
Ｗ
電
波
三
・
四
五
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
五
・
八
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
・
九
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下
、
六
・
四
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
・
一
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
七
・
四
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下
、
一
〇
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
〇
・
四
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
〇
・
五
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
〇
・
六
八
Ｇ
Ｈ

ｚ
以
下
又
は
一
二
・
九
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
三
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
次

の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
三
二
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
六
四
値
直
交
振
幅

変
調
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

２
　
番
組
素
材
中
継
を
行
う
無
線
局
の
う
ち
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
当
該
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
Ｘ
七
Ｗ
電
波
一
、
二
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
三
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
三

七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
五
・
八
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
・
九
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
六
・
四
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
・

五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
六
・
八
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
・
一
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
〇
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一

〇
・
四
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
〇
・
五
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
〇
・
六
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
二
・
九
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を

超
え
一
三
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

イ
　
通
信
方
式
は
、
一
、
二
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
三
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

二
、
三
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
単
向
通
信
方
式
又
は
複
信
方

式
、
そ
れ
以
外
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
単
向
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

複
信
方
式
に
つ
い
て
は
、
時
分
割
複
信
方
式
を
使
用
す
る
こ
と
。

ロ
　
変
調
方
式
は
、
直
交
周
波
数
分
割
多
重
変
調
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
複
数
の
空
中
線
か
ら
同
一
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
の
空
中
線
電
力
は
、
各
空
中
線
端
子
に
お

け
る
値
の
総
和
と
す
る
。

ニ
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
次
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
一
、
二
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
三
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
三
七
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
の
場
合
　
水
平
偏
波
、
垂
直
偏
波
、
右
旋
円
偏
波

（
電
波
の
伝
搬
の
方
向
に
向
か
つ
て
電
界
ベ
ク
ト
ル
が
時
間
と
と
も
に
時
計
回
り
の
方
向
に
回
転
す
る
円

偏
波
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
左
旋
円
偏
波
（
円
偏
波
で
あ
つ
て
、
電
界
ベ
ク
ト
ル
の
回
転
の

方
向
が
右
旋
円
偏
波
と
反
対
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
組
合
せ

（２）
　
（
１
）
以
外
の
無
線
設
備
の
場
合
　
水
平
偏
波
、
垂
直
偏
波
、
右
旋
円
偏
波
若
し
く
は
左
旋
円
偏
波
又

は
水
平
偏
波
及
び
垂
直
偏
波
の
組
合
せ
若
し
く
は
右
旋
円
偏
波
及
び
左
旋
円
偏
波
の
組
合
せ

二
　
Ｄ
七
Ｗ
電
波
又
は
Ｇ
七
Ｗ
電
波
五
・
八
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
・
九
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
六
・
四
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ

を
超
え
六
・
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
六
・
八
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
・
一
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
〇
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ

を
超
え
一
〇
・
四
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
〇
・
五
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
〇
・
六
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
二
・
九
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
三
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

イ
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
変
調
方
式
は
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
三
二
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
六
四
値
直
交
振

幅
変
調
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
、
垂
直
偏
波
又
は
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

三
　
Ｄ
七
Ｗ
電
波
、
Ｇ
七
Ｗ
電
波
又
は
Ｘ
七
Ｗ
電
波
四
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
五
四
・
二
七
Ｇ

Ｈ
ｚ
を
超
え
五
五
・
二
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

イ
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
又
は
同
報
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
変
調
方
式
は
、
位
相
変
調
、
直
交
振
幅
変
調
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
変
調
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
空
中
線
電
力
は
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
Ａ
七
Ｗ
電
波
又
は
Ｇ
七
Ｗ
電
波
一
一
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
三
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

も
の

イ
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
変
調
方
式
は
、
Ａ
Ｓ
Ｋ
変
調
、
二
相
位
相
変
調
又
は
四
相
位
相
変
調
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
空
中
線
電
力
は
、
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
、
垂
直
偏
波
又
は
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

（
放
送
番
組
中
継
を
行
う
固
定
局
の
無
線
設
備
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
二
　
放
送
番
組
中
継
を
行
う
固
定
局
（
放
送
番
組
を
中
継
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

開
設
す
る
固
定
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
方
式
を
使
用
す
る
も
の
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、

三
・
四
五
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
五
・
八
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
・
九
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
六
・

四
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
・
七
〇
〇
三
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
六
・
七
一
九
八
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
・
八
六
〇
三

七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
六
・
八
六
七
八
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
・
一
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
七
・
四
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超

え
七
・
五
七
一
三
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
七
・
五
八
四
八
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
・
七
三
一
三
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、

一
〇
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
〇
・
四
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
〇
・
五
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
〇
・
六
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

又
は
一
二
・
九
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
三
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号

の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
無
線
設
備
の
う
ち
三
・
四
五
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
五
・
八
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
・

九
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
六
・
四
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
・
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
六
・
八
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
・
一

二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
〇
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
〇
・
四
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
〇
・
五
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一

〇
・
六
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
二
・
九
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
三
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

る
も
の
の
変
調
方
式
は
、
前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
直
交
周
波
数
分
割
多
重
変
調
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
連
絡
又
は
機
器
の
制
御
の
た
め
の
信
号
を
併
せ
て
送
信
す
る
と
き
は
、
当
該
信

号
に
よ
り
四
相
位
相
変
調
し
た
搬
送
波
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
、
受
信
側
に
お
け
る
周
波
数
の
制
御
の
た
め
の
信

号
を
併
せ
て
送
信
す
る
と
き
は
、
当
該
信
号
と
し
て
無
変
調
の
搬
送
波
を
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

３
　
放
送
番
組
中
継
を
行
う
固
定
局
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
方
式
を
使
用
す
る
も
の
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
五
四
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超
え
六
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
六
二
・
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
六
・
七
〇
〇
三
七
五
Ｇ
Ｈ

ｚ
を
超
え
六
・
七
一
九
八
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
六
・
八
六
〇
三
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
・
八
六
七
八
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下
、
七
・
五
七
一
三
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
・
五
八
四
八
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
七
・
七
三
一
三
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ

を
超
え
七
・
七
四
二
三
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
三
二
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
六
四
値
直
交
振
幅

変
調
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

４
　
放
送
番
組
中
継
を
行
う
固
定
局
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
方
式
を
使
用
す
る
も
の
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
四
七
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え
七
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
直
交
周
波
数
分
割
多
重
変
調
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

（
放
送
中
継
の
監
視
等
を
行
う
固
定
局
の
無
線
設
備
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
三
　
番
組
素
材
中
継
又
は
放
送
番
組
中
継
（
以
下
「
放
送
中
継
」
と
い
う
。
）
の
た

め
に
必
要
な
連
絡
又
は
機
器
の
監
視
若
し
く
は
制
御
を
行
う
固
定
局
（
放
送
中
継
に
併
せ
て
行
う
も
の
を
除
く
。
）

の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
方
式
を
使
用
す
る
も
の
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
六
・
七
〇
〇
三
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
・
七

一
九
八
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
六
・
八
六
〇
三
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
・
八
六
七
八
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
七
・
五
七

一
三
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
・
五
八
四
八
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
七
・
七
三
一
三
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
・
七
四
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二
三
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
又
は
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
三
二
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
六
四
値
直
交
振
幅

変
調
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

第
二
節
の
十
三
　
エ
リ
ア
放
送
を
行
う
地
上
一
般
放
送
局
の
無
線
設
備

（
適
用
の
範
囲
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
四
　
こ
の
節
の
規
定
は
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
カ
メ
ラ
の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線

ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
映
像
送
信
設
備
、
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
増
幅
器
又
は
録
音
再
生
装

置
の
出
力
端
子
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
音
声
送
信
設
備
及
び
デ
ー

タ
信
号
送
出
装
置
か
ら
送
信
空
中
線
ま
で
の
範
囲
（
中
継
線
及
び
連
絡
線
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
に
適
用
が
あ

る
も
の
と
す
る
。

（
変
調
方
式
等
）

第
三
十
七
条
の
二
十
七
の
二
十
五
　
送
信
装
置
の
変
調
方
式
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
占
有
周
波
数
帯
幅
に
応
じ

て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
方
式
で
あ
る
こ
と
。

一
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
五
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
四
分
のπ

シ
フ
ト
差
動
四
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、

一
六
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
が
行
わ
れ
た
信
号
並
び
に
差
動
二
相
位
相
変
調
が
行
わ
れ

た
信
号
及
び
二
相
位
相
変
調
が
行
わ
れ
た
信
号
に
よ
り
逆
高
速
フ
ー
リ
エ
変
換
を
用
い
て
直
交
周
波
数
分
割
多

重
変
調
す
る
方
式

二
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
六
八
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
四
相
位
相
変
調
又
は
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
が
行
わ
れ
た
信

号
並
び
に
差
動
二
相
位
相
変
調
が
行
わ
れ
た
信
号
及
び
二
相
位
相
変
調
が
行
わ
れ
た
信
号
に
よ
り
逆
高
速
フ
ー

リ
エ
変
換
を
用
い
て
直
交
周
波
数
分
割
多
重
変
調
す
る
方
式

２
　
逆
高
速
フ
ー
リ
エ
変
換
の
サ
ン
プ
ル
周
波
数
は
、
六
三
分
の
五
一
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
と
し
、
そ
の
値
か
ら
次
の
各
号
に

掲
げ
る
占
有
周
波
数
帯
幅
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
値
を
超
え
る
偏
差
を
生
じ
て
は
な
ら
な
い
。

一
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
五
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
（±

）
百
万
分
の
〇
・
三

二
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
六
八
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め

る
値

イ
　
複
数
送
信
機
で
単
一
周
波
数
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
す
る
場
合
　
（±

）
百
万
分
の
三
・
九

ロ
　
複
数
送
信
機
で
単
一
周
波
数
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
し
な
い
場
合
で
あ
つ
て
空
中
線
電
力
が
一
三
分
の
五

〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
と
き
　
（±

）
百
万
分
の
三
・
九

ハ
　
複
数
送
信
機
で
単
一
周
波
数
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
し
な
い
場
合
で
あ
つ
て
空
中
線
電
力
が
一
三
分
の
五

〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
の
と
き
　
（±

）
百
万
分
の
一
〇

３
　
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
は
、
別
図
第
四
号
の
八
の
十
八
に
示
す
許
容
値
の
範
囲
内
に
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
占
有
周
波
数
帯
幅
が
五
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
は
一
三
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
、
占

有
周
波
数
帯
幅
が
四
六
八
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
は
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
送
信
空
中
線
の
相
対
利
得
は
、
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
実
効
輻
射
電
力
が
相
対

利
得
〇
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
前
項
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を

空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

６
　
無
線
設
備
は
、
当
該
無
線
設
備
と
有
線
電
気
通
信
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
有
線
電
気
通
信
設
備
と
を
接

続
す
る
場
合
は
、
当
該
有
線
電
気
通
信
設
備
か
ら
の
影
響
に
よ
り
電
気
的
特
性
に
変
更
を
来
す
こ
と
と
な
ら
な
い

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
無
線
設
備
（
有
線
電
気
通
信
設
備
に
よ
り
接
続
さ
れ
る
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
各
部
分
）
に
つ
い
て

は
、
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
電
源
設
備
、
空
中
線
系
及
び
放
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
号
）
第

二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
番
組
送
出
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８
　
空
中
線
系
は
、
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節
　
船
舶
局
及
び
海
岸
局
並
び
に
船
舶
地
球
局
等
の
無
線
設
備

（
磁
気
羅
針
儀
に
対
す
る
保
護
）

第
三
十
七
条
の
二
十
八
　
船
舶
の
航
海
船
橋
に
通
常
設
置
す
る
無
線
設
備
に
は
、
そ
の

き
よ
う

筐

体
の
見
や
す
い
箇
所
に
、

当
該
設
備
の
発
す
る
磁
界
が
磁
気
羅
針
儀
の
機
能
に
障
害
を
与
え
な
い

小
の
距
離
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
義
務
船
舶
局
等
の
無
線
設
備
の
条
件
）

第
三
十
八
条
　
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
義
務
船
舶
局
（
法
第
十
三
条
第
二
項
の
船
舶
局
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
備
え
る
無
線
設
備
の
空
中
線
は
、
通
常
起
こ
り
得
る
船
舶
の
振
動
又
は
衝
撃
に
よ
り
破
断
し
な
い
よ
う

に
十
分
な
強
度
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
義
務
船
舶
局
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
無
線
電
話
で
あ
つ
て
、
Ｆ
三
Ｅ
電
波
一
五
六
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
使
用
す

る
も
の
の
空
中
線
は
、
船
舶
の
で
き
る
限
り
上
部
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
施
行
規
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
船
舶
地
球
局
及
び
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
義

務
船
舶
局
に
備
え
る
イ
ン
マ
ル
サ
ツ
ト
高
機
能
グ
ル
ー
プ
呼
出
受
信
機
に
使
用
す
る
空
中
線
は
、
で
き
る
限
り
、

次
の
条
件
に
適
合
す
る
位
置
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
指
向
性
空
中
線
に
あ
つ
て
は
、
他
の
設
備
の
空
中
線
か
ら
で
き
る
だ
け
離
れ
、
か
つ
、
仰
角
（－

）
五
度
か

ら
九
〇
度
ま
で
の
範
囲
に
シ
ャ
ド
ー
セ
ク
タ
ー
が
六
度
を
超
え
る
障
害
物
が
な
い
位
置

二
　
無
指
向
性
空
中
線
に
あ
つ
て
は
、
船
首
及
び
船
尾
側
の
仰
角
（－

）
五
度
か
ら
九
〇
度
ま
で
並
び
に
左
舷
及

び
右
舷
側
の
仰
角
（－

）
一
五
度
か
ら
九
〇
度
ま
で
の
範
囲
に
シ
ャ
ド
ー
セ
ク
タ
ー
が
二
度
を
超
え
る
障
害
物

が
な
い
位
置

４
　
施
行
規
則
第
十
二
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
船
舶
地
球
局
の
う
ち
、
一
、
六
二
一
・
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら

一
、
六
二
六
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
及
び
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
義
務
船

舶
局
に
備
え
る
一
、
六
二
一
・
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
、
六
二
六
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
を
受
信
す
る
高
機
能
グ
ル
ー
プ

呼
出
受
信
機
に
使
用
す
る
空
中
線
は
、
で
き
る
限
り
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
位
置
に
設

置
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
八
条
の
二
　
義
務
船
舶
局
等
（
法
第
三
十
四
条
の
義
務
船
舶
局
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
線
設
備
の

電
源
は
、
そ
の
船
舶
の
航
行
中
、
こ
れ
ら
の
設
備
を
動
作
さ
せ
、
か
つ
、
同
時
に
無
線
設
備
の
電
源
用
蓄
電
池
を

充
電
す
る
た
め
に
十
分
な
電
力
を
供
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
電
源
は
、
そ
の
電
圧
を
定
格
電
圧
の
（±

）
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
に
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
八
条
の
三
　
旅
客
船
又
は
総
ト
ン
数
三
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
の
義
務
船
舶
局
等
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
設
備
を
同
時
に
六
時
間
以
上
（
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に

よ
る
非
常
電
源
を
備
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
時
間
以
上
）
連
続
し
て
動
作
さ
せ
る
た
め
の
電
力
を
供
給
す
る

こ
と
が
で
き
る
補
助
電
源
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
義
務
船
舶
局
等

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
Ｆ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
及
び
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
に
よ
る
通
信
を
行
う
船
舶

局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
無
線
通
信
規
則
付
録
第
十
八
号
の
表
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

二
　
次
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
い
ず
れ
か
の
も
の

イ
　
Ｊ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
及
び
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
に
よ
る
通
信
を
行
う
船

舶
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
一
、
六
〇
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
三
、
九
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波

を
使
用
す
る
も
の
（
施
行
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
義
務
船
舶
局
の
も
の
に
限
る
。
）

ロ
　
Ｊ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
及
び
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
又
は
狭
帯
域
直
接
印
刷

電
信
装
置
に
よ
る
通
信
を
行
う
船
舶
局
で
あ
つ
て
、
一
、
六
〇
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
二
六
、
一
七
五
ｋ
Ｈ
ｚ

ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
（
施
行
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
義
務
船
舶
局
の

も
の
に
限
る
。
）

ハ
　
船
舶
地
球
局
の
無
線
設
備
（
施
行
規
則
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
船
舶
地
球
局
の
も
の
に
限
る
。
）
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三
　
前
二
号
の
無
線
設
備
の
機
能
が
正
常
に
動
作
す
る
た
め
の
位
置
情
報
そ
の
他
の
情
報
を
継
続
し
て
入
力
す
る

た
め
の
装
置

第
三
十
八
条
の
四
　
第
三
十
八
条
第
二
項
の
無
線
電
話
は
、
航
海
船
橋
に
お
い
て
通
信
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
義
務
船
舶
局
等
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
無
線
設
備
（
遭
難
自
動
通
報
設
備
を
除
く
。
）
は
、
通
常
操
船
す

る
場
所
に
お
い
て
、
遭
難
通
信
を
送
り
、
又
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
義
務
船
舶
局
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
及
び
第
四
十
五
条
の
三
の
五
に
規

定
す
る
無
線
設
備
は
、
通
常
操
船
す
る
場
所
か
ら
遠
隔
制
御
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
通

常
操
船
す
る
場
所
の
近
く
に
設
置
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
前
三
項
の
規
定
は
、
船
体
の
構
造
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
総
務
大
臣
が
当
該
規
定
に
よ
る
こ
と
が
困
難
又
は
不

合
理
で
あ
る
と
認
め
て
別
に
告
示
す
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
代
表
周
波
数
に
対
す
る
割
合
）

第
三
十
九
条
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
各
周
波
数
帯
に
お
い
て
、
同
一
空
中
線
を
使
用
し
二
以
上
の
電
波
を
発
射

す
る
船
舶
局
の
送
信
装
置
の
各
周
波
数
の
空
中
線
電
流
又
は
空
中
線
電
力
は
、
各
型
式
ご
と
に
そ
の
代
表
周
波
数

の
空
中
線
電
流
又
は
空
中
線
電
力
に
対
し
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
割
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
同
表
は
、
各
周
波
数
帯
の
関
係
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

周
波
数
帯
（
ｋ
Ｈ
ｚ
）

代
表
周
波
数

代
表
周
波
数
の
空
中
線
電
流
又
は
空
中
線
電
力
に

対
す
る
割
合

一
一
〇―

一
六
〇

一
四
三
ｋ
Ｈ
ｚ

八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
（
電
流
）

四
〇
五―

五
二
六
・
五

五
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
（
電
流
）

一
、
六
〇
六
・
五―

三
、
九
〇
〇
二
、
〇
九
一
ｋ
Ｈ
ｚ
又
は
二
、

一
八
二
ｋ
Ｈ
ｚ

七
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
（
電
力
）

四
、
〇
〇
〇―

二
六
、
一
七
五

低
周
波
数

五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
（
電
力
）

注
　
該
当
す
る
周
波
数
を
有
し
な
い
と
き
は
、

低
周
波
数
を
も
つ
て
代
表
周
波
数
と
す
る
。

（
電
波
の
変
調
度
等
）

第
四
十
条
　
海
上
移
動
業
務
又
は
海
上
無
線
航
行
業
務
の
無
線
局
の
使
用
す
る
Ａ
一
Ａ
電
波
、
Ａ
一
Ｂ
電
波
又
は
Ａ

一
Ｄ
電
波
の
リ
ツ
プ
ル
含
有
率
は
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
つ
て
、
Ａ
二
Ａ
電
波
、
Ａ
二
Ｂ
電
波
、
Ａ
二
Ｄ
電

波
、
Ｈ
二
Ａ
電
波
、
Ｈ
二
Ｂ
電
波
又
は
Ｈ
二
Ｄ
電
波
の
変
調
度
は
、
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
の
変
調
周
波
数
は
、
四
五
〇
ヘ
ル
ツ
以
上
と
す
る
。

２
　
海
上
移
動
業
務
又
は
海
上
無
線
航
行
業
務
の
無
線
局
の
使
用
す
る
Ａ
三
Ｅ
電
波
又
は
Ｈ
三
Ｅ
電
波
の
変
調
度

は
、
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
へ
の
通
常
の
音
声
強
度
（
五
〇
ホ
ン
を
基
準
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
七
〇
パ

ー
セ
ン
ト
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
海
上
移
動
業
務
又
は
海
上
無
線
航
行
業
務
の
無
線
局
の
Ａ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
送
信
装
置
の
総
合

ひ
ず
み

歪

及
び

雑
音
は
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
変
調
を
し
た
と
き
、
当
該
装
置
の
全
出
力
と
そ

の
中
に
含
ま
れ
る
不
要
成
分
と
の
比
が
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
前
項
の
送
信
装
置
の
総
合
周
波
数
特
性
は
、
三
五
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
二
、
七
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
変
調
周
波
数
に

お
い
て
、
六
デ
シ
ベ
ル
以
上
変
化
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
達
し
う
る
効
果

と
同
等
以
上
の
効
果
を
あ
げ
る
性
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
　
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
変
調
周
波
数
は
、
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
の
出
力
端
子
に
加
え
る
も
の
と
す
る
。

６
　
海
上
移
動
業
務
又
は
海
上
無
線
航
行
業
務
の
無
線
局
の
Ａ
二
Ａ
電
波
、
Ａ
二
Ｂ
電
波
、
Ａ
二
Ｄ
電
波
、
Ｈ
二
Ａ

電
波
、
Ｈ
二
Ｂ
電
波
又
は
Ｈ
二
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
送
信
装
置
は
、
別
に
告
示
す
る
も
の
を
除
き
、
変
調
波
の
電

け
ん鍵

開
閉
操
作
に
よ
つ
て
当
該
電
波
を
発
射
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
Ｆ
三
Ｅ
電
波
等
を
使
用
す
る
無
線
局
等
の
無
線
設
備
の
条
件
）

第
四
十
条
の
二
　
Ｆ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
で
あ
つ
て
無
線
通
信
規
則
付
録
第
十
八
号
の
表
に
掲
げ
る
周
波

数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
及
び
船
上
通
信
設
備
を
使
用
す
る
も
の
の
送
信
装
置
は
、
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る

条
件
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
周
波
数
変
調
は
、
毎
オ
ク
タ
ー
ブ
六
デ
シ
ベ
ル
の
プ
レ
エ
ン
フ
ア
シ
ス
特
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
総
合
歪
及
び
雑
音
は
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
に
よ
つ
て

大
周
波
数
偏
移
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の

偏
移
を
行
つ
た
と
き
、
そ
の
全
出
力
と
そ
れ
に
含
ま
れ
る
不
要
成
分
と
の
比
が
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
も
の
で

あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
無
線
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
船
上
通
信
設
備
の
無
線
局
の
送
信
空
中
線
は
、
発
射
す
る
電
波
の
偏
波
面
が
垂

直
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
無
線
局
の
空
中
線
（
移
動
局
の
も
の
に
限
る
。
）
の
指
向
特
性
は
、
水
平

面
無
指
向
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
無
線
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
船
上
通
信
設
備
の
無
線
局
の
船
上
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
四
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を

超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
船
舶
に
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
送
信
空

中
線
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
そ
の
高
さ
が
航
海
船
橋
か
ら
三
・
五
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
で
あ
つ
て

は
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
の
無
線
通
信
を
行
う
海
岸
局
又
は
携
帯
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
そ
の
無
線
局
の
具
備
す
る
す
べ
て
の

周
波
数
（
港
務
に
関
す
る
通
信
の
た
め
の
単
信
方
式
に
係
る
周
波
数
で
一
五
六
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
外
の
も
の
を
除

く
。
）
で
同
時
に
通
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
条
の
三
　
削
除

（
船
舶
地
球
局
等
の
無
線
設
備
の
条
件
）

第
四
十
条
の
四
　
船
舶
地
球
局
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
点
検
及
び
保
守
を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
自
局
の
識
別
表
示
は
、
容
易
に
変
更
で
き
な
い
こ
と
。

三
　
遭
難
警
報
は
、
容
易
に
送
出
で
き
、
か
つ
、
誤
操
作
に
よ
る
送
出
を
防
ぐ
措
置
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
　
電
源
電
圧
が
定
格
電
圧
の
（±

）
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
に
お
い
て
変
動
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
安
定
に

動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
電
源
の
供
給
の
中
断
が
一
分
以
内
で
あ
る
場
合
は
、
継
続
し
て
支
障
な
く
動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
通
常
起
こ
り
得
る
温
度
若
し
く
は
湿
度
の
変
化
、
振
動
又
は
衝
撃
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
支
障
な
く
動

作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
船
舶
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｃ
型
の
無
線
設
備
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ

か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
位
相
変
調
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
送
信
速
度
は
、
毎
秒
六
〇
〇
ビ
ッ
ト
又
は
毎
秒
一
、
二
〇
〇
ビ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
搬
送
波
電
力
に
対
す
る
位
相
雑
音
の
電
力
密
度
の
比
（
以
下
「
位
相
雑
音
の
レ
ベ
ル
」
と
い
う
。
）
は
、

な
る
べ
く
別
図
第
四
号
の
九
に
示
す
曲
線
の
値
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
　
空
中
線
系
の
絶
対
利
得
と
受
信
装
置
の
等
価
雑
音
温
度
と
の
比
は
、
別
図
第
四
号
の
九
に
示
す
曲
線
の
値
以

上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
右
旋
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

３
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
船
舶
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｆ
型
の
無
線
設
備
は
、
第
一
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。
）

に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
位
相
変
調
（
無
線
高
速
デ
ー
タ
に
よ
る
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
六
値
直
交
振

幅
変
調
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
送
信
速
度
は
、
通
信
の
種
類
に
応
じ
て
次
の
い
ず
れ
か
に
規
定
す
る
値
（
許
容
偏
差
は
、
百
万
分
の
一
〇

と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
無
線
電
信
に
よ
る
通
信
（
呼
出
し
又
は
応
答
を
行
う
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合
　
毎
秒
三
、

〇
〇
〇
ビ
ッ
ト

（２）
　
無
線
高
速
デ
ー
タ
に
よ
る
通
信
を
行
う
場
合
　
毎
秒
一
三
四
、
四
〇
〇
ビ
ッ
ト
又
は
毎
秒
二
六
八
、
八

〇
〇
ビ
ッ
ト

32



（３）
　
（
１
）
及
び
（
２
）
以
外
の
通
信
を
行
う
場
合
　
毎
秒
五
、
六
〇
〇
ビ
ッ
ト
又
は
毎
秒
二
四
、
〇
〇
〇

ビ
ッ
ト

ハ
　
位
相
雑
音
の
レ
ベ
ル
は
、
な
る
べ
く
別
図
第
四
号
の
九
に
示
す
曲
線
の
値
を
超
え
な
い
こ
と
。

ニ
　
送
信
電
力
の
値
が
通
常
の
値
を
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
上
回
る
場
合
に
、
送
信
を
直
ち
に
停
止
す
る
機
能
を
有

す
る
こ
と
。

二
　
受
信
装
置
の
条
件

イ
　
空
中
線
系
の
絶
対
利
得
と
受
信
装
置
の
等
価
雑
音
温
度
と
の
比
は
、
（－

）
四
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ

と
。

ロ
　
無
線
電
信
に
よ
る
通
信
（
ハ
及
び
ニ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波

の
周
波
数
偏
差
が
一
、
一
一
〇
ヘ
ル
ツ
、
ク
ロ
ッ
ク
周
波
数
偏
差
が
百
万
分
の
〇
・
三
五
、
か
つ
、
四
相
位

相
変
調
波
の
搬
送
波
電
力
と
雑
音
の
電
力
密
度
と
の
比
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
レ
ベ
ル
の
電
波
を
受
信

し
た
場
合
に
お
い
て
、
復
調
後
に
お
け
る
ビ
ッ
ト
誤
り
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
で

あ
る
こ
と
。

搬
送
波
電
力
と
雑
音
の
電
力
密
度
と
の
比

復
調
後
に
お
け
る
ビ
ッ
ト
誤
り
率

デ
ー
タ
専
用
モ
ー
ド
に
お
い
て
四
〇
・
一
デ
シ

ベ
ル

三
、
六
〇
〇
秒
以
上
の
時
間
に
お
い
て
〇
・
〇
〇
一
パ

ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

デ
ー
タ
及
び
シ
グ
ナ
リ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト
共
用
モ
ー

ド
に
お
い
て
四
〇
・
五
デ
シ
ベ
ル

二
、
〇
〇
〇
秒
以
上
の
時
間
に
お
い
て
〇
・
〇
二
五
パ

ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
無
線
電
信
に
よ
る
通
信
（
呼
出
し
及
び
回
線
割
当
て
を
行
う
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合
に
あ

つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
偏
差
が
九
二
四
ヘ
ル
ツ
、
ク
ロ
ッ
ク
周
波
数
偏
差
が
百
万
分
の
〇
・
三
五
、
か

つ
、
二
相
位
相
変
調
波
の
搬
送
波
電
力
と
雑
音
の
電
力
密
度
と
の
比
が
三
九
・
九
デ
シ
ベ
ル
と
な
る
レ
ベ
ル

の
電
波
を
受
信
し
た
場
合
に
お
い
て
、
復
調
後
に
お
け
る
ビ
ッ
ト
誤
り
率
は
、
任
意
の
一
時
間
に
お
い
て
八

〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
〇
・
〇
〇
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
無
線
高
速
デ
ー
タ
に
よ
る
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
偏
差
が
一
、
一
一
〇
ヘ
ル

ツ
、
ク
ロ
ッ
ク
周
波
数
偏
差
が
百
万
分
の
〇
・
三
五
、
か
つ
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
波
の
搬
送
波
電
力
と

雑
音
の
電
力
密
度
と
の
比
が
、
送
信
速
度
が
毎
秒
一
三
四
、
四
〇
〇
ビ
ッ
ト
の
場
合
に
あ
つ
て
は
五
八
・
二

デ
シ
ベ
ル
、
毎
秒
二
六
八
、
八
〇
〇
ビ
ッ
ト
の
場
合
に
あ
つ
て
は
六
一
・
二
デ
シ
ベ
ル
と
な
る
レ
ベ
ル
の
電

波
を
受
信
し
た
場
合
に
お
い
て
、
復
調
後
に
お
け
る
ビ
ッ
ト
誤
り
率
は
、
四
八
時
間
以
上
の
時
間
に
お
い
て

〇
・
〇
〇
〇
〇
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
偏
差
が
一
、
一
一
〇
ヘ
ル
ツ
、
ク

ロ
ッ
ク
周
波
数
偏
差
が
百
万
分
の
〇
・
三
五
、
か
つ
、
四
相
位
相
変
調
波
の
搬
送
波
電
力
と
雑
音
の
電
力
密

度
と
の
比
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
レ
ベ
ル
の
電
波
を
受
信
し
た
場
合
に
お
い
て
、
復
調
後
に
お
け
る
ビ

ッ
ト
誤
り
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

搬
送
波
電
力
と
雑
音
の
電
力
密
度

と
の
比

復
調
後
に
お
け
る
ビ
ッ
ト
誤
り
率

四
一
デ
シ
ベ
ル

五
〇
〇
秒
以
上
の
時
間
に
お
い
て
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
二
・
五
デ
シ
ベ
ル

一
、
五
〇
〇
秒
以
上
の
時
間
に
お
い
て
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る

こ
と
。

三
　
空
中
線
の
条
件

イ
　
主
輻
射
の
方
向
か
ら
の
離
角
に
対
す
る
絶
対
利
得
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

主
輻
射
の
方
向
か
ら
の
離
角
（θ

）

絶
対
利
得

一
八
度
以
上
二
一
度
未
満

八
デ
シ
ベ
ル
以
下

二
一
度
以
上
五
七
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

４
１－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

デ
シ
ベ
ル

五
七
度
以
上
一
八
〇
度
以
下

（－

）
三
デ
シ
ベ
ル
以
下

ロ
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
右
旋
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

４
　
非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
海
岸
地
球
局
と
通
信
を
行
う
船
舶
地
球
局
の
無
線
設
備

で
あ
つ
て
、
一
、
六
一
八
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
、
六
二
六
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も

の
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
船
舶
地
球
局
が
使
用
す
る
周
波
数
は
、
海
岸
地
球
局
の
制
御
信
号
に
よ
り
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

三
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
右
旋
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
二
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

５
　
高
機
能
グ
ル
ー
プ
呼
出
受
信
機
は
、
第
一
項
各
号
（
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、

次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
自
動
的
に
受
信
及
び
印
字
が
で
き
る
こ
と
。

二
　
遭
難
通
信
又
は
緊
急
通
信
を
受
信
し
た
と
き
は
、
手
動
で
の
み
停
止
で
き
る
特
別
の
可
聴
及
び
可
視
の
警
報

を
発
す
る
こ
と
。

三
　
受
信
機
能
及
び
印
字
機
能
が
正
常
に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を
容
易
に
確
認
で
き
る
こ
と
。

四
　
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
条
件
（
イ
ン
マ
ル
サ
ツ
ト
高
機
能
グ
ル
ー
プ
呼
出
受
信
機
に
限
る
。
）

五
　
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る

こ
と
。

６
　
海
域
で
運
用
さ
れ
る
構
造
物
上
に
開
設
す
る
無
線
局
で
あ
つ
て
、
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ

り
無
線
通
信
を
行
う
も
の
の
無
線
設
備
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
）

第
四
十
条
の
五
　
船
舶
局
の
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
無
線
設
備
の
機
器
以
外
の
も
の
に

つ
い
て
は
、
第
一
号
イ
、
ニ
及
び
リ
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
点
検
及
び
保
守
を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
自
局
の
識
別
信
号
は
、
容
易
に
変
更
で
き
な
い
こ
と
。

ハ
　
送
信
す
る
通
報
の
内
容
を
表
示
で
き
る
こ
と
。

ニ
　
正
常
に
動
作
す
る
こ
と
を
容
易
に
試
験
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ホ
　
遭
難
警
報
は
、
容
易
に
送
出
で
き
、
か
つ
、
誤
操
作
に
よ
る
送
出
を
防
ぐ
措
置
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ヘ
　
遭
難
警
報
は
、
自
動
的
に
五
回
繰
り
返
し
送
信
し
、
そ
れ
以
降
の
送
信
は
、
三
・
五
分
か
ら
四
・
五
分
ま

で
の
間
の
う
ち
、
不
規
則
な
間
隔
を
置
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ト
　
遭
難
通
信
又
は
緊
急
通
信
以
外
の
通
信
を
受
信
し
た
と
き
は
、
可
視
の
表
示
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

チ
　
遭
難
通
信
又
は
緊
急
通
信
を
受
信
し
た
と
き
は
、
手
動
で
の
み
停
止
で
き
る
特
別
の
可
聴
及
び
可
視
の
警

報
を
発
す
る
こ
と
。

リ
　
受
信
し
た
遭
難
通
信
に
係
る
呼
出
し
の
内
容
が
直
ち
に
印
字
さ
れ
な
い
場
合
、
当
該
内
容
を
二
〇
以
上
記

憶
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
記
憶
し
た
内
容
は
印
字
す
る
等
に
よ
り
読
み
出
さ
れ
る
ま
で
保
存
で
き
る

こ
と
。

ヌ
　
遭
難
通
信
に
対
す
る
応
答
は
、
手
動
で
の
み
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ル
　
電
源
電
圧
が
定
格
電
圧
の
（±

）
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
に
お
い
て
変
動
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
安
定

に
動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヲ
　
通
常
起
こ
り
得
る
温
度
若
し
く
は
湿
度
の
変
化
、
振
動
又
は
衝
撃
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
支
障
な
く

動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
選
択
呼
出
信
号
の
条
件
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イ
　
一
、
六
〇
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
二
六
、
一
七
五
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
に

装
置
す
る
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
の
選
択
呼
出
信
号
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

（１）
　
マ
ー
ク
周
波
数
が
一
、
六
一
五
ヘ
ル
ツ
及
び
ス
ペ
ー
ス
周
波
数
が
一
、
七
八
五
ヘ
ル
ツ
（
許
容
偏
差

は
、
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
五
ヘ
ル
ツ
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
信
号
伝
送
速
度
は
、
毎
秒
一
〇
〇
ビ
ツ
ト
（
許
容
偏
差
は
、
百
万
分
の
三
〇
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
タ
イ
ム
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
イ
の
時
間
間
隔
は
、
〇
・
四
秒
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
無
線
通
信
規
則
付
録
第
十
八
号
の
表
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
に
装
置
す
る
デ
ジ

タ
ル
選
択
呼
出
装
置
の
選
択
呼
出
信
号
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

（１）
　
マ
ー
ク
周
波
数
が
一
、
三
〇
〇
ヘ
ル
ツ
及
び
ス
ペ
ー
ス
周
波
数
が
二
、
一
〇
〇
ヘ
ル
ツ
（
許
容
偏
差

は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
ヘ
ル
ツ
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
信
号
伝
送
速
度
は
、
毎
秒
一
、
二
〇
〇
ビ
ツ
ト
（
許
容
偏
差
は
、
百
万
分
の
三
〇
と
す
る
。
）
で
あ
る

こ
と
。

（３）
　
タ
イ
ム
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
イ
の
時
間
間
隔
は
、
三
〇
分
の
一
秒
で
あ
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

２
　
海
岸
局
の
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
は
、
前
項
第
一
号
（
ホ
及
び
ヘ
を
除
く
。
）
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
る

ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
狭
帯
域
直
接
印
刷
電
信
装
置
）

第
四
十
条
の
六
　
船
舶
局
及
び
海
岸
局
の
狭
帯
域
直
接
印
刷
電
信
装
置
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
点
検
及
び
保
守
を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
識
別
信
号
は
、
容
易
に
変
更
で
き
な
い
こ
と
。

ハ
　
四
文
字
及
び
七
文
字
の
識
別
信
号
に
対
し
て
応
答
で
き
る
こ
と
。

ニ
　
自
動
再
送
要
求
方
式
（
入
力
信
号
に
誤
り
が
あ
つ
た
場
合
に
、
そ
の
信
号
の
再
送
信
を
要
求
す
る
方
式
を

い
う
。
）
及
び
一
方
向
誤
り
訂
正
方
式
（
タ
イ
ム
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
イ
方
式
を
利
用
し
て
入
力
信
号
の
誤
り
を

訂
正
す
る
方
式
を
い
う
。
）
に
よ
り
通
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ホ
　
電
源
電
圧
が
定
格
電
圧
の
（±

）
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
に
お
い
て
変
動
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
安
定

に
動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
通
常
起
こ
り
得
る
温
度
若
し
く
は
湿
度
の
変
化
、
振
動
又
は
衝
撃
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
支
障
な
く

動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
マ
ー
ク
周
波
数
が
一
、
六
一
五
ヘ
ル
ツ
及
び
ス
ペ
ー
ス
周
波
数
が
一
、
七
八
五
ヘ
ル
ツ
（
許
容
偏
差
は
、
そ

れ
ぞ
れ
〇
・
五
ヘ
ル
ツ
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

三
　
信
号
伝
送
速
度
は
、
毎
秒
一
〇
〇
ビ
ツ
ト
（
許
容
偏
差
は
、
百
万
分
の
三
〇
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

（
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
等
に
よ
る
通
信
を
行
う
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
条
の
七
　
Ｊ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
及
び
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
又
は
狭
帯
域
直

接
印
刷
電
信
装
置
に
よ
る
通
信
を
行
う
船
舶
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
一
、
六
〇
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
二
六
、

一
七
五
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
送
信
装
置
及
び
受
信
装
置
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
点
検
及
び
保
守
を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
電
源
投
入
後
、
一
分
以
内
に
運
用
で
き
る
こ
と
。

ハ
　
電
波
が
発
射
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ニ
　
電
源
電
圧
が
定
格
電
圧
の
（±

）
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
に
お
い
て
変
動
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
安
定

に
動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
通
常
起
こ
り
得
る
温
度
若
し
く
は
湿
度
の
変
化
、
振
動
又
は
衝
撃
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
支
障
な
く

動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

区
別

条
件

空
中
線
電
力
（
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
の
場
合
は
尖

頭
電
力
、
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
又
は
狭
帯
域

直
接
印
刷
電
信
装
置
に
よ
る
通
信
の
場
合
は
平
均

電
力
と
す
る
。
）

一
　
六
〇
ワ
ッ
ト
以
上
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
四
〇
〇
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
場
合
は
、
四
〇
〇
ワ

ッ
ト
以
下
に
低
減
で
き
る
こ
と
。

過
変
調
の
防
止

自
動
的
に
過
変
調
を
防
ぐ
機
能
が
あ
る
こ
と
。

三
　
受
信
装
置
の
条
件

イ
　
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
の
場
合

区
別

条
件

受
信
周
波
数
安
定

度

（±

）
一
〇
ヘ
ル
ツ
以
内

Ｊ
三
Ｅ
電
波
の
感

度

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
変
調
周
波
数
に
お
い
て
、
装
置
の
定
格
出
力
の
二
分
の
一
の

出
力
と
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
不
要
成
分
と
の
比
を
二
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
た
め
に

必
要
な
受
信
機
入
力
電
圧
が
六
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
以
下

ロ
　
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
又
は
狭
帯
域
直
接
印
刷
電
信
装
置
に
よ
る
通
信
の
場
合

区
別

条
件

受
信
周
波
数
安
定
度

（±

）
一
〇
ヘ
ル
ツ
以
内

感
度

受
信
機
入
力
電
圧
一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希
望
波
信
号
を
加
え
た
場

合
に
お
け
る
文
字
誤
り
率
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

一
信
号
選

択
度

通
過
帯
域
幅
（

大

感
度
を
有
す
る
周

波
数
か
ら
両
側
に

六
デ
シ
ベ
ル
の
感

度
の
減
衰
を
示
す

二
つ
の
周
波
数
の

間
の
幅
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）

な
る
べ
く
二
七
〇
ヘ
ル
ツ
以
上
三
〇
〇
ヘ
ル
ツ
以
下

減
衰
量

三
〇
デ
シ
ベ
ル
低
下
の
帯
域
幅
が
（±

）
三
八
〇
ヘ
ル
ツ
以
内

六
〇
デ
シ
ベ
ル
低
下
の
帯
域
幅
が
（±

）
五
五
〇
ヘ
ル
ツ
以
内

実
効
選
択

度

ス
プ
リ
ア
ス
・
レ
ス

ポ
ン
ス

受
信
機
入
力
電
圧
一
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希
望
波
信
号
を
加
え
た

状
態
の
下
で
、
中
間
周
波
数
か
ら
希
望
波
の
三
倍
の
周
波
数
ま
で

（
希
望
波
の
周
波
数
の
（±

）
七
五
〇
ヘ
ル
ツ
以
内
の
周
波
数
を

除
く
。
）
受
信
機
入
力
電
圧
三
一
・
六
ミ
リ
ボ
ル
ト
の
無
変
調
の

妨
害
波
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
文
字
誤
り
率
が
一
パ
ー
セ
ン

ト
以
下

感
度
抑
圧
効
果

受
信
機
入
力
電
圧
一
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希
望
波
信
号
を
加
え
た

状
態
の
下
で
、
希
望
波
か
ら
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
離
れ
た
受
信
機
入
力

電
圧
一
ミ
リ
ボ
ル
ト
の
無
変
調
の
妨
害
波
を
加
え
た
場
合
に
お
い

て
、
文
字
誤
り
率
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

２
　
Ｆ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
及
び
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
に
よ
る
通
信
を
行
う
船
舶
局

で
あ
つ
て
、
無
線
通
信
規
則
付
録
第
十
八
号
の
表
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
無
線
設
備
は
、

次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
備
え

34



な
け
れ
ば
な
ら
な
い
無
線
設
備
の
機
器
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
イ
、
第
二
号
の
表
の
空
中
線
電
力
の

項
及
び
第
三
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
点
検
及
び
保
守
を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
電
源
投
入
後
、
一
分
以
内
に
運
用
で
き
る
こ
と
。

ハ
　
一
五
六
・
五
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
が
容
易
に
選
択
で
き
る
こ
と
。

ニ
　
〇
・
三
秒
以
内
に
送
信
と
受
信
と
の
切
換
え
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ホ
　
二
以
上
の
制
御
器
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
他
の
制
御
器
の
使
用
状
態
が
表
示
で
き
る
も
の
で
あ

り
、
か
つ
、
い
ず
れ
か
の
一
の
制
御
器
に
優
先
権
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
。

ヘ
　
電
波
が
発
射
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ト
　
電
源
電
圧
が
定
格
電
圧
の
（±

）
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
に
お
い
て
変
動
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
安
定

に
動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

チ
　
通
常
起
こ
り
得
る
温
度
若
し
く
は
湿
度
の
変
化
、
振
動
又
は
衝
撃
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
支
障
な
く

動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

区
別

条
件

空
中
線
電
力

六
ワ
ツ
ト
以
上
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

Ｆ
二
Ｂ
電
波
の
変
調
指
数

二
（
許
容
偏
差
は
、
〇
・
二
と
す
る
。
）

三
　
受
信
装
置
の
条
件

区
別

条
件

感
度

受
信
機
入
力
電
圧
一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希
望
波
信
号
を
加
え
た
場
合
に
お
け
る

文
字
誤
り
率
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

実
効
選

択
度

ス
プ
リ
ア

ス

・

レ

ス

ポ

ン

ス

受
信
機
入
力
電
圧
一
・
四
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希
望
波
信
号
を
加
え
た
状
態
の
下

で
、
中
間
周
波
数
か
ら
希
望
波
の
三
倍
の
周
波
数
ま
で
（
希
望
波
の
周
波
数
の

（±

）
三
七
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内
の
周
波
数
を
除
く
。
）
受
信
機
入
力
電
圧
四
・
四

七
ミ
リ
ボ
ル
ト
の
無
変
調
の
妨
害
波
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
文
字
誤
り
率

が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

感
度
抑
圧

効
果

受
信
機
入
力
電
圧
一
・
四
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希
望
波
信
号
を
加
え
た
状
態
の
下

で
、
四
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
正
弦
波
に
よ
つ
て
周
波
数
偏
移
が
三
ｋ
Ｈ
ｚ
に
な
る
よ

う
変
調
さ
れ
た
受
信
機
入
力
電
圧
四
・
四
七
ミ
リ
ボ
ル
ト
の
妨
害
波
を
隣
接
す

る
チ
ヤ
ネ
ル
に
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
文
字
誤
り
率
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

相
互
変
調
特
性

受
信
機
入
力
電
圧
一
・
四
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希
望
波
信
号
を
加
え
た
状
態
の
下

で
、
希
望
波
よ
り
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
受
信
機
入
力
電
圧
二
・
五
ミ
リ
ボ
ル
ト

の
無
変
調
の
妨
害
波
と
希
望
波
よ
り
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
四
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
正

弦
波
に
よ
り
周
波
数
偏
移
が
三
ｋ
Ｈ
ｚ
に
な
る
よ
う
変
調
さ
れ
た
受
信
機
入
力

電
圧
二
・
五
ミ
リ
ボ
ル
ト
の
妨
害
波
と
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
文
字
誤
り

率
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

３
　
Ｆ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
及
び
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
に
よ
る
通
信
を
行
う
海
岸
局

で
あ
つ
て
、
無
線
通
信
規
則
付
録
第
十
八
号
の
表
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
無
線
設
備
は
、

前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
Ｆ
二
Ｂ
電
波
の
変
調
指
数
が
二
（
許
容
偏
差
は
、
〇
・
二
と
す
る
。
）
で
あ

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
専
用
受
信
機
）

第
四
十
条
の
八
　
Ｆ
一
Ｂ
電
波
二
、
一
八
七
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
み
を
受
信
す
る
た
め
の
受
信
機
並
び
に
Ｆ
一
Ｂ
電
波

二
、
一
八
七
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
及
び
八
、
四
一
四
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
ほ
か
、
四
、
二
〇
七
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
、
六
、
三
一
二
ｋ

Ｈ
ｚ
、
一
二
、
五
七
七
ｋ
Ｈ
ｚ
又
は
一
六
、
八
〇
四
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
の
電
波
を
同
時
に
又
は

二
秒
以
内
に
順
次
繰
り
返
し
受
信
す
る
た
め
の
受
信
機
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
遭
難
通
信
又
は
緊
急
通
信
以
外
の
通
信
を
受
信
し
た
と
き
は
、
可
聴
及
び
可
視
の
表
示
を
行
う
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ロ
　
遭
難
通
信
又
は
緊
急
通
信
を
受
信
し
た
と
き
は
、
手
動
で
の
み
停
止
で
き
る
特
別
の
可
聴
及
び
可
視
の
警

報
を
発
す
る
こ
と
。

ハ
　
受
信
し
た
遭
難
通
信
に
係
る
呼
出
し
の
内
容
が
直
ち
に
印
字
さ
れ
な
い
場
合
、
当
該
内
容
を
二
〇
以
上
記

憶
で
き
、
か
つ
、
記
憶
し
た
内
容
は
印
字
す
る
等
に
よ
り
読
み
出
さ
れ
る
ま
で
保
存
で
き
る
こ
と
。

ニ
　

き
よ
う

筐

体
の
見
や
す
い
場
所
に
当
該
受
信
周
波
数
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ
　
電
源
投
入
後
、
一
分
以
内
に
運
用
で
き
る
こ
と
。

ヘ
　
電
源
電
圧
が
定
格
電
圧
の
（±

）
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
に
お
い
て
変
動
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
安
定

に
動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ト
　
通
常
起
こ
り
得
る
温
度
若
し
く
は
湿
度
の
変
化
、
振
動
又
は
衝
撃
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
支
障
な
く

動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
受
信
装
置
の
条
件

区
別

条
件

受
信
周
波
数
安
定
度

（±

）
一
〇
ヘ
ル
ツ
以
内

感
度

受
信
機
入
力
電
圧
一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希
望
波
信
号
を
加
え
た
場
合
に

お
け
る
文
字
誤
り
率
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

一
信
号
選

択
度

通
過
帯
域
幅

な
る
べ
く
二
七
〇
ヘ
ル
ツ
以
上
三
〇
〇
ヘ
ル
ツ
以
下

減
衰
量

三
〇
デ
シ
ベ
ル
低
下
の
帯
域
幅
が
（±

）
三
八
〇
ヘ
ル
ツ
以
内

六
〇
デ
シ
ベ
ル
低
下
の
帯
域
幅
が
（±

）
五
五
〇
ヘ
ル
ツ
以
内

実
効
選
択

度

ス

プ

リ

ア

ス

・

レ

ス

ポ
ン
ス

受
信
機
入
力
電
圧
一
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希
望
波
信
号
を
加
え
た
状
態

の
下
で
、
中
間
周
波
数
か
ら
希
望
波
の
三
倍
の
周
波
数
ま
で
（
希
望
波
の

周
波
数
の
（±

）
七
五
〇
ヘ
ル
ツ
以
内
の
周
波
数
を
除
く
。
）
受
信
機
入

力
電
圧
三
一
・
六
ミ
リ
ボ
ル
ト
の
無
変
調
の
妨
害
波
を
加
え
た
場
合
に
お

い
て
、
文
字
誤
り
率
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

感
度
抑
圧
効

果

受
信
機
入
力
電
圧
一
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希
望
波
信
号
を
加
え
た
状
態

の
下
で
、
希
望
波
か
ら
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
離
れ
た
受
信
機
入
力
電
圧
一
ミ
リ

ボ
ル
ト
の
無
変
調
の
妨
害
波
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
文
字
誤
り
率
が

一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

２
　
Ｆ
二
Ｂ
電
波
一
五
六
・
五
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
み
を
受
信
す
る
た
め
の
受
信
機
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
ほ

か
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
受
信
装
置
の
条
件

区
別

条
件

感
度

受
信
機
入
力
電
圧
一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希
望
波
信
号
を
加
え
た
場
合
に
お
け
る

文
字
誤
り
率
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

実
効
選

択
度

ス
プ
リ
ア

ス

・

レ

ス

ポ

ン

ス

受
信
機
入
力
電
圧
一
・
四
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希
望
波
信
号
を
加
え
た
状
態
の
下

で
、
中
間
周
波
数
か
ら
希
望
波
の
三
倍
の
周
波
数
ま
で
（
希
望
波
の
周
波
数
の

（±

）
三
七
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内
の
周
波
数
を
除
く
。
）
受
信
機
入
力
電
圧
四
・
四

七
ミ
リ
ボ
ル
ト
の
無
変
調
の
妨
害
波
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
文
字
誤
り
率

が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
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感
度
抑
圧

効
果

受
信
機
入
力
電
圧
一
・
四
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希
望
波
信
号
を
加
え
た
状
態
の
下

で
、
四
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
正
弦
波
に
よ
つ
て
周
波
数
偏
移
が
三
ｋ
Ｈ
ｚ
に
な
る
よ

う
変
調
さ
れ
た
受
信
機
入
力
電
圧
四
・
四
七
ミ
リ
ボ
ル
ト
の
妨
害
波
を
隣
接
す

る
チ
ヤ
ネ
ル
に
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
文
字
誤
り
率
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

相
互
変
調
特
性

受
信
機
入
力
電
圧
一
・
四
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希
望
波
信
号
を
加
え
た
状
態
の
下

で
、
希
望
波
よ
り
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
受
信
機
入
力
電
圧
二
・
五
ミ
リ
ボ
ル
ト

の
無
変
調
の
妨
害
波
と
希
望
波
よ
り
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
四
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
正

弦
波
に
よ
り
周
波
数
偏
移
が
三
ｋ
Ｈ
ｚ
に
な
る
よ
う
変
調
さ
れ
た
受
信
機
入
力

電
圧
二
・
五
ミ
リ
ボ
ル
ト
の
妨
害
波
と
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
文
字
誤
り

率
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

（
ナ
ブ
テ
ツ
ク
ス
送
信
装
置
）

第
四
十
条
の
九
　
Ｆ
一
Ｂ
電
波
五
一
八
ｋ
Ｈ
ｚ
を
使
用
し
て
海
上
安
全
情
報
を
提
供
す
る
海
岸
局
の
ナ
ブ
テ
ツ
ク
ス

送
信
装
置
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
英
文
に
よ
る
航
行
警
報
、
気
象
警
報
、
捜
索
救
助
情
報
及
び
そ
の
他
の
情
報
を
送
信
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

ロ
　
一
方
向
誤
り
訂
正
方
式
（
タ
イ
ム
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
イ
方
式
を
利
用
し
て
入
力
信
号
の
誤
り
を
訂
正
す
る
方

式
を
い
う
。
）
に
よ
り
通
信
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
電
源
電
圧
が
定
格
電
圧
の
（±

）
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
に
お
い
て
変
動
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
安
定

に
動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
通
常
起
こ
り
得
る
温
度
若
し
く
は
湿
度
の
変
化
、
振
動
又
は
衝
撃
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
支
障
な
く

動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
マ
ー
ク
周
波
数
が
一
、
六
一
五
ヘ
ル
ツ
及
び
ス
ペ
ー
ス
周
波
数
が
一
、
七
八
五
ヘ
ル
ツ
（
許
容
偏
差
は
、
そ

れ
ぞ
れ
〇
・
五
ヘ
ル
ツ
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

三
　
信
号
伝
送
速
度
は
、
毎
秒
一
〇
〇
ビ
ッ
ト
（
許
容
偏
差
は
、
百
万
分
の
三
〇
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

２
　
Ｆ
一
Ｂ
電
波
四
二
四
ｋ
Ｈ
ｚ
を
使
用
し
て
海
上
安
全
情
報
を
提
供
す
る
海
岸
局
の
ナ
ブ
テ
ツ
ク
ス
送
信
装
置

は
、
前
項
第
一
号
（
イ
を
除
く
。
）
、
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
和
文
に
よ
る
航
行
警
報
、
気
象
警
報
、
捜
索
救
助
情
報
及
び
そ
の
他
の
情
報
を
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

二
　
前
号
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

（
ナ
ブ
テ
ッ
ク
ス
受
信
機
）

第
四
十
条
の
十
　
Ｆ
一
Ｂ
電
波
五
一
八
ｋ
Ｈ
ｚ
を
受
信
す
る
た
め
の
受
信
機
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
Ｆ
一
Ｂ
電
波
五
一
八
ｋ
Ｈ
ｚ
及
び
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
周
波
数
の
電
波
を
同
時
に
自
動
的
に
受
信

し
、
そ
の
受
信
し
た
情
報
の
英
文
に
よ
る
印
字
又
は
映
像
面
へ
の
表
示
が
自
動
的
に
で
き
る
こ
と
。

ロ
　
受
信
機
能
及
び
印
字
又
は
映
像
面
へ
の
表
示
機
能
が
正
常
に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を
容
易
に
確
認
で
き
る

こ
と
。

ハ
　
遭
難
通
信
を
受
信
し
た
と
き
は
、
手
動
で
の
み
停
止
で
き
る
特
別
の
警
報
を
発
す
る
こ
と
。

ニ
　
電
源
電
圧
が
定
格
電
圧
の
（±

）
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
に
お
い
て
変
動
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
安
定

に
動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
通
常
起
こ
り
得
る
温
度
若
し
く
は
湿
度
の
変
化
、
振
動
又
は
衝
撃
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
支
障
な
く

動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
感
度

イ
　
一
五
〇
ピ
コ
フ
ア
ラ
ツ
ド
の
容
量
と
一
〇
オ
ー
ム
の
抵
抗
と
の
直
列
回
路
に
よ
る
擬
似
空
中
線
回
路
を
使

用
し
、
受
信
機
入
力
電
圧
五
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希
望
波
信
号
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
文
字
誤
り
率
が

四
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
五
〇
オ
ー
ム
の
抵
抗
に
よ
る
擬
似
空
中
線
回
路
を
使
用
し
、
受
信
機
入
力
電
圧
二
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希

望
波
信
号
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
文
字
誤
り
率
が
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
一
五
〇
ピ
コ
フ
ア
ラ
ツ
ド
の
容
量
と
一
〇
オ
ー
ム
の
抵
抗
と
の
直
列
回
路
に
よ
る
擬
似
空
中
線
回
路
を
使
用

し
、
受
信
機
入
力
電
圧
一
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希
望
波
信
号
を
加
え
た
状
態
の
下
で
、
以
下
に
掲
げ
る
無
変

調
の
妨
害
波
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
文
字
誤
り
率
が
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
受
信
機
入
力
電
圧
の
妨
害
波

妨
害
波
の
周
波
数

受
信
機
入
力
電
圧

五
一
七
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
一
七
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
五
一
八
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
を

超
え
五
一
九
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト

五
一
五
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
一
七
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
五
一
九
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
二

一
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

一
ミ
リ
ボ
ル
ト

一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
一
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
五
二
一
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

三
一
・
六
ミ
リ
ボ
ル
ト

一
五
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
七
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
四
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

三
一
・
六
ミ
リ
ボ
ル
ト

ロ
　
受
信
機
入
力
電
圧
五
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
五
一
八
ｋ
Ｈ
ｚ
の
妨
害
波

ハ
　
相
互
変
調
を
生
じ
る
関
係
に
あ
る
受
信
機
入
力
電
圧
三
・
一
六
ミ
リ
ボ
ル
ト
の
二
の
妨
害
波
（
五
一
六
ｋ

Ｈ
ｚ
か
ら
五
二
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
も
の
を
除
く
。
）

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

２
　
Ｆ
一
Ｂ
電
波
四
二
四
ｋ
Ｈ
ｚ
を
受
信
す
る
た
め
の
受
信
機
は
、
前
項
第
一
号
（
イ
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る

ほ
か
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
受
信
及
び
和
文
に
よ
る
印
字
又
は
映
像
面
へ
の
表
示
が
自
動
的
に
で
き
る
こ
と
。

二
　
感
度

五
〇
オ
ー
ム
の
抵
抗
に
よ
る
擬
似
空
中
線
回
路
を
使
用
し
、
受
信
機
入
力
電
圧
二
・
二
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希

望
波
信
号
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
文
字
誤
り
率
が
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
五
〇
オ
ー
ム
の
抵
抗
に
よ
る
擬
似
空
中
線
回
路
を
使
用
し
、
受
信
機
入
力
電
圧
四
・
五
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の

希
望
波
信
号
を
加
え
た
状
態
の
下
で
、
以
下
に
掲
げ
る
無
変
調
の
妨
害
波
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
文
字
誤

り
率
が
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
受
信
機
入
力
電
圧
の
妨
害
波

妨
害
波
の
周
波
数

受
信
機
入
力
電
圧

四
二
三
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
二
三
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
四
二
四
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
を

超
え
四
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

四
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト

四
二
一
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
二
三
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
四
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
二

七
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

四
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト

一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
二
一
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
四
二
七
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

一
二
・
六
ミ
リ
ボ
ル
ト

一
五
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
七
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
四
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

一
二
・
六
ミ
リ
ボ
ル
ト

ロ
　
受
信
機
入
力
電
圧
二
・
二
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
四
二
四
ｋ
Ｈ
ｚ
の
妨
害
波

ハ
　
相
互
変
調
を
生
じ
る
関
係
に
あ
る
受
信
機
入
力
電
圧
一
・
二
六
ミ
リ
ボ
ル
ト
の
二
の
妨
害
波
（
四
二
二
ｋ

Ｈ
ｚ
か
ら
四
二
六
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
も
の
を
除
く
。
）

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。
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（
空
中
線
電
力
の
低
下
装
置
）

第
四
十
一
条
　
船
舶
局
の
送
信
装
置
は
、
そ
の
空
中
線
電
力
を
そ
の
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
容
易
に
低
下
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
空
中
線
電
力
が
七
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

２
　
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
二
六
・
一
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
船
舶
局
の
無
線
電
話
の
送
信
装
置

（
第
四
十
条
の
七
第
一
項
の
送
信
装
置
を
除
く
。
）
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
空
中
線
電
力
を
七
五

ワ
ッ
ト
以
下
に
、
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
ご
と
に
容
易
に
低
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
　
Ｆ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
船
舶
局
の
送
信
装
置
で
あ
つ
て
、
無
線
通
信
規
則
付
録
第
十
八
号
の
表
に
掲
げ
る
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
空
中
線
電
力
を
一
ワ
ッ
ト
以
下
に
容

易
に
低
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
に
よ
り
通
信
を
行
う
船
舶
局
の
送
信
装
置
で
あ
つ
て
、
無
線
通
信
規
則
付
録
第
十
八
号

の
表
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
空
中
線
電
力
を

〇
・
七
ワ
ッ
ト
か
ら
一
・
四
ワ
ッ
ト
ま
で
の
間
に
容
易
に
低
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
船
上
通
信
設
備
の
送
信
装
置
で
あ
つ
て
、
四
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
も
の
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
空
中
線
電
力
を
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
容
易
に
低
下
す

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
空
中
線
電
力
が
〇
・
二
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
周
波
数
の
切
換
え
）

第
四
十
二
条
　
海
岸
局
又
は
船
舶
局
の
無
線
電
信
又
は
無
線
電
話
は
、
送
信
装
置
又
は
受
信
装
置
の
一
ご
と
に
、
五

秒
以
内
に
周
波
数
の
切
換
え
を
行
な
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら

二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
間
に
お
け
る
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
離
れ
た
周
波
数
相
互
の
切
換
え
に
つ
い
て
は
、
十
五
秒
以
内
と

す
る
。

第
四
十
三
条
　
削
除

（
制
御
器
の
照
明
）

第
四
十
四
条
　
旅
客
船
又
は
総
ト
ン
数
三
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
の
義
務
船
舶
局
等
に
備
え
る
無
線
設
備
の
制
御
器

は
、
通
常
の
電
源
及
び
非
常
電
源
か
ら
独
立
し
た
電
源
か
ら
電
力
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
当
該

制
御
器
を
十
分
照
明
で
き
る
位
置
に
取
り
付
け
ら
れ
た
照
明
設
備
に
よ
り
照
明
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
照
明
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
な
無
線
設
備
の
制
御
器
で
あ
つ
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
受
信
設
備
の
条
件
）

第
四
十
五
条
　
船
舶
局
の
主
受
信
装
置
で
あ
つ
て
一
、
六
〇
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
八
、
〇
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の

周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
も
の
は
、
で
き
る
限
り
、
そ
の
通
過
帯
域
幅
は
、
六
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
で
あ
つ
て
、
か

つ
、
通
過
帯
域
幅
の
外
に
お
け
る
減
衰
は
、
そ
の
通
過
帯
域
幅
の
制
限
値
か
ら
三
〇
デ
シ
ベ
ル
下
が
つ
た
周
波
数

ま
で
は
、
毎
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
三
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
Ａ
三
Ｅ
電
波
を
受
信
す
る
装
置
で
あ
つ
て
、
秘
匿
性
を
有
す
る
通
信
を
行
う
も
の

は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
）

第
四
十
五
条
の
二
　
Ｇ
一
Ｂ
電
波
又
は
Ｇ
一
Ｄ
電
波
四
〇
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
四
〇
六
・
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
、
Ａ
三
Ｘ
電
波

一
二
一
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
並
び
に
Ｆ
一
Ｄ
電
波
一
六
一
・
九
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
一
六
二
・
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
使
用
す
る

衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
人
工
衛
星
向
け
の
信
号
と
航
空
機
が
ホ
ー
ミ
ン
グ
す
る
た
め
の
信
号
を
同
時
に
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。

ロ
　
船
体
か
ら
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
一
人
で
持
ち
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ハ
　
水
密
で
あ
る
こ
と
、
海
面
に
浮
く
こ
と
、
横
転
し
た
場
合
に
復
元
す
る
こ
と
、
浮
力
の
あ
る
ひ
も
を
備
え

付
け
る
こ
と
等
海
面
に
お
い
て
使
用
す
る
の
に
適
し
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
筐
体
に
黄
色
又
は
だ
い
だ
い
色
の
彩
色
が
施
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
反
射
材
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

ホ
　
海
水
、
油
及
び
太
陽
光
線
の
影
響
を
で
き
る
だ
け
受
け
な
い
措
置
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ヘ
　
筐
体
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
電
源
の
開
閉
方
法
等
機
器
の
取
扱
方
法
そ
の
他
注
意
事
項
を
簡
明
に
、
か

つ
、
水
で
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
て
あ
る
こ
と
。

ト
　
手
動
に
よ
り
動
作
を
開
始
し
、
及
び
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

チ
　
自
動
的
に
船
体
か
ら
離
脱
す
る
も
の
は
、
離
脱
後
自
動
的
に
作
動
す
る
こ
と
。

リ
　
不
注
意
に
よ
る
動
作
を
防
ぐ
措
置
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ヌ
　
人
工
衛
星
向
け
の
電
波
が
発
射
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
人
工
衛
星
局
か
ら
送
信
さ
れ
る
位
置
の
測
定
の
た

め
の
信
号
が
受
信
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ル
　
正
常
に
動
作
す
る
こ
と
を
容
易
に
試
験
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ヲ
　
通
常
起
こ
り
得
る
温
度
若
し
く
は
湿
度
の
変
化
、
振
動
又
は
衝
撃
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
支
障
な
く

動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ワ
　
暗
所
で
作
動
し
、
他
の
環
境
下
に
お
い
て
も
確
認
可
能
な
点
滅
灯
を
備
え
る
こ
と
。

カ
　
人
工
衛
星
局
か
ら
送
信
さ
れ
る
位
置
の
測
定
の
た
め
の
信
号
を
受
信
す
る
装
置
を
有
し
、
当
該
装
置
に
よ

り
計
算
し
た
位
置
に
関
す
る
情
報
を
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
Ｇ
一
Ｂ
電
波
又
は
Ｇ
一
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
人
工
衛
星
向
け
装
置
（
Ｇ
一
Ｄ
電
波
四
〇
六
・
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）

区
別

条
件

送
信
周
波
数
安
定
度

一
〇
〇
ミ
リ
秒
間
に
、
十
億
分
の
二
を
超
え
て
変
動
し
な
い
こ
と
。

送
信
立
ち
上
が
り
時
間

送
信
開
始
後
送
信
出
力
が
空
中
線
電
力
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
上
昇

す
る
の
に
要
す
る
時
間
が
五
ミ
リ
秒
以
下

変
調
波
形
の
立
ち
上
が
り
及
び

立
ち
下
が
り
時
間

五
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
以
上
二
五
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下

符
号
形
式

バ
イ
フ
エ
ー
ズ
Ｌ
符
号

送
信
繰
り
返
し
周
期

五
〇
秒
（
許
容
偏
差
は
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
）

ロ
　
Ｇ
一
Ｄ
電
波
四
〇
六
・
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
使
用
す
る
人
工
衛
星
向
け
装
置

区
別

条
件

送
信
周
波
数
安
定
度

一
六
六
・
七
ミ
リ
秒
間
に
、
十
億
分
の
七
・
四
を
超
え
て
変
動
し
な
い
こ
と
。

送
信
立
ち
上
が
り
時

間

送
信
開
始
後
送
信
出
力
が
空
中
線
電
力
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て
か
ら
九
〇

パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
上
昇
す
る
の
に
要
す
る
時
間
が
〇
・
五
ミ
リ
秒
未
満
で
あ
る

こ
と
。

送
信
立
ち
下
が
り
時

間

送
信
終
了
後
、
送
信
電
力
が
空
中
線
電
力
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
〇
パ
ー
セ

ン
ト
と
な
る
ま
で
の
時
間
が
〇
・
五
ミ
リ
秒
未
満
で
あ
る
こ
と
。

変
調
方
式

オ
フ
セ
ッ
ト
四
相
位
相
変
調

送
信
繰
り
返
し
周
期

三
〇
秒
及
び
一
二
〇
秒
（
許
容
偏
差
は
、
五
秒
と
す
る
。
）

ハ
　
Ａ
三
Ｘ
電
波
を
使
用
す
る
航
空
機
向
け
装
置

区
別

条
件

変
調
周
波
数

三
〇
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
、
六
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
間
の
任
意
の
七
〇
〇
ヘ
ル
ツ
以
上
の
範

囲
を
毎
秒
二
な
い
し
四
回
の
割
合
で
高
い
方
向
又
は
低
い
方
向
に
変
化
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

変
調
度

八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

変
調
衝
撃
係
数

〇
・
三
三
以
上
〇
・
五
五
以
下

ニ
　
Ｆ
一
Ｄ
電
波
一
六
一
・
九
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
一
六
二
・
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
使
用
す
る
船
舶
向
け
装
置
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区
別

条
件

変
調
方
式

Ｇ
Ｍ
Ｓ
Ｋ
（

小
偏
移
変
調
で
あ
つ
て
、
ガ
ウ
ス
型
低
減
フ
ィ
ル
タ
に
よ
り
帯
域

を
制
限
し
た
デ
ジ
タ
ル
信
号
を
用
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
こ

と
。

伝
送
速
度

毎
秒
九
、
六
〇
〇
ビ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
。

変
調
指
数

〇
・
五
以
内
で
あ
る
こ
と
。

等
価
等
方
輻
射
電
力

一
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

送
信
電
力
の
立
ち
上

り
時
間

送
信
開
始
後
、
送
信
電
力
が
安
定
状
態
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る
ま
で
の
時

間
が
一
ミ
リ
秒
以
内
で
あ
る
こ
と
。

送
信
電
力
の
立
ち
下

り
時
間

送
信
終
了
後
、
送
信
電
力
が
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
と
な
る
ま
で
の
時
間
が
〇
・
八

三
二
ミ
リ
秒
以
内
で
あ
る
こ
と
。

三
　
空
中
線
の
条
件

イ
　
Ｇ
一
Ｂ
電
波
を
使
用
す
る
人
工
衛
星
向
け
装
置

区
別

条
件

垂
直
面
に
お
け
る
利
得

仰
角
五
度
か
ら
六
〇
度
ま
で
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
角
度
の
範
囲
に
お
い

て
、
絶
対
利
得
が
（－

）
三
デ
シ
ベ
ル
以
上
四
デ
シ
ベ
ル
以
下

水
平
面
に
お
け
る
利
得
及

び
指
向
特
性

全
方
向
に
お
い
て
、
利
得
変
動
が
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
無
指
向
性

偏
波

右
旋
円
偏
波
又
は
直
線
偏
波

ロ
　
Ｇ
一
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
人
工
衛
星
向
け
装
置

区
別

条
件

水
平
面
に
お
け
る
指
向
特
性

全
方
向
に
お
い
て
無
指
向
性

偏
波

右
旋
円
偏
波
又
は
直
線
偏
波

ハ
　
Ａ
三
Ｘ
電
波
を
使
用
す
る
航
空
機
向
け
装
置

区
別

条
件

水
平
面
に
お
け
る
指
向
特
性

全
方
向
に
お
い
て
無
指
向
性

偏
波

垂
直
偏
波

四
　
電
源
の
条
件

イ
　
電
源
と
し
て
独
立
の
電
池
を
備
え
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
電
池
の
有
効
期
限
を
明
示
し
て
あ
る
こ

と
。

ロ
　
電
池
の
容
量
は
、
当
該
送
信
設
備
を
連
続
し
て
四
十
八
時
間
以
上
動
作
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ハ
　
電
池
を
装
置
し
て
か
ら
一
年
が
経
過
し
た
後
に
お
い
て
も
、
ロ
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
電
池
は
、
取
替
え
及
び
点
検
が
容
易
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

２
　
総
ト
ン
数
二
〇
ト
ン
未
満
の
船
舶
（
国
際
航
海
に
従
事
す
る
旅
客
船
を
除
く
。
）
に
設
置
す
る
衛
星
非
常
用
位

置
指
示
無
線
標
識
は
、
前
項
各
号
（
第
一
号
ロ
及
び
チ
並
び
に
第
四
号
ロ
及
び
ハ
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
ほ

か
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
小
型
か
つ
軽
量
で
あ
つ
て
、
船
体
か
ら
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
、
一
人
で
持
ち
運
び
が
で
き
る
こ

と
。

二
　
海
面
に
浮
い
た
状
態
で
作
動
す
る
こ
と
。

三
　
電
池
の
容
量
は
、
当
該
送
信
設
備
を
連
続
し
て
二
十
四
時
間
以
上
動
作
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

四
　
電
池
を
装
置
し
て
か
ら
一
年
が
経
過
し
た
後
に
お
い
て
も
、
前
号
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（
双
方
向
無
線
電
話
）

第
四
十
五
条
の
三
　
双
方
向
無
線
電
話
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
小
型
か
つ
軽
量
で
あ
つ
て
、
一
人
で
容
易
に
持
ち
運
び
が
で
き
る
こ
と
（
生
存
艇
に
固
定
し
て
使
用
す
る
も

の
を
除
く
。
）
。

二
　
外
部
の
調
整
箇
所
が
必
要

小
限
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
取
扱
い
が
容
易
で
あ
る
こ
と
。

三
　
水
密
で
あ
り
、
か
つ
、
海
水
、
油
及
び
太
陽
光
線
の
影
響
を
で
き
る
だ
け
受
け
な
い
措
置
が
施
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

四
　

き
よ
う

筐

体
に
黄
色
若
し
く
は
だ
い
だ
い
色
の
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
又
は

き
よ
う

筐

体
に
黄
色
若
し
く
は
だ
い
だ

い
色
の
帯
状
の
標
示
が
あ
る
こ
と
。

五
　

き
よ
う

筐

体
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
電
源
の
開
閉
方
法
等
機
器
の
取
扱
方
法
そ
の
他
注
意
事
項
を
簡
明
に
、
か
つ
、

水
で
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
て
あ
る
こ
と
。

六
　
通
常
起
こ
り
得
る
温
度
若
し
く
は
湿
度
の
変
化
、
振
動
又
は
衝
撃
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
支
障
な
く
動

作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
　
使
用
者
の
衣
服
に
取
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
、
及
び
手
首
又
は
首
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
ひ
も
（
一
定
の

張
力
が
加
え
ら
れ
た
と
き
に
切
り
離
さ
れ
る
構
造
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

（
生
存
艇
に
固
定
し
て
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

八
　
生
存
艇
に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
鋭
い
角
等
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

九
　
電
源
投
入
後
、
五
秒
以
内
に
運
用
で
き
る
こ
と
。

十
　
一
五
六
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
含
む
少
な
く
と
も
二
波
の
周
波
数
が
使
用
で
き
る
こ
と
。

十
一
　
実
効

ふ
く輻

射
電
力
が
〇
・
二
五
ワ
ツ
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
二
　
雑
音
抑
圧
を
二
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
た
め
に
必
要
な
受
信
機
入
力
電
圧
よ
り
六
デ
シ
ベ
ル
高
い
希
望
波
入

力
電
圧
を
加
え
た
状
態
の
下
で
、
希
望
波
か
ら
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
離
れ
た
妨
害
波
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、

雑
音
抑
圧
が
二
〇
デ
シ
ベ
ル
と
な
る
と
き
の
そ
の
妨
害
波
入
力
電
圧
が
三
・
一
六
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上
で
あ
る
こ

と
。

十
三
　
電
源
と
し
て
独
立
の
電
池
を
備
え
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
取
替
え
又
は
充
電
が
容
易
に
で
き
る
こ
と
。

十
四
　
電
池
の
容
量
は
、
当
該
無
線
電
話
を
八
時
間
（
送
信
時
間
の
受
信
時
間
に
対
す
る
割
合
は
九
分
の
一
と
す

る
。
）
以
上
支
障
な
く
動
作
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
八
時
間
が
経
過
し
た
と
き
の
実
効

ふ
く輻

射
電
力
が
〇
・

二
五
ワ
ツ
ト
以
上
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
五
　
装
置
し
て
か
ら
二
年
が
経
過
し
た
後
に
お
い
て
も
、
前
号
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
（
充
電
電

池
を
使
用
す
る
場
合
を
除
く
。
）
。

十
六
　
電
池
は
、
色
又
は
標
示
に
よ
り
日
常
使
用
す
る
も
の
と
非
常
の
場
合
に
使
用
す
る
も
の
と
を
容
易
に
区
別

で
き
、
か
つ
、
一
次
電
池
に
あ
つ
て
は
、
未
使
用
の
区
別
を
確
認
で
き
る
措
置
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
船
舶
航
空
機
間
双
方
向
無
線
電
話
）

第
四
十
五
条
の
三
の
二
　
船
舶
航
空
機
間
双
方
向
無
線
電
話
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
外
部
の
調
整
箇
所
が
必
要

小
限
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
取
扱
い
が
容
易
で
あ
る
こ
と
。

二
　

き
よ
う

筐

体
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
電
源
の
開
閉
方
式
等
機
器
の
取
扱
方
法
そ
の
他
注
意
事
項
を
簡
明
に
、
か
つ
、

水
で
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
て
あ
る
こ
と
。

三
　
一
二
一
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
一
二
三
・
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
で
き
る
こ
と
。

四
　
使
用
す
る
電
波
の
型
式
は
、
Ａ
三
Ｅ
で
あ
る
こ
と
。

五
　
通
常
の
使
用
状
態
に
お
け
る
変
調
度
は
、

大
値
に
お
い
て
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

六
　
空
中
線
電
力
は
、
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ツ
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

七
　
空
中
線
は
、
単
一
型
の
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
指
向
特
性
が
水
平
面
無
指
向
性
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
発
射

す
る
電
波
の
偏
波
面
が
垂
直
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八
　
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
変
調
周
波
数
で
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
さ
れ
た
信
号
に
よ
り
、
二
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル

ト
の
受
信
入
力
電
圧
を
加
え
た
と
き
、
出
力
の
信
号
対
雑
音
比
は
六
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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九
　
三
五
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
二
、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
で
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
さ
れ
た
一
〇
ミ
リ
ボ
ル

ト
の
受
信
入
力
電
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
出
力
が
定
格
出
力
に
比
し
て
（±

）
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
内
の

と
き
、
当
該
出
力
と
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
不
要
成
分
と
の
比
が
一
六
・
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

十
　
電
池
の
容
量
は
、
当
該
無
線
電
話
を
連
続
し
て
八
時
間
以
上
支
障
な
く
動
作
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
り
、
か
つ
、
一
次
電
池
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
有
効
期
限
を
明
示
し
て
あ
る
こ
と
。

（
捜
索
救
助
用
レ
ー
ダ
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
）

第
四
十
五
条
の
三
の
三
　
捜
索
救
助
用
レ
ー
ダ
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
小
型
か
つ
軽
量
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
水
密
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
海
面
に
あ
る
場
合
に
容
易
に
発
見
さ
れ
る
よ
う
に
、

き
よ
う

筐

体
に
黄
色
又
は
だ
い
だ
い
色
の
彩
色
が
施
さ
れ
、

か
つ
、
海
水
、
油
及
び
太
陽
光
線
の
影
響
を
で
き
る
だ
け
受
け
な
い
措
置
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ
　

き
よ
う

筐

体
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
電
源
の
開
閉
方
法
等
機
器
の
取
扱
方
法
そ
の
他
注
意
事
項
を
簡
明
に
、
か

つ
、
水
で
消
え
な
い
よ
う
に
表
示
し
て
あ
る
こ
と
。

ホ
　
取
扱
い
に
つ
い
て
特
別
の
知
識
又
は
技
能
を
有
し
な
い
者
に
も
容
易
に
操
作
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
生
存
艇
に
損
傷
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
鋭
い
角
等
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ト
　
手
動
に
よ
り
、
動
作
を
開
始
し
、
及
び
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

チ
　
不
注
意
に
よ
る
動
作
を
防
ぐ
措
置
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

リ
　
電
波
が
発
射
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
待
受
状
態
を
表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ヌ
　
正
常
に
動
作
す
る
こ
と
を
容
易
に
、
か
つ
、
定
期
的
に
試
験
で
き
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ル
　
通
常
起
こ
り
得
る
温
度
若
し
く
は
湿
度
の
変
化
、
振
動
又
は
衝
撃
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
支
障
な
く

動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヲ
　
生
存
艇
と
一
体
で
な
い
も
の
は
、
浮
力
の
あ
る
ひ
も
を
備
え
付
け
る
こ
と
、
海
面
に
浮
く
こ
と
及
び
船
体

か
ら
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ワ
　
海
面
に
お
い
て
使
用
す
る
も
の
は
、
横
転
し
た
場
合
に
復
元
す
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
に
関
す
る
条
件

イ
　
周
波
数
は
、
九
、
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
九
、
五
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
を
含
む
範
囲
を
周
波
数
掃
引
す
る
こ

と
。

ロ
　
周
波
数
掃
引
の
時
間
は
、
七
・
五
マ
イ
ク
ロ
秒
（±

）
一
マ
イ
ク
ロ
秒
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
周
波
数
掃
引
の
形
式
は
、
の
こ
ぎ
り
波
形
で
あ
り
、
そ
の
復
帰
時
間
は
、
〇
・
四
マ
イ
ク
ロ
秒
（±

）

〇
・
一
マ
イ
ク
ロ
秒
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
一
回
の
応
答
送
信
は
、
十
二
回
の
周
波
数
掃
引
で
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ
　
レ
ー
ダ
ー
電
波
を
受
信
し
た
後
、
応
答
を
開
始
す
る
ま
で
の
遅
延
時
間
は
、
〇
・
五
マ
イ
ク
ロ
秒
以
内
で

あ
る
こ
と
。

ヘ
　
一
回
の
電
波
発
射
後
、
次
の
応
答
が
可
能
と
な
る
ま
で
の
時
間
は
、
一
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
以
内
で
あ
る
こ

と
。

ト
　
等
価
等
方

ふ
く輻

射
電
力
は
、
四
〇
〇
ミ
リ
ワ
ツ
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
実
効
受
信
感
度
（
当
該
設
備
の
受
信
感
度
に
当
該
設
備
の
受
信
空
中
線
利
得
を
加
え
た
も
の
を
い
う
。
）
は
、

（－

）
五
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
よ
り
良
い
こ
と
。

四
　
空
中
線
に
関
す
る
条
件

イ
　
生
存
艇
に
取
り
付
け
た
状
態
で
の
空
中
線
高
は
海
面
上
少
な
く
と
も
一
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
こ
と
。

ロ
　
指
向
特
性
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
水
平
面
は
、
（±

）
二
デ
シ
ベ
ル
以
内
の
無
指
向
性
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
垂
直
面
は
、
二
五
度
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
送
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

五
　
電
源
に
関
す
る
条
件

イ
　
有
効
期
間
一
年
以
上
の
専
用
電
池
を
使
用
す
る
こ
と
。

ロ
　
電
池
の
容
量
は
、
九
十
六
時
間
の
待
受
状
態
の
後
、
一
ミ
リ
秒
の
周
期
で
レ
ー
ダ
ー
電
波
を
受
信
し
た
場

合
に
お
い
て
、
連
続
八
時
間
支
障
な
く
動
作
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
総
ト
ン
数
二
〇
ト
ン
未
満
の
船
舶
（
国
際
航
海
に
従
事
す
る
旅
客
船
を
除
く
。
）
に
設
置
す
る
捜
索
救
助
用
レ

ー
ダ
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
は
、
前
項
各
号
（
第
四
号
イ
及
び
第
五
号
ロ
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
の

各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
人
で
容
易
に
持
ち
運
び
が
で
き
る
こ
と
。

二
　
電
池
の
容
量
は
、
四
十
八
時
間
の
待
受
状
態
の
後
、
一
ミ
リ
秒
の
周
期
で
レ
ー
ダ
ー
電
波
を
受
信
し
た
場
合

に
お
い
て
、
連
続
八
時
間
支
障
な
く
動
作
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置
）

第
四
十
五
条
の
三
の
三
の
二
　
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
各
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

ロ
　
施
行
規
則
別
図
第
六
号
の
装
置
の
識
別
信
号
を
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
人
工
衛
星
局
か
ら
送
信
さ
れ
る
位
置
の
測
定
の
た
め
の
信
号
を
受
信
す
る
装
置
を
有
し
、
当
該
装
置
に
よ

り
計
算
し
た
位
置
に
関
す
る
情
報
を
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
電
源
投
入
後
、
一
分
以
内
に
通
報
の
送
信
を
開
始
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

区
別

条
件

変
調
方
式

Ｇ
Ｍ
Ｓ
Ｋ
で
あ
る
こ
と
。

伝
送
速
度

毎
秒
九
、
六
〇
〇
ビ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
。

変
調
指
数

〇
・
五
以
内
で
あ
る
こ
と
。

等
価
等
方
輻
射
電
力

一
ワ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

送
信
電
力
の
立
上
り
時
間

送
信
開
始
後
、
送
信
電
力
が
安
定
状
態
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る
ま
で
の

時
間
は
、
一
ミ
リ
秒
以
内
で
あ
る
こ
と
。

送
信
電
力
の
立
下
り
時
間

送
信
終
了
後
、
送
信
電
力
が
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
と
な
る
ま
で
の
時
間
は
、

〇
・
八
三
二
ミ
リ
秒
以
内
で
あ
る
こ
と
。

三
　
生
存
艇
に
取
り
付
け
た
状
態
で
の
空
中
線
高
は
海
面
上
少
な
く
と
も
一
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
こ
と
。

四
　
電
源
に
関
す
る
条
件

イ
　
有
効
期
間
三
年
以
上
の
専
用
電
池
を
使
用
す
る
こ
と
。

ロ
　
電
池
の
容
量
は
、
九
十
六
時
間
以
上
支
障
な
く
動
作
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（
携
帯
用
位
置
指
示
無
線
標
識
）

第
四
十
五
条
の
三
の
三
の
三
　
Ｇ
一
Ｂ
電
波
四
〇
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
四
〇
六
・
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
及
び
Ａ
三
Ｘ
電
波
一
二

一
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
使
用
す
る
携
帯
用
位
置
指
示
無
線
標
識
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
人
工
衛
星
向
け
の
信
号
と
航
空
機
が
ホ
ー
ミ
ン
グ
す
る
た
め
の
信
号
を
同
時
に
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
。

ロ
　
小
型
か
つ
軽
量
で
あ
つ
て
、
一
人
で
容
易
に
持
ち
運
び
が
で
き
る
こ
と
。

ハ
　
筐
体
は
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ニ
　
筐
体
に
黄
色
又
は
だ
い
だ
い
色
の
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
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ホ
　
筐
体
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
機
器
の
取
扱
方
法
そ
の
他
注
意
事
項
を
簡
明
に
、
か
つ
、
水
で
消
え
な
い
よ

う
に
表
示
し
て
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
取
扱
い
に
つ
い
て
特
別
の
知
識
又
は
技
能
を
有
し
な
い
者
に
も
容
易
に
操
作
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ト
　
手
動
に
よ
り
動
作
を
開
始
し
、
及
び
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

チ
　
不
注
意
に
よ
る
動
作
を
防
ぐ
措
置
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

リ
　
電
波
が
発
射
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ヌ
　
正
常
に
動
作
す
る
こ
と
を
容
易
に
試
験
で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
は
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

三
　
空
中
線
は
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

四
　
電
源
は
、
一
次
電
池
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
電
池
の
有
効
期
限
を
明
示
し
て
あ
る
こ
と
。

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（
船
舶
自
動
識
別
装
置
等
）

第
四
十
五
条
の
三
の
四
　
船
舶
局
に
備
え
る
船
舶
自
動
識
別
装
置
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
に
よ
る
送
信
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
に
よ
る
二
波
同
時
受
信
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
に
よ
る
受
信
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
人
工
衛
星
局
の
電
波
を
受
信
し
て
同
期
の
た
め
の
信
号
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
自
動
モ
ー
ド
（
す
べ
て
の
地
域
に
お
い
て
自
動
的
に
動
作
す
る
機
能
を
い
う
。
）
を
有
す
る
こ
と
。

ヘ
　
割
当
モ
ー
ド
（
海
岸
局
が
デ
ー
タ
伝
送
間
隔
及
び
時
間
ス
ロ
ッ
ト
を
指
定
し
た
場
合
に
動
作
す
る
機
能
を

い
う
。
）
を
有
す
る
こ
と
。

ト
　
ポ
ー
リ
ン
グ
モ
ー
ド
（
他
の
船
舶
局
又
は
海
岸
局
か
ら
の
送
信
要
求
に
応
じ
て
動
作
す
る
機
能
を
い
う
。
）

を
有
す
る
こ
と
。

チ
　
無
線
通
信
規
則
付
録
第
十
八
号
に
規
定
す
る
周
波
数
の
全
域
に
お
い
て
動
作
す
る
周
波
数
選
択
機
能
及
び

周
波
数
切
替
え
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

リ
　
チ
の
周
波
数
切
替
え
機
能
は
、
手
動
入
力
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
若
し
く
は
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置

に
よ
る
海
岸
局
か
ら
の
制
御
又
は
自
船
に
施
設
す
る
他
の
設
備
か
ら
の
制
御
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

ヌ
　
地
上
無
線
航
法
装
置
又
は
衛
星
無
線
航
法
装
置
か
ら
の
測
位
情
報
を
一
万
分
の
一
分
の
単
位
で
処
理
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ル
　
正
常
に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を
容
易
に
試
験
で
き
る
装
置
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

ヲ
　
他
の
船
舶
局
又
は
海
岸
局
に
対
し
自
動
的
、
か
つ
、
連
続
的
に
情
報
を
送
信
で
き
る
こ
と
。

ワ
　
電
源
は
船
舶
の
主
電
源
及
び
代
替
電
源
か
ら
供
給
で
き
る
こ
と
。

カ
　
船
舶
の
静
的
情
報
（
船
舶
を
識
別
す
る
固
有
の
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
動
的
情
報
（
船
舶
の
動
き

に
関
す
る
情
報
で
航
海
中
に
自
動
的
に
更
新
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
航
行
関
連
情
報
（
航

海
中
に
手
動
で
更
新
す
る
情
報
を
い
う
。
）
を
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ヨ
　
必
要
に
応
じ
て
文
字
情
報
を
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

区
別

条
件

変
調
方
式

Ｇ
Ｍ
Ｓ
Ｋ
で
あ
る
こ
と
。

伝
送
速
度

毎
秒
九
、
六
〇
〇
ビ
ッ
ト
（
許
容
偏
差
は
百
万
分
の
五
十
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ

と
。

変
調
指
数

〇
・
五
以
内
で
あ
る
こ
と
。

送
信
電
力
の
立
上
り
時

間

送
信
開
始
後
、
送
信
電
力
が
安
定
状
態
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る
ま
で
の
時

間
は
、
一
ミ
リ
秒
以
内
で
あ
る
こ
と
。

送
信
電
力
の
立
下
り
時

間

送
信
終
了
後
、
送
信
電
力
が
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
と
な
る
ま
で
の
時
間
は
、
一
ミ

リ
秒
以
内
で
あ
る
こ
と
。

送
信
開
始
時
の
周
波
数

安
定
度

送
信
を
開
始
し
て
一
ミ
リ
秒
経
過
後
の
周
波
数
安
定
度
は
、
（±

）
一
ｋ
Ｈ
ｚ
以

内
で
あ
る
こ
と
。

三
　
受
信
装
置
の
条
件

イ
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
受
信
部

区
別

条
件

感
度

（－

）
一
〇
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
の
信
号
を
加
え
た
場

合
の
パ
ケ
ッ
ト
誤
り
率
は
、
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

高
レ
ベ
ル
入

力
時
の
誤

り
特
性

（－

）
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
の
信
号
を
千
回
加
え
た
場

合
の
誤
り
の
回
数
は
、
（－

）
七
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る

。
）
の
信
号
を
千
回
加
え
た
場
合
の
誤
り
の
回
数
よ
り
十
回
以
上
多
く
な
い
こ
と
。

隣
接
チ
ャ
ネ

ル
除
去
比

感
度
測
定
状
態
よ
り
六
デ
シ
ベ
ル
高
い
希
望
周
波
数
の
信
号
と
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
の
周
波
数
で

あ
る
妨
害
波
を
同
時
に
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
信
号
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
正
常

に
受
信
で
き
る
希
望
波
と
妨
害
波
の
比
は
、
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ス

プ

リ

ア

ス
・
レ
ス

ポ
ン
ス

感
度
測
定
状
態
よ
り
三
デ
シ
ベ
ル
高
い
希
望
周
波
数
の
信
号
と
四
〇
〇
Ｈ
ｚ
（
周
波
数
偏
移

は
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
の
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
）
で
変
調
さ
れ
た
妨
害
波
を
同
時
に
加

え
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
信
号
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
正
常
に
受
信
で
き
る
希
望
波
と

妨
害
波
の
比
は
、
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
受
信
部

区
別

条
件

感
度

一
五
六
・
五
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
（±

）
一
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
信
号
を
受
信
し

た
場
合
に
お
い
て
、
ビ
ッ
ト
誤
り
率
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
と
き
の
信
号
は
、
（－

）

一
〇
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

高
レ
ベ
ル
入

力

時

の

誤

り
特
性

（－

）
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
の
信
号
を
加
え
た
場
合

の
ビ
ッ
ト
誤
り
率
は
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

隣
接
チ
ャ
ネ

ル
除
去
比

感
度
測
定
状
態
よ
り
三
デ
シ
ベ
ル
高
い
希
望
周
波
数
の
信
号
と
四
〇
〇
Ｈ
ｚ
（
周
波
数
偏

移
は
（±

）
三
ｋ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。
）
で
変
調
さ
れ
た
妨
害
波
を
上
下
チ
ャ
ネ
ル
（
（±

）

二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
）
の
周
波
数
で
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
ビ
ッ
ト
誤
り
率
が
一
パ
ー
セ
ン

ト
と
な
る
と
き
の
希
望
波
と
妨
害
波
の
比
は
、
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ス

プ

リ

ア

ス

・

レ

ス

ポ
ン
ス

感
度
測
定
状
態
よ
り
三
デ
シ
ベ
ル
高
い
希
望
周
波
数
の
信
号
と
希
望
波
の
隣
接
チ
ャ
ネ
ル

を
除
い
て
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
範
囲
で
変
化
さ
せ
た
妨
害
波

を
同
時
に
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
ビ
ッ
ト
誤
り
率
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
と
き
の

希
望
波
と
妨
害
波
の
比
は
、
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
　
表
示
部

イ
　
少
な
く
と
も
三
隻
分
の
方
位
、
距
離
及
び
船
名
を
表
示
で
き
る
こ
と
。

ロ
　
方
位
と
距
離
は
、
ス
ク
ロ
ー
ル
せ
ず
に
表
示
で
き
る
こ
と
。

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

２
　
海
岸
局
に
備
え
る
船
舶
自
動
識
別
装
置
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
施
行
規
則
第
二
条
第
三
十
七
号
の
四
（
１
）
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
前
項
第
一
号
（
ハ
及
び
ホ
か
ら
カ
ま
で
を
除
く
。
）
、
第
二
号
、
第
三
号
（
ロ
を
除
く
。
）
及
び
第
四
号
に

規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

ロ
　
船
舶
局
が
間
接
的
に
同
期
を
と
る
た
め
に
時
刻
、
位
置
の
情
報
を
周
期
的
に
送
信
で
き
る
こ
と
。
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ハ
　
船
舶
局
に
対
し
て
送
信
ス
ロ
ッ
ト
の
割
当
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

二
　
施
行
規
則
第
二
条
第
三
十
七
号
の
四
（
２
）
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
前
項
第
一
号
（
ロ
、
ハ
及
び
ホ
か
ら
カ
ま
で
を
除
く
。
）
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
こ

と
。

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

３
　
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
は
、
第
一
項
第
一
号
（
ハ
、
チ
か
ら
ヌ
ま
で
及
び
ワ
か
ら
ヨ
ま
で
を
除
く
。
）
の

規
定
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
一
六
一
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
六
二
・
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
間
隔
の
二
二
波
の
周
波
数
に
お

い
て
動
作
す
る
た
め
の
周
波
数
選
択
機
能
及
び
海
岸
局
か
ら
の
制
御
に
よ
る
周
波
数
切
替
機
能
を
有
す
る
こ

と
。

ロ
　
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
に
よ
る
海
岸
局
か
ら
の
制
御
に
よ
り
周
波
数
を
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
機

能
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
船
舶
の
静
的
情
報
及
び
動
的
情
報
を
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ニ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
（
電
波
を
発
射
し
よ
う
と
す
る

場
合
に
お
い
て
当
該
電
波
と
周
波
数
を
同
じ
く
す
る
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
り
一
定
の
時
間
自
己
の
電

波
を
発
射
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
機
能
を
有
す
る
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
て
い
る
こ

と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

区
別

条
件

変
調
方
式

Ｇ
Ｍ
Ｓ
Ｋ
で
あ
る
こ
と
。

伝
送
速
度

毎
秒
九
、
六
〇
〇
ビ
ッ
ト
（
許
容
偏
差
は
百
万
分
の
五
十
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ

と
。

変
調
指
数

〇
・
五
以
内
で
あ
る
こ
と
。

送
信
電
力
の
立
上
り

時
間

送
信
開
始
後
、
送
信
電
力
が
安
定
状
態
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る
ま
で
の
時

間
は
、
〇
・
五
二
一
ミ
リ
秒
以
内
で
あ
る
こ
と
。

送
信
電
力
の
立
下
り

時
間

送
信
終
了
後
、
送
信
電
力
が
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
と
な
る
ま
で
の
時
間
は
、
〇
・

三
一
三
ミ
リ
秒
以
内
で
あ
る
こ
と
。

三
　
受
信
装
置
の
条
件

区
別

条
件

感
度

（－

）
一
〇
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
の
希
望
波
信
号
を

加
え
た
場
合
の
パ
ケ
ッ
ト
誤
り
率
は
、
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

高
レ
ベ
ル
入

力

時

の

誤

り
特
性

（－

）
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
の
希
望
波
信
号
を
加
え

た
場
合
の
パ
ケ
ッ
ト
誤
り
率
は
、
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
り
、
（－

）
七
七
デ
シ
ベ

ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
の
希
望
波
信
号
を
加
え
た
場
合
の
パ
ケ

ッ
ト
誤
り
率
は
、
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

隣
接
チ
ャ
ネ

ル

妨

害

除

去
比

（－

）
一
〇
一
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
の
希
望
波
信
号
と

四
〇
〇
ヘ
ル
ツ
（
周
波
数
偏
移
は
（±

）
三
ｋ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。
）
で
変
調
さ
れ
た
（－

）

三
一
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
の
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
の
周
波

数
で
あ
る
妨
害
波
を
同
時
に
加
え
た
場
合
の
パ
ケ
ッ
ト
誤
り
率
は
、
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト

以
下
で
あ
る
こ
と
。

ス

プ

リ

ア

ス

・

レ

ス

ポ
ン
ス

（－

）
一
〇
一
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
の
希
望
波
信
号
と

四
〇
〇
ヘ
ル
ツ
（
周
波
数
偏
移
は
（±

）
三
ｋ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。
）
で
変
調
さ
れ
た
（－

）

三
一
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
の
特
定
の
周
波
数
の
妨
害

波
を
同
時
に
加
え
た
場
合
の
パ
ケ
ッ
ト
誤
り
率
は
、
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ

と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

（
航
海
情
報
記
録
装
置
等
を
備
え
る
衛
星
位
置
指
示
無
線
標
識
）

第
四
十
五
条
の
三
の
五
　
Ｇ
一
Ｂ
電
波
又
は
Ｇ
一
Ｄ
電
波
四
〇
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
四
〇
六
・
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
、
Ａ
三
Ｘ

電
波
一
二
一
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
並
び
に
Ｆ
一
Ｄ
電
波
一
六
一
・
九
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
一
六
二
・
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
使
用

す
る
衛
星
位
置
指
示
無
線
標
識
で
あ
つ
て
、
船
舶
設
備
規
程
（
昭
和
九
年
逓
信
省
令
第
六
号
）
第
百
四
十
六
条
の

三
十
に
規
定
す
る
航
海
情
報
記
録
装
置
又
は
船
舶
設
備
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
国
土
交

通
省
令
第
七
十
五
号
）
附
則
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
簡
易
型
航
海
情
報
記
録
装
置
を
備
え
る
も
の
は
、
第
四

十
五
条
の
二
第
一
項
各
号
の
条
件
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
容
易
に
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
回
収
作
業
中
に
損
傷
す
る
可
能
性
が

小
限
と
な
る
よ
う
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
　
人
工
衛
星
向
け
の
信
号
、
航
空
機
が
ホ
ー
ミ
ン
グ
す
る
た
め
の
信
号
及
び
当
該
無
線
設
備
の
位
置
に
関
す
る

信
号
を
七
日
間
に
四
十
八
時
間
以
上
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（
Ｖ
Ｈ
Ｆ
デ
ー
タ
交
換
装
置
）

第
四
十
五
条
の
三
の
六
　
Ｖ
Ｈ
Ｆ
デ
ー
タ
交
換
装
置
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
変
調
方
式
は
、
チ
ャ
ネ
ル
（
無
線
通
信
規
則
付
録
第
十
八
号
に
規
定
す
る
周
波
数
で
あ
つ
て
、
帯
域
幅
が
二

五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
を
い
う
。
以
下
第
三
号
及
び
別
表
第
二
号
７
４
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
方
法
に
応
じ
て
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
一
の
チ
ャ
ネ
ル
を
使
用
す
る
も
の
　
四
分
のπ

差
動
四
相
位
相
変
調
又
は
八
分
のπ

差
動
八
相
位
相

変
調

ロ
　
隣
接
す
る
二
の
チ
ャ
ネ
ル
を
統
合
し
て
使
用
す
る
も
の
　
マ
ル
チ
サ
ブ
キ
ャ
リ
ア
一
六
値
直
交
振
幅
変
調

（
サ
ブ
キ
ャ
リ
ア
数
は
一
六
と
す
る
。
）

ハ
　
隣
接
す
る
四
の
チ
ャ
ネ
ル
を
統
合
し
て
使
用
す
る
も
の
　
マ
ル
チ
サ
ブ
キ
ャ
リ
ア
一
六
値
直
交
振
幅
変
調

（
サ
ブ
キ
ャ
リ
ア
数
は
三
二
と
す
る
。
）

二
　
通
信
方
式
は
、
単
信
方
式
、
複
信
方
式
又
は
半
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

三
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
洩
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
一
の
チ
ャ
ネ
ル
を
使
用
す
る
も
の
　
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
一

二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値

ロ
　
隣
接
す
る
二
の
チ
ャ
ネ
ル
を
統
合
し
て
使
用
す
る
も
の
　
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
三
七
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ

た
周
波
数
の
（±

）
一
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
六
〇
デ
シ
ベ
ル

以
上
低
い
値

ハ
　
隣
接
す
る
四
の
チ
ャ
ネ
ル
を
統
合
し
て
使
用
す
る
も
の
　
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
六
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ

た
周
波
数
の
（±

）
一
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
六
〇
デ
シ
ベ
ル

以
上
低
い
値

四
　
移
動
す
る
無
線
局
の
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
（±

）
一
デ
シ
ベ
ル
以
内
で
あ
る

こ
と
。

五
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

（
デ
ジ
タ
ル
船
上
通
信
設
備
）

第
四
十
五
条
の
三
の
七
　
デ
ジ
タ
ル
船
上
通
信
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
変
調
方
式
は
、
四
値
周
波
数
偏
位
変
調
で
あ
る
こ
と
。

二
　
通
信
方
式
は
、
単
信
方
式
又
は
半
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。
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三
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
洩
電
力
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
六
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
（±

）
二
・
一
八
七
五
ｋ

Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
五
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

四
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

第
三
節
の
二
　
航
空
移
動
業
務
及
び
航
空
交
通
管
制
の
用
に
供
す
る
無
線
測
位
業
務
の
無
線
局
、
航
空
機

に
搭
載
し
て
使
用
す
る
携
帯
局
並
び
に
航
空
移
動
衛
星
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備

第
四
十
五
条
の
四
　
削
除

（
一
般
的
条
件
）

第
四
十
五
条
の
五
　
航
空
機
局
及
び
航
空
機
地
球
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
構
造
は
、
小
型
か
つ
軽
量
で
あ
つ
て
、
取
扱
い
が
容
易
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
航
空
機
の
電
気
的
設
備
で
あ
つ
て
重
要
な
も
の
の
機
能
に
障
害
を
与
え
、
又
は
他
の
設
備
に
よ
つ
て
そ
の
運

用
が
妨
げ
ら
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
航
空
機
の
通
常
の
航
行
状
態
に
お
け
る
温
度
、
高
度
等
の
環
境
の
条
件
に
よ
つ
て
機
能
が
低
下
す
る
こ
と
な

く
良
好
に
動
作
す
る
こ
と
。

四
　
空
中
線
系
は
、
風
圧
及
び
氷
結
に
耐
え
る
こ
と
。

五
　
空
中
線
、
受
話
器
及
び
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
の
各
回
路
を
備
え
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
直
流
通
路
で
機
体
の
ボ
ン

デ
ン
グ
系
に
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六
　
火
災
を
生
ず
る
危
険
が

も
少
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
航
空
機
に
搭
載
し
て
使
用
す
る
携
帯
局
の
無
線
設
備
は
、
で
き
る
限
り
前
項
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
空
中
線
電
力
の
割
合
）

第
四
十
五
条
の
六
　
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
又
は
一
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
帯
に

お
い
て
、
同
一
空
中
線
を
使
用
し
二
以
上
の
電
波
を
発
射
す
る
航
空
機
局
の
送
信
装
置
の
各
周
波
数
の
空
中
線
電

力
は
、
各
型
式
ご
と
に
当
該
周
波
数
帯
に
お
い
て
空
中
線
電
力
が

大
と
な
る
周
波
数
の
空
中
線
電
力
の
五
〇
パ

ー
セ
ン
ト
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
雑
音
電
界
強
度
）

第
四
十
五
条
の
七
　
一
、
六
〇
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
二
八
、
〇
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
た

め
の
航
空
機
局
の
受
信
設
備
が
設
け
ら
れ
る
箇
所
に
お
け
る
局
部
雑
音
電
界
強
度
は
、
当
該
受
信
周
波
数
帯
内
に

お
い
て
毎
メ
ー
ト
ル
五
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
以
下
を
指
針
と
す
る
。

（
電
源
設
備
）

第
四
十
五
条
の
八
　
直
流
電
源
を
使
用
す
る
航
空
機
局
の
電
源
設
備
は
、
そ
の
航
空
機
の
航
行
の
安
全
の
た
め
に

小
限
必
要
な
無
線
設
備
を
三
十
分
間
以
上
連
続
し
て
動
作
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
性
能
を
有
す
る
蓄
電
池
を
備
え

付
け
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
ら
れ
る
蓄
電
池
は
、
そ
の
航
空
機
の
航
行
中
充
電
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
滑
空
機
に
開
設
す
る
航
空
機
局
の
電
源
設
備
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
切
換
装
置
等
）

第
四
十
五
条
の
九
　
航
空
交
通
管
制
に
関
す
る
通
信
を
行
う
航
空
局
及
び
航
空
機
局
の
無
線
設
備
は
、
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
三
十
秒
以
内
に
、
一
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま

で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
八
秒
以
内
に
周
波
数
の
切
換
え
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
　
航
空
機
局
に
お
い
て
、
そ
の
航
空
機
の
航
行
中
操
作
す
る
必
要
が
あ
る
制
御
器
又
は
表
示
を
確
認
す
る
必
要
が

あ
る
指
示
器
は
、
着
席
の
ま
ま
容
易
に
操
作
又
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
つ
て
、
名
称
又
は
機
能
の

表
示
を
有
し
、
か
つ
、
適
当
に
照
明
す
る
装
置
を
備
え
付
け
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
航
空
局
及
び
航
空
機
局
の
受
信
装
置
は
、
な
る
べ
く
、
固
定
同
調
周
波
数
切
換
方
式
（
あ
ら
か
じ
め
所
要
の
周

波
数
に
同
調
さ
れ
て
お
り
、
使
用
し
よ
う
と
す
る
周
波
数
を
簡
単
な
切
換
操
作
で
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
式

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
第
一
項
に
規
定
す
る
航
空
局
及
び
航
空
機
局
以
外
の
航
空
局
及
び
航
空
機
局
の
無
線
設
備
は
、
で
き
る
限
り
第

一
項
の
規
定
に
従
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
変
調
度
）

第
四
十
五
条
の
十
　
航
空
局
及
び
航
空
機
局
の
使
用
す
る
Ａ
二
Ａ
電
波
、
Ａ
二
Ｂ
電
波
又
は
Ａ
二
Ｄ
電
波
の
変
調
度

は
、
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
選
択
呼
出
装
置
の
出
力
信
号
に
よ
る
変
調
度
に
あ
つ
て
は
、
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
以
上

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
航
空
局
及
び
航
空
機
局
の
使
用
す
る
Ａ
三
Ｅ
電
波
の
通
常
の
使
用
状
態
に
お
け
る
変
調
度
は
、

大
値
に
お
い

て
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
航
空
局
及
び
航
空
機
局
の
使
用
す
る
Ａ
三
Ｅ
電
波
（
一
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
も

の
に
限
る
。
）
の
通
常
の
使
用
状
態
に
お
け
る
変
調
度
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
平
均
値
に
お
い
て
五
〇

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
航
空
機
局
の
無
線
設
備
の
条
件
）

第
四
十
五
条
の
十
一
　
航
空
機
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
Ｊ
三
Ｅ
電
波
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
を
使
用
す
る
も

の
は
、
そ
の
航
空
機
の
航
行
中
に
お
け
る
通
常
の
状
態
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
表
に
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置

区
別

条
件

搬
送
波
電
力

尖
頭
電
力
よ
り
二
六
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値

側
波
帯

上
側
波
帯

出
力
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス

な
る
べ
く
五
〇
オ
ー
ム

総
合
周
波
数
特
性
（
変
調
周
波
数
三
五

〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
二
、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ

ま
で
）

六
デ
シ
ベ
ル
以
内

総
合
歪
及
び
雑
音

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
変
調
さ
れ
た
基
本
入
力
レ
ベ
ル

を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
装
置
の
全
出
力
と
そ
の
中
に
含
ま

れ
る
不
要
成
分
と
の
比
が
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

二
　
受
信
装
置

区
別

条
件

感
度

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
変
調
周
波
数
に
お
い
て
、
装
置
の
全
出
力
と
そ
の

中
に
含
ま
れ
る
不
要
成
分
と
の
比
を
二
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
た
め
に
必

要
な
受
信
機
入
力
電
圧
が
三
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
以
下

一

信

号

選

択
度

通
過
帯
域
幅

（±

）
一
・
一
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上

減
衰
量

六
〇
デ
シ
ベ
ル
低
下
の
幅
が
（±

）
二
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内

ス
プ
リ
ア
ス
・

レ
ス
ポ
ン
ス

一
　
中
間
周
波
数
レ
ス
ポ
ン
ス
及
び
影
像
周
波
数
レ
ス
ポ
ン
ス
は
、
受
信

周
波
数
が
二
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
装
置
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
六
〇
デ
シ

ベ
ル
以
上
、
二
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
装
置
に
あ
つ
て

は
そ
れ
ぞ
れ
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

二
　
そ
の
他
の
レ
ス
ポ
ン
ス
は
、
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

実
効
選
択
度

感
度
抑
圧
効
果
は
、
変
調
さ
れ
た
一
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希
望
波
入
力

電
圧
を
加
え
た
状
態
の
下
で
希
望
波
か
ら
四
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
離
れ
た
妨
害

波
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
希
望
波
の
出
力
を
三
デ
シ
ベ
ル
抑
圧
す

る
妨
害
波
入
力
電
圧
が
一
〇
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上

局
部
発
振
器
の
周
波
数
の
偏
差

送
信
設
備
の
許
容
偏
差
と
同
じ
値
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自
動
利
得
調
整
装
置
の
特
性

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
変
調
さ
れ
た
受
信
機
入
力
電
圧
を
五
マ

イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
か
ら
一
〇
〇
ミ
リ
ボ
ル
ト
ま
で
変
化
さ
せ
た
場
合
に
、

出
力
の
変
化
が
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
内

定
格
出
力

定
格
出
力
を
生
ず
る
た
め
の
受
信
機
入
力
電
圧
は
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ

の
変
調
周
波
数
に
お
い
て
五
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
以
下

総
合
歪
及
び
雑
音

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
変
調
さ
れ
た
三
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の

受
信
機
入
力
電
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
装
置
の
全
出
力
と
そ
の

中
に
含
ま
れ
る
不
要
成
分
と
の
比
が
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

２
　
前
項
の
受
信
装
置
で
選
択
呼
出
装
置
を
附
置
す
る
も
の
は
、
選
択
呼
出
信
号
を
受
信
す
る
場
合
に
搬
送
波
を
添

加
し
な
い
で
当
該
信
号
を
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
航
空
機
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
Ｊ
二
Ｄ
電
波
二
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
（
航
空
移
動
（
Ｒ
）
業
務
の
周
波

数
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
も
の
は
、
そ
の
航
空
機
の
航
行
中
に
お
け
る
通
常
の
状
態
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に

定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置

区
別

条
件

側
波
帯

上
側
波
帯

総
合
周
波
数
特
性
（
変
調

周
波
数
三
五
〇
ヘ
ル
ツ

か
ら
二
、
五
〇
〇
ヘ
ル

ツ
ま
で
）

搬
送
周
波
数
か
ら
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
高
い
周
波
数
の
送
信
機
出
力
を
基
準
と

し
て
当
該
出
力
の
（±

）
四
デ
シ
ベ
ル
以
内

送
信
速
度
と
信
号
変
調
方

式

信
号
変
調
方
式
は
、
送
信
速
度
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

一
　
送
信
速
度
が
毎
秒
三
〇
〇
ビ
ッ
ト
又
は
毎
秒
六
〇
〇
ビ
ッ
ト
の
場
合
　
二

相
位
相
変
調

二
　
送
信
速
度
が
毎
秒
一
、
二
〇
〇
ビ
ッ
ト
の
場
合
　
四
相
位
相
変
調

三
　
送
信
速
度
が
毎
秒
一
、
八
〇
〇
ビ
ッ
ト
の
場
合
　
八
相
位
相
変
調

二
　
受
信
装
置

区
別

条
件

感
度

一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
入
力
時
の
信
号
対
雑
音
比
は
、
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

一
信
号
選

択
度

通
過
帯
域
幅

搬
送
周
波
数
か
ら
三
五
〇
Ｈ
ｚ
高
い
周
波
数
以
上
搬
送
周
波
数
か
ら
二
、

五
〇
〇
Ｈ
ｚ
高
い
周
波
数
以
下
の
通
過
帯
域
内
に
お
け
る

大
値
を
基

準
と
し
て
当
該

大
値
か
ら
四
デ
シ
ベ
ル
以
下

　

減
衰
量

減
衰
量
は
、
入
力
周
波
数
の
範
囲
ご
と
の
通
過
帯
域
内
に
お
い
て

大
値

を
基
準
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

一
　
入
力
周
波
数
が
搬
送
周
波
数
か
ら
三
〇
〇
Ｈ
ｚ
低
い
周
波
数
以
上
搬

送
周
波
数
以
下
及
び
搬
送
周
波
数
か
ら
二
、
九
〇
〇
Ｈ
ｚ
高
い
周
波
数

以
上
搬
送
周
波
数
か
ら
三
、
三
〇
〇
Ｈ
ｚ
高
い
周
波
数
以
下
の
場
合
　

三
五
デ
シ
ベ
ル
以
上

二
　
入
力
周
波
数
が
搬
送
周
波
数
か
ら
三
〇
〇
Ｈ
ｚ
低
い
周
波
数
未
満
及

び
搬
送
周
波
数
か
ら
三
、
三
〇
〇
Ｈ
ｚ
高
い
周
波
数
よ
り
高
い
場
合
　

六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

　

ス
プ
リ
ア
ス
・

レ
ス
ポ
ン
ス

六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

局
部
発
振
器
の
周
波
数
の
偏

差

送
信
設
備
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
と
同
じ
値

三
　
空
中
線
は
、
そ
の
発
射
す
る
電
波
の
偏
波
面
が
垂
直
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
デ
ー
タ
リ
ン
ク
層
に
お
け
る
信
号
の
構
成
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
四
十
五
条
の
十
二
　
航
空
機
局
の
一
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線

設
備
（
Ａ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
周
波
数
間
隔
が
八
・
三
三
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
及
び
Ｇ
一
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
も
の

を
除
く
。
）
は
、
そ
の
航
空
機
の
航
行
中
に
お
け
る
通
常
の
状
態
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
表
に
定
め
る
条
件
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置

区
別

条
件

変
調
方
式

振
幅
変
調
方
式

信
号
対
雑
音
比

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
三

五
デ
シ
ベ
ル
以
上

総
合
周
波
数
特

性

変
調
周
波
数
三
五
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
二
、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
に
お
い
て
、
六
デ
シ
ベ
ル

以
内

総

合
ひ
ず
み

歪

及

び

雑
音

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
少
な
く
と
も
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
変
調
を
生
ず
る
入

力
レ
ベ
ル
と
等
し
い
レ
ベ
ル
を
も
つ
て
、
三
五
〇
ヘ
ル
ツ
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
又

は
二
、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
周
波
数
に
よ
つ
て
変
調
し
た
場
合
に
お
い
て
、

送
信
装
置
の
全
復
調
出
力
と
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
不
要
成
分
の
比
が
一
二
デ
シ
ベ
ル

以
上

二
　
送
信
空
中
線

区
別

条
件

水
平
面
に
お
け
る
指
向
特
性

満
足
な
無
指
向
性

偏
波
面

垂
直

三
　
受
信
装
置

区
別

条
件

感
度

信
号
対
雑
音
比
を
六
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
た
め
に
必
要
な
受
信
機
入
力
電
圧
が
、
一
、

〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
を
さ
れ
た
も
の
の
場
合
に

お
い
て
、
一
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
以
下

一
信
号

選

択

度

通
過
帯
域

幅

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
を
さ
れ
た
受
信
機
入
力

電
圧
を
受
信
装
置
の

大
感
度
の
点
か
ら
六
デ
シ
ベ
ル
高
い
値
で
加
え
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
装
置
の

大
感
度
時
に
お
け
る
出
力
と
同
等
の
出
力
と
な
る

と
き
の
幅
が
割
当
周
波
数
か
ら
当
該
割
当
周
波
数
の
（±

）
〇
・
〇
〇
五
パ
ー

セ
ン
ト
（
オ
フ
セ
ツ
ト
・
キ
ヤ
リ
ア
を
受
信
す
る
場
合
は
、
割
当
周
波
数
か
ら

（±

）
八
ｋ
Ｈ
ｚ
）
以
上

減
衰
量

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
を
さ
れ
た
受
信
機
入
力

電
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
装
置
の

大
感
度
時
に
お
け
る
出
力
と

同
等
の
出
力
と
な
る
と
き
の
当
該
受
信
機
入
力
電
圧
の
四
〇
デ
シ
ベ
ル
低
下
の

帯
域
幅
が
（±

）
一
七
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内
、
六
〇
デ
シ
ベ
ル
低
下
の
帯
域
幅
が
（±

）

二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内

ス
プ
リ
ア

ス
・
レ

ス
ポ
ン

ス

六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

実
効
選

択
度

混
変
調
特

性

二
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
以
上
五
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
以
下
の
希
望
波
入
力
電
圧

を
加
え
た
状
態
の
下
で
、
希
望
波
か
ら
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
離
れ
、
か
つ
、
一
、

〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
を
さ
れ
た
一
〇
ミ
リ
ボ
ル

ト
の
妨
害
波
（
周
波
数
は
、
一
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
五
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
と
す
る
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。
）
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
混
変
調
に
よ
る
受
信
機
出
力
が
定
格
出
力
に
比

し
て
（－

）
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下

感
度
抑
圧

効
果

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
を
さ
れ
た
二
〇
マ
イ
ク

ロ
ボ
ル
ト
の
希
望
波
入
力
電
圧
を
加
え
た
状
態
の
下
で
次
に
掲
げ
る
妨
害
波
を

加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
受
信
機
出
力
の
信
号
対
雑
音
比
が
六
デ
シ
ベ
ル
以
上

一
　
ス
プ
リ
ア
ス
・
レ
ス
ポ
ン
ス
周
波
数
及
び
一
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
五
六
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
の
周
波
数
（
希
望
波
か
ら
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内
の
も
の
を
除
く
。
）
で
受
信

機
入
力
電
圧
が
一
〇
ミ
リ
ボ
ル
ト
の
も
の

二
　
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
二
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
（
ス
プ
リ
ア
ス
・
レ

ス
ポ
ン
ス
周
波
数
及
び
一
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
五
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
を
除

く
。
）
で
受
信
機
入
力
電
圧
が
二
〇
〇
ミ
リ
ボ
ル
ト
の
も
の

総
合
周
波
数
特
性

一
　
変
調
周
波
数
三
五
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
二
、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
に
お
い
て
、
六

デ
シ
ベ
ル
以
内

二
　
オ
フ
セ
ツ
ト
・
キ
ヤ
リ
ア
を
受
信
す
る
場
合
は
一
に
よ
る
ほ
か
、
変
調
周
波

数
が
二
、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
、
変
調
周
波
数
ご
と
に
減

衰
（
変
調
周
波
数
が
五
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
に
お
い
て
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の

と
き
の
出
力
に
比
し
て
（－

）
一
八
デ
シ
ベ
ル
以
下
）
す
る
こ
と
。

自
動
音
量
調
整
装
置

の
特
性

一
　
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
を
さ
れ
た
受
信
機

入
力
電
圧
を
一
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
か
ら
一
〇
ミ
リ
ボ
ル
ト
ま
で
変
化
さ
せ
た

場
合
に
お
い
て
、
可
聴
周
波
数
の
出
力
の
変
化
が
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
内

二
　
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
を
さ
れ
た
受
信
機

入
力
電
圧
を
瞬
時
に
二
〇
〇
ミ
リ
ボ
ル
ト
か
ら
一
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
に
変
化

さ
せ
た
と
き
可
聴
周
波
数
の
出
力
が
定
常
状
態
の
出
力
に
比
し
て
（±

）
三
デ

シ
ベ
ル
の
値
に
な
る
ま
で
の
時
間
が
〇
・
二
五
秒
以
内

三
　
送
信
か
ら
受
信
（
受
信
機
入
力
電
圧
は
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で

三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
を
さ
れ
た
一
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
も
の
と
す
る
。
）
に

切
り
替
え
た
と
き
可
聴
周
波
数
の
出
力
が
定
常
状
態
の
出
力
に
比
し
て
（±

）

三
デ
シ
ベ
ル
の
値
に
な
る
時
間
が
〇
・
二
五
秒
以
内

利
得

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
を
さ
れ
た
二
〇
マ
イ
ク

ロ
ボ
ル
ト
の
受
信
機
入
力
電
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
定
格
出
力
に
比
し

て
（－

）
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
出
力
が
生
ず
る
こ
と
。

出
力
の
制
御

出
力
を
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
減
衰
で
き
る
こ
と
（
出
力
レ
ベ
ル
の
制
御
器
を
有
す

る
も
の
に
限
る
。
）

総
合

ひ
ず
み

歪

及
び
雑
音

一
　
三
五
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
二
、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
で
八
五
パ
ー
セ
ン

ト
変
調
を
さ
れ
た
一
〇
ミ
リ
ボ
ル
ト
の
受
信
機
入
力
電
圧
を
加
え
た
場
合
に
お

い
て
、
定
格
出
力
と
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
不
要
成
分
と
の
比
が
一
二
デ
シ
ベ
ル

以
上

二
　
三
五
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
二
、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
周
波
数
で
三
〇
パ
ー
セ
ン

ト
変
調
を
さ
れ
た
一
〇
ミ
リ
ボ
ル
ト
の
受
信
機
入
力
電
圧
を
加
え
た
場
合
に
お

い
て
、
出
力
が
定
格
出
力
に
比
し
て
（±

）
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
内
の
と
き
、
当

該
出
力
と
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
不
要
成
分
と
の
比
が
一
六
・
五
デ
シ
ベ
ル
以
上

雑
音
レ
ベ
ル

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
を
さ
れ
た
二
〇
〇
マ
イ

ク
ロ
ボ
ル
ト
か
ら
一
〇
ミ
リ
ボ
ル
ト
ま
で
の
受
信
機
入
力
電
圧
を
加
え
た
場
合

に
お
い
て
、
定
格
出
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
利
得
を
調
整
し
た
と
き
、

無
変
調
時
の
出
力
が
定
格
出
力
の
二
五
デ
シ
ベ
ル
以
下

２
　
航
空
機
局
の
一
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、

Ａ
二
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
お
い
て
は
、
前
項
に
掲
げ
る
条
件
に
よ
る
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る

技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
航
空
機
局
の
一
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、

Ａ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
周
波
数
間
隔
が
八
・
三
三
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
は
、
そ
の
航
空
機
の
航
行
中
に
お
け
る
通
常

の
状
態
に
お
い
て
、
第
一
項
各
号
の
表
（
第
一
号
の
表
信
号
対
雑
音
比
の
項
を
除
く
。
）
に
定
め
る
条
件
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
ほ
か
、
送
信
装
置
に
お
け
る
信
号
対
雑
音
比
は
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
七
〇
パ
ー

セ
ン
ト
変
調
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
三
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
航
空
機
局
の
一
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
三
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、

Ｇ
一
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
そ
の
航
空
機
の
航
行
中
に
お
け
る
通
常
の
状
態
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
定

め
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置

区
別

条
件

変
調
方
式

差
動
八
相
位
相
変
調

送
信
速
度

毎
秒
三
一
、
五
〇
〇
ビ
ッ
ト
（
許
容
偏
差
は
百
万
分
の
五
〇
と
す
る
。
）

隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏

え
い
電
力

一
　
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
八
ｋ
Ｈ
ｚ
帯
域

内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
は
一
六
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

二
　
別
図
第
四
号
の
十
一
に
示
す
許
容
値
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
受
信
装
置

区
別

条
件

感
度

空
中
線
の
利
得
が
二
・
一
五
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
誤

り
訂
正
後
に
お
け
る
ビ
ッ
ト
誤
り
率
が
〇
・
〇
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
と
き
の
受
信
入
力
レ
ベ

ル
が
（－

）
九
四
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下

実
効
選

択
度

空
中
線
の
利
得
が
二
・
一
五
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
、
希
望
波
の
受
信
入
力

レ
ベ
ル
が
（－

）
八
八
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
の
状
態
の
下

で
、
次
に
掲
げ
る
妨
害
波
（
振
幅
変
調
又
は
差
動
八
相
位
相
変
調
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を

加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
誤
り
訂
正
後
に
お
け
る
ビ
ッ
ト
誤
り
率
が
〇
・
〇
一
パ
ー
セ
ン
ト

以
下

一
　
希
望
波
と
の
周
波
数
差
が
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
で
受
信
入
力
レ

ベ
ル
が
（－

）
四
八
デ
シ
ベ
ル
の
も
の
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

二
　
希
望
波
と
の
周
波
数
差
が
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
の
周
波
数
で
受
信
入
力
レ
ベ
ル
が
（－

）
二

八
デ
シ
ベ
ル
の
も
の
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

三
　
空
中
線
は
、
そ
の
発
射
す
る
電
波
の
偏
波
面
が
垂
直
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

（
航
空
機
用
救
命
無
線
機
）

第
四
十
五
条
の
十
二
の
二
　
航
空
機
用
救
命
無
線
機
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
航
空
機
に
固
定
さ
れ
、
容
易
に
取
り
外
せ
な
い
も
の
を
除
き
、
小
型
か
つ
軽
量
で
あ
つ
て
、
一
人
で
容
易

に
持
ち
運
び
が
で
き
る
こ
と
。

ロ
　
水
密
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
海
面
に
浮
き
、
横
転
し
た
場
合
に
復
元
す
る
こ
と
、
救
命
浮
機
等
に
係
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
救

助
の
た
め
海
面
で
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
。

ニ
　

き
よ
う

筐

体
に
黄
色
又
は
橙
色
の
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ
　
電
源
と
し
て
独
立
の
電
池
を
備
え
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
電
池
の
有
効
期
限
を
明
示
し
て
あ

る
こ
と
。

44



ヘ
　

き
よ
う

筐

体
の
見
や
す
い
箇
所
に
取
扱
方
法
そ
の
他
注
意
事
項
を
簡
明
に
表
示
し
て
あ
る
こ
と
。

ト
　
取
扱
い
に
つ
い
て
特
別
の
知
識
又
は
技
能
を
有
し
な
い
者
に
も
容
易
に
操
作
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

チ
　
不
注
意
に
よ
る
動
作
を
防
ぐ
措
置
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

リ
　
電
波
が
発
射
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
警
告
音
、
警
告
灯
等
に
よ
り
示
す
機
能
を
有
す
る
こ
と
（
救
助
の
た
め

海
面
に
お
い
て
一
二
一
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
の
み
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ヌ
　
別
に
告
示
す
る
墜
落
加
速
度
感
知
機
能
の
要
件
に
従
い
、
墜
落
等
の
衝
撃
に
よ
り
自
動
的
に
無
線
機
が
作

動
す
る
こ
と
。
ま
た
、
手
動
操
作
に
よ
つ
て
も
容
易
に
無
線
機
が
動
作
す
る
こ
と
（
救
助
の
た
め
海
面
で
使

用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

ル
　
通
常
起
こ
り
得
る
温
度
の
変
化
又
は
振
動
若
し
く
は
衝
撃
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
支
障
な
く
動
作

す
る
こ
と
。

二
　
送
信
設
備
の
条
件

イ
　
一
二
一
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
二
四
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
送
信
装
置
は
、
次
に
掲
げ
る
条

件
に
適
合
す
る
こ
と
。

（１）
　
使
用
す
る
電
波
の
型
式
は
、
Ａ
三
Ｘ
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
Ａ
三
Ｅ
電
波
を
併
せ
具
備
す
る
こ
と
を
妨

げ
な
い
。

（２）
　
空
中
線
電
力
は
五
〇
ミ
リ
ワ
ツ
ト
以
上
で
四
十
八
時
間
の
期
間
以
上
連
続
し
て
運
用
で
き
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

（３）
　
Ａ
三
Ｘ
電
波
を
使
用
す
る
場
合
の
変
調
周
波
数
は
、
三
〇
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
、
六
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の

間
の
任
意
の
七
〇
〇
ヘ
ル
ツ
以
上
の
範
囲
を
毎
秒
二
な
い
し
四
回
の
割
合
で
低
い
方
向
に
変
化
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
空
中
線
は
、
専
用
の
単
一
型
の
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
指
向
特
性
が
水
平
面
無
指
向
性
で
あ
り
、
か

つ
、
そ
の
発
射
す
る
電
波
の
偏
波
面
が
垂
直
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
四
〇
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
四
〇
六
・
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
送
信
装
置
は
、
次
に
掲
げ

る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

（１）
　
使
用
す
る
電
波
の
型
式
は
、
Ｇ
一
Ｂ
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
同
項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

（３）
　
（
１
）
及
び
（
２
）
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ

と
。

２
　
第
四
十
五
条
の
五
第
一
項
及
び
第
四
十
五
条
の
八
の
規
定
は
、
航
空
機
用
救
命
無
線
機
に
は
、
適
用
し
な
い
。

（
航
空
機
用
携
帯
無
線
機
）

第
四
十
五
条
の
十
二
の
三
　
航
空
機
用
携
帯
無
線
機
の
技
術
的
条
件
で
あ
つ
て
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適

当
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
別
に
告
示
す
る
。

（
Ｆ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
航
空
機
局
等
の
無
線
設
備
の
条
件
）

第
四
十
五
条
の
十
二
の
四
　
第
四
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
一
条
第
三
項
並
び
に
第
四
十
二
条
の
規

定
は
、
Ｆ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
航
空
機
局
及
び
航
空
機
に
搭
載
し
て
使
用
す
る
携
帯
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ

て
、
無
線
通
信
規
則
付
録
第
十
八
号
の
表
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
準
用
す
る
。

（
航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
）

第
四
十
五
条
の
十
二
の
五
　
航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
航
空
機
に
設
置
す
る
航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
（
以
下
「
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
航
空
機
の
航
行
中
に

お
け
る
通
常
の
状
態
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

イ
　
質
問
の
た
め
の
電
波
（
以
下
「
質
問
信
号
」
と
い
う
。
）
は
、
パ
ル
ス
対
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
特
性
は

別
図
第
五
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ロ
　
地
表
に
設
置
す
る
航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
（
以
下
「
地
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
」
と
い
う
。
）
又
は
地
表
に
設
置
す
る
タ
カ
ン

（
以
下
「
地
上
タ
カ
ン
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
そ
の
識
別
の
た
め
の
電
波
（
以
下
「
標
識
信
号
」
と
い
う
。
）

を
受
信
し
、
可
聴
周
波
数
に
変
換
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
測
定
距
離
の
〇
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
〇
・
三
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
い
ず
れ
か
大
き
い
値
以
内
の
誤

差
で
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
割
当
周
波
数
か
ら
（±

）
二
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
帯
に
含
ま
れ
る
高
周
波
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、

ふ
く輻

射

さ
れ
る
全
高
周
波
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
質
問
信
号
の
発
射
間
隔
は
、
不
規
則
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
質
問
信
号
の
発
射
数
は
、
追
跡
（
距
離
を
連
続
し
て
測
定
し
て
い
る
状
態
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
間
は
、
毎
秒
平
均
三
〇
以
内
で
あ
り
、
捜
索
（
質
問
信
号
を
送
信
し
追
跡
に
至
る
ま
で
の
状

態
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
間
は
、
毎
秒
一
五
〇
を
超
え
な
い
こ
と
。

ト
　
質
問
信
号
の
第
一
パ
ル
ス
の
発
射
後
、
Ｘ
チ
ヤ
ネ
ル
に
お
い
て
は
五
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
（
許
容
偏
差
は
、
一

マ
イ
ク
ロ
秒
と
す
る
。
）
、
Ｙ
チ
ヤ
ネ
ル
に
お
い
て
は
五
六
マ
イ
ク
ロ
秒
（
許
容
偏
差
は
、
一
マ
イ
ク
ロ
秒
と

す
る
。
）
を
経
過
し
た
時
刻
を
基
準
と
し
て
距
離
を
測
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

チ
　
空
中
線
は
、
そ
の
発
射
す
る
電
波
の
偏
波
面
が
垂
直
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
地
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

イ
　
一
般
的
条
件

（１）
　
応
答
の
た
め
の
電
波
（
以
下
「
応
答
信
号
」
と
い
う
。
）
及
び
標
識
信
号
は
、
パ
ル
ス
対
の
も
の
で
あ

る
こ
と
。

（２）
　
標
識
信
号
は
、
応
答
信
号
の
送
信
中
に
お
い
て
も
、
モ
ー
ル
ス
符
号
に
よ
り
少
な
く
と
も
四
〇
秒
ご
と

に
一
回
（
送
信
速
度
は
、
一
分
間
に
つ
い
て
約
欧
文
六
語
と
す
る
。
）
送
信
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

一
回
の
送
信
は
一
〇
秒
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
応
答
信
号
及
び
標
識
信
号
を
送
信
し
な
い
と
き
は
、
ラ
ン
ダ
ム
・
パ
ル
ス
対
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
等
価
等
方

ふ
く輻

射
電
力
は
、
割
当
周
波
数
か
ら
両
側
に
そ
れ
ぞ
れ
五
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
、
〇
五
〇
ｋ
Ｈ

ｚ
ま
で
の
周
波
数
帯
幅
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
（－

）
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。
）
以
下
で
あ
り
、
割
当
周
波
数
か
ら
両
側
に
そ
れ
ぞ
れ
一
、
七
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
二
、
二
五
〇
ｋ
Ｈ

ｚ
ま
で
の
周
波
数
帯
幅
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
（－

）
二
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
送
信
装
置
の
条
件

区
別

条
件

パ
ル
ス
対
の

特
性

別
図
第
五
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

パ
ル
ス
対
の

発
射
数
の

設
定
値

一
　
標
識
信
号
は
、
単
一
の
パ
ル
ス
対
に
よ
る
場
合
　
毎
秒
一
、
三
五
〇
（
許
容
偏
差
は
、

一
〇
と
す
る
。
）
、
一
対
の
パ
ル
ス
対
に
よ
る
場
合
　
毎
秒
二
、
七
〇
〇
（
許
容
偏
差
は
、

二
〇
と
す
る
。
）

二
　
応
答
信
号
及
び
ラ
ン
ダ
ム
・
パ
ル
ス
対
の
和
の

小
は
、
毎
秒
七
〇
〇
以
上
で
、
な

る
べ
く
七
〇
〇
に
近
い
値
で
あ
る
こ
と
。

標
識
信
号
の

構
成

別
図
第
六
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

応
答
遅
延
時

間

質
問
信
号
の
第
一
パ
ル
ス
を
受
信
し
て
か
ら
当
該
質
問
信
号
に
対
す
る
応
答
信
号
の
第
一

パ
ル
ス
を
発
射
す
る
ま
で
の
時
間
は
、
Ｘ
チ
ヤ
ネ
ル
に
あ
つ
て
は
五
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
、
Ｙ

チ
ヤ
ネ
ル
に
あ
つ
て
は
五
六
マ
イ
ク
ロ
秒
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
許
容
偏
差
は
、
一
マ
イ
ク
ロ
秒
（
Ｉ
Ｌ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
又
は
Ｍ
Ｌ
Ｓ
角
度

系
と
併
設
す
る
場
合
は
、
〇
・
五
マ
イ
ク
ロ
秒
）
と
す
る
。
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連
続
波
の
強

度

九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
、
二
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
帯
に
お
い
て
、
パ
ル
ス
対
相
互

間
又
は
パ
ル
ス
対
の
パ
ル
ス
相
互
間
に
お
い
て
は
、

せ
ん尖

頭
電
力
に
比
し
て
（－

）
八
〇

デ
シ
ベ
ル
未
満

ハ
　
受
信
装
置
の
条
件

区
別

条
件

感
度

空
中
線
の
絶
対
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合

に
お
い
て
、
有
効
通
達
距
離
が
五
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
の
受
信

装
置
に
あ
つ
て
は
、
応
答
率
（
質
問
回
数
に
対
す
る
応
答
回
数
の
百
分
比
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
と
き
の
質
問
信
号
の

せ
ん尖

頭
電
力
が
（－

）
九
三
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。
）
以
下
、
有
効
通
達
距
離
が
五
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
の
受
信

装
置
に
あ
つ
て
は
、
応
答
率
が
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
と
き
の
質
問
信

号
の

せ
ん尖

頭
電
力
が
（－

）
八
三
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル

と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

一
信
号
選

択
度

通
過
帯
域
幅

受
信
装
置
の

大
感
度
の
点
に
比
し
て
三
デ
シ
ベ
ル
高
い
値
の
質
問
信
号
を
入

力
端
子
に
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
応
答
率
が
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
な

る
と
き
の
幅
が
当
該
質
問
信
号
に
係
る
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
の
割
当
周
波
数
か
ら

（±

）
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上

減
衰
量

空
中
線
の
絶
対
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合

に
お
い
て
、
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
の
割
当
周
波
数
か
ら
（±

）
九
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
範

囲
外
の
周
波
数
で

せ
ん尖

頭
電
力
が
（－

）
二
五
デ
シ
ベ
ル
（
Ｉ
Ｌ
Ｓ
又
は
Ｍ
Ｌ

Ｓ
の
無
線
設
備
と
組
み
合
わ
せ
て
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
（－

）
一
二

デ
シ
ベ
ル
）
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
の
質
問
信
号
を
入

力
し
て
も
応
答
し
な
い
こ
と
。

ス

プ

リ

ア

ス
・
レ
ス

ポ
ン
ス

一
　
中
間
周
波
数
レ
ス
ポ
ン
ス
は
、
八
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

二
　
影
像
周
波
数
レ
ス
ポ
ン
ス
及
び
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
、
二
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

ま
で
の
周
波
数
帯
に
お
け
る
そ
の
他
の
レ
ス
ポ
ン
ス
は
、
七
五
デ
シ
ベ
ル

以
上

内
部
雑
音
に
よ
り
発
射
さ

れ
る
ラ
ン
ダ
ム
・
パ
ル

ス
対
の
数

空
中
線
の
絶
対
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合

に
お
い
て
、
有
効
通
達
距
離
が
五
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
の
受
信

装
置
に
あ
つ
て
は
（－

）
九
三
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル

と
す
る
。
）
、
有
効
通
達
距
離
が
五
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
の
受
信
装

置
に
あ
つ
て
は
（－

）
八
三
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と

す
る
。
）
の

せ
ん尖

頭
電
力
の
質
問
信
号
が
入
力
さ
れ
、
送
信
装
置
が
発
射
す
る

こ
と
が
で
き
る
パ
ル
ス
対
の

大
数
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
数
の

応
答
信
号
の
パ
ル
ス
対
を
発
射
す
る
と
き
、
当
該

大
数
の
五
パ
ー
セ
ン
ト

以
下
で
あ
る
こ
と
。

デ
コ
ー
ダ
の
特
性

一
　
入
力
端
子
に
質
問
信
号
以
外
の
パ
ル
ス
を
加
え
て
も
動
作
し
な
い
こ
と
。

二
　
入
力
端
子
に
質
問
信
号
を
加
え
送
信
装
置
に
お
い
て
応
答
信
号
を
送
信
し

て
い
る
状
態
の
下
で
適
宜
の
パ
ル
ス
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
送
信

に
支
障
が
な
い
こ
と
。

三
　
別
図
第
五
号
に
示
す
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
の
質
問
信
号
の
パ
ル
ス
間
隔
と
二
マ
イ

ク
ロ
秒
以
上
異
な
る
質
問
信
号
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
減
衰
量
の
項
に
規
定

す
る

せ
ん尖

頭
電
力
の
も
の
を
加
え
て
も
動
作
し
な
い
こ
と
。

受
信
休
止
時
間

質
問
信
号
を
受
信
し
て
か
ら
当
該
質
問
信
号
に
対
す
る
応
答
信
号
の
第
二
パ
ル

ス
を
発
射
す
る
ま
で
の
間
及
び
当
該
第
二
パ
ル
ス
の
発
射
後
な
る
べ
く
六
〇

マ
イ
ク
ロ
秒
以
内

発
射
す
る
パ
ル
ス
対
の
数

を
制
御
す
る
た
め
の
感

度
抑
圧

送
信
装
置
に
お
け
る
発
射
数
が
、
設
定
値
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
と
き
感

度
の
変
動
が
一
デ
シ
ベ
ル
以
内
、
設
定
値
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
と

き
、
当
該
設
定
値
を
超
え
な
い
よ
う
に
感
度
が
低
下
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

（
感
度
低
下
の

大
値
は
、
な
る
べ
く
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
）
。

感
度
回
復
時
間

受
信
装
置
の

大
感
度
の
点
か
ら
六
〇
デ
シ
ベ
ル
高
い
値
ま
で
の
質
問
信
号
を

入
力
端
子
に
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
抑
圧
さ
れ
た
感
度
が
受
信
装
置
の

大
感
度
の
点
に
比
し
て
三
デ
シ
ベ
ル
高
い
値
に
回
復
す
る
ま
で
の
時
間
が
八

マ
イ
ク
ロ
秒
以
内

ニ
　
空
中
線
は
、
そ
の
発
射
す
る
電
波
の
偏
波
面
が
垂
直
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

２
　
航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
の
う
ち
精
度
の
異
な
る
二
つ
の
距
離
測
定
の
モ
ー
ド
を
有
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
／
Ｐ
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
項
第
一
号
イ
、
ハ
、
ヘ
及
び
ト
並
び
に
第
二
号
ロ
の
パ
ル

ス
対
の
特
性
、
パ
ル
ス
対
の
発
射
数
の
設
定
値
及
び
応
答
遅
延
時
間
及
び
ハ
の
感
度
、
一
信
号
選
択
度
（
ス
プ
リ

ア
ス
・
レ
ス
ポ
ン
ス
を
除
く
。
）
、
内
部
雑
音
に
よ
り
発
射
さ
れ
る
ラ
ン
ダ
ム
・
パ
ル
ス
対
の
数
、
受
信
休
止
時
間

及
び
発
射
す
る
パ
ル
ス
対
の
数
を
制
御
す
る
た
め
の
感
度
抑
圧
並
び
に
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
次
の
各
号

の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
航
空
機
に
設
置
す
る
航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
／
Ｐ
（
以
下
「
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
／
Ｐ
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
航
空
機
の

航
行
中
に
お
け
る
通
常
の
状
態
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

イ
　
質
問
信
号
は
、
パ
ル
ス
対
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
特
性
は
別
図
第
五
号
の
二
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

ロ
　
精
度
の
異
な
る
距
離
測
定
の
モ
ー
ド
は
、
Ｉ
Ａ
モ
ー
ド
（

終
進
入
領
域
外
に
あ
る
航
空
機
が
滑
走
路
ま

で
の
見
通
し
距
離
を
得
る
た
め
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
Ｆ
Ａ
モ
ー
ド
（

終
進
入
領
域
内
又
は
滑
走
路
領
域
内
に
あ
る
航
空
機
が
、
滑
走
路
ま
で
の
見
通
し
距
離
を
得
る
た
め
の
も
の

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
滑
走
路
の
中
心
の
延
長
線
上
で
見
通
し
距
離
が
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
に
お
い
て
、
次
の
精
度
で
距
離

を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
基
準
点
（
滑
走
路
の
中
心
線
と
航
空
機
が
着
陸
進
入
す
る
側
の
滑
走
路
の
末
端
と
の
交
点
の
垂
直
の
上

空
一
五
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
八
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
間
の
一
点
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
の
距
離
が
三
七

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら
九
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
間
の
点
に
お
い
て
Ｉ
Ａ
モ
ー
ド
に
よ
り
測
定
し
た
場

合
の
誤
差
の
絶
対
値
は
、
次
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
１
６
５
／
２
７
．
７
）
・
Ｄ
＋
（
８
２
０
／
２
７
．
７
）
　
（
単
位
　
ｍ
）

Ｄ
は
、
基
準
点
か
ら
の
距
離
（
単
位
　
ｋ
ｍ
）
と
す
る
。

（２）
　
基
準
点
か
ら
の
距
離
が
九
・
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
点
に
お
い
て
測
定
し
た
場
合
の
誤
差
の
絶
対
値

は
、
Ｉ
Ａ
モ
ー
ド
に
あ
つ
て
は
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
、
Ｆ
Ａ
モ
ー
ド
に
あ
つ
て
は
次
の
式
に
よ
り
得
ら

れ
る
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（
（
５
５
／
９
．
３
）
・
Ｄ
）
＋
３
０
　
（
単
位
　
ｍ
）

Ｄ
は
、
基
準
点
か
ら
の
距
離
（
単
位
　
ｋ
ｍ
）
と
す
る
。

（３）
　
基
準
点
及
び
滑
走
路
上
に
お
い
て
Ｆ
Ａ
モ
ー
ド
に
よ
り
測
定
し
た
場
合
の
誤
差
の
絶
対
値
は
、
三
〇
メ

ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
後
方
方
位
誘
導
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
有
効
範
囲
内
に
お
い
て
測
定
し
た
場
合
の
誤
差
の
絶
対

値
は
、
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
質
問
信
号
の
発
射
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。
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（１）
　
捜
索
の
間
　
毎
秒
四
〇
以
下

（２）
　
追
跡
の
間

（イ）
　
Ｉ
Ａ
モ
ー
ド
　
毎
秒
一
六
以
下

（ロ）
　
Ｆ
Ａ
モ
ー
ド
　
毎
秒
四
〇
以
下

（３）
　
地
上
に
あ
る
間
　
毎
秒
五
以
下

ホ
　
距
離
を
測
定
す
る
た
め
の
基
準
時
刻
は
、
質
問
信
号
の
第
一
パ
ル
ス
の
発
射
後
、
次
の
時
間
を
経
過
し
た

時
刻
と
す
る
。

（１）
　
Ｉ
Ａ
モ
ー
ド
の
場
合

（イ）
　
Ｗ
及
び
Ｘ
チ
ャ
ネ
ル
　
五
〇
マ
イ
ク
ロ
秒

（ロ）
　
Ｙ
及
び
Ｚ
チ
ャ
ネ
ル
　
五
六
マ
イ
ク
ロ
秒

（２）
　
Ｆ
Ａ
モ
ー
ド
の
場
合

（イ）
　
Ｗ
及
び
Ｘ
チ
ャ
ネ
ル
　
五
六
マ
イ
ク
ロ
秒

（ロ）
　
Ｙ
及
び
Ｚ
チ
ャ
ネ
ル
　
六
二
マ
イ
ク
ロ
秒

二
　
地
表
に
設
置
す
る
航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
／
Ｐ
（
以
下
「
地
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
／
Ｐ
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件

に
合
致
す
る
こ
と
。

イ
　
一
般
的
条
件

Ｆ
Ａ
モ
ー
ド
に
よ
る
質
問
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
は
、
標
識
信
号
に
優
先
し
て
応
答
信
号
を
送
信
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
送
信
装
置
の
条
件

区
別

条
件

パ
ル
ス
対
の

特
性

別
図
第
五
号
の
二
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

パ
ル
ス
対
の

発
射
数
の

設
定
値

一
　
標
識
信
号
は
、
単
一
の
パ
ル
ス
対
に
よ
り
毎
秒
一
、
三
五
〇
（
許
容
偏
差
は
、
一
〇

と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

二
　
応
答
信
号
及
び
ラ
ン
ダ
ム
・
パ
ル
ス
対
の
和
の

小
は
、
毎
秒
七
〇
〇
以
上
一
、
二

〇
〇
以
下
で
、
な
る
べ
く
七
〇
〇
に
近
い
値
で
あ
る
こ
と
。

応
答
遅
延
時

間

質
問
信
号
の
第
一
パ
ル
ス
を
受
信
し
て
か
ら
当
該
質
問
信
号
に
対
す
る
応
答
信
号
の
第
一

パ
ル
ス
を
発
射
す
る
ま
で
の
時
間
が
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
Ｉ
Ａ
モ
ー
ド
の
場
合

（
１
）
　
Ｗ
及
び
Ｘ
チ
ヤ
ネ
ル
　
五
〇
マ
イ
ク
ロ
秒

（
２
）
　
Ｙ
及
び
Ｚ
チ
ヤ
ネ
ル
　
五
六
マ
イ
ク
ロ
秒

ロ
　
Ｆ
Ａ
モ
ー
ド
の
場
合

（
１
）
　
Ｗ
及
び
Ｘ
チ
ヤ
ネ
ル
　
五
六
マ
イ
ク
ロ
秒

（
２
）
　
Ｙ
及
び
Ｚ
チ
ヤ
ネ
ル
　
六
二
マ
イ
ク
ロ
秒

ハ
　
受
信
装
置
の
条
件

区
別

条
件

感
度

空
中
線
の
絶
対
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い

て
、
Ｉ
Ａ
モ
ー
ド
に
あ
つ
て
は
、
応
答
率
が
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
と
き
の
質
問
信

号
の

せ
ん尖

頭
電
力
が
（－

）
七
六
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

以
下
、
Ｆ
Ａ
モ
ー
ド
に
あ
つ
て
は
、
応
答
率
が
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
と
き
の
質
問

信
号
の

せ
ん尖

頭
電
力
が
（－

）
六
五
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

一
信
号
選
択

度

に

お

け

る
減
衰
量

一
　
Ｉ
Ａ
モ
ー
ド
に
あ
つ
て
は
、
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
の
割
当
周
波
数
か
ら
（±

）
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の

周
波
数
を
一
二
デ
シ
ベ
ル
以
上
、
（±

）
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
を
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

低
下
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
Ｆ
Ａ
モ
ー
ド
に
あ
つ
て
は
、
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
の
割
当
周
波
数
か
ら
（±

）
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
の

周
波
数
を
一
二
デ
シ
ベ
ル
以
上
、
（±

）
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
を
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以

上
低
下
さ
せ
る
こ
と
。

三
　
空
中
線
の
絶
対
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お

い
て
、
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
の
割
当
周
波
数
か
ら
（±

）
九
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
範
囲
外
の
周
波

数
で

せ
ん尖

頭
電
力
が
（－

）
一
二
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

の
質
問
信
号
を
入
力
し
て
も
応
答
し
な
い
こ
と
。

内
部
雑
音
に

よ

り

発

射

さ

れ

る

ラ

ン

ダ

ム

・

パ

ル

ス

対

の
数

空
中
線
の
絶
対
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い

て
、
Ｉ
Ａ
モ
ー
ド
に
あ
つ
て
は
（－

）
七
六
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ

ル
と
す
る
。
）
、
Ｆ
Ａ
モ
ー
ド
に
あ
つ
て
は
（－

）
六
五
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を

〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
の

せ
ん尖

頭
電
力
の
質
問
信
号
が
入
力
さ
れ
、
送
信
装
置
が
発
射

す
る
こ
と
が
で
き
る
パ
ル
ス
対
の

大
数
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
数
の
応
答

信
号
の
パ
ル
ス
対
を
発
射
す
る
と
き
、
当
該

大
数
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ

と
。

受
信
休
止
時

間

質
問
信
号
を
受
信
し
て
か
ら
当
該
質
問
信
号
に
対
す
る
応
答
信
号
の
第
二
パ
ル
ス
を
発
射

す
る
ま
で
の
間
及
び
当
該
第
二
パ
ル
ス
の
発
射
後
六
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
を
超
え
な
い
間
。

た
だ
し
、
Ｉ
Ａ
モ
ー
ド
に
あ
つ
て
は
、
Ｆ
Ａ
モ
ー
ド
の
使
用
に
支
障
を
与
え
な
い
場
合

に
お
い
て
、
六
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

発
射
す
る
パ

ル

ス

対

の

数

を

制

御

す

る

た

め

の

感

度

抑

圧

一
　
送
信
装
置
に
お
け
る
発
射
数
が
、
設
定
値
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
と
き
感
度
の

変
動
が
一
デ
シ
ベ
ル
以
内

二
　
Ｉ
Ａ
モ
ー
ド
の
場
合
は
、
一
の
条
件
に
適
合
す
る
ほ
か
、
設
定
値
の
九
〇
パ
ー
セ
ン

ト
を
超
え
る
と
き
当
該
設
定
値
を
超
え
な
い
よ
う
に
感
度
が
低
下
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
（
感
度
低
下
の

大
値
は
、
な
る
べ
く
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
）
。

三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

（
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
五
条
の
十
二
の
六
　
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
う
ち
地
表
に
開
設
す
る
も
の
の
無
線
設
備
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以

下
「
Ｓ
Ｓ
Ｒ
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

イ
　
発
射
さ
れ
る
電
波
は
、
質
問
信
号
及
び
サ
イ
ド
ロ
ー
ブ
を
抑
圧
す
る
た
め
の
電
波
（
以
下
「
抑
圧
信
号
」

と
い
う
。
）
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
質
問
信
号
は
、
二
個
又
は
三
個
の
パ
ル
ス
の
も
の
で
あ
り
、
抑
圧
信
号
は
、
一
個
又
は
二
個
の
パ
ル
ス
の

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
質
問
信
号
の
モ
ー
ド
（
以
下
「
質
問
モ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
質
問
信
号
及
び
抑
圧
信
号
の
特
性
は
、

別
図
第
七
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ニ
　
航
空
機
の
位
置
は
、
指
示
器
の
表
示
面
に
お
い
て
極
座
標
で
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
次
の
精
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
目
標
ま
で
の
距
離
を
な
る
べ
く
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
の
誤
差
（
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
う
ち
航

空
機
に
開
設
す
る
も
の
の
無
線
設
備
（
以
下
「
Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
許
容

誤
差
を
含
む
。
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
測
定
で
き
る
こ
と
。

（２）
　
目
標
の
方
位
を
な
る
べ
く
一
度
以
内
の
誤
差
で
測
定
で
き
る
こ
と
。
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ヘ
　
質
問
信
号
及
び
抑
圧
信
号
（
（
１
）
及
び
（
２
）
に
お
い
て
「
質
問
信
号
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
条
件

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
モ
ー
ド
Ａ
又
は
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
等
を
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
Ｓ
Ｓ
Ｒ
の
場
合

モ
ー
ド
Ａ
又
は
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
等
の
送
信
回
数
は
、
毎
秒
四
五
〇
回
以
下

（２）
　
モ
ー
ド
Ｓ
、
モ
ー
ド
Ａ
／
Ｃ
一
括
及
び
モ
ー
ド
Ａ
／
Ｃ
／
Ｓ
一
括
の
質
問
信
号
等
を
送
信
す
る
こ
と
が

で
き
る
Ｓ
Ｓ
Ｒ
の
場
合

（イ）
　
モ
ー
ド
Ａ
／
Ｃ
／
Ｓ
一
括
の
質
問
信
号
等
の
送
信
回
数
は
、
毎
秒
二
五
〇
回
以
下

（ロ）
　
モ
ー
ド
Ｓ
と
モ
ー
ド
Ａ
／
Ｃ
一
括
の
一
組
の
質
問
信
号
等
の
送
信
回
数
は
、
毎
秒
二
五
〇
回
以
下

（ハ）
　
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
等
は
、
同
一
の
航
空
機
に
対
し
て
、
四
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
未
満
の
時
間
間
隔

で
送
信
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
応
答
を
必
要
と
し
な
い
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（ニ）
　
個
別
の
航
空
機
を
選
択
し
て
呼
び
出
す
た
め
の
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
等
の
送
信
回
数
は
、
四
〇
ミ

リ
秒
間
の
平
均
が
毎
秒
二
、
四
〇
〇
回
未
満
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
輻
射
範
囲
の
任
意
の
三
度
の
角
度
内

に
お
い
て
毎
秒
四
八
〇
回
未
満
で
あ
る
こ
と
。

（ホ）
　
監
視
す
る
区
域
が
他
の
Ｓ
Ｓ
Ｒ
（
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
等
を
送
信
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
の
サ

イ
ド
ロ
ー
ブ
が
到
達
す
る
区
域
と
重
複
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
個
別
の
航
空
機
を
選
択
し
て
呼
び
出

す
た
め
の
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
等
の
送
信
回
数
は
、
（
ニ
）
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、
四
秒
間
の
平

均
が
毎
秒
一
、
二
〇
〇
回
未
満
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
一
秒
間
の
平
均
が
毎
秒
一
、
八
〇
〇
回
未
満
で
あ

る
こ
と
。

ト
　
質
問
信
号
の
周
波
数
と
抑
圧
信
号
の
周
波
数
と
の
差
は
、
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

チ
　
空
中
線
は
、
そ
の
発
射
す
る
電
波
の
偏
波
面
が
垂
直
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
う
ち
地
表
に
開
設
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
複
数
の
地
点
に
設
置
す
る
受
信
設
備

に
よ
つ
て
受
信
し
た
信
号
の
受
信
時
刻
の
差
を
利
用
し
て
無
線
測
位
を
行
う
も
の
（
以
下
「
複
数
地
点
受
信
方

式
航
空
監
視
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
」
と
い
う
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

イ
　
複
数
地
点
受
信
方
式
航
空
監
視
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
に

対
し
て
質
問
信
号
又
は
抑
圧
信
号
を
送
信
す
る
も
の
（
以
下
「
質
問
信
号
送
信
設
備
」
と
い
う
。
）
は
、
前

号
ハ
及
び
チ
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

（１）
　
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
に
対
し
て
応
答
で
き
る
Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
を
備
え
る
す
べ
て
の
航
空
機

局
を
一
括
し
て
呼
び
出
す
た
め
の
質
問
信
号
は
送
信
し
な
い
こ
と
。

（２）
　
質
問
信
号
の
送
信
は
、
無
線
測
位
の
た
め
に
必
要
な
情
報
が
得
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
限
る
こ
と
。

（３）
　
質
問
信
号
群
（
一
回
の
表
示
す
べ
き
情
報
の
取
得
に
要
す
る
質
問
信
号
列
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

送
信
の
時
間
間
隔
に
対
し
て
、
質
問
信
号
（
他
の
質
問
信
号
送
信
設
備
が
送
信
す
る
質
問
信
号
を
含
む
。
）

に
よ
つ
て
Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
が
占
有
さ
れ
る
時
間
が
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ロ
　
複
数
地
点
受
信
方
式
航
空
監
視
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
当
該
シ
ス
テ
ム
の
基
準
時
刻

の
設
定
又
は
そ
の
稼
働
を
確
認
す
る
た
め
の
信
号
を
送
信
す
る
も
の
（
以
下
「
基
準
信
号
送
信
設
備
」
と
い

う
。
）
は
、
前
号
チ
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
ほ
か
、
送
信
す
る
信
号
の
特
性
は
、
別
図
第
八
号
の
二
に

示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
は
、
そ
の
航
空
機
の
航
行
中
に
お
け
る
通
常
の
状
態
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
条

件
に
合
致
す
る
こ
と
。

イ
　
一
般
的
条
件

（１）
　
質
問
信
号
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
応
答
信
号
を
自
動
的
（
特
別
位
置
識
別
パ
ル
ス
に
あ
つ
て

は
、
手
動
に
よ
り
発
射
が
開
始
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
に
送
信
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
応
答
信
号
は
、
別
図
第
八
号
に
示
す
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
・
パ
ル
ス
、
情
報
パ
ル
ス
及
び
特
別
位
置
識
別
パ

ル
ス
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
又
は
別
図
第
八
号
の
二
に
示
す
プ
リ
ア
ン
ブ
ル
及
び
デ
ー
タ
ブ
ロ
ツ
ク

（
標
識
信
号
を
含
む
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
に
対
し
て
応
答
で
き
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
モ
ー
ド
Ａ
、
モ
ー
ド
Ａ
／
Ｃ
一

括
（
パ
ル
ス
Ｐ１
と
パ
ル
ス
Ｐ３
の
パ
ル
ス
間
隔
が
二
一
マ
イ
ク
ロ
秒
の
信
号
を
除
く
。
）
及
び
モ
ー
ド
Ａ
／

Ｃ
／
Ｓ
一
括
（
パ
ル
ス
Ｐ１
と
パ
ル
ス
Ｐ３
の
パ
ル
ス
間
隔
が
二
一
マ
イ
ク
ロ
秒
の
信
号
を
除
く
。
）
の
質
問

信
号
に
対
し
て
、
並
び
に
、
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
に
対
し
て
応
答
で
き
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
モ
ー
ド

Ａ
の
質
問
信
号
に
対
し
て
、
別
図
第
八
号
に
示
す
パ
ル
ス
群
の
組
合
せ
に
よ
る
四
、
〇
九
六
の
応
答
コ
ー

ド
の
応
答
信
号
を
送
信
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
特
別
位
置
識
別
パ
ル
ス
は
、
そ
の
発
射
が
一
五
秒
以
上
三
〇
秒
以
下
の
間
継
続
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（５）
　
気
圧
高
度
の
情
報
を
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
お
い
て
、
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
に
対
し
て
応

答
で
き
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
モ
ー
ド
Ｃ
、
モ
ー
ド
Ａ
／
Ｃ
一
括
（
パ
ル
ス
Ｐ１
と
パ
ル
ス
Ｐ３
の
パ
ル
ス

間
隔
が
八
マ
イ
ク
ロ
秒
の
信
号
を
除
く
。
）
及
び
モ
ー
ド
Ａ
／
Ｃ
／
Ｓ
一
括
（
パ
ル
ス
Ｐ１
と
パ
ル
ス
Ｐ３
の

パ
ル
ス
間
隔
が
八
マ
イ
ク
ロ
秒
の
信
号
を
除
く
。
）
の
質
問
信
号
に
対
し
て
、
並
び
に
、
モ
ー
ド
Ｓ
の
質

問
信
号
に
対
し
て
応
答
で
き
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
に
対
し
て
、
別
図
第
八
号
に

示
す
パ
ル
ス
群
に
よ
り
別
に
告
示
す
る
気
圧
高
度
（
標
準
気
圧
に
お
け
る
気
圧
高
度
に
換
算
し
た
値
と
す

る
。
以
下
同
じ
。
）
の
情
報
を
送
信
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
気
圧
高

度
の
情
報
の
値
の
誤
差
は
、
三
八
・
一
メ
ー
ト
ル
以
内
で
あ
る
こ
と
。

（６）
　
気
圧
高
度
の
情
報
の
送
信
は
、
一
時
的
に
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（７）
　
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
に
対
し
て
応
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
モ
ー
ド
Ｓ
、
モ
ー
ド

Ａ
／
Ｃ
／
Ｓ
一
括
の
質
問
信
号
に
対
し
て
、
別
図
第
八
号
の
二
に
示
す
デ
ー
タ
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
り
別
に
告

示
す
る
様
式
で
標
識
信
号
を
送
信
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
送
信
装
置
の
条
件

（１）
　
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
に
対
し
て
応
答
で
き
な
い
も
の

区
別

条
件

空

中

線

電
力

高
度
四
、
五

〇
〇
メ
ー

ト
ル
を
超

え
て
航
行

す
る
航
空

機
に
設
置

す
る
も
の

空
中
線
が
四
分
の
一
波
長
の
単
一
型
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
給
電
線
の
損
失
が
三

デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
全
パ
ル
ス
列
で
応
答
す
る
と
き
の
応
答
回
数

が
毎
秒
一
、
二
〇
〇
回
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
四
デ
シ
ベ
ル
以
上
三

〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
（
一
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

高
度
四
、
五

〇
〇
メ
ー

ト
ル
以
下

の
み
を
航

行
す
る
航

空
機
に
設

置

す

る

も
の

空
中
線
が
四
分
の
一
波
長
の
単
一
型
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
給
電
線
の
損
失
が
三

デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
全
パ
ル
ス
列
で
応
答
す
る
と
き
の
応
答
回
数

が
毎
秒
一
、
二
〇
〇
回
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
一
・
五
デ
シ
ベ
ル
以

上
三
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
（
一
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ

と
。

パ
ル
ス
の
特
性

別
図
第
八
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

応

答

回

数

設
定
値

任
意
の
パ
ル
ス
列
に
お
い
て
、
毎
秒
五
〇
〇
回
以
上
二
、
〇
〇
〇
回
（

大
値

が
毎
秒
二
、
〇
〇
〇
回
未
満
の
場
合
は
、
そ
の
値
）
以
下
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大
値

全
パ
ル
ス
列
に
お
い
て
、
毎
秒
一
、
二
〇
〇
回
以
上
。
た
だ
し
、
高
度
四
、
五

〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
下
の
み
を
航
行
す
る
航
空
機
に
設
置
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
毎
秒
一
、
〇
〇
〇
回
以
上

応
答
遅
延
時
間

一
　
受
信
装
置
の
入
力
端
子
に
モ
ー
ド
Ａ
又
は
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
（
パ
ル

ス
Ｐ１
の
振
幅
は
、
当
該
受
信
装
置
の

大
感
度
の
点
か
ら
五
〇
デ
シ
ベ
ル
ま

で
の
範
囲
と
す
る
。
）
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
質
問
信
号
の
パ
ル
ス

Ｐ３
と
当
該
質
問
信
号
に
対
す
る
応
答
信
号
の

初
の
パ
ル
ス
と
の
パ
ル
ス
間

隔
が
三
マ
イ
ク
ロ
秒
（
許
容
偏
差
は
、
〇
・
五
マ
イ
ク
ロ
秒
と
す
る
。
）

二
　
一
の
場
合
に
お
い
て
、
質
問
モ
ー
ド
を
変
更
し
た
と
き
の
変
動
が
〇
・
二

マ
イ
ク
ロ
秒
以
下

応
答
信
号
の
ジ
ツ
タ

受
信
装
置
の
入
力
端
子
に
モ
ー
ド
Ａ
又
は
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
（
パ
ル
ス
Ｐ１

及
び
パ
ル
ス
Ｐ３
の
振
幅
は
、
当
該
受
信
装
置
の

大
感
度
の
点
に
比
し
て
三

デ
シ
ベ
ル
以
上
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
範
囲
と
す
る
。
）
を
加
え
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
質
問
信
号
の
パ
ル
ス
Ｐ３
に
対
し
て
〇
・
一
マ
イ
ク
ロ
秒
以
内

応
答
特
性

一
　
受
信
装
置
の
入
力
端
子
に
モ
ー
ド
Ａ
又
は
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
（
パ
ル

ス
Ｐ１
の
振
幅
は
、
当
該
受
信
装
置
の

大
感
度
の
点
か
ら
五
〇
デ
シ
ベ
ル
ま

で
の
範
囲
と
す
る
。
）
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致

す
る
こ
と
。

イ
　
次
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す
と
き
応
答
率
が
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

（
１
）
　
当
該
質
問
信
号
の
パ
ル
ス
Ｐ１
を
加
え
た
と
き
か
ら
一
・
三
マ
イ
ク
ロ
秒

以
上
二
・
七
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下
の
時
間
に
適
宜
の
パ
ル
ス
を
加
え
た
場
合
に

お
い
て
、
当
該
適
宜
の
パ
ル
ス
の
振
幅
が
当
該
質
問
信
号
の
パ
ル
ス
Ｐ１
の
振

幅
に
比
し
て
（－

）
九
デ
シ
ベ
ル
以
下

（
２
）
　
当
該
質
問
信
号
の
パ
ル
ス
Ｐ３
の
振
幅
が
当
該
質
問
信
号
の
パ
ル
ス
Ｐ１
の

振
幅
に
比
し
て
（－

）
一
デ
シ
ベ
ル
以
上
三
デ
シ
ベ
ル
以
下

（
３
）
　
雑
音
パ
ル
ス
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
質
問
信
号
の
振
幅
が
当

該
雑
音
パ
ル
ス
の
振
幅
に
比
し
て
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

ロ
　
各
質
問
モ
ー
ド
に
お
い
て
、
当
該
質
問
信
号
の
パ
ル
ス
間
隔
が
別
図
第
七

号
に
示
す
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ル
ス
間
隔
に
比
し
て
一
マ
イ
ク
ロ
秒
以
上
異
な
る

と
き
、
応
答
率
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

二
　
受
信
装
置
の
入
力
端
子
に
単
一
パ
ル
ス
（
振
幅
は
、
当
該
受
信
装
置
の

大
感
度
の
点
か
ら
五
〇
デ
シ
ベ
ル
ま
で
の
範
囲
と
す
る
。
）
を
加
え
た
場
合
に

お
い
て
、
応
答
率
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

サ
イ
ド
ロ
ー
ブ
の
抑
圧

特
性

一
　
受
信
装
置
の
入
力
端
子
に
モ
ー
ド
Ａ
又
は
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
の
パ
ル

ス
Ｐ１
（
振
幅
は
、
当
該
受
信
装
置
の

大
感
度
の
点
に
比
し
て
三
デ
シ
ベ
ル

以
上
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
と
す
る
。
）
及
び
抑
圧
信
号
を
加
え
た
場
合
に
お
い

て
、
次
に
掲
げ
る
条
件
を
満
た
す
と
き
、
当
該
抑
圧
信
号
を
受
信
し
て
か
ら

三
五
マ
イ
ク
ロ
秒
（
許
容
偏
差
は
、
一
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
と
す
る
。
）
の
間
応
答

動
作
を
抑
圧
し
、
応
答
率
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
な
る
こ
と
。

イ
　
当
該
抑
圧
信
号
の
振
幅
が
当
該
質
問
信
号
の
パ
ル
ス
Ｐ１
の
振
幅
以
上

ロ
　
当
該
質
問
信
号
の
パ
ル
ス
Ｐ１
と
当
該
抑
圧
信
号
と
の
パ
ル
ス
間
隔
が
一
・

八
五
マ
イ
ク
ロ
秒
以
上
二
・
一
五
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下

二
　
一
の
場
合
の
抑
圧
が
終
了
し
て
か
ら
次
の
当
該
抑
圧
の
機
能
が
回
復
す
る

ま
で
の
時
間
が
二
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下

（２）
　
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
に
対
し
て
応
答
で
き
る
も
の

区
別

条
件

空
中
線

電
力

高
度
四
、
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を

超
え
て
航
行
す
る
航
空
機
に

設
置
す
る
も
の

空
中
線
が
四
分
の
一
波
長
の
単
一
型
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
給

電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
応
答
信

号
の
各
パ
ル
ス
の

せ
ん尖

頭
電
力
は
、
二
四
デ
シ
ベ
ル
以
上
三

〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
（
一
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

高
度
四
、
五
〇
〇

メ
ー
ト
ル
以
下

の
み
を
航
行
す

る
航
空
機
に
設

置
す
る
も
の

大
巡
航

速
度
が

毎
時
三

二
四
キ

ロ
メ
ー

ト
ル
を

超
え
る

も
の

空
中
線
が
四
分
の
一
波
長
の
単
一
型
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
給

電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
応
答
信

号
の
各
パ
ル
ス
の

せ
ん尖

頭
電
力
は
、
二
四
デ
シ
ベ
ル
以
上
三

〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
（
一
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

大
巡
航

速
度
が

毎
時
三

二
四
キ

ロ
メ
ー

ト
ル
以

下
の
も

の

空
中
線
が
四
分
の
一
波
長
の
単
一
型
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
給

電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
応
答
信

号
の
各
パ
ル
ス
の

せ
ん尖

頭
電
力
は
、
二
一
・
五
デ
シ
ベ
ル
以

上
三
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
（
一
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。
）

パ
ル
ス
の
特
性

別
図
第
八
号
及
び
別
図
第
八
号
の
二
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る

こ
と
。

応
答
回
数

設
定
値

モ
ー
ド
Ａ
又
は
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
に
対
す
る
応
答
回
数

は
、
（
１
）
に
同
じ
。

大
値

一
　
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
に
対
す
る
応
答
回
数
は
、
毎
秒

五
〇
回
以
上

二
　
モ
ー
ド
Ａ
又
は
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
に
対
す
る
応
答

回
数
は
、
（
１
）
に
同
じ
。

応
答
遅
延
時
間

一
　
受
信
装
置
の
入
力
端
子
に
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
（
給

電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
パ
ル
ス

の
せ
ん尖

頭
電
力
は
、
当
該
受
信
装
置
の

大
感
度
よ
り
三
デ

シ
ベ
ル
低
い
点
か
ら
（－

）
二
四
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ

ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
ま
で
の
範
囲
と
す
る
。
）

を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
質
問
信
号
の
パ
ル
ス
Ｐ６

の
同
期
位
相
反
転
の
点
と
当
該
質
問
信
号
に
対
す
る
応
答

信
号
の

初
の
パ
ル
ス
と
の
パ
ル
ス
間
隔
が
一
二
八
マ
イ

ク
ロ
秒
（
許
容
偏
差
は
〇
・
二
五
マ
イ
ク
ロ
秒
と
す
る
。
）
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二
　
受
信
装
置
の
入
力
端
子
に
モ
ー
ド
Ａ
／
Ｃ
／
Ｓ
一
括
の

質
問
信
号
（
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お

い
て
、
パ
ル
ス
の

せ
ん尖

頭
電
力
は
、
当
該
受
信
装
置
の

大

感
度
の
点
か
ら
（－

）
二
四
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト

を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
ま
で
の
範
囲
と
す
る
。
）
を
加

え
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
質
問
信
号
の
パ
ル
ス
Ｐ４
と
当

該
質
問
信
号
に
対
す
る
応
答
信
号
の

初
の
パ
ル
ス
と
の

パ
ル
ス
間
隔
が
一
二
八
マ
イ
ク
ロ
秒
（
許
容
偏
差
は
〇
・

五
マ
イ
ク
ロ
秒
と
す
る
。
）

三
　
モ
ー
ド
Ａ
又
は
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
に
対
す
る
応
答

遅
延
時
間
は
、
（
１
）
に
同
じ
。

応
答
信
号
の
ジ
ツ
タ

一
　
受
信
装
置
の
入
力
端
子
に
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
（
給

電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
パ
ル
ス

の
せ
ん尖

頭
電
力
は
、
当
該
受
信
装
置
の

大
感
度
よ
り
三
デ

シ
ベ
ル
低
い
点
か
ら
（－

）
二
四
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ

ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
ま
で
の
範
囲
と
す
る
。
）

を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
二
乗
平
均
の
値
が
〇
・
〇
五

マ
イ
ク
ロ
秒
以
下

二
　
受
信
装
置
の
入
力
端
子
に
モ
ー
ド
Ａ
／
Ｃ
／
Ｓ
一
括
の

質
問
信
号
（
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お

い
て
、
パ
ル
ス
の

せ
ん尖

頭
電
力
は
、
当
該
受
信
装
置
の

大

感
度
の
点
か
ら
（－

）
二
四
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト

を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
ま
で
の
範
囲
と
す
る
。
）
を
加

え
た
場
合
に
お
い
て
、
二
乗
平
均
の
値
が
〇
・
〇
六
マ
イ

ク
ロ
秒
以
下

三
　
モ
ー
ド
Ａ
又
は
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
に
対
す
る
応
答

信
号
の
ジ
ツ
タ
は
、
（
１
）
に
同
じ
。

応
答
特
性

一
　
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
受

信
装
置
の
入
力
端
子
に

せ
ん尖

頭
電
力
が
（－
）
七
一
デ
シ
ベ

ル
か
ら
（－

）
二
四
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ

シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
ま
で
の
範
囲
の
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号

を
加
え
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致

す
る
こ
と
。

イ
　
当
該
質
問
信
号
の
パ
ル
ス
Ｐ６
の
同
期
位
相
反
転
の
後
に
、

当
該
質
問
信
号
よ
り
六
デ
シ
ベ
ル
以
上
小
さ
い
モ
ー
ド
Ａ

又
は
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
応

答
率
が
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
三
デ
シ

ベ
ル
以
上
小
さ
い
質
問
信
号
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
応

答
率
が
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
当
該
質
問
信
号
の
パ
ル
ス
Ｐ１
の
後
に
、
当
該
質
問
信
号

よ
り
九
デ
シ
ベ
ル
以
上
小
さ
い
別
図
第
七
号
に
示
す
モ
ー

ド
Ａ
又
は
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
の
パ
ル
ス
特
性
を
も
つ

パ
ル
ス
対
で
パ
ル
ス
間
隔
が
二
マ
イ
ク
ロ
秒
の
信
号
を
加

え
た
場
合
に
お
い
て
、
応
答
率
が
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

で
あ
る
こ
と
。

二
　
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
受

信
装
置
の
入
力
端
子
に

せ
ん尖

頭
電
力
が
（－

）
六
八
デ
シ
ベ

ル
か
ら
（－

）
二
四
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ

シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
ま
で
の
範
囲
の
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号

を
加
え
た
場
合
に
あ
つ
て
、
当
該
質
問
信
号
よ
り
一
二
デ

シ
ベ
ル
以
上
小
さ
く
、
か
つ
、
繰
返
し
周
波
数
の

大
が

一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
モ
ー
ド
Ａ
又
は
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
を

加
え
た
と
き
、
応
答
率
が
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る

こ
と
。

三
　
有
効
な
質
問
信
号
が
存
在
し
な
い
状
態
で
、
航
空
機
内

に
お
い
て
干
渉
を
生
じ
る
可
能
性
の
あ
る
す
べ
て
の
機
器

を
動
作
さ
せ
た
と
き
、
一
〇
秒
間
に
二
回
以
上
応
答
し
な

い
こ
と
。

サ
イ
ド
ロ
ー
ブ
の
抑
圧
特
性

給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
受
信
装

置
の
入
力
端
子
に
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
（
パ
ル
ス
の

せ
ん尖

頭
電
力
が
当
該
受
信
装
置
の

大
感
度
の
点
か
ら
（－

）

二
四
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る

。
）
ま
で
の
範
囲
と
す
る
。
）
及
び
抑
圧
信
号
を
加
え
た
場

合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
質
問
信
号
の
パ
ル
ス
Ｐ６
の
振
幅
が
抑
圧
信
号
の
振
幅
よ

り
三
デ
シ
ベ
ル
以
上
小
さ
い
場
合
に
は
、
応
答
率
が
一
〇

パ
ー
セ
ン
ト
未
満

ロ
　
質
問
信
号
の
パ
ル
ス
Ｐ６
の
振
幅
が
抑
圧
信
号
の
振
幅
よ

り
一
二
デ
シ
ベ
ル
以
上
大
き
い
場
合
に
は
、
応
答
率
が
九

九
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

ハ
　
受
信
装
置
の
条
件

（１）
　
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
に
対
し
て
応
答
で
き
な
い
も
の

区
別

条
件

感
度

空
中
線
が
四
分
の
一
波
長
の
単
一
型
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場

合
に
お
い
て
、
入
力
端
子
に
加
え
た
モ
ー
ド
Ａ
又
は
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
の
パ
ル
ス
Ｐ１
及

び
パ
ル
ス
Ｐ３
の
振
幅
が
等
し
い
と
き
、
応
答
率
が
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
場
合
の
当
該
質

問
信
号
の
パ
ル
ス
Ｐ１
の

せ
ん尖

頭
電
力
は
、
（－

）
七
四
デ
シ
ベ
ル
（
許
容
範
囲
は
、
（－

）
七
二

デ
シ
ベ
ル
以
下
（－

）
八
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
と
す
る
。
）
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と

す
る
。
）
で
あ
り
、
質
問
モ
ー
ド
を
変
更
し
た
と
き
の
変
動
が
一
デ
シ
ベ
ル
以
下

パ

ル

ス

幅

弁

別

の

特
性

入
力
端
子
に
次
に
掲
げ
る
適
宜
の
パ
ル
ス
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
応
答
回
数
及
び
応
答
動

作
の
抑
圧
回
数
の
和
が
質
問
回
数
に
比
し
て
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
な
る
こ
と
。

一
　
パ
ル
ス
の
振
幅
が
当
該
受
信
装
置
の

大
感
度
の
点
か
ら
六
デ
シ
ベ
ル
ま
で
の
範
囲
で
、

か
つ
、
パ
ル
ス
幅
が
〇
・
三
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下
の
も
の

二
　
パ
ル
ス
の
振
幅
が
当
該
受
信
装
置
の

大
感
度
の
点
か
ら
五
〇
デ
シ
ベ
ル
ま
で
の
範
囲
で
、

か
つ
、
パ
ル
ス
幅
が
一
・
五
マ
イ
ク
ロ
秒
以
上
の
も
の

エ

コ

ー

抑

圧

入
力
端
子
に
次
に
掲
げ
る
適
宜
の
パ
ル
ス
（
振
幅
は
、
当
該
受
信
装
置
の

大
感
度
の
点
か
ら

五
〇
デ
シ
ベ
ル
ま
で
の
範
囲
と
す
る
。
）
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
に
合

致
す
る
こ
と
。
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の

特

性

一
　
パ
ル
ス
幅
が
〇
・
七
マ
イ
ク
ロ
秒
を
超
え
る
も
の

イ
　
感
度
の
低
下
が
そ
の
パ
ル
ス
の
振
幅
に
比
し
て
（－

）
九
デ
シ
ベ
ル
以
内

ロ
　
イ
の
場
合
に
お
い
て
、
低
下
し
た
感
度
が
当
該
受
信
装
置
の

大
感
度
の
点
に
比
し
て
三

デ
シ
ベ
ル
高
い
値
に
回
復
す
る
ま
で
の
時
間
（
二
に
お
い
て
「
感
度
回
復
時
間
」
と
い
う
。
）

は
、
そ
の
パ
ル
ス
を
加
え
た
と
き
か
ら
一
五
マ
イ
ク
ロ
秒
以
内
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
回

復
の
割
合
は
、
一
マ
イ
ク
ロ
秒
に
つ
き
平
均
四
デ
シ
ベ
ル
以
内
で
あ
る
こ
と
。

二
　
パ
ル
ス
幅
が
〇
・
七
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下
の
も
の

感
度
の
低
下
及
び
感
度
回
復
時
間
が
そ
れ
ぞ
れ
一
の
場
合
の
値
以
下

受

信

休

止

時

間

質
問
信
号
を
受
信
し
て
か
ら
応
答
信
号
の

後
の
パ
ル
ス
を
発
射
す
る
ま
で
の
間
及
び
当
該
応

答
信
号
の

後
の
パ
ル
ス
の
発
射
後
一
二
五
マ
イ
ク
ロ
秒
以
内

応

答

回

数

制

御

の

た

め

の

感

度

抑

圧

モ
ー
ド
Ａ
又
は
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
に
対
す
る
応
答
信
号
の
応
答
回
数
が
設
定
値
の
九
〇
パ

ー
セ
ン
ト
以
下
と
な
る
と
き
、
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
、
設
定
値
の
一
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

る
と
き
、
三
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

（２）
　
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
に
対
し
て
応
答
で
き
る
も
の

区
別

条
件

感
度

一
　
空
中
線
が
四
分
の
一
波
長
の
単
一
型
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ

ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
応
答
率
が
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
場
合
の
質
問
信
号
の

せ
ん尖

頭
電
力
は
、
（－

）
八
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
（－
）
七
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト

を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
二
及
び
三
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
　
空
中
線
が
四
分
の
一
波
長
の
単
一
型
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ

ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
応
答
率
が
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
な
る
場
合
の
質
問
信
号

の
せ
ん尖

頭
電
力
は
、
当
該
受
信
装
置
の

大
感
度
の
点
以
上
（－
）
二
四
デ
シ
ベ
ル
以
下

三
　
空
中
線
が
四
分
の
一
波
長
の
単
一
型
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ

ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
応
答
率
が
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
な
る
場
合
の
質
問
信
号

の
せ
ん尖

頭
電
力
は
、
（－

）
八
四
デ
シ
ベ
ル
以
下

パ
ル
ス
幅
弁

別
の
特
性

モ
ー
ド
Ａ
又
は
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
に
対
す
る
パ
ル
ス
幅
弁
別
の
特
性
は
、
（
１
）
に
同

じ
。

エ
コ
ー
抑
圧

の
特
性

一
　
応
答
で
き
な
い
か
、
又
は
応
答
を
必
要
と
し
な
い
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
を
受
信
し

た
と
き
は
、
受
信
感
度
は
同
期
位
相
反
転
の
後
、
一
二
八
マ
イ
ク
ロ
秒
以
内
に
当
該
受

信
装
置
の

大
感
度
か
ら
三
デ
シ
ベ
ル
以
内
の
点
ま
で
回
復
す
る
こ
と
。

二
　
モ
ー
ド
Ａ
又
は
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
に
対
す
る
エ
コ
ー
抑
圧
の
特
性
は
、
（
１
）
に

同
じ
。

受
信
感
度
の

回
復
に
要

す
る
時
間

応
答
信
号
の

後
の
パ
ル
ス
を
発
射
し
た
後
、
受
信
感
度
が
当
該
受
信
装
置
の

大
感
度

の
三
デ
シ
ベ
ル
以
内
に
回
復
す
る
時
間
は
、
一
二
五
マ
イ
ク
ロ
秒
以
内

応
答
回
数
制

御
の
た
め

の
感
度
抑

圧

モ
ー
ド
Ａ
又
は
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
に
対
す
る
応
答
回
数
制
御
の
た
め
の
感
度
抑
圧
は
、

（
１
）
に
同
じ
。

ニ
　
空
中
線
は
、
そ
の
水
平
面
に
お
け
る
指
向
特
性
が
満
足
な
無
指
向
性
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
発
射
す
る
電

波
の
偏
波
面
が
垂
直
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
う
ち
飛
行
場
内
を
移
動
す
る
車
両
に
開
設
す
る
も
の
の
無
線
設
備
（
以
下
「
ノ

ン
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
」
と
い
う
。
）
は
、
第
二
号
ロ
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
ほ
か
、

自
ら
任
意
の
間
隔
に
よ
り
信
号
を
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

（
Ｉ
Ｌ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
五
条
の
十
二
の
七
　
Ｉ
Ｌ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
ロ
ー
カ
ラ
イ
ザ

イ
　
有
効
範
囲
は
、
別
図
第
九
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ロ
　
コ
ー
ス
・
ラ
イ
ン
（
水
平
面
に
お
い
て
Ｄ
Ｄ
Ｍ
（
一
定
の
受
信
点
に
お
け
る
二
つ
の
変
調
信
号
の
変
調
度

に
つ
い
て
、
そ
の
大
き
い
値
と
小
さ
い
値
と
の
差
を
百
で
除
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
値
が
零

と
な
る
点
の
軌
跡
で
あ
つ
て
、
滑
走
路
の
中
心
線
に

も
近
接
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
精
度

は
、
コ
ー
ス
・
ラ
イ
ン
を
平
均
化
し
直
線
の
も
の
と
み
な
し
て
設
計
値
に
で
き
る
限
り
合
致
す
る
よ
う
に
調

整
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
直
線
上
に
お
け
る
Ｄ
Ｄ
Ｍ
の
値
が
別
図
第
十
号
に
示
す
値
以
内
で
あ
る
こ

と
。

ハ
　
有
効
範
囲
内
に
お
い
て
、
偏
位
感
度
（
任
意
の
水
平
面
に
お
い
て
、
基
準
と
な
る
線
か
ら
横
方
向
の
距
離

の
偏
位
と
そ
れ
に
伴
う
Ｄ
Ｄ
Ｍ
の
値
の
変
化
分
と
の
比
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
角
度
偏
位
感
度
（
基

準
と
な
る
線
か
ら
の
角
度
の
偏
位
と
そ
れ
に
伴
う
Ｄ
Ｄ
Ｍ
の
値
の
変
化
分
と
の
比
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

は
、
別
図
第
十
一
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

ニ
　
標
識
信
号
は
、
モ
ー
ル
ス
符
号
に
よ
り
毎
分
六
回
以
上
（
送
信
速
度
は
、
一
分
間
に
つ
い
て
約
欧
文
七
語

と
す
る
。
）
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
送
信
設
備
の
条
件

区
別

条
件

ふ
く輻

射
特
性

ふ
く輻

射
さ
れ
る
電
波
は
、
九
〇
ヘ
ル
ツ
及
び
一
五
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
の
変
調

信
号
に
よ
り
振
幅
変
調
さ
れ
た
電
波
に
よ
つ
て
合
成
さ
れ
た
電
界
分
布
を

構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
有
効
範
囲
内
に
お
い
て
、
コ
ー
ス
・
ラ
イ
ン
か

ら
送
信
空
中
線
に
向
か
つ
て
コ
ー
ス
・
ラ
イ
ン
の
左
側
に
お
い
て
は
、
九

〇
ヘ
ル
ツ
に
よ
る
変
調
度
が
一
五
〇
ヘ
ル
ツ
に
よ
る
変
調
度
よ
り
大
き
く
、

右
側
に
お
い
て
は
、
そ
の
逆
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

変
調
信
号

周
波
数
の
許

容
偏
差

二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
な
る
べ
く
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）

変
調
度

コ
ー
ス
・
ラ
イ
ン
上
に
お
い
て
一
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
二
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

高
調
波
含
有

率

一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

位
相
特
性

別
図
第
十
二
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

標
識
信
号

周
波
数

一
、
〇
二
〇
ヘ
ル
ツ
（
許
容
偏
差
は
、
五
〇
ヘ
ル
ツ
と
す
る
。
）

変
調
方
式

振
幅
変
調

変
調
度

五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

発
射
す
る
電
波
の
偏
波
面

水
平
（
垂
直
偏
波
成
分
は
、
コ
ー
ス
・
ラ
イ
ン
に
あ
る
航
空
機
が
横
に
二
〇

度
傾
斜
し
た
と
き
、
Ｄ
Ｄ
Ｍ
の
変
化
が
〇
・
〇
一
六
以
下
と
な
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。
）

二
　
グ
ラ
イ
ド
・
パ
ス

イ
　
有
効
範
囲
は
、
別
図
第
九
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ロ
　
Ｉ
Ｌ
Ｓ
グ
ラ
イ
ド
・
パ
ス
（
滑
走
路
の
中
心
線
を
含
む
垂
直
面
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｄ
Ｍ
の
値
が
零
と
な
る
点

の
軌
跡
で
あ
つ
て
、
地
表
面
に

も
近
接
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
精
度
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｓ
グ
ラ
イ
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ド
・
パ
ス
を
平
均
化
し
直
線
の
も
の
と
み
な
し
て
設
計
値
に
で
き
る
限
り
合
致
す
る
よ
う
に
調
整
し
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
直
線
上
に
お
け
る
Ｄ
Ｄ
Ｍ
の
値
が
別
図
第
十
号
に
示
す
値
以
内
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
有
効
範
囲
内
に
お
い
て
、
角
度
偏
位
感
度
は
、
別
図
第
十
一
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

ニ
　
送
信
設
備
の
条
件

区
別

条
件

ふ
く輻

射
特
性

ふ
く輻

射
さ
れ
る
電
波
は
、
九
〇
ヘ
ル
ツ
及
び
一
五
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
の
変
調

信
号
に
よ
り
振
幅
変
調
さ
れ
た
電
波
に
よ
つ
て
合
成
さ
れ
た
電
界
分
布
を

構
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
有
効
範
囲
内
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｌ
Ｓ
グ
ラ
イ
ド
・

パ
ス
の
上
側
に
お
い
て
は
、
九
〇
ヘ
ル
ツ
に
よ
る
変
調
度
が
一
五
〇
ヘ
ル

ツ
に
よ
る
変
調
度
よ
り
大
き
く
、
下
側
に
お
い
て
は
、
そ
の
逆
と
な
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

変
調
信
号

周
波
数
の
許
容

偏
差

二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
な
る
べ
く
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
）

変
調
度

Ｉ
Ｌ
Ｓ
グ
ラ
イ
ド
・
パ
ス
上
に
お
い
て
三
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
四
二
・

五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

高
調
波
含
有
率

一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

位
相
特
性

別
図
第
十
二
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

発
射
す
る
電
波
の
偏
波
面

水
平

三
　
マ
ー
カ
・
ビ
ー
コ
ン

イ
　
有
効
範
囲
は
、
別
図
第
九
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ロ
　
送
信
設
備
の
条
件

区
別

条
件

変
調
信
号

周
波
数

ア
ウ
タ
・
マ
ー
カ

四
〇
〇
ヘ
ル
ツ
（
許
容
偏
差
は
、
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す

る
。
）

ミ
ド
ル
・
マ
ー
カ

一
、
三
〇
〇
ヘ
ル
ツ
（
許
容
偏
差
は
、
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と

す
る
。
）

イ
ン
ナ
・
マ
ー
カ

三
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
（
許
容
偏
差
は
、
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と

す
る
。
）

変
調
度

九
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

高
調
波
含
有
率

一
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

構
成

ア
ウ
タ
・
マ
ー
カ

線
の
反
復

ミ
ド
ル
・
マ
ー
カ

交
互
す
る
点
と
線
の
反
復

イ
ン
ナ
・
マ
ー
カ

点
の
反
復

送
信
速
度

標
準
　
点
は
毎
秒
六
回
　
線
は
毎
秒
二
回

空
中
線
の
指
向
特
性

上
空
へ
な
る
べ
く
扇
形
状

発
射
す
る
電
波
の
偏
波
面

水
平

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

（
Ｖ
Ｏ
Ｒ
）

第
四
十
五
条
の
十
二
の
八
　
Ｖ
Ｏ
Ｒ
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
基
準
位
相
信
号
及
び
可
変
位
相
信
号
を
連
続
し
て
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
基
準
位
相
信
号
と
可
変
位
相
信
号
の
位
相
は
、
Ｖ
Ｏ
Ｒ
の
磁
北
の
方
向
に
お
い
て
合
致
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
他
の
方
向
に
お
い
て
は
、
磁
北
か
ら
の
方
位
角
に
相
当
す
る
位
相
差
を
生
ず
る
こ
と
と
な
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
ロ
の
位
相
差
に
よ
つ
て
与
え
る
方
位
角
の
誤
差
は
、
仰
角
が
〇
度
以
上
四
〇
度
以
下
の
範
囲
に
お
い
て
、

二
度
以
内
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
標
識
信
号
は
、
モ
ー
ル
ス
符
号
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
三
〇
秒
ご
と
に
一
回
（
送
信
速
度
は
、
一
分
間
に

つ
い
て
約
欧
文
七
語
と
す
る
。
）
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
設
備
の
条
件

区
別

条
件

主
搬
送
波

変
調
方
式

変
調
信
号
に
よ
つ
て
、
空
間
に
お
い
て
振
幅
変
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

変
調
信
号

一
　
標
準
Ｖ
Ｏ
Ｒ

イ
　
基
準
位
相
信
号
に
よ
つ
て
周
波
数
変
調
さ
れ
た
副
搬
送
波

ロ
　
可
変
位
相
信
号

二
　
ド
ツ
プ
ラ
Ｖ
Ｏ
Ｒ

イ
　
基
準
位
相
信
号

ロ
　
可
変
位
相
信
号
に
よ
つ
て
周
波
数
変
調
さ
れ
た
副
搬
送
波

変
調
信
号
の

周
波
数
配

列

別
図
第
十
三
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

変
調
度

次
に
掲
げ
る
範
囲
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

一
　
仰
角
が
五
度
以
下
の
範
囲

イ
　
標
準
Ｖ
Ｏ
Ｒ

（
１
）
　
基
準
位
相
信
号
に
よ
つ
て
周
波
数
変
調
さ
れ
た
副
搬
送
波
に
よ
る

も
の
　
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

（
２
）
　
可
変
位
相
信
号
に
よ
る
も
の
　
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
五
パ
ー

セ
ン
ト
以
下

ロ
　
ド
ツ
プ
ラ
Ｖ
Ｏ
Ｒ

（
１
）
　
基
準
位
相
信
号
に
よ
る
も
の
　
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
五
パ
ー

セ
ン
ト
以
下

（
２
）
　
可
変
位
相
信
号
に
よ
つ
て
周
波
数
変
調
さ
れ
た
副
搬
送
波
に
よ
る

も
の
　
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
五
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

二
　
仰
角
が
五
度
を
超
え
る
範
囲

変
調
信
号
の
項
の
各
変
調
信
号
に
よ
る
も
の
　
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三

二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

副
搬
送
波

周
波
数

九
、
九
六
〇
ヘ
ル
ツ
（
許
容
偏
差
は
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
）

変
調
方
式

変
調
信
号
に
よ
つ
て
、
空
間
に
お
い
て
周
波
数
変
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
と

な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

変
調
信
号

標
準
Ｖ
Ｏ
Ｒ
に
お
い
て
は
、
基
準
位
相
信
号

ド
ツ
プ
ラ
Ｖ
Ｏ
Ｒ
に
お
い
て
は
、
可
変
位
相
信
号

変
調
指
数

一
　
標
準
Ｖ
Ｏ
Ｒ
　
一
五
以
上
一
七
以
下

二
　
ド
ツ
プ
ラ
Ｖ
Ｏ
Ｒ

イ
　
仰
角
が
五
度
以
下
の
範
囲
　
一
五
以
上
一
七
以
下

ロ
　
仰
角
が
五
度
を
超
え
四
〇
度
以
下
の
範
囲
　
一
一
以
上
一
七
以
下

残
留
振
幅
成

分
の
変
調

度

標
準
Ｖ
Ｏ
Ｒ
に
お
い
て
は
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

ド
ツ
プ
ラ
Ｖ
Ｏ
Ｒ
に
お
い
て
は
、
空
中
線
か
ら
三
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の

距
離
に
お
い
て
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

高
調
波
の
強

度

基
本
波
の
強
度
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
し
た
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で

あ
る
こ
と
。

第
二
次
高
調
波
　
（－

）
三
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
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第
三
次
高
調
波
　
（－

）
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下

第
四
次
高
調
波
以
上
の
高
調
波
　
（－

）
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下

基
準
位
相
信

号
及
び
可

変
位
相
信

号

周
波
数

三
〇
ヘ
ル
ツ
（
許
容
偏
差
は
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
）

位
相
特
性

別
図
第
十
四
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

標
識
信
号

変
調
周
波
数

一
、
〇
二
〇
ヘ
ル
ツ
（
許
容
偏
差
は
、
五
〇
ヘ
ル
ツ
と
す
る
。
）

変
調
方
式

振
幅
変
調

変
調
度

二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

発
射
す
る
電
波
の
偏
波
面

水
平

三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

（
Ｇ
Ｂ
Ａ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
五
条
の
十
二
の
八
の
二
　
Ｇ
Ｂ
Ａ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
差
動
八
相
位
相
変
調
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
伝
送
速
度
は
、
毎
秒
三
一
、
五
〇
〇
ビ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
。

二
　
有
効
範
囲
は
、
別
図
第
十
四
号
の
二
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
空
中
線
は
、
発
射
す
る
電
波
の
偏
波
面
が
水
平
又
は
楕
円
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

（
航
空
機
用
気
象
レ
ー
ダ
ー
等
）

第
四
十
五
条
の
十
二
の
九
　
航
空
機
用
気
象
レ
ー
ダ
ー
、
タ
カ
ン
、
電
波
高
度
計
及
び
航
空
機
用
ド
ツ
プ
ラ
・
レ
ー

ダ
ー
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
Ｍ
Ｌ
Ｓ
角
度
系
）

第
四
十
五
条
の
十
二
の
十
　
Ｍ
Ｌ
Ｓ
角
度
系
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
方
位
誘
導
を
行
う
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

イ
　
方
位
誘
導
を
行
う
た
め
の
信
号
は
、
別
図
第
十
五
号
に
示
す
方
位
誘
導
信
号
、
基
本
デ
ー
タ
信
号
及
び
補

助
デ
ー
タ
信
号
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
方
位
誘
導
信
号
の
送
信
回
数
の
一
〇
秒
間
の
平
均
は
、
毎
分
七
五
〇
回
以
上
八
一
〇
回
以
下
（
別
表
第
六

号
に
お
い
て
「
ノ
ー
マ
ル
・
レ
ー
ト
」
と
い
う
。
）
又
は
毎
分
二
、
二
五
〇
回
以
上
二
、
四
三
〇
回
以
下
（
別

表
第
六
号
に
お
い
て
「
ハ
イ
・
レ
ー
ト
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
有
効
範
囲
は
、
別
図
第
十
六
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
方
位
誘
導
の
精
度
（
時
間
率
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
の
値
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

方
位
誘
導
信
号
に
よ
り
基
準
点
と
し
て
示
さ
れ
る
点
と
基
準
点
と
の
距
離
が
六
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ホ
　
空
中
線
は
、
そ
の
発
射
す
る
電
波
の
偏
波
面
が
垂
直
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
方
位
誘
導
信
号
の
比
例
角
度
誘
導
情
報
を
与
え
る
た
め
に
走
査
（
一
定
の
方
法
に
よ
り
、
電
波
の

ふ
く輻

射
方

向
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
さ
れ
る
ビ
ー
ム
状
の
電
波
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
走
査
ビ
ー
ム
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
走
査
ビ
ー
ム
は
、
少
な
く
と
も
有
効
範
囲
（
ル
の
場
合
に
お
い
て
は
、
比
例
角
度
誘
導
範
囲
（
有
効
範

囲
の
う
ち
、
比
例
角
度
誘
導
情
報
が
得
ら
れ
る
範
囲
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る

。
）
を

ふ
く輻

射
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
走
査
ビ
ー
ム
の
走
査
範
囲
及
び
走
査
速
度
は
、
別
表
第
六
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（３）
　
走
査
ビ
ー
ム
の
ビ
ー
ム
の
半
値
角
は
、
空
中
線
の
主
軸
方
向
に
お
い
て
、
四
度
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ト
　
方
位
誘
導
信
号
（
プ
リ
ア
ン
ブ
ル
信
号
、
標
識
信
号
及
び
機
上
空
中
線
選
択
信
号
に
限
る
。
）
、
基
本
デ
ー

タ
信
号
及
び
補
助
デ
ー
タ
信
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
変
調
方
式
は
、
位
相
変
調
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
変
調
速
度
は
、
毎
秒
一
五
、
六
二
五
ビ
ツ
ト
で
あ
る
こ
と
。

チ
　
標
識
信
号
は
、
ト
に
掲
げ
る
条
件
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
欧
文
四
文
字
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
モ
ー
ル
ス
符
号
に
よ
り
標
識
信
号
を
送
信
す
る
場
合
に
は
、
別
図
第
十
七
号
に
示
す
構
成
に
よ
り
送
信

す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
一
分
間
に
六
回
以
上
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
基
本
デ
ー
タ
信
号
を
用
い
て
標
識
信
号
を
送
信
す
る
場
合
に
は
、
標
識
信
号
の
二
文
字
目
か
ら
四
文
字

目
ま
で
を
順
次
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

リ
　
方
位
誘
導
Ｏ
Ｃ
Ｉ
信
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
変
調
方
式
は
、
パ
ル
ス
振
幅
変
調
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
方
位
誘
導
Ｏ
Ｃ
Ｉ
信
号
の
特
性
は
、
別
図
第
十
八
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
有
効
範
囲
の
外
に
お
い
て
、
方
位
誘
導
Ｏ
Ｃ
Ｉ
信
号
の
強
度
は
、
方
位
誘
導
を
行
う
無
線
設
備
が
送
信

す
る
他
の
方
位
誘
導
の
た
め
の
信
号
の
強
度
よ
り
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
有
効
範
囲
（
ヌ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
比
例
角
度
誘
導
範
囲
と
す
る
。
）
の
内
に
お
い
て
、
方
位
誘
導

Ｏ
Ｃ
Ｉ
信
号
の
強
度
は
、
走
査
ビ
ー
ム
の

大
の
強
度
よ
り
少
な
く
と
も
五
デ
シ
ベ
ル
低
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。

ヌ
　
比
例
角
度
誘
導
範
囲
が
有
効
範
囲
よ
り
狭
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
基
本
デ
ー
タ
信
号
に
よ
り
比
例
角
度
誘

導
範
囲
を
示
す
こ
と
。

ル
　
方
位
誘
導
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
信
号
（
方
位
誘
導
を
行
う
無
線
設
備
が
送
信
す
る
信
号
の
う
ち
、
有
効
範
囲
の

内
で
あ
り
、
か
つ
、
比
例
角
度
誘
導
範
囲
の
外
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
送
信
す
る
場
合
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

（１）
　
変
調
方
式
は
、
パ
ル
ス
振
幅
変
調
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
方
位
誘
導
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
信
号
の
特
性
は
、
別
図
第
十
八
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二
　
後
方
方
位
誘
導
を
行
う
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

イ
　
後
方
方
位
誘
導
を
行
う
た
め
の
信
号
は
、
別
図
第
十
五
号
に
示
す
後
方
方
位
誘
導
信
号
、
基
本
デ
ー
タ
信

号
及
び
補
助
デ
ー
タ
信
号
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
後
方
方
位
誘
導
信
号
の
送
信
回
数
の
一
〇
秒
間
の
平
均
は
、
毎
分
三
七
五
回
以
上
四
〇
五
回
以
下
で
あ
る

こ
と
。

ハ
　
有
効
範
囲
は
、
別
図
第
十
六
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
後
方
方
位
誘
導
の
精
度
は
、
後
方
方
位
誘
導
信
号
に
よ
り
後
方
基
準
点
（
滑
走
路
中
心
点
の
垂
直
の
上
空

の
一
五
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
八
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
間
の
一
点
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し

て
示
さ
れ
る
点
と
後
方
基
準
点
と
の
距
離
が
六
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
空
中
線
は
、
そ
の
発
射
す
る
電
波
の
偏
波
面
が
垂
直
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
後
方
方
位
誘
導
信
号
の
比
例
角
度
誘
導
情
報
を
与
え
る
た
め
の
走
査
ビ
ー
ム
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
走
査
ビ
ー
ム
は
、
少
な
く
と
も
有
効
範
囲
（
ル
の
場
合
に
お
い
て
は
、
比
例
角
度
誘
導
範
囲
と
す
る
。
）

を
ふ
く輻

射
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
走
査
ビ
ー
ム
の
走
査
範
囲
及
び
走
査
速
度
は
、
別
表
第
六
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
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（３）
　
走
査
ビ
ー
ム
の
ビ
ー
ム
の
半
値
角
は
、
空
中
線
の
主
軸
方
向
に
お
い
て
、
四
度
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ト
　
後
方
方
位
誘
導
信
号
（
プ
リ
ア
ン
ブ
ル
信
号
、
標
識
信
号
及
び
機
上
空
中
線
選
択
信
号
に
限
る
。
）
、
基
本

デ
ー
タ
信
号
及
び
補
助
デ
ー
タ
信
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
変
調
方
式
は
、
位
相
変
調
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
変
調
速
度
は
、
毎
秒
一
五
、
六
二
五
ビ
ツ
ト
で
あ
る
こ
と
。

チ
　
標
識
信
号
は
、
ト
に
掲
げ
る
条
件
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
欧
文
四
文
字
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
モ
ー
ル
ス
符
号
に
よ
り
標
識
信
号
を
送
信
す
る
場
合
に
は
、
別
図
第
十
七
号
に
示
す
構
成
に
よ
り
送
信

す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
一
分
間
に
六
回
以
上
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
基
本
デ
ー
タ
信
号
を
用
い
て
標
識
信
号
を
送
信
す
る
場
合
に
は
、
標
識
信
号
の
二
文
字
目
か
ら
四
文
字

目
ま
で
を
順
次
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

リ
　
後
方
方
位
誘
導
Ｏ
Ｃ
Ｉ
信
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
変
調
方
式
は
、
パ
ル
ス
振
幅
変
調
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
後
方
方
位
誘
導
Ｏ
Ｃ
Ｉ
信
号
の
特
性
は
、
別
図
第
十
八
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
有
効
範
囲
の
外
に
お
い
て
、
後
方
方
位
誘
導
Ｏ
Ｃ
Ｉ
信
号
の
強
度
は
、
後
方
方
位
誘
導
を
行
う
無
線
設

備
が
送
信
す
る
他
の
後
方
方
位
誘
導
の
た
め
の
信
号
の
強
度
よ
り
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
有
効
範
囲
（
ヌ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
比
例
角
度
誘
導
範
囲
と
す
る
。
）
の
内
に
お
い
て
、
後
方
方
位

誘
導
Ｏ
Ｃ
Ｉ
信
号
の
強
度
は
、
走
査
ビ
ー
ム
の

大
の
強
度
よ
り
少
な
く
と
も
五
デ
シ
ベ
ル
低
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

ヌ
　
比
例
角
度
誘
導
範
囲
が
有
効
範
囲
よ
り
狭
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
基
本
デ
ー
タ
信
号
に
よ
り
比
例
角
度
誘

導
範
囲
を
示
す
こ
と
。

ル
　
後
方
方
位
誘
導
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
信
号
（
後
方
方
位
誘
導
を
行
う
無
線
設
備
が
送
信
す
る
信
号
の
う
ち
、
有

効
範
囲
の
内
で
あ
り
、
か
つ
、
比
例
角
度
誘
導
範
囲
の
外
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
送
信
す
る
場
合
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

（１）
　
変
調
方
式
は
、
パ
ル
ス
振
幅
変
調
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
後
方
方
位
誘
導
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
信
号
の
特
性
は
、
別
図
第
十
八
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

三
　
高
低
誘
導
を
行
う
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

イ
　
高
低
誘
導
を
行
う
た
め
の
信
号
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
高
低
誘
導
信
号
」
と
い
う
。
）
は
、
別
図
第

十
五
号
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
高
低
誘
導
信
号
の
送
信
回
数
の
一
〇
秒
間
の
平
均
は
、
毎
分
二
、
二
五
〇
回
以
上
二
、
四
三
〇
回
以
下
で

あ
る
こ
と
。

ハ
　
有
効
範
囲
は
、
別
図
第
十
六
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
高
低
誘
導
の
精
度
は
、
高
低
誘
導
信
号
に
よ
り
基
準
点
と
し
て
示
さ
れ
る
点
と
基
準
点
と
の
距
離
が
〇
・

六
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
空
中
線
は
、
そ
の
発
射
す
る
電
波
の
偏
波
面
が
垂
直
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
高
低
誘
導
信
号
の
比
例
角
度
誘
導
情
報
を
与
え
る
た
め
の
走
査
ビ
ー
ム
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
走
査
ビ
ー
ム
は
、
少
な
く
と
も
有
効
範
囲
を

ふ
く輻

射
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
走
査
ビ
ー
ム
の
走
査
範
囲
及
び
走
査
速
度
は
、
別
表
第
六
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（３）
　
走
査
ビ
ー
ム
の
ビ
ー
ム
の
半
値
角
は
、
空
中
線
の
主
軸
方
向
に
お
い
て
、
二
・
五
度
以
下
で
あ
る
こ

と
。

ト
　
高
低
誘
導
信
号
の
プ
リ
ア
ン
ブ
ル
信
号
は
、
次
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
変
調
方
式
は
、
位
相
変
調
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
変
調
速
度
は
、
毎
秒
一
五
、
六
二
五
ビ
ツ
ト
で
あ
る
こ
と
。

チ
　
高
低
誘
導
Ｏ
Ｃ
Ｉ
信
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
変
調
方
式
は
、
パ
ル
ス
振
幅
変
調
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
高
低
誘
導
Ｏ
Ｃ
Ｉ
信
号
の
特
性
は
、
別
図
第
十
八
号
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
有
効
範
囲
の
外
に
お
い
て
、
高
低
誘
導
Ｏ
Ｃ
Ｉ
信
号
の
強
度
は
、
高
低
誘
導
を
行
う
無
線
設
備
が
送
信

す
る
他
の
高
低
誘
導
の
た
め
の
信
号
の
強
度
よ
り
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
有
効
範
囲
の
内
に
お
い
て
、
高
低
誘
導
Ｏ
Ｃ
Ｉ
信
号
は
、
走
査
ビ
ー
ム
の

大
の
強
度
よ
り
少
な
く
と

も
五
デ
シ
ベ
ル
低
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

（
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
）

第
四
十
五
条
の
十
二
の
十
一
　
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ⅰ
（
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
で
あ
つ
て
、
表
示
す
る
情
報
が
位
置
情
報
の
み
の
も
の
を
い
う
。
）
は
、
次
に
掲

げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
送
信
装
置
の
条
件

（１）
　
質
問
信
号
及
び
抑
圧
信
号
の
モ
ー
ド
ご
と
の
特
性
は
、
別
図
第
七
号
に
よ
る
こ
と
。

（２）
　
質
問
信
号
を
送
信
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
空
中
線
が
四
分
の
一
波
長
の
単
一
型
で
あ
つ
て
、
か

つ
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
の

せ
ん尖

頭
電
力
は
、
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
、
二
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

ま
で
の
周
波
数
の
範
囲
に
お
い
て
（－

）
九
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下

で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
モ
ー
ド
Ｃ
の
質
問
信
号
及
び
抑
圧
信
号
を
送
信
で
き
る
こ
と
。

（４）
　
質
問
信
号
の
送
信
回
数
及
び
送
信
電
力
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
方
法
に
よ
り
制
御
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

（５）
　
質
問
信
号
群
の
ジ
ッ
タ
は
、
（±

）
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
で
あ
る
こ
と
。

（６）
　
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
を
送
信
で
き
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
別
図
第
七
号
に
示
す
デ
ー
タ
ブ
ロ
ツ
ク
に

よ
り
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
様
式
の
標
識
信
号
を
送
信
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
受
信
装
置
の
条
件

（１）
　
一
、
〇
八
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
、
〇
九
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
範
囲
に
お
け
る
感
度
（
空
中
線
が
四

分
の
一
波
長
の
単
一
型
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、
解
読
率

（
応
答
信
号
の
受
信
回
数
に
対
す
る
識
別
回
数
の
百
分
比
を
い
う
。
）
が
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
場
合
の

応
答
信
号
の

せ
ん尖

頭
電
力
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
（－

）
七
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
（
一

ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
一
信
号
選
択
度
に
お
け
る
減
衰
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
、
〇
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
の
差
の
周
波
数

減
衰
量

一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
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二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

ハ
　
機
体
の
上
部
又
は
下
部
に
専
用
の
空
中
線
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

二
　
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ⅱ
（
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
で
あ
つ
て
、
表
示
す
る
情
報
が
位
置
情
報
及
び
垂
直
方
向
の
回
避
情
報
の
も
の
を

い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
送
信
装
置
の
条
件

（１）
　
質
問
信
号
及
び
抑
圧
信
号
の
モ
ー
ド
ご
と
の
特
性
は
、
別
図
第
七
号
に
よ
る
こ
と
。

（２）
　
質
問
信
号
を
送
信
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
空
中
線
が
四
分
の
一
波
長
の
単
一
型
で
あ
つ
て
、
か

つ
、
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
の

せ
ん尖

頭
電
力
は
、
一
、
〇
二
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
、
〇
三
三
Ｍ

Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
範
囲
に
お
い
て
（－

）
九
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

以
下
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
モ
ー
ド
Ｃ
一
括
の
質
問
信
号
及
び
抑
圧
信
号
並
び
に
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
を
送
信
で
き
る
こ
と
。

（４）
　
質
問
信
号
の
送
信
回
数
及
び
送
信
電
力
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
方
法
に
よ
り
制
御
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

（５）
　
質
問
信
号
群
の
送
信
の
時
間
間
隔
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

区
別

時
間
間
隔

一
　
応
答
を
必
要
と
し
な
い
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
群

八
秒
又
は
一
〇
秒

二
　
一
の
項
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
質
問
信
号
群

一
秒

（６）
　
質
問
信
号
群
の
ジ
ツ
タ
は
、
（±

）
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
で
あ
る
こ
と
。

（７）
　
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
は
、
別
図
第
七
号
に
示
す
デ
ー
タ
ブ
ロ
ツ
ク
に
よ
り
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す

る
様
式
の
標
識
信
号
を
送
信
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
受
信
装
置
の
条
件

（１）
　
感
度
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（イ）
　
一
、
〇
八
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
、
〇
九
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
範
囲
に
お
け
る
感
度
は
、
（－

）

七
九
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
（－

）
七
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
の

範
囲
で
あ
る
こ
と
。

（ロ）
　
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、

せ
ん尖

頭
電
力
が
（－

）
八
一
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ

ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
の
応
答
信
号
に
対
す
る
解
読
率
は
、
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

で
あ
る
こ
と
。

（ハ）
　
給
電
線
の
損
失
が
三
デ
シ
ベ
ル
の
場
合
に
お
い
て
、

せ
ん尖

頭
電
力
の
値
が

大
感
度
の
点
を
三
デ
シ
ベ

ル
超
え
る
値
以
上
（－

）
二
四
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
の
範
囲

の
応
答
信
号
に
対
す
る
解
読
率
は
、
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
受
信
感
度
の
制
御
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（イ）
　

大
感
度
の
点
を
一
三
デ
シ
ベ
ル
超
え
る
モ
ー
ド
Ｃ
の
応
答
信
号
を
受
信
し
た
場
合
、

初
の
パ
ル

ス
が
立
ち
上
が
つ
た
後
二
一
マ
イ
ク
ロ
秒
以
上
の
間
、

初
の
パ
ル
ス
の

せ
ん尖

頭
電
力
よ
り
八
デ
シ
ベ
ル

か
ら
一
〇
デ
シ
ベ
ル
低
い
点
ま
で
感
度
を
低
下
さ
せ
る
も
の
と
し
、

初
の
パ
ル
ス
が
立
ち
上
が
つ
た

後
二
六
マ
イ
ク
ロ
秒
以
内
に

大
感
度
ま
で
回
復
す
る
こ
と
。

（ロ）
　

大
感
度
の
点
を
一
〇
デ
シ
ベ
ル
超
え
る
モ
ー
ド
Ｓ
の
応
答
信
号
を
受
信
し
た
場
合
、

初
の
パ
ル

ス
が
立
ち
上
が
つ
た
後
一
一
五
マ
イ
ク
ロ
秒
以
上
の
間
、

初
の
パ
ル
ス
の

せ
ん尖

頭
電
力
よ
り
五
デ
シ
ベ

ル
か
ら
七
デ
シ
ベ
ル
低
い
点
ま
で
感
度
を
低
下
さ
せ
る
も
の
と
し
、

初
の
パ
ル
ス
が
立
ち
上
が
つ
た

後
一
二
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
以
内
に

大
感
度
ま
で
回
復
す
る
こ
と
。

（ハ）
　
パ
ル
ス
幅
が
〇
・
三
マ
イ
ク
ロ
秒
未
満
の
信
号
を
受
信
し
た
場
合
、
受
信
感
度
の
制
御
を
行
わ
な
い

こ
と
。

（ニ）
　
立
ち
上
が
り
時
間
が
〇
・
五
マ
イ
ク
ロ
秒
を
超
え
る
信
号
を
受
信
し
た
場
合
、
受
信
感
度
の
制
御
を

行
わ
な
い
こ
と
。

（３）
　
一
信
号
選
択
度
に
お
け
る
減
衰
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
、
〇
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
の
差
の
周
波
数

減
衰
量

五
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

三
デ
シ
ベ
ル
以
上

一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

ハ
　
機
体
の
上
部
及
び
下
部
に
専
用
の
空
中
線
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
機
体
の
上
部
及
び
下
部
に
取
り
付
け
ら
れ
た
空
中
線
の
間
の
送
信
遅
延
の
差
は
、
〇
・
〇
五
マ
イ
ク
ロ
秒

を
超
え
な
い
こ
と
。

ホ
　
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
に
よ
り
衝
突
の
回
避
の
方
向
の
調
整
を
行
う
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
空
中
線
は
、
そ
の
発
射
す
る
電
波
の
偏
波
面
が
垂
直
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

第
四
十
五
条
の
十
三
　
削
除

（
航
空
局
の
無
線
設
備
の
条
件
）

第
四
十
五
条
の
十
四
　
航
空
局
の
無
線
設
備
で
Ｊ
三
Ｅ
電
波
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
使
用
す
る
も
の
は
、
第
四
十
五
条

の
十
一
第
一
項
に
定
め
る
条
件
と
す
る
。
た
だ
し
、
搬
送
波
電
力
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
定
め
る
条
件
に
か
か
わ

ら
ず
、
搬
送
波
電
力
が
尖
頭
電
力
よ
り
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

第
四
十
五
条
の
十
五
　
航
空
局
の
一
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設

備
（
Ａ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
周
波
数
間
隔
が
八
・
三
三
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
及
び
Ｇ
一
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を

除
く
。
）
は
、
第
四
十
五
条
の
十
二
第
一
項
第
三
号
の
表
（
感
度
の
項
、
一
信
号
選
択
度
の
項
及
び
総
合
周
波
数

特
性
の
項
を
除
く
。
）
に
定
め
る
条
件
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
表
に
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置

区
別

条
件

変
調
方
式

振
幅
変
調
方
式

総
合

ひ
ず
み

歪

率

変
調
周
波
数
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
で
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
変
調
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

総
合
周
波
数
特

性

変
調
周
波
数
三
〇
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
三
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
に
お
い
て
、
六
デ
シ
ベ
ル

以
内
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
達
し
得
る
効
果
と
同
等
以
上
の
効
果
を
上
げ
る
性
能

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

信
号
対
雑
音
比

変
調
周
波
数
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
で
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
変
調
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

三
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

二
　
受
信
装
置

区
別

条
件

感
度

信
号
対
雑
音
比
を
六
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
た
め
に
必
要
な
受
信
機
入
力
電
圧
が
、

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
を
さ
れ
た
も
の
の
場

合
に
お
い
て
、
五
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
以
下

一
信
号

選
択

度

通
過
帯
域
幅

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
を
さ
れ
た
受
信
機
入
力

電
圧
を
受
信
装
置
の

大
感
度
の
点
か
ら
六
デ
シ
ベ
ル
高
い
値
で
加
え
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
装
置
の

大
感
度
時
に
お
け
る
出
力
と
同
等
の
出
力
と
な
る

と
き
の
幅
が
割
当
周
波
数
か
ら
当
該
割
当
周
波
数
の
（±

）
〇
・
〇
〇
五
パ
ー
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セ
ン
ト
（
一
定
の
方
向
に
あ
る
航
空
機
局
と
航
空
交
通
管
制
に
関
す
る
長
距
離

通
信
に
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
五
ｋ
Ｈ
ｚ
）
以
上

減
衰
量

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
を
さ
れ
た
受
信
機
入
力

電
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
装
置
の

大
感
度
時
に
お
け
る
出
力
と

同
等
の
出
力
と
な
る
と
き
の
当
該
受
信
機
入
力
電
圧
の
四
〇
デ
シ
ベ
ル
低
下
の

帯
域
幅
が
（±

）
一
七
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内
、
六
〇
デ
シ
ベ
ル
低
下
の
帯
域
幅
が
（±

）

二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内

ス

プ

リ

ア

ス
・
レ
ス

ポ
ン
ス

六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

総
合
周
波
数
特
性

変
調
周
波
数
三
五
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
二
、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
に
お
い
て
、
六
デ
シ

ベ
ル
以
内

三
　
空
中
線

区
別

条
件

偏
波
面

航
空
交
通
管
制
に
関
す
る
通
信
に
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
垂
直
偏
波
で
あ
つ
て
、
か
つ
、

な
る
べ
く
水
平
偏
波
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
航
空
局
の
一
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
Ａ

二
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
掲
げ
る
条
件
に
よ
る
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技

術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
航
空
局
の
一
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
Ａ

三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
周
波
数
間
隔
が
八
・
三
三
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
は
、
第
四
十
五
条
の
十
二
第
一
項
第
三
号
の
表

（
感
度
の
項
、
一
信
号
選
択
度
の
項
及
び
総
合
周
波
数
特
性
の
項
を
除
く
。
）
に
定
め
る
条
件
の
ほ
か
、
次
の
各
号

の
表
に
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置

区
別

条
件

変
調
方
式

振
幅
変
調
方
式

総
合
歪
率

変
調
周
波
数
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
で
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
変
調
を
し
た
場
合
に
お
い

て
、
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

総
合
周
波
数
特
性

変
調
周
波
数
三
五
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
二
、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
に
お
い
て
、
六
デ
シ
ベ
ル
以
内

信
号
対
雑
音
比

変
調
周
波
数
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
で
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
変
調
を
し
た
場
合
に
お
い

て
、
三
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

二
　
受
信
装
置

区
別

条
件

感
度

信
号
対
雑
音
比
を
六
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
た
め
に
必
要
な
受
信
機
入
力
電
圧
が
、

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
を
さ
れ
た
も
の
の

場
合
に
お
い
て
、
五
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
以
下

一
信
号

選

択

度

通
過
帯
域
幅

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
を
さ
れ
た
受
信
機
入

力
電
圧
を
受
信
装
置
の

大
感
度
の
点
か
ら
六
デ
シ
ベ
ル
高
い
値
で
加
え
た

場
合
に
お
い
て
、
当
該
装
置
の

大
感
度
時
に
お
け
る
出
力
と
同
等
の
出
力

と
な
る
と
き
の
幅
が
割
当
周
波
数
か
ら
（±

）
二
・
八
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上

減
衰
量

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
を
さ
れ
た
受
信
機
入

力
電
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
装
置
の

大
感
度
時
に
お
け
る
出

力
と
同
等
の
出
力
と
な
る
と
き
の
当
該
受
信
機
入
力
電
圧
の
四
〇
デ
シ
ベ
ル

低
下
の
帯
域
幅
が
（±

）
一
七
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内
、
六
〇
デ
シ
ベ
ル
低
下
の
帯
域

幅
が
（±

）
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内

ス

プ

リ

ア

ス
・
レ
ス

ポ
ン
ス

六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

総
合
周
波
数
特
性

変
調
周
波
数
三
五
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
二
、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
に
お
い
て
、
六
デ

シ
ベ
ル
以
内

三
　
空
中
線

区
別

条
件

偏
波
面

航
空
交
通
管
制
に
関
す
る
通
信
に
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
垂
直
偏
波
で
あ
つ
て
、
か
つ
、

な
る
べ
く
水
平
偏
波
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

４
　
航
空
局
の
一
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
三
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
Ｇ

一
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
第
四
十
五
条
の
十
二
第
四
項
各
号
に
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
無
線
標
識
局
の
変
調
度
）

第
四
十
五
条
の
十
六
　
無
指
向
性
の
無
線
標
識
に
使
用
す
る
送
信
装
置
の
Ａ
二
Ａ
電
波
に
お
け
る
変
調
度
は
、
八
〇

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
変
調
周
波
数
が
音
声
周
波
数
を
含
む
も
の
に
あ
つ
て
は
、

無
線
標
識
用
の
変
調
周
波
数
に
よ
る
部
分
の
変
調
度
は
、
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
す
る
。

（
無
線
標
識
局
の
総
合

ひ
ず
み

歪

率
等
）

第
四
十
五
条
の
十
七
　
無
指
向
性
の
無
線
標
識
に
使
用
す
る
送
信
装
置
の
総
合

ひ
ず
み

歪

率
は
、
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
変

調
を
し
た
と
き
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
変
調
周
波
数
が
音
声
周
波
数
を
含
む

も
の
に
あ
つ
て
は
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
。

２
　
無
指
向
性
の
無
線
標
識
に
使
用
す
る
送
信
装
置
の
信
号
対
雑
音
比
は
、
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
変
調
を
し
た
場
合
に

お
い
て
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
五
条
の
十
八
　
削
除

（
航
空
機
局
等
の
無
線
設
備
の
特
例
）

第
四
十
五
条
の
十
九
　
第
四
十
五
条
の
十
一
か
ら
第
四
十
五
条
の
十
二
の
二
ま
で
、
第
四
十
五
条
の
十
二
の
五
か
ら

第
四
十
五
条
の
十
二
の
八
ま
で
、
第
四
十
五
条
の
十
二
の
十
、
第
四
十
五
条
の
十
四
及
び
第
四
十
五
条
の
十
五
に

規
定
す
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
で
あ
る
た
め
総
務
大

臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
は
、
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
航
空
機
地
球
局
等
の
無
線
設
備
）

第
四
十
五
条
の
二
十
　
航
空
機
地
球
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
一
、
六
二
六
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
六
六
〇
・

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
無
線
高
速
デ
ー
タ
通
信
が
可
能
な
も
の
及
び
イ
ン
マ
ル
サ

ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
位
相
変
調
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
航
空
地
球
局
の
発
射
す
る
電
波
を
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
搬
送
波
の
送

信
周
波
数
を
自
動
的
に
補
正
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
右
旋
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
搬
送
波
電
力
の
安
定
度
は
、
（±

）
一
デ
シ
ベ
ル
以
内
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
位
相
雑
音
の
レ
ベ
ル
は
、
離
調
周
波
数
（
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
の
差
の
周
波
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
一
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
〇
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
範
囲
に
お
い
て
、
別
図
第
十
九
号
に
示
す
曲
線
の
値
を

超
え
な
い
こ
と
。

三
　
受
信
装
置
の
条
件

イ
　
受
信
空
中
線
に
お
け
る
電
力
束
密
度
が
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
（－

）
一
〇
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ワ
ッ
ト
を
〇
デ

シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
支
障
な
く
動
作
す
る
こ
と
。
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ロ
　
離
調
周
波
数
が
一
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
一
〇
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
の
範
囲
に
お
い
て
、
別
図
第
十
九
号
に
示

す
曲
線
の
値
以
下
の
位
相
雑
音
の
レ
ベ
ル
を
も
つ
電
波
を
受
信
し
た
場
合
に
、
支
障
な
く
動
作
す
る
こ
と
。

ハ
　
希
望
波
信
号
を
加
え
た
状
態
で
、
当
該
希
望
波
信
号
の
搬
送
波
電
力
よ
り
五
デ
シ
ベ
ル
高
い
電
力
の
当
該

希
望
波
信
号
の
両
隣
接
搬
送
波
を
同
時
に
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
誤
り
訂
正
後
の
復
調
後
に
お
け
る
ビ
ッ

ト
誤
り
率
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
条
件
に
お
い

て
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値
で
あ
る
こ
と
。

チ
ャ
ネ
ル
及
び
変
調
の
方
式
の
区
別

搬
送
波
電
力
対
雑
音
電
力
密
度
比

ビ
ッ
ト
誤
り
率

Ｐ
チ
ャ
ネ
ル
二
相
位
相
変
調

三
八
・
〇
デ
シ
ベ
ル
ヘ
ル
ツ

十
万
分
の
一
以
下

Ｐ
チ
ャ
ネ
ル
四
相
位
相
変
調

四
三
・
三
デ
シ
ベ
ル
ヘ
ル
ツ

十
万
分
の
一
以
下

Ｃ
チ
ャ
ネ
ル

五
〇
・
〇
デ
シ
ベ
ル
ヘ
ル
ツ

千
分
の
一
以
下

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

２
　
航
空
機
地
球
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
一
、
六
二
六
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
六
六
〇
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の

周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
無
線
高
速
デ
ー
タ
通
信
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
は
、
前
項
第
一
号
ロ
及

び
ハ
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置
の
条
件

第
四
十
条
の
四
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ロ
（
３
）

中
「
毎
秒
五
、
六
〇
〇
ビ
ッ
ト
又
は
毎
秒
二
四
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
」
と
あ
る
の
は
、
「
毎
秒
五
、
六
〇
〇

ビ
ッ
ト
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
　
受
信
装
置
の
条
件

イ
　
空
中
線
系
の
絶
対
利
得
と
受
信
装
置
の
等
価
雑
音
温
度
と
の
比
は
、
（－

）
一
三
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る

こ
と
。

ロ
　
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
偏
差
が
一
、
一
一
〇
ヘ
ル
ツ
、
ク

ロ
ッ
ク
周
波
数
偏
差
が
百
万
分
の
〇
・
三
五
、
か
つ
、
四
相
位
相
変
調
波
の
搬
送
波
電
力
と
雑
音
の
電
力
密

度
と
の
比
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
レ
ベ
ル
の
電
波
を
受
信
し
た
場
合
に
お
い
て
、
復
調
後
に
お
け
る
ビ

ッ
ト
誤
り
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

搬
送
波
電
力
と
雑
音
の
電
力
密
度
と

の
比

復
調
後
に
お
け
る
ビ
ッ
ト
誤
り
率

四
〇
・
五
デ
シ
ベ
ル

一
〇
〇
秒
以
上
の
時
間
に
お
い
て
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
一
・
九
デ
シ
ベ
ル

三
〇
〇
秒
以
上
の
時
間
に
お
い
て
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
無
線
デ
ー
タ
通
信
（
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
伝
送
を
含
む
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
偏

差
が
一
、
一
一
〇
ヘ
ル
ツ
、
ク
ロ
ッ
ク
周
波
数
偏
差
が
百
万
分
の
〇
・
三
五
、
か
つ
、
四
相
位
相
変
調
波
の

搬
送
波
電
力
と
雑
音
の
電
力
密
度
と
の
比
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
レ
ベ
ル
の
電
波
を
受
信
し
た
場
合
に

お
い
て
、
復
調
後
に
お
け
る
ビ
ッ
ト
誤
り
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

搬
送
波
電
力
と
雑
音
の
電
力
密
度
と
の
比

復
調
後
に
お
け
る
ビ
ッ
ト
誤
り
率

デ
ー
タ
専
用
モ
ー
ド
に
お
い
て
四
〇
・
一
デ
シ

ベ
ル

三
、
六
〇
〇
秒
以
上
の
時
間
に
お
い
て
〇
・
〇
〇
一
パ

ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

デ
ー
タ
及
び
シ
グ
ナ
リ
ン
グ
ユ
ニ
ッ
ト
共
用
モ
ー

ド
に
お
い
て
四
〇
・
五
デ
シ
ベ
ル

二
、
〇
〇
〇
秒
以
上
の
時
間
に
お
い
て
〇
・
〇
二
五
パ

ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
呼
出
し
及
び
回
線
割
当
て
を
行
う
た
め
の
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
偏
差
が
九

二
四
ヘ
ル
ツ
、
ク
ロ
ッ
ク
周
波
数
偏
差
が
百
万
分
の
〇
・
三
五
、
か
つ
、
二
相
位
相
変
調
波
の
搬
送
波
電
力

と
雑
音
の
電
力
密
度
と
の
比
が
三
九
・
九
デ
シ
ベ
ル
と
な
る
レ
ベ
ル
の
電
波
を
受
信
し
た
場
合
に
お
い
て
、

復
調
後
に
お
け
る
ビ
ッ
ト
誤
り
率
は
、
任
意
の
一
時
間
に
お
い
て
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
確
率
で
〇
・
〇
〇
一

パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
無
線
高
速
デ
ー
タ
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
偏
差
が
一
、
一
一
〇
ヘ
ル
ツ
、
ク

ロ
ッ
ク
周
波
数
偏
差
が
百
万
分
の
〇
・
三
五
、
か
つ
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
波
の
搬
送
波
電
力
と
雑
音
の

電
力
密
度
と
の
比
が
五
五
・
四
デ
シ
ベ
ル
と
な
る
レ
ベ
ル
の
電
波
を
受
信
し
た
場
合
に
お
い
て
、
復
調
後
に

お
け
る
ビ
ッ
ト
誤
り
率
は
、
ビ
ッ
ト
誤
り
が
一
、
〇
〇
〇
回
以
上
測
定
さ
れ
る
時
間
に
お
い
て
〇
・
〇
〇
〇

〇
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

３
　
航
空
機
地
球
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
一
、
六
二
六
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
六
六
〇
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の

周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
に
限
る
。
）
は
、
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ

に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
三
二
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
六
四
値
直
交
振
幅
変

調
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
送
信
速
度
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
値
（
許
容
偏
差
は
、
百
万
分
の
一
〇
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

毎
秒
三
三
、
六
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
六
七
、
二
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
一
三
四
、
四
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
一
六

八
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
二
六
八
、
八
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
三
〇
二
、
四
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
三
三

六
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
四
二
〇
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
五
〇
四
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
六
〇

四
、
八
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
六
七
二
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
八
四
〇
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
又
は
毎
秒
一
、

〇
〇
八
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト

ハ
　
位
相
雑
音
の
レ
ベ
ル
は
、
な
る
べ
く
別
図
第
四
号
の
九
に
示
す
曲
線
の
値
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
　
受
信
装
置
の
条
件

空
中
線
系
の
絶
対
利
得
と
受
信
装
置
の
等
価
雑
音
温
度
と
の
比
は
、
（－

）
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ

と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

第
四
十
五
条
の
二
十
一
　
一
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
航
空
機
地
球

局
の
無
線
設
備
及
び
当
該
航
空
機
地
球
局
と
通
信
を
行
う
航
空
地
球
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
航
空
機
地
球
局
の
空
中
線
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
人
工
衛
星
局
の
方
向
を
自
動
的
に
追
尾
す
る
機
能

を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
航
空
機
地
球
局
は
、
航
空
地
球
局
が
送
信
す
る
送
信
許
可
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
限
り
、
送
信
が
可
能

で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
航
空
機
地
球
局
が
使
用
す
る
周
波
数
及
び
輻
射
す
る
電
力
は
、
航
空
地
球
局
が
送
信
す
る
制
御
信
号
に
よ

つ
て
自
動
的
に
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
航
空
機
地
球
局
は
、
自
局
の
障
害
を
検
出
す
る
機
能
を
有
し
、
障
害
を
検
出
し
た
と
き
及
び
航
空
地
球
局

が
送
信
す
る
信
号
を
正
常
に
受
信
で
き
な
い
と
き
に
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る

こ
と
。

ホ
　
航
空
地
球
局
の
無
線
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
航
空
地
球
局
は
、
同
一
の
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
人
工
衛
星
局
の
同
一
の
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
を
使
用
し

て
、
同
一
の
周
波
数
を
使
用
す
る
一
又
は
二
以
上
の
航
空
機
地
球
局
の
輻
射
す
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
総

和
を
管
理
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
航
空
機
地
球
局
の
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
複
信
方
式
、
同
報
通
信
方
式
又
は
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
変
調
方
式
は
、
デ
ジ
タ
ル
変
調
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
送
信
空
中
線
か
ら
輻
射
さ
れ
る
四
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
帯
域
当
た
り
の
電
力
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に

従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

主
輻
射
の
方
向
か
ら
の
離
角
（θ

）

大
輻
射
電
力
（
一
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

二
・
五
度
以
上
七
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

３
３－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

デ
シ
ベ
ル

七
度
以
上
九
・
二
度
未
満

一
二
デ
シ
ベ
ル
以
下
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九
・
二
度
以
上
四
八
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

３
６－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

デ
シ
ベ
ル

四
八
度
以
上
一
八
〇
度
以
下

（－

）
六
デ
シ
ベ
ル
以
下

ニ
　
交
差
偏
波
電
力
（
送
信
す
る
電
波
の
偏
波
が
直
線
偏
波
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
偏
波
と
直
交
す
る
偏
波

に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
を
い
い
、
送
信
す
る
電
波
の
偏
波
が
円
偏
波
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
偏
波

と
逆
方
向
に
回
転
す
る
偏
波
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
通
信
の
相
手
方
で

あ
る
人
工
衛
星
局
の
交
差
偏
波
側
の
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
を
利
用
す
る
無
線
通
信
に
係
る
無
線
局
の
運
用
を
阻

害
す
る
よ
う
な
混
信
を
生
じ
さ
せ
な
い
十
分
小
さ
な
値
に
な
る
よ
う
制
御
さ
れ
る
こ
と
。

三
　
航
空
機
地
球
局
の
空
中
線
の
交
差
偏
波
識
別
度
は
、
レ
ド
ー
ム
に
よ
る
劣
化
を
含
み
、
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

で
あ
る
こ
と
。

第
四
十
五
条
の
二
十
二
　
航
空
機
地
球
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
一
、
六
一
八
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
六
二

六
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
航
空
機
地
球
局
が
通
信
の
た
め
に
使
用
す
る
周
波
数
は
、
航
空
地
球
局
の
制
御
信
号
に
よ
り
自
動
的
に
選

択
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
右
旋
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

第
四
節
　
無
線
方
位
測
定
機
等

（
無
線
方
位
測
定
機
）

第
四
十
六
条
　
無
線
方
位
測
定
機
の
空
中
線
は
、
で
き
る
限
り
方
位
の
測
定
誤
差
が
少
い
場
所
に
堅
固
に
取
り
つ
け

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
無
線
方
位
測
定
機
の
較
正
曲
線
は
、
そ
の
設
置
後
速
や
か
に
作
成
し
、
常
に
較
正
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
無
線
方
位
測
定
機
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
無
線
方
位
測
定
機
の
操
作
は
、
そ
の
方
位
の
測
定
値
に
変
動
を
与
え
な
い
よ
う
に
、
空
中
線
そ
の
他
電
波
の
伝

わ
り
方
を
乱
す
物
体
を
通
常
の
状
態
に
置
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
七
条
　
削
除

（
地
上
無
線
航
法
装
置
）

第
四
十
七
条
の
二
　
地
上
無
線
航
法
装
置
（
陸
上
の
無
線
局
か
ら
の
電
波
を
受
信
し
て
無
線
航
行
を
行
う
た
め
の
受

信
設
備
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
船
舶
に
施
設
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
陸
上
の
無
線
局
か
ら
送
信
さ
れ
る
位
置
の
測
定
の
た
め
の
信
号
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現
在
の
位
置

を
計
算
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ロ
　
信
号
の
捕
捉
に
要
す
る
時
間
は
、
電
源
投
入
後
七
・
五
分
以
内
で
あ
る
こ
と
。

二
　
電
気
的
条
件

イ
　
毎
メ
ー
ト
ル
一
七
・
八
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
か
ら
三
一
六
ミ
リ
ボ
ル
ト
ま
で
の
間
の
電
界
強
度
の
信
号
を
受

信
す
る
こ
と
に
よ
り
動
作
す
る
こ
と
。

ロ
　
一
六
ノ
ッ
ト
ま
で
の
船
速
及
び
毎
分
三
ノ
ッ
ト
ま
で
の
加
速
度
に
お
い
て
動
作
す
る
こ
と
。

（
衛
星
無
線
航
法
装
置
）

第
四
十
七
条
の
三
　
衛
星
無
線
航
法
装
置
（
人
工
衛
星
局
か
ら
の
電
波
を
受
信
し
て
無
線
航
行
及
び
時
刻
の
取
得
を

行
う
た
め
の
受
信
設
備
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
船
舶
に
施
設
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
世
界
測
地
系
（
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
測
量
の

基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
緯
度
経
度
に
よ
り

低
千
分
の
一
分
単
位
で
位
置
を
測
定
す
る
こ
と
が
で

き
、
協
定
世
界
時
と
と
も
に
表
示
で
き
る
こ
と
。

ロ
　
世
界
測
地
系
以
外
の
測
地
系
に
変
換
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
座
標
変
換
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
表
示

及
び
位
置
表
示
に
使
用
し
て
い
る
測
地
系
を
識
別
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
　
一
秒
以
内
に
新
し
く
計
算
し
た
位
置
を
出
力
で
き
る
こ
と
。

ニ
　
対
地
速
度
（
地
表
を
基
準
と
す
る
速
度
を
い
う
。
）
及
び
対
地
針
路
（
地
表
を
基
準
と
す
る
針
路
を
い
う

。
）
を
出
力
で
き
る
こ
と
。

二
　
電
気
的
条
件

イ
　
人
工
衛
星
局
か
ら
送
信
さ
れ
る
位
置
の
測
定
の
た
め
の
信
号
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
り
動
作
す
る
こ
と
。

ロ
　
位
置
の
測
定
精
度
は
、
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
（
確
率
は
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
陸
上
の
無
線
局
か
ら
送
信
さ
れ
る
補
正
信
号
を
利
用
す
る
も
の
の
位
置
の
測
定
精
度
は
、
一
〇
メ
ー
ト
ル

以
内
（
確
率
は
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
（－

）
一
三
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
か
ら
（－

）
一
二
〇
デ
シ
ベ
ル
ま

で
の
範
囲
の
人
工
衛
星
局
か
ら
の
信
号
を
受
信
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
信
号
を
受
信
し
た
場
合

に
は
、
（－

）
一
三
三
デ
シ
ベ
ル
ま
で
変
化
し
た
時
に
お
い
て
も
連
続
し
て
正
常
に
動
作
す
る
こ
と
。

ホ
　
人
工
衛
星
局
か
ら
の
信
号
を
受
信
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
警
報
を
発
す
る
と
と
も
に
、
通
常
動
作

状
態
に
回
復
す
る
ま
で
の
間
、
直
前
の
位
置
の
測
定
時
刻
及
び
そ
の
位
置
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
レ
ー
ダ
ー
）

第
四
十
八
条
　
船
舶
に
設
置
す
る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
そ
の
船
舶
の
無
線
設
備
、
羅
針
儀
そ
の
他
の
設
備
で
あ
つ
て
重
要
な
も
の
の
機
能
に
障
害
を
与
え
、
又
は
他

の
設
備
に
よ
つ
て
そ
の
運
用
が
妨
げ
ら
れ
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
設
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
そ
の
船
舶
の
航
行
の
安
全
を
図
る
た
め
に
必
要
な
音
声
そ
の
他
の
音
響
の
聴
取
に
妨
げ
と
な
ら
な
い
程
度
に

機
械
的
雑
音
が
少
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
指
示
器
の
表
示
面
に
近
接
し
た
位
置
に
お
い
て
電
源
の
開
閉
そ
の
他
の
操
作
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
当
該

指
示
器
の
操
作
を
す
る
た
め
の
つ
ま
み
類
は
、
容
易
に
見
分
け
が
つ
い
て
使
用
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
電
源
投
入
後
、
次
に
掲
げ
る
動
作
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
四
分
以
内
に
完
全
動
作
状
態
（
電
波
を
送
信
し
、
そ
の
受
信
信
号
を
遅
滞
な
く
、
か
つ
、
連
続
的
に
更
新

し
て
い
る
こ
と
が
画
面
に
表
示
さ
れ
る
状
態
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

ロ
　
完
全
動
作
状
態
か
ら
送
信
準
備
状
態
（
電
源
投
入
状
態
で
機
能
等
は
動
作
可
能
な
状
態
に
あ
る
が
、
電
波

の
送
信
及
び
受
信
信
号
の
画
面
表
示
は
停
止
さ
れ
た
状
態
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
送
信
準
備
状
態
か
ら
一
五
秒
以
内
に
完
全
動
作
状
態
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

五
　
電
源
電
圧
が
交
流
の
場
合
に
お
い
て
は
定
格
電
圧
の
（±

）
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
に
、
直
流
の
場
合
に
お

い
て
は
定
格
電
圧
の
（
＋
）
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
（－

）
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
に
お
い
て
変
動
し
た
場
合

に
お
い
て
も
安
定
に
動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
通
常
起
こ
り
得
る
温
度
若
し
く
は
湿
度
の
変
化
又
は
振
動
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
支
障
な
く
動
作
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

七
　
指
示
器
は
次
の
条
件
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
表
示
面
に
お
け
る
不
要
な
表
示
で
あ
つ
て
雨
雪
に
よ
る
も
の
、
海
面
に
よ
る
も
の
及
び
他
の
レ
ー
ダ
ー
に

よ
る
も
の
を
減
少
さ
せ
る
装
置
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
船
首
方
向
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
極
座
標
に
よ
る
表
示
方
式
の
も
の
の
場
合
に
限
る
。
）
。

八
　
次
の
条
件
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
空
中
線
が
海
面
か
ら
一
五
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
目
標
を
明
確
に
表
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（１）
　
七
海
里
の
距
離
に
お
け
る
総
ト
ン
数
五
、
〇
〇
〇
ト
ン
の
船
舶
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（２）
　
二
海
里
の
距
離
に
お
け
る
有
効
反
射
面
積
一
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
浮
標

（３）
　
九
二
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
有
効
反
射
面
積
一
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
浮
標

ロ
　
次
の
分
解
能
を
有
す
る
こ
と
。

（１）
　
方
位
角
三
度
以
内
で
等
距
離
に
あ
る
二
の
目
標
を
区
別
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（２）
　
同
一
の
方
位
に
あ
り
、
か
つ
、
相
互
に
六
八
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
二
の
目
標
を
、

小
の
距
離
レ
ン
ジ
に

お
い
て
区
別
し
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

ハ
　
次
の
精
度
を
有
す
る
こ
と
。

（１）
　
〇
・
七
五
海
里
の
距
離
に
お
け
る
目
標
の
方
位
を
二
度
以
内
の
誤
差
で
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（２）
　
そ
の
船
舶
と
目
標
と
の
間
の
距
離
を
現
に
使
用
し
て
い
る
距
離
レ
ン
ジ
の
値
の
六
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

（
そ
の
距
離
レ
ン
ジ
が
〇
・
七
五
海
里
未
満
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
八
二
メ
ー
ト
ル
以
内
）
の
誤
差
で
測

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

九
　
船
舶
が
横
揺
れ
又
は
縦
揺
れ
に
よ
り
一
〇
度
傾
斜
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
前
号
イ
の
（
１
）
か
ら
（
３
）

ま
で
に
掲
げ
る
目
標
が
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
　
三
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
レ
ー
ダ
ー
で
あ
つ
て
、
施
行
規
則
第
三
十
一

条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
替
え
て
半
導
体
素
子
を
使
用
す
る
も
の
の
パ
ル
ス
幅

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
Ｐ
〇
Ｎ
電
波
を
使
用
す
る
場
合
　
一
・
二
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下

ロ
　
Ｑ
〇
Ｎ
電
波
を
使
用
す
る
場
合
　
二
二
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下

十
一
　
三
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
レ
ー
ダ
ー
で
あ
つ
て
、
施
行
規
則
第
三
十

一
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
替
え
て
半
導
体
素
子
を
使
用
す
る
も
の
の
繰
返
し
周

波
数
は
、
三
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
（
変
動
率
は
（±

）
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
）
を
超
え
な
い
こ

と
。

十
二
　
Ｖ
〇
Ｎ
電
波
を
用
い
る
場
合
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
Ｐ
〇
Ｎ
電
波
成
分
及
び
Ｑ
〇
Ｎ
電
波
成
分
の
占
有
周

波
数
帯
幅
を
合
算
し
た
も
の
が
、
三
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
に
あ
つ
て
は
一
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
に
あ
つ
て
は
一
一

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
Ｐ
〇
Ｎ
電
波
成
分
と
Ｑ
〇
Ｎ
電
波
成
分
の
占
有
周
波
数
帯
幅
が
重
複

す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
各
電
波
成
分
の
占
有
周
波
数
帯
幅
か
ら
重
複
す
る
周
波
数
の
幅
を
減
じ
た
値
が
、
三

Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
に
あ
つ
て
は
一
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
に
あ
つ
て
は
一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

２
　
船
舶
安
全
法
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
船
舶
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
レ
ー
ダ
ー
で
あ
つ
て
、

無
線
航
行
の
た
め
の
も
の
は
、
前
項
各
号
（
第
四
号
、
第
七
号
ロ
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
の
条
件
の
ほ
か
、
次

の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
電
源
投
入
後
、
前
項
第
四
号
イ
の
ほ
か
、
完
全
動
作
状
態
か
ら
送
信
準
備
状
態
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

で
あ
り
、
か
つ
、
送
信
準
備
状
態
か
ら
五
秒
以
内
に
完
全
動
作
状
態
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二
　
前
項
第
七
号
イ
の
装
置
は
、
手
動
若
し
く
は
自
動
又
は
そ
の
両
方
の
組
合
せ
で
動
作
す
る
機
能
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
海
面
反
射
を
抑
圧
す
る
機
能
に
つ
い
て
は
、
手
動
及
び
自
動
で
動
作
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

三
　
前
号
に
規
定
す
る
機
能
の
動
作
状
態
は
、
明
確
に
、
か
つ
、
恒
久
的
に
指
示
器
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
。

四
　
偽
像
を
で
き
る
限
り
表
示
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
空
中
線
は
、
次
の
条
件
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
相
対
す
る
風
速
が
毎
秒
五
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
状
態
に
お
い
て
も
支
障
な
く
動
作
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ロ
　
方
位
角
三
六
〇
度
に
わ
た
つ
て
連
続
し
て
自
動
的
に
右
旋
回
転
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
回
転
数
は
、
毎
分
二
〇
回
以
上
（
高
速
船
（
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
百
十
八
条
の
三

に
規
定
す
る
高
速
船
を
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
毎
分
四
〇
回
以
上
）
で
あ
る
こ
と
。

六
　
探
知
性
能
は
、
次
の
条
件
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
一
〇
回
の
走
査
の
う
ち
少
な
く
と
も
八
回
の
走
査
で
物
標
（
指
示
器
の
表
示
画
面
上
に
表
示
さ
れ
る
海
上

等
の
物
体
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
物
標
の
探
知
誤

り
率
が
一
万
分
の
一
以
下
の
状
態
で
あ
つ
て
、
空
中
線
が
海
面
か
ら
一
五
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
明
確
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（１）
　
二
〇
海
里
の
距
離
に
お
け
る
海
面
か
ら
の
高
さ
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
岸
壁

（２）
　
八
海
里
の
距
離
に
お
け
る
海
面
か
ら
の
高
さ
六
メ
ー
ト
ル
の
岸
壁

（３）
　
六
海
里
の
距
離
に
お
け
る
海
面
か
ら
の
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
の
岸
壁

（４）
　
一
一
海
里
の
距
離
に
お
け
る
海
面
か
ら
の
高
さ
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
総
ト
ン
数
五
、
〇
〇
〇
ト
ン
を
超
え

る
船
舶

（５）
　
八
海
里
の
距
離
に
お
け
る
海
面
か
ら
の
高
さ
五
メ
ー
ト
ル
の
総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト
ン
を
超
え
る
船
舶

ロ
　
三
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
レ
ー
ダ
ー
に
あ
つ
て
は
、
イ
の
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に

掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
次
に
掲
げ
る
物
標
を
明
確
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

（１）
　
三
・
七
海
里
の
距
離
に
お
け
る
海
面
か
ら
の
高
さ
四
メ
ー
ト
ル
の
船
舶
で
あ
つ
て
、
レ
ー
ダ
ー
反
射
器

を
備
え
付
け
た
も
の

（２）
　
三
・
六
海
里
の
距
離
に
お
け
る
海
面
か
ら
の
高
さ
三
・
五
メ
ー
ト
ル
の
航
路
用
ブ
イ
で
あ
つ
て
、
レ
ー

ダ
ー
反
射
器
を
備
え
付
け
た
も
の

（３）
　
三
海
里
の
距
離
に
お
け
る
海
面
か
ら
の
高
さ
三
・
五
メ
ー
ト
ル
の
航
路
用
ブ
イ

（４）
　
三
海
里
の
距
離
に
お
け
る
海
面
か
ら
の
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
の
船
舶
で
あ
つ
て
、
レ
ー
ダ
ー
反
射
器
を
備

え
付
け
て
い
な
い
長
さ
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
も
の

（５）
　
一
海
里
の
距
離
に
お
け
る
海
面
か
ら
の
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
の
水
路
標
識

ハ
　
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
レ
ー
ダ
ー
に
あ
つ
て
は
、
次
の
条
件
に
合
致
す
る
こ
と
。

（１）
　
イ
の
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
物
標
を
明
確
に
表
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
。

（イ）
　
五
海
里
の
距
離
に
お
け
る
海
面
か
ら
の
高
さ
四
メ
ー
ト
ル
の
船
舶
で
あ
つ
て
、
レ
ー
ダ
ー
反
射
器
を

備
え
付
け
た
も
の

（ロ）
　
四
・
九
海
里
の
距
離
に
お
け
る
海
面
か
ら
の
高
さ
三
・
五
メ
ー
ト
ル
の
航
路
用
ブ
イ
で
あ
つ
て
、
レ

ー
ダ
ー
反
射
器
を
備
え
付
け
た
も
の

（ハ）
　
四
・
六
海
里
の
距
離
に
お
け
る
海
面
か
ら
の
高
さ
三
・
五
メ
ー
ト
ル
の
航
路
用
ブ
イ

（ニ）
　
三
・
四
海
里
の
距
離
に
お
け
る
海
面
か
ら
の
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
の
船
舶
で
あ
つ
て
、
レ
ー
ダ
ー
反
射

器
を
備
え
付
け
て
い
な
い
長
さ
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
も
の

（ホ）
　
二
海
里
の
距
離
に
お
け
る
海
面
か
ら
の
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
の
水
路
標
識

（２）
　
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
レ
ー
ダ
ー
に
あ
つ
て
は
、
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波

を
使
用
す
る
レ
ー
ダ
ー
ビ
ー
コ
ン
及
び
捜
索
救
助
用
レ
ー
ダ
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
か
ら
の
信
号
を
探
知
で

き
る
こ
と
。

七
　
分
解
能
は
、
ク
ラ
ッ
タ
の
な
い
状
態
に
お
い
て
次
の
条
件
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
一
・
五
海
里
以
下
の
距
離
レ
ン
ジ
で
あ
つ
て
、
選
定
し
た
距
離
レ
ン
ジ
の
十
分
の
六
以
上
の
値
の
位
置
に

お
い
て
測
定
位
置
か
ら
等
距
離
に
あ
り
、
か
つ
、
方
位
角
二
・
五
度
以
内
に
あ
る
二
の
物
標
を
区
別
し
て
表

示
で
き
る
こ
と
。
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ロ
　
〇
・
七
五
海
里
以
下
の
距
離
レ
ン
ジ
で
あ
つ
て
、
選
定
し
た
距
離
レ
ン
ジ
の
二
分
の
一
以
上
の
値
の
位
置

に
お
い
て
同
一
の
方
向
に
あ
り
、
か
つ
、
相
互
に
四
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
二
の
物
標
を
区
別
し
て
表
示
で
き

る
こ
と
。

八
　
電
波
を
発
射
し
な
い
範
囲
を
任
意
に
設
定
で
き
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

九
　
自
船
上
に
測
定
の
基
準
と
な
る
位
置
を
設
定
で
き
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
　
レ
ー
ダ
ー
の
性
能
が
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
下
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

十
一
　
目
標
と
な
る
物
標
が
存
在
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
動
作
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
機

能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
二
　
目
標
と
な
る
物
標
を
手
動
又
は
自
動
（
総
ト
ン
数
一
〇
、
〇
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
手
動

及
び
自
動
）
で
捕
捉
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
捕
捉
し
た
物
標
を
自
動
的
に
追
尾
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
三
　
次
に
掲
げ
る
装
置
を
船
舶
に
備
え
る
場
合
は
、
連
動
し
て
方
位
、
位
置
、
船
舶
識
別
等
の
情
報
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
ジ
ャ
イ
ロ
コ
ン
パ
ス
（
真
方
位
を
基
準
と
し
た
船
首
方
位
を
表
示
す
る
機
器
）
又
は
船
首
方
位
伝
達
装
置

（
衛
星
無
線
航
法
装
置
か
ら
得
ら
れ
る
船
首
の
方
位
を
検
出
す
る
装
置
）

ロ
　
船
速
距
離
計
（
船
の
速
力
又
は
距
離
を
測
る
装
置
）

ハ
　
衛
星
無
線
航
法
装
置

ニ
　
船
舶
自
動
識
別
装
置

十
四
　
総
ト
ン
数
一
〇
、
〇
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
に
備
え
る
レ
ー
ダ
ー
は
、
自
船
の
航
行
を
予
測
す
る
た
め
の

機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
五
　
総
ト
ン
数
三
、
〇
〇
〇
ト
ン
以
上
の
船
舶
に
設
置
す
る
複
数
の
レ
ー
ダ
ー
の
う
ち
二
台
の
レ
ー
ダ
ー
は
、

独
立
し
、
か
つ
、
同
時
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

十
六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

３
　
船
舶
に
設
置
す
る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
の
う
ち
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困

難
又
は
不
合
理
で
あ
る
た
め
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
は
、
当
該
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
告

示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
車
両
感
知
用
無
線
標
定
陸
上
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
八
条
の
二
　
十
三
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
、
道
路
上
を
走
行
す
る
車
両
の
感
知
等
を
行
う
た

め
の
無
線
標
定
陸
上
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
空
中
線
電
力
は
、
〇
・
〇
三
ワ
ツ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
通
常
起
こ
り
得
る
温
度
若
し
く
は
湿
度
の
変
化
又
は
振
動
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
支
障
な
く
動
作
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
次
の
条
件
に
適
合
す
る
位
置
情
報
信
号
を
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

イ
　
符
号
形
式
は
、
送
信
す
る
信
号
の
各
ビ
ツ
ト
の
中
間
点
で
信
号
の
極
性
が
反
転
す
る
ス
プ
リ
ツ
ト
フ
エ
ー

ズ
符
号
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
信
号
送
信
速
度
は
、
毎
秒
一
六
、
〇
〇
〇
ビ
ツ
ト
（
許
容
偏
差
は
、
百
万
分
の
一
〇
〇
と
す
る
。
）
で
あ

る
こ
と
。

ハ
　
変
調
度
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
振
幅
変
調
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
衛
星
測
位
誤
差
補
正
情
報
を
提
供
す
る
無
線
航
行
陸
上
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
　
二
八
五
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
三
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
、
衛
星
測
位
誤
差
補
正
情
報

を
提
供
す
る
無
線
航
行
陸
上
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
衛
星
の
電
波
を
受
信
し
て
得
ら
れ
る
測
位
誤
差
を
補
正
す
る
衛
星
測
位
誤
差
補
正
情
報
を
送
信
で
き
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
自
局
に
お
い
て
無
線
標
識
業
務
又
は
特
別
業
務
を
併
せ
行
う
場
合
は
、
船
舶
向
け
に
提
供
し
て
い
る
方
位

情
報
又
は
気
象
情
報
に
影
響
を
与
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
信
号
は
、
パ
ル
ス
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
送
信
速
度
は
、
毎
秒
二
五
ビ
ツ
ト
、
五

〇
ビ
ツ
ト
、
一
〇
〇
ビ
ツ
ト
又
は
二
〇
〇
ビ
ツ
ト
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
変
調
方
式
は
、
Ｍ
Ｓ
Ｋ
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
変
調
信
号
は
、
二
値
信
号
の
「
０
」
が
搬
送
波
の
位
相
を
九
〇
度
遅
ら
せ
、
「
１
」
が
搬
送
波
の
位
相
を

九
〇
度
進
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
搬
送
波
の
位
相
変
化
は
連
続
的
で
、
位
相
変
化
の
許
容
値
は
九
〇
度
（±

）
〇
・
三
度
以
内
で
あ
る
こ

と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

（
警
急
自
動
電
話
装
置
）

第
四
十
九
条
の
二
　
警
急
自
動
電
話
装
置
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
無
線
電
話
警
急
信
号
を
三
〇
秒
以
上
連
続
し
て
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
　
無
線
電
話
警
急
信
号
の
送
信
を
容
易
に
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

三
　
無
線
電
話
警
急
信
号
を
構
成
す
る
音
の
周
波
数
の
偏
差
が
（±

）
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
で
あ
る
こ
と
。

四
　
無
線
電
話
警
急
信
号
を
構
成
す
る
各
音
の
長
さ
の
誤
差
が
（±

）
〇
・
〇
五
秒
以
内
で
あ
る
こ
と
。

五
　
無
線
電
話
警
急
信
号
を
構
成
す
る
音
で
隣
接
す
る
も
の
の
間
隔
が
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
〇
五
秒
以
内
で
あ
る
こ

と
。

六
　
無
線
電
話
警
急
信
号
の
各
音
の
う
ち

強
音
の
振
幅
と

弱
音
の
振
幅
と
の
比
が
一
・
二
を
超
え
な
い
こ

と
。

七
　
海
岸
局
の
無
線
電
話
の
送
信
設
備
に
備
え
付
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
な
る
べ
く
運
用
規
則
別
表
第
七
号
二

に
規
定
す
る
信
号
を
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
号
の
規
定

を
準
用
す
る
。

八
　
電
源
電
圧
が
定
格
電
圧
の
（±

）
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
に
お
い
て
変
動
し
た
場
合
に
お
い
て
、
安
定
に
動

作
す
る
こ
と
（
電
気
的
に
動
作
す
る
も
の
に
限
る
。
）
。

九
　
電
波
の
発
射
を
し
な
い
で
無
線
電
話
警
急
信
号
を
聴
覚
に
よ
り
容
易
に
点
検
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
聴
型
モ

ニ
タ
装
置
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
注
意
信
号
発
生
装
置
）

第
四
十
九
条
の
三
　
注
意
信
号
発
生
装
置
（
運
用
規
則
第
七
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
注
意
信
号
の
信
号
音

を
発
生
す
る
装
置
を
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
信
号
音
の
周
波
数
偏
差
が
、
（±

）
三
〇
ヘ
ル
ツ
以
内
で
あ
る
こ
と
。

二
　
信
号
音
の
継
続
時
間
を
自
動
的
に
制
御
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
信
号
音
の
長
さ
の
誤
差
が
、
（
＋
）

一
・
五
秒
か
ら
（－

）
〇
・
五
秒
ま
で
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
ラ
ジ
オ
・
ブ
イ
）

第
四
十
九
条
の
四
　
ラ
ジ
オ
・
ブ
イ
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
浮
力
が
十
分
で
あ
り
、
か
つ
、
海
水
及
び
雨
雪
等
に
さ
ら
さ
れ
て
も
支
障
な
く
動
作
す
る
こ
と
。

二
　
実
際
上
起
こ
り
得
る
振
動
及
び
衝
撃
が
加
わ
つ
た
場
合
に
お
い
て
も
支
障
な
く
動
作
す
る
こ
と
。

三
　
電
源
電
圧
が
定
格
値
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
低
下
し
た
場
合
に
お
い
て
も
支
障
な
く
動
作
す
る
こ
と
。

四
　
正
確
に
符
号
又
は
信
号
を
発
射
す
る
こ
と
。

五
　
Ａ
二
Ａ
電
波
（
空
中
線
電
力
一
ワ
ツ
ト
以
下
で
発
射
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
変
調
度
は
、
七
〇
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

第
四
節
の
二
　
海
洋
観
測
等
を
行
う
無
線
標
定
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備

第
四
十
九
条
の
四
の
二
　
海
洋
観
測
を
行
う
無
線
標
定
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
四
・
四
三
八
Ｍ
Ｈ

ｚ
か
ら
四
・
四
八
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
、
五
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
五
・
二
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
、
九
・
三
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
か

ら
九
・
三
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
、
一
三
・
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
三
・
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
、
一
六
・
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一

六
・
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
、
二
四
・
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
二
四
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
、
二
六
・
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
二
六
・
三
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
、
三
九
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
又
は
四
一
・
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
四
二
・
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
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で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
海
洋
レ
ー
ダ
ー
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲

げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
同
一
周
波
数
帯
を
使
用
す
る
他
の
無
線
局
か
ら
の
電
波
の
発
射
の
有
無
を
確
認
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
（
附
属
装
置
の
設
置
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
。

二
　
国
際
モ
ー
ル
ス
符
号
に
よ
り
海
洋
レ
ー
ダ
ー
の
無
線
局
の
識
別
信
号
を
送
信
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
（
附
属
装
置
の
設
置
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
。

三
　
同
一
周
波
数
帯
を
使
用
す
る
他
の
海
洋
レ
ー
ダ
ー
の
無
線
局
の
識
別
信
号
を
受
信
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
（
附
属
装
置
の
設
置
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
。

四
　
変
調
方
式
は
、
周
波
数
変
調
で
あ
り
、
連
続
波
方
式
（
間
欠
的
連
続
波
方
式
を
含
む
。
）
に
よ
り
送
信
す
る

も
の
及
び
振
幅
変
調
で
あ
る
こ
と
。

五
　
等
価
等
方
輻
射
電
力
は
、
二
五
デ
シ
ベ
ル
（
一
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
を
超
え
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。

六
　
送
信
空
中
線
は
、
指
向
特
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
指
向
特
性
に
準
じ
た
電
波
の
発

射
を
抑
制
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

七
　
国
際
モ
ー
ル
ス
符
号
の
送
信
は
、
割
当
周
波
数
に
よ
り
送
信
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八
　
国
際
モ
ー
ル
ス
符
号
を
送
信
す
る
無
線
設
備
の
送
信
空
中
線
は
、
海
洋
レ
ー
ダ
ー
の
送
信
空
中
線
を
共
用
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
海
洋
レ
ー
ダ
ー
の
送
信
空
中
線
を
共
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

第
四
十
九
条
の
四
の
二
の
二
　
気
象
観
測
を
行
う
無
線
標
定
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
九
、
七
〇
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
、
八
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
、
概
ね
半
径
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
気
象

観
測
に
使
用
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
、
垂
直
偏
波
又
は
水
平
偏
波
及
び
垂
直
偏
波
の
組
合
せ
で

あ
る
こ
と
。

二
　
空
中
線
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
単
偏
波
レ
ー
ダ
ー
の
場
合

二
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下

ロ
　
二
重
偏
波
レ
ー
ダ
ー
の
場
合

四
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
（
た
だ
し
、
水
平
偏
波
及
び
垂
直
偏
波
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
〇
ワ
ッ
ト
以
下
と

す
る
。
）

三
　
単
偏
波
レ
ー
ダ
ー
の
送
信
設
備
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
主
指
向
方
向
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
上
限
値
は
、
八
九
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ

ベ
ル
と
す
る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
特
定
の
放
射
角
度
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
上
限
値
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
主
指
向
方
向
か
ら
三
度
離
れ
た
方
向

七
六
デ
シ
ベ
ル

（２）
　
主
指
向
方
向
か
ら
一
五
度
離
れ
た
方
向

六
二
デ
シ
ベ
ル

四
　
二
重
偏
波
レ
ー
ダ
ー
の
送
信
設
備
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
主
指
向
方
向
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
上
限
値
は
、
九
二
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ

ベ
ル
と
す
る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
特
定
の
放
射
角
度
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
上
限
値
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
主
指
向
方
向
か
ら
三
度
離
れ
た
方
向

七
九
デ
シ
ベ
ル

（２）
　
主
指
向
方
向
か
ら
一
五
度
離
れ
た
方
向

六
五
デ
シ
ベ
ル

五
　
増
幅
器
は
、
終
段
増
幅
器
に
固
体
素
子
を
用
い
る
こ
と
。

六
　
空
中
線
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
空
中
線
の
水
平
面
の
主
輻
射
の
角
度
の
幅
は
、
四
・
五
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
交
差
偏
波
識
別
度
は
、
二
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

七
　
送
信
装
置
は
、
特
定
の
方
向
に
対
す
る
電
波
の
発
射
を
停
止
し
、
又
は
特
定
の
方
向
に
対
す
る
送
信
電
力
を

制
限
で
き
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八
　
使
用
す
る
電
波
の
型
式
は
、
Ｐ
〇
Ｎ
又
は
Ｑ
〇
Ｎ
で
あ
る
こ
と
。

九
　
パ
ル
ス
幅
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
Ｐ
〇
Ｎ
電
波
を
使
用
す
る
場
合

一
マ
イ
ク
ロ
秒
以
上
五
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下

ロ
　
Ｑ
〇
Ｎ
電
波
を
使
用
す
る
場
合

二
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
以
上
五
〇
マ
イ
ク
ロ
秒
以
下

十
　
Ｐ
〇
Ｎ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
搬
送
波
の
周
波
数
は
、
Ｑ
〇
Ｎ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
搬
送
波
の
周
波

数
よ
り
、
二
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
で
あ
る
こ
と
。

十
一
　
パ
ル
ス
繰
り
返
し
周
波
数
は
、
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十
二
　
衝
撃
係
数
（
パ
ル
ス
幅
と
パ
ル
ス
周
期
と
の
比
を
い
う
。
別
表
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
一
〇
パ

ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十
三
　
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
は
、
搬
送
波
の
空
中
線
電
力
か
ら
次
の
減
衰
量
の
と
お
り
で

あ
る
こ
と
。

イ
　
中
心
周
波
数
か
ら
（±

）
三
・
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
離
れ
た
周
波
数
に
お
い
て
、
搬
送
波
の
空
中
線
電
力
か

ら
の
減
衰
量
が
五
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
中
心
周
波
数
か
ら
（±

）
八
・
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
離
れ
た
周
波
数
に
お
い
て
、
搬
送
波
の
空
中
線
電
力
か

ら
の
減
衰
量
が
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

第
四
節
の
二
の
二
　
航
空
機
搭
載
型
合
成
開
口
レ
ー
ダ
ー
の
無
線
設
備

（
航
空
機
搭
載
型
合
成
開
口
レ
ー
ダ
ー
）

第
四
十
九
条
の
四
の
三
　
合
成
開
口
技
術
（
航
空
機
の
飛
行
等
に
伴
う
受
信
信
号
の
ド
ッ
プ
ラ
ー
効
果
の
利
用
に
よ

り
大
開
口
セ
ン
サ
ー
と
同
様
の
対
象
物
判
別
精
度
を
得
る
技
術
を
い
う
。
）
を
利
用
し
て
地
面
等
の
観
測
を
行
う

航
空
機
に
開
設
す
る
無
線
標
定
移
動
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
九
、
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
九
、
八
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
調
方
式
は
、
周
波
数
変
調
で
あ
つ
て
連
続
波
方
式
に
よ
り
送
信
す
る
も
の
又
は
パ
ル
ス
変
調
で
あ
つ
て
パ

ル
ス
の
期
間
中
に
搬
送
波
を
周
波
数
変
調
し
て
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
等
価
等
方
輻
射
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

ア
　
周
波
数
変
調
で
あ
つ
て
連
続
波
方
式
に
よ
り
送
信
す
る
も
の
　
三
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ

ル
と
す
る
。
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下

イ
　
パ
ル
ス
変
調
で
あ
つ
て
パ
ル
ス
の
期
間
中
に
搬
送
波
を
周
波
数
変
調
し
て
送
信
す
る
も
の
　
六
三
・
五
デ

シ
ベ
ル
以
下

第
四
節
の
二
の
三
　
無
線
呼
出
局
（
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
に
限

る
。
）
の
無
線
設
備

（
送
信
装
置
の
条
件
）

第
四
十
九
条
の
五
　
無
線
呼
出
局
（
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
送

信
装
置
は
、
次
の
各
号
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
Ｆ
一
Ｂ
電
波
二
七
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
二
八
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
使
用
す
る
も
の

イ
　
変
調
信
号
は
、
パ
ル
ス
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
送
信
速
度
は
、
毎
秒
五
一
二
ビ
ッ
ト
以

上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
周
波
数
偏
位
は
、
変
調
の
な
い
と
き
の
搬
送
波
の
周
波
数
よ
り
（±

）
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内
で
あ
る
こ

と
。
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ハ
　
隣
接
チ
ヤ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
変
調
信
号
の
送
信
速
度
と
同
じ
送
信
速
度
の
標
準
符
号
化
試
験
信
号

（
符
号
長
五
一
一
ビ
ツ
ト
の
二
値
擬
似
雑
音
を
繰
り
返
す
信
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
変
調
し
た
場

合
に
お
い
て
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
八
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に

ふ
く輻

射

さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
又
は
二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ツ
ト
以
下
で
あ
る

こ
と
。

二
　
Ｆ
二
Ｄ
電
波
七
六
・
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
〇
・
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
使
用
す
る
も
の
で
超
短
波
放
送
の
電
波
に

重
畳
し
て
送
信
す
る
も
の

イ
　
変
調
信
号
は
、
パ
ル
ス
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
送
信
速
度
は
、
毎
秒
一
六
、
〇
〇
〇
ビ

ッ
ト
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
周
波
数
偏
移
の

大
値
は
、
超
短
波
放
送
の
標
準
方
式
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る

大
周
波
数
偏
移
に

対
し
、
一
〇
％
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
副
搬
送
波
の
周
波
数
は
、
送
信
速
度
が
毎
秒
一
六
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
の
も
の
に
あ
つ
て
は
七
六
ｋ
Ｈ
ｚ
、

毎
秒
一
九
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
の
も
の
に
あ
つ
て
は
六
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
で
あ
る
こ
と
。

第
四
節
の
三
　
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備

（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
六
　
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
七
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四

八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
七
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、

八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
九
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を

超
え
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四
七
五
・

九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
七
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
七
八
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、

一
、
八
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
八
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

又
は
二
、
一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
条
件
（
陸
上
移
動
中
継
局
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
に
限
る
。
）
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

基
地
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
に
適
合
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
基
地
局
対
向
器
（
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、

基
地
局
と
通
信
を
行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
空
中
線
電
力
の
総
和
は
、
四
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で

あ
る
こ
と
。

二
　
基
地
局
対
向
器
の
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
九
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
陸
上
移
動
局
対
向
器
（
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
で
あ

つ
て
、
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
と
通
信
を
行
う
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
空
中
線
電
力
の
総
和
は
、
二
五
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
陸
上
移
動
局
対
向
器
の
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等

方
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得
〇
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
二
五
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値

以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

五
　
基
地
局
対
向
器
及
び
陸
上
移
動
局
対
向
器
の
増
幅
度
（
基
地
局
対
向
器
の
入
力
電
力
に
対
す
る
陸
上
移
動
局

対
向
器
の
出
力
電
力
の
比
又
は
陸
上
移
動
局
対
向
器
の
入
力
電
力
に
対
す
る
基
地
局
対
向
器
の
出
力
電
力
の
比

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
特
性
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
値
に
適
合
す
る
こ
と
。

六
　
他
の
無
線
局
へ
の
干
渉
を
防
止
す
る
た
め
の
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

第
四
十
九
条
の
六
の
二
及
び
第
四
十
九
条
の
六
の
三
　
削
除

第
四
節
の
三
の
二
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備

第
四
十
九
条
の
六
の
四
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の
無
線
設
備
、
符
号
分
割
多
元

接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
又
は
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備

の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
（
七
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
、
七
七
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
九
四
五
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒

三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

無
線
設
備
の

区
別

周
波
数

基
地
局
の
無

線
設
備

七
七
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
九
四

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
、
一
、
八
三
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
八
七
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
、
一
一
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超
え
二
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

陸
上
移
動
局

の
無
線
設
備

七
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
九
〇

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
、
一
、
七
四
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
七
八
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超
え
一
、
九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

符
号
分
割
多

元
接
続
方
式

携
帯
無
線
通

信
設
備
の
試

験
の
た
め
の

通
信
等
を
行

う
無
線
局
の

無
線
設
備

七
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
七
七
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
一

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
九
〇
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
九
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四
二
七
・

九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
五
一

〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
七
四
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
七
八
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
八

三
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
八
七
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
九
八

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
、
一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
符
号
分
割
多
重
方
式
、
陸
上

移
動
局
か
ら
基
地
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
複
信
方
式
で

あ
る
こ
と
。

ロ
　
基
地
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
一
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
か
ら
他
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
へ
の
切
替
え
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
。

ニ
　
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
一
の
基
地
局
の
役
務
の
提
供
に
係
る
区
域
で
あ
つ
て
、
当
該
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
電
界
強
度

が
得
ら
れ
る
区
域
は
、
当
該
区
域
の
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
に
合
わ
せ
細
分
化
が
で
き
る
こ
と
。

ヘ
　
時
間
的
に
分
散
し
て
受
信
さ
れ
る
マ
ル
チ
パ
ス
伝
搬
成
分
を
分
離
し
、
各
マ
ル
チ
パ
ス
伝
搬
成
分
を
合
成

す
る
こ
と
に
よ
り
受
信
特
性
を
改
善
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
基
地
局
の
送
信
装
置
に
あ
つ
て
は
二
相
位
相
変
調
又
は
四
相
位
相
変
調
、
陸
上
移
動
局
の

送
信
装
置
に
あ
つ
て
は
二
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
オ
フ
セ
ッ
ト
四
相
位
相
変
調
又
は
二
相
位
相
変

調
及
び
二
分
のπ

シ
フ
ト
四
相
位
相
変
調
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
基
地
局
の
送
信
装
置
に
あ
つ
て
は
陸
上
移
動
局
か
ら
、
陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置
に
あ
つ
て
は
基
地
局
か

ら
の
制
御
情
報
に
基
づ
い
て
空
中
線
電
力
を
必
要

小
限
と
な
る
よ
う
自
動
的
に
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る

こ
と
。

ハ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
に
適
合
す
る
こ
と
。

ニ
　
相
互
変
調
特
性
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
に
適
合
す
る
こ
と
。

ホ
　
デ
ー
タ
伝
送
速
度
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
可
変
速
度
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
条
件
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
　
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
前
項
の
基
地
局
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
周
波
数

が
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。

イ
　
七
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
受
信
し

た
電
波
の
周
波
数
よ
り
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
低
い
周
波
数

ロ
　
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
受
信
し
た
電
波
の
周
波
数
よ
り
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
低
い
周
波
数

ハ
　
一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
受
信
し
た
電
波
の
周
波
数
よ
り
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
低
い
周
波
数

ニ
　
一
、
七
四
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
七
八
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
受
信
し
た
電
波
の
周
波
数
よ
り
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
低
い
周
波
数

ホ
　
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
受
信
し
た
電
波
の
周
波
数
よ
り
一
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
低
い
周
波
数

二
　
前
項
の
基
地
局
か
ら
の
電
波
の
受
信
電
力
を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
空
中
線
電
力
が
必
要

小
限
と
な
る

よ
う
自
動
的
に
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
陸
上
移
動
局
の
空
中
線

端
子
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
三
・
八
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
五
五
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

六
一
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
空
中
線
電
力
は
二
四
デ
シ
ベ
ル
（
一

ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
空
中
線
の
絶
対
利
得
が
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
で

あ
る
こ
と
。

五
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
は
二
四
デ

シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た

だ
し
、
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
実
効

輻
射
電
力
は
三
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

３
　
第
一
項
の
基
地
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
ハ
及
び
ホ

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
空
中
線
電
力
は
、
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対
利

得
〇
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、

そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設
備
及

び
空
中
線
系
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
空
中
線
系
は
、
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

五
　
当
該
無
線
設
備
と
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
介
し
て
、
当
該
無
線
設
備
の
故
障
を
検
出
し
、
及
び
電

波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

六
　
当
該
無
線
設
備
と
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
介
し
て
行
う
通
信
の
疎
通
が
確
保
で
き
な
い
場
合
に

は
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

４
　
第
一
項
の
基
地
局
（
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
地
局
に
限
り
、
前
項
に
規
定
す

る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ

か
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
節
の
四
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備

（
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
六
の
五
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の
無
線
設
備
、
時
分
割
・

符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
又
は
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯

無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区

別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
（
七
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四

八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
七
七
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又

は
九
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
拡
散
符
号
速

度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

無
線
設
備
の
区

別

周
波
数

基
地
局
の
無
線

設
備

七
七
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
九

四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
八
三
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
八
七
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
、
一
一

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

陸
上
移
動
局
の

無
線
設
備

七
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
九

〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
七
四
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
七
八
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
、
九
二

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

時
分
割
・
符
号

分
割
多
重
方
式

携
帯
無
線
通
信

設
備
の
試
験
の

た
め
の
通
信
等

を
行
う
無
線
局

の
無
線
設
備

七
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
七
七
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八

一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
九
〇

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
九
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四

二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、

五
一
〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
七
四
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
七
八
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、

一
、
八
三
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
八
七
九
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

一
、
九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
、
一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
時
分
割
多
重
方
式
と
符
号
分

割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
、
陸
上
移
動
局
か
ら
基
地
局
へ
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
符
号

分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
基
地
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
一
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
か
ら
他
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
へ
の
切
替
え
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
。

ニ
　
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
一
の
基
地
局
の
役
務
の
提
供
に
係
る
区
域
で
あ
つ
て
、
当
該
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
電
界
強
度

が
得
ら
れ
る
区
域
は
、
当
該
区
域
の
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
に
合
わ
せ
細
分
化
が
で
き
る
こ
と
。

ヘ
　
時
間
的
に
分
散
し
て
受
信
さ
れ
る
マ
ル
チ
パ
ス
伝
搬
成
分
を
分
離
し
、
各
マ
ル
チ
パ
ス
伝
搬
成
分
を
合
成

す
る
こ
と
に
よ
り
受
信
特
性
を
改
善
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
基
地
局
の
送
信
装
置
に
あ
つ
て
は
二
相
位
相
変
調
又
は
四
相
位
相
変
調
、
陸
上
移
動
局
の

送
信
装
置
に
あ
つ
て
は
二
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
オ
フ
セ
ッ
ト
四
相
位
相
変
調
又
は
二
相
位
相
変

調
及
び
二
分
のπ

シ
フ
ト
四
相
位
相
変
調
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
に
適
合
す
る
こ
と
。

ハ
　
相
互
変
調
特
性
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
に
適
合
す
る
こ
と
。

ニ
　
デ
ー
タ
伝
送
速
度
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
可
変
速
度
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
前
項
の
基
地
局
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
周
波
数

が
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
で
あ
つ
て
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隣
接
す
る
二
の
搬
送
波
を
受
信
す
る
も
の
及
び
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
で

あ
つ
て
二
又
は
三
の
搬
送
波
を
同
時
に
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ
　
七
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
受
信
し

た
電
波
の
周
波
数
よ
り
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
低
い
周
波
数

ロ
　
通
信
の
相
手
方
が
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
九
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
六
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
受
信
し
た
電
波
の
周
波
数
よ
り
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
低

い
周
波
数

ハ
　
一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
受
信
し
た
電
波
の
周
波
数
よ
り
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
低
い
周
波
数

ニ
　
一
、
七
四
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
七
八
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
受
信
し
た
電
波
の
周
波
数
よ
り
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
低
い
周
波
数

ホ
　
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
受
信
し
た
電
波
の
周
波
数
よ
り
一
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
低
い
周
波
数

二
　
前
項
の
基
地
局
か
ら
の
制
御
情
報
に
よ
つ
て
、
空
中
線
電
力
が
必
要

小
限
と
な
る
よ
う
自
動
的
に
制
御
す

る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
前
項
の
基
地
局
か
ら
の
電
波
の
受
信
電
力
を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
空
中
線
電
力
が
必
要

小
限
と
な

る
よ
う
自
動
的
に
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

四
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
陸
上
移
動
局
の
空
中
線

端
子
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
三
・
八
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
五
五
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）

六
一
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
空
中
線
電
力
は
二
四
デ
シ
ベ
ル
（
一

ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
空
中
線
の
絶
対
利
得
が
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
で

あ
る
こ
と
。

六
　
一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
七
四
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、

七
八
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送

信
す
る
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
は
二

四
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
二
又
は
三
の
搬
送
波
を
同
時
に
送
信
す
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
五
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
七
四
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
一
、
七
八
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
の

う
ち
複
数
の
周
波
数
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
五
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
け
る
実
効
輻
射
電
力
が
三
八
デ
シ
ベ
ル
以
下
、
そ
れ
以
外
の
そ
れ
ぞ
れ
の
周
波
数

帯
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
二
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

３
　
第
一
項
の
基
地
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
ハ
及
び
ホ

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
空
中
線
電
力
は
、
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対
利

得
〇
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、

そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設
備
及

び
空
中
線
系
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
空
中
線
系
は
、
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

五
　
当
該
無
線
設
備
と
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
介
し
て
、
当
該
無
線
設
備
の
故
障
を
検
出
し
、
及
び
電

波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

六
　
当
該
無
線
設
備
と
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
介
し
て
行
う
通
信
の
疎
通
が
確
保
で
き
な
い
場
合
に

は
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

４
　
第
一
項
の
基
地
局
（
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
地
局
に
限
り
、
前
項
に
規
定
す

る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ

か
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
二
項
の
無
線
設
備
が
前
条
第
二
項
の
無
線
設
備
と
空
中
線
を
共
用
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
空
中
線
か
ら

二
又
は
三
の
搬
送
波
を
同
時
に
送
信
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
項
第
六
号
及
び
前
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
項
及
び
前
条
第
二
項
の
無
線
設
備
の
実
効
輻
射
電
力
又
は
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
総
和

は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
の
周
波
数
の
搬
送
波
を
送
信
す
る
場
合
　
当
該
周

波
数
帯
に
お
け
る
実
効
輻
射
電
力
が
三
八
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下

二
　
一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
七
四
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、

七
八
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
の
い
ず
れ

か
一
の
周
波
数
帯
の
周
波
数
の
搬
送
波
を
送
信
す
る
場
合
　
当
該
一
の
周
波
数
帯
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電

力
が
二
四
デ
シ
ベ
ル
以
下

三
　
第
一
号
及
び
前
号
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
の
う
ち
複
数
の
周
波
数
帯
の
周
波
数
の
搬
送
波
を
同
時
に
送
信
す
る

場
合
　
当
該
複
数
の
周
波
数
帯
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
第
一
号
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
に
あ
つ
て
は
実
効
輻
射

電
力
が
三
八
デ
シ
ベ
ル
以
下
、
前
号
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
に
あ
つ
て
は
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
二
四
デ
シ
ベ
ル

以
下

第
四
節
の
四
の
二
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備

（
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
六
の
六
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
若
し
く
は
陸
上
移
動

局
又
は
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無

線
設
備
で
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
の

各
号
（
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
ロ
、

陸
上
移
動
中
継
局
に
あ
つ
て
は
第
二
号
ロ
及
び
ハ
に
限
る
。
）
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
時
分
割
多
重
方
式
と
符
号
分

割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
、
陸
上
移
動
局
か
ら
基
地
局
へ
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
時
分

割
多
元
接
続
方
式
と
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
を
使
用
す
る
複
信
方
式
で
あ
る

こ
と
。

ロ
　
基
地
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
一
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
か
ら
他
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
へ
の
切
替
え
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
。

ニ
　
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
一
の
基
地
局
の
役
務
の
提
供
に
係
る
区
域
で
あ
つ
て
、
当
該
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
電
界
強
度

が
得
ら
れ
る
区
域
は
、
当
該
区
域
の
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
に
合
わ
せ
細
分
化
が
で
き
る
こ
と
。

ヘ
　
時
間
的
に
分
散
し
て
受
信
さ
れ
る
マ
ル
チ
パ
ス
伝
搬
成
分
を
分
離
し
、
各
マ
ル
チ
パ
ス
伝
搬
成
分
を
合
成

す
る
こ
と
に
よ
り
受
信
特
性
を
改
善
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
四
相
位
相
変
調
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
に
適
合
す
る
こ
と
。

ハ
　
相
互
変
調
特
性
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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無
線
設
備

空
中
線
端
子
に
お
け
る
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
の
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な

い
と
き
の
漏
え
い
電
力

拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ

ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

任
意
の
三
・
八
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
七
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇

デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下

拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
七
・
六
八
メ

ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

任
意
の
七
・
六
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
七
四
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇

デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下

拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
一
・
二
八
メ

ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

任
意
の
一
・
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
八
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇

デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下

３
　
第
一
項
の
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
は
、
同
項
に
規
定
す

る
条
件
の
ほ
か
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
項
の
基
地
局
か
ら
の
電
波
の
受
信
電
力
を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
空
中
線
電
力
が
必
要

小
限
と
な

る
よ
う
自
動
的
に
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
陸
上
移
動
局
の
空
中
線

端
子
に
お
い
て
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
三
・
八
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
六
三
・
五
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
七
・
六
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
七
・
六
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
六
三
・
五
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
一
・
二
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
一
・
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で

（－

）
六
三
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
空
中
線
電
力
は
、
二
四
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

４
　
第
一
項
の
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
は
、
第
一
項
第
一
号

ロ
及
び
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
又
は
毎
秒
七
・
六
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
基
地
局
対
向
器
の
空
中
線
電
力
は
、
四
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
基
地
局
対
向
器
の
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
九
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
陸
上
移
動
局
対
向
器
の
空
中
線
電
力
は
、
一
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五
　
陸
上
移
動
局
対
向
器
の
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等

方
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得
〇
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
一
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値

以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

六
　
基
地
局
対
向
器
及
び
陸
上
移
動
局
対
向
器
の
増
幅
度
特
性
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
値
に
適
合
す
る
こ

と
。

七
　
他
の
無
線
局
へ
の
干
渉
を
防
止
す
る
た
め
の
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

第
四
節
の
四
の
三
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無

線
設
備

（
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
六
の
七
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の
無
線
設

備
、
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
又
は
時
分

割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設

備
で
あ
つ
て
、
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、

次
の
各
号
（
陸
上
移
動
中
継
局
に
あ
つ
て
は
第
二
号
ロ
に
限
る
。
）
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式

と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
、
時
分
割
多
重
方
式
と

空
間
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
を
、
陸
上
移
動
局
か
ら
基
地
局
へ
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
と
時
分
割
多
元
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
又
は
直
交
周

波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
と
空
間
分
割
多
元
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方

式
を
使
用
す
る
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
基
地
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
一
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
か
ら
他
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
へ
の
切
替
え
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
。

ニ
　
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
一
の
基
地
局
の
役
務
の
提
供
に
係
る
区
域
で
あ
つ
て
、
当
該
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
電
界
強
度

が
得
ら
れ
る
区
域
は
、
当
該
区
域
の
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
に
合
わ
せ
細
分
化
が
で
き
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
二
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
三
二
値
直
交
振
幅
変
調
、

六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
二
五
六
値
直
交
振
幅
変
調
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
、
相
互
変
調
特
性
及
び
送
信
バ
ー
ス
ト
長
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る

条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件

に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
空
中
線
電
力
は
、
一
〇
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
一
二
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
空
中
線
端
子
に
お
い
て

（－

）
三
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

３
　
第
一
項
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
項
の
基
地
局
か
ら
の
電
波
の
受
信
電
力
の
測
定
又
は
当
該
基
地
局
か
ら
の
制
御
情
報
に
基
づ
き
空
中
線

電
力
が
必
要

小
限
と
な
る
よ
う
自
動
的
に
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
空
中
線
電
力
は
、
〇
・
二
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
空
中
線
端
子
に
お
い
て

（－

）
三
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

第
四
節
の
四
の
四
　
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線

設
備

（
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
六
の
八
　
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の
無
線
設
備
、
時

分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
又
は
時
分
割
・
周
波
数
分

割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
二
、

〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
（
陸
上
移

動
中
継
局
に
あ
つ
て
は
第
二
号
ロ
に
限
る
。
）
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
周
波
数
分
割
多
重
方
式
、
時

分
割
多
重
方
式
と
空
間
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
を
、
陸
上
移
動
局
か
ら
基
地
局
へ
送
信

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
と
空
間
分
割
多
元
接
続
方
式

を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
を
使
用
す
る
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
基
地
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
一
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
か
ら
他
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
へ
の
切
替
え
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
。

ニ
　
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
一
の
基
地
局
の
役
務
の
提
供
に
係
る
区
域
で
あ
つ
て
、
当
該
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
電
界
強
度

が
得
ら
れ
る
区
域
は
、
当
該
区
域
の
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
に
合
わ
せ
細
分
化
が
で
き
る
こ
と
。
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二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
二
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
八
相
位
相
変
調
、
一
二
値
直
交
振
幅
変
調
、
一
六
値

直
交
振
幅
変
調
、
二
四
値
直
交
振
幅
変
調
、
三
二
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
で
あ
る
こ

と
。

ロ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
、
相
互
変
調
特
性
及
び
送
信
バ
ー
ス
ト
長
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る

条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件

に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
空
中
線
電
力
は
、
二
九
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
一
一
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
空
中
線
端
子
に
お
い

て
、
任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
六
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ

る
こ
と
。

３
　
第
一
項
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
項
の
基
地
局
か
ら
の
電
波
の
受
信
電
力
の
測
定
又
は
当
該
基
地
局
か
ら
の
制
御
情
報
に
基
づ
き
空
中
線

電
力
が
必
要

小
限
と
な
る
よ
う
自
動
的
に
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
空
中
線
電
力
は
、
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
空
中
線
端
子
に
お
い

て
、
任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
六
五
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ

る
こ
と
。

第
四
節
の
四
の
五
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等

の
無
線
設
備

（
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
六
の
九
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
又
は
陸

上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
（
半
複
信
方
式
の
も
の
を
含
む
。
）
を
用
い
る
も
の
で

あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す

る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

無

線

設

備

の
区
分

周
波
数

基

地

局

の

無
線
設
備

七
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
九
四
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
、
一
、
八
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
八
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
、
一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
一

七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

陸

上

移

動

局

の

無

線

設
備

七
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
九
〇
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
、
一
、
七
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
七
八
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
九

八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式

と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
を
、
陸
上
移
動
局
か
ら
基
地
局
へ
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
複
信
方
式
（
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容

値
が
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
陸
上
移
動
局
と
の
通
信
に
あ
つ
て
は
半
複
信
方
式
と
す
る
こ
と
と
し
、
占
有
周
波
数

帯
幅
の
許
容
値
が
一
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
陸
上
移
動
局
と
の
通
信
に
あ
つ
て
は
半
複
信
方
式
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
基
地
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
一
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
か
ら
他
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
へ
の
切
替
え
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
。

ニ
　
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
一
の
基
地
局
の
役
務
の
提
供
に
係
る
区
域
で
あ
つ
て
、
当
該
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
電
界
強
度

が
得
ら
れ
る
区
域
は
、
当
該
区
域
の
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
に
合
わ
せ
細
分
化
が
で
き
る
こ
と
。

ヘ
　
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
（
二
以
上
の
搬
送
波
を
同
時
に
用
い
て
一
体
と
し
て
行
う
無
線
通
信

の
技
術
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
用
い
る
場
合
に
は
、
一
又
は
複
数
の
基
地
局
（
陸
上
移
動
局
へ
送
信
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
を
含
む
。
）
と
一
又
は
複
数
の
陸
上
移
動
局
（
基
地
局
へ
送

信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
２
）
に
掲
げ
る
無
線
局
を
含
む
。
）
と
の
間
の
通
信
に
限
る
こ
と
。

（１）
　
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機

（イ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
時
分

割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ロ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
基
地
局

（ハ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ニ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ

の
基
地
局
と
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
陸
上
移
動
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
と
の
間
の
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（ホ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

（ヘ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移

動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

（２）
　
陸
上
移
動
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機

（イ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、

時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ロ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
陸
上

移
動
局

（ハ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ニ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ

の
陸
上
移
動
局
と
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
と
の
間
の
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（ホ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局

（ヘ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移

動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局

ト
　
複
数
の
空
中
線
か
ら
同
一
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
無
線
設
備
の
空
中
線
電
力
は
、
次
に
掲
げ
る
無

線
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
値
と
す
る
。

（１）
　
基
地
局
の
無
線
設
備
　
各
空
中
線
端
子
に
お
け
る
値
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（２）
　
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
　
各
空
中
線
端
子
に
お
け
る
値
の
総
和

チ
　
基
地
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
第
一
章
第
六
節
の
周
波
数
等
を
維
持
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（１）
　
（±

）
〇
・
〇
一
六
ｐ
ｐ
ｍ
（
百
万
分
率
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
以
下
の
精
度
の
外
部
参
照
信
号
に
同

期
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
自
動
出
力
補
正
機
能
が
保
証
す
る
空
中
線
電
力
の
偏
差
が
、
第
十
四
条
に
規
定
す
る
空
中
線
電
力
の
許

容
偏
差
内
で
あ
る
こ
と
。

リ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
周
波
数

に
応
じ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

無

線

設

備

の

区
分

周
波
数

チ
ャ
ネ
ル
間
隔

基

地

局

の

無

線

設

備

七
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
七
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

三
Ｍ
Ｈ
ｚ

七
七
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は

一
、
八
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
八
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

三
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、

一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
九

四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

三
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又

は
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
、
四
七
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
、
一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

二
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

又
は
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

陸

上

移

動

局

の

無

線

設

備

七
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

一
八
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
、
一
・
〇
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は

三
Ｍ
Ｈ
ｚ

七
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は

一
、
七
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
七
八
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

一
八
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
、
一
・
〇
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
三

Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、

一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
九

〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

一
八
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
、
一
・
〇
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
三

Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又

は
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

一
、
九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

一
八
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
、
一
・
〇
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
、
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

又
は
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
次
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
基
地
局
の
無
線
設
備
　
二
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交
振

幅
変
調
又
は
二
五
六
値
直
交
振
幅
変
調

（２）
　
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備

（イ）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
二
分
のπ

シ
フ
ト
二
相
位
相
変
調
、
四

分
のπ

シ
フ
ト
四
相
位
相
変
調
又
は
四
相
位
相
変
調

（ロ）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
一
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
二
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
又
は
一

六
値
直
交
振
幅
変
調

（ハ）
　
そ
の
他
の
も
の
　
二
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交
振
幅

変
調
又
は
二
五
六
値
直
交
振
幅
変
調

ロ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

ハ
　
相
互
変
調
特
性
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
（
第
一
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
一
項
及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
陸
上
移
動

局
の
無
線
設
備
を
除
く
。
）
は
、
前
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
（
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
前
項
第
一
号
ヘ

（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
か
ら
送
信
さ
れ
る
搬
送
波
を
使
用
す
る
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
無
線
局

を
含
む
。
）
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。

二
　
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
連
続
す
る
搬
送
波
を
送
信
す
る
場
合
は
、
総
務
大
臣
が
別
に

告
示
す
る
周
波
数
帯
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
数
以
下
の
搬
送
波
を
使

用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
前
項
の
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
か
ら

の
電
波
の
受
信
電
力
の
測
定
又
は
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
（
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
前
項
第
一
号
ヘ

（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
か
ら
送
信
さ
れ
る
搬
送
波
を
使
用
す
る
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
無
線
局

を
含
む
。
）
か
ら
の
制
御
情
報
に
基
づ
き
空
中
線
電
力
が
必
要

小
限
と
な
る
よ
う
自
動
的
に
制
御
す
る
機
能

を
有
す
る
こ
と
。

四
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
空
中
線
端
子
に
お
い

て
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
二
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
八
・
五
デ
シ

ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
四
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
八
・
五
デ
シ

ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
八
・
五
デ
シ
ベ

ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
一
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
八
・
五

デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
八
・
五
デ
シ

ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五
　
空
中
線
電
力
（
次
に
掲
げ
る
無
線
設
備
か
ら
送
信
さ
れ
る
搬
送
波
を
使
用
し
て
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ

ン
技
術
を
用
い
た
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
時
に
送
信
さ
れ
る
複
数
の
搬
送
波
の
空
中
線
電
力
の
総

和
）
は
、
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備

ロ
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信

を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
二
、
三
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
・
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
四
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え

四
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

ハ
　
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
（
四
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
・
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限

る
。
）
の
無
線
局
の
無
線
設
備

ニ
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信

を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
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ホ
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
の
無
線
設
備
（
空
中
線

電
力
は
、
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。
）

ヘ
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備

ト
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無

線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備

六
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

３
　
第
一
項
の
基
地
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
ハ
及
び
ホ

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
空
中
線
電
力
は
、
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対
利

得
〇
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、

そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設
備
及

び
空
中
線
系
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
空
中
線
系
は
、
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

五
　
当
該
無
線
設
備
と
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
介
し
て
、
当
該
無
線
設
備
の
故
障
を
検
出
し
、
及
び
電

波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

六
　
当
該
無
線
設
備
と
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
介
し
て
行
う
通
信
の
疎
通
が
確
保
で
き
な
い
場
合
に

は
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

４
　
第
一
項
の
基
地
局
（
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
地
局
に
限
り
、
前
項
に
規
定
す

る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ

か
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
第
一
項
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
は
、

同
項
（
第
一
号
ヘ
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
基
地
局
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
総
務

大
臣
が
別
に
告
示
す
る
周
波
数
の
範
囲
内
か
ら
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。

二
　
第
一
項
の
基
地
局
か
ら
の
電
波
の
受
信
電
力
の
測
定
又
は
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
基
地
局
か
ら
の
制
御
情
報

に
基
づ
き
、
空
中
線
電
力
が
必
要

小
限
と
な
る
よ
う
自
動
的
に
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
空
中
線
端
子
に
お
い

て
、
任
意
の
一
八
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
八
・
五
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
空
中
線
電
力
は
、
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

６
　
第
一
項
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
一
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
は
、

同
項
（
第
一
号
ヘ
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
基
地
局
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
動
的

に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。

二
　
第
一
項
の
基
地
局
か
ら
の
電
波
の
受
信
電
力
の
測
定
又
は
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
基
地
局
か
ら
の
制
御
情
報

に
基
づ
き
、
空
中
線
電
力
が
必
要

小
限
と
な
る
よ
う
自
動
的
に
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
通
信
の
相
手
方
と
な
る
基
地
局
の
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と

同
じ
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
の
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
（
当
該
周
波
数
帯
に
第
一
項
及
び
本
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備

の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
周
波
数
の
範
囲
が
含
ま
れ
る
こ
と
。
）
で
、
空
中
線
端
子
に
お
い
て
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
通
信
の
相
手
方
と
な
る
基
地
局
の
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
二
・
七
Ｍ

Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
八
・
五
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
通
信
の
相
手
方
と
な
る
基
地
局
の
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
四
・
五
Ｍ

Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
八
・
五
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
通
信
の
相
手
方
と
な
る
基
地
局
の
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
九
Ｍ
Ｈ

ｚ
幅
で
（－

）
四
八
・
五
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
通
信
の
相
手
方
と
な
る
基
地
局
の
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
一
三
・

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
八
・
五
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ

と
。

ホ
　
通
信
の
相
手
方
と
な
る
基
地
局
の
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
一
八
Ｍ

Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
八
・
五
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
空
中
線
電
力
は
、
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

第
四
十
九
条
の
六
の
十
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
、
陸
上

移
動
中
継
局
又
は
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
二
、
〇
一

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
三
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
三
・

四
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
（
陸
上
移
動

中
継
局
又
は
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
陸
上
移
動
局
に
あ
つ
て
は
、
第
二
号
ロ
の
条
件
）
に
適
合
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式

と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
を
、
陸
上
移
動
局
か
ら
基
地
局
へ
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
基
地
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
一
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
か
ら
他
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
へ
の
切
替
え
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
。

ニ
　
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
一
の
基
地
局
の
役
務
の
提
供
に
係
る
区
域
で
あ
つ
て
、
当
該
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
電
界
強
度

が
得
ら
れ
る
区
域
は
、
当
該
区
域
の
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
に
合
わ
せ
細
分
化
が
で
き
る
こ
と
。

ヘ
　
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
る
場
合
に
は
、
一
又
は
複
数
の
基
地
局
（
陸
上
移
動
局
へ
送

信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
を
含
む
。
）
と
一
又
は
複
数
の
陸
上
移
動
局
（
基
地
局

へ
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
２
）
に
掲
げ
る
無
線
局
を
含
む
。
）
と
の
間
の
通
信
に
限
る
こ
と
。

（１）
　
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機

（イ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
周
波

数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ロ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
基
地
局

（ハ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ニ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ

の
基
地
局
と
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
陸
上
移
動
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
と
の
間
の
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（ホ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

（ヘ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移

動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
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（２）
　
陸
上
移
動
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機

（イ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、

周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ロ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
陸
上

移
動
局

（ハ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ニ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ

の
陸
上
移
動
局
と
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
と
の
間
の
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（ホ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局

（ヘ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移

動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局

ト
　
複
数
の
空
中
線
か
ら
同
一
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
空
中
線
電
力
は
、
次
に

掲
げ
る
無
線
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
値
と
す
る
。

（１）
　
基
地
局
の
無
線
設
備
　
各
空
中
線
端
子
に
お
け
る
値

（２）
　
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
　
各
空
中
線
端
子
に
お
け
る
値
の
総
和

チ
　
基
地
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
第
一
章
第
六
節
の
周
波
数
等
を
維
持
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（１）
　
（±

）
〇
・
〇
一
六
ｐ
ｐ
ｍ
以
下
の
精
度
の
外
部
参
照
信
号
に
同
期
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
自
動
出
力
補
正
機
能
が
保
証
す
る
空
中
線
電
力
の
偏
差
が
、
第
十
四
条
に
規
定
す
る
空
中
線
電
力
の
許

容
偏
差
内
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
二
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又

は
二
五
六
値
直
交
振
幅
変
調
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
、
相
互
変
調
特
性
及
び
フ
レ
ー
ム
長
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
同
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
空
中
線
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
〇
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
〇
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
六
〇
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
一
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

３
　
第
一
項
の
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
は
、
同
項
に
規
定
す

る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
（
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
第
一
項
第
一
号
ヘ

（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
か
ら
送
信
さ
れ
る
搬
送
波
を
使
用
す
る
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
無
線
局

を
含
む
。
）
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。

二
　
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
連
続
す
る
搬
送
波
を
送
信
す
る
場
合
は
、
総
務
大
臣
が
別
に

告
示
す
る
周
波
数
帯
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
数
以
下
の
搬
送
波
を
使

用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
第
一
項
の
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
か

ら
の
電
波
の
受
信
電
力
の
測
定
又
は
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接

続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
（
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
第
一
項
第
一
号

ヘ
（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
か
ら
送
信
さ
れ
る
搬
送
波
を
使
用
す
る
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
無
線

局
を
含
む
。
）
か
ら
の
制
御
情
報
に
基
づ
き
空
中
線
電
力
が
必
要

小
限
と
な
る
よ
う
自
動
的
に
制
御
す
る
機

能
を
有
す
る
こ
と
。

四
　
空
中
線
電
力
（
前
条
第
二
項
第
五
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
無
線
設
備
か
ら
送
信
さ
れ
る
搬
送
波
を
使
用

し
て
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
た
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
時
に
送
信
さ
れ
る
複

数
の
搬
送
波
の
空
中
線
電
力
の
総
和
）
は
、
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

送
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
、
二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
三
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は

三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
三
デ
シ
ベ
ル
以

下
で
あ
る
こ
と
。

六
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
空
中
線
端
子
に
お
い

て
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
及
び
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ

る
漏
え
い
電
力
の
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

送
信
す
る
電
波
の
周
波
数

チ
ャ
ネ
ル
間

隔

周
波
数
幅

漏
え
い
電
力

二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
〇
二

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

五
Ｍ
Ｈ
ｚ

四
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅

（－

）
四
八
・
五
デ
シ
ベ
ル

（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ

シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
同
じ

。
）

一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

九
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅

（－

）
四
八
・
五
デ
シ
ベ
ル

一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
三
・
五
Ｍ
Ｈ

ｚ
幅

（－

）
四
八
・
五
デ
シ
ベ
ル

二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
三
七

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ

を
超
え
三
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

五
Ｍ
Ｈ
ｚ

四
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅

（－

）
四
八
・
二
デ
シ
ベ
ル

一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

九
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅

（－

）
四
八
・
二
デ
シ
ベ
ル

一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
三
・
五
Ｍ
Ｈ

ｚ
幅

（－

）
四
八
・
二
デ
シ
ベ
ル

二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅

（－

）
四
八
・
二
デ
シ
ベ
ル

４
　
第
一
項
の
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
は
、
同
項
に
規
定
す

る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
三
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の

周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
基
地
局
対
向
器
の
空
中
線
電
力
の
総
和
は
、
四
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
基
地
局
対
向
器
の
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
九
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
陸
上
移
動
局
対
向
器
の
空
中
線
電
力
の
総
和
は
、
二
五
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五
　
陸
上
移
動
局
対
向
器
の
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等

方
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得
〇
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
二
五
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値

以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
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六
　
基
地
局
対
向
器
及
び
陸
上
移
動
局
対
向
器
の
増
幅
度
特
性
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
値
に
適
合
す
る
こ

と
。

七
　
他
の
無
線
局
へ
の
干
渉
を
防
止
す
る
た
め
の
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

５
　
第
一
項
の
基
地
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
三
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
三
・
四

Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
ハ
及
び
ホ
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
空
中
線
電
力
は
、
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対
利

得
〇
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、

そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

三
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設
備
及

び
空
中
線
系
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
空
中
線
系
は
、
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

五
　
当
該
無
線
設
備
と
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
介
し
て
、
当
該
無
線
設
備
の
故
障
を
検
出
し
、
及
び
電

波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

六
　
当
該
無
線
設
備
と
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
介
し
て
行
う
通
信
の
疎
通
が
確
保
で
き
な
い
場
合
に

は
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

６
　
第
一
項
の
基
地
局
（
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
地
局
に
限
り
、
前
項
に
規
定
す

る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
二
、
三
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も

の
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
節
の
四
の
六
　
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備

第
四
十
九
条
の
六
の
十
一
　
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
の
無
線
設
備
、
直
交

周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
時
分
割
複
信
方
式
を

用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
二
、
〇
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る

も
の
は
、
次
の
各
号
（
陸
上
移
動
中
継
局
に
あ
つ
て
は
第
二
号
ロ
に
限
る
。
）
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
に
限

る
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
直
交
周
波

数
分
割
多
重
方
式
と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
を
、
陸
上
移
動
局
か
ら
基
地
局
へ
送

信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
九
一
一
・
四
四
マ
イ
ク
ロ
秒
、
九
六
三
・
五
二
マ
イ
ク
ロ
秒
、
一
、
〇
一
五
・
六

マ
イ
ク
ロ
秒
又
は
一
、
〇
六
七
・
六
八
マ
イ
ク
ロ
秒
の
自
然
数
倍
の
値
の
も
の
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示

す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を

行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
を
、
陸
上
移
動
局
か
ら
基
地
局
へ
送
信
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
基
地
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
一
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
か
ら
他
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
へ
の
切
替
え
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
。

ニ
　
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
一
の
基
地
局
の
役
務
の
提
供
に
係
る
区
域
で
あ
つ
て
、
当
該
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
電
界
強
度

が
得
ら
れ
る
区
域
は
、
当
該
区
域
の
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
に
合
わ
せ
細
分
化
が
で
き
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の
で
あ
つ
て
、
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に

あ
つ
て
は
二
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
、
陸

上
移
動
局
か
ら
基
地
局
へ
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
四
相
位
相
変
調
又
は
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
で
あ

る
こ
と
。

（２）
　
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
九
一
一
・
四
四
マ
イ
ク
ロ
秒
、
九
六
三
・
五
二
マ
イ
ク
ロ
秒
、
一
、
〇
一
五
・
六

マ
イ
ク
ロ
秒
又
は
一
、
〇
六
七
・
六
八
マ
イ
ク
ロ
秒
の
自
然
数
倍
の
値
の
も
の
に
あ
つ
て
は
四
相
位
相
変

調
、
八
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
及
び
相
互
変
調
特
性
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
こ

と
。

２
　
前
項
の
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件

に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
空
中
線
電
力
は
、
二
〇
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
一
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
空
中
線
端
子
に
お
い

て
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
（－

）
三
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ

シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
九
一
一
・
四
四
マ
イ
ク
ロ
秒
、
九
六
三
・
五
二
マ
イ
ク
ロ
秒
、
一
、
〇
一
五
・
六
マ

イ
ク
ロ
秒
又
は
一
、
〇
六
七
・
六
八
マ
イ
ク
ロ
秒
の
自
然
数
倍
の
値
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
一
Ｍ
Ｈ

ｚ
幅
で
（－

）
八
四
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

３
　
第
一
項
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
一
項
の
基
地
局
か
ら
の
電
波
の
受
信
電
力
の
測
定
又
は
当
該
基
地
局
か
ら
の
制
御
情
報
に
基
づ
き
空
中
線

電
力
が
必
要

小
限
と
な
る
よ
う
自
動
的
に
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
空
中
線
電
力
は
、
〇
・
二
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
九
一
一
・
四
四
マ
イ
ク
ロ
秒
、
九
六
三
・
五
二
マ
イ
ク
ロ
秒
、
一
、
〇
一
五
・
六
マ

イ
ク
ロ
秒
又
は
一
、
〇
六
七
・
六
八
マ
イ
ク
ロ
秒
の
自
然
数
倍
の
値
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
〇
デ
シ
ベ
ル
以

下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
空
中
線
端
子
に
お
い

て
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
（－

）
三
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ

シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
九
一
一
・
四
四
マ
イ
ク
ロ
秒
、
九
六
三
・
五
二
マ
イ
ク
ロ
秒
、
一
、
〇
一
五
・
六
マ

イ
ク
ロ
秒
又
は
一
、
〇
六
七
・
六
八
マ
イ
ク
ロ
秒
の
自
然
数
倍
の
値
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
一
Ｍ
Ｈ

ｚ
幅
で
（－

）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

第
四
節
の
四
の
七
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備

（
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行

う
無
線
局
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
で

あ
つ
て
、
二
、
三
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
三
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
・
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

70



又
は
四
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
（
四
・

六
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
・
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
基
地
局
又
は
陸
上
移

動
局
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式

と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
を
、
陸
上
移
動
局
か
ら
基
地
局
へ
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る

複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
基
地
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
一
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
か
ら
他
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
へ
の
切
替
え
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
。

ニ
　
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
一
の
基
地
局
の
役
務
の
提
供
に
係
る
区
域
で
あ
つ
て
、
当
該
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
電
界
強
度

が
得
ら
れ
る
区
域
は
、
当
該
区
域
の
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
に
合
わ
せ
細
分
化
が
で
き
る
こ
と
。

ヘ
　
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
る
場
合
に
は
、
一
又
は
複
数
の
基
地
局
（
陸
上
移
動
局
へ
送

信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
を
含
む
。
）
と
一
又
は
複
数
の
陸
上
移
動
局
（
基
地
局

へ
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
２
）
に
掲
げ
る
無
線
局
を
含
む
。
）
と
の
間
の
通
信
に
限
る
こ
と
。

（１）
　
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機

（イ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
周
波

数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ロ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
時
分

割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ハ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ニ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ

の
基
地
局
と
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
陸
上
移
動
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
と
の
間
の
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（ホ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

（ヘ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移

動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

（２）
　
陸
上
移
動
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機

（イ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、

周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ロ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、

時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ハ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ニ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ

の
陸
上
移
動
局
と
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
と
の
間
の
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（ホ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局

（ヘ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移

動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局

ト
　
複
数
の
空
中
線
か
ら
同
一
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
空
中
線
電
力
は
、
各
空

中
線
端
子
に
お
け
る
値
の
総
和
で
あ
る
こ
と
。

チ
　
基
地
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
第
一
章
第
六
節
の
周
波
数
等
を
維
持
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（１）
　
（±

）
〇
・
〇
一
六
ｐ
ｐ
ｍ
以
下
の
精
度
の
外
部
参
照
信
号
に
同
期
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
自
動
出
力
補
正
機
能
が
保
証
す
る
空
中
線
電
力
の
偏
差
が
、
第
十
四
条
に
規
定
す
る
空
中
線
電
力
の
許

容
偏
差
内
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
次
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
基
地
局
の
無
線
設
備
　
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
二
五

六
値
直
交
振
幅
変
調

（２）
　
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
　
二
相
位
相
変
調
、
二
分
のπ

シ
フ
ト
二
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、

一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
二
五
六
値
直
交
振
幅
変
調

ロ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
、
相
互
変
調
特
性
及
び
フ
レ
ー
ム
長
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
前
二
号
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接

続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
（
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
第
一
号
ヘ

（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
か
ら
送
信
さ
れ
る
搬
送
波
を
使
用
す
る
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
無
線

局
を
含
む
。
）
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。

ロ
　
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス

電
話
の
親
機
（
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
第
一
号
ヘ
（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
か
ら
送

信
さ
れ
る
搬
送
波
を
使
用
す
る
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
無
線
局
を
含
む
。
）
か
ら
の
制
御
情
報

に
基
づ
き
空
中
線
電
力
が
必
要

小
限
と
な
る
よ
う
自
動
的
に
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
空
中
線
電
力
（
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
二
項
第
五
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
無
線
設
備
か
ら
送
信
さ

れ
る
搬
送
波
を
使
用
し
て
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
た
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、

同
時
に
送
信
さ
れ
る
複
数
の
搬
送
波
の
空
中
線
電
力
の
総
和
）
は
、
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ

と
。

ニ
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
空
中
線
端
子
に
お
い

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
幅
に
お

け
る
平
均
電
力
が
（－

）
四
八
・
二
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る

こ
と
。

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
（
Ｍ
Ｈ
ｚ
）

周
波
数
幅
（
Ｍ
Ｈ
ｚ
）

一
〇

九
・
三
七
五

一
五

一
四
・
二
三
五

二
〇

一
九
・
〇
九
五

二
五

二
三
・
九
五
五

三
〇

二
八
・
八
一
五

四
〇

三
八
・
八
九
五

五
〇

四
八
・
六
一
五
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六
〇

五
八
・
三
五

八
〇

七
八
・
一
五

九
〇

八
八
・
二
三

一
〇
〇

九
八
・
三
一

２
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行

う
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
、
二
七
Ｇ
Ｈ
ｚ

を
超
え
二
八
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
九
・
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
九
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信

す
る
も
の
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
（
二
八
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
九
・
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

る
も
の
に
限
る
。
）
の
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式

と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
を
、
陸
上
移
動
局
か
ら
基
地
局
へ
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る

複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
基
地
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
一
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
か
ら
他
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
へ
の
切
替
え
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
。

ニ
　
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
一
の
基
地
局
の
役
務
の
提
供
に
係
る
区
域
で
あ
つ
て
、
当
該
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
電
界
強
度

が
得
ら
れ
る
区
域
は
、
当
該
区
域
の
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
に
合
わ
せ
細
分
化
が
で
き
る
こ
と
。

ヘ
　
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
る
場
合
に
は
、
一
又
は
複
数
の
基
地
局
（
陸
上
移
動
局
へ
送

信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
を
含
む
。
）
と
一
又
は
複
数
の
陸
上
移
動
局
（
基
地
局

へ
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
２
）
に
掲
げ
る
無
線
局
を
含
む
。
）
と
の
間
の
通
信
に
限
る
こ
と
。

（１）
　
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機

（イ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
周
波

数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ロ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
時
分

割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ハ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ニ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ

の
基
地
局
と
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
陸
上
移
動
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
と
の
間
の
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（ホ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

（ヘ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移

動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

（２）
　
陸
上
移
動
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機

（イ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、

周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ロ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、

時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ハ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ニ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ

の
陸
上
移
動
局
と
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
と
の
間
の
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（ホ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局

（ヘ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移

動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局

ト
　
複
数
の
空
中
線
か
ら
同
一
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
空
中
線
電
力
は
、
各
空

中
線
端
子
に
お
け
る
値
の
総
和
で
あ
る
こ
と
。

チ
　
基
地
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
第
一
章
第
六
節
の
周
波
数
等
を
維
持
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（１）
　
（±

）
〇
・
〇
一
六
ｐ
ｐ
ｍ
以
下
の
精
度
の
外
部
参
照
信
号
に
同
期
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
自
動
出
力
補
正
機
能
が
保
証
す
る
空
中
線
電
力
の
偏
差
が
、
第
十
四
条
に
規
定
す
る
空
中
線
電
力
の
許

容
偏
差
内
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
次
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
基
地
局
の
無
線
設
備
　
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
二
五

六
値
直
交
振
幅
変
調

（２）
　
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
　
二
相
位
相
変
調
、
二
分
のπ

シ
フ
ト
二
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、

一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
二
五
六
値
直
交
振
幅
変
調

ロ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
、
相
互
変
調
特
性
及
び
フ
レ
ー
ム
長
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
第
一
号
及
び
前
号
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接

続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
（
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
第
一
号
ヘ

（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
か
ら
送
信
さ
れ
る
搬
送
波
を
使
用
す
る
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
無
線

局
を
含
む
。
）
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。

ロ
　
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス

電
話
の
親
機
（
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
第
一
号
ヘ
（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
か
ら
送

信
さ
れ
る
搬
送
波
を
使
用
す
る
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
無
線
局
を
含
む
。
）
か
ら
の
制
御
情
報

に
基
づ
き
空
中
線
電
力
が
必
要

小
限
と
な
る
よ
う
自
動
的
に
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
空
中
線
電
力
（
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式

携
帯
無
線
通
信
を
行
う
も
の
の
う
ち
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
で
あ
つ
て
二
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二

八
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
九
・
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
九
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
か

ら
送
信
さ
れ
る
搬
送
波
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
（
二
八
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
九
・
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
無
線
局
か
ら
送
信
さ
れ
る
搬
送
波
を
使
用
し
て
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ

ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
た
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
時
に
送
信
さ
れ
る
複
数
の
搬
送
波
の
空
中

線
電
力
の
総
和
）
は
、
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶

対
利
得
二
〇
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
空
中
線
電
力
の

大
値
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ

の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
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ホ
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
漏
え
い
電
力
の
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
（
Ｍ
Ｈ
ｚ
）

周
波
数
幅
（
Ｍ
Ｈ
ｚ
）

漏
え
い
電
力
（
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇

デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
）

五
〇

四
七
・
五
二

（－

）
一
三
・
六

一
〇
〇

九
五
・
〇
四

（－

）
一
〇
・
六

二
〇
〇

一
九
〇
・
〇
八

（－

）
七
・
六

四
〇
〇

三
八
〇
・
一
六

（－

）
四
・
六

第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も

の
で
あ
つ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
送

信
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

無

線

設

備

の
区
分

周
波
数

基

地

局

の

無
線
設
備

七
七
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
九
四
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四
七
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
五
一
〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
、
一
、
八
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
八
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
、
一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
一

七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

陸

上

移

動

局

の

無

線

設
備

七
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
九
〇
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
、
一
、
七
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
七
八
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
九

八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式

と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
を
、
陸
上
移
動
局
か
ら
基
地
局
へ
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る

複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
基
地
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
一
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
か
ら
他
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
へ
の
切
替
え
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
。

ニ
　
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
一
の
基
地
局
の
役
務
の
提
供
に
係
る
区
域
で
あ
つ
て
、
当
該
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
電
界
強
度

が
得
ら
れ
る
区
域
は
、
当
該
区
域
の
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
に
合
わ
せ
細
分
化
が
で
き
る
こ
と
。

ヘ
　
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
る
場
合
に
は
、
一
又
は
複
数
の
基
地
局
（
陸
上
移
動
局
へ
送

信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
を
含
む
。
）
と
一
又
は
複
数
の
陸
上
移
動
局
（
基
地
局

へ
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
２
）
に
掲
げ
る
無
線
局
を
含
む
。
）
と
の
間
の
通
信
に
限
る
こ
と
。

（１）
　
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機

（イ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
周
波

数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ロ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
時
分

割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ハ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
基
地
局

（ニ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ

の
基
地
局
と
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
陸
上
移
動
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
と
の
間
の
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（ホ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

（ヘ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移

動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

（２）
　
陸
上
移
動
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機

（イ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、

周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ロ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、

時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ハ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
陸
上

移
動
局

（ニ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ

の
陸
上
移
動
局
と
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
と
の
間
の
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（ホ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局

（ヘ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移

動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局

ト
　
複
数
の
空
中
線
か
ら
同
一
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
空
中
線
電
力
は
、
各
空

中
線
端
子
に
お
け
る
値
の
総
和
で
あ
る
こ
と
。

チ
　
基
地
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
第
一
章
第
六
節
の
周
波
数
等
を
維
持
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（１）
　
（±

）
〇
・
〇
一
六
ｐ
ｐ
ｍ
以
下
の
精
度
の
外
部
参
照
信
号
に
同
期
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
自
動
出
力
補
正
機
能
が
保
証
す
る
空
中
線
電
力
の
偏
差
が
、
第
十
四
条
に
規
定
す
る
空
中
線
電
力
の
許

容
偏
差
内
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
次
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
基
地
局
の
無
線
設
備
　
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
二
五

六
値
直
交
振
幅
変
調

（２）
　
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
　
二
相
位
相
変
調
、
二
分
のπ

シ
フ
ト
二
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、

一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
二
五
六
値
直
交
振
幅
変
調

ロ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
、
相
互
変
調
特
性
及
び
フ
レ
ー
ム
長
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
前
二
号
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接

続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
（
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
第
一
号
ヘ

（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
か
ら
送
信
さ
れ
る
搬
送
波
を
使
用
す
る
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
無
線

局
を
含
む
。
）
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。

ロ
　
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス

電
話
の
親
機
（
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
第
一
号
ヘ
（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
か
ら
送
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信
さ
れ
る
搬
送
波
を
使
用
す
る
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
無
線
局
を
含
む
。
）
か
ら
の
制
御
情
報

に
基
づ
き
空
中
線
電
力
が
必
要

小
限
と
な
る
よ
う
自
動
的
に
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
空
中
線
電
力
（
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
二
項
第
五
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
無
線
設
備
か
ら
送
信
さ

れ
る
搬
送
波
を
使
用
し
て
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
た
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、

同
時
に
送
信
さ
れ
る
複
数
の
搬
送
波
の
空
中
線
電
力
の
総
和
）
は
、
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ

と
。

ニ
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
空
中
線
端
子
に
お
い

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
幅
に
お

け
る
平
均
電
力
が
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
漏
え
い
電
力
の
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
（
Ｍ
Ｈ

ｚ
）

周
波
数
幅
（
Ｍ
Ｈ
ｚ
）

漏
え
い
電
力
（
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ

シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
）

五

四
・
五
一
五

（－

）
四
八
・
五

一
〇

九
・
三
七
五

（－

）
四
八
・
五

一
五

一
四
・
二
三
五

（－

）
四
八
・
五

二
〇

一
九
・
〇
九
五

（－

）
四
八
・
五

第
四
節
の
五
　
削
除

第
四
十
九
条
の
七
　
削
除

第
四
節
の
六
　
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備

第
四
十
九
条
の
七
の
二
　
削
除

（
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
七
の
三
　
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
の
無
線
設
備
で
八
五

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
若
し
く
は
九
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
送
信
す
る
も
の
、
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
（
デ
ジ
タ
ル
Ｍ

Ｃ
Ａ
制
御
局
の
無
線
設
備
の
試
験
又
は
調
整
を
す
る
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
デ
ジ

タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
と
送
信
装
置
を
共
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
で
八
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
六
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
又
は
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
、

デ
ジ
タ
ル
指
令
局
若
し
く
は
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

（
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
と
送
信
装
置
を
共
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
で
九
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九

四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
か
ら
陸
上
移
動
局
又
は
デ
ジ
タ
ル
指
令
局
へ
送
信
を
行
う
場
合

に
あ
つ
て
は
時
分
割
多
重
方
式
、
陸
上
移
動
局
又
は
デ
ジ
タ
ル
指
令
局
か
ら
デ
ジ
タ
ル
制
御
局
へ
送
信
を
行

う
場
合
に
あ
つ
て
は
時
分
割
多
元
接
続
方
式
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
時
分
割
多
重
方
式
に
お
け
る
多
重
す

る
数
及
び
時
分
割
多
元
接
続
方
式
に
お
け
る
一
の
搬
送
波
当
た
り
の
チ
ヤ
ネ
ル
の
数
は
、
別
に
総
務
大
臣
が

告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
変
調
方
式
は
、
四
分
のπ

シ
フ
ト
四
相
位
相
変
調
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
変
調
の
際
に
、
送
信
側
に
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ロ
ー
ル
オ
フ
の
帯
域
制
限
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
ロ
ー
ル
オ
フ
率
は
〇
・
五
以
下
と
す
る
。

ニ
　
隣
接
チ
ヤ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
変
調
信
号
の
送
信
速
度
と
同
じ
送
信
速
度
の
標
準
符
号
化
試
験
信
号
に

よ
り
変
調
し
た
場
合
に
お
い
て
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
Ｒ
（
Ｒ
は

変
調
信
号
の
伝
送
速
度
の
四
分
の
一
の
値
と
す
る
。
）
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に

ふ
く輻

射
さ
れ
る
電
力
が
、
搬
送
波

電
力
よ
り
五
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
又
は
三
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ツ
ト
以
下
の
値
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一

ワ
ツ
ト
以
下
の
無
線
設
備
の
場
合
は
四
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
通
信
中
に
お
け
る
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
占
有
周
波
数
帯
幅
内
に
お
い
て

は
、
（－

）
五
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
、
占
有
周
波
数
帯
幅
外
に
お

い
て
は
、
四
ナ
ノ
ワ
ツ
ト
以
下
と
す
る
。

ヘ
　
変
調
信
号
は
、
パ
ル
ス
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
変
調
速
度
は
毎
秒
三
二
、
〇
〇
〇
ビ
ツ

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ト
　
陸
上
移
動
局
、
デ
ジ
タ
ル
指
令
局
又
は
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等

を
行
う
無
線
局
（
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
と
送
信
装
置
を
共
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
送
信
す
る
電
波

の
周
波
数
は
、
受
信
す
る
電
波
の
周
波
数
よ
り
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
高
い
も
の
が
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。

二
　
次
の
条
件
に
適
合
す
る
制
御
装
置
を
装
置
し
て
い
る
こ
と
。

イ
　
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う

無
線
局
（
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
と
送
信
装
置
を
共
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
制
御
装
置

（１）
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
記
憶
装
置
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
通
信
の
接
続
の
方
式
は
、
待
時
式
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
通
信
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
を
指
示
し
た
後
、
当
該
通
信
の
中
継
を
終
了
す
る
と
き
は
、
自
動
的

に
当
該
指
示
に
係
る
周
波
数
の
電
波
に
よ
り
切
断
指
示
信
号
を
送
出
す
る
こ
と
。

（４）
　
通
信
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
及
び
通
信
時
間
を
指
示
す
る
制
御
信
号
の
送
出
を
開
始
し
て
か
ら
通

信
時
間
経
過
後
三
秒
以
内
に
、
自
動
的
に
当
該
指
示
に
係
る
周
波
数
の
電
波
に
よ
り
切
断
指
示
信
号
を
送

出
す
る
こ
と
。

ロ
　
陸
上
移
動
局
、
デ
ジ
タ
ル
指
令
局
又
は
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
装
置
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等

を
行
う
無
線
局
（
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
と
送
信
装
置
を
共
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
制
御
装
置

（１）
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
記
憶
装
置
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

（２）
　
空
中
線
電
力
が
必
要

小
限
と
な
る
よ
う
自
動
的
に
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

（３）
　
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
制
御
信
号
に
よ
り
指
示
さ
れ
た
も
の
が
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。

（４）
　
通
信
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
及
び
通
信
時
間
を
指
示
す
る
制
御
信
号
を
受
信
し
た
後
指
示
さ
れ
た

通
信
時
間
内
に
、
自
動
的
に
当
該
指
示
に
係
る
周
波
数
の
電
波
の
発
射
を
停
止
し
、
か
つ
、
受
信
す
る
電

波
の
周
波
数
が
制
御
信
号
の
送
信
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
に
自
動
的
に
切
り
替
わ
る
こ
と
（
陸
上
移

動
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
指
令
局
の
制
御
装
置
の
場
合
に
限
る
。
）
。

（５）
　
通
信
に
使
用
す
る
電
波
の
受
信
信
号
の
劣
化
を
検
出
し
た
と
き
又
は
切
断
指
示
信
号
を
受
信
し
た
と
き

に
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
し
、
か
つ
、
受
信
す
る
電
波
の
周
波
数
が
制
御
信
号
の
送
信
に
使
用

す
る
電
波
の
周
波
数
に
自
動
的
に
切
り
替
わ
る
こ
と
（
陸
上
移
動
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
指
令
局
の
制
御
装
置

の
場
合
に
限
る
。
）
。

（６）
　
無
線
設
備
の
故
障
に
よ
り
電
波
の
発
射
が
継
続
的
に
行
わ
れ
る
と
き
は
、
自
動
的
に
そ
の
発
射
を
停
止

す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

第
四
節
の
六
の
二
　
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備

（
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
七
の
四
　
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
（
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

（
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
と
送
信
装
置
を
共
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
含
む
。
第
一
号
及
び
第
二
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
無
線
設
備
で
九
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
又
は
高

度
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
（
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

（
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
と
送
信
装
置
を
共
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
陸
上
移
動

局
」
と
い
う
。
）
の
無
線
設
備
で
八
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も

の
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
か
ら
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
直
交
周
波
数
分

割
多
重
方
式
と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
を
、
陸
上
移
動
局
か
ら
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
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へ
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
周
波
数
分
割

複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置
が
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る

方
法
に
よ
り
、
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
一
の
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
か
ら
他
の
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
へ
の
切
替

え
が
、
自
動
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
。

ニ
　
複
数
の
空
中
線
か
ら
同
一
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
無
線
設
備
の
空
中
線
電
力
は
、
次
に
掲
げ
る
無

線
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
値
と
す
る
。

（１）
　
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
の
無
線
設
備
　
各
空
中
線
端
子
に
お
け
る
値

（２）
　
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
　
各
空
中
線
端
子
に
お
け
る
値
の
総
和

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
二
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又

は
二
五
六
値
直
交
振
幅
変
調
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

ハ
　
相
互
変
調
特
性
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
前
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。

二
　
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
か
ら
の
電
波
の
受
信
電
力
の
測
定
又
は
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
か

ら
の
制
御
情
報
に
基
づ
い
て
、
空
中
線
電
力
が
必
要

小
限
と
な
る
よ
う
自
動
的
に
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る

こ
と
。

三
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
空
中
線
端
子
に
お
い

て
、
任
意
の
四
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
（－

）
四
八
・
五
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
空
中
線
電
力
は
、
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
二
六
デ

シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
と
な
る
場
合
は
、
空
中
線
電
力
の
低
下
分
を
送
信

空
中
線
の
絶
対
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
四
節
の
七
　
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
無
線
設
備

（
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
八
　
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
音
声
帯
域
内
の
通
信
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
の
無
線
設
備
は
、
電
気
通
信
設
備
（
電
話
回
線
に
限
る
。
）
に
直
接
又
は
有
線

連
絡
線
で
接
続
で
き
る
こ
と
。

ニ
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設

備
、
送
話
器
、
受
話
器
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ
　
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
選
択
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

ト
　
親
機
の
呼
出
名
称
を
受
信
し
た
場
合
に
限
り
、
通
話
チ
ャ
ネ
ル
へ
の
切
替
え
を
行
う
こ
と
。

チ
　
制
御
チ
ャ
ネ
ル
に
お
け
る
電
波
の
発
射
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
条
件
を
適
用

す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
と
認
め
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（１）
　
二
五
四
・
四
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
二
五
四
・
九
六
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
一

秒
以
内

（２）
　
三
八
〇
・
七
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
三
八
一
・
三
一
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
四

秒
以
内

リ
　
制
御
信
号
を
送
信
す
る
電
波
の
発
射
が
無
線
設
備
の
故
障
に
よ
り
継
続
的
に
行
わ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
時

間
が
六
〇
秒
に
な
る
前
に
、
自
動
的
に
そ
の
発
射
を
停
止
す
る
こ
と
。

ヌ
　
通
信
を
終
了
す
る
た
め
の
操
作
を
行
つ
た
場
合
及
び
通
話
チ
ャ
ネ
ル
の
電
波
が
受
信
さ
れ
な
い
場
合
に

は
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
周
波
数
は
、
三
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
以
内
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
一
、
二
五
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
（±

）
一
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
偏

移
の
変
調
を
す
る
た
め
に
必
要
な
入
力
電
圧
よ
り
一
〇
デ
シ
ベ
ル
高
い
入
力
電
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
い

て
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
一
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
四
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻

射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
こ
と
。

ハ
　
発
振
方
式
は
、
発
振
周
波
数
を
水
晶
発
振
に
よ
り
制
御
す
る
周
波
数
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
方
式
で
あ
る
こ
と
。

第
四
節
の
八
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
無
線
設
備

（
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
八
の
二
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、

次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
か
ら
時
分
割
多
元
接

続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
（
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ

ス
電
話
の
無
線
局
の
う
ち
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
以
外
の
も

の
（
無
線
局
で
あ
つ
て
無
線
通
信
を
中
継
す
る
機
能
を
備
え
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及

び
第
四
十
九
条
の
八
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス

電
話
の
中
継
機
（
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
う
ち
、
時
分
割

多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
と
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ

ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
と
の
間
の
通
信
を
中
継
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
及
び
第
四
十
九
条
の
八
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
送
信
を
行
う
場
合
及
び
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯

域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
中
継
機
か
ら
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話

の
子
機
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
時
分
割
多
重
方
式
を
使
用
す
る
時
分

割
複
信
方
式
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
か
ら
時
分
割
多
元
接
続

方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
又
は
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ

ス
電
話
の
中
継
機
へ
送
信
を
行
う
場
合
及
び
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の

中
継
機
か
ら
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ

つ
て
は
時
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
時
分
割
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
時
分
割
多
重
方
式

に
お
け
る
多
重
す
る
数
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
に
お
け
る
一
の
搬
送
波
当
た
り
の
チ
ャ
ネ
ル
の
数
及
び
時

分
割
複
信
方
式
に
お
け
る
フ
レ
ー
ム
構
成
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ロ
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設

備
、
送
話
器
、
受
話
器
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
親
機
の
識
別
符
号
を
受
信
し
た
場
合
に
限
り
、
通
話
チ
ャ
ネ
ル
へ
の
切
替
え
を
行
う
こ
と
（
第
二
項
第
二

号
の
無
線
通
信
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）
。

ホ
　
制
御
チ
ャ
ネ
ル
に
お
け
る
電
波
を
発
射
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条

件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
第
二
項
第
二
号
の
通
信
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）
。
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ヘ
　
電
波
の
発
射
が
無
線
設
備
の
故
障
に
よ
り
継
続
的
に
行
わ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
時
間
が
六
〇
秒
に
な
る
前

に
、
自
動
的
に
そ
の
発
射
を
停
止
す
る
こ
と
。

ト
　
通
信
を
終
了
す
る
た
め
の
操
作
を
行
つ
た
場
合
又
は
通
話
チ
ャ
ネ
ル
の
電
波
が
受
信
さ
れ
な
い
場
合
に

は
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
二
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
（
四
分
のπ

シ
フ
ト
四
相
位
相
変
調
を
含
む
。
第
四

十
九
条
の
八
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
八
相
位
相
変
調
、
一
二
値
直
交
振
幅
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変

調
、
二
四
値
直
交
振
幅
変
調
、
三
二
値
直
交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
二
五
六
値
直
交
振
幅

変
調
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
変
調
の
際
に
、
送
信
側
に
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ロ
ー
ル
オ
フ
の
帯
域
制
限
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
ロ
ー
ル
オ
フ
率
は
〇
・
五
と
す
る
。

ハ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
変
調
信
号
の
送
信
速
度
と
同
じ
送
信
速
度
の
標
準
符
号
化
試
験
信
号
に

よ
り
変
調
し
た
場
合
に
お
い
て
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
六
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
又
は
九
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波

数
の
（±

）
九
六
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
、
そ
れ
ぞ
れ
八
〇
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
又
は
二

五
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
通
信
中
に
お
け
る
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
八
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
の
値
で

あ
る
こ
と
。

ホ
　
変
調
信
号
は
、
パ
ル
ス
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
送
信
速
度
は
、
別
に
総
務
大
臣
が
告
示

す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
空
中
線
電
力
は
、
一
チ
ャ
ネ
ル
当
た
り
の
平
均
電
力
が
、
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ト
　
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
実
効
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得

四
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ

の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
の
無
線
設
備
は
、
前
項
に
規
定
す
る
条
件

の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
の
電
波

を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
（
次
号
の
通
信
を
行
う
場
合
を
除
く
。
）
。

二
　
二
以
上
の
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
（
同
一
の
時
分
割
多
元
接
続

方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
の
識
別
符
号
を
記
憶
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
相
互
間
又

は
同
一
の
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
の
識
別
符
号
を
記
憶
し
て
い
る

Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
と
の
間
で
行
わ
れ
る
無
線
通
信
で
あ
つ
て
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル

コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
を
介
さ
な
い
無
線
通
信
を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

（ア）
　
一
、
八
九
五
・
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
八
九
七
・
八
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
で
あ
つ
て
、
一
、
八
九

五
・
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
一
、
八
九
五
・
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
に
三
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
整
数
倍
を
加
え
た
周
波
数
の
電
波

を
使
用
す
る
こ
と
。

（イ）
　
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、

初
に
発
信
す
る
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス

電
話
の
子
機
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。

（ウ）
　
通
話
時
間
は
、

大
三
〇
分
で
あ
る
こ
と
。

（エ）
　
通
話
終
了
後
、
当
該
通
話
に
要
し
た
時
間
の
九
十
分
の
一
以
上
（

低
二
秒
と
す
る
。
）
電
波
の
発
射
を

停
止
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
同
時
使
用
可
能
な

大
チ
ャ
ネ
ル
数
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
四
節
の
八
の
二
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
無
線
設
備

（
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
八
の
二
の
二
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
無
線
設
備

は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
（
時
分
割
多
元
接
続

方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
う
ち
、
主
と
し
て
同
一
の
構
内
又
は
そ
れ
に
準
ず
る

場
所
と
し
て
列
車
内
、
船
舶
内
及
び
航
空
機
内
に
お
い
て
固
定
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
（
無
線
通
信
を
中
継

す
る
機
能
を
備
え
る
も
の
を
除
き
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
つ
て
同
一
の
構
内
又
は
そ

れ
に
準
ず
る
場
所
と
し
て
列
車
内
、
船
舶
内
及
び
航
空
機
内
に
お
い
て
移
動
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
含

む
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機

（
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
う
ち
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式

広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
以
外
の
も
の
（
無
線
通
信
を
中
継
す
る
機
能
を
備
え
る
も
の
を

除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
へ
の
送
信
（
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話

の
中
継
機
（
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
う
ち
、
時
分
割
多
元

接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
と
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
と
の
間
の
通

信
を
中
継
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
中
継
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
行

う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
時
分
割
多
重
方
式
を
使
用
す
る
時
分
割
複
信
方
式
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域

デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
か
ら
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親

機
へ
の
送
信
（
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
中
継
機
に
よ
り
中
継
さ
れ
る

も
の
を
含
む
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
時
分
割
複
信
方
式
で
あ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
時
分
割
複
信
方
式
に
お
け
る
フ
レ
ー
ム
構
成
及
び
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
選
択

は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
空
中
線
系
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ハ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
電
波
の
発
射
が
無
線
設
備
の
故
障
に
よ
り
継
続
的
に
行
わ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
時
間
が
六
〇
秒
に
な
る
前

に
、
自
動
的
に
そ
の
発
射
を
停
止
す
る
こ
と
。

ホ
　
通
信
を
終
了
す
る
た
め
の
操
作
を
行
つ
た
場
合
又
は
通
話
チ
ャ
ネ
ル
の
電
波
が
受
信
さ
れ
な
い
場
合
に

は
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
こ
と
。

二
　
送
信
設
備
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
周
波
数
偏
位
変
調
、
二
分
のπ

シ
フ
ト
二
相
位
相
変
調
、
四
分
のπ

シ
フ
ト
四
相
位
相

変
調
、
八
分
のπ

シ
フ
ト
八
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
で
あ
る

こ
と
。

ロ
　
通
信
中
に
お
け
る
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
八
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
の
値
で

あ
る
こ
と
。

ハ
　
変
調
信
号
は
、
パ
ル
ス
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
送
信
速
度
は
、
別
に
総
務
大
臣
が
告
示

す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
空
中
線
電
力
は
、
二
四
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対

利
得
四
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
二
四
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合

は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ヘ
　
空
中
線
電
力
が
必
要

小
限
と
な
る
よ
う
に
自
動
的
に
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
通

信
の
相
手
方
で
あ
る
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
か
ら
の
電
波
の

受
信
電
力
を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
空
中
線
電
力
の
制
御
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
の
無
線
設
備
は
、
前
項
に
規
定
す
る
条
件

の
ほ
か
、
二
以
上
の
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
相
互
間
で
行
わ
れ
る
無

線
通
信
で
あ
つ
て
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
を
介
さ
な
い
無
線
通
信

を
行
う
場
合
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
　
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
選
択
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
同
一
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
た
通
話
時
間
は
、

大
三
〇
分
で
あ
る
こ
と
。
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三
　
通
話
終
了
後
、
当
該
通
話
に
要
し
た
時
間
の
九
十
分
の
一
以
上
（

低
二
秒
と
す
る
。
）
電
波
の
発
射
を
停

止
す
る
も
の
又
は
当
該
通
話
に
使
用
し
た
周
波
数
以
外
の
周
波
数
で
電
波
を
発
射
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
四
節
の
八
の
三
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局

等
の
無
線
設
備

（
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
八
の
二
の
三
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局

の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
か
ら
時

分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
へ
の
送
信
を
行
う
場
合
に
あ

つ
て
は
、
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
を
使
用
す
る
時
分

割
複
信
方
式
、
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
か
ら
時
分

割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
へ
の
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ

て
は
、
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
と
時
分
割
多
元
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
又
は
シ
ン

グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
と
時
分
割
多
元
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
を
使
用

す
る
時
分
割
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
時
分
割
複
信
方
式
に
お
け
る
フ
レ
ー
ム
構
成
は
、
総
務
大

臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
空
中
線
系
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
ま
た
、
高
周
波

部
及
び
変
調
部
が
別
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
送
信
装
置
と
し
て
の
同
一
性
を
維
持

で
き
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ハ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
電
波
の
発
射
が
無
線
設
備
の
故
障
に
よ
り
継
続
的
に
行
わ
れ
る
と
き
は
、
自
動
的
に
そ
の
発
射
を
停
止
す

る
こ
と
。

ホ
　
通
信
を
終
了
す
る
た
め
の
操
作
を
行
つ
た
場
合
又
は
通
話
チ
ャ
ネ
ル
の
電
波
が
受
信
さ
れ
な
い
場
合
に

は
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
こ
と
。

ヘ
　
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
る
場
合
に
は
、
一
又
は
複
数
の
基
地
局
（
陸
上
移
動
局
へ
送

信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
基
地
局
と
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ

ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
陸
上
移
動
局
と
の
間
の
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。
以
下
、
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
含
む
。
）
と
一
又
は
複
数
の
陸
上
移
動
局
（
基
地
局
へ
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
２
）
に
掲

げ
る
無
線
局
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
陸
上
移
動
局
と
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
基
地
局
と

の
間
の
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。
以
下
、
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
と
の
間
の
通
信
に
限
る

こ
と
。

（１）
　
基
地
局

（イ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
周
波

数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ロ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
時
分

割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ハ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
基
地
局

（ニ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ホ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

（ヘ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移

動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

（２）
　
陸
上
移
動
局

（イ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、

周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ロ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、

時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ハ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
陸
上

移
動
局

（ニ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ホ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局

（ヘ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移

動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局

二
　
送
信
設
備
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
に
あ
つ
て
は
、
二
相

位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
二
五
六
値
直
交
振

幅
変
調

（２）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
に
あ
つ
て
は
、
二
相

位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
六
四
値
直
交
振
幅
変
調

ロ
　
通
信
中
に
お
け
る
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
八
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
の
値
で

あ
る
こ
と
。

ハ
　
空
中
線
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機

占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
一
、
四
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
、
占
有

周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
五
、
〇
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
及
び
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
二
〇
〇
ミ
リ
ワ

ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機

一
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
二
項
第
五
号
イ
か
ら
ト
ま
で

に
掲
げ
る
無
線
設
備
か
ら
送
信
さ
れ
る
搬
送
波
を
使
用
し
て
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い

た
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
時
に
送
信
さ
れ
る
複
数
の
搬
送
波
の
空
中
線
電
力
の
総
和
は
、
二

〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対

利
得
四
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
ハ
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分

を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ホ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
識
別
符
号
を
記
憶
し
な
け
れ
ば
電
波
の
発
射
を
行

わ
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
当
該
識
別
符
号
を
送
信
し
、
又
は
受
信
す
る
こ
と
に
よ
り
通
信
の
接
続
を

行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
四
節
の
九
　
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備

（
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
八
の
三
　
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
と
陸
上
移
動
局
と
の
間

の
通
信
を
中
継
す
る
無
線
局
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
（
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
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地
局
と
陸
上
移
動
局
と
の
間
の
通
信
を
中
継
す
る
無
線
局
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
の
無
線
設
備
の
試
験
又
は
調
整

を
す
る
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
線
設
備
は
、
第
四
十
九
条
の
八
の
二
第
一
項

第
一
号
ハ
、
ヘ
及
び
ト
並
び
に
同
項
第
二
号
ニ
及
び
ホ
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局

か
ら
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
か
ら
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
と
陸
上
移
動
局

と
の
間
の
通
信
を
中
継
す
る
無
線
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
と
陸
上
移
動
局
と
の
間
の
通

信
を
中
継
す
る
無
線
局
か
ら
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
時
分
割
多
重
方
式
を
使

用
す
る
時
分
割
複
信
方
式
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
か
ら
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ

ス
電
話
の
親
機
又
は
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
中
継
機
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地

局
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
と
陸
上
移
動
局
と
の
間
の
通
信
を
中
継
す
る
無
線
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
及
び
Ｐ
Ｈ

Ｓ
の
基
地
局
と
陸
上
移
動
局
と
の
間
の
通
信
を
中
継
す
る
無
線
局
か
ら
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
へ
送
信
を
行
う
場
合

に
あ
つ
て
は
時
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
時
分
割
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
時
分
割
多
重
方

式
に
お
け
る
多
重
す
る
数
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
に
お
け
る
一
の
搬
送
波
当
た
り
の
チ
ャ
ネ
ル
の
数
及
び
時

分
割
複
信
方
式
に
お
け
る
フ
レ
ー
ム
構
成
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二
　
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

三
　
変
調
方
式
は
二
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
八
相
位
相
変
調
、
一
二
値
直
交
振
幅
変
調
、
一
六
値
直
交

振
幅
変
調
、
二
四
値
直
交
振
幅
変
調
、
三
二
値
直
交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
二
五
六
値
直
交

振
幅
変
調
で
あ
る
こ
と
。

四
　
送
信
側
に
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ロ
ー
ル
オ
フ
の
帯
域
制
限
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

ロ
ー
ル
オ
フ
率
は
、
〇
・
五
と
す
る
。
た
だ
し
、
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
八
八
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
電
波
を
送
信

し
て
い
る
と
き
の
ロ
ー
ル
オ
フ
率
は
、
〇
・
五
又
は
〇
・
三
八
と
す
る
。

五
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
変
調
信
号
の
送
信
速
度
と
同
じ
送
信
速
度
の
標
準
符
号
化
試
験
信
号
に
よ

り
変
調
し
た
場
合
に
お
い
て
、
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
八
八
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
電
波
を
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
六
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
又
は
九
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
九
六
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域

内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
そ
れ
ぞ
れ
八
〇
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
又
は
二
五
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
り
、
占
有

周
波
数
帯
幅
が
二
八
八
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
電
波
を
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
九
〇
〇

ｋ
Ｈ
ｚ
又
は
一
、
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
九
六
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
そ

れ
ぞ
れ
八
〇
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
又
は
二
五
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

六
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
周
波
数
を
制
御
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
第
四
十
九
条
の
八
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
、
第
二
号
ヘ
及
び
ト
並
び

に
同
条
第
二
項
第
三
号
並
び
に
前
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
と
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
時

分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
の
識
別
符
号
を
受
信
し
た
場
合
に
限
り
、
通

話
チ
ャ
ネ
ル
へ
の
切
替
え
を
行
う
こ
と
。

二
　
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
又
は
Ｐ

Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
（
次
号
の
通
信
を
行
う
場
合

を
除
く
。
）
。

三
　
二
以
上
の
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
（
同
一
の
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の

親
機
の
識
別
符
号
を
記
憶
す
る
も
の
に
限
る
。
）
相
互
間
又
は
同
一
の
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ

ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
の
識
別
符
号
を
記
憶
し
て
い
る
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド

レ
ス
電
話
の
子
機
と
の
間
で
行
わ
れ
る
無
線
通
信
で
あ
つ
て
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー

ド
レ
ス
電
話
の
親
機
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
を
介
さ
な
い
無
線
通
信
を
行
う
場
合
は
、
第
四
十
九
条
の
八
の
二

第
二
項
第
二
号
（
ア
）
か
ら
（
エ
）
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
第
一

項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
空
中
線
電
力
は
、
一
チ
ャ
ネ
ル
当
た
り
の
平
均
電
力
が
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
一
、
八
八
四
・
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
八
九
三
・
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
一
、
九
〇
八
・
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

上
一
、
九
一
五
・
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
し
て
い
る
と
き
の
空
中
線
電
力
は
、
〇
・
五

ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
一
、
九
〇
六
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
〇
八
・
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
し
て
い
る

と
き
の
空
中
線
電
力
は
、
二
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
一
、
八
九
三
・
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
〇
五
・
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
し
て
い
る

と
き
の
空
中
線
電
力
は
、
〇
・
〇
二
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
一
、
九
〇
八
・
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
一
五
・
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
い
る

と
き
の
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
実
効
輻
射
電
力
が
、

絶
対
利
得
一
〇
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
〇
・
五
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場

合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ロ
　
一
、
九
〇
六
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
〇
八
・
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
い
る

と
き
の
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
一
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
実
効
輻
射
電
力
が
、

絶
対
利
得
一
五
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
二
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合

は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ハ
　
一
、
八
九
三
・
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
〇
五
・
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
一
、
八
九
八
・
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び

一
、
九
〇
〇
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
除
く
。
）
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
い
る
と
き
の
空
中
線
の
絶
対
利
得

は
、
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
実
効
輻
射
電
力
が
、
絶
対
利
得
一
〇
デ
シ
ベ
ル
の

空
中
線
に
〇
・
〇
二
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空

中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ニ
　
ア
ダ
プ
テ
ィ
ブ
ア
レ
イ
ア
ン
テ
ナ
（
通
信
の
相
手
方
の
方
向
の
空
中
線
利
得
を
増
加
し
、
か
つ
、
同
一
チ

ャ
ネ
ル
を
使
用
す
る
他
の
無
線
局
の
方
向
の
空
中
線
利
得
を
減
少
す
る
空
中
線
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
イ
及
び
ハ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
一
六
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
一
、
九
〇
八
・
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
一
五
・
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
実
効
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得
一
六
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
〇
・
五
ワ
ッ
ト

の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
一
、
八
九
三
・
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
〇
五
・
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
一
、

八
九
八
・
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
一
、
九
〇
〇
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
除
く
。
）
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
実
効
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得
一
六
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
〇
・
〇
二
ワ
ッ
ト
の
空
中
線

電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。

ホ
　
一
、
八
八
四
・
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
八
九
三
・
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
い
る

と
き
の
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
二
一
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
実
効
輻
射
電
力
が
、

絶
対
利
得
二
一
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
〇
・
五
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場

合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

４
　
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
と
陸
上
移
動
局
と
の
間
の
通
信
を
中
継
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る

条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無

線
局
と
接
続
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
空
中
線
電
力
は
、
一
チ
ャ
ネ
ル
当
た
り
の
平
均
電
力
が
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。
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イ
　
一
、
八
九
三
・
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
〇
五
・
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
一
、
八
九
八
・
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び

一
、
九
〇
〇
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
除
く
。
）
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
い
る
と
き
の
空
中
線
電
力
は
、
〇
・

〇
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
と
の
通
信
を
行
う
た
め
に
一
、
八
八
四
・
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
八
九
三
・
三
五
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
及
び
一
、
九
〇
六
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
一
五
・
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

し
て
い
る
と
き
の
空
中
線
電
力
は
、
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
と
の
通
信
を
行
う
た
め
に
一
、
八
八
四
・
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
八
九
三
・
三
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
一
、
九
〇
六
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
一
五
・
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
し
て
い
る
と
き
の
空
中
線
電
力
は
、
〇
・
〇
二
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
号
の
二
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動

局
と
の
通
信
を
行
う
た
め
に
一
、
八
八
四
・
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
八
九
三
・
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
一
、

九
〇
六
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
一
五
・
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
い
る
と
き
の

空
中
線
電
力
は
、
ハ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
一
、
八
九
三
・
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
〇
五
・
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
一
、
八
九
八
・
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び

一
、
九
〇
〇
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
除
く
。
）
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
い
る
と
き
の
空
中
線
の
絶
対
利
得

は
、
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
実
効
輻
射
電
力
が
、
絶
対
利
得
四
デ
シ
ベ
ル
の
空
中

線
に
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線

の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ロ
　
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
と
の
通
信
を
行
う
た
め
に
一
、
八
八
四
・
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
八
九
三
・
三
五
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
及
び
一
、
九
〇
六
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
一
五
・
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

し
て
い
る
と
き
の
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
実
効
輻
射
電

力
が
、
絶
対
利
得
四
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と

な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ハ
　
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
と
の
通
信
を
行
う
た
め
に
一
、
八
八
四
・
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
八
九
三
・
三
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
い
る
と
き
の
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
二
一
デ
シ
ベ
ル
以
下
で

あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
実
効
輻
射
電
力
が
、
絶
対
利
得
二
一
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
〇
・
〇
二
ワ
ッ
ト

の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

ニ
　
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
と
の
通
信
を
行
う
た
め
に
一
、
九
〇
六
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
一
五
・
五
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
い
る
と
き
の
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で

あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
実
効
輻
射
電
力
が
、
絶
対
利
得
一
〇
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
〇
・
〇
二
ワ
ッ
ト

の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

ホ
　
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
号
の
二
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動

局
と
の
通
信
を
行
う
た
め
に
一
、
八
八
四
・
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
八
九
三
・
三
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
一
、

九
〇
六
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
九
一
五
・
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
い
る
と
き
の

空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
ハ
及
び
ニ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

そ
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
、
絶
対
利
得
四
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加

え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。第

四
節
の
十
　
構
内
無
線
局
の
無
線
設
備

（
構
内
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
九
　
構
内
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
九
一
六
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

イ
　
空
中
線
系
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
六
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が

絶
対
利
得
六
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
一
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合

は
、
そ
の
低
下
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ハ
　
無
線
チ
ャ
ネ
ル
は
、
単
位
チ
ャ
ネ
ル
（
中
心
周
波
数
が
、
九
一
六
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
〇
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
の
う
ち
九
一
六
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
九
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
九
一
九
・
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
九
二
〇
・
四
Ｍ
Ｈ

ｚ
、
九
二
〇
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
九
二
〇
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
で
あ
つ
て
、
帯
域
幅
が
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
チ
ャ
ネ
ル
を

い
う
。
ハ
及
び
ヘ
並
び
に
別
表
第
二
号
第
８
及
び
別
表
第
三
号
２
４
（
１
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
無
線
電
力
伝
送
用
に
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
中
心
周
波
数
を
九
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ

又
は
九
一
九
・
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
と
す
る
単
位
チ
ャ
ネ
ル
に
限
る
。
）
。
た
だ
し
、
中
心
周
波
数
が
九
二
〇
・
四
Ｍ
Ｈ

ｚ
、
九
二
〇
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
九
二
〇
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
単
位
チ
ャ
ネ
ル
を
一
又
は
二
以

上
同
時
に
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
送
信
時
間
制
限
装
置
及
び
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備

え
付
け
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
こ
の
条
件
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
と
認
め
て

別
に
告
示
す
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ
　
無
線
チ
ャ
ネ
ル
の
両
端
に
お
け
る
電
力
は
、
一
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。

ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
無
線
チ
ャ
ネ
ル
に
隣
接
す
る
単
位
チ
ャ
ネ
ル
に
お
け
る
送
信
装
置
の
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、

〇
・
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ト
　
応
答
の
た
め
の
装
置
か
ら
の
電
波
を
受
信
で
き
る
こ
と
。
た
だ
し
、
専
ら
無
線
電
力
伝
送
用
に
使
用
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
　
一
、
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

イ
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設

備
、
制
御
装
置
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ
　
送
信
装
置
の
発
振
方
式
は
、
水
晶
発
振
方
式
又
は
水
晶
発
振
に
よ
り
制
御
す
る
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
方
式
で
あ

る
こ
と
。

ハ
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射

電
力
が
絶
対
利
得
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
〇
・
一
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の

値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ニ
　
給
電
線
及
び
接
地
装
置
を
有
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
送
信
時
間
制
限
装
置
及
び
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備

え
付
け
て
い
る
こ
と
。

ヘ
　
送
信
装
置
の
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
次
の
値
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の

変
調
信
号
の
送
信
速
度
と
同
じ
送
信
速
度
の
標
準
符
号
化
試
験
信
号
に
よ
り
変
調
し
た
場
合
に
お
い
て
、
搬

送
波
の
周
波
数
か
ら
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
八
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が

搬
送
波
電
力
よ
り
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値

（２）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の

変
調
信
号
の
送
信
速
度
と
同
じ
送
信
速
度
の
標
準
符
号
化
試
験
信
号
に
よ
り
変
調
し
た
場
合
に
お
い
て
、
搬

送
波
の
周
波
数
か
ら
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
一
六
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力

が
搬
送
波
電
力
よ
り
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値

三
　
二
、
四
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
移
動
体
識
別
用
の
も
の
に
限
る
。
）

イ
　
筐
体
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
を
用
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
に
お
け
る
周
波
数
滞
留
時

間
（
特
定
の
周
波
数
に
お
い
て
電
波
を
発
射
し
続
け
る
時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
四
十
九
条
の
十
四
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第
九
号
及
び
第
四
十
九
条
の
二
十
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
〇
・
四
秒
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
二
秒

間
に
お
け
る
任
意
の
周
波
数
で
の
周
波
数
滞
留
時
間
の
合
計
が
〇
・
四
秒
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
応
答
の
た
め
の
装
置
か
ら
の
電
波
を
受
信
で
き
る
こ
と
。

四
　
二
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
無
線
電
力
伝
送
用
の
も
の
に
限
る
。
）

イ
　
空
中
線
系
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
送
信
空
中
線
は
、
指
向
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
絶
対
利
得
が
二
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得
二
四
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
一
五
ワ
ッ
ト
の
空
中
線

電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
。

ハ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
（
発
射
電
波
に
近
接
す
る
周
波

数
の
電
波
の
受
信
を
含
む
。
次
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

五
　
五
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
無
線
電
力
伝
送
用
の
も
の
に
限
る
。
）

イ
　
空
中
線
系
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
送
信
空
中
線
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
指
向
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
絶
対
利
得

が
二
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得
二
五
デ
シ
ベ
ル
の
送
信

空
中
線
に
三
二
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
送
信
空

中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ハ
　
受
電
装
置
（
無
線
電
力
伝
送
を
受
け
る
装
置
が
そ
の
位
置
を
示
す
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
電
波
を
発
射
す

る
た
め
の
送
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で

あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得
五
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
〇
・
三
二
ミ
リ
ワ

ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補

う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ニ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。
た

だ
し
、
受
電
装
置
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
十
九
条
の
十
か
ら
第
四
十
九
条
の
十
三
ま
で
　
削
除

第
四
節
の
十
一
　
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備

（
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
十
四
　
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
に
掲
げ
る
条

件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
七
三
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
二
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
一
四
二
・
九
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
二
・
九
九
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
、
一
四
六
・
九
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
六
・
九
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
三
一
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
一
五
・
二

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
四
〇
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
四
三
三
・
六
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
三
四
・
一

七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
九
一
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
九
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
も
の

イ
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設

備
、
制
御
装
置
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
装
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ
　
送
信
装
置
の
発
振
方
式
は
、
水
晶
発
振
方
式
又
は
水
晶
発
振
に
よ
り
制
御
す
る
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
方
式
で
あ

る
こ
と
。

ハ
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
別

に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ
　
給
電
線
及
び
接
地
装
置
を
有
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
送
信
時
間
制
限
装
置
及
び
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備

え
付
け
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
こ
の
条
件
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
と
認
め
て

別
に
告
示
す
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ヘ
　
送
信
装
置
の
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
こ
の

条
件
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
と
認
め
る
送
信
装
置
で
あ
つ
て
、
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件

に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
六
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
六
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ

離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
二
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
四
〇
デ
シ
ベ
ル

以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
（
１
）
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
一
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）

四
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ

る
こ
と
。

二
　
一
四
二
・
九
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
二
・
九
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
一
四
六
・
九
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
六
・

九
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

イ
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
空
中
線

系
、
電
源
設
備
、
制
御
装
置
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
装
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射

電
力
が
絶
対
利
得
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
一
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以

下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ハ
　
無
線
チ
ャ
ネ
ル
は
、
単
位
チ
ャ
ネ
ル
（
中
心
周
波
数
が
、
一
四
二
・
九
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
二
・
九
九

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
う
ち
一
四
二
・
九
三
四
三
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
一
四
二
・
九
三
四
三
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
に

六
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の
並
び
に
こ
れ
に
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
加
え
た
も
の
で
あ
つ
て
、
帯
域
幅

が
五
・
八
ｋ
Ｈ
ｚ
の
チ
ャ
ネ
ル
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
時

使
用
可
能
な

大
チ
ャ
ネ
ル
数
は
三
と
し
、
三
チ
ャ
ネ
ル
の
同
時
使
用
は
中
心
周
波
数
が
一
四
二
・
九
三
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
二
・
九
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合
で
あ
つ
て
、
伝
送
速
度
が
毎
秒
九
、
六
〇
〇
ビ
ッ
ト
以
上

の
デ
ー
タ
伝
送
を
行
う
と
き
に
限
る
。

ニ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
送
信
時
間
制
限
装
置
及
び
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備

え
付
け
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
こ
の
条
件
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
と
認
め
て

別
に
告
示
す
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ
　
送
信
装
置
の
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
四
〇
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

イ
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
給
電
線
及
び
接
地
装
置
を
有
し
な
い
こ
と
。

ハ
　
体
内
無
線
設
備
（
体
内
に
植
え
込
ま
れ
た
又
は
一
時
的
に
留
置
さ
れ
た
状
態
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
無
線

設
備
で
あ
つ
て
、
体
外
に
設
置
さ
れ
る
無
線
制
御
設
備
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
体
外
無
線
制
御
設
備
」

と
い
う
。
）
又
は
受
信
設
備
と
の
間
で
無
線
通
信
を
行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及

び
体
外
無
線
設
備
（
人
体
部
位
の
表
面
等
の
体
外
に
設
置
さ
れ
た
状
態
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
無
線
設
備

（
体
外
無
線
制
御
設
備
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
体
外
無
線
制
御
設
備
の

制
御
に
よ
り
電
波
を
発
射
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
人
体
又
は
機
器
の
異
常
等
に
関
し
て
急
を
要

す
る
通
信
を
行
う
場
合
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
体
内
無
線
設
備
又
は

体
外
無
線
設
備
を
使
用
し
て
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ
　
次
に
掲
げ
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え
付
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
体
外
無
線
制

御
設
備
の
制
御
に
よ
り
電
波
を
発
射
す
る
体
内
無
線
設
備
又
は
体
外
無
線
設
備
及
び
四
〇
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

四
〇
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
四
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
体
内

無
線
設
備
又
は
体
外
無
線
設
備
の
う
ち
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
二
五
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（１）
　
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
は
、
次
式
に
示
す
受
信
入
力
電
力
の
値
以
上
の
他
の
無
線
局
等
の
電
波
を
受
信
し
た

場
合
、
当
該
受
信
し
た
周
波
数
帯
域
に
お
け
る
電
波
の
発
射
を
行
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

四
〇
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
四
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数

帯
域
又
は
四
〇
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
域
に
お
い
て
、
次
式
に
示
す
受
信
入
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力
電
力
の
値
以
上
の
他
の
無
線
局
等
の
電
波
を
受
信
し
た
場
合
は
、
当
該
受
信
入
力
電
力
が

低
値
と
な

る
周
波
数
帯
域
に
お
い
て
、
電
波
を
発
射
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
Ｂ－

１
５
０
＋
Ｇ
デ
シ
ベ
ル
（
１
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
０
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

Ｂ
は
、
通
信
状
態
に
お
け
る

大
輻
射
帯
域
幅
（
体
内
無
線
設
備
、
体
外
無
線
設
備
又
は
体
外
無
線
制
御
設

備
が
輻
射
す
る
帯
域
幅
で
あ
つ
て
、

大
変
調
時
に
お
け
る
輻
射
電
力
の

大
値
か
ら
の
減
衰
量
が
２
０

デ
シ
ベ
ル
と
な
る
上
限
及
び
下
限
の
周
波
数
幅
（
単
位
Ｈ
ｚ
）
の
い
ず
れ
か

大
の
も
の
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
、
Ｇ
は
、
受
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
と
す
る
。

（２）
　
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
の
受
信
帯
域
幅
は
、

大
輻
射
帯
域
幅
の
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
一
の
周
波
数
当
た
り
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
の
受
信
時
間
は
一
〇
ミ
リ
秒
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、

四
〇
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
四
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数

又
は
四
〇
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
の
掃
引
繰
り
返

し
時
間
は
五
秒
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
通
信
中
に
他
の
無
線
局
か
ら
の
混
信
に
よ
り
、
正
常
な
通
信
が
で
き
な
い
場
合
に
備
え
、
代
替
チ
ャ
ネ

ル
を

初
の
通
信
接
続
時
に
選
択
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（５）
　
代
替
チ
ャ
ネ
ル
は
、
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
規
定
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
行
つ
て
選
択
さ
れ
る

も
の
と
し
、
代
替
チ
ャ
ネ
ル
に
よ
り
送
信
す
る
場
合
は
、
送
信
前
に
再
度
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
行
う
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
の
受
信
入
力
電
力
は
、
代
替
チ
ャ
ネ
ル
の
選
択

時
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
の
受
信
入
力
電
力
に
比
べ
六
デ
シ
ベ
ル
以
上
高
く
な
つ
て
は
な
ら
な
い
。

ホ
　
通
信
接
続
時
間
が
五
秒
以
上
中
断
さ
れ
た
場
合
は
、
送
信
を
停
止
す
る
こ
と
。

四
　
三
一
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
一
五
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

イ
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設

備
、
制
御
装
置
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
装
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

ロ
　
給
電
線
及
び
接
地
装
置
を
有
し
な
い
こ
と
。

ハ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
送
信
時
間
制
限
装
置
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

五
　
四
三
三
・
六
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
三
四
・
一
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

イ
　
国
際
輸
送
用
デ
ー
タ
伝
送
設
備
（
国
際
輸
送
用
貨
物
（
コ
ン
テ
ナ
又
は
パ
レ
ッ
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
輸
送
用
器
具
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
設
置
さ
れ
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
国
際
輸
送
用
貨
物
に
関
す

る
情
報
の
伝
送
を
行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
国
際
輸
送
用
デ
ー
タ
制
御
設
備
（
主
と
し
て
港

湾
、
空
港
そ
の
他
輸
送
網
の
拠
点
と
な
る
場
所
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
国
際
輸
送
用

デ
ー
タ
伝
送
設
備
の
始
動
又
は
停
止
及
び
国
際
輸
送
用
貨
物
に
関
す
る
情
報
の
伝
送
を
行
う
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
。
た
だ
し
、
国
際
輸
送
用
デ
ー
タ
制
御
設
備
の
電
源
設
備
及
び
制
御
装
置
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

ロ
　
給
電
線
及
び
接
地
装
置
を
有
し
な
い
こ
と
。

ハ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
送
信
時
間
制
限
装
置
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

ニ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
方
法
に
よ
り
表
示
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六
　
九
一
六
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
移
動
体
識
別
用

の
も
の
に
限
る
。
）

イ
　
空
中
線
系
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が

二
七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
る
場

合
は
、
そ
の
超
え
た
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
減
ず
る
も
の
と
し
、
二
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
と
な
る
場
合

は
、
そ
の
低
下
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ハ
　
無
線
チ
ャ
ネ
ル
は
、
単
位
チ
ャ
ネ
ル
（
中
心
周
波
数
が
九
一
六
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
三
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
の
周
波
数
の
う
ち
九
一
六
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
九
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
若
し
く
は
九
一
九
・
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
九
二
〇
・

四
Ｍ
Ｈ
ｚ
に
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の
で
あ
つ
て
、
帯
域
幅
が
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
チ
ャ
ネ
ル

を
い
う
。
ヘ
及
び
別
表
第
三
号
２
４
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
も
の
（
同
時
使
用
可
能
な

大
チ
ャ
ネ
ル
数
は
、
五
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
送
信
時
間
制
限
装
置
及
び
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備

え
付
け
て
い
る
こ
と
。

ホ
　
無
線
チ
ャ
ネ
ル
の
両
端
に
お
け
る
電
力
は
、
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
無
線
チ
ャ
ネ
ル
に
隣
接
す
る
単
位
チ
ャ
ネ
ル
に
お
け
る
送
信
装
置
の
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
（－

）

五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ト
　
応
答
の
た
め
の
装
置
か
ら
の
電
波
を
受
信
で
き
る
こ
と
。

七
　
九
二
〇
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
八
・
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
前
号
に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
空
中
線
系
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が

一
六
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
る
場

合
は
、
そ
の
超
え
た
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
減
ず
る
も
の
と
し
、
一
六
デ
シ
ベ
ル
以
下
と
な
る
場
合

は
、
そ
の
低
下
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ハ
　
無
線
チ
ャ
ネ
ル
は
、
単
位
チ
ャ
ネ
ル
（
中
心
周
波
数
が
九
二
〇
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の

周
波
数
の
う
ち
九
二
〇
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
に
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の
で
あ
つ
て
、
帯
域
幅
が
二

〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
チ
ャ
ネ
ル
を
い
う
。
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
キ

ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え
付
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
時
使
用
可
能
な

大
チ
ャ
ネ
ル
数
は
、
二
〇
と
す

る
。

ニ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
送
信
時
間
制
限
装
置
及
び
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備

え
付
け
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
キ
ャ
リ
ア
セ
ン

ス
の
備
え
付
け
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（１）
　
九
二
〇
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
五
・
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
、
か
つ
、
ホ
に
規
定

す
る
周
波
数
切
替
装
置
に
よ
り
、
搬
送
波
の
周
波
数
を
〇
・
四
秒
以
下
の
時
間
間
隔
で
切
り
替
え
る
も

の
。

（２）
　
九
二
〇
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
、
か
つ
、
別
に
告
示

す
る
送
信
時
間
制
限
装
置
に
よ
り
、
任
意
の
一
時
間
に
お
け
る
送
信
時
間
の
割
合
が
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

と
な
る
も
の
。

ホ
　
ニ
（
１
）
の
周
波
数
切
替
装
置
は
、
特
定
の
周
波
数
の
電
波
を
発
射
し
て
か
ら
〇
・
四
秒
以
内
に
そ
の
発

射
を
停
止
し
、
か
つ
、
当
該
停
止
か
ら
四
秒
の
時
間
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
は
当
該
特
定
の
周
波
数
の
電
波

と
同
一
の
周
波
数
の
電
波
の
送
信
を
行
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

初
に
特
定
の
周
波
数
の
電

波
を
発
射
し
て
か
ら
〇
・
四
秒
以
内
に
当
該
特
定
の
周
波
数
の
電
波
と
同
一
の
周
波
数
の
電
波
に
よ
る
再
送

信
（
当
該
時
間
内
に
停
止
す
る
再
送
信
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合
に
限
り
、
送
信
休
止
時
間
を
設
け
ず
に
送

信
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

ヘ
　
無
線
チ
ャ
ネ
ル
に
隣
接
す
る
単
位
チ
ャ
ネ
ル
に
お
け
る
送
信
装
置
の
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
（－

）

一
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

八
　
九
一
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
九
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
前
二
号
に
規
定

す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
空
中
線
系
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が

三
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
る
場
合

は
、
そ
の
超
え
た
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
減
ず
る
も
の
と
し
、
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ

の
低
下
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ハ
　
無
線
チ
ャ
ネ
ル
は
、
単
位
チ
ャ
ネ
ル
（
中
心
周
波
数
が
九
一
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波

数
に
あ
つ
て
は
、
九
一
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
に
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の
で
あ
つ
て
帯
域
幅
が
二
〇
〇
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ｋ
Ｈ
ｚ
の
チ
ャ
ネ
ル
を
、
九
二
八
・
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
九
・
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
に
あ
つ
て

は
、
九
二
八
・
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
に
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の
で
あ
つ
て
帯
域
幅
が
一
〇
〇
ｋ
Ｈ

ｚ
の
チ
ャ
ネ
ル
を
い
う
。
ホ
並
び
に
別
表
第
一
号
注
３
４
（
２
）
及
び
別
表
第
三
号
２
５
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
使
用
す
る
も
の
（
同
時
使
用
可
能
な

大
チ
ャ
ネ
ル
数
は
、
五
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
送
信
時
間
制
限
装
置
及
び
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備

え
付
け
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
こ
の
条
件
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
と
認
め
る

送
信
装
置
で
あ
つ
て
、
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ
　
無
線
チ
ャ
ネ
ル
に
隣
接
す
る
単
位
チ
ャ
ネ
ル
に
お
け
る
送
信
装
置
の
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
（－

）

二
六
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

九
　
二
、
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
周

波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
を
用
い
る
も
の

イ
　
空
中
線
系
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
六
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に

お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
、
絶
対
利
得
六
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
と
き

は
、
そ
の
低
下
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ハ
　
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
に
お
け
る
周
波
数
滞
留
時
間
は
、
〇
・
四
秒
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
二
秒
間
に

お
け
る
任
意
の
周
波
数
で
の
周
波
数
滞
留
時
間
の
合
計
が
〇
・
四
秒
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
応
答
の
た
め
の
装
置
か
ら
の
電
波
を
受
信
で
き
る
こ
と
。

十
　
二
、
四
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
四
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
前
号
に
規
定

す
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
筐
体
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
応
答
の
た
め
の
装
置
か
ら
の
電
波
を
受
信
で
き
る
こ
と
。

十
一
　
一
〇
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
〇
・
五
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
四
・
〇
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
四
・
二
五
Ｇ
Ｈ

ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

イ
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
空
中
線
系

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ
　
通
常
起
こ
り
得
る
温
度
若
し
く
は
湿
度
の
変
化
又
は
振
動
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
支
障
な
く
動
作
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
二
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力

が
絶
対
利
得
二
四
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
〇
・
〇
二
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な

る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ニ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
方
法
に
よ
り
表
示
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

十
二
　
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
移
動
体
検
知
セ
ン
サ
ー
用

の
も
の
に
限
る
。
）

イ
　
空
中
線
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
ま
た
、
高
周
波
部

及
び
変
調
部
が
別
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
送
信
装
置
と
し
て
の
同
一
性
を
維
持
で

き
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
変
調
方
式
は
、
次
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
周
波
数
変
調
で
あ
つ
て
連
続
波
方
式
（
間
欠
的
連
続
波
方
式
を
除
く
。
）
に
よ
り
送
信
す
る
も
の

（２）
　
パ
ル
ス
振
幅
変
調
に
よ
り
送
信
す
る
も
の

ハ
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
及
び
等
価
等
方
輻
射
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
周
波
数
変
調
で
あ
つ
て
連
続
波
方
式
（
間
欠
的
連
続
波
方
式
を
除
く
。
）
に
よ
り
送
信
す
る
送
信
装
置

の
空
中
線
電
力
は
、
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
、
か
つ
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
は
一
三
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ

リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
パ
ル
ス
振
幅
変
調
に
よ
り
送
信
す
る
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
一
二
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
、
か
つ
、

等
価
等
方
輻
射
電
力
は
一
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
送
信
時
間
制
限
装
置
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

ホ
　
同
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
た
他
の
無
線
設
備
（
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
二
号
の
告

示
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
当
該
各
項
第
一
号
の
表
に
掲
げ
る
無
線
局
の
無
線
設
備
と
同
一
の
筐
体
に
収
め
ら

れ
た
他
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
移
動

体
検
知
セ
ン
サ
ー
用
の
特
定
小
電
力
無
線
局
と
同
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
同
時
に
複

数
の
電
波
を
発
射
す
る
機
能
を
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波

数
の
電
波
の
み
発
射
を
停
止
す
る
、
又
は
当
該
周
波
数
の
電
波
を
含
む
複
数
の
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機

能
を
有
す
る
こ
と
。

十
三
　
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
前
号
及
び
次
号
に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
空
中
線
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
ま
た
、
高
周
波
部

及
び
変
調
部
が
別
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
送
信
装
置
と
し
て
の
同
一
性
を
維
持
で

き
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
二
五
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
、
か
つ
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
は
四
〇
デ
シ

ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
送
信
空
中
線
の
利
得
は
、
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

十
四
　
六
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
七
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
無
線
標
定
業
務
の
も
の

イ
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
空
中
線
系

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ
　
通
常
起
こ
り
得
る
温
度
若
し
く
は
湿
度
の
変
化
又
は
振
動
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
支
障
な
く
動
作
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
計
測
時
以
外
に
お
い
て
は
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ニ
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十
五
　
七
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
標
定
業
務
の
も
の

イ
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
空
中
線
系

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
三
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

第
四
節
の
十
二
　
デ
ジ
タ
ル
空
港
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備

（
デ
ジ
タ
ル
空
港
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
十
五
　
デ
ジ
タ
ル
空
港
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
若
し
く
は
デ
ジ
タ
ル
空
港
無
線
通
信
を
行
う
基
地

局
の
無
線
設
備
の
試
験
若
し
く
は
調
整
を
す
る
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
若
し
く
は
基
地
局
と
陸
上
移
動
局
と

の
間
の
デ
ジ
タ
ル
空
港
無
線
通
信
が
不
可
能
な
場
合
、
そ
の
中
継
を
行
う
無
線
局
（
以
下
「
デ
ジ
タ
ル
空
港
無
線

通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
」
と
い
う
。
）
の
無
線
設
備
（
デ
ジ
タ
ル
空
港
無
線
通
信
を

行
う
基
地
局
と
送
信
装
置
を
共
用
す
る
無
線
設
備
に
限
る
。
）
で
四
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
六
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の

周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
又
は
デ
ジ
タ
ル
空
港
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
若
し
く
は
デ
ジ
タ
ル
空
港

無
線
通
信
設
備
の
試
験
を
行
う
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
（
デ
ジ
タ
ル
空
港
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
と
送

信
装
置
を
共
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
で
四
一
五
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
一
七
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の

周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
時
分
割
多
重
方
式
、
陸
上
移

動
局
か
ら
基
地
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
時
分
割
多
元
接
続
方
式
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
時
分
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割
多
重
方
式
に
お
け
る
多
重
す
る
数
及
び
時
分
割
多
元
接
続
方
式
に
お
け
る
一
の
搬
送
波
当
た
り
の
チ
ャ
ネ

ル
の
数
は
、
四
と
す
る
。

ロ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
は
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
四
分
のπ

シ
フ
ト
四
相
位
相
変
調
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
変
調
の
際
に
、
送
信
側
に
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ロ
ー
ル
オ
フ
の
帯
域
制
限
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
ロ
ー
ル
オ
フ
率
は
〇
・
五
以
下
と
す
る
。

ハ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
変
調
信
号
の
送
信
速
度
と
同
じ
送
信
速
度
の
標
準
符
号
化
試
験
信
号
に

よ
り
変
調
し
た
場
合
に
お
い
て
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
Ｒ
（
Ｒ
は

変
調
信
号
の
伝
送
速
度
の
四
分
の
一
の
値
と
す
る
。
）
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に

ふ
く輻

射
さ
れ
る
電
力
が
、
搬
送
波

電
力
よ
り
五
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
又
は
三
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
値
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一

ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
設
備
の
場
合
は
四
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
通
信
中
に
お
け
る
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
占
有
周
波
数
帯
幅
内
に
お
い
て

は
、
（－

）
五
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
、
占
有
周
波
数
帯
幅
外
に
お

い
て
は
、
四
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
と
す
る
。

ホ
　
変
調
信
号
は
、
パ
ル
ス
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
送
信
速
度
は
毎
秒
三
二
、
〇
〇
〇
ビ
ッ

ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三
　
そ
の
他
の
条
件

イ
　
基
地
局
の
制
御
装
置
に
あ
っ
て
は
、
待
時
式
で
通
信
の
接
続
を
行
う
こ
と
。

ロ
　
陸
上
移
動
局
の
制
御
装
置

（１）
　
基
地
局
の
電
波
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
周
波
数
の
電
波
の
み
を
発
射
す
る
こ

と
。

（２）
　
無
線
設
備
の
故
障
に
よ
り
電
波
の
発
射
が
継
続
的
に
行
わ
れ
る
と
き
は
、
自
動
的
に
そ
の
発
射
を
停
止

す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

２
　
陸
上
移
動
局
相
互
間
に
よ
り
直
接
通
信
を
行
え
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
前
項
第
三
号
ロ
（
１
）
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
発
射
す
る
電
波
を
基
地
局
の
電
波
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
動
的
に
選
択
す
る
ほ
か
、
当

該
電
波
に
よ
ら
ず
選
択
で
き
る
こ
と
。

第
四
節
の
十
三
　
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備

（
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
十
六
　
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
（
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
一
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
、
二
四
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超
え
一
、
二
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
（
次
条
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ

ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件

に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
又
は
同
報
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設
備
、

送
話
器
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
変
調
方
式
は
、
周
波
数
変
調
で
あ
る
こ
と
。

四
　
変
調
周
波
数
は
、
二
〇
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
以
内
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ス
テ
レ
オ
伝
送
方
式
の
も
の
に
あ

つ
て
は
、
五
三
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
以
内
で
あ
る
こ
と
。
な
お
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五
　
周
波
数
偏
移
は
、
変
調
の
な
い
と
き
の
搬
送
波
の
周
波
数
よ
り
（±

）
一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
ス
テ
レ
オ
伝
送
方
式
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
（±

）
七
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内
で
あ
る
こ
と
。

六
　
送
信
装
置
の
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
次
の
値
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
（±

）

五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
偏
移
の
変
調
を
す
る
た
め
に
必
要
な
入
力
電
圧
よ
り
三
六
デ
シ
ベ
ル
高
い
入
力
電
圧
を

加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
二
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
五
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の

帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ

ル
ツ
の
周
波
数
で
（±

）
七
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
偏
移
の
変
調
を
す
る
た
め
に
必
要
な
入
力
電
圧
よ
り
三

六
デ
シ
ベ
ル
高
い
入
力
電
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
五
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周

波
数
の
（±

）
八
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い

値
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
六
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
三
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ

ル
ツ
の
周
波
数
で
（±

）
二
・
四
ｋ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
偏
移
の
変
調
を
す
る
た
め
に
必
要
な
入
力
電
圧
よ
り
三

六
デ
シ
ベ
ル
高
い
入
力
電
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
五
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周

波
数
の
（±

）
一
六
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低

い
値
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
ス
テ
レ
オ
伝
送
方
式
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
（±

）
二
八
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ

の
周
波
数
偏
移
の
変
調
を
す
る
た
め
に
必
要
な
入
力
電
圧
よ
り
二
五
デ
シ
ベ
ル
高
い
入
力
電
圧
を
加
え
た
場

合
に
お
い
て
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
五
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
一
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内

に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

七
　
送
信
装
置
の
発
振
方
式
は
、
水
晶
発
振
方
式
又
は
水
晶
発
振
に
よ
り
制
御
す
る
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
方
式
で
あ
る

こ
と
。

八
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
別
に

告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

九
　
給
電
線
及
び
接
地
装
置
を
有
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

第
四
節
の
十
三
の
二
　
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備

（
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
十
六
の
二
　
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
（
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
一
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は

一
、
二
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
二
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
で
あ
つ

て
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
又
は
同
報
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設
備
、

送
話
器
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
変
調
方
式
は
、
位
相
変
調
、
周
波
数
変
調
、
直
交
振
幅
変
調
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
変
調
で
あ
る
こ

と
。

四
　
送
信
装
置
の
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
次
の
値
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
八
八
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
五
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
一
四
四
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
四
〇
デ
シ
ベ

ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
八
八
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
八
〇
〇
ｋ
Ｈ

ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
三
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
四
〇
デ
シ

ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

五
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
別
に

告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

六
　
給
電
線
及
び
接
地
装
置
を
有
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

第
四
節
の
十
四
　
小
電
力
セ
キ
ユ
リ
テ
イ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備

（
小
電
力
セ
キ
ユ
リ
テ
イ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
十
七
　
小
電
力
セ
キ
ユ
リ
テ
イ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
、
単
信
方
式
又
は
同
報
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。
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二
　
一
の

き
よ
う

筐

体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設
備
、

制
御
装
置
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
送
信
装
置
の
発
振
方
式
は
、
水
晶
発
振
方
式
又
は
水
晶
発
振
に
よ
り
制
御
す
る
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
方
式
で
あ
る

こ
と
。

四
　
電
波
を
発
射
し
て
か
ら
三
秒
以
内
に
そ
の
発
射
を
停
止
し
、
か
つ
、
二
秒
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
そ
の

後
の
送
信
を
行
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

初
に
電
波
を
発
射
し
て
か
ら
三
秒
以
内
に
再
送
信
を

行
う
場
合
は
、
送
信
休
止
時
間
を
設
け
ず
に
送
信
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

五
　
送
信
装
置
の
隣
接
チ
ヤ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
次
の
値
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
発
射
す
る
電
波
の
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
一

二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
二
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に

ふ
く輻

射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
四

〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値

ロ
　
発
射
す
る
電
波
の
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
搬

送
波
の
周
波
数
か
ら
一
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
四
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に

ふ
く輻

射
さ
れ

る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値

ハ
　
発
射
す
る
電
波
の
占
有
周
波
数
帯
幅
が
八
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
六
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に

ふ
く輻

射
さ
れ
る
電
力
が

搬
送
波
電
力
よ
り
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値

ニ
　
発
射
す
る
電
波
の
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
二
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
搬

送
波
の
周
波
数
か
ら
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
八
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に

ふ
く輻

射
さ
れ
る
電
力
が
搬

送
波
電
力
よ
り
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値

六
　
送
信
空
中
線
は
、
次
の
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

（１）
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射

電
力
が
絶
対
利
得
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き

の
値
を
超
え
る
場
合
は
そ
の
超
え
た
分
を
空
中
線
の
利
得
で
減
ず
る
も
の
と
し
、
当
該
値
以
下
と
な
る
場
合

は
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（２）
　
送
信
空
中
線
が
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は

〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線

に
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

第
四
節
の
十
五
　
携
帯
移
動
衛
星
デ
ー
タ
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備

（
携
帯
移
動
衛
星
デ
ー
タ
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
十
八
　
携
帯
移
動
衛
星
デ
ー
タ
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
区
別
に
従
い
、

そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
対
地
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
デ
ー
タ
通
信
を
行
う
携
帯
基
地
地

球
局
の
無
線
設
備
で
一
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
し
一
二
・
二
五
Ｇ

Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
も
の
又
は
対
地
静
止
衛
星
に
開
設
す
る

人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
デ
ー
タ
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
で
一
四
Ｇ
Ｈ

ｚ
を
超
え
一
四
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
し
一
二
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ

ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
も
の
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
一
般
的
条
件

（１）
　
携
帯
移
動
地
球
局
の
空
中
線
は
、
人
工
衛
星
局
の
方
向
を
自
動
的
に
追
尾
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

（２）
　
携
帯
移
動
地
球
局
は
、
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
基
地
地
球
局
が
送
信
す
る
制
御
信
号
を
受
信

し
た
場
合
に
限
り
、
送
信
を
開
始
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
携
帯
移
動
地
球
局
は
、
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
基
地
地
球
局
が
送
信
す
る
電
波
を
正
常
に
受

信
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

（４）
　
携
帯
基
地
地
球
局
は
、
同
時
に
送
信
で
き
る
携
帯
移
動
地
球
局
の
数
を
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
こ

と
。

ロ
　
携
帯
移
動
地
球
局
の
送
信
装
置
の
条
件

（１）
　
変
調
方
式
は
、
周
波
数
変
調
又
は
位
相
変
調
で
あ
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
拡
散
方
式
（
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散
方

式
を
含
む
。
）
に
よ
り
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
静
止
衛
星
軌
道
の
傾
度
（±

）
三
度
以
内
の
す
べ
て
の
方
向
に
送
信
空
中
線
か
ら

ふ
く輻

射
さ
れ
る
四
〇
ｋ

Ｈ
ｚ
帯
域
幅
当
た
り
の
電
力
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

人
工
衛
星
局
か
ら
の

離
角
（θ

）

大
ふ
く輻

射
電
力
（
一
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

二
・
五
度
以
上
一
一

度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

２
６－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

－

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ
ベ
ル

Ｎ
は
、
同
時
に
送
信
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
携
帯
移
動
地
球
局
が
す
べ
て
送
信
し

た
場
合
の
任
意
の
単
位
帯
域
幅
に
お
け
る
電
力
の

大
値
と
一
の
携
帯
移
動
地

球
局
が
送
信
し
た
場
合
の
当
該
単
位
帯
域
幅
に
お
け
る
電
力
の

大
値
と
の
比

と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

一
一
度
以
上
一
八
〇

度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

０－

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ
ベ
ル

（３）
　
送
信
空
中
線
か
ら

ふ
く輻

射
さ
れ
る
四
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
帯
域
幅
当
た
り
の
交
差
偏
波
電
力
（
一
ワ
ツ
ト
を
〇
デ
シ

ベ
ル
と
す
る
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

７－

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ
ベ
ル

二
　
非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
デ
ー
タ
通
信
を
行
う
携
帯
基
地
地
球

局
及
び
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
で
一
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
五
〇
・
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
一
般
的
条
件

（１）
　
通
信
方
式
は
、
携
帯
基
地
地
球
局
の
無
線
設
備
の
も
の
に
あ
つ
て
は
複
信
方
式
、
携
帯
移
動
地
球
局
の

無
線
設
備
の
も
の
に
あ
つ
て
は
単
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
携
帯
基
地
地
球
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
携
帯
移
動
地
球
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
携
帯
移
動
地
球
局
が
使
用
す
る
周
波
数
は
、
人
工
衛
星
局
の
制
御
信
号
に
よ
り
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
携
帯
移
動
地
球
局
は
、
人
工
衛
星
局
の
制
御
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
限
り
、
送
信
を
開
始
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

（５）
　
携
帯
移
動
地
球
局
は
、
人
工
衛
星
局
か
ら
の
制
御
信
号
に
よ
り
送
信
す
る
周
波
数
帯
の
一
部
又
は
全
部

に
つ
い
て
送
信
時
間
が
制
限
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
送
信
時
間
は
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
携
帯
移
動
地
球
局
の
送
信
装
置
の
条
件

（１）
　
変
調
方
式
は
、
二
分
のπ

シ
フ
ト
差
動
二
相
位
相
変
調
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
変
調
信
号
は
、
パ
ル
ス
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
送
信
速
度
は
、
毎
秒
二
、
四
〇
〇
ビ

ツ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
空
中
線
電
力
は
、
一
〇
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
携
帯
移
動
地
球
局
の
空
中
線
の
条
件

（１）
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
直
線
偏
波
又
は
右
旋
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。
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第
四
節
の
十
六
　
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
、
二
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
三
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備

（
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
、
二
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
三
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線

局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
十
九
　
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
、
二
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
三
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上

移
動
業
務
の
無
線
局
（
二
二
・
一
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
二
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
二
二
・
七
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
三

Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
二
五
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
三
八
・
〇
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
八
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下
又
は
三
九
・
〇
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
九
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の

無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
周
波
数
分
割
多
重
方
式
又
は
時
分
割
多
重
方
式
を
使
用
す
る
周
波
数
分
割
複
信
方
式
又
は
時

分
割
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
Ｇ
Ｍ
Ｓ
Ｋ
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
若
し
く
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方

式
又
は
こ
れ
ら
の
方
式
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
基
地
局
と
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
規
定
す

る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
周
波
数
分
割
複
信
方

式
又
は
時
分
割
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

３
　
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
、
二
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
三
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線

局
の
う
ち
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
（
前
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
又
は
時
分
割
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
四
値
周
波
数
偏
位
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
若
し
く
は
直
交
周
波
数

分
割
多
重
方
式
又
は
こ
れ
ら
の
方
式
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

第
四
節
の
十
七
　
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備

（
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
二
十
　
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
区
別
に
従
い
、
そ

れ
ぞ
れ
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
二
、
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

イ
　
空
中
線
系
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散
方
式
は
、
直
接
拡
散
方
式
、
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
複
合
方
式

又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
及
び
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
の
複
合
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
次
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散
方
式
（
無
線

標
定
業
務
を
行
う
も
の
を
除
く
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
を
用
い
る

送
信
装
置
で
あ
つ
て
、
送
信
装
置
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得
二
・

一
四
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
に
規
定
す
る
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平

均
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
と
き
又
は
ガ
ウ
ス
型
周
波
数
偏
移
変
調
方
式
を
用
い
る
送
信
装
置

で
あ
つ
て
、
送
信
装
置
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
（
４
）

に
規
定
す
る
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
電
力
で
補
う

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（１）
　
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
（
直
接
拡
散
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
と
の
複
合
方
式
を
含
む
。
）
を
用

い
る
送
信
装
置
で
あ
つ
て
、
二
、
四
二
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
七
〇
・
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
使
用
す
る
も
の
の
空
中
線
電
力
は
、
変
調
信
号
の
送
信
速
度
と
同
じ
送
信
速
度
の
標
準
符
号
化
試
験

信
号
に
よ
り
変
調
し
た
場
合
に
お
い
て
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
三
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以

下
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散
方
式
を
用
い
る
送
信
装
置
で
あ
つ
て
、
（
１
）
に
該
当
し
な
い
も
の
の
空
中
線
電
力

は
、
変
調
信
号
の
送
信
速
度
と
同
じ
送
信
速
度
の
標
準
符
号
化
試
験
信
号
に
よ
り
変
調
し
た
場
合
に
お
い

て
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
を
用
い
る
送
信
装
置
で
あ
つ
て
、
（
１
）
に
該
当
し
な
い
も
の
の
空
中
線

電
力
は
、
変
調
信
号
の
送
信
速
度
と
同
じ
送
信
速
度
の
標
準
符
号
化
試
験
信
号
に
よ
り
変
調
し
た
場
合
に

お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

（一）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
送
信
装
置
の
場
合
は
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平

均
電
力
が
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（二）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
送
信
装
置
の
場
合
は
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の

帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（４）
　
（
１
）
、
（
２
）
及
び
（
３
）
以
外
の
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ

と
。

ニ
　
送
信
空
中
線
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

（１）
　
絶
対
利
得
は
、
一
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
（
ス
ペ
ク

ト
ル
拡
散
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
を
用
い
る
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域

幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
。
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
絶
対
利
得
一
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
の

送
信
空
中
線
に
平
均
電
力
が
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
（
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方

式
を
用
い
る
送
信
装
置
に
あ
つ
て
は
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
。

た
だ
し
、
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
、
直
接
拡
散
及
び
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
の
複
合
方
式
又
は
直
交
周
波

数
分
割
多
重
及
び
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
の
複
合
方
式
を
用
い
る
も
の
の
う
ち
、
二
、
四
二
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

二
、
四
七
〇
・
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
送
信
装
置
に
あ
つ
て
は
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯

域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
を
三
ミ
リ
ワ
ッ
ト
と
し
、
ハ
（
３
）
（
二
）
の
送
信
装
置
に
あ
つ
て
は
一
Ｍ
Ｈ

ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
を
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
と
す
る
。
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
空
中
線
電
力

を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
と
き
は
、
そ
の
低
下
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

（２）
　
送
信
空
中
線
の
水
平
面
及
び
垂
直
面
の
主
輻
射
の
角
度
の
幅
は
、
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
超

え
な
い
こ
と
。

３
６
０
／
Ａ
度

Ａ
は
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
を
絶
対
利
得
２
．
１
４
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
平
均
電
力
が
１
０
ミ
リ
ワ

ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
で
除
し
た
も
の
と
し
、
１
を
下
回
る
と
き
は
１
と
す
る
。

ホ
　
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
は
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
当
た
り
の
キ
ャ
リ
ア
数
が
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
に
お
け
る
周
波
数
滞
留
時
間
は
、
〇
・
四
秒
以
下
（
屋
外
で
使
用
す
る
模
型
飛

行
機
の
無
線
操
縦
の
用
に
供
す
る
送
信
装
置
に
あ
っ
て
は
〇
・
〇
五
秒
以
下
）
と
し
、
か
つ
、
直
接
拡
散
又

は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
と
の
複
合
方
式
を
除
く
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
を
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、

〇
・
四
秒
に
拡
散
率
（
拡
散
帯
域
幅
（
そ
の
上
限
の
周
波
数
を
超
え
て
輻
射
さ
れ
、
及
び
そ
の
下
限
の
周
波

数
未
満
に
お
い
て
輻
射
さ
れ
る
平
均
電
力
が
そ
れ
ぞ
れ
与
え
ら
れ
た
発
射
に
よ
つ
て
輻
射
さ
れ
る
全
平
均
電

力
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
等
し
い
上
限
及
び
下
限
の
周
波
数
帯
幅
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
変
調
信
号
の
送

信
速
度
に
等
し
い
周
波
数
で
除
し
た
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
乗
じ
た
時
間
内
で
任
意
の
周
波
数
で
の

周
波
数
滞
留
時
間
の
合
計
が
〇
・
四
秒
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ト
　
ハ
（
３
）
（
二
）
の
送
信
装
置
及
び
ハ
た
だ
し
書
の
規
定
に
お
い
て
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
低
下
分
を
空

中
線
電
力
で
補
う
送
信
装
置
（
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
を
用
い
る
送
信
装
置
及
び
送
信
を
開
始
し
て
か
ら
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四
秒
以
内
に
周
波
数
切
替
え
を
行
う
ハ
（
４
）
の
送
信
装
置
を
除
く
。
）
は
、
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え
付

け
る
こ
と
。

チ
　
屋
外
で
使
用
す
る
模
型
飛
行
機
の
無
線
操
縦
の
用
に
供
す
る
送
信
装
置
（
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
の
も

の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
送
信
開
始
時
に
お
い
て
動
作
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

二
　
二
、
四
七
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
九
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

イ
　
空
中
線
系
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
通
信
方
式
は
、
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散
方
式
を
使
用
す
る
単
向
通
信
方
式
、
単
信
方
式
、
複
信
方
式
、
半
複
信

方
式
又
は
同
報
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散
方
式
は
、
直
接
拡
散
方
式
、
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
又
は
直
接
拡
散
及
び
周
波
数
ホ

ッ
ピ
ン
グ
の
複
合
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
送
信
装
置
の
送
信
電
力
は
、
変
調
信
号
の
送
信
速
度
と
同
じ
送
信
速
度
の
標
準
符
号
化
試
験
信
号
に
よ
り

変
調
し
た
場
合
に
お
い
て
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
、
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る

こ
と
。

ホ
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
実
効
輻
射
電
力

が
、
絶
対
利
得
二
・
一
四
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
一
〇
ミ

リ
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得

で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ヘ
　
拡
散
帯
域
幅
は
、
五
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ト
　
拡
散
率
は
、
一
〇
以
上
で
あ
る
こ
と
。

チ
　
電
気
通
信
回
線
設
備
に
接
続
す
る
も
の
は
、
他
の
無
線
局
か
ら
発
射
さ
れ
る
電
波
を
検
出
し
、
混
信
を
防

止
す
る
た
め
の
装
置
又
は
受
信
信
号
と
拡
散
の
た
め
の
信
号
を
演
算
し
、
信
号
レ
ベ
ル
を
検
出
す
る
こ
と
に

よ
り
混
信
を
防
止
す
る
た
め
の
装
置
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

リ
　
屋
外
で
使
用
す
る
模
型
飛
行
機
の
無
線
操
縦
の
用
に
供
す
る
送
信
装
置
に
あ
つ
て
は
、
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン

グ
方
式
に
お
け
る
周
波
数
滞
留
時
間
は
、
〇
・
〇
五
秒
以
下
と
し
、
か
つ
、
直
接
拡
散
と
の
複
合
方
式
を
除

く
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
を
用
い
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
〇
・
四
秒
に
拡
散
率
を
乗
じ
た
時
間
内
で
任
意

の
周
波
数
で
の
周
波
数
滞
留
時
間
の
合
計
が
〇
・
四
秒
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ヌ
　
屋
外
で
使
用
す
る
模
型
飛
行
機
の
無
線
操
縦
の
用
に
供
す
る
送
信
装
置
（
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
の
も

の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
送
信
開
始
時
に
お
い
て
動
作
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

三
　
五
、
一
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
、
三
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
五
、
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
、
七
三
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

イ
　
空
中
線
系
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
、
単
信
方
式
、
複
信
方
式
、
半
複
信
方
式
又
は
同
報
通
信
方
式
で
あ
る
こ

と
。

ハ
　
搬
送
波
の
周
波
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

五
、
一
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
六
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
三
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
三
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
五
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、

五
、
五
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
五
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
五
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
五
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
六
〇

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
六
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
六
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
六
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
六
八
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
、
五
、
七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
五
、
七
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

五
、
一
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
三
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
五
一
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
五
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
五
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
六
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
六
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又

は
五
、
七
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

（３）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合
（
（
５
）
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

五
、
二
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
五
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
六
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
五
、
六
九

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

（４）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

五
、
二
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
五
、
五
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

（５）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
組
合
せ
に

よ
り
二
つ
の
搬
送
波
の
周
波
数
を
同
時
に
使
用
す
る
場
合

（一）
　
五
、
二
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
（
五
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
が
使
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
又
は
五
、
二
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
五
、
五
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
六
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
五
、

六
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

（二）
　
五
、
五
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
五
、
六
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

ニ
　
変
調
方
式
は
、
次
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
直
接
拡
散
方
式
を
使
用
す
る
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散
方
式
（
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
五
、

一
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
、
三
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一

八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
）
の
も
の
に
限
り
、
五
、
一
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
、
二
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
し
自
動
車
内
に
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（２）
　
振
幅
変
調
方
式
、
位
相
変
調
方
式
、
周
波
数
変
調
方
式
若
し
く
は
パ
ル
ス
変
調
方
式
又
は
こ
れ
ら
の
複

合
方
式
（
い
ず
れ
も
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
五
、
一
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
、
三
五
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
）
の
も
の
に
限
り
、

五
、
一
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
、
二
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
自
動
車
内
に
設
置
す

る
も
の
を
除
く
。
）

（３）
　
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式

ホ
　
信
号
伝
送
速
度
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

占
有
周
波
数
帯
幅

信
号
伝
送
速
度

ア
　
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

毎
秒
二
〇
メ
ガ
ビ
ッ
ト
以
上

イ
　
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

毎
秒
四
〇
メ
ガ
ビ
ッ
ト
以
上

ウ
　
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
ハ
（
３
）
に
規
定
す
る
場

合
に
限
る
。
）

毎
秒
八
〇
メ
ガ
ビ
ッ
ト
以
上

エ
　
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

毎
秒
一
六
〇
メ
ガ
ビ
ッ
ト
以
上

オ
　
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
ハ
（
５
）
に
規
定
す
る
場

合
に
限
る
。
）

毎
秒
一
六
〇
メ
ガ
ビ
ッ
ト
以
上

ヘ
　
送
信
バ
ー
ス
ト
長
は
、
八
ミ
リ
秒
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ト
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
次
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

送
信
装
置

占
有
周
波
数
帯
幅

空

中

線

電

力

（
注
）

ア
　
直
接
拡
散
方
式
を
使
用
す
る
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散
方
式

を
使
用
す
る
も
の

二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
五
、

一
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

五
、
三
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
）

一
〇
ミ
リ
ワ
ッ

ト
以
下

イ
　
振
幅
変
調
方
式
、
位
相
変
調
方
式
、
周
波
数
変
調
方

式
若
し
く
は
パ
ル
ス
変
調
方
式
又
は
こ
れ
ら
の
複
合
方

式
を
使
用
す
る
も
の

二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
五
、

一
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

五
、
三
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
の
周
波
数
の
電
波
を

一
〇
ミ
リ
ワ
ッ

ト
以
下
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使
用
す
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
）

ウ
　
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
を
使
用
す
る
も
の
（
エ

の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

一
〇
ミ
リ
ワ
ッ

ト
以
下

二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

以
下

四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
ハ
（
３
）

に
規
定
す
る
場
合
に
限

る
。
）

二
・
五
ミ
リ
ワ

ッ
ト
以
下

八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

一
・
二
五
ミ
リ

ワ
ッ
ト
以
下

四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
ハ
（
５
）

に
規
定
す
る
場
合
に
限

る
。
）

一
・
二
五
ミ
リ

ワ
ッ
ト
以
下

エ
　
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
を
使
用
す
る
も
の
（
自

動
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）

第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
自
動
車
で
あ
つ
て

同
法
第
三
条
の
大
型
自
動
二
輪
車
及
び
普
通
自
動
二
輪

車
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
別
表
第
三

号
２
９
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
に
設
置
す
る
も

の
に
限
り
、
自
動
車
内
に
設
置
す
る
も
の
か
ら
制
御
を

受
け
る
も
の
を
除
く
。
）

二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

二
ミ
リ
ワ
ッ
ト

以
下

二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

一
ミ
リ
ワ
ッ
ト

以
下

四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

〇
・
五
ミ
リ
ワ

ッ
ト
以
下

注
　
ア
の
項
、
ウ
の
項
及
び
エ
の
項
に
あ
つ
て
は
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
と
す
る
。

チ
　
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
一
の
通
信
系
に
お
け
る
平
均
の
空
中
線
電
力
を
三
デ
シ
ベ
ル
低
下
さ
せ
る
機
能
を
具
備
し
な
い
も
の

（
五
、
一
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
、
二
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に

あ
つ
て
は
、
同
表
に
掲
げ
る
値
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

周
波
数
帯

占
有
周
波
数
帯
幅

一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域

幅
に
お
け
る
等

価
等
方
輻
射
電

力

ア
　
五
、
一
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
、
三
五
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
イ
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト

二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
（
ハ
（
３
）
に
規
定
す
る

場
合
に
限
る
。
）

二
・
五
ミ
リ
ワ
ッ

ト

八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

一
・
二
五
ミ
リ
ワ

ッ
ト

四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
（
ハ
（
５
）
に
規
定
す
る

場
合
に
限
る
。
）

一
・
二
五
ミ
リ
ワ

ッ
ト

イ
　
五
、
一
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
、
二
五
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
自
動
車
内
に
設
置
す
る
も
の

に
限
り
、
自
動
車
内
に
設
置
す
る
も
の
か
ら

制
御
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）

二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

二
ミ
リ
ワ
ッ
ト

二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

一
ミ
リ
ワ
ッ
ト

四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

〇
・
五
ミ
リ
ワ
ッ

ト

ウ
　
五
、
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
、
七
三
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

五
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト

二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
（
ハ
（
３
）
に
規
定
す
る

場
合
に
限
る
。
）

一
二
・
五
ミ
リ
ワ

ッ
ト

八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

六
・
二
五
ミ
リ
ワ

ッ
ト

四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
（
ハ
（
５
）
に
規
定
す
る

場
合
に
限
る
。
）

一
・
二
五
ミ
リ
ワ

ッ
ト

リ
　
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
は
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
当
た
り
の
搬
送
波
の
数
が
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ヌ
　
直
接
拡
散
方
式
を
使
用
す
る
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散
方
式
は
、
次
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
拡
散
率
が
五
以
上
と
な
る
も
の

（２）
　
変
調
方
式
が
変
調
信
号
の
送
信
速
度
に
等
し
い
周
波
数
の
五
倍
以
上
の
周
波
数
帯
域
幅
に
わ
た
つ
て
掃

引
す
る
信
号
を
変
調
信
号
の
送
信
の
周
期
ご
と
に
乗
算
さ
せ
る
も
の

ル
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻

射
さ
れ
る
平
均
電
力
が
、
搬
送
波
の
平
均
電
力
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
二
五
デ
シ
ベ
ル
及
び
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

低
い
値

（２）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に

輻
射
さ
れ
る
平
均
電
力
が
、
搬
送
波
の
平
均
電
力
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
二
五
デ
シ
ベ
ル
及
び
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以

上
低
い
値

（３）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に

輻
射
さ
れ
る
平
均
電
力
が
、
搬
送
波
の
平
均
電
力
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
二
五
デ
シ
ベ
ル
及
び
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以

上
低
い
値

（４）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
平
均

電
力
が
、
搬
送
波
の
平
均
電
力
よ
り
二
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値

ヲ
　
イ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

四
　
五
、
九
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
、
四
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

イ
　
空
中
線
系
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
、
単
信
方
式
、
複
信
方
式
、
半
複
信
方
式
又
は
同
報
通
信
方
式
で
あ
る
こ

と
。

ハ
　
搬
送
波
の
周
波
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

87



（１）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

五
、
九
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
六
、
四
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
で
あ
つ
て
五
、
九
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は

五
、
九
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
に
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
整
数
倍
を
加
え
た
周
波
数
の
電
波

（２）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

五
、
九
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
六
、
四
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
で
あ
つ
て
五
、
九
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は

五
、
九
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
に
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
整
数
倍
を
加
え
た
周
波
数
の
電
波

（３）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

五
、
九
八
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
六
、
〇
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
六
、
一
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
六
、
二
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
六
、
三
〇
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
六
、
三
八
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

（４）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

六
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
六
、
一
八
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
六
、
三
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

（５）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

六
、
一
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
六
、
二
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

ニ
　
変
調
方
式
は
、
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
送
信
バ
ー
ス
ト
長
は
、
八
ミ
リ
秒
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
に
掲
げ
る
値
以
下
で
あ
る

こ
と
。

（１）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト

（２）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

（３）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

二
・
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

（４）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

一
・
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

（５）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

〇
・
六
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

ト
　
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
当
た
り
の
キ
ャ
リ
ア
数
は
、
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

チ
　

大
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
設
備
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価

等
方
輻
射
電
力
は
、
次
に
掲
げ
る
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

一
・
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

（２）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

〇
・
六
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

（３）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

〇
・
三
一
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

（４）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

〇
・
一
五
六
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

（５）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

〇
・
〇
七
八
一
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

リ
　

大
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
無
線
設
備
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等

価
等
方
輻
射
電
力
は
、
次
に
掲
げ
る
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト

（２）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

（３）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

二
・
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

（４）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

一
・
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

（５）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

〇
・
六
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

ヌ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に

輻
射
さ
れ
る
平
均
電
力
が
、
搬
送
波
の
平
均
電
力
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
二
五
デ
シ
ベ
ル
及
び
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以

上
低
い
値

（２）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に

輻
射
さ
れ
る
平
均
電
力
が
、
搬
送
波
の
平
均
電
力
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
二
五
デ
シ
ベ
ル
及
び
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以

上
低
い
値

（３）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
一
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内

に
輻
射
さ
れ
る
平
均
電
力
が
、
搬
送
波
の
平
均
電
力
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
二
五
デ
シ
ベ
ル
及
び
四
〇
デ
シ
ベ
ル

以
上
低
い
値

（４）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
一
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
三
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域

内
に
輻
射
さ
れ
る
平
均
電
力
が
、
搬
送
波
の
平
均
電
力
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
二
五
デ
シ
ベ
ル
及
び
四
〇
デ
シ
ベ

ル
以
上
低
い
値

（５）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
三
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
一
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る

平
均
電
力
が
、
搬
送
波
の
平
均
電
力
よ
り
二
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値

ル
　

大
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
親
局
（
他
の
無
線
局
か
ら

制
御
さ
れ
る
こ
と
な
く
送
信
を
行
い
、
一
の
通
信
系
内
の
他
の
無
線
局
が
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
設
定

そ
の
他
の
当
該
他
の
無
線
局
の
制
御
を
行
う
無
線
局
を
い
う
。
以
下
こ
の
ル
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
電

波
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
受
信
電
力
が
マ
イ
ナ
ス
九
五
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ

ル
と
す
る
。
以
下
こ
の
ル
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
上
の
範
囲
内
で
運
用
さ
れ
る
無
線
局
相
互
間
で
行
わ
れ
る

通
信
（
以
下
こ
の
ル
に
お
い
て
「
端
末
間
通
信
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
は
、

大
等
価
等
方
輻
射
電
力

が
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
超
え
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
の
親
局
か
ら
の
電
波
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け

る
受
信
電
力
を
四
秒
以
下
の
間
隔
で
測
定
し
、
そ
の
値
が
マ
イ
ナ
ス
九
五
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
場
合
は
端
末
間

通
信
を
直
ち
に
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ヲ
　
イ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

五
　
二
四
・
七
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
二
五
・
二
三
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
で
あ
つ
て
二
四
・
七
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
又
は

二
四
・
七
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
に
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
整
数
倍
を
加
え
た
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
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イ
　
空
中
線
系
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
、
単
信
方
式
、
複
信
方
式
、
半
複
信
方
式
又
は
同
報
通
信
方
式
で
あ
る
こ

と
。

ハ
　
無
線
チ
ャ
ネ
ル
は
、
単
位
無
線
チ
ャ
ネ
ル
（
搬
送
波
の
周
波
数
が
、
二
四
・
七
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
二
五
・
二

三
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
で
あ
つ
て
二
四
・
七
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
又
は
二
四
・
七
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
に
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
整
数

倍
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
無
線
チ
ャ
ネ
ル
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
別
表
第
二
号
第
３
０
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
一
又
は
二
以
上
同
時
に
使
用
し
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
同
時
に
使
用
す
る
単
位
無
線
チ
ャ
ネ
ル
の

大
数
は
、
三
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
二
以
上
の
単
位
無
線
チ
ャ
ネ
ル
を
一
の
無
線
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
使
用
す
る
と
き
の
搬
送
波
の
周
波
数
は
、

一
の
無
線
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
使
用
す
る
単
位
無
線
チ
ャ
ネ
ル
の
数
に
応
じ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ

と
。

（１）
　
奇
数
個
の
単
位
無
線
チ
ャ
ネ
ル
を
一
の
無
線
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
使
用
す
る
と
き
は
、
二
四
・
七
七
Ｇ
Ｈ

ｚ
以
上
二
五
・
二
三
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
で
あ
つ
て
二
四
・
七
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
又
は
二
四
・
七
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
に

二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
偶
数
個
の
単
位
無
線
チ
ャ
ネ
ル
を
一
の
無
線
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
使
用
す
る
と
き
は
、
二
四
・
七
八
Ｇ
Ｈ

ｚ
以
上
二
五
・
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
で
あ
つ
て
二
四
・
七
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
又
は
二
四
・
七
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
に

二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
変
調
方
式
は
、
次
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式

（２）
　
振
幅
変
調
方
式
、
位
相
変
調
方
式
、
周
波
数
変
調
方
式
、
パ
ル
ス
変
調
方
式
又
は
こ
れ
ら
の
複
合
方
式

ト
　
単
位
無
線
チ
ャ
ネ
ル
当
た
り
の
信
号
伝
送
速
度
は
、
毎
秒
一
〇
メ
ガ
ビ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
無
線
設
備
は
、
単
位
無
線
チ
ャ
ネ
ル
当
た
り
毎
秒
二
〇
メ
ガ
ビ
ッ
ト
以
上
の
速
度
で
信
号
を
伝
送
す
る

能
力
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

チ
　
送
信
バ
ー
ス
ト
長
は
、
四
ミ
リ
秒
以
下
で
あ
る
こ
と
。

リ
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
次
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
ヘ
（
１
）
に
規
定
す
る
変
調
方
式
を
使
用
す
る
も
の
は
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が

一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
ヘ
（
２
）
に
規
定
す
る
変
調
方
式
を
使
用
す
る
も
の
は
、
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ヌ
　
空
中
線
電
力
が
必
要

小
限
と
な
る
よ
う
に
自
動
的
に
制
御
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ル
　
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
は
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
当
た
り
の
キ
ャ
リ
ア
数
が
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

ヲ
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お

け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
、
絶
対
利
得
一
〇
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均

電
力
が
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
送
信

空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
。

ワ
　
ヲ
の
送
信
空
中
線
の
水
平
面
及
び
垂
直
面
の
主
輻
射
の
角
度
の
幅
は
、
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を

超
え
な
い
こ
と
。

３
６
０
／
Ａ
度

Ａ
は
、
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
を
絶
対
利
得
２
．
１
４
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中

線
に
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
１
０
ミ
リ
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値

で
除
し
た
値
と
し
、
１
を
下
回
る
と
き
は
１
と
す
る
。

カ
　
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
及
び
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
離
れ
た
単
位
無
線
チ
ャ
ネ
ル

の
搬
送
波
の
周
波
数
（
二
以
上
の
単
位
無
線
チ
ャ
ネ
ル
を
一
の
無
線
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
使
用
す
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
の
周
波
数
）
の
（±

）
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
平
均

電
力
が
、
搬
送
波
の
も
の
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
二
五
デ
シ
ベ
ル
及
び
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
次
の
表
の
周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
、
次

の
表
の
値
で
あ
る
こ
と
。

２
０
＋
１
０
（
ｎ－

１
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
４
０
＋
１
０
（
ｎ－

１
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

ｎ
は
、
同
時
に
使
用
す
る
単
位
無
線
チ
ャ
ネ
ル
の
数
と
す
る
。

周
波
数
帯

一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等

価
等
方
輻
射
電
力

二
四
・
七
〇
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
二
四
・
七
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
及
び
二
五
・

二
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
五
・
二
九
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

一
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

二
四
・
七
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
二
四
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
及
び
二
五
・
二

五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
五
・
二
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

一
六
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

ヨ
　
イ
か
ら
カ
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

六
　
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

イ
　
空
中
線
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
ま
た
、
高
周
波
部

及
び
変
調
部
が
別
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
送
信
装
置
と
し
て
の
同
一
性
を
維
持
で

き
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
二
五
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を

超
え
る
も
の
の
場
合
は
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
四
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
送
信
空
中
線
の
利
得
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
が
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
の
も
の
の
絶
対
利
得
は
、
四
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
で

あ
る
こ
と
。

（２）
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
が
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
の
絶
対
利
得
は
、
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
が
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
送
信
開
始
時
に
お
い
て
動

作
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え
付
け
る
こ
と
。

第
四
節
の
十
七
の
二
　
五
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備

（
五
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
二
十
の
二
　
五
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
の

無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
条
第
三
号
イ
、
ロ
、
ニ
、
ホ
（
表
エ
の
項
及
び
オ
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
ヘ
、
リ
、
ヌ
及
び
ル

に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

二
　
搬
送
波
の
周
波
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

五
、
一
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
五
、
二
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

五
、
一
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
五
、
二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

（３）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

五
、
二
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

三
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
前
条
第
三
号
ト
に
掲
げ
る
条
件
（
表
ウ
の
項
に
掲
げ
る
も
の
（
占
有
周
波
数

帯
幅
が
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
に
よ
る
ほ
か
、
直
接
拡
散
方

式
を
使
用
す
る
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散
方
式
を
使
用
す
る
送
信
装
置
及
び
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
を
使
用
す
る

送
信
装
置
に
あ
つ
て
は
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合
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水
平
面
か
ら
の
仰
角
（θ

）

一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力

八
度
未
満

五
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下

八
度
以
上
四
〇
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

１
０
（
１
．
７－

０
．
０
７
１
６
（θ

－

８
）
）

ミ
リ
ワ
ッ
ト

四
〇
度
以
上
四
五
度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

１
０
（－

０
．
５
９－

０
．
１
２
２
（θ

－

４
０
）
）

ミ
リ
ワ
ッ
ト

四
五
度
超

〇
・
〇
六
三
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下

（２）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

水
平
面
か
ら
の
仰
角
（θ

）

一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力

八
度
未
満

二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下

八
度
以
上
四
〇
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

０
．
５×

１
０
（
１
．
７－

０
．
０
７
１
６
（θ

－

８
）
）

ミ
リ
ワ
ッ
ト

四
〇
度
以
上
四
五
度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

０
．
５×

１
０
（－

０
．
５
９－

０
．
１
２
２
（θ

－

４
０
）
）

ミ
リ
ワ
ッ
ト

四
五
度
超

〇
・
〇
三
一
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下

（３）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

水
平
面
か
ら
の
仰
角
（θ

）

一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力

八
度
未
満

一
二
・
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下

八
度
以
上
四
〇
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

０
．
２
５×

１
０
（
１
．
７－
０
．
０
７
１
６
（θ

－

８
）
）

ミ
リ
ワ
ッ
ト

四
〇
度
以
上
四
五
度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

０
．
２
５×

１
０
（－

０
．
５
９－

０
．
１
２
２
（θ

－

４
０
）
）

ミ
リ
ワ
ッ
ト

四
五
度
超

〇
・
〇
一
五
七
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下

五
　
基
地
局
に
あ
つ
て
は
、
他
の
無
線
局
か
ら
制
御
さ
れ
る
こ
と
な
く
送
信
を
行
う
と
と
も
に
、
一
の
通
信
系
内

の
他
の
無
線
局
が
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
設
定
そ
の
他
の
当
該
他
の
無
線
局
の
制
御
を
行
う
こ
と
。

六
　
陸
上
移
動
中
継
局
に
あ
つ
て
は
、
基
地
局
か
ら
の
制
御
を
受
け
て
当
該
基
地
局
と
通
信
す
る
と
と
も
に
、
一

の
通
信
系
内
の
陸
上
移
動
局
及
び
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
が
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
設

定
そ
の
他
の
当
該
陸
上
移
動
局
及
び
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
制
御
を
行
う
こ
と
。

七
　
識
別
符
号
を
自
動
的
に
送
信
し
、
又
は
受
信
す
る
機
能
を
備
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八
　
五
、
二
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
五
、
五
三
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
、
五
、
六
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
五
、
六
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
と
同
時
に
使
用
す
る
場
合
の
変
調
方

式
、
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
及
び
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
に
つ
い
て
は
、
第
一

号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
変
調
方
式
は
、
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
と
し
、
か
つ
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平

均
電
力
が
一
・
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

水
平
面
か
ら
の
仰
角
（θ

）

一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力

八
度
未
満

六
・
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下

八
度
以
上
四
〇
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

０
．
１
２
５×

１
０
（
１
．
７－

０
．
０
７
１
６
（θ

－

８
）
）

ミ
リ
ワ
ッ
ト

四
〇
度
以
上
四
五
度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

０
．
１
２
５×

１
０
（－

０
．
５
９－

０
．
１
２
２
（θ

－

４
０
）
）

ミ
リ
ワ
ッ
ト

四
五
度
超

〇
・
〇
〇
七
九
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下

九
　
前
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

２
　
五
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
条
第
三
号
イ
、
ロ
、
ニ
、
ホ
（
表
エ
の
項
及
び
オ
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
ヘ
、
ト
（
表
ウ
の
項

に
掲
げ
る
も
の
（
占
有
周
波
数
帯
幅
が
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
同
号
ハ
（
５
）
に
規
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
、
チ
（
表
ア
の

項
に
掲
げ
る
も
の
（
占
有
周
波
数
帯
幅
が
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
同
号
ハ
（
５
）
に
規
定
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
、
リ
、
ヌ
及

び
ル
並
び
に
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

二
　
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
か
ら
の
制
御
を
受
け
て
当
該
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
と
通
信
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
五
、
二
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
五
、
五
三
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
、
五
、
六
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
五
、
六
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
と
同
時
に
使
用
す
る
場
合
の
変
調
方

式
、
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
及
び
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
に
つ
い
て
は
、
第
一

号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
三
号
ニ
、
ホ
（
表
オ
の
項
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
チ
（
表
ア
の

項
に
掲
げ
る
も
の
（
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
同
号
ハ
（
５
）
に
規
定
す

る
場
合
に
限
る
。
）
の
も
の
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

四
　
前
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

第
四
節
の
十
八
　
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備

（
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
二
十
一
　
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
、
携
帯
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
、

陸
上
移
動
局
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
携
帯
局
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設

備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
、
単
信
方
式
、
同
報
通
信
方
式
、
半
複
信
方
式
又
は
複
信
方
式
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
半
複
信
方
式
又
は
複
信
方
式
に
つ
い
て
は
、
時
分
割
複
信
方
式
を
使
用
す
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
次
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
九
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

（１）
　
直
接
拡
散
方
式
を
使
用
す
る
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散
方
式

（２）
　
振
幅
変
調
方
式
、
位
相
変
調
方
式
、
周
波
数
変
調
方
式
、
パ
ル
ス
変
調
方
式
又
は
こ
れ
ら
の
複
合
方
式

（３）
　
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式

ロ
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
九
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合
　
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式

三
　
送
信
バ
ー
ス
ト
長
は
、
四
ミ
リ
秒
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
空
中
線
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
を
使
用
す
る
場
合

（１）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
九
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合
は
、
二
五
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
と
し
、
か
つ
、
一

Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
空
中
線
電
力
は
五
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
九
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合
は
、
二
五
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以

下
と
し
、
か
つ
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
空
中
線
電
力
は
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
イ
以
外
の
方
式
を
使
用
す
る
場
合
は
、
二
五
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
と
し
、
か
つ
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に

お
け
る
空
中
線
電
力
は
五
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五
　
陸
上
移
動
中
継
局
、
陸
上
移
動
局
及
び
携
帯
局
（
他
の
携
帯
局
が
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
を
制
御
す
る
も

の
を
除
く
。
）
が
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
通
信
の
相
手
方
と
な
る
基
地
局
又
は
携
帯
基
地
局
若
し
く
は
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携
帯
局
（
他
の
携
帯
局
が
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
を
制
御
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
電
波
（
陸
上
移
動
局
に

あ
つ
て
は
、
他
の
無
線
局
に
よ
り
中
継
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
動
的
に
選

択
さ
れ
る
こ
と
。

六
　
送
信
装
置
の
空
中
線
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
絶
対
利
得
は
、
一
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得
一
三
デ

シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
二
五
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
と
き
は
、

そ
の
低
下
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
。

ロ
　
送
信
空
中
線
の
水
平
面
の
主
輻
射
の
角
度
の
幅
は
、
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
超
え
な
い
こ
と
。

３
６
０
／
（
Ａ
／
４
）
度

Ａ
は
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
を
絶
対
利
得
０
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
平
均
電
力
が
２
５
０
ミ
リ
ワ
ッ
ト

の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
で
除
し
た
も
の
と
し
、
４
を
下
回
る
と
き
は
４
と
す
る
。

七
　
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
は
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
当
た
り
の
キ
ャ
リ
ア
数
が
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

八
　
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散
方
式
は
、
拡
散
帯
域
幅
を
変
調
信
号
の
送
信
速
度
に
等
し
い
周
波
数
で
除
し
た
値
が
五
以

上
の
も
の
又
は
変
調
信
号
の
送
信
速
度
に
等
し
い
周
波
数
の
五
倍
以
上
の
周
波
数
帯
域
幅
に
わ
た
つ
て
掃
引
す

る
信
号
を
変
調
信
号
の
送
信
の
周
期
ご
と
に
直
接
乗
算
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

九
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
シ
ス
テ
ム
（
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
九
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

割
当
周
波
数
か
ら
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
一
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
輻
射

さ
れ
る
空
中
線
端
子
に
お
け
る
電
力
の
平
均
値
が
、
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
及
び
八
マ
イ

ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
シ
ス
テ
ム
（
占
有
周
波
数
帯
幅
が
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
九
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）

割
当
周
波
数
か
ら
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
輻
射
さ

れ
る
空
中
線
端
子
に
お
け
る
電
力
の
平
均
値
が
、
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
、
一
六
マ
イ
ク
ロ

ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
シ
ス
テ
ム
（
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）

割
当
周
波
数
か
ら
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
四
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
輻

射
さ
れ
る
空
中
線
端
子
に
お
け
る
電
力
の
平
均
値
が
、
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
、
八
マ
イ

ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
シ
ス
テ
ム
（
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

割
当
周
波
数
か
ら
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
二
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
輻

射
さ
れ
る
空
中
線
端
子
に
お
け
る
電
力
の
平
均
値
が
、
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
一
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
、
四
マ

イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

十
　
帯
域
外
漏
え
い
電
力
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
シ
ス
テ
ム

周
波
数
帯

一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等

方
輻
射
電
力

四
、
八
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
四
、
八
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

四
、
八
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
、
八
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

四
、
八
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
、
九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
五
、

〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
五
、
〇
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

一
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

五
、
〇
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
五
、
〇
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

ロ
　
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
シ
ス
テ
ム

（１）
　
変
調
方
式
が
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
以
外
の
場
合

周
波
数
帯

一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方

輻
射
電
力

四
、
八
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
四
、
九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
五
、

〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
五
、
〇
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

一
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

（２）
　
変
調
方
式
が
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
の
場
合

周
波
数
帯

一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等

方
輻
射
電
力

四
、
八
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
四
、
八
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

四
、
八
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
、
九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
五
、

〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
五
、
〇
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

一
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

五
、
〇
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
五
、
〇
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

ハ
　
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
シ
ス
テ
ム

周
波
数
帯

一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方

輻
射
電
力

四
、
八
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
四
、
九
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
及
び
四
、

九
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
、
九
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

一
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

ニ
　
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
シ
ス
テ
ム

周
波
数
帯

一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等

方
輻
射
電
力

四
、
九
〇
二
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
四
、
九
〇
七
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
及

び
四
、
九
五
二
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
、
九
五
七
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

一
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

十
一
　
四
、
八
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
四
、
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
（±

）
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
輻
射
さ
れ
る
等
価
等

方
輻
射
電
力
の
上
限
値
は
、
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
又
は
〇
・
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

十
二
　
前
各
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

２
　
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
及
び
携
帯
局
（
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
一
ワ
ッ
ト
以
下

の
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
及
び
第
十
二

号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
次
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
前
項
第
二
号
イ
（
３
）
及
び
ロ
の
変
調
方
式
を
使
用
す
る
送
信
装
置
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
九
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合
は
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が

一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
九
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合
は
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に

お
け
る
平
均
電
力
が
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
前
項
第
二
号
イ
（
１
）
の
変
調
方
式
を
使
用
す
る
送
信
装
置
は
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
前
項
第
二
号
イ
（
２
）
の
変
調
方
式
を
使
用
す
る
送
信
装
置
は
、
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
空
中
線
は
、
次
の
条
件
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
絶
対
利
得
は
、
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
の
等
価
等
方
輻
射
電
力

が
、
絶
対
利
得
〇
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下

と
な
る
と
き
は
、
そ
の
低
下
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
。

ロ
　
送
信
空
中
線
の
水
平
面
の
主
輻
射
の
角
度
の
幅
は
、
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
超
え
な
い
こ
と
。

３
６
０
／
Ａ
度

Ａ
は
、
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
を
絶
対
利
得
０
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
平

均
電
力
が
１
０
ミ
リ
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
で
除
し
た
も
の
と
し
、
１
を
下
回
る
と
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き
は
１
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
上
限
は
、
絶
対
利
得

１
０
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
１
０
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
加
え
た
と
き
の
値
と
す
る
。

三
　
四
、
八
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
四
、
八
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
（±

）
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
輻
射
さ
れ
る
等
価
等
方

輻
射
電
力
は
、
〇
・
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
通
信
の
相
手
方
と
な
る
基
地
局
又
は
携
帯
基
地
局
若
し
く
は
携
帯
局
（
前
項

に
規
定
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
他
の
携
帯
局
が
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
を
制
御
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
電

波
（
他
の
無
線
局
に
よ
り
中
継
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
動
的
に
選
択
さ
れ

る
こ
と
。

五
　
空
中
線
系
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

第
四
節
の
十
九
　
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備

（
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
二
十
二
　
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
（
二
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
、

道
路
交
通
に
関
す
る
情
報
を
送
信
す
る
特
別
業
務
の
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の

条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
調
信
号
は
、
パ
ル
ス
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
送
信
速
度
は
、
毎
秒
六
四
、
〇
〇
〇
ビ
ツ

ト
（
許
容
偏
差
は
、
百
万
分
の
五
〇
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
Ｇ
Ｍ
Ｓ
Ｋ
方
式
で
あ
る
こ
と
。

三
　
Ｇ
Ｍ
Ｓ
Ｋ
方
式
で
変
調
さ
れ
た
信
号
に
対
し
、
変
調
周
波
数
一
ｋ
Ｈ
ｚ
で
変
調
度
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
振
幅

変
調
を
行
い
、
極
性
が
互
い
に
反
転
し
た
二
の
信
号
を
発
生
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

四
　
送
信
空
中
線
系
は
、
二
の
空
中
線
か
ら
構
成
さ
れ
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
発
生
し
た
二
の
信
号
を
発
射
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
空
中
線
電
力
は
、
〇
・
〇
二
ワ
ツ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

六
　
帯
域
外
漏
え
い
電
力
は
、
変
調
信
号
の
送
信
速
度
と
同
じ
送
信
速
度
の
標
準
符
号
化
試
験
信
号
に
よ
り
変
調

し
た
場
合
に
お
い
て
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
一
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
四
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の

帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

第
四
節
の
十
九
の
二
　
七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備

第
四
十
九
条
の
二
十
二
の
二
　
七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号

の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
同
報
通
信
方
式
、
単
向
通
信
方
式
又
は
単
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設
備
、

空
中
線
系
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
変
調
方
式
は
、
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
で
あ
る
こ
と
。

四
　
信
号
送
信
速
度
は
、
毎
秒
五
メ
ガ
ビ
ッ
ト
以
上
（
固
定
局
に
あ
つ
て
は
、
毎
秒
十
メ
ガ
ビ
ッ
ト
以
上
）
で
あ

る
こ
と
。

五
　
使
用
す
る
周
波
数
帯
に
お
け
る
空
中
線
電
力
は
、
任
意
の
一
、
〇
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
一
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

２
　
七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
固
定
局
又
は
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
前
項
に
規
定
す
る
条
件

の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶

対
利
得
〇
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
前
項
第
五
号
に
規
定
す
る
う
ち

大
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の

値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
一
三
デ
シ
ベ
ル
ま
で
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
電
波
を
発
射
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

３
　
七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ

か
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶

対
利
得
〇
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
う
ち

大
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き

の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
五
デ
シ
ベ
ル
ま
で
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

三
　
電
波
を
発
射
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。第

四
節
の
二
十
　
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備

（
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
二
十
三
　
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ

ぞ
れ
に
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
対
地
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
基
地
地
球
局
の

無
線
設
備
で
六
、
三
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
、
四
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
し
四
、
一
二
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
、
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
も
の
又
は
対
地
静
止
衛
星
に
開
設
す

る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
で
二
、
六
五
五
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
六
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
し
二
、
五
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
五
三
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
も
の
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
一
般
的
条
件

（１）
　
携
帯
基
地
地
球
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
携
帯
移
動
地
球
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
携
帯
移
動
地
球
局
が
通
話
の
た
め
に
使
用
す
る
周
波
数
は
、
携
帯
基
地
地
球
局
の
制
御
信
号
に
よ
り
自

動
的
に
選
択
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
携
帯
基
地
地
球
局
の
無
線
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
携
帯
移
動
地
球
局
の
送
信
装
置
の
条
件

（１）
　
変
調
方
式
は
、
四
値
周
波
数
偏
位
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
十
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
十
六
値
振
幅
位

相
変
調
若
し
く
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
又
は
こ
れ
ら
の
方
式
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
変
調
信
号
は
、
パ
ル
ス
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
る
と
き
の
平
均
電
力
よ

り
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
携
帯
移
動
地
球
局
が
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
直
線
偏
波
又
は
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

二
　
非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
基
地
地
球
局
の
無

線
設
備
で
二
九
・
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
九
・
三
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
又
は
非
静
止

衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
で

一
、
六
一
八
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
六
二
六
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、

次
の
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

イ
　
一
般
的
条
件

（１）
　
通
信
方
式
は
、
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
携
帯
移
動
地
球
局
が
通
話
の
た
め
に
使
用
す
る
周
波
数
は
、
携
帯
基
地
地
球
局
の
制
御
信
号
に
よ
り
自

動
的
に
選
択
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
携
帯
基
地
地
球
局
の
無
線
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
携
帯
移
動
地
球
局
の
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
右
旋
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
二
　
対
地
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
（
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
人
工
衛
星
局
を
除

く
。
）
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
で
、
一
、
六
二
六
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、

六
六
〇
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
し
、
一
、
五
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
五
五
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
も
の
の
無
線
設
備
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件
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イ
　
携
帯
基
地
地
球
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
携
帯
移
動
地
球
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
携
帯
移
動
地
球
局
が
通
話
の
た
め
に
使
用
す
る
周
波
数
は
、
携
帯
基
地
地
球
局
の
制
御
信
号
に
よ
り
自
動

的
に
選
択
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
振
幅
位
相
変
調
又
は
三
二
値
振
幅
位
相
変
調
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
送
信
速
度
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
値
で
あ
る
こ
と
。

毎
秒
四
六
、
八
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
一
八
七
、
二
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
二
三
四
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
四

六
八
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
又
は
毎
秒
五
八
五
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト

三
　
受
信
装
置
の
条
件

空
中
線
系
の
絶
対
利
得
と
受
信
装
置
の
等
価
雑
音
温
度
と
の
比
は
、
（－

）
二
四
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ

と
。

四
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
左
旋
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
三
　
非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う

携
帯
移
動
地
球
局
で
、
一
、
六
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
六
一
八
・
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信

し
、
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
五
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
も
の
の
無
線
設

備
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
複
信
方
式
の
無
線
設
備

イ
　
一
般
的
条
件

（１）
　
携
帯
基
地
地
球
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
携
帯
移
動
地
球
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
携
帯
移
動
地
球
局
が
使
用
す
る
周
波
数
は
、
携
帯
基
地
地
球
局
の
制
御
信
号
に
よ
り
自
動
的
に
選
択
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
定
め
る
と
お
り
で
あ
る
こ

と
。

周
波
数
帯

測
定
帯
域
幅

等
価
等
方
輻
射
電
力
（
一
ワ
ッ
ト
を

〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

一
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ

（－

）
八
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

一
〇
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ

（－

）
八
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
、
七
五

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

一
〇
〇
キ
ロ
ヘ
ル
ツ

（－

）
七
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

ハ
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
左
旋
円
偏
波
又
は
直
線
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

二
　
単
向
通
信
方
式
の
無
線
設
備

イ
　
周
波
数
は
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
位
置
情
報
に
よ
つ
て
適
切
に
選
択
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

ロ
　
前
号
ロ
及
び
ハ
の
条
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
四
　
対
地
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行

う
携
帯
移
動
地
球
局
で
、
二
九
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
し
、
一
九
・
七

Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
〇
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
も
の
の
無
線
設
備
は
、
次
の
条
件
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
空
中
線
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
人
工
衛
星
局
の
み
を
自
動
的
に
捕
捉
及
び
追
尾
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
人
工
衛
星
局
を
自
動
的
に
捕
捉
及
び
追
尾
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
は
直

ち
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
制
御
携
帯
基
地
地
球
局
が
送
信
す
る
制
御
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
限
り
、
電
波
の
発
射
を
開
始
で
き
る

機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
制
御
携
帯
基
地
地
球
局
の
制
御
に
よ
り
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ニ
　
周
波
数
及
び
輻
射
す
る
電
力
は
、
制
御
携
帯
基
地
地
球
局
が
送
信
す
る
制
御
信
号
に
よ
つ
て
自
動
的
に
設

定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
自
局
の
障
害
を
検
出
す
る
機
能
を
有
し
、
障
害
を
検
出
し
た
と
き
及
び
制
御
携
帯
基
地
地
球
局
が
送
信
す

る
信
号
を
正
常
に
受
信
で
き
な
い
と
き
は
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ヘ
　
二
九
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
の
発
射
を
禁
止
さ
れ
た
領
域
内
に
お
い
て

電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

送
信
空
中
線
か
ら
静
止
衛
星
軌
道
の
三
度
以
内
の
方
向
に
輻
射
さ
れ
る
四
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
当
た
り
の
電

力
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
の
も
の
で
あ

る
こ
と
。

対
向
す
る
衛
星
方
向
か
ら
の
離
角
（θ

）

大
輻
射
電
力
（
一
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

二
度
以
上
七
度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

１
９－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

デ
シ
ベ
ル

七
度
を
超
え
九
・
二
度
以
下

（－

）
二
デ
シ
ベ
ル
以
下

九
・
二
度
を
超
え
四
八
度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

２
２－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

デ
シ
ベ
ル

四
八
度
を
超
え
一
八
〇
度
以
下

（－

）
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下

注
一
　
送
信
電
力
制
御
機
能
を
有
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
降
雨
等
に
よ
り
搬
送
波
の
減
衰
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
表
の

値
に
か
か
わ
ら
ず
、
減
衰
量
を
補
う
た
め
に
電
力
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
送
信
電
力
制
御
機
能
を
有
し
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
無
線
通
信
規
則
第
三
章
に
定
め
る
手
続
（
以
下
「
国
際
調

整
」
と
い
う
。
）
で
合
意
し
た
値
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
値
を

大
輻
射
電

力
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
し
、
二
以
上
の
局
が
同
一
の
四
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
で
同
時
に
送
信
す
る
場

合
は
、
下
欄
に
掲
げ
る
値
か
ら
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
を
減
じ
る
こ
と
。

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ
ベ
ル
（
Ｎ
は
局
数
）

た
だ
し
、
国
際
調
整
で
合
意
し
た
場
合
は
、
他
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
　
仰
角
が
三
〇
度
以
下
の
範
囲
で
運
用
す
る
場
合
は
、
下
欄
に
掲
げ
る
値
に
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
を
加
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

３－

０
．
１

ε

デ
シ
ベ
ル

ε

は
静
止
衛
星
軌
道
に
対
す
る
仰
角
と
し
、
５
度
以
下
の
と
き
は
５
と
す
る
。

第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
五
　
高
度
六
〇
〇
ｋ
ｍ
以
下
の
軌
道
を
利
用
す
る
非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局

の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
で
、
一
四
・
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
し
、
一
〇
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信

す
る
も
の
の
無
線
設
備
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
空
中
線
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
人
工
衛
星
局
の
み
を
自
動
的
に
捕
捉
及
び
追
尾
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
人
工
衛
星
局
を
自
動
的
に
捕
捉
及
び
追
尾
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
は
直

ち
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
携
帯
基
地
地
球
局
が
送
信
す
る
制
御
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
限
り
、
電
波
の
発
射
を
開
始
で
き
る
機
能

を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
携
帯
基
地
地
球
局
の
制
御
に
よ
り
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
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ニ
　
周
波
数
及
び
輻
射
す
る
電
力
は
、
携
帯
基
地
地
球
局
が
送
信
す
る
制
御
信
号
に
よ
つ
て
自
動
的
に
設
定
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
自
局
の
障
害
を
検
出
す
る
機
能
を
有
し
、
障
害
を
検
出
し
た
と
き
及
び
携
帯
基
地
地
球
局
が
送
信
す
る
信

号
を
正
常
に
受
信
で
き
な
い
と
き
は
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ヘ
　
他
の
無
線
局
の
運
用
に
妨
害
を
与
え
な
い
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ト
　
送
受
信
機
の
筐
体
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

四
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
帯
域
幅
当
た
り
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

主
輻
射
方
向
か
ら
の
離
角
（θ

）

大
輻
射
電
力
（
一
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

〇
度
以
上
一
七
度
未
満

六
・
四
六
デ
シ
ベ
ル
以
下

一
七
度
以
上
一
九
・
七
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

１
．
２θ

＋
０
．
５
デ
シ
ベ
ル

一
九
・
七
度
以
上
三
五
・
九
五
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

０
．
２
４θ

－

１
８
．
４
１
２
デ
シ
ベ
ル

三
五
・
九
五
度
以
上
一
八
〇
度
以
下

（－

）
二
七
・
〇
四
デ
シ
ベ
ル
以
下

第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
六
　
高
度
一
、
一
〇
〇
ｋ
ｍ
を
超
え
一
、
三
〇
〇
ｋ
ｍ
以
下
の
軌
道
を
利
用
す
る
非
静
止

衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
で
、
一
四
・
〇
Ｇ

Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
し
、
一
〇
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
も
の
の
無
線
設
備
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
空
中
線
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
人
工
衛
星
局
の
み
を
自
動
的
に
捕
捉
及
び
追
尾
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
人
工
衛
星
局
を
自
動
的
に
捕
捉
及
び
追
尾
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
は
直

ち
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
携
帯
基
地
地
球
局
が
送
信
す
る
制
御
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
限
り
、
電
波
の
発
射
を
開
始
で
き
る
機
能

を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
携
帯
基
地
地
球
局
の
制
御
に
よ
り
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ニ
　
周
波
数
及
び
輻
射
す
る
電
力
は
、
携
帯
基
地
地
球
局
が
送
信
す
る
制
御
信
号
に
よ
つ
て
自
動
的
に
設
定
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
自
局
の
障
害
を
検
出
す
る
機
能
を
有
し
、
障
害
を
検
出
し
た
と
き
及
び
携
帯
基
地
地
球
局
が
送
信
す
る
信

号
を
正
常
に
受
信
で
き
な
い
と
き
は
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ヘ
　
他
の
無
線
局
の
運
用
に
妨
害
を
与
え
な
い
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ト
　
送
受
信
機
の
筐
体
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

四
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
帯
域
幅
当
た
り
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

主
輻
射
方
向
か
ら
の
離
角
（θ

）

大
輻
射
電
力
（
一
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

〇
度
以
上
一
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

０
．
５θ

＋
２
０
デ
シ
ベ
ル

一
度
以
上
二
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

１
．
５θ

＋
２
１
デ
シ
ベ
ル

二
度
以
上
三
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－
θ

＋
２
０
デ
シ
ベ
ル

三
度
以
上
四
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

５θ

＋
３
２
デ
シ
ベ
ル

四
度
以
上
五
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

７θ

＋
４
０
デ
シ
ベ
ル

五
度
以
上
五
・
八
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

６
．
２
５θ

＋
３
６
．
２
５
デ
シ
ベ
ル

五
・
八
度
以
上
五
・
九
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

６
５θ

＋
３
７
７
デ
シ
ベ
ル

五
・
九
度
以
上
六
度
未
満

（－

）
六
・
五
デ
シ
ベ
ル
以
下

六
度
以
上
六
・
一
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

５θ

＋
２
３
．
５
デ
シ
ベ
ル

六
・
一
度
以
上
七
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

（
１
０
／
９
）θ

－

（
２
／
９
）
デ
シ
ベ
ル

七
度
以
上
九
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

２θ

＋
６
デ
シ
ベ
ル

九
度
以
上
一
一
度
未
満

（－

）
一
二
デ
シ
ベ
ル
以
下

一
一
度
以
上
一
五
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－
θ

－

１
デ
シ
ベ
ル

一
五
度
以
上
二
二
度
未
満

（－

）
一
六
デ
シ
ベ
ル
以
下

二
二
度
以
上
二
三
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

０
．
０
４
３
２θ

－

１
５
．
０
４
９
６
デ
シ
ベ
ル

二
三
度
以
上
二
四
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

０
．
４
６
２
１θ

－

５
．
４
１
４
９
デ
シ
ベ
ル

二
四
度
以
上
二
五
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

０
．
４
４
３
２θ

－

５
．
８
６
８
５
デ
シ
ベ
ル

二
五
度
以
上
二
六
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

０
．
４
２
５
８θ

－

６
．
３
０
３
５
デ
シ
ベ
ル

二
六
度
以
上
二
七
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

０
．
４
０
９
８θ

－

６
．
７
１
９
５
デ
シ
ベ
ル

二
七
度
以
上
二
八
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

０
．
３
９
４
９θ

－

７
．
１
２
１
８
デ
シ
ベ
ル

二
八
度
以
上
二
九
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

０
．
３
８
０
９θ

－

７
．
５
１
３
８
デ
シ
ベ
ル

二
九
度
以
上
三
〇
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

０
．
３
６
８
１θ

－

７
．
８
８
５
デ
シ
ベ
ル

三
〇
度
以
上
三
一
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

０
．
３
５
６θ

－

８
．
２
４
８
デ
シ
ベ
ル

三
一
度
以
上
三
二
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

０
．
３
４
４
７θ

－

８
．
５
９
８
３
デ
シ
ベ
ル

三
二
度
以
上
三
三
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

０
．
３
７
１
３θ

－

７
．
７
４
７
１
デ
シ
ベ
ル

三
三
度
以
上
八
四
度
未
満

（－

）
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下

八
四
度
以
上
八
五
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

３θ
－

２
７
２
デ
シ
ベ
ル

八
五
度
以
上
一
二
〇
度
未
満

（－

）
一
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

一
二
〇
度
以
上
一
二
一
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下
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－

３θ

＋
３
４
３
デ
シ
ベ
ル

一
二
一
度
以
上
一
八
〇
度
以
下

（－

）
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下

第
四
節
の
二
十
一
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備

（
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
二
十
四
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｃ
型
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲

げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
第
四
十
条
の
四
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

ロ
　
送
信
速
度
は
、
毎
秒
六
〇
〇
ビ
ッ
ト
又
は
毎
秒
一
、
二
〇
〇
ビ
ッ
ト
の
い
ず
れ
か
を
自
動
的
に
選
択
で
き

る
こ
と
。
こ
の
場
合
の
安
定
度
は
一
〇
秒
間
で
百
万
分
の
一
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
位
相
雑
音
の
レ
ベ
ル
は
、
な
る
べ
く
別
図
第
四
号
の
九
に
示
す
曲
線
の
値
を
超
え
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

搬
送
波
か
ら
一
〇
ヘ
ル
ツ
を
超
え
、
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満
の
離
散
成
分
が
こ
の
曲
線
を
超
え
る
場
合
に
は
、

離
散
成
分
と
連
続
成
分
と
の
総
和
が
〇
・
一
ラ
ジ
ア
ン
又
は
無
変
調
搬
送
波
に
対
し
（－

）
二
〇
デ
シ
ベ
ル

を
超
え
な
い
こ
と
。

二
　
空
中
線
系
の
絶
対
利
得
と
受
信
装
置
の
等
価
雑
音
温
度
と
の
比
は
、
第
四
十
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に
規
定

す
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

三
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
第
四
十
条
の
四
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
こ

と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

２
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｆ
型
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
位
相
変
調
（
無
線
高
速
デ
ー
タ
に
よ
る
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
位
相
変
調
又
は

一
六
値
直
交
振
幅
変
調
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
送
信
速
度
は
、
通
信
の
種
類
に
応
じ
て
次
の
（
１
）
、
（
２
）
又
は
（
３
）
に
規
定
す
る
値
（
許
容
偏
差

は
、
百
万
分
の
一
〇
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
無
線
電
信
に
よ
る
通
信
（
呼
出
し
又
は
応
答
を
行
う
た
め
の
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
場
合
　
毎
秒
三
、

〇
〇
〇
ビ
ッ
ト

（２）
　
無
線
高
速
デ
ー
タ
に
よ
る
通
信
を
行
う
場
合
　
毎
秒
六
七
、
二
〇
〇
ビ
ッ
ト
又
は
毎
秒
一
三
四
、
四
〇

〇
ビ
ッ
ト

（３）
　
（
１
）
及
び
（
２
）
以
外
の
通
信
を
行
う
場
合
　
毎
秒
五
、
六
〇
〇
ビ
ッ
ト
又
は
毎
秒
二
四
、
〇
〇
〇

ビ
ッ
ト

ハ
　
位
相
雑
音
の
レ
ベ
ル
は
、
な
る
べ
く
別
図
第
四
号
の
九
に
示
す
曲
線
の
値
を
超
え
な
い
こ
と
。

ニ
　
送
信
電
力
の
値
が
通
常
の
値
を
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
上
回
る
場
合
に
、
送
信
を
直
ち
に
停
止
す
る
機
能
を
有

す
る
こ
と
。

二
　
受
信
装
置
の
条
件

空
中
線
系
の
絶
対
利
得
と
受
信
装
置
の
等
価
雑
音
温
度
と
の
比
は
、
（－

）
一
二
・
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ

る
こ
と
。

三
　
空
中
線
の
条
件

イ
　
主
輻
射
の
方
向
か
ら
の
離
角
に
対
す
る
絶
対
利
得
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

区
別

　

絶
対
利
得

　

主
輻
射
の
方
向
か
ら
の
離

角
（θ

）

　

空
中
線
系
の
絶
対
利
得
と
受
信
装
置
の

等
価
雑
音
温
度
と
の
比
が
（－

）
七

デ
シ
ベ
ル
未
満
の
も
の

三
八
度
以
上
六
三
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

４
２－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

デ
シ

ベ
ル

　

六
三
度
以
上

（－

）
三
デ
シ
ベ
ル
以
下

空
中
線
系
の
絶
対
利
得
と
受
信
装
置
の

等
価
雑
音
温
度
と
の
比
が
（－

）
七

デ
シ
ベ
ル
以
上
の
も
の

三
〇
度
以
上
六
三
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

４
１－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

デ
シ

ベ
ル

　

六
三
度
以
上

（－

）
四
デ
シ
ベ
ル
以
下

ロ
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
右
旋
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

３
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｄ
型
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
Ｆ
一
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備

イ
　
送
信
装
置
の
条
件

（１）
　
送
信
速
度
は
、
毎
秒
四
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
一
六
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
三
二
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
六
四
ビ
ッ
ト
又
は
毎

秒
一
二
八
ビ
ッ
ト
を
自
動
的
に
選
択
で
き
る
こ
と
。

（２）
　
位
相
雑
音
の
レ
ベ
ル
は
、
な
る
べ
く
別
図
第
四
号
の
九
に
示
す
曲
線
の
値
を
超
え
な
い
こ
と
。

ロ
　
空
中
線
系
の
絶
対
利
得
と
受
信
装
置
の
等
価
雑
音
温
度
と
の
比
は
、
（－

）
二
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る

こ
と
。

ハ
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
右
旋
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

二
　
Ｇ
一
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備

イ
　
送
信
装
置
の
条
件

（１）
　
送
信
速
度
は
、
毎
秒
六
〇
〇
ビ
ッ
ト
又
は
毎
秒
一
、
八
〇
〇
ビ
ッ
ト
を
自
動
的
に
選
択
で
き
る
こ
と
。

（２）
　
位
相
雑
音
の
レ
ベ
ル
は
、
な
る
べ
く
別
図
第
四
号
の
九
に
示
す
曲
線
の
値
を
超
え
な
い
こ
と
。

ロ
　
空
中
線
系
の
絶
対
利
得
と
受
信
装
置
の
等
価
雑
音
温
度
と
の
比
は
、
（－

）
二
九
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る

こ
と
。

ハ
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
右
旋
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

４
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
三
二
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
六
四
値
直
交
振
幅
変

調
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
送
信
速
度
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
値
（
許
容
偏
差
は
、
百
万
分
の
一
〇
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

毎
秒
三
三
、
六
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
六
七
、
二
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
一
三
四
、
四
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
一
六

八
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
二
六
八
、
八
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
三
〇
二
、
四
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
三
三

六
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
四
二
〇
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
五
〇
四
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
六
〇

四
、
八
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
六
七
二
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
八
四
〇
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト
又
は
毎
秒
一
、

〇
〇
八
、
〇
〇
〇
ビ
ッ
ト

ハ
　
位
相
雑
音
の
レ
ベ
ル
は
、
な
る
べ
く
別
図
第
四
号
の
九
に
示
す
曲
線
の
値
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
　
受
信
装
置
の
条
件

空
中
線
系
の
絶
対
利
得
と
受
信
装
置
の
等
価
雑
音
温
度
と
の
比
は
、
（－

）
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ

と
。

三
　
空
中
線
の
条
件
（
主
と
し
て
航
空
機
に
搭
載
さ
れ
る
無
線
設
備
を
除
く
。
）
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イ
　
人
工
衛
星
局
の
方
向
を
自
動
的
に
追
尾
す
る
機
能
を
有
し
な
い
空
中
線
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
主
輻

射
の
方
向
か
ら
の
離
角
に
対
す
る
絶
対
利
得
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
絶
対
利
得
の
許
容
値
に
空
中
線
の

大
利
得
を
加
え
た
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

区
別

　

絶
対
利
得
の
許
容
値

　

主
輻
射
の
方
向
か
ら
の

離
角
（θ

）

大
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
一
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ワ

ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
を
超
え
る
も
の

三
〇
度
を
超
え
一
二
〇

度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値

５
１－

２
７
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

θ

デ
シ
ベ
ル

一
二
〇
度
以
上

（－

）
五
デ
シ
ベ
ル

大
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
一
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ワ

ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
の
も
の

九
〇
度
以
上

（－

）
五
デ
シ
ベ
ル

ロ
　
人
工
衛
星
局
の
方
向
を
自
動
的
に
追
尾
す
る
機
能
を
有
し
、
か
つ
、
主
と
し
て
船
舶
に
設
置
さ
れ
る
無
線

設
備
の
空
中
線
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
主
輻
射
の
方
向
か
ら
の
離
角
に
対
す
る
絶
対
利
得
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

主
輻
射
の
方
向
か
ら
の
離
角
（θ

）

絶
対
利
得

四
〇
度
を
超
え
九
〇
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

４
７－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

デ
シ
ベ
ル

九
〇
度
以
上

（－

）
二
デ
シ
ベ
ル
以
下

ハ
　
人
工
衛
星
局
の
方
向
を
自
動
的
に
追
尾
す
る
機
能
を
有
し
、
か
つ
、
主
と
し
て
自
動
車
そ
の
他
の
陸
上
を

移
動
す
る
も
の
に
設
置
さ
れ
る
無
線
設
備
の
空
中
線
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
絶
対
利
得
は
、
空
中
線
の

接
地
面
に
対
し
水
平
な
面
か
ら
の
仰
角
が
〇
度
以
上
六
〇
度
以
下
か
つ
空
中
線
の
接
地
面
に
対
し
水
平
な
面

に
お
け
る
主
輻
射
の
方
向
か
ら
の
離
角
が
当
該
仰
角
に
〇
・
三
三
を
乗
じ
て
得
た
値
に
三
〇
度
を
加
え
た
値

以
上
一
八
〇
度
以
下
に
お
い
て
、
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
右
旋
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

５
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
型
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
Ｇ
Ｍ
Ｓ
Ｋ
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
送
信
速
度
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
値
で
あ
る
こ
と
。

毎
秒
一
六
、
九
〇
〇
ビ
ッ
ト
、
毎
秒
六
七
、
七
〇
八
ビ
ッ
ト

二
　
受
信
装
置
の
条
件

空
中
線
系
の
絶
対
利
得
と
受
信
装
置
の
等
価
雑
音
温
度
と
の
比
は
、
（－

）
二
四
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ

と
。

三
　
空
中
線
の
条
件

送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
右
旋
円
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

第
四
節
の
二
十
一
の
二
　
海
上
に
お
い
て
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
携
帯
移

動
地
球
局
（
本
邦
の
排
他
的
経
済
水
域
を
越
え
て
航
海
を
行
う
船
舶
に
お
い
て
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

の
無
線
設
備

第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
二
　
海
上
に
お
い
て
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
携
帯
移
動
地

球
局
（
本
邦
の
排
他
的
経
済
水
域
を
越
え
て
航
海
を
行
う
船
舶
に
お
い
て
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、

制
御
携
帯
基
地
地
球
局
（
当
該
携
帯
移
動
地
球
局
の
制
御
を
行
う
携
帯
基
地
地
球
局
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
制
御
を
受
け
て
携
帯
基
地
地
球
局
又
は
携
帯
移
動
地
球
局
と
通
信
を
行
う
も
の
で
、
五
、

九
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
、
四
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
四
・
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波

数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
送
受
信
機
の
筐
体
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

ロ
　
空
中
線
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
人
工
衛
星
局
の
み
を
自
動
的
に
捕
捉
及
び
追
尾
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
人
工
衛
星
局
を
自
動
的
に
捕
捉
及
び
追
尾
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
は
、

直
ち
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
制
御
携
帯
基
地
地
球
局
が
送
信
す
る
制
御
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
限
り
、
送
信
を
開
始
で
き
る
機
能
を

有
す
る
こ
と
。

ニ
　
制
御
携
帯
基
地
地
球
局
の
制
御
に
よ
り
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ホ
　
自
局
の
障
害
を
検
出
す
る
機
能
を
有
し
、
障
害
を
検
出
し
た
と
き
及
び
制
御
携
帯
基
地
地
球
局
が
送
信
す

る
信
号
を
正
常
に
受
信
で
き
な
い
と
き
は
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ヘ
　
無
線
設
備
の
位
置
情
報
を
測
定
し
そ
の
情
報
を
自
動
的
に
更
新
し
て
制
御
携
帯
基
地
地
球
局
に
送
信
す
る

機
能
を
有
す
る
等
他
の
無
線
局
の
運
用
に
妨
害
を
与
え
な
い
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
送
信
空
中
線
か
ら
輻
射
さ
れ
る
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
五
、
九
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
、
四
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
場
合
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

主
輻
射
の
方
向
か
ら
の
離
角
（θ

）

四
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
当
た
り
の

大
輻
射
電
力
（
一
ワ
ッ
ト
を
〇
デ

シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

二
・
五
度
以
上
七
度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下
　
３
２－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

デ
シ

ベ
ル

七
度
を
超
え
九
・
二
度
以
下

一
一
デ
シ
ベ
ル
以
下

九
・
二
度
を
超
え
四
八
度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下
　
３
５－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

デ
シ

ベ
ル

四
八
度
を
超
え
一
八
〇
度
以
下

（－

）
七
デ
シ
ベ
ル
以
下

（２）
　
一
四
・
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
場
合
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

主
輻
射
の
方
向
か
ら
の
離
角
（θ

）

四
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
当
た
り
の

大
輻
射
電
力
（
一
ワ
ッ
ト
を
〇

デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

二
度
以
上
七
度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下
　
３
３－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

デ
シ

ベ
ル

七
度
を
超
え
九
・
二
度
以
下

一
二
デ
シ
ベ
ル
以
下

九
・
二
度
を
超
え
四
八
度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下
　
３
６－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

デ
シ

ベ
ル

四
八
度
を
超
え
一
八
〇
度
以
下

（－

）
六
デ
シ
ベ
ル
以
下

ロ
　
送
信
空
中
線
か
ら
輻
射
さ
れ
る
交
差
偏
波
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
五
、
九
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
、
四
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
場
合
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

主
輻
射
の
方
向
か
ら
の
離
角
（θ

）

四
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
当
た
り
の

大
交
差
偏
波
電
力
（
一
ワ
ッ
ト
を

〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

二
・
五
度
以
上
七
度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下
　
２
２－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

デ
シ

ベ
ル

七
度
を
超
え
九
・
二
度
以
下

一
デ
シ
ベ
ル
以
下

（２）
　
一
四
・
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
場
合
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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主
輻
射
の
方
向
か
ら
の
離
角
（θ

）

四
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
当
た
り
の

大
交
差
偏
波
電
力
（
一
ワ
ッ
ト

を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

二
度
以
上
七
度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下
　
２
３－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

デ
シ

ベ
ル

七
度
を
超
え
九
・
二
度
以
下

二
デ
シ
ベ
ル
以
下

ハ
　
空
中
線
の
大
き
さ
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お

り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

区
別

空
中
線
の
大
き
さ

五
、
九
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
、
四
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
場
合

直
径
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上

一
四
・
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
場
合

直
径
〇
・
六
メ
ー
ト
ル
以
上

第
四
節
の
二
十
一
の
三
　
回
転
翼
航
空
機
に
搭
載
し
て
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設

す
る
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備

第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
三
　
回
転
翼
航
空
機
に
搭
載
し
て
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る

携
帯
移
動
地
球
局
で
あ
つ
て
、
制
御
携
帯
基
地
地
球
局
（
当
該
携
帯
移
動
地
球
局
の
制
御
を
行
う
携
帯
基
地
地
球

局
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
の
制
御
を
受
け
て
携
帯
基
地
地
球
局
又
は
携
帯
移
動
地
球
局

と
通
信
を
行
う
も
の
で
、
一
四
・
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の

の
無
線
設
備
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
空
中
線
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
人
工
衛
星
局
の
み
を
自
動
的
に
捕
捉
及
び
追
尾
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
人
工
衛
星
局
を
自
動
的
に
捕
捉
及
び
追
尾
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
場
合
は
、

直
ち
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
制
御
携
帯
基
地
地
球
局
が
送
信
す
る
制
御
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
限
り
、
送
信
を
開
始
で
き
る
機
能
を

有
す
る
こ
と
。

ハ
　
周
波
数
及
び
輻
射
す
る
電
力
は
、
制
御
携
帯
基
地
地
球
局
が
送
信
す
る
制
御
信
号
に
よ
つ
て
自
動
的
に
設

定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
自
局
の
障
害
を
検
出
す
る
機
能
を
有
し
、
障
害
を
検
出
し
た
と
き
及
び
制
御
携
帯
基
地
地
球
局
が
送
信
す

る
信
号
を
正
常
に
受
信
で
き
な
い
と
き
は
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ホ
　
自
機
の
回
転
翼
に
電
波
が
輻
射
し
な
い
よ
う
、
回
転
翼
の
回
転
に
連
動
し
て
電
波
の
発
射
を
制
御
す
る
機

能
を
有
す
る
こ
と
。

ヘ
　
自
機
の
機
体
に
電
波
が
輻
射
し
な
い
よ
う
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
デ
ジ
タ
ル
変
調
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
送
信
空
中
線
か
ら
輻
射
さ
れ
る
四
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
帯
域
当
た
り
の
電
力
は
、
追
尾
誤
差
を
考
慮
し
て
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

主
輻
射
の
方
向
か
ら
の
離
角
（θ

）

大
輻
射
電
力
（
一
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

二
・
五
度
以
上
七
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下
　
３
３－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

デ
シ

ベ
ル

七
度
以
上
九
・
二
度
未
満

一
二
デ
シ
ベ
ル
以
下

九
・
二
度
以
上
四
八
度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下
　
３
６－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

デ
シ

ベ
ル

四
八
度
以
上
一
八
〇
度
以
下

（－

）
六
デ
シ
ベ
ル
以
下

第
四
節
の
二
十
一
の
四
　
防
災
対
策
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備

第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
四
　
対
地
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
防
災
対
策
携
帯
移
動
衛
星

通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
二
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
〇
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
し
、
二
、
一
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
一
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信

す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
携
帯
基
地
地
球
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
携
帯
移
動
地
球
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
携
帯
移
動
地
球
局
が
使
用
す
る
周
波
数
は
、
携
帯
基
地
地
球
局
の
制
御
信
号
に
よ
り
自
動
的
に
選
択
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

第
四
節
の
二
十
二
　
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線

設
備

（
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
二
十
四
の
五
　
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
さ
れ
た
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ

つ
て
、
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
調
方
式
は
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
二
五
六
値
直
交
振

幅
変
調
で
あ
る
こ
と
。

二
　
通
信
方
式
は
、
時
分
割
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

三
　
空
中
線
電
力
は
、
一
〇
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

五
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
洩
電
力
等
は
、
割
当
周
波
数
か
ら
一
二
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
及
び
二
四
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の

（±

）
五
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
四
三
デ
シ
ベ
ル
及
び
五
一
・

五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

（
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
二
十
五
　
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
さ
れ
た
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
局
で
あ

つ
て
、
二
〇
二
五
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
〇
七
五
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
二
〇
五
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
二
五

五
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
以
下
「
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
四
相
位
相
変
調
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
空
中
線
は
、
絶
対
利
得
が
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
利
得
を
有
す
る
無
指
向
性
空
中
線
又
は
絶
対
利
得
が

一
四
デ
シ
ベ
ル
以
上
の
利
得
を
有
す
る
指
向
性
空
中
線
で
あ
る
こ
と
。

第
四
節
の
二
十
二
の
二
　
六
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
七
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上

移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備

第
四
十
九
条
の
二
十
五
の
二
　
公
共
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
さ
れ
た
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
局
で
あ

つ
て
、
六
・
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
・
八
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
七
・
四
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以

下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
以
下
「
六
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
七
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
」
と
い
う
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
若
し
く
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
又
は
こ
れ

ら
の
方
式
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
空
中
線
電
力
は
、
二
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

第
四
節
の
二
十
二
の
三
　
一
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無

線
設
備

第
四
十
九
条
の
二
十
五
の
二
の
二
　
一
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
（
一

七
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
七
・
八
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
七
・
九
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
八
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
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九
・
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
九
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
（
放

送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
及
び

陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
（
次
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
又
は
時
分
割
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
四
値
周
波
数
偏
位
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
若
し
く
は
直
交
周
波
数

分
割
多
重
方
式
又
は
こ
れ
ら
の
方
式
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
変
調
方
式

を
自
動
的
に
切
り
換
え
る
機
能
を
有
す
る
も
の
は
、
搬
送
波
が
降
雨
に
よ
つ
て
減
衰
し
た
場
合
に
は
、
二
相
位

相
変
調
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

２
　
一
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
う
ち
、
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備

（
多
元
接
続
方
式
を
用
い
て
通
信
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
は
、
前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
条
件

の
ほ
か
、
通
信
方
式
は
時
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
周
波
数
分
割
複
信
方
式
又
は
時
分
割
複
信
方
式
の
条

件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
陸
上
移
動
局
と
通
信
を
行
う
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
の
無
線
設
備
は
、
第
一
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
節
の
二
十
三
　
六
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線

設
備

（
六
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
二
十
五
の
三
　
五
四
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
基
地

局
（
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
、
周
波
数
分
割
多
重
方
式
若
し
く
は
時
分
割
多
重
方
式
を
使
用
す
る
周
波
数

分
割
複
信
方
式
若
し
く
は
時
分
割
複
信
方
式
又
は
同
報
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
振
幅
変
調
、
周
波
数
変
調
若
し
く
は
位
相
変
調
又
は
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
行
う
も
の
で

あ
る
こ
と
。

三
　
空
中
線
電
力
は
、
〇
・
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
基
地
局
と
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規

定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
の
ほ
か
、
通
信
方
式
は
、
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
多
元
接
続
方

式
を
使
用
す
る
周
波
数
分
割
複
信
方
式
又
は
時
分
割
複
信
方
式
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
五
四
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
（
放
送
の
業
務
の

用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
（
前
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四

号
ま
で
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
の
ほ
か
、
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
又
は
周
波
数
分
割
複
信
方

式
若
し
く
は
時
分
割
複
信
方
式
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
節
の
二
十
三
の
二
　
八
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備

第
四
十
九
条
の
二
十
五
の
四
　
八
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
次
に

掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
又
は
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
空
中
線
電
力
は
、
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
五
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
二
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
場
合

割
当
周
波
数
か
ら
二
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
一
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力

が
、
搬
送
波
電
力
よ
り
二
三
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
五
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
場
合

割
当
周
波
数
か
ら
五
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
二
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力

が
、
搬
送
波
電
力
よ
り
二
三
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
場
合

割
当
周
波
数
か
ら
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
五
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る

電
力
が
、
搬
送
波
電
力
よ
り
二
三
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
二
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
場
合

割
当
周
波
数
か
ら
二
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ

れ
る
電
力
が
、
搬
送
波
電
力
よ
り
二
三
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

第
四
節
の
二
十
四
　
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備

（
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
二
十
六
　
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
、
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
又
は
狭
域
通
信
シ

ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件

に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
及
び
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
試

験
の
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
か
ら
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は

時
分
割
方
式
を
使
用
す
る
単
向
通
信
方
式
、
単
信
方
式
、
複
信
方
式
、
半
複
信
方
式
又
は
同
報
通
信
方
式
、
狭

域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
か
ら
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
及
び
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動

局
の
無
線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
時
分
割
多
元
接
続
方

式
を
使
用
す
る
単
信
方
式
、
複
信
方
式
又
は
半
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
一
の

き
よ
う

筐

体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設
備

そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
Ａ
Ｓ
Ｋ
方
式
又
は
四
相
位
相
変
調
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
変
調
信
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
符
号
形
式
は
、
Ａ
Ｓ
Ｋ
方
式
で
は
送
信
す
る
信
号
の
各
ビ
ツ
ト
の
中
間
点
で
信
号
の
極
性
が
反
転
す
る

ス
プ
リ
ツ
ト
フ
エ
ー
ズ
符
号
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
信
号
送
信
速
度
は
、
Ａ
Ｓ
Ｋ
方
式
で
は
毎
秒
一
、
〇
二
四
キ
ロ
ビ
ッ
ト
、
四
相
位
相
変
調
方
式
で
は
毎

秒
四
、
〇
九
六
キ
ロ
ビ
ッ
ト
（
許
容
偏
差
は
、
百
万
分
の
一
〇
〇
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
二
・
二
Ｍ

Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
三
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
り
、
搬
送
波
の

周
波
数
か
ら
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
二
・
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送

波
電
力
よ
り
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

２
　
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
前
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
条
件
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ツ
ト
以
下
で
あ
る

こ
と
。

３
　
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適

合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
〇
・
三
ワ
ツ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
装
置
の
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
、
二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る

こ
と
。
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４
　
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
第

一
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
漏
え
い
電
力
は
二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ

と
。

第
四
節
の
二
十
五
　
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備

第
四
十
九
条
の
二
十
七
　
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
（
屋
内
に
お
い
て
の
み
運
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
四
・
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
又
は
七
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
一
〇
・
二
五
Ｇ

Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
（
屋
内
に
お
い
て
の
み
運
用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
無

線
設
備
で
あ
つ
て
、
七
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
の
み
を
使
用
す
る
も
の
は
、
次
に

掲
げ
る
条
件
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
項
又
は
第
四
項
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
信
方
式
、
複
信
方
式
又
は
半
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
筐
体
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
筐
体
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
屋
内
に
お
い
て
の
み
電
波
の
発
射
が
可
能
で
あ
る
旨
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
。

四
　
使
用
す
る
周
波
数
帯
に
お
け
る
空
中
線
電
力
は
、
次
の
値
を
そ
れ
ぞ
れ
満
た
す
こ
と
。

イ
　
任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
　
（－

）
四
一
・
三
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇

デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
の
値

ロ
　
任
意
の
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
　
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

五
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶

対
利
得
〇
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
前
号
に
規
定
す
る
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合

は
、
そ
の
低
下
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
。

六
　

大
輻
射
電
力
よ
り
一
〇
デ
シ
ベ
ル
低
い
輻
射
電
力
に
お
け
る
上
限
及
び
下
限
の
周
波
数
帯
幅
は
、
四
五
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
で
あ
る
こ
と
。

七
　
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
四
・
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
送
信
速
度
は
、
毎
秒
五
〇

メ
ガ
ビ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
雑
音
又
は
他
の
無
線
局
か
ら
の
干
渉
を
回
避
す
る
場
合
を
除
く
。

八
　
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
四
・
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示

す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
干
渉
を
軽
減
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
任
意
の
一
Ｍ

Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
空
中
線
電
力
の
平
均
電
力
が
（－

）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ

ル
と
す
る
。
）
以
下
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
二
四
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
二
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の

周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
前
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
ほ

か
、
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
が
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が

絶
対
利
得
〇
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な

る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
二
〇
デ
シ
ベ
ル
ま
で
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
七
・
五
八
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
八
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

の
周
波
数
の
電
波
の
み
を
使
用
す
る
も
の
（
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次

に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
信
方
式
、
複
信
方
式
又
は
半
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
筐
体
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
使
用
す
る
周
波
数
帯
ご
と
に
、
次
の
表
に
掲
げ
る
値
を
そ
れ
ぞ
れ
満
た
す
こ
と
。

周
波
数
帯

任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
に
、
与
え
ら
れ
た
方
向
に
お
け
る
空
中
線

の
絶
対
利
得
を
乗
じ
た
値

任
意
の
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅

に
お
け
る
尖
頭
電
力
に
、
与

え
ら
れ
た
方
向
に
お
け
る
空

中
線
の
絶
対
利
得
を
乗
じ

た
値

七
・
五
八
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以

上
七
・
六
六
二
Ｇ
Ｈ

ｚ
未
満

（－

）
五
一
・
三
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト

を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
以
下
の
値

〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

七
・
六
六
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以

上
八
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ

未
満

（－

）
四
一
・
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

四
　

大
輻
射
電
力
よ
り
一
〇
デ
シ
ベ
ル
低
い
輻
射
電
力
に
お
け
る
上
限
及
び
下
限
の
周
波
数
帯
幅
は
、
四
五
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
で
あ
る
こ
と
。

４
　
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
七
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波

数
の
電
波
の
み
を
使
用
す
る
も
の
（
第
一
項
又
は
第
三
項
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。
）

は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
信
方
式
、
複
信
方
式
又
は
半
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
筐
体
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
使
用
す
る
周
波
数
帯
に
お
け
る
等
価
等
方
輻
射
電
力
は
、
次
の
値
を
そ
れ
ぞ
れ
満
た
す
こ
と
。

イ
　
任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
　
（－

）
四
一
・
三
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇

デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
の
値

ロ
　
任
意
の
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
　
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値

四
　

大
輻
射
電
力
よ
り
一
〇
デ
シ
ベ
ル
低
い
輻
射
電
力
に
お
け
る
上
限
及
び
下
限
の
周
波
数
帯
幅
は
、
四
五
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
で
あ
る
こ
と
。

五
　
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

第
四
節
の
二
十
六
　
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局

の
無
線
設
備

（
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
二
十
八
　
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
、
陸

上
移
動
局
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
設
備
の
試
験
の

た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
（
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基

地
局
の
無
線
設
備
の
試
験
若
し
く
は
調
整
を
す
る
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
又
は
当
該
基
地
局
と
当
該
基
地
局

を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
陸
上
移
動
局
と
の
間
の
通
信
が
不
可
能
な
場
合
、
そ
の
中
継
を
行
う
無
線
局
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
二
、
五
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
六
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
（
中
継
（
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
行

わ
れ
る
無
線
通
信
の
中
継
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
へ

の
送
信
（
陸
上
移
動
中
継
局
又
は
陸
上
移
動
局
に
よ
り
中
継
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
つ

て
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
、
陸
上
移
動
局
（
中
継

を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
か
ら
基
地
局
へ
の
送
信
（
陸
上
移
動
中
継
局
又
は
陸
上
移
動
局
に
よ
り
中
継
さ
れ

る
も
の
を
含
む
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
時
分
割
複
信

方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
一
の
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
又
は
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル

か
ら
他
の
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
又
は
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
通
話
チ
ャ
ネ

ル
へ
の
切
替
え
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
。

ニ
　
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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ホ
　
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
る
場
合
に
は
、
一
又
は
複
数
の
基
地
局
（
一
の
者
に
よ
り
運

用
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
一
の
陸
上
移
動
局
へ
の
送
信
に
限
る
も
の
と
す
る
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
へ
の
送
信
（
陸
上
移
動
中
継

局
又
は
陸
上
移
動
局
に
よ
り
中
継
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
二
相
位
相
変
調
、
四

相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
、
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を

除
く
。
）
か
ら
基
地
局
へ
の
送
信
（
陸
上
移
動
中
継
局
又
は
陸
上
移
動
局
に
よ
り
中
継
さ
れ
る
も
の
を
含
む

。
）
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
で
あ

る
こ
と
。

ロ
　
送
信
バ
ー
ス
ト
長
及
び
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
二
〇
ワ
ッ
ト
以
下
（
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
無
線
設
備
の
場
合
に

あ
つ
て
は
、
四
〇
ワ
ッ
ト
以
下
）
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
一
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
送
信
装
置
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
空
中
線
端

子
に
お
い
て
（－

）
三
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

３
　
第
一
項
の
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
〇
・
四
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
送
信
装
置
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
空
中
線
端

子
に
お
い
て
（－

）
三
三
デ
シ
ベ
ル
（
二
、
五
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
六
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
送
信
す
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、

（－

）
三
〇
デ
シ
ベ
ル
）
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

４
　
第
一
項
の
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
〇
・
四
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
五
デ
シ
ベ
ル
（
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
と
通
信
を
行

う
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
二
デ
シ
ベ
ル
）
以
下
で
あ
る
こ

と
。

三
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
送
信
装
置
の
漏
え
い
電
力
は
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
空
中
線
端
子
に

お
い
て
（－

）
三
〇
デ
シ
ベ
ル
（
基
地
局
と
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
無

線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
（－

）
三
三
デ
シ
ベ
ル
）
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ

と
。

四
　
他
の
無
線
局
へ
の
干
渉
を
防
止
す
る
た
め
の
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

５
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
地
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第

一
号
ハ
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
〇
・
二
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
二
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設
備
及

び
空
中
線
系
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
空
中
線
系
は
、
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

五
　
当
該
無
線
設
備
と
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
介
し
て
、
当
該
無
線
設
備
の
故
障
を
検
出
し
、
及
び
電

波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

六
　
当
該
無
線
設
備
と
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
介
し
て
行
う
通
信
の
疎
通
が
確
保
で
き
な
い
場
合
に

は
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

６
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
地
局
（
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
地
局
に
限
り
、
前

項
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
は
、
第
一
項
及
び
第
二

項
（
第
三
号
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
前
各
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。第

四
節
の
二
十
七
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周

波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備

（
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式

広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
二
十
九
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
、
陸
上
移
動
局
又
は
時
分
割
・
直
交
周
波

数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク

セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
（
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の

基
地
局
の
無
線
設
備
の
試
験
若
し
く
は
調
整
を
す
る
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
又
は
当
該
基
地
局
と
当
該
基
地

局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
陸
上
移
動
局
と
の
間
の
通
信
が
不
可
能
な
場
合
、
そ
の
中
継
を
行
う
無
線
局
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
二
、
五
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
六
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
へ
の
送
信
（
陸
上
移
動
中
継
局
又
は
陸
上
移

動
局
に
よ
り
中
継
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
と
時
分

割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
、
時
分
割
多
重
方
式
と
空
間
分

割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
、
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
か
ら
基
地
局
へ

の
送
信
（
陸
上
移
動
中
継
局
又
は
陸
上
移
動
局
に
よ
り
中
継
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
つ

て
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
と
時
分
割
多
元
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
、
直
交
周
波

数
分
割
多
元
接
続
方
式
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
と
空
間
分
割
多
元
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方

式
、
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
と
時
分
割
多
元
接
続
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方

式
又
は
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
と
空
間
分
割
多
元
接
続

方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
を
使
用
す
る
時
分
割
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
一
の
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
又
は
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル

か
ら
他
の
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
又
は
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
通
話
チ
ャ
ネ

ル
へ
の
切
替
え
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
。

ニ
　
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
る
場
合
に
は
、
一
又
は
複
数
の
基
地
局
（
陸
上
移
動
局
へ
送

信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
を
含
む
。
）
と
一
又
は
複
数
の
陸
上
移
動
局
（
基
地
局

へ
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
２
）
に
掲
げ
る
無
線
局
を
含
む
。
）
と
の
間
の
通
信
に
限
る
こ
と
。

（１）
　
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機

（イ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
周
波

数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ロ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
時
分

割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
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（ハ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
基
地
局

（ニ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ホ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ

の
基
地
局
と
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
陸
上
移
動
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
と
の
間
の
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（ヘ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移

動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

（２）
　
陸
上
移
動
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機

（イ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、

周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ロ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、

時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ハ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
陸
上

移
動
局

（ニ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ホ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ

の
陸
上
移
動
局
と
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
と
の
間
の
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（ヘ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移

動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局

ヘ
　
複
数
の
空
中
線
か
ら
同
一
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
空
中
線
電
力
は
、
次
に

掲
げ
る
無
線
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
値
と
す
る
。

（１）
　
基
地
局
の
無
線
設
備
　
各
空
中
線
端
子
に
お
け
る
値
の
総
和

（２）
　
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
　
各
空
中
線
端
子
に
お
け
る
値
の
総
和

ト
　
基
地
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
第
一
章
第
六
節
の
周
波
数
等
を
維
持
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（１）
　
（±

）
〇
・
〇
一
六
ｐ
ｐ
ｍ
以
下
の
精
度
の
外
部
参
照
信
号
に
同
期
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
自
動
出
力
補
正
機
能
が
保
証
す
る
空
中
線
電
力
の
偏
差
が
、
第
十
四
条
に
規
定
す
る
空
中
線
電
力
の
許

容
偏
差
内
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
次
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
及
び
陸
上
移
動
局
（
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
一
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も

の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
　
二
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
三
二
値
直

交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
二
五
六
値
直
交
振
幅
変
調

（２）
　
陸
上
移
動
局
（
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
一
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
　
二

相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
又
は
一
六
値
直
交
振
幅
変
調

ロ
　
送
信
バ
ー
ス
ト
長
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
二
〇
ワ
ッ
ト
以
下
（
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
無
線
設
備
の
場
合
に

あ
つ
て
は
四
〇
ワ
ッ
ト
以
下
）
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
一
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
送
信
装
置
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
空
中
線
端

子
に
お
い
て
（－

）
三
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

３
　
第
一
項
の
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
（
第
一
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
に
規

定
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
を
除
く
。
）
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

条
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
（
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
第
一
項
第
一
号
ホ

（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
か
ら
送
信
さ
れ
る
搬
送
波
を
使
用
す
る
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
無
線
局

を
含
む
。
）
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。

二
　
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
連
続
す
る
搬
送
波
を
送
信
す
る
場
合
は
、
総
務
大
臣
が
別
に

告
示
す
る
周
波
数
帯
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
数
以
下
の
搬
送
波
を
使

用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
四
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
十
九
条
の
六
の
九

第
二
項
第
五
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
無
線
設
備
か
ら
送
信
さ
れ
る
搬
送
波
を
使
用
し
て
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ

ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
た
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
時
に
送
信
さ
れ
る
複
数
の
搬
送
波
の
空
中
線

電
力
の
総
和
は
、
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
（
空
中
線
電
力
が
〇
・
二
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
場
合
は
一
デ

シ
ベ
ル
以
下
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得
一
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
〇
・
四
ワ
ッ
ト
の
空
中

線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
）

で
あ
る
こ
と
。

五
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
送
信
装
置
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
空
中
線
端

子
に
お
い
て
（－

）
三
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

４
　
第
一
項
の
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
〇
・
二
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
再
生
中
継
方
式
（
受
信
し
た
電
波
を
復
調
し
、
変
調
し
、
及
び
増
幅
し
て
送
信
す
る
中
継
方
式
を
い
う
。
）

に
よ
る
中
継
を
行
う
も
の
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
送
信
装
置
の
漏
え
い
電
力
は
送

信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
空
中
線
端
子
に
お
い
て
（－

）
三
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
他
の
無
線
局
へ
の
干
渉
を
防
止
す
る
た
め
の
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

５
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
地
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第

一
号
ハ
並
び
に
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
〇
・
二
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設
備
及

び
空
中
線
系
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
空
中
線
系
は
、
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

五
　
当
該
無
線
設
備
と
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
介
し
て
、
当
該
無
線
設
備
の
故
障
を
検
出
し
、
及
び
電

波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
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六
　
当
該
無
線
設
備
と
接
続
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
を
介
し
て
行
う
通
信
の
疎
通
が
確
保
で
き
な
い
場
合
に

は
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

６
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
基
地
局
（
施
行
規
則
第
十
五
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
地
局
に
限
り
、
前

項
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
は
、
第
一
項
及
び
第
二

項
（
第
三
号
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７
　
第
一
項
の
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容

値
が
一
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
は
、
同
項
（
第
一
号
ホ
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件

に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
基
地
局
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
動
的

に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
〇
・
二
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
送
信
装
置
の
漏
え
い
電
力
は
、
通
信
の
相
手
方
と
な
る
基
地
局
の
チ
ャ

ネ
ル
間
隔
と
同
じ
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
の
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
（
当
該
周
波
数
帯
に
第
一
項
、
本
項
及
び
第
八
項

に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
周
波
数
の
範
囲
が
含
ま
れ
る
こ
と
。
）
で
、
空
中
線

端
子
に
お
い
て
（－

）
三
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

８
　
前
各
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。第

四
節
の
二
十
七
の
二
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備

（
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア

ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
等
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
二
、
五
四
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
六
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ

に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
通
信
方
式
は
、
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式

と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
を
、
陸
上
移
動
局
か
ら
基
地
局
へ
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る

時
分
割
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
基
地
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
陸
上
移
動
局
の
送
信
装
置
が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
一
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
か
ら
他
の
基
地
局
の
通
話
チ
ャ
ネ
ル
へ
の
切
替
え
が
自
動
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
。

ニ
　
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
る
場
合
に
は
、
一
又
は
複
数
の
基
地
局
（
陸
上
移
動
局
へ
送

信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
を
含
む
。
）
と
一
又
は
複
数
の
陸
上
移
動
局
（
基
地
局

へ
送
信
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
２
）
に
掲
げ
る
無
線
局
を
含
む
。
）
と
の
間
の
通
信
に
限
る
こ
と
。

（１）
　
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機

（イ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
周
波

数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ロ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
時
分

割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ハ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
基
地
局

（ニ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
基
地
局
で
あ
つ
て
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ホ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ

の
基
地
局
と
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
陸
上
移
動
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
と
の
間
の
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（ヘ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

（２）
　
陸
上
移
動
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機

（イ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、

周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ロ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、

時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ハ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
陸
上

移
動
局

（ニ）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
で
あ
つ
て
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の

（ホ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
子
機
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ

の
陸
上
移
動
局
と
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
と
の
間
の
通
信
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

（ヘ）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局

ヘ
　
複
数
の
空
中
線
か
ら
同
一
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
空
中
線
電
力
は
、
各
空

中
線
端
子
に
お
け
る
値
の
総
和
で
あ
る
こ
と
。

ト
　
基
地
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
第
一
章
第
六
節
の
周
波
数
等
を
維
持
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（１）
　
（±

）
〇
・
〇
一
六
ｐ
ｐ
ｍ
以
下
の
精
度
の
外
部
参
照
信
号
に
同
期
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
自
動
出
力
補
正
機
能
が
保
証
す
る
空
中
線
電
力
の
偏
差
が
、
第
十
四
条
に
規
定
す
る
空
中
線
電
力
の
許

容
偏
差
内
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

イ
　
変
調
方
式
は
、
次
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
基
地
局
の
無
線
設
備
　
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
二
五

六
値
直
交
振
幅
変
調

（２）
　
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
　
二
相
位
相
変
調
、
二
分
のπ

シ
フ
ト
二
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、

一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
二
五
六
値
直
交
振
幅
変
調

ロ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
、
相
互
変
調
特
性
及
び
フ
レ
ー
ム
長
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
前
項
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
あ
た
り
二
〇
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
一
七
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
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３
　
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
第
一
項
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
は
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
基
地
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
親
機
（
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
第
一
項
第
一
号
ホ

（
１
）
に
掲
げ
る
無
線
局
か
ら
送
信
さ
れ
る
搬
送
波
を
使
用
す
る
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
無
線
局

を
含
む
。
）
の
電
波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
四
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
十
九
条
の
六
の
九

第
二
項
第
五
号
イ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
無
線
設
備
か
ら
送
信
さ
れ
る
搬
送
波
を
使
用
し
て
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ

ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
た
送
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
時
に
送
信
さ
れ
る
複
数
の
搬
送
波
の
空
中
線

電
力
の
総
和
は
、
二
〇
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
四
デ
シ
ベ
ル
以
下
（
空
中
線
電
力
が
〇
・
二
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
場
合
は
一
デ

シ
ベ
ル
以
下
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶
対
利
得
一
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
〇
・
四
ワ
ッ
ト
の
空
中

線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
。
）

で
あ
る
こ
と
。

四
　
搬
送
波
を
送
信
し
て
い
な
い
と
き
の
送
信
装
置
の
漏
え
い
電
力
は
、
送
信
帯
域
の
周
波
数
帯
で
、
空
中
線
端

子
に
お
い
て
（－

）
三
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

第
四
節
の
二
十
八
　
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
広
帯
域
移
動
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備

第
四
十
九
条
の
三
十
　
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
広
帯
域
移
動
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
、
携
帯
基
地
局
、
陸
上
移
動
局
若

し
く
は
携
帯
局
又
は
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
広
帯
域
移
動
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

（
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
広
帯
域
移
動
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
若
し
く
は
携
帯
基
地
局
の
無
線
設
備
の
試
験
又
は
調

整
を
す
る
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
基
地
局
か
ら
陸
上
移
動
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
又
は
携
帯
基
地
局
か
ら
携
帯
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ

つ
て
は
、
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
陸
上
移
動
局
か
ら
基
地
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
又
は
携
帯
局
か
ら
携
帯
基
地
局
へ
送
信
を
行
う
場
合
に
あ

つ
て
は
、
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
時
分
割
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
陸
上
移
動
局
相
互
間
の
通
信
を
行
う
場
合
又
は
携
帯
局
相
互
間
の
通
信
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ
に

定
め
る
方
式
及
び
ロ
に
定
め
る
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
周
波
数
イ
ン
タ
ー
リ
ー
ブ
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
イ
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
五
五
ｋ
Ｈ
ｚ
、
六
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
、
七
一
四
ｋ
Ｈ
ｚ
、

八
三
三
ｋ
Ｈ
ｚ
、
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
一
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
一
・
六
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
二
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
で

あ
る
こ
と
。

三
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
は
、
毎
秒
五
〇
〇
キ
ロ
ビ
ッ
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
　
基
地
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
陸
上
移
動
局
又
は
携
帯
基
地
局
と
通
信
を
行
う
個
々
の
携
帯
局
の
送
信
装
置

が
自
動
的
に
識
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
周
波
数
イ
ン
タ
ー
リ
ー
ブ
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
分
割
数
（
周
波
数
イ
ン
タ
ー
リ
ー
ブ
を
行
わ
な
い
場

合
で
あ
つ
て
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
と
き
に
使
用
す
る
サ
ブ
キ
ャ
リ
ア
の
総
数
を
周
波
数
イ
ン
タ
ー
リ

ー
ブ
の
対
象
と
な
る
サ
ブ
キ
ャ
リ
ア
の
総
数
で
除
し
て
得
た
商
に
相
当
す
る
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
二
か
ら
九
ま
で
で
あ
る
こ
と
。

２
　
前
項
の
基
地
局
又
は
携
帯
基
地
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
調
方
式
は
、
二
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
で

あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
周
波
数
イ
ン
タ
ー
リ
ー
ブ
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
割
数
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

分
割
数

空
中
線
電
力

二

一
〇
ワ
ッ
ト

三

六
・
六
六
ワ
ッ
ト

四

五
ワ
ッ
ト

五

四
ワ
ッ
ト

六

三
・
三
三
ワ
ッ
ト

七

二
・
八
五
ワ
ッ
ト

八

二
・
五
ワ
ッ
ト

九

二
・
二
二
ワ
ッ
ト

ロ
　
イ
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

チ
ャ
ネ
ル
間
隔

空
中
線
電
力

五
五
五
ｋ
Ｈ
ｚ

二
・
二
二
ワ
ッ
ト

六
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ

二
・
五
ワ
ッ
ト

七
一
四
ｋ
Ｈ
ｚ

二
・
八
五
ワ
ッ
ト

八
三
三
ｋ
Ｈ
ｚ

三
・
三
三
ワ
ッ
ト

一
Ｍ
Ｈ
ｚ

四
ワ
ッ
ト

一
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

五
ワ
ッ
ト

一
・
六
六
Ｍ
Ｈ
ｚ

六
・
六
六
ワ
ッ
ト

二
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
〇
ワ
ッ
ト

五
Ｍ
Ｈ
ｚ

二
〇
ワ
ッ
ト

三
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
実
効
輻
射
電
力
が
、
絶

対
利
得
一
〇
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
二
〇
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、

そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

四
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
搬
送
波
の

周
波
数
か
ら
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
だ
け
離
れ
た
周
波
数
を
中
心
と
す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
周
波

数
幅
の
周
波
数
範
囲
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
三
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
り
、
か
つ
、

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
に
二
を
乗
じ
た
周
波
数
だ
け
離
れ
た
周
波
数
を
中
心
と

す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
幅
の
周
波
数
範
囲
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
五
〇
デ
シ
ベ

ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

チ
ャ
ネ
ル
間
隔

周
波
数

周
波
数
幅

五
五
五
ｋ
Ｈ
ｚ

五
五
五
ｋ
Ｈ
ｚ

五
三
四
ｋ
Ｈ
ｚ

六
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ

六
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ

六
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

七
一
四
ｋ
Ｈ
ｚ

七
一
四
ｋ
Ｈ
ｚ

六
八
六
ｋ
Ｈ
ｚ

八
三
三
ｋ
Ｈ
ｚ

八
三
三
ｋ
Ｈ
ｚ

八
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

一
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
Ｍ
Ｈ
ｚ

九
六
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

一
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
・
二
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
・
六
六
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
・
六
六
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ

二
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

二
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

二
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ

五
Ｍ
Ｈ
ｚ

五
Ｍ
Ｈ
ｚ

四
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ

３
　
第
一
項
の
陸
上
移
動
局
又
は
携
帯
局
の
無
線
設
備
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
条
件

に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
変
調
方
式
は
、
二
相
位
相
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
で

あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
空
中
線
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。
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イ
　
周
波
数
イ
ン
タ
ー
リ
ー
ブ
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
分
割
数
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

分
割
数

空
中
線
電
力

二

二
・
五
ワ
ッ
ト

三

一
・
六
六
ワ
ッ
ト

四

一
・
二
五
ワ
ッ
ト

五

一
ワ
ッ
ト

六

八
三
三
ミ
リ
ワ
ッ
ト

七

七
一
四
ミ
リ
ワ
ッ
ト

八

六
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

九

五
五
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

ロ
　
イ
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。

チ
ャ
ネ
ル
間
隔

空
中
線
電
力

五
五
五
ｋ
Ｈ
ｚ

五
五
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

六
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ

六
二
五
ミ
リ
ワ
ッ
ト

七
一
四
ｋ
Ｈ
ｚ

七
一
四
ミ
リ
ワ
ッ
ト

八
三
三
ｋ
Ｈ
ｚ

八
三
三
ミ
リ
ワ
ッ
ト

一
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
ワ
ッ
ト

一
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
・
二
五
ワ
ッ
ト

一
・
六
六
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
・
六
六
ワ
ッ
ト

二
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

二
・
五
ワ
ッ
ト

五
Ｍ
Ｈ
ｚ

五
ワ
ッ
ト

三
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
一
〇
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
実
効
輻
射
電
力
が
、
絶

対
利
得
一
〇
デ
シ
ベ
ル
の
空
中
線
に
五
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ

の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

四
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
搬
送
波
の

周
波
数
か
ら
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
だ
け
離
れ
た
周
波
数
を
中
心
と
す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
周
波

数
幅
の
周
波
数
範
囲
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
二
一
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
り
、
か
つ
、

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
に
二
を
乗
じ
た
周
波
数
だ
け
離
れ
た
周
波
数
を
中
心
と

す
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
幅
の
周
波
数
範
囲
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
四
一
デ
シ
ベ

ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

チ
ャ
ネ
ル
間
隔

周
波
数

周
波
数
幅

五
五
五
ｋ
Ｈ
ｚ

五
五
五
ｋ
Ｈ
ｚ

五
三
四
ｋ
Ｈ
ｚ

六
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ

六
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ

六
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

七
一
四
ｋ
Ｈ
ｚ

七
一
四
ｋ
Ｈ
ｚ

六
八
六
ｋ
Ｈ
ｚ

八
三
三
ｋ
Ｈ
ｚ

八
三
三
ｋ
Ｈ
ｚ

八
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

一
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
Ｍ
Ｈ
ｚ

九
六
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

一
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
・
二
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
・
六
六
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
・
六
六
Ｍ
Ｈ
ｚ

一
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ

二
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

二
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

二
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ

五
Ｍ
Ｈ
ｚ

五
Ｍ
Ｈ
ｚ

四
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ

第
四
節
の
二
十
九
　
二
三
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備

第
四
十
九
条
の
三
十
一
　
二
三
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
三
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移

動
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
、
複
信
方
式
又
は
同
報
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
振
幅
変
調
、
周
波
数
変
調
、
四
相
位
相
偏
移
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交

振
幅
変
調
若
し
く
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
又
は
こ
れ
ら
の
方
式
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

三
　
通
信
方
式
が
単
向
通
信
方
式
又
は
複
信
方
式
で
あ
る
場
合
の
送
信
空
中
線
は
、
直
径
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
パ
ラ
ボ
ラ
ア
ン
テ
ナ
と
同
等
以
上
の
利
得
又
は
指
向
特
性
を
有
す
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

第
四
節
の
三
十
　
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線

設
備

第
四
十
九
条
の
三
十
二
　
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
さ
れ
た
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
局
の
う

ち
デ
ジ
タ
ル
方
式
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
四
一
七
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
四
五

四
・
九
一
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
五
七
・
三
六
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
無
線
設

備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
四
一
七
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の

無
線
設
備
の
場
合
に
あ
つ
て
は
時
分
割
多
重
方
式
を
使
用
す
る
周
波
数
分
割
複
信
方
式
、
四
五
四
・
九
一
二
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
五
七
・
三
六
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
場
合

に
あ
つ
て
は
時
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
周
波
数
分
割
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
で
あ
る
こ
と
。

三
　
空
中
線
電
力
は
、
四
〇
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
一
二
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
三
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合

割
当
周
波
数
か
ら
三
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
一
四
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る

電
力
が
、
搬
送
波
電
力
よ
り
三
七
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
六
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合

割
当
周
波
数
か
ら
六
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
二
八
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力

が
、
搬
送
波
電
力
よ
り
三
七
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

六
　
他
の
無
線
局
へ
の
干
渉
を
防
止
す
る
た
め
の
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

２
　
公
共
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
さ
れ
た
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
局
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
方
式
を
使
用

す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
四
一
七
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
四
五
四
・
九
一
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
四
五
七
・
三
六
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
四
一
七
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の

無
線
設
備
の
場
合
に
あ
つ
て
は
時
分
割
多
重
方
式
を
使
用
す
る
周
波
数
分
割
複
信
方
式
、
四
五
四
・
九
一
二
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
五
七
・
三
六
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
場
合

に
あ
つ
て
は
時
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
周
波
数
分
割
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
で
あ
る
こ
と
。

三
　
空
中
線
電
力
は
、
一
〇
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
一
二
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合

割
当
周
波
数
か
ら
一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
六
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電

力
が
、
搬
送
波
電
力
よ
り
三
七
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
三
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合

割
当
周
波
数
か
ら
三
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
一
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力

が
、
搬
送
波
電
力
よ
り
三
七
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

六
　
他
の
無
線
局
へ
の
干
渉
を
防
止
す
る
た
め
の
機
能
を
有
す
る
こ
と
。
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第
四
節
の
三
十
一
　
無
人
移
動
体
画
像
伝
送
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備

第
四
十
九
条
の
三
十
三
　
無
人
移
動
体
画
像
伝
送
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
、
同
報
通
信
方
式
、
単
信
方
式
又
は
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
空
中
線
電
力
は
、
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
装
置
の
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
一
六
九
・
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
九
・
三
九
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
六
九
・
八
〇
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

（１）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電

力
が
、
搬
送
波
電
力
よ
り
四
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値

（２）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る

電
力
が
、
搬
送
波
電
力
よ
り
四
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値

（３）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
三
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る

電
力
が
、
搬
送
波
電
力
よ
り
四
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値

ロ
　
五
、
六
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
、
七
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

（１）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
二
・
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内

に
輻
射
さ
れ
る
平
均
電
力
が
、
搬
送
波
の
平
均
電
力
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
二
五
デ
シ
ベ
ル
及
び
四
〇
デ
シ
ベ
ル

以
上
低
い
値

（２）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
四
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
四
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内

に
輻
射
さ
れ
る
平
均
電
力
が
、
搬
送
波
の
平
均
電
力
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
二
五
デ
シ
ベ
ル
及
び
四
〇
デ
シ
ベ
ル

以
上
低
い
値

（３）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
九
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
九
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内

に
輻
射
さ
れ
る
平
均
電
力
が
、
搬
送
波
の
平
均
電
力
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
二
五
デ
シ
ベ
ル
及
び
四
〇
デ
シ
ベ
ル

以
上
低
い
値

四
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
一
六
九
・
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
九
・
三
九
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
六
九
・
八
〇
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
五
・
一
二
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
五
・
一
二
デ
シ
ベ
ル
（
一
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
六
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻

射
電
力
が
六
デ
シ
ベ
ル
（
一
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
と
な
る
場
合
は
、
そ
の
低
下
分
を
空

中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
四
節
の
三
十
二
　
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備

（
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
）

第
四
十
九
条
の
三
十
四
　
九
二
〇
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上

移
動
局
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
、
単
信
方
式
、
複
信
方
式
、
半
複
信
方
式
又
は
同
報
通
信
方
式
で
あ
る
こ

と
。

二
　
空
中
線
系
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

三
　
空
中
線
電
力
は
、
二
五
〇
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
二

七
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
と
な
る
場
合

は
、
そ
の
低
下
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

五
　
無
線
チ
ャ
ネ
ル
は
、
単
位
チ
ャ
ネ
ル
（
中
心
周
波
数
が
九
二
〇
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
三
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
う
ち
九
二
〇
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
に
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の
で
あ
つ
て
、
帯
域
幅
が
二

〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
チ
ャ
ネ
ル
を
い
う
。
第
七
号
並
び
に
別
表
第
一
号
注
３
４
（
６
）
、
同
注
３
５
、
別
表
第
二
号

第
５
６
及
び
別
表
第
三
号
２
４
（
３
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
一
又
は
二
以
上
同
時
に
使
用
す
る
も
の
（
同
時

使
用
可
能
な

大
チ
ャ
ネ
ル
数
は
、
五
と
す
る
。
）
で
あ
る
こ
と
。

六
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
送
信
時
間
制
限
装
置
及
び
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え

付
け
て
い
る
こ
と
。

七
　
無
線
チ
ャ
ネ
ル
に
隣
接
す
る
単
位
チ
ャ
ネ
ル
に
お
け
る
送
信
装
置
の
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
（－

）

五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

２
　
九
一
六
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
移
動
体
識
別
用
の
陸
上
移

動
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
空
中
線
系
を
除
く
高
周
波
部
及
び
変
調
部
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

二
　
空
中
線
電
力
は
、
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
六
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
絶

対
利
得
六
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
一
ワ
ッ
ト
の
空
中
線
電
力
を
加
え
た
と
き
の
値
以
下
と
な
る
場
合
は
、

そ
の
低
下
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

四
　
無
線
チ
ャ
ネ
ル
は
、
単
位
チ
ャ
ネ
ル
（
中
心
周
波
数
が
九
一
六
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
九
二
〇
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
う
ち
九
一
六
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
九
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
九
一
九
・
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
九
二
〇
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
九

二
〇
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
九
二
〇
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
で
あ
つ
て
、
帯
域
幅
が
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
の
チ
ャ
ネ
ル
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
中
心
周
波
数
が
九
二

〇
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
九
二
〇
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
九
二
〇
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
単
位
チ
ャ
ネ
ル
を
一

又
は
二
以
上
同
時
に
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
な
お
、
二
チ
ャ
ネ
ル
を
同
時
に
使
用
す
る
も
の
の
中
心
周

波
数
は
、
九
二
〇
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
九
二
〇
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
三
チ
ャ
ネ
ル
を
同
時
に
使
用
す
る
も
の
の
中
心
周

波
数
は
九
二
〇
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

五
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
送
信
時
間
制
限
装
置
及
び
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え

付
け
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
こ
の
条
件
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
と
認
め
て
別
に

告
示
す
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

六
　
無
線
チ
ャ
ネ
ル
の
両
端
に
お
け
る
電
力
は
、
一
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
次

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
で
あ
る
こ
と
。

七
　
無
線
チ
ャ
ネ
ル
に
隣
接
す
る
単
位
チ
ャ
ネ
ル
に
お
け
る
送
信
装
置
の
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
〇
・

五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

八
　
応
答
の
た
め
の
装
置
か
ら
の
電
波
を
受
信
で
き
る
こ
と
。

第
五
節
　
非
常
局
の
無
線
設
備

（
電
源
）

第
五
十
条
　
非
常
局
の
無
線
設
備
の
電
源
は
、
別
に
指
定
す
る
場
合
を
除
く
外
、
左
の
各
号
の
条
件
に
適
合
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
手
回
発
電
機
又
は
ガ
ソ
リ
ン
、
灯
油
、
軽
油
、
重
油
等
に
よ
る
原
動
発
電
機
で
あ
つ
て
、
二
十
四
時
間
以
上

常
時
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二
　
直
ち
に
全
能
力
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
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第
六
節
　
国
際
通
信
（
国
際
放
送
を
除
く
。
）
を
行
な
う
無
線
局
の
無
線
設
備

（
周
波
数
偏
位
電
信
）

第
五
十
一
条
　
国
際
通
信
（
放
送
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
無
線
電
信
局
の
送

信
装
置
で
あ
つ
て
周
波
数
偏
位
方
式
を
使
用
す
る
も
の
は
、
そ
の
装
置
の
電
鍵
を
操
作
し
た
場
合
に
お
け
る
二
つ

の
発
射
電
波
の
振
幅
の
変
動
率
は
、
（±

）
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
偏
位
周
波
数
は
、
で
き
る
限
り
安
定
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
漏
話
）

第
五
十
二
条
　
国
際
通
信
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
無
線
局
の
単
側
波
帯
送
信
装
置
の
各
側
波
帯
間
の
漏

話
は
、
（－

）
三
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
低
減
搬
送
波
の
強
度
の
変
動
）

第
五
十
三
条
　
前
条
の
送
信
装
置
の
使
用
す
る
低
減
搬
送
波
の
電
流
の
振
幅
の
変
動
は
、
な
る
べ
く
一
〇
パ
ー
セ
ン

ト
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
節
　
簡
易
無
線
局
の
無
線
設
備

（
簡
易
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
五
十
四
条
　
簡
易
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線
局
（
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線
局
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
Ｆ
二
Ｄ
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電

波
を
使
用
す
る
も
の

イ
　
通
信
方
式
は
、
単
信
方
式
又
は
単
向
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
送
信
空
中
線
（
水
平
面
が
指
向
性
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
高
さ
は
、
地
上
高
三
〇
メ
ー
ト
ル
を
超

え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
一
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線
局
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
四

〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
（
三
三
五
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
を
い
う
。
）
の
電
波

を
使
用
す
る
簡
易
無
線
局
（
次
号
及
び
第
二
号
の
三
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

イ
　
変
調
方
式
は
、
実
数
零
点
単
側
波
帯
変
調
、
四
分
のπ

シ
フ
ト
四
相
位
相
変
調
又
は
四
値
周
波
数
偏
位

変
調
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
通
信
方
式
は
、
単
信
方
式
、
単
向
通
信
方
式
又
は
同
報
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設

備
、
送
話
器
、
受
話
器
そ
の
他
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
周
波
数
及
び
空
中
線
電
力
を
使
用
す
る
電
波
の
み
発
射
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
は
、
六
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
で
あ
る
こ
と
。

ヘ
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
送
信
時
間
制
限
装
置
を
備
え
付
け
て
い
る
こ
と
。

ト
　
電
波
の
発
射
後
、
呼
出
名
称
記
憶
装
置
に
記
憶
し
た
呼
出
名
称
を
自
動
的
に
送
信
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

チ
　
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
を
備
え
付
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
ス
の

技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

リ
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
実
数
零
点
単
側
波
帯
変
調
方
式
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
、
七
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
正
弦
波
に
よ
り
変
調
を

行
い
、
空
中
線
電
力
を
定
格
出
力
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
設
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
送
信
す
る
電
波
の

周
波
数
か
ら
六
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
一
・
七
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力

の
平
均
値
が
平
均
電
力
よ
り
四
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
四
分
のπ

シ
フ
ト
四
相
位
相
変
調
方
式
及
び
四
値
周
波
数
偏
位
変
調
方
式
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
変

調
信
号
の
送
信
速
度
と
同
じ
送
信
速
度
の
標
準
符
号
化
試
験
信
号
に
よ
り
変
調
し
た
場
合
に
お
い
て
、
搬

送
波
の
周
波
数
か
ら
六
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
Ｒ
（
Ｒ
は
、
変
調
信
号
の
伝
送
速
度
の

四
分
の
一
の
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
四
値
周
波
数
偏
位
変
調
方
式
の
も
の
に
あ
つ
て
は
二
ｋ
Ｈ
ｚ
と
す

る
。
）
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
四
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

二
の
二
　
一
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線
局
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

又
は
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
（
三
三
五
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
を
い
う
。
）

の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線
局
（
第
二
号
の
三
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
自
動
的
に
又
は
遠

隔
操
作
に
よ
つ
て
動
作
す
る
も
の

イ
　
前
号
イ
か
ら
リ
ま
で
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

ロ
　
障
害
検
知
・
停
止
機
能
（
自
局
の
障
害
を
検
知
し
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
い
う
。
）

を
有
す
る
こ
と
。

二
の
三
　
四
六
八
・
五
四
六
八
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
四
六
八
・
八
五
三
一
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
電
波
を
使
用
す
る
簡

易
無
線
局
で
あ
つ
て
自
動
的
に
又
は
遠
隔
操
作
に
よ
つ
て
中
継
す
る
も
の

イ
　
第
二
号
イ
、
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
リ
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

ロ
　
通
信
方
式
は
、
半
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
通
信
の
相
手
方
の
呼
出
名
称
を
そ
の
ま
ま
送
信
す
る
こ
と
。

ニ
　
障
害
検
知
・
停
止
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

三
　
二
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

イ
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
発
振
方
式
は
、
水
晶
発
振
方
式
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ
　
空
中
線
は
、
そ
の
型
式
が
ホ
イ
ッ
プ
型
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
長
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

ホ
　
給
電
線
及
び
接
地
装
置
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
削
除

五
　
五
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

イ
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
別
表
第
二
号
第
６
に
規
定
す
る
値
を
超
え
る
こ
と
を
防
ぐ
自
動
的
制
御
装
置
を
備
え

付
け
て
い
る
こ
と
。

ロ
　
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
空
中
線
、

給
電
線
、
電
源
設
備
及
び
附
属
装
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ
　
送
信
装
置
の
外
部
の
転
換
装
置
は
、
電
源
開
閉
器
、
送
受
信
の
切
替
器
、
電
波
の
形
式
の
切
替
器
、
周
波

数
の
切
替
器
及
び
指
示
器
の
切
替
器
に
限
ら
れ
る
こ
と
。

ニ
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
絶
対
利
得
が
四
五
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

第
七
節
の
二
　
市
民
ラ
ジ
オ
の
無
線
局
の
無
線
設
備

（
市
民
ラ
ジ
オ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
五
十
四
条
の
二
　
市
民
ラ
ジ
オ
の
無
線
局
（
法
第
四
条
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
発
振
方
式
は
、
水
晶
発
振
方
式
で
あ
る
こ
と
。

三
　
一
の

き
よ
う

筐

体
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
容
易
に
開
け
ら
れ
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
電
源
設
備
、
送
話
器

及
び
受
話
器
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四
　
外
部
送
話
器
及
び
外
部
受
話
器
の
接
続
線
は
、
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
送
信
空
中
線
は
、
そ
の
型
式
が
ホ
イ
ツ
プ
型
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
長
さ
が
二
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

六
　
給
電
線
及
び
接
地
装
置
を
有
し
な
い
こ
と
。

七
　
変
調
用
周
波
数
の
発
振
が
で
き
な
い
こ
と
。
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第
七
節
の
二
の
二
　
気
象
援
助
局
の
無
線
設
備

（
ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ
）

第
五
十
四
条
の
二
の
二
　
四
〇
三
・
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
四
〇
五
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
気
象

援
助
局
（
ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ
の
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
又
は
同
報
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
振
幅
変
調
、
周
波
数
変
調
又
は
位
相
変
調
で
あ
る
こ
と
。

三
　
空
中
線
電
力
は
、
〇
・
二
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
送
信
空
中
線
の
絶
対
利
得
は
、
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

五
　
送
信
装
置
の
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
離
調
周
波
数
が
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
帯
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
一
ｋ
Ｈ
ｚ
の

帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
三
四
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
離
調
周
波
数
が
一
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
帯
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
一
ｋ
Ｈ
ｚ

の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
離
調
周
波
数
が
二
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
三
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
帯
に
あ
つ
て
は
、
任
意
の
一
ｋ
Ｈ
ｚ

の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
四
八
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

第
七
節
の
二
の
三
　
他
の
一
の
地
球
局
に
よ
つ
て
そ
の
送
信
の
制
御
が
行
わ
れ
る
小
規
模
地
球
局
の
無
線

設
備

（
他
の
一
の
地
球
局
に
よ
つ
て
そ
の
送
信
の
制
御
が
行
わ
れ
る
小
規
模
地
球
局
の
無
線
設
備
）

第
五
十
四
条
の
三
　
陸
上
に
開
設
す
る
二
以
上
の
地
球
局
（
移
動
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
停
止
中
に
の
み
運
用
を
行

う
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
そ
の
送
信
の
制
御
を
行
う
他
の
一
の
地
球
局
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
制
御
地
球
局
」
と
い
う
。
）
と
通
信
系
を
構
成
し
、
か
つ
、
空
中
線
の
絶
対
利
得
が
五
〇

デ
シ
ベ
ル
以
下
の
送
信
空
中
線
を
有
す
る
も
の
の
無
線
設
備
で
、
十
四
・
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
十
四
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以

下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
し
、
十
二
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
十
二
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信

す
る
も
の
（
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
無
線
設
備
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
の

条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
受
信
機
の
筐
体
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
次
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
周
波
数
変
調
（
主
搬
送
波
を
ア
ナ
ロ
グ
信
号
に
よ
り
変
調
す
る
も
の
又
は
デ
ジ
タ
ル
信
号
及
び
ア
ナ
ロ
グ

信
号
を
複
合
し
た
信
号
に
よ
り
変
調
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（２）
　
周
波
数
変
調
（
（
１
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
位
相
変
調
（
デ
ジ
タ
ル
変
調
方
式
の
も
の
に
限
る
。
）
、

直
交
振
幅
変
調
、
振
幅
位
相
変
調
、
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散
方
式
、
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
そ
の
他
の
デ
ジ

タ
ル
変
調
方
式

三
　
空
中
線
の
交
差
偏
波
識
別
度
は
、
二
七
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
　
送
信
空
中
線
か
ら
輻
射
さ
れ
る
四
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
帯
域
幅
当
た
り
の
電
力
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に

従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

主
輻
射
の
方
向
か
ら

の
離
角
（θ

）

大
輻
射
電
力
（
一
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

二
・
五
度
以
上
七
度

未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

３
３－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

－

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ
ベ
ル

Ｎ
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

（
１
）
　
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散
方
式
又
は
伝
送
信
号
重
畳
キ
ャ
ン
セ
ル
技
術
を
用
い
る

場
合
は
、
Ｎ
は
同
時
に
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
球
局
が
す
べ
て
送
信
し
た

場
合
の
任
意
の
単
位
帯
域
幅
に
お
け
る
電
力
の

大
値
と
一
の
地
球
局
が
送
信

し
た
場
合
の
当
該
単
位
帯
域
幅
に
お
け
る
電
力
の

大
値
の
比
と
す
る
。

（
２
）
　
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散
方
式
又
は
伝
送
信
号
重
畳
キ
ャ
ン
セ
ル
技
術
を
用
い
な

い
場
合
は
、
Ｎ＝

１
と
す
る
。

七
度
以
上
九
・
二
度

未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

１
２－

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ
ベ
ル

九
・
二
度
以
上
四
八

度
未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

３
６－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

－

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ
ベ
ル

四
八
度
以
上
一
八
〇

度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

６－

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ
ベ
ル

五
　
送
信
装
置
の
発
振
回
路
に
故
障
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有

す
る
こ
と
。

六
　
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
制
御
地
球
局
が
送
信
す
る
制
御
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
限
り
、
送
信
を
開
始

で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

七
　
十
二
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
十
二
・
四
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、

そ
の
受
信
す
る
電
波
の
周
波
数
の
制
御
を
行
う
地
球
局
が
、
そ
の
制
御
に
よ
り
受
信
周
波
数
を
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
陸
上
に
開
設
す
る
二
以
上
の
地
球
局
の
う
ち
、
制
御
地
球
局
と
通
信
系
を
構
成
し
、
か
つ
、
空
中
線
の
絶
対
利

得
が
五
六
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
送
信
空
中
線
を
有
す
る
も
の
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
二
八
・
四
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え

二
九
・
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
又
は
二
九
・
四
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
〇
・
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

送
信
し
、
一
八
・
七
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
九
・
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
又
は
一
九
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二

〇
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
送
受
信
機
の
筐
体
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
周
波
数
変
調
、
位
相
変
調
又
は
振
幅
位
相
変
調
（
い
ず
れ
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
拡
散
方
式
に
よ
り

変
調
す
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

三
　
空
中
線
の
交
差
偏
波
識
別
度
は
、

大
空
中
線
利
得
か
ら
一
デ
シ
ベ
ル
低
下
し
た
空
中
線
利
得
方
向
に
お
い

て
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
　
送
信
空
中
線
か
ら
輻
射
さ
れ
る
四
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
帯
域
幅
当
た
り
の
電
力
の
尖
頭
値
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

主
輻
射
の
方
向
か
ら
の

離
角
（θ

）

大
輻
射
電
力
（
一
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

二
度
以
上
七
度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

１
９－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

－

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ
ベ
ル

Ｎ
は
、
同
時
に
送
信
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
地
球
局
が
す
べ
て
送
信
し
た
場
合

の
任
意
の
単
位
帯
域
幅
に
お
け
る
電
力
の

大
値
と
一
の
地
球
局
が
送
信
し

た
場
合
の
当
該
単
位
帯
域
幅
に
お
け
る
電
力
の

大
値
の
比
と
す
る
。
以
下

こ
の
表
及
び
次
号
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

七
度
を
超
え
九
・
二
度

以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

２－

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ
ベ
ル

九
・
二
度
を
超
え
四
八

度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

２
２－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

－

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ
ベ
ル

四
八
度
を
超
え
一
八
〇

度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

１
０－

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ
ベ
ル

五
　
前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
八
・
四
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
九
・
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
若
し
く
は
二

九
・
四
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
九
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
人
工
衛
星
局
（
平
成
十
五
年

七
月
一
日
ま
で
に
無
線
通
信
規
則
付
録
第
四
号
に
基
づ
く
完
全
な
情
報
を
国
際
電
気
通
信
連
合
が
受
領
し
た
静

止
衛
星
軌
道
を
利
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
二
九
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
〇
・
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
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波
を
受
信
す
る
人
工
衛
星
局
（
平
成
十
二
年
六
月
二
日
ま
で
に
静
止
衛
星
軌
道
に
お
い
て
利
用
さ
れ
て
い
る
も

の
に
限
る
。
）
と
通
信
を
行
う
当
該
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
地
球
局
の
送
信
空
中
線
か
ら
輻
射
さ
れ
る
四

〇
ｋ
Ｈ
ｚ
帯
域
幅
当
た
り
の
電
力
の
尖
頭
値
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従

い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

主
輻
射
の
方
向
か
ら
の
離
角
（θ

）

大
輻
射
電
力
（
一
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

三
度
以
上
七
度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

２
８－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

－

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ
ベ
ル

七
度
を
超
え
九
・
二
度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

７－

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ
ベ
ル

九
・
二
度
を
超
え
四
八
度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

３
１－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

－

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ
ベ
ル

四
八
度
を
超
え
一
八
〇
度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

－

１－

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ
ベ
ル

六
　
前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
八
・
四
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
九
・
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

送
信
す
る
地
球
局
（
前
号
の
人
工
衛
星
局
と
通
信
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
空
中
線
の
直
径
が
六
五

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
の
送
信
空
中
線
か
ら
輻
射
さ
れ
る
四
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
帯
域
幅
当
た
り
の
電
力
の
尖
頭

値
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
を

超
え
な
い
も
の
は
、
第
四
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
値
に
三

デ
シ
ベ
ル
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

主
輻
射
の
方
向
か
ら
の

離
角
（θ

）

大
輻
射
電
力
（
一
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

二
度
以
上
七
度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

３
７－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

－

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｍ
デ
シ
ベ
ル

Ｍ
は
、
同
時
に
送
信
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
地
球
局
が
す
べ
て
送
信
し
た
場
合

の
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
域
幅
に
お
け
る
電
力
の

大
値
と
一
の
地
球
局
が
送
信
し
た

場
合
の
当
該
単
位
帯
域
幅
に
お
け
る
電
力
の

大
値
の
比
と
す
る
。
以
下
こ

の
表
に
お
い
て
同
じ
。

七
度
を
超
え
九
・
二
度

以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

１
６－

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｍ
デ
シ
ベ
ル

九
・
二
度
を
超
え
四
八

度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

４
０－

２
５
ｌ
ｏ
ｇ
１
０θ

－

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｍ
デ
シ
ベ
ル

四
八
度
を
超
え
一
八
〇

度
以
下

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

７－

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｍ
デ
シ
ベ
ル

七
　
送
信
装
置
の
発
振
回
路
に
故
障
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有

す
る
こ
と
。

八
　
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
制
御
地
球
局
が
送
信
す
る
制
御
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
限
り
、
送
信
を
開
始

で
き
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

３
　
陸
上
に
開
設
す
る
二
以
上
の
地
球
局
の
う
ち
、
高
度
六
〇
〇
ｋ
ｍ
以
下
の
軌
道
を
利
用
す
る
非
静
止
衛
星
に
開

設
す
る
人
工
衛
星
局
及
び
制
御
地
球
局
と
通
信
系
を
構
成
す
る
も
の
の
無
線
設
備
で
、
一
四
・
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え

一
四
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
し
、
一
〇
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波

数
の
電
波
を
受
信
す
る
も
の
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
制
御
地
球
局
が
送
信
す
る
制
御
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
限
り
、
電
波
の
発
射
を
開
始
で
き
る
機
能
を
有

す
る
こ
と
。

ロ
　
制
御
地
球
局
の
制
御
に
よ
り
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
周
波
数
及
び
輻
射
す
る
電
力
は
、
制
御
地
球
局
が
送
信
す
る
制
御
信
号
に
よ
つ
て
自
動
的
に
設
定
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
自
局
の
障
害
を
検
出
す
る
機
能
を
有
し
、
障
害
を
検
出
し
た
と
き
及
び
制
御
地
球
局
が
送
信
す
る
信
号
を

正
常
に
受
信
で
き
な
い
と
き
は
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ホ
　
他
の
無
線
局
の
運
用
に
妨
害
を
与
え
な
い
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ヘ
　
送
受
信
機
の
筐
体
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

四
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
帯
域
幅
当
た
り
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
は
、
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
五
第
二
号
に
規
定
す
る

値
と
す
る
。

４
　
陸
上
に
開
設
す
る
二
以
上
の
地
球
局
の
う
ち
、
高
度
一
、
一
〇
〇
ｋ
ｍ
を
超
え
一
、
三
〇
〇
ｋ
ｍ
以
下
の
軌
道

を
利
用
す
る
非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
及
び
制
御
地
球
局
と
通
信
系
を
構
成
す
る
も
の
の
無
線
設
備

で
、
一
四
・
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
し
、
一
〇
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え

一
二
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
受
信
す
る
も
の
は
、
次
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
一
般
的
条
件

イ
　
制
御
地
球
局
が
送
信
す
る
制
御
信
号
を
受
信
し
た
場
合
に
限
り
、
電
波
の
発
射
を
開
始
で
き
る
機
能
を
有

す
る
こ
と
。

ロ
　
制
御
地
球
局
の
制
御
に
よ
り
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ハ
　
周
波
数
及
び
輻
射
す
る
電
力
は
、
制
御
地
球
局
が
送
信
す
る
制
御
信
号
に
よ
つ
て
自
動
的
に
設
定
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ
　
自
局
の
障
害
を
検
出
す
る
機
能
を
有
し
、
障
害
を
検
出
し
た
と
き
及
び
制
御
地
球
局
が
送
信
す
る
信
号
を

正
常
に
受
信
で
き
な
い
と
き
は
、
自
動
的
に
電
波
の
発
射
を
停
止
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
。

ホ
　
他
の
無
線
局
の
運
用
に
妨
害
を
与
え
な
い
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ヘ
　
送
受
信
機
の
筐
体
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

二
　
送
信
装
置
の
条
件

四
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
帯
域
幅
当
た
り
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
は
、
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
六
第
二
号
に
規
定
す
る

値
と
す
る
。

第
七
節
の
二
の
四
　
携
帯
無
線
通
信
等
を
抑
止
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備

（
携
帯
無
線
通
信
等
を
抑
止
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
五
十
四
条
の
四
　
携
帯
無
線
通
信
等
を
抑
止
す
る
無
線
局
（
無
線
局
根
本
基
準
第
七
条
の
三
に
規
定
す
る
無
線
局

を
い
う
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
送
信
空
中
線
電
力
は
、
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
電
源
設
備
及
び
空
中
線
系
を
除
く
無
線
設
備
は
、
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
ま
た
、
増
幅
部

が
別
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
無
線
設
備
と
し
て
の
同
一
性
を
維
持
で
き
る
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

三
　
空
中
線
系
は
、
容
易
に
取
り
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。

四
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

第
七
節
の
三
　
振
幅
変
調
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備

（
搬
送
周
波
数
）

第
五
十
五
条
　
単
側
波
帯
の
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
単
一
通
信
路
の
無
線
電
話
（
海
上
移

動
業
務
、
航
空
移
動
業
務
及
び
海
上
無
線
航
行
業
務
の
無
線
局
並
び
に
地
上
基
幹
放
送
局
の
も
の
を
除
く
。
）
の

搬
送
周
波
数
は
、
当
該
無
線
電
話
に
係
る
割
当
周
波
数
か
ら
一
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
（
放
送
中
継
を
行
う
固
定
局
の
も
の

に
あ
つ
て
は
、
三
・
七
五
ｋ
Ｈ
ｚ
）
低
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
送
信
装
置
の
条
件
）

第
五
十
六
条
　
Ｈ
三
Ｅ
電
波
、
Ｊ
三
Ｅ
電
波
又
は
Ｒ
三
Ｅ
電
波
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
使
用
す
る
無
線
局
の
送
信
装
置

は
、
次
の
表
に
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
航
空
移
動
業
務
の
無
線
局
、

地
上
基
幹
放
送
局
、
放
送
中
継
を
行
う
固
定
局
及
び
ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
送
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
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区
別

条
件

搬
送
波
電
力

一
の
変
調
周
波
数
に
よ
つ
て
飽
和
レ
ベ
ル
で
変
調
し
た
と
き
の
平
均
電
力
よ
り
、
Ｒ

三
Ｅ
電
波
の
場
合
に
お
い
て
は
一
八
デ
シ
ベ
ル
（±

）
二
デ
シ
ベ
ル
低
い
値
、
Ｊ
三

Ｅ
電
波
の
場
合
に
お
い
て
は
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値

側
波
帯

上
側
波
帯

出
力
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス

な
る
べ
く
七
五
オ
ー
ム
（
船
舶
局
及
び
空
中
線
電
力
一
ワ
ツ
ト
以
下
の
送
信
装
置
を

除
く
。
）

ト
ー
ン
周
波
数
（
第
四
十
条

の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の

送
信
装
置
を
除
く
。
）

な
る
べ
く
一
、
五
〇
〇
ヘ
ル
ツ

総
合
周
波
数
特
性
（
変
調
周

波
数
三
五
〇
ヘ
ル
ツ
か
ら
二
、

七
〇
〇
ヘ
ル
ツ
ま
で
）

六
デ
シ
ベ
ル
以
内
（
空
中
線
電
力
一
ワ
ツ
ト
以
下
の
送
信
装
置
を
除
く
。
）

総
合

ひ
ず
み

歪

及
び
雑
音

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
変
調
さ
れ
た
基
準
入
力
レ
ベ
ル
を
加
え
た
場
合
に

お
い
て
、
装
置
の
全
出
力
と
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
不
要
成
分
の
比
が
二
〇
デ
シ
ベ
ル

以
上
（
Ｈ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
送
信
装
置
又
は
空
中
線
電
力
一
ワ
ツ
ト
以
下
の
送

信
装
置
を
除
く
。
）

２
　
前
項
の
送
信
装
置
で
海
上
移
動
業
務
に
使
用
す
る
も
の
は
、
同
項
の
条
件
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
搬
送
波
に
生
ず
る
周
波
数
変
調
が
で
き
る
限
り
低
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
選
択
呼
出
装
置
を
付
置
す
る
送
信
装
置
は
、
選
択
呼
出
信
号
を
送
信
す
る
場
合
に
は
、
搬
送
波
を
添
加
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
受
信
装
置
の
条
件
）

第
五
十
七
条
　
Ｊ
三
Ｅ
電
波
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
使
用
す
る
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
受
信
装
置
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
空
中
線
電
力
一
ワ
ツ
ト
以
下
の
送
信
設
備
を
使
用
す
る
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

区
別

条
件

感
度

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
変
調
周
波
数
に
お
い
て
、
装
置
の
定
格
出
力
の
二
分
の
一
の
出
力
と
そ

の
中
に
含
ま
れ
る
不
要
成
分
と
の
比
を
二
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
た
め
に
必
要
な
受
信
機
入
力
電

圧
が
三
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
以
下
（
第
四
十
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
受
信
装
置
を
除
く
。
）

一
信
号

選
択
度

通
過
帯
域

幅

六
デ
シ
ベ
ル
低
下
の
幅
が
な
る
べ
く
二
・
四
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
三
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

減
衰
量

二
六
デ
シ
ベ
ル
低
下
の
帯
域
幅
が
（±

）
一
・
七
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内

四
六
デ
シ
ベ
ル
低
下
の
帯
域
幅
が
（±

）
一
・
九
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内

六
六
デ
シ
ベ
ル
低
下
の
帯
域
幅
が
（±

）
二
・
一
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内

ス
プ
リ
ア

ス
・
レ
ス

ポ
ン
ス

四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

実
効
選
択
度

感
度
抑
圧
効
果
は
、
変
調
さ
れ
た
一
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
希
望
波
入
力
電
圧
を
加
え
た
状
態

の
下
で
希
望
波
か
ら
四
ｋ
Ｈ
ｚ
（
一
、
六
〇
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
六
、
一
七
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以

下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
に
つ
い
て
は
三
ｋ
Ｈ
ｚ
）
以
上
離

れ
た
妨
害
波
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
希
望
波
の
出
力
を
三
デ
シ
ベ
ル
抑
圧
す
る
妨
害
波
入

力
電
圧
が
一
〇
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

局
部
発
振
器

一
　
周
波
数
変
動
は
、
一
時
間
に
、
一
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
と
き
（±

）
二
〇
ヘ
ル
ツ
以
内
、
一

三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
と
き
（±

）
五
〇
ヘ
ル
ツ
以
内
で
あ
る
こ
と
。

二
　
船
舶
局
の
も
の
で
送
信
装
置
と
共
用
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
に
掲
げ
る
条
件
の
ほ

か
、
希
望
波
を
五
〇
ヘ
ル
ツ
以
内
の
周
波
数
差
で
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
調
整
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

総
合

ひ
ず
み

歪

及
び
雑
音
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で
変
調
さ
れ
た
三
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
受
信
機
入
力
電
圧
を

加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
定
格
出
力
の
二
分
の
一
の
出
力
と
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
不
要
成
分
の

比
が
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

２
　
前
項
の
受
信
装
置
で
選
択
呼
出
装
置
を
付
置
す
る
も
の
は
、
選
択
呼
出
信
号
を
受
信
す
る
場
合
に
搬
送
波
を
添

加
し
な
い
で
当
該
信
号
を
受
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
フ
ア
ク
シ
ミ
リ
通
信
を
行
う
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
技
術
的
条
件
）

第
五
十
七
条
の
二
　
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
Ｊ
二
Ｃ
電
波
又
は
Ｊ
三
Ｃ
電
波
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
を
使
用
す
る
も
の
は
、
第
五
十
六
条
及
び
第
五
十
七
条
に
定
め
る
条
件
の
ほ
か
、
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条

件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
数
零
点
単
側
波
帯
変
調
方
式
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
五
十
七
条
の
二
の
二
　
実
数
零
点
単
側
波
帯
変
調
方
式
の
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
三
三
五
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も

の
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
海
岸
局
、
航
空
局
、
実

験
試
験
局
、
ア
マ
チ
ュ
ア
局
及
び
簡
易
無
線
局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
単
側
波
帯
の
も
の
は
、
六
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
単
側
波
帯
以
外
の
も
の
は
、
一
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
で
あ
る
こ
と
。

二
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
一
、
七
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
正
弦
波
に
よ
り
変
調
を
行
い
、
空
中
線
電
力
を
定

格
出
力
の
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
設
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
値
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
六
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
か
ら
六
・
二
五
ｋ

Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
一
・
七
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
の
平
均
値
が
、
平
均
電
力
よ

り
五
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
又
は
三
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
値
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
平
均
電
力

が
一
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
の
場
合
は
四
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
一
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
送
信
す
る
電
波
の
周
波
数
か
ら
一
二
・
五
ｋ

Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
三
・
四
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
の
平
均
値
が
、
平
均
電
力
よ

り
五
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
又
は
三
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
値
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
平
均
電
力

が
一
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
の
場
合
は
四
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

２
　
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
陸
上
局
か
ら
電
波
を
受
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
周
波
数
の
電
波
の

み
を
発
射
す
る
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
通
信
方
式
が
複
信
方
式
又
は
半
複
信

方
式
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３
　
送
信
周
波
数
を
自
動
的
に
補
正
す
る
機
能
（
以
下
「
周
波
数
追
従
機
能
」
と
い
う
。
）
を
有
し
て
い
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
陸
上
局
（
以
下
「
基
準
局
」
と
い
う
。
）

か
ら
の
電
波
を
受
信
し
て
得
ら
れ
る
周
波
数
を
基
準
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
八
節
　
角
度
変
調
等
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備

（
送
信
装
置
の
条
件
）

第
五
十
七
条
の
三
　
Ｆ
一
Ｂ
電
波
、
Ｆ
一
Ｃ
電
波
、
Ｆ
一
Ｄ
電
波
、
Ｆ
一
Ｅ
電
波
、
Ｆ
一
Ｆ
電
波
、
Ｆ
一
Ｎ
電
波
、

Ｆ
一
Ｘ
電
波
、
Ｇ
一
Ｂ
電
波
、
Ｇ
一
Ｃ
電
波
、
Ｇ
一
Ｄ
電
波
、
Ｇ
一
Ｅ
電
波
、
Ｇ
一
Ｆ
電
波
、
Ｇ
一
Ｎ
電
波
又
は

Ｇ
一
Ｘ
電
波
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
、
二
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
六
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
を
使
用
す
る
固
定
局
、
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
及
び
携
帯
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
送
信
装
置

は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
放
送
番
組
中
継
を
行
う
固

定
局
、
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
、
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び

符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
符
号
分
割
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多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た

め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分

割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
直
交

周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携

帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等

を
行
う
無
線
局
、
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
、
直
交
周
波

数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設

備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波

数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局
、
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上

移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線

局
、
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
、
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
、
時

分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
、
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
と

陸
上
移
動
局
と
の
間
の
通
信
を
中
継
す
る
無
線
局
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無

線
局
、
特
定
小
電
力
無
線
局
、
デ
ジ
タ
ル
空
港
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
空
港
無
線
通
信
設
備
の

試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
、
小
電
力
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
、
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
、
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域

移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
及
び
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ

ス
テ
ム
の
無
線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又

は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局

及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
シ
ン
グ
ル
キ

ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ

ム
の
無
線
局
、
無
人
移
動
体
画
像
伝
送
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
、
簡
易
無
線
局
、
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
通
信
方
式
の
無

線
局
及
び
市
町
村
デ
ジ
タ
ル
防
災
無
線
通
信
を
行
う
固
定
局
並
び
に
総
務
大
臣
が
次
の
各
号
の
条
件
を
適
用
す
る

こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
と
認
め
て
別
に
告
示
す
る
無
線
局
の
送
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
変
調
信
号
は
、
パ
ル
ス
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
送
信
速
度
は
、
毎
秒
八
キ
ロ
ビ
ツ
ト
以
下

の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
、
二
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
六
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
無
線
局
及
び
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
無
線
局
の
場
合
に
お
け
る
送
信
速
度
は
、
毎
秒
一
六
キ
ロ

ビ
ツ
ト
以
下
と
す
る
。

二
　
周
波
数
偏
位
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
四
キ
ロ
ビ
ツ
ト
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
変
調
の
な
い
と
き
の
搬
送
波

の
周
波
数
よ
り
（±

）
二
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
四
キ
ロ
ビ
ツ
ト
を
超
え
八
キ
ロ
ビ
ツ
ト
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
変
調

の
な
い
と
き
の
搬
送
波
の
周
波
数
よ
り
（±

）
四
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
八
キ
ロ
ビ
ツ
ト
を
超
え
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
変
調
の
な
い
と
き
の
搬
送

波
の
周
波
数
よ
り
（±

）
八
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内
で
あ
る
こ
と
。

三
　
隣
接
チ
ヤ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
変
調
信
号
の
送
信
速
度
と
同
じ
送
信
速
度
の
標
準
符
号
化
試
験
信
号
に
よ

り
変
調
し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
値
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
四
キ
ロ
ビ
ツ
ト
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
六
・

二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
二
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に

ふ
く輻

射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
六
〇

デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値

ロ
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
四
キ
ロ
ビ
ツ
ト
を
超
え
八
キ
ロ
ビ
ツ
ト
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
搬
送

波
の
周
波
数
か
ら
一
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
四
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に

ふ
く輻

射
さ
れ
る
電
力
が

搬
送
波
電
力
よ
り
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値

ハ
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
八
キ
ロ
ビ
ツ
ト
を
超
え
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
二

五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
八
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に

ふ
く輻

射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
六
〇
デ

シ
ベ
ル
以
上
低
い
値

（
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
通
信
方
式
の
無
線
局
の
無
線
設
備
）

第
五
十
七
条
の
三
の
二
　
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
通
信
方
式
（
変
調
方
式
が
四
分
のπ

シ
フ
ト
四
相
位
相
変
調
、
オ
フ

セ
ッ
ト
四
相
位
相
変
調
、
四
値
周
波
数
偏
位
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
マ
ル
チ
サ
ブ
キ
ャ
リ
ア
一
六
値

直
交
振
幅
変
調
で
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
二
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
三
三
五
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
放
送
番
組
中
継
を
行
う
固
定
局
、
特
定
小
電
力
無
線
局
、
デ
ジ
タ
ル
空
港
無
線
通
信
を
行
う
無
線

局
及
び
デ
ジ
タ
ル
空
港
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
小
電
力
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス

テ
ム
の
無
線
局
、
無
人
移
動
体
画
像
伝
送
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
、
海
岸
局
、
船
舶
局
、
船
上
通
信
局
、
航
空
局
、

基
地
局
（
第
四
十
九
条
の
三
十
二
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
、
陸
上
移
動
局
（
同
条
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
、

実
験
試
験
局
、
ア
マ
チ
ュ
ア
局
及
び
簡
易
無
線
局
並
び
に
総
務
大
臣
が
次
に
掲
げ
る
条
件
を
適
用
す
る
こ
と
が
困

難
又
は
不
合
理
と
認
め
て
別
に
告
示
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
変
調
方
式
は
、
四
値
デ
ジ
タ
ル
変
調
（
四
分
のπ

シ
フ
ト
四
相
位
相
変
調
、
オ
フ
セ
ッ
ト
四
相
位
相
変
調

又
は
四
値
周
波
数
偏
位
変
調
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
一
六
値
デ
ジ
タ
ル
変
調
（
一
六
値
直
交
振
幅
変
調

又
は
マ
ル
チ
サ
ブ
キ
ャ
リ
ア
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
。

二
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
四
値
デ
ジ
タ
ル
変
調
の
場
合
は
、
次
の
値
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
一
の
搬
送
波
当
た
り
六
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
で
あ
る
こ
と
（
（
２
）
及
び
（
３
）
を
除
く
。
）
。

（２）
　
時
分
割
多
重
方
式
に
お
け
る
一
の
搬
送
波
当
た
り
に
多
重
す
る
数
が
二
の
場
合
、
又
は
送
受
信
を
同
一

の
搬
送
周
波
数
に
よ
り
行
う
時
分
割
複
信
方
式
（
半
複
信
方
式
の
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

単
に
「
時
分
割
複
信
方
式
」
と
い
う
。
）
の
場
合
、
又
は
時
分
割
多
元
接
続
方
式
の
一
の
搬
送
波
当
た
り

の
チ
ャ
ネ
ル
の
数
が
二
（
た
だ
し
、
時
分
割
複
信
方
式
の
場
合
は
一
と
す
る
。
）
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

一
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
時
分
割
多
重
方
式
に
お
け
る
一
の
搬
送
波
当
た
り
に
多
重
す
る
数
が
四
（
た
だ
し
、
時
分
割
複
信
方
式

の
場
合
は
二
と
す
る
。
）
の
場
合
、
又
は
時
分
割
多
元
接
続
方
式
の
一
の
搬
送
波
当
た
り
の
チ
ャ
ネ
ル
の

数
が
四
（
た
だ
し
、
時
分
割
複
信
方
式
の
場
合
は
二
と
す
る
。
）
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
で

あ
る
こ
と
。

ロ
　
一
六
値
デ
ジ
タ
ル
変
調
の
場
合
は
、
次
の
値
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
一
の
搬
送
波
当
た
り
六
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
で
あ
る
こ
と
（
（
２
）
及
び
（
３
）
を
除
く
。
）
。

（２）
　
時
分
割
多
重
方
式
に
お
け
る
一
の
搬
送
波
当
た
り
に
多
重
す
る
数
が
四
（
た
だ
し
、
時
分
割
複
信
方
式

の
場
合
は
二
と
す
る
。
）
の
場
合
、
又
は
時
分
割
多
元
接
続
方
式
の
一
の
搬
送
波
当
た
り
の
チ
ャ
ネ
ル
の

数
が
四
（
た
だ
し
、
時
分
割
複
信
方
式
の
場
合
は
二
と
す
る
。
）
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
一
二
・
五
ｋ
Ｈ

ｚ
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
時
分
割
多
重
方
式
に
お
け
る
一
の
搬
送
波
当
た
り
に
多
重
す
る
数
が
六
の
場
合
、
又
は
時
分
割
多
元
接

続
方
式
の
一
の
搬
送
波
当
た
り
の
チ
ャ
ネ
ル
の
数
が
六
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
で
あ
る
こ

と
。

三
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
変
調
信
号
の
送
信
速
度
と
同
じ
送
信
速
度
の
標
準
符
号
化
試
験
信
号
に
よ

り
変
調
し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
四
値
デ
ジ
タ
ル
変
調
の
場
合
は
、
次
の
値
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
六
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
六
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ

離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
Ｒ
（
Ｒ
は
、
変
調
信
号
の
伝
送
速
度
の
四
分
の
一
の
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
四

値
周
波
数
偏
位
変
調
の
も
の
に
あ
つ
て
は
二
ｋ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。
以
下
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
帯
域
内
に

輻
射
さ
れ
る
電
力
が
、
搬
送
波
電
力
よ
り
五
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
又
は
三
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
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の
値
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
の
場
合
は
四
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る

こ
と
。

（２）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
一
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
一
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ

離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
Ｒ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
、
搬
送
波
電
力
よ
り
五
五
デ
シ
ベ
ル
以
上

低
い
値
又
は
三
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
値
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
の
場

合
は
四
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周

波
数
の
（±
）
Ｒ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
、
搬
送
波
電
力
よ
り
五
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
又

は
三
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
値
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
の
場
合
は
四
五

デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
一
六
値
デ
ジ
タ
ル
変
調
の
場
合
は
、
次
の
値
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
六
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
六
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ

離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
Ｒ
（
Ｒ
は
、
変
調
信
号
の
伝
送
速
度
の
八
分
の
一
の
値
と
す
る
。
以
下
ロ
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
、
搬
送
波
電
力
よ
り
五
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
又
は

三
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
値
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
の
場
合
は
四
五
デ

シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
一
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
一
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ

離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
Ｒ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
、
搬
送
波
電
力
よ
り
五
五
デ
シ
ベ
ル
以
上

低
い
値
又
は
三
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
値
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
の
場

合
は
四
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周

波
数
の
（±

）
Ｒ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
、
搬
送
波
電
力
よ
り
五
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
又

は
三
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
値
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
の
場
合
は
四
五

デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
で
あ
る
こ
と
。

２
　
通
信
の
相
手
方
で
あ
る
陸
上
局
か
ら
電
波
を
受
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
動
的
に
選
択
さ
れ
る
周
波
数
の
電
波
の

み
を
発
射
す
る
無
線
設
備
に
あ
つ
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
通
信
方
式
が
複
信
方
式
又
は
半
複
信

方
式
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３
　
周
波
数
追
従
機
能
を
有
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
条
件
の
ほ
か
、
基
準
局
か
ら
の
電

波
を
受
信
し
て
得
ら
れ
る
周
波
数
を
基
準
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
五
十
八
条
　
Ｆ
二
Ａ
電
波
、
Ｆ
二
Ｂ
電
波
、
Ｆ
二
Ｃ
電
波
、
Ｆ
二
Ｄ
電
波
、
Ｆ
二
Ｎ
電
波
、
Ｆ
二
Ｘ
電
波
、
Ｆ
三

Ｃ
電
波
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
送
信
装
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
条
件
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
航
空
移
動
業
務
の
無
線
局
（
無
線
通
信
規
則
付
録
第
十
八
号
の
表

に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
航
空
機
局
を
除
く
。
）
、
地
上
基
幹
放
送
局
、
放
送
中
継
を
行
う
無
線
局
、

特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
、
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
、
特
定
小
電
力
無
線
局
、
小
電
力
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
、
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
、
実
験
試
験
局
、
簡
易
無
線
局
、
ア
マ
チ

ュ
ア
局
、
構
内
無
線
局
、
四
〇
三
・
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
四
〇
五
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
気

象
援
助
局
（
ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ
の
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
総
務
大
臣
が
次
の
各
号
の
条
件
を
適
用
す
る
こ
と
が
困

難
又
は
不
合
理
と
認
め
て
別
に
告
示
す
る
無
線
局
の
送
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
変
調
周
波
数
は
、
三
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
周
波
数
偏
移
は
、
変
調
の
な
い
と
き
の
搬
送
波
の
周
波
数
よ
り
、
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、

一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
二
・
〇
三
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
四
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は

一
、
二
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
六
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
送
信
装
置
（
四
五
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
に
つ
い
て
は
四
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
六
七
・
五
八
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
船
上
通
信
設
備
の
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
（±

）
五
ｋ
Ｈ
ｚ
、

三
三
五
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
す
る
送
信
装
置
（
四
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
六
七
・
五
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
船
上
通
信
設
備
の
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
（±

）
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
。

三
　
周
波
数
偏
移
が
前
号
に
規
定
す
る
値
を
超
え
る
こ
と
を
防
ぐ
自
動
的
制
御
装
置
を
備
え
付
け
て
い
る
も
の
で

あ
る
こ
と
（
空
中
線
電
力
一
ワ
ツ
ト
以
下
の
送
信
装
置
（
三
三
五
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の

周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
四
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
六
七
・
五
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
す
る
船
上
通
信
設
備
の
も
の
に
限
る
。
）
の
場
合
を
除
く
。
）
。

四
　
前
号
の
自
動
的
制
御
装
置
と
変
調
器
と
の
間
に
低
域
ろ
波
器
（
三
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
五
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
間
の
各

周
波
数
に
つ
い
て
、
当
該
各
周
波
数
に
お
け
る
減
衰
量
と
一
ｋ
Ｈ
ｚ
に
お
け
る
減
衰
量
と
の
比
が
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
送
信
装
置
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
以
上
と

な
る
も
の
に
限
る
。
）
を
備
え
付
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

送
信
装
置
の
区
別

減
衰
量
の
比
を
求
め
る
式

五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
若
し
く
は
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
一
六
二
・
〇
三
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

送
信
装
置
又
は
四
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
六
七
・
五
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
船
上
通
信
設
備
の
送
信
装
置

４
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０
（
ｆ
／
３
）
デ

シ
ベ
ル

ｆ
は
、
３
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
１
５
ｋ

Ｈ
ｚ
ま
で
の
当
該
各
周
波
数

（
単
位
ｋ
Ｈ
ｚ
）
と
す
る
。
以

下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

三
三
五
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

を
超
え
九
五
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
送
信
装

置
（
四
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
六
七
・
五
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
す
る
船
上
通
信
設
備
の
も
の
を
除
く
。
）

８
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０
（
ｆ
／
３
）
デ

シ
ベ
ル

一
、
二
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
六
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
使
用
す
る
送
信
装
置

６
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０
（
ｆ
／
３
）
デ

シ
ベ
ル

五
　
隣
接
チ
ヤ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
一
、
二
五
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で

大
周
波
数
偏
移
の
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト

の
変
調
を
す
る
た
め
に
必
要
な
入
力
電
圧
よ
り
一
〇
デ
シ
ベ
ル
高
い
入
力
電
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
次

の
値
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
三
三
五
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
送
信
装
置
（
四
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
六
七
・
五
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
使
用
す
る
船
上
通
信
設
備
の
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
一
二
・
五
ｋ
Ｈ

ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
四
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
六
〇
デ

シ
ベ
ル
以
上
低
い
値

ロ
　
一
、
二
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
六
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
送
信
装
置
に
あ
つ

て
は
、
搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
八
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る

電
力
が
搬
送
波
電
力
よ
り
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値

（
受
信
装
置
の
条
件
）

第
五
十
八
条
の
二
　
Ｆ
二
Ａ
電
波
、
Ｆ
二
Ｂ
電
波
、
Ｆ
二
Ｄ
電
波
、
Ｆ
二
Ｎ
電
波
、
Ｆ
二
Ｘ
電
波
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波

五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
二
・
〇
三
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
使
用
す

る
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
受
信
装
置
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
空
中
線
電
力
一
ワ
ツ
ト
以
下
の
無
線
局
、

第
四
十
条
の
二
第
一
項
（
第
四
十
五
条
の
十
二
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
無
線
局
及
び
総
務
大
臣
が
本
文
の
規
定
に
よ
る
条
件
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
と
認
め
て
別
に
告

示
す
る
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

区
別

条
件

111



感
度

雑
音
抑
圧
を
二
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
た
め
に
必
要
な
受
信
機
入
力
電
圧
が
二
マ
イ
ク

ロ
ボ
ル
ト
以
下

一
信
号
選
択

度

通
過
帯
域
幅

六
デ
シ
ベ
ル
低
下
の
幅
が
一
二
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上

減
衰
量

七
〇
デ
シ
ベ
ル
低
下
の
帯
域
幅
が
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内

ス
プ
リ
ア
ス
・

レ
ス
ポ
ン
ス

八
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

実
効
選
択
度
感
度
抑
圧
効
果

雑
音
抑
圧
を
二
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
た
め
に
必
要
な
受
信
機
入
力
電
圧
よ
り
六
デ
シ

ベ
ル
高
い
希
望
波
入
力
電
圧
を
加
え
た
状
態
の
下
で
、
希
望
波
か
ら
二
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以

上
離
れ
た
妨
害
波
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
雑
音
抑
圧
が
二
〇
デ
シ
ベ
ル
と
な
る

と
き
の
そ
の
妨
害
波
入
力
電
圧
が
一
〇
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上

相
互
変
調
特
性

希
望
波
信
号
の
な
い
状
態
で
相
互
変
調
を
生
ず
る
関
係
に
あ
る
各
妨
害
波
を
入
力
電

圧
一
・
七
八
ミ
リ
ボ
ル
ト
で
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
雑
音
抑
圧
が
二
〇
デ
シ
ベ
ル

以
下

局
部
発
振
器
の
周
波
数
変
動

〇
・
〇
〇
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

総
合

ひ
ず
み

歪

及
び
雑
音

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で

大
周
波
数
偏
移
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
変
調

を
さ
れ
た
一
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
受
信
機
入
力
電
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、

装
置
の
全
出
力
と
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
不
要
成
分
の
比
が
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

２
　
第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
無
線
局
の
受
信
装
置
（
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

無
線
設
備
の
機
器
以
外
の
も
の
を
除
く
。
）
は
、
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
五
十
八
条
の
二
の
二
　
Ｆ
二
Ａ
電
波
、
Ｆ
二
Ｂ
電
波
、
Ｆ
二
Ｄ
電
波
、
Ｆ
二
Ｎ
電
波
、
Ｆ
二
Ｘ
電
波
又
は
Ｆ
三
Ｅ

電
波
三
三
五
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
使
用
す
る
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
受
信
装
置
（
四

五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
六
七
・
五
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
船
上
通
信
設
備
の
も
の
を
除

く
。
）
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
本
文
の
規
定
に
よ
る
条
件
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合

理
と
認
め
て
別
に
告
示
す
る
無
線
局
の
受
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

区
別

条
件

感
度

基
準
感
度
（
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で

大
周
波
数
偏
移
の
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
変

調
を
さ
れ
た
希
望
波
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
装
置
の
出
力
の
う
ち
信
号
、
雑
音
及
び

ひ
ず
み

歪

の
出
力
の
和
と
雑
音
及
び

ひ
ず
み

歪

の
出
力
の
和
と
の
比
を
一
二
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
た
め
に
必
要
な

受
信
機
入
力
電
圧
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
二
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
以
下

一
信
号
選
択
度
に

お
け
る
通
過
帯
域

幅

雑
音
抑
圧
を
二
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
た
め
に
必
要
な
受
信
機
入
力
電
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
い

て
、
八
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上

実
効
選

択
度

ス
プ
リ
ア

ス
・
レ
ス

ポ
ン
ス

基
準
感
度
よ
り
三
デ
シ
ベ
ル
高
い
希
望
波
入
力
電
圧
を
加
え
た
状
態
の
下
で
、
四
〇
〇
ヘ
ル
ツ

の
周
波
数
で

大
周
波
数
偏
移
の
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
変
調
を
さ
れ
た
妨
害
波
を
加
え
た
場

合
に
お
い
て
、
装
置
の
出
力
の
う
ち
信
号
、
雑
音
及
び

ひ
ず
み

歪

の
出
力
の
和
と
雑
音
及
び

ひ
ず
み

歪

の
出

力
の
和
と
の
比
が
一
二
デ
シ
ベ
ル
と
な
る
と
き
の
そ
の
妨
害
波
入
力
電
圧
と
基
準
感
度
と
の
比

が
七
〇
デ
シ
ベ
ル
（
空
中
線
電
力
一
ワ
ツ
ト
以
下
の
無
線
局
の
受
信
装
置
に
あ
つ
て
は
、
五
〇

デ
シ
ベ
ル
）
以
上

隣
接
チ
ヤ

ネ
ル
選
択

度

基
準
感
度
よ
り
三
デ
シ
ベ
ル
高
い
希
望
波
入
力
電
圧
を
加
え
た
状
態
の
下
で
、
四
〇
〇
ヘ
ル
ツ

の
周
波
数
で

大
周
波
数
偏
移
の
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
変
調
を
さ
れ
た
妨
害
波
で
あ
つ
て
希

望
波
か
ら
一
二
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
も
の
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
装
置
の
出
力
の
う
ち
信

号
、
雑
音
及
び

ひ
ず
み

歪

の
出
力
の
和
と
雑
音
及
び

ひ
ず
み

歪

の
出
力
の
和
と
の
比
が
一
二
デ
シ
ベ
ル
と
な

る
と
き
の
そ
の
妨
害
波
入
力
電
圧
と
基
準
感
度
と
の
比
が
六
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

相
互
変
調

特
性

基
準
感
度
よ
り
三
デ
シ
ベ
ル
高
い
希
望
波
入
力
電
圧
を
加
え
た
状
態
の
下
で
、
相
互
変
調
を
生

ず
る
関
係
に
あ
る
各
妨
害
波
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
装
置
の
出
力
の
う
ち
信
号
、
雑
音
及

び
ひ
ず
み

歪

の
出
力
の
和
と
雑
音
及
び

ひ
ず
み

歪

の
出
力
の
和
と
の
比
が
一
二
デ
シ
ベ
ル
と
な
る
と
き
の
そ

の
妨
害
波
入
力
電
圧
と
基
準
感
度
と
の
比
が
七
〇
デ
シ
ベ
ル
（
空
中
線
電
力
一
ワ
ツ
ト
以
下
の

無
線
局
の
受
信
装
置
に
あ
つ
て
は
、
六
〇
デ
シ
ベ
ル
）
以
上

局
部
発
振
器
の
周

波
数
変
動

〇
・
〇
〇
〇
三
パ
ー
セ
ン
ト
（
空
中
線
電
力
一
ワ
ツ
ト
以
下
の
無
線
局
の
受
信
装
置
に
あ
つ
て

は
、
〇
・
〇
〇
〇
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
以
内

総
合

ひ
ず
み

歪

及
び
雑
音
一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で

大
周
波
数
偏
移
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
変
調
を
さ
れ
た

一
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
受
信
機
入
力
電
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
装
置
の
全
出
力
と
そ

の
中
に
含
ま
れ
る
不
要
成
分
の
比
が
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

２
　
Ｆ
三
Ｅ
電
波
四
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
六
七
・
五
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
使
用
す
る
船
上
通
信
設
備
（
空
中
線
電
力

一
ワ
ツ
ト
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
の
受
信
装
置
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

区
別

条
件

感
度

雑
音
抑
圧
を
二
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
た
め
に
必
要
な
受
信
機
入
力
電
圧
が
二
・
五
マ

イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
以
下

一
信
号
選
択

度

通
過
帯
域
幅

一
二
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上

減
衰
量

七
〇
デ
シ
ベ
ル
低
下
の
帯
域
幅
が
三
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内

ス
プ
リ
ア
ス
・

レ
ス
ポ
ン
ス

七
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

実
効
選
択
度
感
度
抑
圧
効
果

雑
音
抑
圧
を
二
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
た
め
に
必
要
な
受
信
機
入
力
電
圧
よ
り
六
デ
シ

ベ
ル
高
い
希
望
波
入
力
電
圧
を
加
え
た
状
態
の
下
で
希
望
波
か
ら
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上

離
れ
た
妨
害
波
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
雑
音
抑
圧
が
二
〇
デ
シ
ベ
ル
と
な
る
と

き
の
そ
の
妨
害
波
入
力
電
圧
が
三
・
一
六
ミ
リ
ボ
ル
ト
以
上

相
互
変
調
特
性

希
望
波
信
号
の
な
い
状
態
で
相
互
変
調
を
生
ず
る
関
係
に
あ
る
各
妨
害
波
を
入
力
電

圧
一
・
七
八
ミ
リ
ボ
ル
ト
で
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、
雑
音
抑
圧
が
二
〇
デ
シ
ベ
ル

以
下

局
部
発
振
器
の
周
波
数
変
動

〇
・
〇
〇
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
内

総
合

ひ
ず
み

歪

及
び
雑
音

一
、
〇
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
周
波
数
で

大
周
波
数
偏
移
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
変
調

を
さ
れ
た
一
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
の
受
信
機
入
力
電
圧
を
加
え
た
場
合
に
お
い
て
、

装
置
の
全
出
力
と
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
不
要
成
分
の
比
が
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

第
九
節
　
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
通
信
系
を
構
成
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備

（
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
の
周
波
数
の
電
波
の
無
線
電
話
又
は
テ
レ
メ
ー
タ
ー
を
使
用
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備
の
条
件
）

第
五
十
八
条
の
二
の
三
　
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
の
周
波
数
の
電
波
の
無
線
電
話
又
は
テ
レ
メ
ー
タ
ー
を
使
用
す
る
固
定

局
の
無
線
設
備
は
、
次
に
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
七
条
の
二
の

二
に
規
定
す
る
実
数
零
点
単
側
波
帯
変
調
方
式
の
無
線
局
及
び
第
五
十
七
条
の
三
の
二
に
規
定
す
る
狭
帯
域
デ
ジ

タ
ル
通
信
方
式
の
無
線
局
の
無
線
設
備
並
び
に
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一
　
送
話
端
の
送
信
設
備
の
入
力
に
八
〇
〇
ヘ
ル
ツ
の
試
験
音
を
〇
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル

と
す
る
。
）
の
レ
ベ
ル
で
加
え
た
場
合
に
お
け
る
受
話
端
の
受
信
設
備
の
出
力
が
（－

）
四
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上

で
あ
り
、
か
つ
、
信
号
対
雑
音
比
が
標
準
状
態
に
お
い
て
三
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
、

〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
の
み
を
使
用
す
る
場
合
に
お
け
る
信
号
対
雑
音
比
は
、
標
準
状
態
に
お

い
て
二
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
と
す
る
。

二
　
常
時
自
己
の
通
信
が
良
好
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
な
措
置
が
な
る
べ
く
講
ぜ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
他
の
無
線
局

の
通
信
に
妨
害
を
与
え
な
い
よ
う
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
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（
一
、
五
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通
信
業
務
用
固
定
局
の
無
線
設
備
）

第
五
十
八
条
の
二
の
三
の
二
　
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
さ
れ
た
固
定
局
の
無
線
設
備
で
あ

つ
て
、
一
、
四
二
七
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
二
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
、
四
七
五
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

一
、
五
一
〇
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
符
号
分
割
多
重
方
式
、
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
多
重
方
式
と
符
号
分
割
多
重

方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方
式
を
使
用
す
る
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
拡
散
符
号
速
度
は
、
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
又
は
毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
で
あ
る
こ
と
。

三
　
空
中
線
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

拡
散
符
号
速
度

空
中
線
電
力

毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

〇
・
六
ワ
ッ
ト
以
下

毎
秒
三
・
八
四
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

二
ワ
ッ
ト
以
下

四
　
発
射
す
る
電
波
の
周
波
数
帯
の
両
端
の
内
側
に
パ
イ
ロ
ッ
ト
チ
ャ
ネ
ル
を
二
以
上
挿
入
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

五
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
垂
直
偏
波
又
は
水
平
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

（
五
・
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
、
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
、
六
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
六
・
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

電
気
通
信
業
務
用
固
定
局
の
無
線
設
備
）

第
五
十
八
条
の
二
の
四
　
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
さ
れ
た
固
定
局
で
あ
つ
て
、
五
・
八
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
・
九
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
六
・
四
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
・
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
六
・
八
七

Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
・
一
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
以
下
「
五
・
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
、

六
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
六
・
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通
信
業
務
用
固
定
局
」
と
い
う
。
）

の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
若
し
く
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
又
は
こ
れ

ら
の
方
式
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
空
中
線
電
力
は
、
二
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

２
　
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
さ
れ
た
固
定
局
で
あ
つ
て
、
五
・
九
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え

六
・
四
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
以
下
「
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
電
気
通
信
業
務
用
固
定
局
」
と
い
う
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
又
は
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
周
波
数
変
調
（
主
搬
送
波
を
ア
ナ
ロ
グ
信
号
に
よ
り
変
調
す
る
も
の
又
は
デ
ジ
タ
ル
信
号
及

び
ア
ナ
ロ
グ
信
号
を
複
合
し
た
信
号
に
よ
り
変
調
す
る
も
の
に
限
る
。
第
五
十
八
条
の
二
の
五
及
び
別
表
第
二

号
第
６
９
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
若
し
く
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方

式
又
は
こ
れ
ら
の
方
式
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

（
六
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
七
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備
）

第
五
十
八
条
の
二
の
四
の
二
　
六
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
七
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局

（
六
・
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
・
八
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
七
・
四
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の

周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
（
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
若
し
く
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
又
は
こ
れ

ら
の
方
式
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
空
中
線
電
力
は
、
二
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

四
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

（
一
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
一
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備
）

第
五
十
八
条
の
二
の
五
　
一
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
一
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
（
一
〇
・
七

Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
一
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
四
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
五
・
三
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
使
用
す
る
固
定
局
（
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
線
設
備

は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
又
は
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
周
波
数
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
若
し
く
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重

方
式
又
は
こ
れ
ら
の
方
式
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

（
一
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備
）

第
五
十
八
条
の
二
の
六
　
一
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
（
一
七
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一

八
・
七
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
九
・
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
九
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

固
定
局
（
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る

条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
周
波
数
分
割
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
四
値
周
波
数
偏
位
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
若
し
く
は
直
交
周
波
数

分
割
多
重
方
式
又
は
こ
れ
ら
の
方
式
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

（
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備
）

第
五
十
八
条
の
二
の
六
の
二
　
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
（
二
二
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え

二
二
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
三
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
三
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局

（
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に

適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
四
値
周
波
数
偏
位
変
調
、
四
相
位
相
変
調
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調
若
し
く
は
直
交
周
波
数

分
割
多
重
方
式
又
は
こ
れ
ら
の
方
式
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

（
三
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通
信
業
務
用
固
定
局
の
無
線
設
備
）

第
五
十
八
条
の
二
の
七
　
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
さ
れ
た
固
定
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ

て
、
三
七
・
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
八
・
〇
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
三
八
・
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
九
・
〇
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以

下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
以
下
「
三
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通
信
業
務

用
固
定
局
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
四
値
周
波
数
偏
位
又
は
四
相
位
相
変
調
で
あ
る
こ
と
。

三
　
変
調
信
号
は
、
パ
ル
ス
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
送
信
速
度
は
、
毎
秒
八
・
一
九
二
メ
ガ
ビ

ッ
ト
以
下
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
信
号
に
誤
り
を
訂
正
す
る
信
号
を
付
加
す
る
場
合
は
、
誤
り

を
訂
正
す
る
信
号
の
送
信
速
度
は
当
該
信
号
の
送
信
速
度
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
送
信
空
中
線
は
、
直
径
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
パ
ラ
ボ
ラ
ア
ン
テ
ナ
と
同
等
以
上
の
利
得
又
は
指
向
特
性

を
有
す
る
こ
と
。

第
五
十
八
条
の
二
の
八
　
削
除
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（
一
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備
）

第
五
十
八
条
の
二
の
九
　
一
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
（
一
二
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一

二
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
（
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
又
は
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
四
相
位
相
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
若
し
く
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
又
は
こ
れ

ら
の
方
式
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

（
四
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備
）

第
五
十
八
条
の
二
の
十
　
四
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
（
三
七
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三

七
・
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
三
八
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
八
・
九
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定

局
（
放
送
の
業
務
の
用
に
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
線
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
条
件

に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
又
は
複
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
周
波
数
変
調
（
主
搬
送
波
を
ア
ナ
ロ
グ
信
号
に
よ
り
変
調
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
二
値
周
波

数
偏
位
変
調
、
二
相
位
相
変
調
若
し
く
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
又
は
こ
れ
ら
の
方
式
と
同
等
以
上
の
性

能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
又
は
垂
直
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

（
二
三
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
通
信
系
を
構
成
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備
）

第
五
十
八
条
の
二
の
十
一
　
二
三
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
三
・
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
通
信

系
を
構
成
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
、
複
信
方
式
又
は
同
報
通
信
方
式
で
あ
る
こ
と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
振
幅
変
調
、
周
波
数
変
調
、
四
相
位
相
偏
移
変
調
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
、
六
四
値
直
交

振
幅
変
調
若
し
く
は
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
又
は
こ
れ
ら
の
方
式
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

三
　
送
信
又
は
受
信
す
る
電
波
の
偏
波
は
、
水
平
偏
波
、
垂
直
偏
波
又
は
水
平
偏
波
及
び
垂
直
偏
波
の
組
合
せ
で

あ
る
こ
と
。

四
　
通
信
方
式
が
単
向
通
信
方
式
又
は
複
信
方
式
で
あ
る
場
合
の
送
信
空
中
線
は
、
直
径
三
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

の
パ
ラ
ボ
ラ
ア
ン
テ
ナ
と
同
等
以
上
の
利
得
又
は
指
向
特
性
を
有
す
る
こ
と
。

五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

（
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
市
町
村
デ
ジ
タ
ル
防
災
無
線
通
信
を
行
う
固
定
局
の
無
線
設
備
）

第
五
十
八
条
の
二
の
十
二
　
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
市
町
村
デ
ジ
タ

ル
防
災
無
線
通
信
を
行
う
固
定
局
の
無
線
設
備
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
通
信
方
式
は
、
単
向
通
信
方
式
、
単
信
方
式
、
複
信
方
式
、
半
複
信
方
式
又
は
同
報
通
信
方
式
で
あ
る
こ

と
。

二
　
変
調
方
式
は
、
四
値
周
波
数
偏
位
変
調
、
四
相
位
相
変
調
又
は
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
方
式
で
あ
る
こ
と
。

三
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
変
調
方
式
が
四
値
周
波
数
偏
位
変
調
の
場
合

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
一
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
四
・
八
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電

力
が
、
搬
送
波
電
力
よ
り
、
空
中
線
電
力
が
一
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
の
場
合
は
四
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低

い
値
、
空
中
線
電
力
が
一
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
無
線
局
の
場
合
は
五
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
又
は
三
二
マ

イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
値
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
変
調
方
式
が
四
相
位
相
変
調
の
場
合

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
七
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
七
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
Ｒ
（
Ｒ
は
、
変
調
信
号
の
伝
送
速
度
の
四

分
の
一
の
値
と
す
る
。
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
、
搬
送
波
電
力
よ

り
、
空
中
線
電
力
が
一
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
の
場
合
は
四
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
、
空
中
線
電
力
が

一
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
無
線
局
の
場
合
は
五
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
又
は
三
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の

値
で
あ
る
こ
と
。

（２）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
一
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
一
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
Ｒ
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
、
搬
送

波
電
力
よ
り
、
空
中
線
電
力
が
一
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
局
の
場
合
は
四
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
、
空
中

線
電
力
が
一
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
無
線
局
の
場
合
は
五
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
又
は
三
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ

ト
以
下
の
値
で
あ
る
こ
と
。

ハ
　
変
調
方
式
が
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
の
場
合

搬
送
波
の
周
波
数
か
ら
一
五
ｋ
Ｈ
ｚ
離
れ
た
周
波
数
の
（±

）
Ｒ
（
Ｒ
は
、
変
調
信
号
の
伝
送
速
度
の
八
分

の
一
の
値
と
す
る
。
）
の
帯
域
内
に
輻
射
さ
れ
る
電
力
が
、
搬
送
波
電
力
よ
り
、
空
中
線
電
力
が
一
ワ
ッ

ト
以
下
の
無
線
局
の
場
合
は
四
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
、
空
中
線
電
力
が
一
ワ
ッ
ト
を
超
え
る
無
線
局

の
場
合
は
五
五
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
い
値
又
は
三
二
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
の
値
で
あ
る
こ
と
。

四
　
空
中
線
電
力
は
、
一
〇
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
こ
と
。

第
五
章
　
高
周
波
利
用
設
備

第
一
節
　
通
則

（
高
周
波
出
力
の
算
出
方
法
等
）

第
五
十
八
条
の
三
　
高
周
波
利
用
設
備
の
高
周
波
出
力
の
測
定
及
び
算
出
方
法
は
、
告
示
す
る
。

第
二
節
　
通
信
設
備

（
適
用
の
範
囲
）

第
五
十
八
条
の
四
　
こ
の
節
の
規
定
は
、
法
第
百
条
第
一
項
第
一
号
の
許
可
を
要
す
る
通
信
設
備
に
適
用
が
あ
る
も

の
と
す
る
。

（
周
波
数
の
範
囲
等
）

第
五
十
九
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
信
設
備
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
（
施
行
規
則
第
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
四
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
又
は

定
格
電
圧
六
〇
〇
ボ
ル
ト
以
下
及
び
定
格
周
波
数
五
〇
ヘ
ル
ツ
若
し
く
は
六
〇
ヘ
ル
ツ
の
単
相
交
流
若
し
く
は

三
相
交
流
を
通
ず
る
電
力
線
又
は
直
流
を
通
ず
る
電
力
線
を
使
用
す
る
も
の
（
鋼
船
（
鋼
製
の
船
舶
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
内
で
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
、
か
つ
、
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
分
電
盤

か
ら
負
荷
側
又
は
鋼
船
内
に
設
置
さ
れ
た
配
電
盤
か
ら
負
荷
側
に
お
い
て
、
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で

の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
誘
導
式
通
信
設
備
（
施
行
規
則
第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
誘
導
式
通
信
設
備
の
う
ち
誘
導
式

読
み
書
き
通
信
設
備
（
同
号
（
２
）
に
規
定
す
る
誘
導
式
読
み
書
き
通
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除

い
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
二
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
（
施
行
規
則
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通

信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
搬
送
波
の
変
調
方
式
が
ス
ペ
ク
ト
ル
拡
散
方
式
の
も
の
は
、
搬
送
波

が
拡
散
さ
れ
る
周
波
数
の
範
囲
が
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
間
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
の
送
信
設
備
（
特
殊
な
装
置
の
も
の
を
除
く
。
）
の
高
周
波
出
力
は
、
一
〇
ワ
ッ
ト
以

下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
周
波
数
の
許
容
偏
差
）

第
五
十
九
条
の
二
　
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
及
び
誘
導
式
通
信
設
備
か
ら
発
射
さ
れ
る
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
千

分
の
一
と
す
る
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
こ
の
数
値
を
特
に
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
設
備
の
種
類
、
使

用
周
波
数
及
び
数
値
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。
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第
五
十
九
条
の
三
　
誘
導
式
読
み
書
き
通
信
設
備
か
ら
発
射
さ
れ
る
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
百
万
分
の
五
〇
と
す

る
。

（
漏
え
い
電
界
強
度
等
の
許
容
値
）

第
六
十
条
　
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
五
十

九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一
　
一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
四
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
電
力
線
に
通
ず
る
高
周
波

電
流
の
搬
送
波
に
よ
る
電
界
強
度
は
、
そ
の
送
信
設
備
か
ら
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
、
か
つ
、
電
力
線
か

らλ

／
２π
（λ

は
搬
送
波
の
波
長
を
メ
ー
ト
ル
で
表
し
た
も
の
と
し
、π

は
円
周
率
と
す
る
。
以
下
同

じ
。
）
の
距
離
に
お
い
て
毎
メ
ー
ト
ル
五
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

（１）
　
伝
導
妨
害
波
の
電
流
及
び
電
圧
並
び
に
放
射
妨
害
波
の
電
界
強
度
は
、
次
の
（
一
）
か
ら
（
四
）
ま
で
の

各
表
に
定
め
る
値
以
下
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
通
信
線
又
は
そ
れ
に
相
当
す
る
部
分
が
一
の
筐
体
内
に
収

容
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
（
三
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（一）
　
通
信
状
態
に
お
け
る
電
力
線
へ
の
伝
導
妨
害
波
の
電
流

周
波
数
帯

許
容
値
（
一
マ
イ
ク
ロ
ア
ン
ペ
ア
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

準
尖
頭
値

平
均
値

一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以

上
五
〇
〇
ｋ
Ｈ

ｚ
未
満

三
六
デ
シ
ベ
ル
か
ら
二
六
デ
シ
ベ
ル
ま
で
　
※

二
六
デ
シ
ベ
ル
か
ら
一
六
デ
シ
ベ

ル
ま
で
　
※

五
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以

上
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下

二
六
デ
シ
ベ
ル

一
六
デ
シ
ベ
ル

二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
未

満

二
〇
デ
シ
ベ
ル
（
屋
内
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通

信
設
備
（
施
行
規
則
第
四
十
四
条
第
二
項
第

二
号
の
（
１
）
に
規
定
す
る
屋
内
広
帯
域
電

力
線
搬
送
通
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
あ
つ
て
は
、
三
〇
デ
シ
ベ
ル
）

一
〇
デ
シ
ベ
ル
（
屋
内
広
帯
域
電

力
線
搬
送
通
信
設
備
に
あ
つ
て

は
、
二
〇
デ
シ
ベ
ル
）

一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下

一
〇
デ
シ
ベ
ル
（
屋
内
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通

信
設
備
に
あ
つ
て
は
、
二
〇
デ
シ
ベ
ル
）

〇
デ
シ
ベ
ル
（
屋
内
広
帯
域
電
力

線
搬
送
通
信
設
備
に
あ
つ
て
は
、

一
〇
デ
シ
ベ
ル
）

注
　
※
を
付
し
た
値
は
、
周
波
数
の
対
数
に
対
し
て
直
線
的
に
減
少
し
た
値
と
す
る
。

（二）
　
非
通
信
状
態
に
お
け
る
電
力
線
へ
の
伝
導
妨
害
波
の
電
圧

周
波
数
帯

許
容
値
（
一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

準
尖
頭
値

平
均
値

一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
五
〇
〇
ｋ

Ｈ
ｚ
未
満

六
六
デ
シ
ベ
ル
か
ら
五
六
デ
シ
ベ

ル
ま
で
　
※

五
六
デ
シ
ベ
ル
か
ら
四
六
デ
シ
ベ

ル
ま
で
　
※

五
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

五
六
デ
シ
ベ
ル

四
六
デ
シ
ベ
ル

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

六
〇
デ
シ
ベ
ル

五
〇
デ
シ
ベ
ル

注
　
※
を
付
し
た
値
は
、
周
波
数
の
対
数
に
対
し
て
直
線
的
に
減
少
し
た
値
と
す
る
。

（三）
　
通
信
状
態
に
お
け
る
通
信
線
又
は
そ
れ
に
相
当
す
る
部
分
へ
の
伝
導
妨
害
波
の
電
流

周
波
数
帯

許
容
値
（
一
マ
イ
ク
ロ
ア
ン
ペ
ア
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

準
尖
頭
値

平
均
値

一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
五
〇

〇
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満

四
〇
デ
シ
ベ
ル
か
ら
三
〇
デ
シ
ベ
ル

ま
で
　
※

三
〇
デ
シ
ベ
ル
か
ら
二
〇
デ
シ
ベ
ル

ま
で
　
※

五
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
三
〇

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

三
〇
デ
シ
ベ
ル

二
〇
デ
シ
ベ
ル

注
　
※
を
付
し
た
値
は
、
周
波
数
の
対
数
に
対
し
て
直
線
的
に
減
少
し
た
値
と
す
る
。

（四）
　
通
信
状
態
に
お
け
る
放
射
妨
害
波
の
電
界
強
度

周
波
数
帯

許
容
値
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
を
〇
デ
シ

ベ
ル
と
す
る
。
）

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

三
〇
デ
シ
ベ
ル

二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

三
七
デ
シ
ベ
ル

（２）
　
（
１
）
に
掲
げ
る
伝
導
妨
害
波
の
電
流
及
び
電
圧
並
び
に
放
射
妨
害
波
の
電
界
強
度
の
測
定
方
法
に
つ
い

て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
。

第
六
十
一
条
　
誘
導
式
通
信
設
備
の
線
路
に
通
ず
る
高
周
波
電
流
の
搬
送
波
に
よ
る
電
界
強
度
は
、
線
路
か
らλ

／
２π

の
地
点
で
毎
メ
ー
ト
ル
二
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
炭
坑
に
お

け
る
坑
内
等
地
形
の
制
限
に
よ
り
測
定
が
不
可
能
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
十
一
条
の
二
　
誘
導
式
読
み
書
き
通
信
設
備
か
ら
発
射
さ
れ
る
搬
送
波
に
よ
る
電
界
強
度
は
、
一
〇
メ
ー
ト
ル

の
距
離
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
値
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
一
三
・
五
五
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
三
・
五
六
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
に
お
い
て
毎
メ
ー
ト
ル
四
七
・
五
四
四

ミ
リ
ボ
ル
ト

二
　
一
三
・
四
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
三
・
五
五
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
又
は
一
三
・
五
六
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
三
・
七
一
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
に
お
い
て
毎
メ
ー
ト
ル
一
・
〇
六
一
ミ
リ
ボ
ル
ト

三
　
一
三
・
一
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
三
・
四
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
又
は
一
三
・
七
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
・
〇
一
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
に
お
い
て
毎
メ
ー
ト
ル
三
一
六
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
周
波
数
以
外
の
周
波
数
に
お
い
て
毎
メ
ー
ト
ル
一
五
〇
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト

第
六
十
二
条
　
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
（
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
を
除
く
。
）
及
び
誘
導
式
通
信
設
備
か
ら

発
射
さ
れ
る
高
調
波
、
低
調
波
又
は
寄
生
発
射
の
強
度
は
、
搬
送
波
に
対
し
て
三
〇
デ
シ
ベ
ル
以
上
低
く
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
二
条
の
二
　
誘
導
式
読
み
書
き
通
信
設
備
か
ら
発
射
さ
れ
る
高
調
波
又
は
低
調
波
の
強
度
は
、
五
〇
マ
イ
ク

ロ
ワ
ッ
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
の
条
件
）

第
六
十
三
条
　
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
（
広
帯
域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
を
除
く
。
）
は
、
電
力
線
に
通
ず
る
高
周

波
電
流
に
よ
つ
て
他
の
通
信
設
備
に
混
信
を
与
え
な
い
よ
う
に
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
高
周
波
電
流
を
通
ず
る
電
力
線
の
分
岐
点
に
は
、
伝
送
特
性
の
必
要
に
応
じ
塞
流
線
輪
を
入
れ
る
こ
と
。

二
　
高
周
波
電
流
を
通
ず
る
電
力
線
の
経
路
は
、
そ
の
附
近
に
他
の
各
種
線
路
及
び
無
線
設
備
が
少
な
い
よ
う
に

定
め
る
こ
と
。

（
誘
導
式
通
信
設
備
の
条
件
）

第
六
十
四
条
　
高
周
波
電
流
を
通
ず
る
誘
導
式
通
信
設
備
の
線
路
は
、
他
の
通
信
設
備
に
与
え
る
混
信
を
防
止
す
る

た
め
で
き
る
限
り
他
の
電
線
路
と
の
結
合
が
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
信
設
備
に
よ
る
混
信
等
の
防
止
）

第
六
十
四
条
の
二
　
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
、
誘
導
式
通
信
設
備
又
は
誘
導
式
読
み
書
き
通
信
設
備
に
つ
い
て
は
、

そ
の
設
備
に
よ
っ
て
副
次
的
に
発
す
る
電
波
又
は
高
周
波
電
流
が
、
他
の
通
信
設
備
に
継
続
的
か
つ
重
大
な
混
信

若
し
く
は
障
害
を
与
え
、
又
は
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
混
信
又
は
障
害
の
除
去
の
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

115



第
三
節
　
通
信
設
備
以
外
の
設
備

（
妨
害
波
電
圧
等
の
許
容
値
）

第
六
十
五
条
　
通
信
設
備
以
外
の
高
周
波
利
用
設
備
の
電
源
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
並
び
に
利
用
周
波
数
に
よ

る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
磁
界
強
度
又
は
電
界
強
度
の

大
許
容
値
は
、
別
に
告
示
す
る
も
の
を
除
き
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
四
〇
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
高
周
波
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
生
さ
せ
て
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
材
料
の
処
理
、
検
査
又
は
分
析
の
た
め
に
用
い
る
設
備
で
あ
つ
て
、
住
居
用
に
使
用
す
る
目
的
の
建
造
物

に
給
電
す
る
低
電
圧
電
力
系
統
に
直
接
接
続
す
る
施
設
で
使
用
さ
れ
る
も
の

（１）
　
電
源
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
の

大
許
容
値

周
波
数
帯

大
許
容
値
（
一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

準
尖
頭
値

平
均
値

一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
五
〇
〇
ｋ

Ｈ
ｚ
未
満

六
六
デ
シ
ベ
ル
か
ら
五
六
デ
シ
ベ

ル
ま
で
　
※

五
六
デ
シ
ベ
ル
か
ら
四
六
デ
シ
ベ

ル
ま
で
　
※

五
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

五
六
デ
シ
ベ
ル

四
六
デ
シ
ベ
ル

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

六
〇
デ
シ
ベ
ル

五
〇
デ
シ
ベ
ル

注
　
※
を
付
し
た
値
は
、
周
波
数
の
対
数
に
対
し
て
直
線
的
に
減
少
し
た
値
と
す
る
。

（２）
　
当
該
設
備
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
磁
界
強

度
の

大
許
容
値

周
波
数
帯

準
尖
頭
値
の

大
許
容
値
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ
ク
ロ
ア
ン
ペ
ア
を
〇

デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

未
満

七
九
・
九
デ
シ
ベ
ル
（
医
療
用
設
備
に
あ
つ
て
は
、
四
八
・
五
デ
シ
ベ

ル
）

一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

三
九
デ
シ
ベ
ル
か
ら
三
デ
シ
ベ
ル
ま
で
　
※

注
　
※
を
付
し
た
値
は
、
周
波
数
の
対
数
に
対
し
て
直
線
的
に
減
少
し
た
値
と
す
る
。

（３）
　
当
該
設
備
か
ら
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
電
界

強
度
の

大
許
容
値

周
波
数
帯

大
許
容
値
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
を
〇
デ

シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

準
尖
頭
値

平
均
値

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
八
〇
・
八
七
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

三
〇
デ
シ
ベ
ル

二
五
デ
シ
ベ
ル

八
〇
・
八
七
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
一
・
八
四
八

Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

五
〇
デ
シ
ベ
ル

四
五
デ
シ
ベ
ル

八
一
・
八
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
三
四
・
七
八
六

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

三
〇
デ
シ
ベ
ル

二
五
デ
シ
ベ
ル

一
三
四
・
七
八
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
三
六
・
四

一
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

五
〇
デ
シ
ベ
ル

四
五
デ
シ
ベ
ル

一
三
六
・
四
一
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

三
〇
デ
シ
ベ
ル

二
五
デ
シ
ベ
ル

二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下

三
七
デ
シ
ベ
ル

三
二
デ
シ
ベ
ル

注

一
　
そ
の
設
備
（
ケ
ー
ブ
ル
を
含
む
。
）
の
大
き
さ
が
直
径
一
・
二
メ
ー
ト
ル
、
床
か
ら
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
円
柱

形
の
体
積
内
に
収
ま
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
設
備
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
測
定
し
た
値
か
ら
一

〇
デ
シ
ベ
ル
を
減
じ
た
値
を
も
つ
て
測
定
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
平
均
値
の

大
許
容
値
は
、
マ
グ
ネ
ト
ロ
ン
で
駆
動
す
る
装
置
に
の
み
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
準

尖
頭
値
が

大
許
容
値
を
超
え
る
場
合
で
あ
つ
て
も
、
当
該
許
容
値
を
超
え
た
準
尖
頭
値
が
測
定
さ
れ
た
周
波
数

に
お
け
る
平
均
値
が

大
許
容
値
以
下
の
と
き
は
、

大
許
容
値
を
満
た
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

（４）
　
無
変
調
搬
送
波
状
の
妨
害
波
を
発
生
さ
せ
、
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
周
波
数
で
動
作
す
る
設
備
の
当
該

設
備
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
電
界
強
度
の

大
許
容
値

周
波
数
帯

尖
頭
値
の

大
許
容
値
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
を
〇
デ

シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

一
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
以

下

七
〇
デ
シ
ベ
ル

（５）
　
無
変
調
搬
送
波
状
以
外
の
変
動
妨
害
波
を
発
生
さ
せ
、
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
周
波
数
で
動
作
す
る
設

備
の
当
該
設
備
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
電
界

強
度
の

大
許
容
値

周
波
数
帯

尖
頭
値
の

大
許
容
値
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ
ク
ロ

ボ
ル
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

一
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
・
三
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

九
二
デ
シ
ベ
ル

二
・
三
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

一
一
〇
デ
シ
ベ
ル

二
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
・
七
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

九
二
デ
シ
ベ
ル

五
・
八
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
一
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

九
二
デ
シ
ベ
ル

一
一
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
一
二
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

七
三
デ
シ
ベ
ル

一
二
・
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

九
二
デ
シ
ベ
ル

（６）
　
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
周
波
数
で
動
作
す
る
設
備
の
当
該
設
備
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
不

要
発
射
に
よ
る
電
界
強
度
に
つ
い
て
、
一
、
〇
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
二
、
三
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
間
及
び
二
、

五
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
七
、
九
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
（
五
、
七
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
五
、
八
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
を

除
く
。
）
の
間
に
お
い
て
尖
頭
値
が

も
高
い
妨
害
波
の
周
波
数
を
中
心
と
し
て
、
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
掃
引
し
た

値
の
尖
頭
値
の

大
許
容
値
　
毎
メ
ー
ト
ル
六
〇
デ
シ
ベ
ル
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト

二
　
一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
四
〇
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
高
周
波
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
生
さ
せ
て
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
材
料
の
処
理
、
検
査
又
は
分
析
の
た
め
に
用
い
る
設
備
以
外
の
設
備
で
あ
つ
て
、
住
居
用
に
使
用
す
る
目

的
の
建
造
物
に
給
電
す
る
低
電
圧
電
力
系
統
に
直
接
接
続
す
る
施
設
で
使
用
さ
れ
る
も
の

（１）
　
電
源
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
の

大
許
容
値

周
波
数
帯

大
許
容
値
（
一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

準
尖
頭
値

平
均
値

一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
五
〇
〇
ｋ

Ｈ
ｚ
未
満

六
六
デ
シ
ベ
ル
か
ら
五
六
デ
シ
ベ

ル
ま
で
　
※

五
六
デ
シ
ベ
ル
か
ら
四
六
デ
シ
ベ

ル
ま
で
　
※

五
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
五
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

五
六
デ
シ
ベ
ル

四
六
デ
シ
ベ
ル

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

六
〇
デ
シ
ベ
ル

五
〇
デ
シ
ベ
ル

注
　
※
を
付
し
た
値
は
、
周
波
数
の
対
数
に
対
し
て
直
線
的
に
減
少
し
た
値
と
す
る
。

（２）
　
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
磁
界
強
度
の

大
許
容
値

ア
　
医
療
用
設
備

116



周
波
数
帯

大
許
容
値
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ
ク
ロ
ア
ン
ペ
ア
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。
）

当
該
設
備
か
ら
一
〇
メ
ー
ト
ル
の

距
離
に
お
け
る
準
尖
頭
値

当
該
設
備
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
の
距
離

に
お
け
る
準
尖
頭
値

一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
五
二
六
・

五
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満

一
七
・
一
デ
シ
ベ
ル

四
八
・
五
デ
シ
ベ
ル

五
二
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

六
〇
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満

七
・
六
デ
シ
ベ
ル

二
八
・
五
デ
シ
ベ
ル

一
、
六
〇
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以

上
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

四
・
一
デ
シ
ベ
ル

一
四
・
五
デ
シ
ベ
ル

注
　
そ
の
設
備
（
ケ
ー
ブ
ル
を
含
む
。
）
の
大
き
さ
が
直
径
一
・
二
メ
ー
ト
ル
、
床
か
ら
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
円

柱
形
の
体
積
内
に
収
ま
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
、
当
該
設
備
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
測
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

イ
　
医
療
用
設
備
以
外
の
設
備

周
波
数
帯

大
許
容
値
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ
ク
ロ
ア
ン
ペ
ア
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す

る
。
）

当
該
設
備
か
ら
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
距

離
に
お
け
る
準
尖
頭
値

当
該
設
備
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
の
距

離
に
お
け
る
準
尖
頭
値

一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
五
二
六
・

五
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満

四
八
・
五
デ
シ
ベ
ル

七
九
・
九
デ
シ
ベ
ル

五
二
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、

六
〇
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満

二
八
・
五
デ
シ
ベ
ル

四
九
・
四
デ
シ
ベ
ル

一
、
六
〇
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以

上
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

一
四
・
五
デ
シ
ベ
ル

二
五
デ
シ
ベ
ル

注
　
そ
の
設
備
（
ケ
ー
ブ
ル
を
含
む
。
）
の
大
き
さ
が
直
径
一
・
二
メ
ー
ト
ル
、
床
か
ら
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
円

柱
形
の
体
積
内
に
収
ま
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
、
当
該
設
備
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
測
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（３）
　
当
該
設
備
か
ら
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
電
界

強
度
の

大
許
容
値

周
波
数
帯

準
尖
頭
値
の

大
許
容
値
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ
ク
ロ
ボ

ル
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

三
〇
デ
シ
ベ
ル

二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下

三
七
デ
シ
ベ
ル

注
　
そ
の
設
備
（
ケ
ー
ブ
ル
を
含
む
。
）
の
大
き
さ
が
直
径
一
・
二
メ
ー
ト
ル
、
床
か
ら
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
円

柱
形
の
体
積
内
に
収
ま
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
設
備
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
測
定
し
た
値
か

ら
一
〇
デ
シ
ベ
ル
を
減
じ
た
値
を
も
つ
て
測
定
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
四
〇
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
高
周
波
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
生
さ
せ
て
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
材
料
の
処
理
、
検
査
又
は
分
析
の
た
め
に
用
い
る
設
備
で
あ
つ
て
、
住
居
用
に
使
用
す
る
目
的
の
建
造
物

に
給
電
す
る
低
電
圧
電
力
系
統
に
直
接
接
続
す
る
施
設
以
外
の
施
設
で
使
用
さ
れ
、
試
験
場
（
設
置
場
所
を
除

く
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
試
験
を
行
う
も
の

（１）
　
電
源
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
の

大
許
容
値

周
波
数
帯

大
許
容
値
（
一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

定
格
入
力
電
力
が
七
五
ｋ
Ｖ
Ａ
以
下
の
も
の

定
格
入
力
電
力
が
七
五
ｋ
Ｖ
Ａ
を
超
え
る

も
の

準
尖
頭
値

平
均
値

準
尖
頭
値

平
均
値

一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

以
上
五
〇
〇

ｋ
Ｈ
ｚ
未
満

一
〇
〇
デ
シ
ベ
ル

九
〇
デ
シ
ベ
ル

一
三
〇
デ
シ
ベ
ル

一
二
〇
デ
シ
ベ
ル

五
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

以
上
五
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

八
六
デ
シ
ベ
ル

七
六
デ
シ
ベ
ル

一
二
五
デ
シ
ベ
ル

一
一
五
デ
シ
ベ
ル

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
三
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

九
〇
デ
シ
ベ
ル
か
ら

七
三
デ
シ
ベ
ル
ま

で
　
※

八
〇
デ
シ
ベ
ル
か
ら

六
〇
デ
シ
ベ
ル
ま

で
　
※

一
一
五
デ
シ
ベ
ル

一
〇
五
デ
シ
ベ
ル

注
　
※
を
付
し
た
値
は
、
周
波
数
の
対
数
に
対
し
て
直
線
的
に
減
少
し
た
値
と
す
る
。

（２）
　
当
該
設
備
か
ら
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
磁
界

強
度
の

大
許
容
値

周
波
数
帯

準
尖
頭
値
の

大
許
容
値
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ

ク
ロ
ア
ン
ペ
ア
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

四
八
・
五
デ
シ
ベ
ル
（
医
療
用
設
備
に
あ
つ
て

は
、
一
七
・
一
デ
シ
ベ
ル
）

一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
九
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満

五
七
・
五
デ
シ
ベ
ル

四
九
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
七
〇
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

四
七
・
五
デ
シ
ベ
ル

一
、
七
〇
五
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
一
九
四
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満

五
二
・
五
デ
シ
ベ
ル

二
、
一
九
四
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
三
・
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

四
三
・
五
デ
シ
ベ
ル

三
・
九
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

一
八
・
五
デ
シ
ベ
ル

二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

八
・
五
デ
シ
ベ
ル

（３）
　
当
該
設
備
か
ら
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
電
界

強
度
の

大
許
容
値

周
波
数
帯

準
尖
頭
値
の

大
許
容
値
（
毎
メ
ー
ト

ル
一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
を
〇
デ
シ
ベ

ル
と
す
る
。
）

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

六
八
デ
シ
ベ
ル

四
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
六
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

五
〇
デ
シ
ベ
ル

六
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
・
八
七
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

六
三
デ
シ
ベ
ル

八
〇
・
八
七
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
一
・
八
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

七
八
デ
シ
ベ
ル

八
一
・
八
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
八
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

六
三
デ
シ
ベ
ル

八
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
三
四
・
七
八
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

六
〇
デ
シ
ベ
ル

一
三
四
・
七
八
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
三
六
・
四
一
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

七
〇
デ
シ
ベ
ル

一
三
六
・
四
一
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
五
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

六
〇
デ
シ
ベ
ル

一
五
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
七
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

七
四
デ
シ
ベ
ル

一
七
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
八
八
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

五
〇
デ
シ
ベ
ル

一
八
八
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
九
〇
・
九
七
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

六
〇
デ
シ
ベ
ル

一
九
〇
・
九
七
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

五
〇
デ
シ
ベ
ル

二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

六
〇
デ
シ
ベ
ル

四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

六
三
デ
シ
ベ
ル
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四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

六
〇
デ
シ
ベ
ル

注
　
そ
の
設
備
（
ケ
ー
ブ
ル
を
含
む
。
）
の
大
き
さ
が
直
径
一
・
二
メ
ー
ト
ル
、
床
か
ら
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
円

柱
形
の
体
積
内
に
収
ま
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
設
備
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
測
定
し
た
値
か

ら
一
〇
デ
シ
ベ
ル
を
減
じ
た
値
を
も
つ
て
測
定
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（４）
　
無
変
調
搬
送
波
状
の
妨
害
波
を
発
生
さ
せ
、
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
周
波
数
で
動
作
す
る
設
備
の
当
該

設
備
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
電
界
強
度
の

大
許
容
値

一
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数

帯

尖
頭
値
の

大
許
容
値
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル

ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

高
調
波
周
波
数
帯
域
内

八
二
デ
シ
ベ
ル

高
調
波
周
波
数
帯
域
外

七
〇
デ
シ
ベ
ル

四
　
一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
四
〇
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
高
周
波
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
生
さ
せ
て
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
材
料
の
処
理
、
検
査
又
は
分
析
の
た
め
に
用
い
る
設
備
以
外
の
設
備
で
あ
つ
て
、
住
居
用
に
使
用
す
る
目

的
の
建
造
物
に
給
電
す
る
低
電
圧
電
力
系
統
に
直
接
接
続
す
る
施
設
以
外
の
施
設
で
使
用
さ
れ
、
試
験
場
に
お

い
て
試
験
を
行
う
も
の

（１）
　
電
源
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
の

大
許
容
値

周
波
数
帯

大
許
容
値
（
一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

定
格
入
力
電
力
が
二
〇
ｋ
Ｖ
Ａ
以
下
の

も
の

定
格
入
力
電
力
が
二
〇
ｋ
Ｖ
Ａ
を
超
え
る
も
の

準
尖
頭
値

平
均
値

準
尖
頭
値

平
均
値

一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

以
上
五
〇
〇

ｋ
Ｈ
ｚ
未
満

七
九
デ
シ
ベ
ル

六
六
デ
シ
ベ
ル

一
〇
〇
デ
シ
ベ
ル

九
〇
デ
シ
ベ
ル

五
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ

以
上
五
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

七
三
デ
シ
ベ
ル

六
〇
デ
シ
ベ
ル

八
六
デ
シ
ベ
ル

七
六
デ
シ
ベ
ル

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
三
〇
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

七
三
デ
シ
ベ
ル

六
〇
デ
シ
ベ
ル

九
〇
デ
シ
ベ
ル
か
ら

七
三
デ
シ
ベ
ル
ま

で
　
※

八
〇
デ
シ
ベ
ル
か
ら

六
〇
デ
シ
ベ
ル
ま

で
　
※

注
　
※
を
付
し
た
値
は
、
周
波
数
の
対
数
に
対
し
て
直
線
的
に
減
少
し
た
値
と
す
る
。

（２）
　
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
磁
界
強
度
の

大
許
容
値

ア
　
医
療
用
設
備

周
波
数
帯

大
許
容
値
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ
ク
ロ
ア
ン
ペ
ア
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

当
該
設
備
か
ら
三
〇
メ
ー

ト
ル
の
距
離
に
お
け
る

準
尖
頭
値

当
該
設
備
か
ら
一
〇
メ

ー
ト
ル
の
距
離
に
お

け
る
準
尖
頭
値

当
該
設
備
か
ら
三
メ
ー

ト
ル
の
距
離
に
お
け

る
準
尖
頭
値

一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
五

二
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ

未
満

（－

）
一
一
・
五
デ
シ
ベ

ル

一
七
・
一
デ
シ
ベ
ル

四
八
・
五
デ
シ
ベ
ル

五
二
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ

以

上

一

、

六

〇

六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
未

満

（－

）
一
一
・
五
デ
シ
ベ

ル

七
・
六
デ
シ
ベ
ル

二
八
・
五
デ
シ
ベ
ル

一
、
六
〇
六
・
五
ｋ

Ｈ
ｚ
以
上
三
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
一
一
・
五
デ
シ
ベ

ル

四
・
一
デ
シ
ベ
ル

一
四
・
五
デ
シ
ベ
ル

注
　
そ
の
設
備
（
ケ
ー
ブ
ル
を
含
む
。
）
の
大
き
さ
が
直
径
一
・
二
メ
ー
ト
ル
、
床
か
ら
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
円

柱
形
の
体
積
内
に
収
ま
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
、
当
該
設
備
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
測
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

イ
　
医
療
用
設
備
以
外
の
設
備

周
波
数
帯

大
許
容
値
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ
ク
ロ
ア
ン
ペ
ア
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

当
該
設
備
か
ら
三
〇
メ

ー
ト
ル
の
距
離
に
お

け
る
準
尖
頭
値

当
該
設
備
か
ら
一
〇
メ
ー

ト
ル
の
距
離
に
お
け
る

準
尖
頭
値

当
該
設
備
か
ら
三
メ
ー

ト
ル
の
距
離
に
お
け

る
準
尖
頭
値

一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
五

二
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ

未
満

一
九
・
九
デ
シ
ベ
ル

四
八
・
五
デ
シ
ベ
ル

七
九
・
九
デ
シ
ベ
ル

五
二
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ

以

上

一

、

六

〇

六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
未

満

九
・
四
デ
シ
ベ
ル

二
八
・
五
デ
シ
ベ
ル

四
九
・
四
デ
シ
ベ
ル

一
、
六
〇
六
・
五
ｋ

Ｈ
ｚ
以
上
三
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
未
満

五
デ
シ
ベ
ル

一
四
・
五
デ
シ
ベ
ル

二
五
デ
シ
ベ
ル

注
　
そ
の
設
備
（
ケ
ー
ブ
ル
を
含
む
。
）
の
大
き
さ
が
直
径
一
・
二
メ
ー
ト
ル
、
床
か
ら
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
円

柱
形
の
体
積
内
に
収
ま
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
、
当
該
設
備
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
測
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（３）
　
当
該
設
備
か
ら
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
電
界

強
度
の

大
許
容
値

周
波
数
帯

大
許
容
値
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

定
格
入
力
電
力
が
二
〇
ｋ
Ｖ
Ａ
以
下

の
も
の

定
格
入
力
電
力
が
二
〇
ｋ
Ｖ
Ａ
を
超
え

る
も
の

準
尖
頭
値

準
尖
頭
値

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
三

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

四
〇
デ
シ
ベ
ル

五
〇
デ
シ
ベ
ル

二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

四
七
デ
シ
ベ
ル

五
〇
デ
シ
ベ
ル

注
一
　
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
測
定
し
、
そ
の
値
に
一
〇
デ
シ
ベ
ル
を
加
え
た
値
を
も
つ
て
測
定
値
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

二
　
そ
の
設
備
（
ケ
ー
ブ
ル
を
含
む
。
）
の
大
き
さ
が
直
径
一
・
二
メ
ー
ト
ル
、
床
か
ら
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
円
柱

形
の
体
積
内
に
収
ま
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
設
備
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
測
定
し
た
値
か
ら
一

〇
デ
シ
ベ
ル
を
減
じ
た
値
を
も
つ
て
測
定
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
　
一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
四
〇
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
高
周
波
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
生
さ
せ
て
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
材
料
の
処
理
、
検
査
又
は
分
析
の
た
め
に
用
い
る
設
備
で
あ
つ
て
、
住
居
用
に
使
用
す
る
目
的
の
建
造
物

に
給
電
す
る
低
電
圧
電
力
系
統
に
直
接
接
続
す
る
施
設
以
外
の
施
設
で
使
用
さ
れ
、
設
置
場
所
に
お
い
て
試
験

を
行
う
も
の

（１）
　
当
該
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
建
築
物
の
外
壁
か
ら
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
（
当
該
設
備
が
設
置
さ
れ

て
い
る
建
築
物
の
外
壁
と
当
該
設
備
の
設
置
者
の
占
有
に
属
す
る
区
域
の
境
界
と
の
間
の

も
近
い
距
離
を
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二
・
五
（
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
の
周
波
数
に
あ
つ
て
は
、
四
・
五
）
で
除
し
た
距
離
に
、
三
〇
メ
ー
ト
ル
を
加
え

た
距
離
が
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
距
離
（
そ
の
距
離
が
当
該
設
備
の
設
置
者
の
占
有

に
属
す
る
区
域
の
境
界
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
建
築
物
の
外
壁
と
当
該
設
備
の

設
置
者
の
占
有
に
属
す
る
区
域
の
境
界
と
の
間
の

も
近
い
距
離
又
は
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
い
ず
れ
か
長
い
距

離
）
。
（
２
）
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
磁
界
強
度
の

大
許
容
値

周
波
数
帯

準
尖
頭
値
の

大
許
容
値
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ

ク
ロ
ア
ン
ペ
ア
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

（－

）
一
一
・
五
デ
シ
ベ
ル

一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
九
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満

二
三
・
五
デ
シ
ベ
ル

四
九
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
一
、
七
〇
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

一
三
・
五
デ
シ
ベ
ル

一
、
七
〇
五
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
一
九
四
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満

一
八
・
五
デ
シ
ベ
ル

二
、
一
九
四
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
三
、
九
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満

一
三
・
五
デ
シ
ベ
ル

三
、
九
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
一
・
五
デ
シ
ベ
ル

二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

（－

）
一
一
・
五
デ
シ
ベ
ル

（２）
　
当
該
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
建
築
物
の
外
壁
か
ら
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
電
界
強
度
の

大
許
容
値

周
波
数
帯

準
尖
頭
値
の

大
許
容
値
（
毎
メ
ー
ト

ル
一
マ
イ
ク
ロ
ボ
ル
ト
を
〇
デ
シ
ベ

ル
と
す
る
。
）

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

四
八
デ
シ
ベ
ル

四
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
六
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

三
〇
デ
シ
ベ
ル

六
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
〇
・
八
七
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

四
三
デ
シ
ベ
ル

八
〇
・
八
七
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
一
・
八
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

五
八
デ
シ
ベ
ル

八
一
・
八
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
八
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

四
三
デ
シ
ベ
ル

八
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
三
四
・
七
八
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

四
〇
デ
シ
ベ
ル

一
三
四
・
七
八
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
三
六
・
四
一
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

五
〇
デ
シ
ベ
ル

一
三
六
・
四
一
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
五
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

四
〇
デ
シ
ベ
ル

一
五
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
七
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

五
四
デ
シ
ベ
ル

一
七
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
八
八
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

三
〇
デ
シ
ベ
ル

一
八
八
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
九
〇
・
九
七
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

四
〇
デ
シ
ベ
ル

一
九
〇
・
九
七
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

三
〇
デ
シ
ベ
ル

二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

四
〇
デ
シ
ベ
ル

四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

四
三
デ
シ
ベ
ル

四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

四
〇
デ
シ
ベ
ル

六
　
一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
四
〇
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
高
周
波
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
生
さ
せ
て
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
材
料
の
処
理
、
検
査
又
は
分
析
の
た
め
に
用
い
る
設
備
以
外
の
設
備
で
あ
つ
て
、
住
居
用
に
使
用
す
る
目

的
の
建
造
物
に
給
電
す
る
低
電
圧
電
力
系
統
に
直
接
接
続
す
る
施
設
以
外
の
施
設
で
使
用
さ
れ
、
設
置
場
所
に

お
い
て
試
験
を
行
い
、
定
格
入
力
電
力
が
二
〇
ｋ
Ｖ
Ａ
を
超
え
る
も
の

（１）
　
当
該
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
建
築
物
の
外
壁
か
ら
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
磁
界
強
度
の

大

許
容
値

周
波
数
帯

準
尖
頭
値
の

大
許
容
値
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ
ク
ロ
ア

ン
ペ
ア
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

（－

）
一
一
・
五
デ
シ
ベ
ル

一
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
九
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満

一
三
・
五
デ
シ
ベ
ル

四
九
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
三
、
九
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満

三
・
五
デ
シ
ベ
ル

三
、
九
五
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

（－

）
一
一
・
五
デ
シ
ベ
ル

二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

（－

）
二
一
・
五
デ
シ
ベ
ル

注
　
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
測
定
で
き
な
い
と
き
は
、
三
〇
メ
ー
ト
ル
よ
り
も
長
い
距
離
に
お
い
て
測

定
し
、
そ
の
値
に
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
加
え
て
得
た
値
を
測
定
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

（
ｄ
／
３
０
）
　
（
ｄ
は
、
測
定
し
た
距
離
（
メ
ー
ト
ル
）
と
す
る
。
）

（２）
　
当
該
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
建
築
物
の
外
壁
か
ら
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
電
界
強
度
の

大

許
容
値

周
波
数
帯

準
尖
頭
値
の

大
許
容
値
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ
ク
ロ

ボ
ル
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

三
〇
デ
シ
ベ
ル

二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下

三
七
デ
シ
ベ
ル

注
　
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
測
定
で
き
な
い
と
き
は
、
三
〇
メ
ー
ト
ル
よ
り
も
長
い
距
離
に
お
い
て
測

定
し
、
そ
の
値
に
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
加
え
て
得
た
値
を
測
定
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

（
ｄ
／
３
０
）
　
（
ｄ
は
、
測
定
し
た
距
離
（
メ
ー
ト
ル
）
と
す
る
。
）

七
　
一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
四
〇
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
高
周
波
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
生
さ
せ
て
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
材
料
の
処
理
、
検
査
又
は
分
析
の
た
め
に
用
い
る
設
備
以
外
の
設
備
で
あ
つ
て
、
住
居
用
に
使
用
す
る
目

的
の
建
造
物
に
給
電
す
る
低
電
圧
電
力
系
統
に
直
接
接
続
す
る
施
設
以
外
の
施
設
で
使
用
さ
れ
、
設
置
場
所
に

お
い
て
試
験
を
行
い
、
定
格
入
力
電
力
が
二
〇
ｋ
Ｖ
Ａ
以
下
の
も
の

（１）
　
当
該
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
建
築
物
の
外
壁
か
ら
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
磁
界
強
度
の

大

許
容
値

周
波
数
帯

準
尖
頭
値
の

大
許
容
値
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ
ク
ロ
ア
ン
ペ
ア
を
〇

デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

一
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

（－

）
一
一
・
五
デ
シ
ベ
ル

注
　
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
測
定
で
き
な
い
と
き
は
、
三
〇
メ
ー
ト
ル
よ
り
も
長
い
距
離
に
お
い
て
測

定
し
、
そ
の
値
に
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
加
え
て
得
た
値
を
測
定
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

（
ｄ
／
３
０
）
　
（
ｄ
は
、
測
定
し
た
距
離
（
メ
ー
ト
ル
）
と
す
る
。
）

（２）
　
当
該
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
建
築
物
の
外
壁
か
ら
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
電
界
強
度
の

大

許
容
値

周
波
数
帯

準
尖
頭
値
の

大
許
容
値
（
毎
メ
ー
ト
ル
一
マ
イ
ク
ロ
ボ

ル
ト
を
〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

三
〇
デ
シ
ベ
ル

二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
〇
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下

三
七
デ
シ
ベ
ル

注
　
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
測
定
で
き
な
い
と
き
は
、
三
〇
メ
ー
ト
ル
よ
り
も
長
い
距
離
に
お
い
て
測

定
し
、
そ
の
値
に
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
加
え
て
得
た
値
を
測
定
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

（
ｄ
／
３
０
）
　
（
ｄ
は
、
測
定
し
た
距
離
（
メ
ー
ト
ル
）
と
す
る
。
）

２
　
前
項
に
掲
げ
る
電
源
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
並
び
に
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
磁

界
強
度
又
は
電
界
強
度
の
測
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
。

（
通
信
設
備
以
外
の
設
備
に
よ
る
混
信
等
の
防
止
）

第
六
十
六
条
　
前
条
各
号
に
掲
げ
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
そ
の
設
備
に
よ
っ
て
副
次
的
に
発
す
る
電
波
又
は
高
周
波

電
流
が
、
他
の
通
信
設
備
に
継
続
的
か
つ
重
大
な
混
信
若
し
く
は
障
害
を
与
え
、
又
は
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

き
は
、
混
信
又
は
障
害
の
除
去
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
規
則
は
、
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

７
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
基
く
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
規
則
中
こ
れ
に
相
当
す
る
規

定
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
規
則
に
よ
つ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
六
月
一
八
日
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
八
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
一
二
月
一
日
郵
政
省
令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
一
一
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
六
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
〇
年
一
月
二
九
日
郵
政
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
一
一
月
二
九
日
郵
政
省
令
第
二
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
一
一
月
五
日
郵
政
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
三
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
六
月
一
八
日
郵
政
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
九
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
六
月
一
日
郵
政
省
令
第
一
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
五
条
の
六
、
第
四
十
五
条
の
七
、
第
四
十
五
条

の
九
か
ら
第
四
十
五
条
の
十
二
ま
で
、
第
四
十
五
条
の
十
四
及
び
第
四
十
五
条
の
十
五
の
改
正
規
定
は
昭
和
三
十

七
年
六
月
一
日
か
ら
、
第
五
十
五
条
及
び
第
五
十
六
条
の
四
の
改
正
規
定
並
び
に
第
五
十
八
条
の
二
の
次
に
一
条

を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
四
章
中
第
八
節
の
次
に
一
節
を
加
え
る
改
正
規
定
は
昭
和
三
十
七
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

13
　
昭
和
三
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
予
備
免
許
又
は
免
許
を
受
け
た
無
線
局
の
送
信
設
備
の
う
ち
昭
和
三

十
九
年
一
月
一
日
以
後
に
取
替
え
又
は
増
設
を
す
る
機
器
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
五

条
の
規
定
に
基
づ
く
別
表
第
一
号
の
定
め
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
（
Ｂ
）
欄
に
掲
げ
る
数
値
を
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
一
二
月
二
六
日
郵
政
省
令
第
四
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
七
月
三
一
日
郵
政
省
令
第
一
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
　
昭
和
三
十
九
年
七
月
三
十
一
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
二
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
及
び
二
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の

周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
五
十
五
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
昭
和
三
十
九
年
八
月
一
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
に
係
る
無

線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
こ
の
省
令
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
二
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
及
び
二
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線
局
で
同
一
船
舶
内
の
み
に
お
い
て
使
用
す
る
も
の
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て

は
、
改
正
後
の
第
五
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
昭
和
三
十
八
年
八
月

一
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
に
係
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
二
月
一
日
郵
政
省
令
第
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
一
〇
月
一
日
郵
政
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
一
二
月
二
八
日
郵
政
省
令
第
三
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
五
月
二
六
日
郵
政
省
令
第
一
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
船
舶
（
建
造
中
の
も
の
を
含
む
。
）
の
義
務
船
舶
局
の
無
線
電
信
の
主
設

備
の
電
源
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

４
　
昭
和
四
十
一
年
五
月
二
十
五
日
以
前
に
無
線
局
に
備
え
つ
け
た
救
命
艇
用
携
帯
無
線
電
信
の
送
信
装
置
に
関
す

る
条
件
に
つ
い
て
は
、
当
該
救
命
艇
用
携
帯
無
線
電
信
の
備
え
つ
け
が
継
続
す
る
限
り
、
改
正
後
の
第
四
十
五
条

の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
空
中
線
電
力
は
、
」
と
あ
る
の
は
、
「
送
信
装
置
の

終
段
の
直
流
入
力
が
一
〇
ワ
ツ
ト

以
上
で
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
空
中
線
電
力
は
、
」
と
す
る
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
船
舶
に
設
置
さ
れ
て
い
る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
の
条
件
に
つ
い
て
は
、

当
該
レ
ー
ダ
ー
の
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
改
正
後
の
第
四
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
無
線
局
に
備
え
つ
け
て
あ
る
遭
難
自
動
通
報
設
備
（
海
面
に
お
い
て
使
用
す
る
も

の
を
除
く
。
）
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
当
該
遭
難
自
動
通
報
設
備
の
備
え
つ
け
が
継
続
す
る
限
り
、
改
正
後
の
第

四
十
九
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７
　
昭
和
四
十
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
無
線
局
に
備
え
つ
け
た
遭
難
自
動
通
報
設
備
（
海
面
に
お
い
て
使
用
す

る
も
の
に
限
る
。
）
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
当
該
遭
難
自
動
通
報
設
備
の
備
え
つ
け
が
継
続
す
る
限
り
、
改
正
後

の
第
四
十
九
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
一
二
月
一
五
日
郵
政
省
令
第
二
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
七
月
一
五
日
郵
政
省
令
第
一
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
九
月
五
日
郵
政
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
一
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
七
月
一
日
郵
政
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
八
月
二
〇
日
郵
政
省
令
第
三
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
三
年
八
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
五
条
の
十
二
の
次
に
二
条

を
加
え
る
改
正
規
定
中
第
四
十
五
条
の
十
二
の
二
の
第
一
項
に
係
る
部
分
は
、
昭
和
四
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
三
月
二
八
日
郵
政
省
令
第
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

３
　
昭
和
四
十
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
無
線
局
に
備
え
つ
け
た
遭
難
自
動
通
報
設
備
（
Ａ
一
Ａ
電
波
二
、
〇
九

一
ｋ
Ｈ
ｚ
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
備
の
備
え
つ
け
が
継
続
す
る
限
り
、
改

正
後
の
第
十
四
条
及
び
第
四
十
九
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
昭
和
四
十
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
無
線
局
に
備
え
つ
け
た
発
動
機
附
救
命
艇
の
無
線
電
信
、
非
常
用
携
帯

無
線
電
信
及
び
二
五
・
一
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
航
空
機
用
携
帯
無
線
機
の
空
中
線
電
力

の
許
容
偏
差
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
備
の
備
え
つ
け
が
継
続
す
る
限
り
、
改
正
後
の
第
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
海
岸
局
又
は
船
舶
局
の
送
信
装
置
の

総
合
周
波
数
特
性
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
四
十
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
二
年
十
二
月

三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
昭
和
四
十
七
年
一
月
一
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
又
は

増
設
に
係
る
送
信
装
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

６
　
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
船
舶
局
の
無
線
電
話
の
送
信
装
置
で

四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
こ
え
二
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
空
中
線
電
力
の
低
下
装
置
の
条
件
に
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つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
昭
和
四
十
七
年
一
月
一
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
送

信
装
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

７
　
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
無
線
局
で
附
属
規
則
附
録
第
十
八
号

の
表
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
送
信
設
備
（
第
十
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
条
件

に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日

ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
昭
和
四
十
七
年
一
月
一
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
（
同
日
前
か
ら

沿
岸
無
線
電
話
通
信
に
兼
用
し
て
い
る
送
信
設
備
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
増
設
に
係
る
送
信
設
備
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
十
一
条
第
四
項
、
第
五
十
八
条
第
四
号
及
び
別
表
第
一
号

昭
和
五
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

第
五
十
八
条
第
二
号
及
び
別
表
第
二
号

昭
和
四
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

11
　
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
前
項
の
送
信
設
備
に
備
え
つ
け
た
低
域

ろ濾
波
器
の
条
件
に
つ
い
て

は
、
改
正
後
の
第
五
十
八
条
第
四
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

12
　
昭
和
四
十
五
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
許
可
を
受
け
た
第
六
十
五
条
に
規
定
す
る
高
周
波
利
用
設
備
（
同
条
の

規
定
に
基
づ
く
告
示
に
係
る
も
の
及
び
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
電
界
強
度
の
許
容
値
に
つ
い
て
は
、

改
正
後
の
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た

だ
し
、
昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

13
　
昭
和
四
十
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
許
可
を
受
け
た
誘
導
加
熱
方
式
（
高
周
波
磁
界
中
に
あ
る
負
荷
に
電
磁

的
に
高
周
波
電
流
を
誘
起
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
発
熱
さ
せ
る
方
式
を
い
う
。
）
に
よ
る
高
周
波
利
用
設
備
（
第
六

十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
電
界
強
度
の
許
容
値
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
六

十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、

昭
和
四
十
六
年
四
月
一
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
九
月
三
日
郵
政
省
令
第
二
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
四
十
六
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
航
空
局
又
は
航
空
機
局
で
一
一
八
Ｍ
Ｈ

ｚ
か
ら
一
四
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
無
線
設
備
（
同
日
後
に
お
け
る
取
替
え
又
は

増
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
四
十
五
条
の
十
第
三
項
及
び
第
四
十
五
条
の

十
二
の
規
定
（
以
下
「
新
規
定
」
と
い
う
。
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
一
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
新
規
定
に
よ
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
検
定
規
則
に
よ
る
型
式
検
定
の
合
格
の
効
力
を
有
す
る
航
空
機
に
施
設
す
る
無
線

設
備
（
航
空
機
に
施
設
す
る
単
側
波
帯
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
、
航
空
機
用
選
択
呼
出
装
置
及
び
航
空
機

用
救
命
無
線
機
を
除
く
。
）
の
機
器
で
一
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
四
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

も
の
の
型
式
は
、
昭
和
四
十
六
年
九
月
一
日
（
前
項
本
文
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
機
器
に
あ
つ
て
は
、
昭
和
五

十
一
年
九
月
一
日
）
に
当
該
合
格
の
効
力
を
失
う
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
一
二
月
二
四
日
郵
政
省
令
第
三
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
は
、
改
正
後
の
同
規
則
第
四
条
の
規
定

に
基
づ
く
告
示
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
七
月
一
日
郵
政
省
令
第
二
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
に
基
づ
く
告
示
、
処
分
、
手

続
そ
の
他
の
行
為
の
う
ち
、
周
波
数
の
計
量
単
位
と
し
て
、
サ
イ
ク
ル
毎
秒
若
し
く
は
サ
イ
ク
ル
、
キ
ロ
サ
イ
ク

ル
、
メ
ガ
サ
イ
ク
ル
、
ギ
ガ
サ
イ
ク
ル
又
は
テ
ラ
サ
イ
ク
ル
を
用
い
た
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
降
に

お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ヘ
ル
ツ
、
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
、
メ
ガ
ヘ
ル
ツ
、
ギ
ガ
ヘ
ル
ツ
又
は
テ
ラ
ヘ
ル
ツ
を
用
い
た
も

の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
一
二
月
二
一
日
郵
政
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
二
月
一
六
日
郵
政
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
一
月
一
日
郵
政
省
令
第
一
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
一
年
四
月
三
十
日
（
改
正
後
の
第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
レ
ー
ダ
ー
に
つ
い
て
は
、
郵
政
大

臣
が
告
示
で
定
め
る
日
）
以
前
に
船
舶
に
設
置
さ
れ
た
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
当

該
レ
ー
ダ
ー
の
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
改
正
後
の
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
二
月
一
日
郵
政
省
令
第
二
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
四
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定

及
び
第
三
十
七
条
の
四
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
Ａ
三
Ａ
電
波
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
使
用
す
る
単
一
通
信
路
の
海
岸
局
の
送
信
装
置
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
改
正

後
の
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
Ｈ
三
Ｅ
電
波
、
Ｊ
三
Ｅ
電
波
又
は
Ｒ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
海
岸
局
の
送
信
装
置
で
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
以
前
に
当
該
無
線
局
に
設
置
し

た
送
信
装
置
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
当
該
送
信
装
置
の
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
改
正
後
の
第
五
十
六
条
第
二
項

第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

昭
和
五
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日

四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

昭
和
五
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日

４
　
Ｈ
三
Ｅ
電
波
、
Ｊ
三
Ｅ
電
波
又
は
Ｒ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
（
海
岸
局
を
除
く
。
）
の
送
信
設
備
で
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
以
前
に

当
該
無
線
局
に
設
置
し
た
送
信
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
当
該
送
信
設
備
の
設
置
が
継
続
す
る
限
り
昭
和
六
十

五
年
一
月
一
日
ま
で
は
、
改
正
後
の
第
五
十
六
条
（
第
二
項
第
三
号
を
除
く
。
）
及
び
別
表
第
一
号
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

昭
和
五
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日

四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

昭
和
五
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
五
・
一
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
の
指
定
を
受
け
て

い
る
船
舶
無
線
電
信
局
の
送
信
設
備
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
送
信
設
備
に
あ
つ

て
は
当
該
送
信
設
備
の
設
置
が
継
続
す
る
限
り
昭
和
六
十
五
年
一
月
一
日
ま
で
、
第
二
号
に
掲
げ
る
送
信
設
備
に

あ
つ
て
は
昭
和
五
十
二
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
、
改
正
後
の
別
表
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

一
　
Ａ
一
Ａ
電
波
、
Ａ
一
Ｂ
電
波
又
は
Ａ
一
Ｄ
電
波
四
、
一
八
七
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
、
二
三
一
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
、

六
、
二
八
〇
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
、
三
四
五
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
、
八
、
三
七
四
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
、
四
五

九
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
二
、
五
六
一
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
、
六
八
九
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
六
、
七
四
八
ｋ
Ｈ
ｚ

を
超
え
一
六
、
九
一
七
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
、
二
二
、
二
六
七
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
二
、
三
七
四
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

又
は
二
五
、
〇
九
六
ｋ
Ｈ
ｚ
の
み
を
使
用
す
る
送
信
設
備

二
　
そ
の
他
の
送
信
設
備

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
印
刷
電
信
の
送

信
設
備
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
改
正
後
の
別
表
第
一

号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え

又
は
増
設
に
係
る
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
一
年
三
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
無
線
航
行
陸
上
局
及
び
無
線
標
識
局
の
無
線
設

備
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
四
十
五
条
の
十
二
の
五
か
ら
第
四
十
五
条
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の
十
二
の
九
ま
で
及
び
別
表
第
一
号
の
規
定
（
以
下
「
新
規
定
」
と
い
う
。
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
新
規
定
に
よ
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備

及
び
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

地
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
、
Ｓ
Ｓ
Ｒ
、
地
上
タ
カ
ン
及
び
Ｉ
Ｌ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備

昭
和
五
十
二
年
十
一
月
三
十
日

Ｖ
Ｏ
Ｒ

昭
和
五
十
七
年
十
一
月
三
十
日

３
　
こ
の
省
令
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
航
空
機
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
、

Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
、
航
空
機
用
気
象
レ
ー
ダ
ー
、
機
上
タ
カ
ン
、
電
波
高
度
計
及
び
航
空
機
用
ド
ツ
プ

ラ
・
レ
ー
ダ
ー
に
つ
い
て
は
、
当
該
無
線
設
備
の
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
新
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
新
規
定
に
よ
る
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
及
び
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け

る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
六
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
一
一
月
二
六
日
郵
政
省
令
第
二
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
信
号
報
知
局
（
一
般
の
利
用
に
供
す
る
た
め

に
開
設
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
送
信
設
備
で
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
も
の
の
空
中
線
電
力
の
許
容
偏
差
及
び
周
波
数
の
許
容
偏
差
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
十
四
条
第
一

項
及
び
別
表
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
六
十
一
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
二
月
一
三
日
郵
政
省
令
第
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
七
月
四
日
郵
政
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
五
月
六
日
郵
政
省
令
第
一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
六
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
設
備
規
則
（
以
下
「
新
省
令
」

と
い
う
。
）
第
七
条
、
第
九
条
の
二
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
八
条
の
二
、
別
表
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

３
　
郵
政
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
日
以
前
に
船
舶
に
設
置
し
た
施
行
規
則
第
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
中
波

無
線
方
位
測
定
機
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
当
該
船
舶
に
設
置
さ
れ
て
い
る
間
は
、
新
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
船
舶
に
設
置
さ
れ
て
い
る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
の
条
件
に
つ
い
て
は
、

当
該
船
舶
に
設
置
さ
れ
て
い
る
間
は
、
新
省
令
第
四
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
一
二
月
二
一
日
郵
政
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
三
月
八
日
郵
政
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
九
月
一
三
日
郵
政
省
令
第
三
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
三
三
五
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件

は
、
改
正
後
の
第
七
条
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
八
条
の
二
の
二
（
第
一
項
の
表
一
信
号
選
択
度
に
お
け
る
通
過

帯
域
幅
の
項
を
除
く
。
）
、
別
表
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
九
年
五
月
三
十
一

日
（
同
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
無
線
局
の
無
線
設
備
（
昭
和
五
十
九
年
六
月
一
日
以
後
に
お
け

る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
六
年
五
月
三
十
一
日
）
ま
で
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
三
三
五
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の

無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
改
正
前
の
設
備
規
則
に
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受

け
た
も
の
は
、
昭
和
五
十
九
年
六
月
一
日
に
そ
の
技
術
基
準
適
合
証
明
の
効
力
を
失
う
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
一
一
月
二
二
日
郵
政
省
令
第
六
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
七
節
の
二

　
単
側
波
帯
を
使
用
す
る
単
一
通
信
路
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
五
十
五
条―

第
五
十
七
条
の
三
）
」
を
「
／

第
七
節
の
二
　
市
民
ラ
ジ
オ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
五
十
四
条
の
二
）
／
第
七
節
の
三
　
単
側
波
帯
を
使
用

す
る
単
一
通
信
路
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
五
十
五
条―

第
五
十
七
条
の
三
）
／
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
五
十
四
条
第
二
号
の
改
正
規
定
、
第
四
章
第
七
節
の
二
を
同
章
第
七
節
の
三
と
す
る
改
正
規
定
、
同
章
第
七

節
の
次
に
一
節
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
別
表
第
一
号
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
の
表
４
の
項
の
改
正
規
定
は
、
昭

和
五
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
Ａ
三
電
波
二
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
及
び
二
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
み
を
使
用
し
、
か
つ
、
そ
の
空
中
線
電
力
が
〇
・
五
ワ
ツ
ト

以
下
で
あ
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
も

の
は
、
昭
和
五
十
八
年
一
月
一
日
に
市
民
ラ
ジ
オ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て

技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
月
三
一
日
郵
政
省
令
第
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
航
空
機
局
又
は
航
空
局
の
無
線
設
備
で
一
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
四
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

る
も
の
の
条
件
は
、
改
正
後
の
第
四
十
五
条
の
十
二
、
第
四
十
五
条
の
十
五
及
び
別
表
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
昭
和
五
十
九
年
一
月
三
十
一
日
（
同
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
無
線
局
の
無
線
設
備
（
昭

和
五
十
九
年
二
月
一
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
七

年
十
一
月
三
十
日
）
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
検
定
規
則
に
よ
る
型
式
検
定
の
合
格
の
効
力
を
有
す
る
航
空
機
に
施
設
す
る
無
線

設
備
の
機
器
の
型
式
は
、
昭
和
五
十
九
年
二
月
一
日
に
そ
の
合
格
の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
昭
和
五
十
九
年
一

月
三
十
一
日
以
前
に
航
空
機
に
設
置
さ
れ
た
当
該
型
式
の
機
器
は
、
昭
和
六
十
七
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
は
、
そ

の
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
合
格
機
器
と
み
な
す
。

４
　
昭
和
五
十
八
年
一
月
三
十
一
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
航
空
機
局
の
送
信
装
置
（
昭
和
五
十
八

年
二
月
一
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
Ｊ
三
Ｅ
電
波
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
の
も
の
の
不
要
発
射
の
電
波
の
周
波
数
ご
と
の
減
衰
量
の
条
件
は
、
改
正
後
の
第
四
十
五
条
の
十
一
第
一
号

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
三
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
施
行
規
則
、
免
許
規
則
、
設
備
規
則
、
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
に

関
す
る
規
則
、
運
用
規
則
及
び
検
定
規
則
に
基
づ
く
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
（
ア
マ
チ
ユ
ア
局
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
の
う
ち
、
改
正
前
の
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
規
定
に
従
つ
た
電
波
の
型
式
の
表
示
は
、
こ
の
省
令

の
施
行
の
日
以
降
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
同
条
の
規
定
に
従
つ
て
相
当
の
電
波
の
型
式
の
表
示
を
し
て
い
る
も

の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
五
月
三
〇
日
郵
政
省
令
第
二
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
六
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
九
月
二
六
日
郵
政
省
令
第
三
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２
　
無
線
局
の
送
信
設
備
の
条
件
は
、
改
正
後
の
第
七
条
及
び
別
表
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
六
十
年

一
月
一
日
（
同
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
無
線
局
の
送
信
設
備
（
昭
和
六
十
年
一
月
二
日
以
後
に

お
け
る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
に
つ
い
て
は
昭
和
六
十
九
年
一

月
一
日
、
周
波
数
の
許
容
偏
差
に
つ
い
て
は
昭
和
六
十
五
年
一
月
一
日
）
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
　
昭
和
五
十
五
年
五
月
二
十
五
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
六
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
送
信
設
備
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
周
波
数
の
許
容

偏
差
は
、
前
項
並
び
に
改
正
後
の
第
七
条
及
び
別
表
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
三

十
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
昭
和
五
十
五
年
五
月
二
十
六
日
以
後
に
お
け

る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
三
三
五
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
（
航
空
移
動
業
務
の

も
の
、
放
送
中
継
を
行
う
も
の
、
地
球
局
、
宇
宙
局
及
び
ア
マ
チ
ユ
ア
局
を
除
く
。
）
の
送
信
設
備
（
多
重
通
信

路
の
も
の
、
船
上
通
信
設
備
及
び
ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ
を
除
く
。
）
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
附
則
第
二
項
及
び
改

正
後
の
別
表
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
九
年
五
月
三
十
一
日
（
同
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免

許
を
受
け
た
無
線
局
の
送
信
設
備
（
昭
和
五
十
九
年
六
月
一
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
六
年
五
月
三
十
一
日
）
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
三
三
五
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
（
航
空
移
動
業
務
の

も
の
、
放
送
中
継
を
行
う
も
の
、
地
球
局
、
宇
宙
局
、
ア
マ
チ
ユ
ア
局
、
船
舶
局
、
船
舶
に
お
い
て
使
用
す
る
携

帯
局
、
多
重
通
信
路
の
も
の
、
船
上
通
信
設
備
及
び
基
本
周
波
数
の
平
均
電
力
が
一
ワ
ツ
ト
以
下
の
気
象
援
助
局

を
除
く
。
）
の
送
信
設
備
（
多
重
通
信
路
の
も
の
を
除
く
。
）
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
は
、
附
則
第
二
項
及
び

改
正
後
の
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
九
年
五
月
三
十
一
日
（
同
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許

を
受
け
た
無
線
局
の
送
信
設
備
（
昭
和
五
十
九
年
六
月
一
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
六
年
五
月
三
十
一
日
）
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
一
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
一
四
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
航
空
局
又
は
航
空
機
局
の
送
信
設
備

の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
附
則
第
二
項
及
び
改
正
後
の
別
表
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
九
年

一
月
三
十
一
日
（
同
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
無
線
局
の
送
信
設
備
（
昭
和
五
十
九
年
二
月
一
日

以
後
に
お
け
る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
七
年
十
一
月
三
十
日
）
ま

で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
Ａ
三
Ｅ
電
波
二
六
、
一
七
五
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
八
、
〇
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
を
使
用
す
る
空
中
線
電
力
一
ワ
ツ
ト

以
下
の
海
岸
局
及
び
船
舶
局
の
送
信
設
備
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
附
則
第
二
項
及
び
改
正
後
の
別
表
第
一
号

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
六
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
（
同
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
無
線

局
の
送
信
設
備
（
昭
和
六
十
五
年
一
月
一
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
は
、
昭
和
七
十
一
年
十
一
月
三
十
日
）
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
改
正
前
の
第
七
条
第
九
項
、
別
表
第
一
号
の
注
５
又
は
同
表
の
注
１
２
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
は
、
そ
れ
ぞ
れ

改
正
後
の
第
七
条
第
十
二
項
、
別
表
第
一
号
の
注
２
４
又
は
同
表
の
注
２
７
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
と
す
る
。

９
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
検
定
規
則
に
よ
る
型
式
検
定
の
合
格
の
効
力
を
有
す
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

機
器
の
型
式
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
昭
和
六
十
年
一
月
二
日
に
そ
の
効
力
を
失
う
。

た
だ
し
、
昭
和
六
十
年
一
月
一
日
以
前
に
無
線
局
に
設
置
し
た
当
該
型
式
の
機
器
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
日
ま
で
は
、
そ
の
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
合
格
機
器
と
み
な
す
。

機
器

期
日

一
　
Ａ
三
Ｅ
電
波
二
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
又
は
携
帯
局
の
用
に
供
す

る
無
線
設
備
の
機
器

昭
和
六
十
五
年

一
月
一
日

二
　
ラ
ジ
オ
・
ブ
イ
の
機
器
で
一
、
六
〇
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
、
〇
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

三
　
単
側
波
帯
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
（
移
動
局
（
航
空
機
局
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
の
用

に
供
す
る
送
信
装
置
の
機
器
で
一
、
六
〇
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
、
〇
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び

二
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

四
　
Ｆ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
用
に
供
す
る
送
信
装
置
の
機
器
で
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
一
六
二
・
〇
三
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
、
か
つ
、
空
中
線
電
力
一
ワ
ツ

ト
以
下
の
も
の

五
　
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
放
送
又
は
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
多
重
放
送
を
行
う
放
送
局
の
用
に
供
す
る
送
信
装

置
の
機
器

昭
和
六
十
九
年

一
月
一
日

六
　
Ｆ
三
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
用
に
供
す
る
送
信
装
置
の
機
器
で
、
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
、
か
つ
、
空
中
線
電
力
一
ワ
ツ
ト
以
下
の
も
の

10
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
検
定
規
則
に
よ
る
型
式
検
定
の
合
格
の
効
力
を
有
す
る
救
命
艇
用
携
帯
無
線
電
信

及
び
遭
難
自
動
通
報
設
備
の
機
器
の
型
式
（
郵
政
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
昭
和
六
十
年
一

月
二
日
に
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
昭
和
六
十
年
一
月
一
日
以
前
に
無
線
局
に
設
置
し
た
も
の
は
、
そ
の
設

置
が
継
続
す
る
限
り
、
合
格
機
器
と
み
な
す
。

11
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
昭
和
六
十
年
一
月
一
日
以
前
に
改
正
前
の
設
備
規
則
に
定
め

る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
も
の
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
に
そ
の
技

術
基
準
適
合
証
明
の
効
力
を
失
う
。

無
線
設
備

期
日

一
　
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七

号
。
こ
の
表
及
び
次
項
に
お
い
て
「
適
合
証
明
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四
号
に
掲
げ
る
無
線

設
備
で
一
、
六
〇
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
、
〇
〇
〇
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
八

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

昭
和
六
十
五
年

一
月
二
日

二
　
適
合
証
明
規
則
第
八
条
第
五
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備
で
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
六
二
・
〇
三

七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
、
か
つ
、
空
中
線
電
力
一
ワ
ツ
ト
以
下
の
も
の

三
　
適
合
証
明
規
則
第
八
条
第
五
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備
で
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
、
か
つ
、
空
中
線
電
力
一
ワ
ツ
ト
以
下
の
も
の

昭
和
六
十
九
年

一
月
二
日

四
　
適
合
証
明
規
則
第
八
条
第
六
号
に
掲
げ
る
無
線
設
備

12
　
前
項
に
掲
げ
る
無
線
設
備
（
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

に
係
る
適
合
証
明
規
則
第
六
条
に
基
づ
く
表
示
の
様
式
は
、
同
規
則
別
表
第
五
号
に
よ
る
ほ
か
、
同
表
第
１
の
注

３
に
規
定
す
る
番
号
の
末
尾
に
「
Ａ
」
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
月
三
〇
日
郵
政
省
令
第
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
八
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
項
か
ら
第

六
項
ま
で
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
船
舶
に
設
置
す
る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
の
条
件
は
、
改
正
後
の
第
四
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
昭
和
五
十
九
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
昭
和
五
十
九
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
船
舶
に
設
置
し
た
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
の
条
件
は
、
改
正
後

の
第
四
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
レ
ー
ダ
ー
の
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

４
　
昭
和
五
十
九
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
総
ト
ン
数
五
〇
〇
ト
ン
以
上

一
、
六
〇
〇
ト
ン
未
満
の
船
舶
に
設
置
し
た
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
の
条
件
は
、
改
正
後
の
第
四
十
八
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
自
動
レ
ー
ダ
ー
プ
ロ
ツ
テ
イ
ン
グ
機
能
を
有
す
る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
で
あ
つ
て
昭
和
五
十
九
年
八

月
三
十
一
日
以
前
に
船
舶
に
設
置
し
た
も
の
の
自
動
レ
ー
ダ
ー
プ
ロ
ツ
テ
イ
ン
グ
機
能
に
関
す
る
条
件
は
、
附
則

第
三
項
及
び
改
正
後
の
第
四
十
八
条
第
二
項
第
一
号
ル
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
六
十
六
年
一
月
一
日
ま
で

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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６
　
昭
和
五
十
九
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
（
タ
ン
カ
ー
を
除
く
。
）

に
設
置
す
る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
の
条
件
は
、
改
正
後
の
第
四
十
八
条
第
二
項
第
一
号
ル
中
「
一
〇
、

〇
〇
〇
ト
ン
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
五
、
〇
〇
〇
ト
ン
」
と
す
る
。

７
　
Ｆ
二
Ａ
電
波
、
Ｆ
二
Ｂ
電
波
、
Ｆ
二
Ｄ
電
波
、
Ｆ
二
Ｎ
電
波
又
は
Ｆ
二
Ｘ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設

備
の
条
件
は
、
改
正
後
の
第
五
十
八
条
、
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
及
び
別
表

第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
五
十
九
年
五
月
三
十
一
日
（
同
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た

無
線
局
の
無
線
設
備
（
昭
和
五
十
九
年
六
月
一
日
以
降
に
お
け
る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
六
年
五
月
三
十
一
日
）
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

８
　
改
正
前
の
第
四
十
八
条
第
一
項
第
七
号
ハ
（
４
）
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
は
、
改
正
後
の
第
四
十
八
条
第
一
項

第
七
号
ハ
（
４
）
及
び
同
条
第
二
項
第
一
号
ル
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
一
四
日
郵
政
省
令
第
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
陸
上
移
動
局
（
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
通
信
を
行
う

も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
の
条
件
は
、
改
正
後
の
第
七
条
、
第
四
十
九
条
の
八
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
八

条
の
二
の
二
、
別
表
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
六
十
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
七
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和

五
十
九
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
一
二
月
二
四
日
郵
政
省
令
第
四
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
一
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
第
三
十
七
条
の
二
十
八
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
船
舶
に
設
置
さ
れ
て
い
る
無
線
設

備
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
備
の
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
三
月
一
五
日
郵
政
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
六
月
一
日
郵
政
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
七
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
六
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
四
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し

て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
五
十
四
条
の
改
正
規
定
の
施
行
の
日
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
無
線
設
備
を
使
用
す
る
九
〇
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
帯
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
は
、
改
正
後
の
第
五
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
一
五
日
郵
政
省
令
第
七
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
を
受
け
て
い
る
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
文
字
多
重
放
送
を
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備

の
条
件
は
、
改
正
後
の
第
三
十
七
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
月
八
日
郵
政
省
令
第
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
前
の
第
七
条
第
十
二
項
及
び
第
四
十
五
条
の
十
八
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
第
七

条
第
十
三
項
及
び
第
四
十
五
条
の
十
九
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
三
月
二
二
日
郵
政
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
許
可
、
認
可
等
民
間
活
動
に
係
る
規
制
の
整
理
及
び
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法

律
第
百
二
号
）
第
二
十
一
条
中
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
三
十
七
条
の
改
正
規
定
の
施

行
の
日
（
昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
五
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
二
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
九
条
の
七
に
た
だ
し
書
を
加
え

る
改
正
規
定
及
び
別
表
第
一
号
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
の
表
の
注
２
６
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
七
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
法
第
三
十
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
救
命
艇
用
携
帯
無
線
電
信
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
に
か
か
わ
ら

ず
、
昭
和
六
十
一
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
改
正
前
の
第
七
条
第
十
三
項
及
び
第
四
十
九
条
の
七
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の

第
七
条
第
十
四
項
及
び
第
四
十
九
条
の
七
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
七
月
二
八
日
郵
政
省
令
第
四
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
二
七
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
二
八
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と

を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
無
線
呼
出
局
の
無
線
設
備
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
、
隣
接
チ
ヤ
ネ
ル
漏

え
い
電
力
及
び
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
七
条
、
第
四
十
九
条
の
五
第
三
号
及
び

別
表
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
六
十
二
年
七
月
三
十
一
日
（
同
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受

け
た
無
線
局
の
無
線
設
備
（
昭
和
六
十
二
年
八
月
一
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
六
年
五
月
三
十
一
日
）
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
八
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
自
動
車
無
線
電
話
通
信
を
行
う
無

線
局
の
無
線
設
備
の
隣
接
チ
ヤ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
四
十
九
条
の
六
第
一
項
第
二
号
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
六
十
二
年
七
月
三
十
一
日
（
同
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
無
線
局
の

無
線
設
備
（
昭
和
六
十
二
年
八
月
一
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、

昭
和
六
十
六
年
五
月
三
十
一
日
）
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
八
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
自
動
車
無
線
電
話
通
信
を
行
う
陸

上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
改
正
前
の
設
備
規
則
に
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
と

し
て
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
も
の
は
、
昭
和
六
十
二
年
八
月
一
日
に
そ
の

技
術
基
準
適
合
証
明
の
効
力
を
失
う
。

７
　
改
正
前
の
第
七
条
第
十
項
及
び
第
十
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
第
七
条
第
十
一
項

及
び
第
十
五
項
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
〇
月
一
日
郵
政
省
令
第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
四
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
一
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
八
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
を
使
用
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
等

の
無
線
設
備
の
条
件
は
、
改
正
後
の
第
四
十
九
条
の
七
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
六
十

六
年
五
月
三
十
一
日
（
同
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
無
線
局
の
無
線
設
備
（
昭
和
六
十
六
年
六
月

一
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
昭
和
七
十
一
年
五
月
三
十
一
日
）

ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
八
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
を
使
用
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
陸
上
移
動

局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
改
正
前
の
設
備
規
則
に
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
法

第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
も
の
は
、
昭
和
六
十
六
年
六
月
一
日
に
そ
の
技
術
基

準
適
合
証
明
の
効
力
を
失
う
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
陸
上
移
動
局
（
八
一
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
一
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
の
条
件
は
、
改
正
後
の
第
五
十
八
条
、

別
表
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
七
十
一
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
八
月
八
日
郵
政
省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
九
月
二
九
日
郵
政
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
五
十
五
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
三
月
二
八
日
郵
政
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
四
月
一
九
日
郵
政
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
六
月
九
日
郵
政
省
令
第
三
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
前
の
第
四
十
条
の
二
に
規
定
す
る
沿
岸
無
線
電
話
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
沿
岸
無
線
電
話
通
信
設
備
の

試
験
の
た
め
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
は
、
改
正
後
の
第
九
条
の
二
、
第
四
十
条
の
二
、
第
四
十
条
の
三
、

第
五
十
八
条
及
び
別
表
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
七
十
一
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
沿
岸
無
線
電
話
通
信
を
行
う
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
改
正
前
の
設
備
規
則
に
定
め

る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
も
の
は
、
昭
和

七
十
一
年
十
二
月
一
日
に
そ
の
技
術
基
準
適
合
証
明
の
効
力
を
失
う
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
二
月
二
一
日
郵
政
省
令
第
七
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
五
条
の
十
二
の
五
の
改
正
規
定
、
同
条
に
一
項

を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
四
十
五
条
の
十
二
の
六
の
改
正
規
定
、
第
四
十
五
条
の
十
二
の
九
の
次
に
一
条
を
加
え

る
改
正
規
定
、
第
四
十
五
条
の
十
九
の
改
正
規
定
、
別
表
第
一
号
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
の
表
７
の
項
及
び
８
の

項
の
改
正
規
定
、
別
表
第
二
号
の
第
１
の
表
Ｖ
１
Ｄ
の
項
及
び
Ｖ
３
Ｄ
の
項
の
改
正
規
定
、
別
表
第
三
号
の
次
に

一
表
を
加
え
る
改
正
規
定
、
別
図
第
五
号
の
改
正
規
定
、
別
図
第
五
号
の
次
に
一
図
を
加
え
る
改
正
規
定
、
別
図

第
六
号
か
ら
別
図
第
八
号
ま
で
の
改
正
規
定
、
別
図
第
八
号
の
次
に
一
図
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
別
図
第
十

四
号
の
次
に
四
図
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
昭
和
六
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
航
空
用
Ｄ
Ｍ
Ｅ
又
は
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ

の
無
線
局
の
無
線
設
備
及
び
そ
の
運
用
が
無
線
局
の
免
許
若
し
く
は
運
用
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
く
、
か

つ
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
の
条
件

に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
四
十
五
条
の
十
二
の
五
、
第
四
十
五
条
の
十
二
の
六
、
別
表
第
一
号
の
周
波
数
の
許

容
偏
差
の
表
７
の
項
及
び
８
の
項
、
別
表
第
二
号
第
１
の
表
Ｖ
１
Ｄ
の
項
、
Ｖ
１
Ｘ
の
項
、
Ｖ
Ｘ
Ｘ
の
項
及
び
Ｗ

Ｘ
Ｘ
の
項
並
び
に
別
図
第
五
号
か
ら
別
図
第
八
号
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
五
月
三
〇
日
郵
政
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
六
月
一
日
郵
政
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
六
月
三
〇
日
郵
政
省
令
第
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
八
月
一
日
郵
政
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
〇
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
一
二
月
一
八
日
郵
政
省
令
第
七
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
六
月
一
八
日
郵
政
省
令
第
三
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
五
年
五
月
三
十
一
日
以
前
に
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
年
郵
政
省
令
第
三
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
電
波
法
施
行
規
則
第
十
三
条
第

一
項
の
表
に
掲
げ
る
周
波
数
の
指
定
を
受
け
て
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
簡
易
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
平
成

十
二
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規
則
第
九
条
の
二
第
一
項
の
表
に
掲
げ

る
自
動
識
別
装
置
を
装
置
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
港
湾
無
線
電
話
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
港

湾
無
線
電
話
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
一
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
八
年
五

月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
七
月
二
三
日
郵
政
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
九
月
一
八
日
郵
政
省
令
第
四
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
前
項
に
定
め
る
日
か
ら
平
成
三
年
六
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
（
以
下

「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
十
五
項
、
第
四
十
九
条
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。
）
、
別
表
第
一
号
及
び
別
表
第

二
号
中
「
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
」
と
あ
る
の
は
「
遭
難
自
動
通
報
設
備
」
と
、
新
規
則
第
七
条
第
十
五
項

中
「
捜
索
救
助
用
レ
ー
ダ
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
」
と
あ
る
の
は
「
捜
索
救
助
用
レ
ー
ダ
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
（
船

舶
が
遭
難
し
た
場
合
に
、
レ
ー
ダ
ー
か
ら
発
射
さ
れ
た
電
波
を
受
信
し
た
と
き
、
そ
れ
に
応
答
し
て
電
波
を
発
射

し
、
当
該
レ
ー
ダ
ー
の
指
示
器
上
に
そ
の
位
置
を
表
示
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
同
条
第
十
六

項
中
「
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
」
と
あ
る
の
は
「
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
（
船
舶
が
遭
難
し

た
場
合
に
、
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
、
当
該
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
の
送
信
の
地
点
を
探
知
さ
せ

る
た
め
の
信
号
を
送
信
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
す
る
。

３
　
平
成
七
年
一
月
三
十
一
日
以
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
に
設
置
し
た
イ
ン
マ
ル
サ
ツ
ト

船
舶
地
球
局
の
送
信
設
備
の
条
件
は
、
新
規
則
第
七
条
、
第
十
四
条
及
び
第
四
十
条
の
四
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
平
成
十
一
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
平
成
四
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
に
無
線
局
に
備
え
付
け
た
双
方
向
無
線
電
話
（
四
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
六

七
・
五
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
双
方
向
無
線
電
話
を
除
く
。
）
の
条
件
は
、
新
規
則
第
四

十
五
条
の
三
の
四
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
一
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

５
　
四
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
四
六
七
・
五
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
双
方
向
無
線
電
話
で
あ
つ

て
、
平
成
四
年
一
月
三
十
一
日
以
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
に
設
置
し
た
も
の
の
条
件

は
、
新
規
則
第
四
十
条
の
二
、
第
四
十
五
条
の
三
の
四
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
八
条
の
二
の
二
、
別
表
第
一
号

及
び
別
表
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
七
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
一
、
六
〇
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
二
六
、
一
七
五
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼

出
装
置
に
よ
る
通
信
を
行
う
船
舶
局
及
び
海
岸
局
で
あ
つ
て
、
平
成
四
年
一
月
一
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許

を
受
け
た
も
の
の
送
信
設
備
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
表
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
平
成
十
一
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
平
成
四
年
一
月

二
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

７
　
一
、
六
〇
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
二
六
、
一
七
五
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
狭
帯
域
直
接
印
刷

電
信
装
置
に
よ
る
通
信
を
行
う
船
舶
局
及
び
海
岸
局
で
あ
つ
て
、
平
成
四
年
一
月
一
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免

許
を
受
け
た
も
の
の
送
信
設
備
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
表
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
平
成
四
年
一
月
二
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
又
は
増
設

に
係
る
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
月
二
一
日
郵
政
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
二
月
二
八
日
郵
政
省
令
第
一
一
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
簡
易
陸
上
移
動
無
線
電
話
通
信
を
行
う
無
線
局
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
が
、
現

に
開
設
し
、
又
は
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
降
に
開
設
す
る
簡
易
陸
上
移
動
無
線
電
話
通
信
を
行
う
無
線
局
又
は

簡
易
陸
上
移
動
無
線
電
話
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
八
二
一
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Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
二
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
九
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
四
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
も
の
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
四
十
九
条
の
十
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
し
、
八
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
九
五
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
六
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
七
条
、
第
四
十
九
条
の
十

二
、
第
五
十
七
条
の
三
、
第
五
十
八
条
、
別
表
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
八
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
自
動
車
無
線
電
話
通
信
を
行
う
無
線
局
又
は
八
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
自
動
車
無
線
電
話
通
信
設
備

の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
で
八
八
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
八
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
四
十
九
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
郵
政
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
し
、
九
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

を
超
え
九
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
七
条
、
第

四
十
九
条
の
六
、
第
五
十
七
条
の
三
、
第
五
十
八
条
、
別
表
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

郵
政
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
八
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
自
動
車
無
線
電
話
通
信
を
行
う
基
地
局
若
し
く
は
八
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
自
動
車
無
線
電
話
通
信

設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
（
八
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
自
動
車
無
線
電
話
通
信
を
行
う
基
地
局
と
送

信
装
置
を
共
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
で
八
四
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
四
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
送
信
す
る
も
の
又
は
八
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
自
動
車
無
線
電
話
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
若
し
く
は
八
〇
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
帯
自
動
車
無
線
電
話
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
（
八
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
自
動
車
無
線

電
話
通
信
を
行
う
基
地
局
と
送
信
装
置
を
共
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
で
八
九
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九

〇
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
郵
政
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
日
ま
で
の
間

は
、
第
四
十
九
条
の
六
の
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
無
線
設
備
が
適
用
を
受
け
る

規
定
を
適
用
す
る
。

５
　
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
又
は
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
設
備
試
験
用
固
定
局
の
無
線
設
備
で
八
三

四
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
三
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第

七
条
、
第
四
十
九
条
の
七
、
第
五
十
七
条
の
三
、
第
五
十
八
条
、
別
表
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
郵
政
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
し
、
八
八
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を

超
え
八
九
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
四
十
九
条
の

七
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
郵
政
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
一
日
郵
政
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
七
月
一
七
日
郵
政
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
七
月
二
九
日
郵
政
省
令
第
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
二
月
二
日
郵
政
省
令
第
五
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
条
の
三
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第
一

号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
三
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
海
岸
局
又
は
船
舶
局
に
設
置
し
た
Ｆ
一
Ｂ
電
波
又
は
Ｆ
一
Ｄ
電
波
二
九
・

七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
使
用
す
る
送
信
設
備
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
改
正
後
の
別
表
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
七
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
義
務
船
舶
局
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
定
め
る
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
月
一
六
日
郵
政
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
五
月
一
五
日
郵
政
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
九
月
二
四
日
郵
政
省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
〇
月
七
日
郵
政
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
二
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
七
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
一
〇
日
郵
政
省
令
第
一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
四
月
七
日
郵
政
省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
〇
月
五
日
郵
政
省
令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
〇
月
一
二
日
郵
政
省
令
第
五
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
前
に
免
許
、
予
備
免
許
又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
技
術
基
準
適
合
証
明
を

受
け
た
ア
マ
チ
ユ
ア
局
及
び
九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
は
、
改
正

後
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
一
月
二
六
日
郵
政
省
令
第
六
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
一
二
月
二
二
日
郵
政
省
令
第
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
二
月
三
日
郵
政
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
三
月
二
日
郵
政
省
令
第
一
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
九
条
の
十
一
第
二
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規

定
は
、
平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
港
湾
無
線
電
話
通
信
を
行
う
無
線
局
の

無
線
設
備
の
条
件
は
、
改
正
後
の
第
四
十
九
条
の
十
一
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
三
年
五

月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
平
成
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
検
定
規
則
に
よ
る
型
式
検
定
の
合
格
の
効
力
を
有
す
る
港
湾
無
線
電
話
通
信

を
行
う
携
帯
局
の
用
に
供
す
る
送
受
信
装
置
の
機
器
の
型
式
は
、
平
成
十
三
年
六
月
一
日
に
そ
の
効
力
を
失
う
。

４
　
港
湾
無
線
電
話
通
信
を
行
う
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
改
正
前
の
設
備
規
則
に
定
め

る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
も
の
は
、
平
成

十
三
年
六
月
一
日
に
そ
の
技
術
基
準
適
合
証
明
の
効
力
を
失
う
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
四
月
二
八
日
郵
政
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
六
月
二
日
郵
政
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
五
日
郵
政
省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
八
月
四
日
郵
政
省
令
第
五
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
六
年
十
一
月
三
日
以
前
に
船
舶
に
設
置
し
た
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
の
無
線
設
備
、
双
方
向
無

線
電
話
の
無
線
設
備
及
び
捜
索
救
助
用
レ
ー
ダ
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
の
無
線
設
備
の
条
件
は
、
引
き
続
き
当
該
船
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舶
に
設
置
す
る
限
り
、
改
正
後
の
第
四
十
五
条
の
二
、
第
四
十
五
条
の
三
及
び
第
四
十
五
条
の
三
の
二
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
、
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
〇
月
六
日
郵
政
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
一
二
月
二
二
日
郵
政
省
令
第
八
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
四
日
郵
政
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
六
月
一
日
郵
政
省
令
第
四
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
を
受
け
て
い
る
無
線
呼
出
局
（
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て

開
設
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
で
あ
っ
て
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
五
一
二
ビ
ッ
ト
未
満
の
も
の
の
条

件
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
四
十
九
条
の
五
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
七
月
四
日
郵
政
省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
八
月
八
日
郵
政
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
八
月
八
日
郵
政
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
一
〇
月
一
二
日
郵
政
省
令
第
七
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
二
月
二
八
日
郵
政
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
七
日
郵
政
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
四
月
一
一
日
郵
政
省
令
第
三
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
七
月
一
一
日
郵
政
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
一
月
五
日
郵
政
省
令
第
七
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
八
年
十
一
月
二
十
二
日
以
前
に
船
舶
に
設
置
し
た
一
、
六
〇
六
・
五
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
二
六
、
一
七
五
ｋ
Ｈ
ｚ

ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
及
び
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
又
は
狭
帯
域
直
接
印

刷
電
信
装
置
に
よ
る
通
信
を
行
う
船
舶
局
の
無
線
設
備
並
び
に
双
方
向
無
線
電
話
の
無
線
設
備
の
条
件
は
、
引
き

続
き
当
該
船
舶
に
設
置
す
る
限
り
、
改
正
後
の
第
四
十
条
の
七
及
び
第
四
十
五
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
イ
ン
マ
ル
サ
ツ
ト
航
空
機
地
球
局
の
送
信
設

備
の
条
件
は
、
改
正
後
の
第
七
条
第
二
十
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
又
は
増
設
に
係
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
一
二
月
一
二
日
郵
政
省
令
第
七
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
無
線
局
根
本
基
準
第
六
条
の
三
第
三
号
の
改

正
規
定
、
施
行
規
則
第
六
条
の
四
第
三
号
及
び
第
四
号
の
改
正
規
定
、
施
行
規
則
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一

号
の
改
正
規
定
、
施
行
規
則
第
三
十
八
条
の
改
正
規
定
（
「
通
信
条
約
及
び
附
属
規
則
」
を
「
通
信
憲
章
、
通
信

条
約
及
び
無
線
通
信
規
則
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
免
許
規
則
別
表
第
五
号
の
二
の
改
正
規
定
、
運
用
規
則

第
百
五
十
三
条
の
二
の
改
正
規
定
、
設
備
規
則
第
七
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
設
備
規
則
第
三
十
八
条
の
三
第
一

号
の
改
正
規
定
、
設
備
規
則
第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
設
備
規
則
第
四
十
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ロ

の
改
正
規
定
、
設
備
規
則
第
四
十
条
の
七
第
三
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
、
設
備
規
則
第
四
十
一
条
第
三
項
の

改
正
規
定
、
設
備
規
則
第
四
十
五
条
の
十
二
の
四
の
改
正
規
定
、
設
備
規
則
第
五
十
八
条
の
改
正
規
定
並
び
に
設

備
規
則
別
表
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
一
七
日
郵
政
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
九
日
郵
政
省
令
第
二
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
前
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
航
空
機
局
の
無
線
設
備
の
条
件
は
、
改
正
後
の

第
四
十
五
条
の
十
二
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
（
３
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。

３
　
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日

前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
改
正
後
の
第
四
十
九
条
の
二
十
第
五
号

の
規
定
す
る
無
線
設
備
の
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
一
六
日
郵
政
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
二
四
日
郵
政
省
令
第
四
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
・
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
多
重

放
送
を
行
う
放
送
局
の
無
線
設
備
の
条
件
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
七
月
三
一
日
郵
政
省
令
第
五
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
九
月
二
二
日
郵
政
省
令
第
五
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
九
月
二
四
日
郵
政
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
放
送
法
及
び
有
線
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
五
十

八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
六
日
郵
政
省
令
第
八
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
十
五
項
の
条
件
に
適
合
す

る
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
及
び
簡
易
型
携
帯
電
話
の
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備

で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
技
術
基
準
適
合
証
明
（
以
下
「
技

適
証
明
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
も
の
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
設
備
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
十
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
と
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
平
成
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
技
適
証
明
を
受
け
る
も

の
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
七
条
第
十
五
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
簡
易
型
携
帯
電
話
の
基
地
局
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
が
、
現
に
開
設
し
て
い
る

簡
易
型
携
帯
電
話
の
基
地
局
又
は
簡
易
型
携
帯
電
話
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
に
使
用

す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四
十
九
条
の
八
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
に
係
る
無
線
設

備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４
　
前
項
の
者
が
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
平
成
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
開
設
す
る
簡
易
型
携
帯
電

話
の
基
地
局
又
は
簡
易
型
携
帯
電
話
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
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線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四
十
九
条
の
八
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
以
後
に
お
け
る
取
替
え
に
係
る
無
線
設

備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
　
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
、
簡
易

型
携
帯
電
話
の
陸
上
移
動
局
及
び
簡
易
型
携
帯
電
話
の
基
地
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
係
る
技
適
証
明

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
日
郵
政
省
令
第
八
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
六
・
五
七
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
六
・
八
七
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下
、
七
・
四
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
・
七
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
二
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
二
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以

下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
公
共
業
務
用
固
定
局
の
無
線
設
備
の
条
件
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
無

線
設
備
規
則
第
五
十
八
条
の
二
の
八
及
び
第
五
十
八
条
の
二
の
九
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
一
一
日
郵
政
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
九
月
三
〇
日
郵
政
省
令
第
七
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
・
自
動
車
無
線

電
話
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
・
自
動
車
無
線
電
話
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の

通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
設
備
規
則
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
一
日
郵
政
省
令
第
八
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
五
日
郵
政
省
令
第
八
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
分
野
に
お
け
る
規
制
の
合
理
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
法
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
日
前
に

法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
第
九
条
の
四
、
第
四
十
九
条
の
八
及
び
第
四
十
九
条
の
八
の
二
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
技

術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
八
日
郵
政
省
令
第
一
〇
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
八
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第

三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
一
年
一
月
三
十
一
日
以
前
に
船
舶
に
設
置
し
た
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
の
無
線
設
備
の
条
件
は
、

平
成
十
一
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
船
舶
に
設
置
す
る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
の
条
件
は
、
改
正
後
の
第
四
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
平
成
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
平
成
十
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
船
舶
に
設
置
し
た
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
の
条
件
は
、
改
正
後
の

第
四
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
レ
ー
ダ
ー
の
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
二
五
日
郵
政
省
令
第
一
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
を
受
け
て
い
る
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
二
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
七
条
、
第
二
十
四
条
、

第
四
十
九
条
の
十
九
、
別
表
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
九
に
適
合
す
る
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
八
日
郵
政
省
令
第
一
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
第
四
十
九
条
の
二
十
一
に
定
め
る
条
件
に
適
合
す
る
公
共
デ
ジ
タ
ル
移

動
通
信
を
行
う
無
線
局
の
免
許
を
受
け
て
い
る
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第

五
十
七
条
の
三
の
二
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
、
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令

の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
取
り
替
え
又
は
増
設
に
係
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
四
月
一
二
日
郵
政
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
五
月
二
一
日
郵
政
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
八
日
郵
政
省
令
第
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
一
三
日
郵
政
省
令
第
八
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
八
日
郵
政
省
令
第
八
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
九
日
郵
政
省
令
第
九
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
一
項
た
だ
し
書

に
掲
げ
る
改
正
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
一
日
郵
政
省
令
第
一
〇
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
二
月
三
日
郵
政
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
・
自
動
車
無

線
電
話
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
・
自
動
車
無
線
電
話
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め

の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
受
信
装
置
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
設
備
規
則
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
日
郵
政
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
六
日
郵
政
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
五
月
一
七
日
郵
政
省
令
第
三
二
号
）
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
を
受
け
て
い
る
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線

局
の
免
許
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

３
　
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
っ
て
、
こ

の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
も
の
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
改
正
後
の
第
四
十

九
条
の
十
四
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
も
の

と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
二
日
郵
政
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
九
日
郵
政
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
七
日
郵
政
省
令
第
八
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
二
月
一
日
総
務
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
二
月
二
三
日
総
務
省
令
第
一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
を
受
け
て
い
る
無
線
局
の
う
ち
、
Ｆ
二
Ｄ
若
し
く
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波
四
一

三
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
四
一
四
・
一
四
三
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
う
ち
四
一
三
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
四
一
三
・

七
Ｍ
Ｈ
ｚ
に
六
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の
、
又
は
Ｆ
二
Ｄ
若
し
く
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波
四
五
四
・
〇
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
四
五
四
・
一
九
三
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
う
ち
四
五
四
・
〇
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
四
五
四
・
〇
五

Ｍ
Ｈ
ｚ
に
六
・
二
五
ｋ
Ｈ
ｚ
の
整
数
倍
を
加
え
た
も
の
を
使
用
し
、
か
つ
、
空
中
線
電
力
が
〇
・
〇
〇
一
ワ
ッ
ト

以
下
で
あ
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十

四
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
も
の
と
み
な

す
。

第
三
条
　
前
条
の
陸
上
移
動
局
の
免
許
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
四
月
一
七
日
総
務
省
令
第
六
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
三
に
規
定
す
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
に

係
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
三
に
規

定
す
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
三
に
規
定
す
る
符
号
分
割
多
元
接
続

方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
及
び
法
第
三
十
八
条
の
十
六
第

一
項
の
認
証
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
有
効
と
す
る
。

３
　
総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
三
の
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式

携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
に
対
し
て
免
許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
無
線
設
備

の
条
件
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規

則
第
四
十
九
条
の
六
の
三
の
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
及
び
法
第
三
十
八
条
の
十

六
第
一
項
の
認
証
に
つ
い
て
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
証
明
機
関
が
行
う
技
術

基
準
適
合
証
明
及
び
法
第
三
十
八
条
の
十
六
第
一
項
の
認
証
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

（
有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
に
係
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
の

基
地
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が

で
き
る
。

２
　
総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
に
対
し
て
免
許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
無
線
設
備
の
条
件
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム

の
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
及
び
法
第
三
十
八
条
の
十
六
第
一
項
の
認
証
に
つ
い
て
申
請

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
証
明
機
関
が
行
う
技
術
基
準
適
合
証
明
及
び
法
第
三
十
八

条
の
十
六
第
一
項
の
認
証
の
審
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
五
月
二
八
日
総
務
省
令
第
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
六
月
一
日
総
務
省
令
第
八
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
（
包
括
免
許
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
て
い
る
（
免
許
の
申
請
中
の

も
の
を
含
む
。
）
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
及
び
非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ

り
携
帯
移
動
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
（
以
下
「
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
等
」
と
い
う
。
）
の

無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十

四
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
免
許
を
受
け
た
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
等
で
あ
っ
て
、
特
定
無
線
設
備
の

技
術
基
準
適
合
証
明
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
二
号
）
附
則
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
同
令
の
施
行
後
に
お
い
て
な
お
有
効
と
さ
れ
た
技
術
基
準
適
合
証
明
及
び
法
第
三
十
八
条
の

十
六
第
一
項
の
認
証
に
係
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
十
四
条
の
二
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
二
日
総
務
省
令
第
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
、
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
七
条
第
十
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
地
域
防
災
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設

備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
七
条
、
第
四
十
九
条
の
十
、
第
五
十
八
条
、

別
表
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。
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３
　
前
項
の
無
線
局
の
免
許
人
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
改

正
前
の
設
備
規
則
第
七
条
第
十
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
地
域
防
災
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
を
開
設
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
二
月
二
八
日
総
務
省
令
第
二
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ

い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平

成
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
条
件
に
適
合

す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
無
線
局
に
対
し
て
免
許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
無
線
設
備
の
条
件
は
、
平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
及

び
法
第
三
十
八
条
の
十
六
第
一
項
の
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
の
効
力
に
つ
い
て
は
、

こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
有
効
と
す
る
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
無
線
局
（
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
を
除
く
。
）
の
無
線
設

備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

な
お
有
効
と
す
る
。

６
　
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
申
請
は
、
こ
の

省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
（
証
明
規
則
第
六
条
の
二
、
第
二
十
六
条
、
第
三
十

五
条
及
び
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
簡
易
な
手
続
（
以
下
「
簡
易
な
手
続
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
申
請
に
あ
っ
て

は
、
平
成
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
）
の
間
は
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
技

術
基
準
適
合
証
明
等
の
審
査
に
つ
い
て
は
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
効

力
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
一
四
日
総
務
省
令
第
六
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
設
備
規
則
第
七
条
第
九
項
第
三
号
に
規
定
す

る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
の
無
線
設
備
で
あ
っ
て
一
、
九
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
一
、
九
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
二
、
一
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
も
の
（
以
下
「
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
を
使
用
す
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
の
無
線
設
備
」
と
い

う
。
）
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
、
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
前
の
設
備
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
を
使
用
す
る
符
号
分
割
多
元
接
続

方
式
携
帯
無
線
通
信
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
等
に
対

し
て
免
許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
無
線
設
備
の
条
件
は
、
な
お
、
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
を
使
用
す
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信

の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
及
び
法
第
三
十
八
条
の
十
六
第
一
項
の
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合

証
明
等
」
と
い
う
。
）
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
有
効
と
す
る
。

５
　
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
を
使
用
す
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
の
無
線
設
備

に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
申
請
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

は
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
審
査
は
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
も
の
と
し
、
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
五
日
総
務
省
令
第
六
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令
第
七
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
に
設
置
さ
れ
る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
で
あ
つ

て
、
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
船
舶
に
備
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
船
舶
に
設
置
さ
れ
て
い
る
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十

四
年
総
務
省
令
第
七
十
四
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
施
行
規
則
第
十
一
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
中
波
無
線
方
位

測
定
機
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
四
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
九
月
一
九
日
総
務
省
令
第
九
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
九
月
二
七
日
総
務
省
令
第
一
〇
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
一
二
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
第
十
八
項
及
び
第
四
十
五
条
の
十
二
の
二
の
改

正
規
定
は
、
平
成
十
五
年
一
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
の
一
部
に
係
る
規
定
の
失
効
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
七
条
第
十
項
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う

無
線
局
の
う
ち
八
三
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
三
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
若
し
く
は
八
九
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
九
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則

第
七
条
、
第
四
十
九
条
の
七
の
三
、
第
五
十
七
条
の
三
、
別
表
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号
の
規
定
は
、
平
成
十
九

年
五
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
、
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
七
条
第
十
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
の
う
ち

一
、
四
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
、
五
一
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
五
一
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備

規
則
第
七
条
、
第
四
十
九
条
の
七
、
第
五
十
七
条
の
三
、
第
五
十
八
条
、
別
表
第
一
号
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
平

成
十
七
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
前
項
の
無
線
局
の
免
許
人
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
平
成
十
七
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
改
正

前
の
設
備
規
則
第
七
条
第
十
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
の
う
ち
一
、
四
六

五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
、
五
一
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
五
一
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波

数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
無
線
局
の
無
線
設
備

の
条
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
、
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
七
条
第
十
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
の
う
ち

一
、
四
六
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
七
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
、
五
一
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
五
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
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規
則
第
七
条
、
第
四
十
九
条
の
七
、
第
五
十
七
条
の
三
、
第
五
十
八
条
、
別
表
第
一
号
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
平

成
二
十
一
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
前
項
の
無
線
局
の
免
許
人
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
平
成
二
十
一
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
改

正
前
の
設
備
規
則
第
七
条
第
十
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
の
う
ち
一
、
四

六
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
七
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
一
、
五
一
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
五
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
を
開
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
無
線
局
の
無
線
設

備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
一
七
日
総
務
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
六
月
一
八
日
総
務
省
令
第
九
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
二
、
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
で
あ
つ
て
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
を
用
い
る
も
の
の
無
線
設
備
に
係

る
技
術
基
準
適
合
証
明
及
び
法
第
三
十
八
条
の
十
六
第
一
項
の
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い

う
。
）
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
有
効
と
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
二
、
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
で
あ
つ
て
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
を
用
い
る
も
の

の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
申
請
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
六
年
六
月
三
十
日

ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
審
査
は
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
八
月
一
一
日
総
務
省
令
第
一
〇
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
一
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
ア
マ
チ
ュ
ア
局
に
係
る
施
行
規
則
、
免
許
規
則
、
設
備
規
則
、
証
明
規
則
、
運
用

規
則
及
び
検
定
規
則
に
基
づ
く
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
の
う
ち
、
電
波
の
型
式
の
表
示
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
以
降
に
お
い
て
は
、
施
行
規
則
第
四
条
の
二
の
規
定
に
従
っ
て
相
当
の
電
波
の
型
式
の
表
示
を
し
て
い
る

も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
九
日
総
務
省
令
第
一
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
月
二
六
日
総
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

六
年
一
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
一
日
総
務
省
令
第
三
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
九
月
二
九
日
総
務
省
令
第
一
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
五
日
総
務
省
令
第
七
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
五
月
一
三
日
総
務
省
令
第
八
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
五
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
五
月
一
六
日
総
務
省
令
第
九
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
、
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
の
三
に
規
定
す
る
特
定
無
線
設
備

と
し
て
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
、
又
は
法
第
三
十
八
条
の

二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
を
受
け
た
工
事
設
計
に
基
づ
く
無
線
設
備
の
条
件
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設

備
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
二
十
第
三
号
に
規
定
す
る
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ

ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
は
、
五
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
一
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
五
、
二

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
発
射
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
周
波
数
の
電

波
を
受
信
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
こ
れ
ら
の
周
波
数
の
電
波
を
自
動
的
に
選
択
で
き
る
も
の
に
限
る
。

４
　
前
項
の
無
線
設
備
に
お
い
て
五
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
一
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
五
、
二

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
場
合
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
五
、
一
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
〇
〇
Ｍ

Ｈ
ｚ
、
五
、
二
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
三
〇

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
五
、
三
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
場
合
の
条
件
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
新
規
則
第
七
条
第
十
四
項
第
五
号
中
「
五
、
一
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
又
は
五
、
三
六
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
」
と
あ
る
の

は
「
五
、
一
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
又
は
五
、
二
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
」
と
、
同
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
第
三
号
中
「
五
、

一
八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
五
、
二
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
五
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
一
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
五
、
二

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
場
合
」
と
読
み
替
え
、
同
号
ル
（
１
）
の
表
に
替
え
て
、
次
表
を
適

用
す
る
も
の
と
す
る
。

周
波
数
帯

五
、
二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
の
差
の
周

波
数
（
ｆ
）

一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
等
価
等

方
輻
射
電
力

五
、
一
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
五
、
一
四
二

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

八
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

五
、
一
四
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
五
、
一
五

〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

八
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
八
八
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

一
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

五
、
二
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
五
、
二
五

六
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

二
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
六
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
る
値
以
下

１
０－

１
．
８－

（
６
／
５
０
）
（
ｆ－

２
０
）

ミ
リ
ワ
ッ
ト

五
、
二
五
六
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
五
、
二

七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

二
六
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
四
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

二
・
五
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
さ
れ
た
求
め
に
よ
り
技
術
基
準
適
合
証

明
を
受
け
た
特
定
無
線
設
備
又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
証
を
受
け
た
工
事
設
計
に
基
づ
く
特
定

無
線
設
備
で
あ
っ
て
、
第
四
十
九
条
の
二
十
第
三
号
に
規
定
す
る
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無

線
設
備
は
、
平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日
後
に
お
い
て
、
五
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
一
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二

一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
五
、
二
三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
発
射
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

６
　
前
項
の
無
線
設
備
に
お
い
て
五
、
一
七
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
一
九
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
五
、
二
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
五
、
二

三
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
場
合
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日
後
に
お
い

て
附
則
第
四
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
一
〇
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令
第
一
〇
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）
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２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
船
舶
に
設
置
し
て
い
る
ナ
ブ
テ
ッ
ク
ス
受
信
機
及
び
双
方
向
無
線
電
話
に
つ
い
て

は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
四
十
条
の
十
及
び
第
四
十
五
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
船
舶
に
設
置
し
て
い
る
型
式
に
つ
い
て
総
務
大
臣
の
検
定
に
合
格
し
た
効
力
を
有

す
る
ナ
ブ
テ
ッ
ク
ス
受
信
機
及
び
双
方
向
無
線
電
話
は
、
当
該
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
八
月
九
日
総
務
省
令
第
一
一
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
改
正
規
定
、
第
四
十
九
条
の
九
及
び
第
四
十
九
条
の
十
四
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
（
以
下
「
新

規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
号
の
２
２
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
告
示
に
定
め
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
七
条
及
び
別
表
第
三
号
の
２
２
た
だ
し

書
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
又
は
登
録
（
以
下
「
免
許
等
」
と
い
う
。
）
を
受

け
て
い
る
無
線
局
（
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方

式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
条
件

に
適
合
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
十
日
）
ま
で
の
間
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設

備
を
使
用
す
る
無
線
局
の
免
許
等
又
は
無
線
設
備
の
工
事
設
計
の
変
更
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
免
許
等
又
は
許
可
を
受
け
た
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準

用
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
開
設
さ
れ
て
い
る
宇
宙
局
又
は
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
受
け
た
宇
宙
局

の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
及
び
第
一
項
又
は
前
項
後
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
宇
宙
局

の
宇
宙
物
体
へ
の
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
予
備
免
許
を
受
け
た
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
十
二
月
一
日
以
降
に
お

い
て
も
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て

は
、
第
一
項
（
宇
宙
局
に
あ
っ
て
は
、
前
項
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

５
　
航
空
機
局
の
無
線
設
備
（
航
空
機
用
救
命
無
線
機
及
び
航
空
機
用
携
帯
無
線
機
を
除
く
。
）
及
び
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ

Ｓ
の
無
線
局
の
う
ち
地
表
に
開
設
す
る
も
の
の
無
線
設
備
の
条
件
は
、
新
規
則
並
び
に
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
型
式
に
つ
い
て
総
務
大
臣
の
行
う
検
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
型
式
検

定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
て
い
る
無
線
設
備
の
機
器
に
係
る
当
該
合
格
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年

十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
日
以
前
に
設
置
さ
れ
た
機
器
に
あ
っ
て
は
、
当
該
設
置
が
継
続
す
る

限
り
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
の
機
器
に
係
る
型
式
検
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
型
式
検
定
の
合
格
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
航
空
機
局
の
無
線
設
備
の
機
器
（
航
空
機
用
両
側

波
帯
の
機
器
、
航
空
機
用
単
側
波
帯
の
機
器
、
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
の
機
器
、
Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
の
機
器
、
航
空

機
用
気
象
レ
ー
ダ
ー
の
機
器
、
機
上
タ
カ
ン
の
機
器
、
航
空
機
用
ド
ッ
プ
ラ
・
レ
ー
ダ
ー
の
機
器
、
電
波
高
度
計

の
機
器
及
び
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
の
機
器
に
限
る
。
）
に
係
る
型
式
検
定
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
型
式
検
定
に
合
格
し
て
い
る
次
に
掲
げ
る
無
線
設
備
の
機
器
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
の
機
器
と
し
て
型
式
検
定
に
合
格
し
て
い
る
も
の

と
み
な
す
。

一
　
周
波
数
測
定
装
置

二
　
双
方
向
無
線
電
話

三
　
船
舶
航
空
機
間
双
方
向
無
線
電
話

四
　
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
の
機
器

五
　
捜
索
救
助
用
レ
ー
ダ
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
の
機
器

六
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
高
機
能
グ
ル
ー
プ
呼
出
受
信
機
の
機
器

七
　
ナ
ブ
テ
ッ
ク
ス
受
信
機
の
機
器

八
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
船
舶
地
球
局
の
無
線
設
備
の
機
器

九
　
航
空
機
用
選
択
呼
出
装
置

十
　
航
空
機
用
救
命
無
線
機
の
機
器

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
若

し
く
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
技
術
基
準
適

合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
た
無
線
設
備
（
特
定

無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
百
五

十
七
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
一
号
の
八
ま
で
の
無
線
設
備
を
除

く
。
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
技
術
基
準
適
合
証
明
等
又
は
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
た
次
に

掲
げ
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
と
し

て
当
該
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

一
　
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
六
号
の
無
線
設
備
（
九
五
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
す
る
も
の
及
び
二
、
四
二
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
七
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
を
用
い
る
も
の
に
限
る
。
）

二
　
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
八
号
の
無
線
設
備
（
二
、
四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
二
、
四
八
三
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
を
用
い
る
も
の
に
限
る
。
）

三
　
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
無
線
設
備

四
　
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
か
ら
第
十
九
号
の
十
一
ま
で
の
無
線
設
備

五
　
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
三
号
の
三
ま
で
の
無
線
設
備

六
　
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
三
十
号
の
無
線
設
備

七
　
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
三
十
九
号
か
ら
第
四
十
六
号
ま
で
の
無
線
設
備

３
　
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第

六
十
五
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
技
術
基
準
適
合
証
明
を
受
け
た
も
の
と

み
な
さ
れ
た
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
法
第
三
十
八
条
の
五
に
規
定
す
る
登
録
証
明
機
関
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十

日
ま
で
の
間
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
な
お

従
前
の
例
に
よ
り
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
登
録
証
明
機
関

は
、
法
第
三
十
八
条
の
六
第
二
項
（
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
く
事
項
の
ほ
か
、
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
行
っ
た
旨
を
総
務
大
臣
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
特
定
無
線
設
備
の
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
は
、
こ
の
省

令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
規
則

の
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
は
、
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
旧

規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
を
行
っ
た
旨
を
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

６
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
又
は
技
術
基
準
適
合
自

己
確
認
に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
た
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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第
六
条
　
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務
省
令
第
二
十
一
号
）
附
則
第
二
項
か
ら
第

六
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
三
条
及
び
前
条
の
規
定

は
適
用
せ
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
九
月
二
九
日
総
務
省
令
第
一
四
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
一
月
二
五
日
総
務
省
令
第
一
五
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
、
符
号
分

割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無

線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）

第
七
条
、
第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
九
条
の
六
の
三
、
第
四
十
九
条
の
六
の
四
並
び
に
第
四
十

九
条
の
六
の
五
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
は
、

な
お
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
百
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
設
備

規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
新
規
則

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局

及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
免
許
又
は
無
線
設
備
の
工
事
設
計
の
変
更

の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
免
許
又
は
許
可
を
受
け
た
無
線
局
の
無
線
設
備
の

条
件
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
、

若
し
く
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
技
術
基
準

適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
又
は
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
た
特
定
無
線
設
備

の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
百
五
十
七
号
）

に
よ
る
改
正
前
の
証
明
規
則
第
二
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
一
号
の
八
ま
で
の
無
線
設
備
（
以
下
「
旧
無
線

設
備
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日
以
降
は
、
当
該
表
示
が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の

と
み
な
す
。

２
　
法
第
三
十
八
条
の
五
に
規
定
す
る
登
録
証
明
機
関
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十

日
ま
で
の
間
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
無
線
設
備
に
つ
い
て
な
お
旧
規
則
の
例
に
よ
り
技
術

基
準
適
合
証
明
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
登
録
証
明
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
の

六
第
二
項
（
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
事
項
の

ほ
か
、
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
行
っ
た
旨
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３
　
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
特
定
無
線
設
備
の
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
は
、
こ
の
省

令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
無
線

設
備
に
つ
い
て
な
お
旧
規
則
の
例
に
よ
り
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
は
、
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す

る
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
を
行
っ
た
旨
を
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

４
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
又
は
技
術
基
準
適
合
自

己
確
認
に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
た
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
月
二
四
日
総
務
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
月
二
五
日
総
務
省
令
第
一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
九
五
二
Ｍ
Ｈ
ｚ

を
超
え
九
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
、
第
四
十
九
条
の
九
第
一
号
、
別
表
第
一
号
、
別
表

第
二
号
及
び
別
表
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
構
内
無
線
局
の
免
許
の
有
効
期
間
ま
で
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
三
一
日
総
務
省
令
第
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
条
の
四
、
別
表
第
二
号
第
５

の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
四
十
五
条
の
二
第
三
項
を
削
る
改
正
規
定
、
別
表
第
一
号
の
表
７
の
項
及
び

同
表
注
３
９
の
改
正
規
定
並
び
に
別
表
第
二
号
第
１
の
表
／
Ｆ
１
Ｂ
／
Ｆ
１
Ｄ
／
の
項
の
改
正
規
定
は
平
成
十
八

年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
八
月
一
日
総
務
省
令
第
一
〇
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
施
行
規
則
第
四
条
の
四
第

二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
（
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
四
・
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
は
、
改
正
後
の
第
四
十
九
条
の
二
十
七
第
九
号
に
規
定

す
る
干
渉
を
軽
減
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
対
す
る
第
二
十
四
条
第
十
八
項
及
び
第
四
十
九
条
の
二
十
七
第
一
項

第

四

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

第

二

十

四

条

第

十

八

項

の

表

中「

二
、
七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
四
・
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

」

と

あ

る

の

は「

二
、
七
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
四
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

四
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
四
・
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

」
と
、
同
号
イ
中
「
（－

）
四
一
・
三
デ
シ
ベ
ル
」
と
あ
る
の
は
「
（－

）
四
一
・
三
デ
シ
ベ
ル
（
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
上
四
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、
（－

）
七
〇
デ
シ
ベ
ル
）
」
と
、
同
号
ロ
中
「
〇
デ
シ
ベ

ル
」
と
あ
る
の
は
「
〇
デ
シ
ベ
ル
（
三
・
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
四
・
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、
（－

）

三
〇
デ
シ
ベ
ル
）
」
と
す
る
。

４
　
第
二
項
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
の
末
日
に
お
い
て
法
第
三
十
八
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
を
現
に
受
け
て
い
る
も
の
及
び
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項

に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
を
現
に
受
け
て
い
る
工
事
設
計
に
基
づ
く
も
の
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
の
経

過
後
も
、
な
お
同
項
に
規
定
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
〇
月
四
日
総
務
省
令
第
一
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
一
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
一
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
一
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
三
一
日
総
務
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
九
日
総
務
省
令
第
二
二
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
九
日
総
務
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
五
月
九
日
総
務
省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
五
月
二
四
日
総
務
省
令
第
六
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
符
号
分
割

多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線

局
、
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
こ
れ
ら
の
試
験
の
た
め
の
通
信
を

行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令
第
七
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
を
受
け
て
い
る
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
八
号
の
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
ア
ク

セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二

十
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
八
号
の
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ

ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
申
請
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
六
月
二
九
日
総
務
省
令
第
七
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
号
周
波
数
の
許
容
偏
差
の
表
六

の
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
一
日
総
務
省
令
第
八
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
二
九
日
総
務
省
令
第
九
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
無
線
局
の
無
線
設
備
（
改
正
後
の
設
備
規
則

別
表
第
二
号
第
４
に
定
め
る
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
表
示
に
つ
い

て
は
、
同
第
４
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
三
日
総
務
省
令
第
九
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
一
月
二
九
日
総
務
省
令
第
一
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
二
七
日
総
務
省
令
第
一
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
二
月
一
日
総
務
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
二
月
二
七
日
総
務
省
令
第
一
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
番
組
素
材
中
継

を
行
う
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
三
十

七
条
の
二
十
七
の
二
十
一
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
二
六
日
総
務
省
令
第
三
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
及
び
同
法
附
則
第

一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
実
験
局
又
は
免
許
を
受
け
て
い
る
特
定

実
験
局
は
、
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
た
実
験
試
験
局
又
は
免
許
を
受
け
た
特
定
実
験
試
験
局
と
み
な

す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
実
験
局
又
は
特
定
実
験
局
の
免
許
の
申
請
は
、
実
験
試
験
局
又
は
特

定
実
験
試
験
局
の
免
許
の
申
請
と
み
な
す
。

４
　
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
省
令
の
相
当
す
る
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
五
月
八
日
総
務
省
令
第
六
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
八
条
第
二
項
の
レ
ー
ダ
ー
及
び
平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
に
免
許

を
受
け
た
同
条
第
三
項
の
レ
ー
ダ
ー
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
同
令
第
四
十
八
条
第
二

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
レ
ー
ダ
ー
の
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
〇
年
五
月
二
九
日
総
務
省
令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
七
月
一
七
日
総
務
省
令
第
八
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
八
月
二
九
日
総
務
省
令
第
九
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
（
以
下
「
免
許
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
簡
易
無
線

局
の
無
線
設
備
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
条

件
に
適
合
す
る
も
の
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
Ｆ
二
Ｄ
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波

四
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
り
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
Ｆ
二
Ｂ
、
Ｆ
二
Ｃ
、
Ｆ
二
Ｄ
、
Ｆ
三
Ｃ
又
は
Ｆ
三
Ｅ
電
波
三
四
七
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
三
五
一
・

九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
設
備
」
と
い
う
。
）
）
の
条
件
に
つ
い
て

は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
六
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
旧
設
備
を
使
用
す

る
簡
易
無
線
局
の
免
許
等
又
は
無
線
設
備
の
工
事
設
計
の
変
更
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
八
月
二
九
日
総
務
省
令
第
九
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
九
月
一
八
日
総
務
省
令
第
一
〇
二
号
）
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こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
日
総
務
省
令
第
一
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
二
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
一
七
日
総
務
省
令
第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
四
月
三
日
総
務
省
令
第
四
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
四
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設

備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
総
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
四
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
五
の
条
件
に
適
合
す
る
無
線
局
に
対
し

て
、
免
許
又
は
予
備
免
許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
無
線
局
に
係
る
無
線
設
備
の

条
件
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
四
又
は

第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
の
技
術
基
準
適
合
証

明
及
び
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
の
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省

令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
四
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
五
に
規
定
す
る
無
線

局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
間
に
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
査
を
受
け
た
技
術
基
準
適
合
証
明
等
は
、
こ

の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
八
日
総
務
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
二
五
日
総
務
省
令
第
六
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
四
〇
四
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
気
象
援
助
局
（
ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ
の
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
後
の
設
備
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
　
総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
新
規
則
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
四

〇
四
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
気
象
援
助
局
（
ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ
の
も
の
に
限
る
。
）
の
免
許
又

は
無
線
設
備
の
工
事
設
計
の
変
更
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
免
許
又
は
許
可

を
受
け
た
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
四
〇
四
・
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
気
象
援
助
局
（
ラ
ジ
オ
ゾ
ン

デ
の
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
が
受
け
て
い
る
技
術
基
準
適
合
証
明
及
び
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基

準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

５
　
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
総
務
省

令
第
六
十
八
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
査
に
よ
り
受
け
た
技
術

基
準
適
合
証
明
等
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
六
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
〇
月
二
日
総
務
省
令
第
九
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
〇
月
一
九
日
総
務
省
令
第
一
〇
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
一
月
二
四
日
総
務
省
令
第
一
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
二
月
二
二
日
総
務
省
令
第
一
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
月
一
九
日
総
務
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
日
総
務
省
令
第
一
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条

件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
四
十
五
条
の
十
二
の
六
、
別
表
第
一
号
、
別
表
第
二

号
及
び
別
図
第
七
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
二
四
日
総
務
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
四
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
施
行
規
則
第
四
条
の
四
第
二
項
第

二
号
に
規
定
す
る
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改

正
後
の
設
備
規
則
（
以
下
、
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
四
第
八
号
、
第
二
十
四
条
第
十
七
項
及
び
第
四
十

九
条
の
二
十
七
第
二
項
中
「
二
四
・
二
五
」
と
あ
る
の
は
「
二
二
」
と
、
新
規
則
別
表
第
二
号
第
４
９
及
び
別
表

第
三
号
４
２
中
「
２
４
．
２
５
」
と
あ
る
の
は
「
２
２
」
と
す
る
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
二
二
・
二
一
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
二
二
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
又
は
二
三
・
六
Ｇ

Ｈ
ｚ
以
上
二
四
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
は
、
新
規
則
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
総
務
大
臣

が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

４
　
第
二
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
二
四
・
〇
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
二
四
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
対
す
る
新
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
七
第
二
項

中
「
、
第
五
号
及
び
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
第
五
号
」
と
し
、
同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
第

五
号
イ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

イ
　
任
意
の
一
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
は
、
（－

）
四
一
・
三
デ
シ
ベ
ル
（
一
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を

〇
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下
こ
の
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
の
値
と
す
る
。
な
お
、
二
四
・
〇
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以

上
二
四
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、
平
均
電
力
は
（－

）
七
・
三
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
値
と

す
る
。

５
　
第
二
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
二
四
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
も
の
の
う
ち
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
三
十
一
日
以
前
に
製
造
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十

八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工

事
設
計
認
証
の
効
力
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
以
降
も
な
お
有
効
と
す
る
。

（
検
討
）
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６
　
総
務
大
臣
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
二
四
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
普
及
の
状
況
を
勘
案
し
、
同
項
に
定
め
る
期
限
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
は
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
二
三
日
総
務
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
二
三
日
総
務
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
五
月
二
四
日
総
務
省
令
第
六
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
又
は
登
録
（
以
下
「
免
許
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て

い
る
九
五
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条

件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
新
規
則
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
九
五
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局

に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
無
線
局
の
免

許
等
又
は
無
線
設
備
の
工
事
設
計
の
変
更
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
免
許
等

又
は
許
可
を
受
け
た
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
九
五
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
構
内
無
線
局
又
は
九
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電

力
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三

十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
の
効
力

に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
有
効
と
す
る
。

５
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
九
五
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
又
は
九
五
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か

ら
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
四
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
技
術
基

準
適
合
証
明
等
の
審
査
は
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
効
力
に
つ
い
て

は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
六
月
二
五
日
総
務
省
令
第
七
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
航
空
用
Ｄ
Ｍ

Ｅ
、
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
、
Ｖ
Ｏ
Ｒ
及
び
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
設
備
規
則
第
四
十
五
条
の
十
二
の
五
、
第
四
十
五
条
の
十
二
の
六
、
第
四
十
五
条
の
十
二
の
八
、
第
四

十
五
条
の
十
二
の
十
一
及
び
別
図
第
七
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
総
務
大
臣
の
行
う
型
式
検
定
に
合
格
し
た
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
、
Ａ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
Ｂ
Ｓ
及
び
Ａ
Ｃ
Ａ

Ｓ
の
無
線
設
備
の
機
器
（
外
国
に
お
い
て
、
検
定
規
則
で
定
め
る
型
式
検
定
に
相
当
す
る
も
の
と
総
務
大
臣
が
認

め
る
型
式
検
定
に
合
格
し
た
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
当
該
合
格
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に

お
い
て
も
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
合
格
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
無
線
設
備
の
機
器
を
使
用
す

る
無
線
局
に
対
し
て
、
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
又
は
無
線
設
備
の
変
更
の
工
事
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
無
線
設
備
の
条
件
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
四
十
五
条
の
十
二

の
五
、
第
四
十
五
条
の
十
二
の
六
、
第
四
十
五
条
の
十
二
の
十
一
及
び
別
図
第
七
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
八
月
二
五
日
総
務
省
令
第
八
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
〇
月
一
四
日
総
務
省
令
第
八
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
〇
月
二
六
日
総
務
省
令
第
九
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
若
し
く
は
法
第
三

十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
を
受
け
又
は
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
二
項
に
規
定
す

る
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
を
行
っ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
八
の
二
に
規

定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
八
の
二
に
規

定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
、
法
第

三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
又
は
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
技

術
基
準
適
合
自
己
確
認
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
一
日
総
務
省
令
第
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三

十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
を
受
け
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第

四
十
九
条
の
六
の
三
か
ら
第
四
十
九
条
の
六
の
五
ま
で
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
三
か
ら

第
四
十
九
条
の
六
の
五
ま
で
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
四
月
二
六
日
総
務
省
令
第
四
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
に
規

定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
の
技
術
基
準
適
合
証
明
及
び
法
第
三
十
八
条
の
二

十
四
第
一
項
の
工
事
設
計
認
証
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
後
に
お
い
て
も
な
お
有
効
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
五
月
二
五
日
総
務
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
二
九
日
総
務
省
令
第
六
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
八
月
三
一
日
総
務
省
令
第
一
二
七
号
）
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こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二

十
三
年
八
月
三
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
九
月
二
七
日
総
務
省
令
第
一
三
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
（
以
下
「
免
許
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
六
〇
Ｇ
Ｈ

ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
（
以
下
「
新
設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
三
年
十
二

月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
新
設
備
規

則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
（
以
下
「
旧
設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
の
条

件
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
六
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局

の
免
許
等
又
は
無
線
設
備
の
工
事
設
計
の
変
更
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
免

許
等
又
は
許
可
を
受
け
た
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
六
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無

線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八

条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
の
効
力
に
つ

い
て
は
、
平
成
三
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
な
お
有
効
と
す
る
。

５
　
旧
設
備
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
六
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の

無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
審
査
は
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
し
、
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
二
五
日
総
務
省
令
第
一
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
行
わ
れ
た
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法

第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前

の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
三
か
ら
第
四
十
九
条
の
六
の
五
ま
で
及
び
第
四
十
九
条
の
六
の
九
に
規
定
す
る

無
線
局
の
無
線
設
備
（
い
ず
れ
も
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と

し
て
当
該
表
示
が
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
三
か
ら
第
四
十
九
条
の
六
の
五
ま
で
及
び
第
四
十
九
条
の
六
の
九
に

規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
（
い
ず
れ
も
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
に
限
る
。
）
の

条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
一
三
日
総
務
省
令
第
一
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
一
四
日
総
務
省
令
第
一
六
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
無
線
設
備
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
六
、
第
四
十
九
条
の
六
の
三
、

第
四
十
九
条
の
六
の
四
、
第
四
十
九
条
の
六
の
五
、
第
四
十
九
条
の
六
の
九
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
十
一
に
規

定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」

と
い
う
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
旧
規
則
第
四
十
九
条
の
六
、
第
四
十
九
条
の
六
の
三
、
第
四
十
九
条

の
六
の
四
、
第
四
十
九
条
の
六
の
五
、
第
四
十
九
条
の
六
の
九
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
十
一
に
規
定
す
る
無
線

局
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八
条

の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令

の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
効
力
を
有
す
る
。

第
四
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
を
受
け
て
い
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸

上
移
動
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
（
一
、
四

五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
行
う
無
線
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無

線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
若
し
く
は
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
設
備
の

試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
又
は
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
若
し
く
は
デ
ジ
タ

ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日

か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
無
線
局
の
免
許
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
、
新
規

則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
前
の
例
に
よ
り
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
免

許
を
受
け
た
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３
　
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
若
し
く
は
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
設
備
の

試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
又
は
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
若
し
く
は
デ
ジ
タ

ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日

か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
前
の
例
に
よ
り
無
線

設
備
の
工
事
設
計
の
変
更
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
を
受
け
た
無
線

局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
若
し
く
は
指
令
局
の
無

線
設
備
又
は
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
若
し
く
は
デ
ジ
タ
ル
指
令
局
の
無
線
設
備
に

係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

５
　
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
若
し
く
は
指
令
局
又
は
デ
ジ
タ
ル
Ｍ

Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
若
し
く
は
デ
ジ
タ
ル
指
令
局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
四
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
前
の
例

に
よ
り
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
効
力
を
有
す

る
。

第
五
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
を
受
け
て
い
る
一
、
四
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移

動
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
一
、
四
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
設
備
の
試
験
の
た

め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
の
間

に
当
該
無
線
局
の
免
許
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
前
の
例
に
よ
り
免

許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
免
許
を
受
け
た
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い

て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３
　
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
一
、
四
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
設
備
の
試
験
の
た
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め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
前
の
例
に
よ
り
無
線
設
備
の
工
事
設
計
の
変
更
の
許
可
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
を
受
け
た
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
第

一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
一
、
四
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
設
備
の
試
験
の
た

め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通

信
を
行
う
無
線
局
若
し
く
は
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
又
は
デ
ジ
タ

ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
若
し
く
は
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通

信
等
を
行
う
無
線
局
（
い
ず
れ
も
一
、
四
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
免
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
免
許
を
受
け
た
無
線

局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
一
、
四
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
す
る
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
又
は
デ
ジ
タ
ル
指
令
局
の
無
線
設
備
に

係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

６
　
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
一
、
四
五
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
四
六
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
又
は
デ
ジ
タ
ル
指
令
局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
四
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
従
前
の
例
に
よ
り
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
査
を
受
け
た
技
術
基
準
適
合
証
明
等
は
、
平

成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

第
六
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
登
録
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
免
許
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け

て
い
る
九
五
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
六
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
又
は
簡
易

無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
九
五
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
六
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

構
内
無
線
局
又
は
簡
易
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
免
許
等
の
申
請
が
あ
っ
た
も
の
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
前
の
例
に
よ
り
免
許
等
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
免
許
等
を
受
け
た
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て

は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

３
　
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
九
五
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
六
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

構
内
無
線
局
又
は
簡
易
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
前
の
例
に
よ
り
無
線
設
備
の
工
事
設
計
の
変
更
の
許
可
又
は
変

更
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
又
は
登
録
を
受
け
た
無
線
局
の
無
線
設
備

の
条
件
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
九
五
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
六
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
又
は
簡
易
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
効
力
に
つ
い
て
は
、

こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

５
　
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
九
五
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
六
・
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

構
内
無
線
局
又
は
簡
易
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か

ら
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
四
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
審
査

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
効
力
を
有
す

る
。

第
七
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
開
設
さ
れ
て
い
る
九
五
〇
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
七
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の

周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
旧
特
定
小
電
力
無
線
局
（
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る

も
の
と
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
施
行
規
則
第
六
条
第
四
項
第
二
号
（
１
２
）
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電

波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
九
五
〇
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
七
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
す
る
旧
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
こ

の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
。

３
　
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
九
五
〇
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
七
・
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
旧
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
四
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
審
査

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
効
力
を
有
す

る
。

５
　
第
二
項
及
び
前
項
に
お
い
て
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
九
五
〇
・
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
九
五
七
・
六
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
の
電
波
を
使
用
す
る
旧
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
認
証
工
事
設
計
に
つ
い
て
は
、
平
成

二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
た
当
該
無
線
設
備
に
限
り
、
法
第
三
十
八
条
の
二
十
六
の
表
示
を

付
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
四
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
第
四
十
九
条
の
十
四

第
七
号
又
は
第
八
号
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
九
二
六
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
上
九
二
九
・
七
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
り
、
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
六
日
総
務
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
受
け
た
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は

法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
四
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無

線
設
備
（
一
四
二
・
九
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
二
・
九
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
一
〇
・
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
〇
・
五
五

Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
二
四
・
〇
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
二
四
・
二
五
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設

備
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
九
条
の
四
、
第
二
十
四
条
及
び
第
四
十

九
条
の
十
四
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
当
該
表
示
が
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
二
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
四
月
一
七
日
総
務
省
令
第
四
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
、
こ
の
省

令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
六
、
第
四
十
九
条
の
六
の
四
、

第
四
十
九
条
の
六
の
五
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
九
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ

の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
旧
規
則
第
四
十
九
条
の
六
、
第
四
十
九
条
の
六
の
四
、
第
四
十
九
条

の
六
の
五
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
九
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一

項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
は
、
こ

の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
八
日
総
務
省
令
第
五
九
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
を
受
け
て
い
る
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ

ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
（
以
下

「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
条
件
に
適
合
す
る

特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
に
つ
い
て
は
、
平
成
二

十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
当
該
陸
上
移
動
局
の
免
許
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
、
新
規
則
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
免
許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
免
許
を
受
け

た
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

４
　
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上

移
動
局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限

り
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
変
更
の
工

事
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
附
則

第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

６
　
旧
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
及
び
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上

移
動
局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限

り
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
七
月
四
日
総
務
省
令
第
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
八
月
一
五
日
総
務
省
令
第
八
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
そ
の
型
式
に
つ
い
て
総
務
大
臣
の
行
う
検
定
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
型
式
検

定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
て
い
る
義
務
航
空
機
局
の
無
線
設
備
の
機
器
の
う
ち
、
電
波
の
型
式
が
Ａ
三
Ｅ
で
あ

っ
て
周
波
数
間
隔
が
八
・
三
三
ｋ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
施
行
規
則
第
十
一
条
の
五
第
一
号

に
基
づ
き
型
式
検
定
を
要
し
な
い
機
器
と
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則

の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
し
、
な
お
型
式
検
定
の
合
格
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
一
二
日
総
務
省
令
第
九
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
無
線
設
備
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
を
受
け
て
い
る
二
三
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
通
信
系
を
構

成
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規
則
第
五
十
八
条
の
二
の
十
一
、
別
表

第
二
号
及
び
別
表
第
三
号
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
九
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
の
申
請
を
し
て
い
る
イ
ン
マ
ル
サ

ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
別
表
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ

型
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八
条

の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
二
月
五
日
総
務
省
令
第
九
九
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
第
三
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
六
、
第
四
十
九
条

の
六
の
三
か
ら
第
四
十
九
条
の
六
の
五
ま
で
、
第
四
十
九
条
の
六
の
九
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
一
、
第
四
十
九

条
の
八
の
三
、
第
四
十
九
条
の
二
十
八
又
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て

は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
旧
規
則
第
四
十
九
条
の
六
、
第
四
十
九
条
の
六
の
三
か
ら
第
四

十
九
条
の
六
の
五
ま
で
、
第
四
十
九
条
の
六
の
九
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
一
、
第
四
十
九
条
の
八
の
三
、
第
四

十
九
条
の
二
十
八
又
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
は
、
こ
の

省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
二
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
三
月
二
七
日
総
務
省
令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
四
月
一
八
日
総
務
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
五
月
九
日
総
務
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
航
空
法
施
行
令
及
び
航
空
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令

第
百
三
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
五
月
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
八
月
一
五
日
総
務
省
令
第
七
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
八
月
二
三
日
総
務
省
令
第
八
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
携
帯
無
線
通
信

を
行
う
陸
上
移
動
局
、
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
、
非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工

衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
、
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
二

に
規
定
す
る
携
帯
移
動
地
球
局
及
び
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
（
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
型
に
限

る
。
）
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
、
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス

シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
、
非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う

携
帯
移
動
地
球
局
、
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
二
に
規
定
す
る
携
帯
移
動
地
球
局
又
は
イ
ン
マ
ル
サ
ッ

ト
携
帯
移
動
地
球
局
（
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
型
に
限
る
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第

三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
及
び
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す

る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お

効
力
を
有
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
、
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ

ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
、
非
静
止
衛
星
に
開
設
す
る
人
工
衛
星
局
の
中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
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う
携
帯
移
動
地
球
局
、
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
の
二
に
規
定
す
る
携
帯
移
動
地
球
局
又
は
イ
ン
マ
ル
サ

ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
（
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
型
に
限
る
。
）
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
係
る
技

術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録

証
明
機
関
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
行
っ
た
旨

を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
前
二
項
の
適
用
を
受
け
た
工
事
設
計
認
証
に
係
る
認
証
工
事
設
計
に
つ
い
て
の
新
た
な
工
事
設
計
認
証
を
し
た

こ
と
に
よ
り
証
明
規
則
様
式
第
七
号
注
五
（
２
）
後
段
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
な
表
示
が
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
特
定
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定

は
、
適
用
し
な
い
。
当
該
新
た
な
工
事
設
計
認
証
を
し
た
日
以
後
に
当
該
特
定
無
線
設
備
に
係
る
認
証
工
事
設
計

に
つ
い
て
の
新
た
な
工
事
設
計
認
証
を
し
た
こ
と
に
よ
り
証
明
規
則
様
式
第
七
号
注
五
（
２
）
後
段
の
規
定
に
基

づ
き
新
た
な
表
示
が
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
特
定
無
線
設
備
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

６
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
届
け
出
て
い
る
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
局
又
は
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク

セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
二
項
に
規
定

す
る
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
三
日
総
務
省
令
第
八
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
九
日
総
務
省
令
第
八
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
〇
日
総
務
省
令
第
一
〇
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
二
五
日
総
務
省
令
第
一
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
設
備
規
則

第
四
十
九
条
の
六
、
第
四
十
九
条
の
六
の
四
、
第
四
十
九
条
の
六
の
五
、
第
四
十
九
条
の
六
の
九
、
第
四
十
九
条

の
二
十
八
又
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
、
第
四
十
九
条
の
六
の
四
、
第
四

十
九
条
の
六
の
五
、
第
四
十
九
条
の
六
の
九
、
第
四
十
九
条
の
二
十
八
又
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る

無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十

八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
五
月
七
日
総
務
省
令
第
四
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
型
式
に
つ
い
て
総
務
大
臣
の
行
う
検
定
（
以
下
「
型
式
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合

格
し
て
い
る
船
舶
自
動
識
別
装
置
に
係
る
無
線
設
備
の
条
件
は
、
第
二
条
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
四
十
一

条
第
四
項
及
び
第
四
十
五
条
の
三
の
四
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
当
該
無
線
設
備
に
係
る
型
式
検
定
の
合
格
の
効
力
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
有
効

と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
三
日
総
務
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
九
日
総
務
省
令
第
六
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
八
月
七
日
総
務
省
令
第
六
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
八
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
八
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線

設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
及
び
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四

第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後

に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
八
〇
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線

設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
の
審
査
は
、
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
査
を
受
け
た
技
術
基
準
適
合
証
明
等
は
、
こ
の

省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
八
月
二
二
日
総
務
省
令
第
六
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
小
電
力
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
法

第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
及
び
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定

す
る
工
事
設
計
認
証
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
九
月
二
五
日
総
務
省
令
第
七
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
九
月
二
六
日
総
務
省
令
第
七
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
第
四
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
（
次
条
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
無
線
局

の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
旧
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る

法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規

定
す
る
工
事
設
計
認
証
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
五
日
総
務
省
令
第
八
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
二
月
一
〇
日
総
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
一
七
日
総
務
省
令
第
一
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
一
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
公
共
業
務
用
固
定
局

の
無
線
設
備
及
び
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
、
二
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
三
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移

動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
及
び

法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）

は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
一
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
公
共
業
務
用
固
定
局

の
無
線
設
備
及
び
二
二
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
、
二
六
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
三
八
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移

動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
査
に
よ
り
無
線
設
備
が
受
け
た
技
術
基
準
適
合

証
明
等
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令
第
三
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
海
岸
局
に
備
え
る
船
舶
自
動
識
別
装
置
に
係

る
無
線
設
備
の
条
件
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
六
月
一
一
日
総
務
省
令
第
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

13
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
総
務
大
臣
の
設
置
の
許
可
を
受
け
て
い
る
通
信
設
備
以
外
の
高
周
波
利
用
設
備
の

電
源
端
子
に
お
け
る
妨
害
波
電
圧
並
び
に
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
磁
界
強
度
又
は
電
界

強
度
の

大
許
容
値
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
六
十
五
条
第
一
項
各
号
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

14
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
（
工
業
用
高
周
波
放
電
励
起
方
式
レ
ー
ザ
ー
発
生
装
置
及
び
中
心

周
波
数
が
一
三
・
五
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
二
七
・
一
二
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
四
〇
・
四
六
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
四
〇
・
六
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
四

一
・
一
四
Ｍ
Ｈ
ｚ
で
あ
る
高
周
波
ウ
ェ
ル
ダ
ー
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
年
）
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
し
た

通
信
設
備
以
外
の
高
周
波
利
用
設
備
の
設
置
の
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
設

備
規
則
第
六
十
五
条
各
号
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

15
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第

六
十
五
条
各
号
の
規
定
に
よ
り
設
置
の
許
可
を
受
け
た
通
信
設
備
以
外
の
高
周
波
利
用
設
備
の
電
源
端
子
に
お
け

る
妨
害
波
電
圧
並
び
に
利
用
周
波
数
に
よ
る
発
射
及
び
不
要
発
射
に
よ
る
磁
界
強
度
又
は
電
界
強
度
の

大
許
容

値
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

16
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
六
十
五
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
（
電
源
端
子
に

お
け
る
妨
害
波
電
圧
の

大
許
容
値
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年

を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
し
た
工
業
用
超
音
波
機
器
の
設
置
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
八
月
一
三
日
総
務
省
令
第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
二
六
日
総
務
省
令
第
九
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
の
申
請
を
し
て
い
る
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
五
十
八
条
の
二
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い

て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
二
六
日
総
務
省
令
第
九
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
一
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
九
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス

テ
ム
の
無
線
局
に
対
す
る
設
備
規
則
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
中
「
四
ナ
ノ

ワ
ッ
ト
以
下
」
と
あ
る
の
は
「
一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
」
と
、
「
二
〇
ナ
ノ
ワ
ッ
ト
以
下
」
と
あ
る
の
は

「
一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
」
と
す
る
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス

テ
ム
の
無
線
局
に
対
す
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
別
表
第
三
号
３
１
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て

は

、

同

３

１

中「

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

５
５
．
６
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
３
０
ｄ
Ｂ

ｍ
以
下

５
５
．
６
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

及
び
６
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
７
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
２
６
ｄ
Ｂ

ｍ
以
下

６
７
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
３
０
ｄ
Ｂ

ｍ
以
下

」

と

あ

る

の

は

、

「

（
１
）
　
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射

の
強
度
の
許
容
値
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許

容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許

容
値

１
０
０μ

Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

（
２
）
　
参
照
帯
域
幅
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
の
周
波
数
帯

参
照
帯
域
幅

９
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

１
ｋ
Ｈ
ｚ

１
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
０
ｋ
Ｈ
ｚ

３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

１
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

１
Ｍ
Ｈ
ｚ

（
３
）
　
帯
域
外
領
域
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
の
境
界
の
周
波
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

必
要
周
波
数
帯
幅
の
条
件

帯
域
外
領
域
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
の
境
界
の
周
波
数

Ｂ
Ｎ＜

１
Ｍ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

１
Ｍ
Ｈ
ｚ≦

Ｂ
Ｎ≦

５
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

２
．
５
Ｂ
Ｎ

Ｂ
Ｎ＞

５
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

（
１
．
５
Ｂ
Ｎ
＋
５
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
）

注
１
　
帯
域
外
領
域
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
の
境
界
の
周
波
数
は
、
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
含
む
も
の
と
す
る
。

２
　
発
射
す
る
電
波
の
周
波
数
（
必
要
周
波
数
帯
幅
を
含
む
。
）
が
、
二
以
上
の
周
波
数
範
囲
に
ま
た
が
る
場

合
は
、
上
限
の
周
波
数
範
囲
に
規
定
す
る
値
を
適
用
す
る
。

」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
一
日
総
務
省
令
第
一
〇
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
二
二
日
総
務
省
令
第
一
〇
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
二
八
日
総
務
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
四
月
二
七
日
総
務
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
八
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
八
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
八
月
三
一
日
総
務
省
令
第
八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

４
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
の
条
件
に
適
合
す
る
一
四
二
・
九
三
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
四
二
・
九

九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
三
年

八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り

技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
効
力

に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
一
月
四
日
総
務
省
令
第
八
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
一
日
総
務
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
四
月
一
七
日
総
務
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
一
八
日
総
務
省
令
第
四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
七
月
二
一
日
総
務
省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
八
月
二
九
日
総
務
省
令
第
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
一
日
総
務
省
令
第
五
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
四
日
総
務
省
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
又
は
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
設
備

規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
三
十
に
規
定
す
る
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
広
帯

域
移
動
無
線
通
信
を
行
う
基
地
局
若
し
く
は
陸
上
移
動
局
又
は
二
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
広
帯
域
移
動
無
線
通
信
設
備
の

試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
設

備
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
三
十
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三

十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と

い
う
。
）
に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
旧
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
係
る
無
線

局
の
無
線
設
備
は
、
新
設
備
規
則
第
二
十
四
条
第
二
十
二
項
及
び
第
四
十
九
条
の
三
十
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合

す
る
も
の
と
し
て
当
該
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
無
線
設
備
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
九
月
一
一
日
総
務
省
令
第
六
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
受
け
た
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は

法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
た
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
五
十
四
条
第
五
号
に
規
定
す
る
無
線
局

の
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
三
十
四
に
規
定
す
る
条

件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
当
該
表
示
が
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
一
一
月
二
一
日
総
務
省
令
第
七
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
衛
星
基
幹
放
送
の
受
信
装
置
が
副
次
的
に
発
す
る
電
波
の
限
度

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
月
二
五
日
総
務
省
令
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
、
第
四
十
九
条
の
六
の
九
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
十
に
規
定
す
る
無

線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
、
第
四
十

九
条
の
六
の
九
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
十
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証

（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
、
第
四
十

九
条
の
六
の
九
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
十
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の

求
め
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
査
に
よ
り
無
線
局
の
無
線
設
備
が
受
け
た
技
術

基
準
適
合
証
明
等
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

６
　
第
三
項
又
は
前
項
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
無
線
局
の
無
線
設
備
が
受
け
た
技
術
基
準
適
合
証
明

等
で
あ
っ
て
、
一
、
七
四
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
七
八
四
・
九
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る

陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
（
以
下
「
旧
無
線
設
備
」
と
い
う

。
）
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
工
事
設
計
に
変
更
が
な
い
限
り
に

お
い
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
一
、
七
一
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
一
、
七
八
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
送
信
す
る
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
（
旧
無
線
設
備
と
同

一
の
電
波
の
型
式
（
設
備
規
則
別
表
第
二
号
第
１
２
の
５
の
規
定
に
基
づ
き
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
占

有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
を
含
む
。
）
及
び
空
中
線
電
力
の
も
の
に
限
る
。
）
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、

技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
六
月
二
九
日
総
務
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
六
月
二
九
日
総
務
省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
九
月
二
五
日
総
務
省
令
第
五
六
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
〇
月
四
日
総
務
省
令
第
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
を
受
け
て
い
る
九
〇
〇
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線

局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
簡

易
無
線
局
の
免
許
の
有
効
期
間
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
一
月
二
四
日
総
務
省
令
第
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
又
は
第

五
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
設
備

規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の

九
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
、
第
四
十
九
条
の
二
十
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
又
は
第
五
十
七
条
の
三
に
規
定
す

る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三

十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ

の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の

九
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
、
第
四
十
九
条
の
二
十
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
又
は
第
五
十
七
条
の
三
に
規
定
す

る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
査
に
よ
り
無
線
局
の
無
線
設
備
が
受
け
た
技
術

基
準
適
合
証
明
等
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
一
一
日
総
務
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
七
日
総
務
省
令
第
二
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
四
月
一
八
日
総
務
省
令
第
五
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
四
月
二
二
日
総
務
省
令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
第
十
四
条
の
二
に

規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
電
波
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
は
、
こ
の
省
令

の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
（
以
下
「
設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
船
舶
に
設
置
す

る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
八
条
に
規
定
す

る
船
舶
に
設
置
す
る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
に
係
る
電
波
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の

二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計

認
証
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

５
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
型
式
に
つ
い
て
総
務
大
臣
の
行
う
検
定
（
以
下
「
型
式
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合

格
し
て
い
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
船
舶
に
設
置
す
る
無
線
航
行

の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
（
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
十
一
条
の
五

に
基
づ
き
型
式
検
定
を
要
し
な
い
機
器
と
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な

お
型
式
検
定
の
合
格
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
一
日
総
務
省
令
第
二
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
一
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
元

年
十
一
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
二
四
日
総
務
省
令
第
六
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
第
四
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
（
以
下
「
設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
六
の
九
、
第
四
十
九
条

の
六
の
十
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
又
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に

つ
い
て
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
受
け
て
い
る
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の

九
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
又
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無

線
設
備
に
係
る
電
波
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
同
法
第
三
十
八
条

の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
、
そ
の
効
力
を
有

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
二
年
一
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
二
月
二
七
日
総
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
一
七
日
総
務
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
六
月
二
二
日
総
務
省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
二
七
日
総
務
省
令
第
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
三
一
日
総
務
省
令
第
七
一
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
二
七
日
総
務
省
令
第
七
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
、
第
四
十
九
条
の
十
二
、
第

四
十
九
条
の
二
十
九
又
は
第
五
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六

の
九
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
又
は
第
五
十
七
条
の
三
に

規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
電
波
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明

又
は
同
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い

う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六

の
九
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
又
は
第
五
十
七
条
の
三
に

規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
査
に
よ
り
無
線
局
の
無
線
設
備
が
受
け
た
技
術

基
準
適
合
証
明
等
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
〇
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
九
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
五
日
総
務
省
令
第
一
〇
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
一
〇
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三
第
二
号
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て

は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
三

第
二
号
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合

証
明
又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て

も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
一
〇
日
総
務
省
令
第
一
一
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス

電
話
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
係
る
電
波
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下

「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
な
お
効
力
を
有
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス

電
話
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
一
八
日
総
務
省
令
第
一
一
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
（
次
項
及
び
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
旧
設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九

条
の
六
の
九
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
、
第
四
十
九
条

の
八
の
二
の
三
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
又
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の

条
件
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
旧
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
、
第

四
十
九
条
の
六
の
十
二
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
、
第
四
十
九
条
の
八
の
二
の
三
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
又

は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術

基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
、
第

四
十
九
条
の
六
の
十
二
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
、
第
四
十
九
条
の
八
の
二
の
三
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
又

は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
の
審
査

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
査
に
よ
り
無
線
局
の
無
線
設
備
が
受
け
た
技
術

基
準
適
合
証
明
等
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
総
務
省
令
第
一
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
二
日
総
務
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
三
〇
日
総
務
省
令
第
六
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
電
波
法
施
行
規
則
第
四
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
広
帯

域
電
力
線
搬
送
通
信
設
備
の
型
式
の
指
定
の
申
請
又
は
電
波
法
第
百
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
設
置

の
申
請
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
波
法
施
行
規
則
、
免
許
手
続
規
則
及
び
無
線
設
備
規
則
の

規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
三
日
総
務
省
令
第
七
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
平
成
十
七

年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
無
線
設
備
並
び
に
平
成
十
七
年
改
正
省
令
附
則
第
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
表
示
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
無
線
設
備
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前

の
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
前
平
成
十
七
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）

に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
の
規
定
に
適
合
し
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
以
降
、
他
の
無
線
局
の
運
用
に
妨
害
を
与
え
な
い
場
合
に
限
り
、
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
平
成
十
七
年
改
正
省
令
附
則
第
三
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
免
許
を
受
け
た
無
線
局
で
あ
っ
て
、
改
正
前
平
成
十
七
年
改
正
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規
則

の
規
定
に
適
合
し
な
い
無
線
設
備
の
使
用
に
つ
い
て
、
令
和
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
旨
の
免
許
の
条
件
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が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
当
該
条
件
が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
無
線

設
備
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
十
二
月
一
日
以
降
、
他
の
無
線
局
の
運
用
に
妨
害
を
与
え
な
い
場
合
に
限

り
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
二
〇
日
総
務
省
令
第
七
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
三
一
日
総
務
省
令
第
八
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
受
け
た
電
波
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明

又
は
同
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
た
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
当
該
表
示
が
付

さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
一
日
総
務
省
令
第
九
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
二

項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
又
は
予
備
免
許
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
免
許
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け

て
い
る
簡
易
無
線
局
の
無
線
設
備
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
同
令
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規

則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
五
十
四
条
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
し
な
い
無
線
設

備
に
係
る
周
波
数
の
使
用
に
つ
い
て
令
和
四
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
と
す
る
旨
の
免
許
等
の
条
件
が
付
さ
れ
て
い

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
免
許
等
の
有
効
期
間
が
令
和
六
年
十
一
月
三
十
日
以
前
に
満
了
す
る
も
の
は
当
該
条

件
が
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
、
令
和
六
年
十
二
月
一
日
以
降
に
満
了
す
る
も
の
は
令
和
六
年
十
一
月
三

十
日
ま
で
と
す
る
旨
の
免
許
等
の
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
受
け
て
い
る
電
波
法
第
百
三
条
の
二
第
十
五
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
総
務
大
臣
の
確

認
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
一
月
二
九
日
総
務
省
令
第
一
〇
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
（
次
項
及
び
附
則
第
四
項
に
お
い
て
「
旧
設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九

条
の
六
の
九
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
、
第
四
十
九
条

の
八
の
二
の
三
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
又
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の

条
件
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
旧
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
、
第

四
十
九
条
の
六
の
十
二
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
、
第
四
十
九
条
の
八
の
二
の
三
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
又

は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
電
波
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
同
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下

「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
、
第

四
十
九
条
の
六
の
十
二
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
、
第
四
十
九
条
の
八
の
二
の
三
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
又

は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
の
審
査

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
査
に
よ
り
無
線
局
の
無
線
設
備
が
受
け
た
技
術

基
準
適
合
証
明
等
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
日
総
務
省
令
第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
（
次
項
に
お
い
て

「
旧
設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
六
の
九
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
、
第

四
十
九
条
の
六
の
十
三
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
又
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線

設
備
に
係
る
電
波
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
同
法
第
三
十
八
条
の

二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
、
第

四
十
九
条
の
六
の
十
二
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
三
、
第
四
十
九
条
の
二
十
九
又
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二

に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
が
で
き
る
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
審
査
に
よ
り
無
線
局
の
無
線
設
備
が
受
け
た
技
術
基
準
適
合
証
明

等
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
四
月
二
七
日
総
務
省
令
第
三
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
五
月
二
六
日
総
務
省
令
第
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
、
予
備
免
許
若
し
く
は
登
録
を
受
け
、
又
は
免
許
若
し
く
は
登
録
を
申
請
し

て
い
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四

十
九
条
の
九
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設

備
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

が
で
き
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
受
け
た
電
波
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明

又
は
同
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
た
旧
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
九
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
、

新
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
九
に
規
定
す
る
条
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
当
該
表
示
が
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な

す
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
二
日
総
務
省
令
第
五
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
（
次
項
に
お
い
て

「
旧
設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
二
十
第
三
号
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
電
波
法
第
三

十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
同
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す

る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
旧
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
第
三
号
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無

線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
査
に
よ
り
無
線
局
の
無
線
設
備
が
受
け
た
技
術

基
準
適
合
証
明
等
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
五
日
総
務
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
九
月
一
五
日
総
務
省
令
第
六
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
及
び
衛
星
位
置
指
示
無
線
標
識
で
あ
っ
て
、
航
海
情
報
記
録
装
置
又
は
簡
易

型
航
海
情
報
記
録
装
置
を
備
え
る
も
の
の
条
件
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規
則
（
以
下
「
新
設

備
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
の
二
及
び
第
四
十
五
条
の
三
の
五
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
十
二

月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
令
和
六
年
一
月
一
日
に
現
に
船
舶
に
設
置
し
て
い
る
型
式
に
つ
い
て
総
務
大
臣
の
検
定
に
合
格
し
た
衛
星
非
常

用
位
置
指
示
無
線
標
識
及
び
衛
星
位
置
指
示
無
線
標
識
で
あ
っ
て
、
航
海
情
報
記
録
装
置
又
は
簡
易
型
航
海
情
報

記
録
装
置
を
備
え
る
も
の
に
係
る
当
該
合
格
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
。

４
　
令
和
六
年
一
月
一
日
に
現
に
船
舶
に
設
置
し
て
い
る
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
、
及
び
衛
星
位
置
指
示

無
線
標
識
で
あ
っ
て
、
航
海
情
報
記
録
装
置
又
は
簡
易
型
航
海
情
報
記
録
装
置
を
備
え
る
も
の
の
条
件
は
、
新
設

備
規
則
第
四
十
五
条
の
二
及
び
第
四
十
五
条
の
三
の
五
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
二
月
三
日
総
務
省
令
第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
二
二
日
総
務
省
令
第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
六
月
一
日
総
務
省
令
第
四
九
号
）

（
施
行
期
日
）

一
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

二
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
、
予
備
免
許
若
し
く
は
登
録
を
受
け
、
又
は
免
許
若
し
く
は
登
録
を
申
請
し

て
い
る
簡
易
無
線
局
に
係
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
第
五
十
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る

無
線
設
備
で
あ
っ
て
、
自
動
的
に
又
は
遠
隔
操
作
に
よ
っ
て
動
作
す
る
簡
易
無
線
局
の
無
線
設
備
の
条
件
に
つ
い

て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規
則
第
五
十
四
条
第
二
号
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
八
月
二
九
日
総
務
省
令
第
六
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
免
許
若
し
く
は
予
備
免
許
を
受
け
、
又
は
免
許
を
申
請
し
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
九
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の

条
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
又
は

第
四
十
九
条
の
六
の
九
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
電
波
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
又
は
同
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
次
項
及
び
附

則
第
五
項
に
お
い
て
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
。

４
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
、
第

四
十
九
条
の
六
の
九
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
の
審
査
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

５
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
審
査
に
よ
り
無
線
局
の
無
線
設
備
が
受
け
た
技
術

基
準
適
合
証
明
等
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

６
　
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十

九
条
の
六
の
九
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
七
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
四
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
送
信
す
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
電
波
法
第
三
十
八
条

の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
に
よ
り
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
変
更
の
工
事
を
伴

わ
ず
に
七
一
五
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
七
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
に
お
い
て
、
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多

元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
周
波
数
分
割
複
信
方
式
の
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
機
能
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
七
一
五
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え
七
一
八
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
陸
上
移
動
局
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
の

条
件
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
当
該
表
示
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
一
月
八
日
総
務
省
令
第
七
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
第

一
号
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
電
波
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適

合
証
明
又
は
同
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い

て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
一
月
一
〇
日
総
務
省
令
第
七
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
及
び
時

分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
係
る
電

波
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
証
明
若
し
く
は
法

第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
（
以
下
「
技
術
基
準
適
合
証
明
等
」
と
い
う
。
）
又

は
法
第
三
十
八
条
の
三
十
三
第
二
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
適
合
自
己
確
認
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い
て

も
な
お
効
力
を
有
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
及
び
時

分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
に
使
用
す
る
た
め
の
無
線
設
備
に
係
る
技

術
基
準
適
合
証
明
等
の
求
め
の
審
査
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
二
日
総
務
省
令
第
九
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
及
び
航
海
情
報
記
録
装
置
又
は
簡
易
型
航
海
情
報
記
録
装
置
を
備
え
る
衛
星

位
置
指
示
無
線
標
識
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
無
線
設
備
規
則
（
以
下
「
新
設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
令
和
六
年
一
月
一
日
に
現
に
船
舶
に
設
置
し
て
い
る
型
式
に
つ
い
て
総
務
大
臣
の
検
定
に
合
格
し
た
衛
星
非
常

用
位
置
指
示
無
線
標
識
及
び
航
海
情
報
記
録
装
置
又
は
簡
易
型
航
海
情
報
記
録
装
置
を
備
え
る
衛
星
位
置
指
示
無

線
標
識
に
係
る
当
該
合
格
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

４
　
令
和
六
年
一
月
一
日
に
現
に
船
舶
に
設
置
し
て
い
る
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
及
び
航
海
情
報
記
録
装

置
又
は
簡
易
型
航
海
情
報
記
録
装
置
を
備
え
る
衛
星
位
置
指
示
無
線
標
識
の
条
件
は
、
新
設
備
規
則
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
設
置
が
継
続
す
る
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
二
月
二
二
日
総
務
省
令
第
九
五
号
）

（
施
行
期
日
）
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１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
第
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
第
三

号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
電
波
法
第
三
十
八
条
の
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技

術
基
準
適
合
証
明
又
は
同
法
第
三
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
工
事
設
計
認
証
は
、
こ
の
省
令
の
施
行

後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

別
表
第
一
号
（
第
５
条
関
係
）

周
波
数
の
許
容
偏
差
の
表

周
波
数
帯

無
線
局

周
波
数
の
許
容

偏
差
（
Ｈ
ｚ
又

は
ｋ
Ｈ
ｚ
を
付

し
た
も
の
を
除

き

、

百

万

分

率
）

１
　
９
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
２
６
．
５

ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

１
　
固
定
局

　

（
１
）
　
９
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の

１
０
０

　

（
２
）
　
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
２
６
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
５
０

　

２
　
陸
上
局

１
０
０

　

３
　
移
動
局

　

　

（
１
）
　
船
舶
局

　

　

ア
　
生
存
艇
及
び
救
命
浮
機
の
送
信
設
備

５
０
０

　

イ
　
そ
の
他
の
送
信
設
備

２
０
０

　

（
２
）
　
航
空
機
局

１
０
０

　

４
　
無
線
測
位
局

１
０
０

　

５
　
標
準
周
波
数
局

０
．
０
０
５

　

６
　
ア
マ
チ
ュ
ア
局

１
０
０

２
　
５
２
６
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え

１
，
６
０
６
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

地
上
基
幹
放
送
局

１
０
Ｈ
ｚ

３
　
１
，
６
０
６
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超

え
４
，
０
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

１
　
固
定
局
（
注
１
０
，
１
１
）

　

（
１
）
　
２
０
０
Ｗ
以
下
の
も
の

１
０
０

（
２
）
　
２
０
０
Ｗ
を
超
え
る
も
の

５
０

２
　
陸
上
局

　

（
１
）
　
航
空
局
（
注
１
２
）

１
０
Ｈ
ｚ

（
２
）
　
そ
の
他
の
陸
上
局
（
注
１
０
，
１
３
）

　

ア
　
２
０
０
Ｗ
以
下
の
も
の

１
０
０

イ
　
２
０
０
Ｗ
を
超
え
る
も
の

５
０

３
　
移
動
局

　

（
１
）
　
生
存
艇
及
び
救
命
浮
機
の
送
信
設
備

１
０
０

（
２
）
　
航
空
機
局
（
注
１
２
）

２
０
Ｈ
ｚ

（
３
）
　
そ
の
他
の
移
動
局
（
注
１
０
，
１
３
）

５
０

４
　
無
線
測
位
局

　

（
１
）
　
ラ
ジ
オ
・
ブ
イ
の
無
線
局

１
０
０

（
２
）
　
そ
の
他
の
無
線
測
位
局
（
注
１
４
）

　

ア
　
２
０
０
Ｗ
以
下
の
も
の

２
０

イ
　
２
０
０
Ｗ
を
超
え
る
も
の

１
０

５
　
地
上
基
幹
放
送
局
（
注
１
５
）

１
０
Ｈ
ｚ

６
　
標
準
周
波
数
局

０
．
０
０
５

７
　
ア
マ
チ
ユ
ア
局

５
０
０

４
　
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
９
．
７
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

１
　
固
定
局
（
注
１
１
，
１
６
）

　

（
１
）
　
５
０
０
Ｗ
以
下
の
も
の

２
０

　

（
２
）
　
５
０
０
Ｗ
を
超
え
る
も
の

１
０

　

２
　
陸
上
局

　

　

（
１
）
　
海
岸
局
（
注
１
３
，
１
７
）

２
０
Ｈ
ｚ

　

（
２
）
　
航
空
局
（
注
１
２
）

１
０
Ｈ
ｚ

　

（
３
）
　
そ
の
他
の
陸
上
局

２
０

　

３
　
移
動
局

　

　

（
１
）
　
船
舶
局

　

　

ア
　
生
存
艇
及
び
救
命
浮
機
の
送
信
設
備

５
０

　

イ
　
そ
の
他
の
送
信
設
備
（
注
１
３
，
１
７
）

５
０
Ｈ
ｚ

　

（
２
）
　
航
空
機
局
（
注
１
２
）

２
０
Ｈ
ｚ

　

（
３
）
　
そ
の
他
の
移
動
局

４
０

　

４
　
無
線
測
位
局

５
０

　

５
　
地
上
基
幹
放
送
局
（
注
１
５
）

１
０
Ｈ
ｚ

　

６
　
標
準
周
波
数
局

０
．
０
０
５

　

７
　
ア
マ
チ
ユ
ア
局

５
０
０

　

８
　
簡
易
無
線
局
及
び
市
民
ラ
ジ
オ
の
無
線
局

５
０

　

９
　
地
球
局
及
び
宇
宙
局

２
０

５
　
２
９
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
０

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
　
固
定
局
、
陸
上
局
及
び
移
動
局
（
注
１
８
、
１
９
、
２

０
、
３
１
）

（
１
）
　
５
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の

ア
　
１
Ｗ
以
下
の
も
の

２
０

イ
　
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の

１
０

（
２
）
　
そ
の
他
の
周
波
数
の
も
の

２
０

２
　
無
線
測
位
局

５
０

３
　
地
上
基
幹
放
送
局

（
１
）
　
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局

（
注
２
１
、
５
１
）

１
Ｈ
ｚ

（
２
）
　
そ
の
他
の
地
上
基
幹
放
送
局

２
０

４
　
標
準
周
波
数
局

０
．
０
０
５

５
　
ア
マ
チ
ユ
ア
局

５
０
０

６
　
地
球
局
及
び
宇
宙
局

２
０

７
　
特
定
小
電
力
無
線
局

２
０

６
　
１
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
７
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
　
固
定
局
（
注
１
８
、
２
０
、
２
２
、
３
１
、
４
４
）

　

（
１
）
　
３
３
５
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も

の
（
注
２
３
）

　

　

ア
　
１
Ｗ
以
下
の
も
の

４

　

イ
　
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の

３

　

（
２
）
　
そ
の
他
の
周
波
数
の
も
の

　

　

ア
　
１
Ｗ
以
下
の
も
の

１
５

　

イ
　
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の

１
０

　

２
　
陸
上
局
（
注
１
８
，
２
０
，
２
２
，
２
４
）

　

　

（
１
）
　
海
岸
局
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ア
　
３
３
５
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　

　

（
ア
）
　
１
Ｗ
以
下
の
も
の

４

　

（
イ
）
　
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の

３

　

イ
　
そ
の
他
の
周
波
数
の
も
の
（
注
４
６
）

１
０

　

（
２
）
　
航
空
局
（
注
４
５
，
５
４
）

２
０

　

（
３
）
　
無
線
呼
出
局
（
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と

し
て
開
設
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　

　

ア
　
２
７
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
２
８
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　

　

（
ア
）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
５
０
０
ビ
ツ
ト
を
超
え

る
も
の

７

　

（
イ
）
　
そ
の
他
の
も
の

３

　

イ
　
そ
の
他
の
周
波
数
の
も
の

３

　

（
４
）
　
そ
の
他
の
陸
上
局
（
注
４
４
）

　

　

ア
　
１
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
及
び

１
６
２
．
０
３
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
３
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も

の
（
注
２
８
、
５
２
）

１
５

　

イ
　
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
６
２
．
０
３
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
も
の

　

　

（
ア
）
　
１
Ｗ
以
下
の
も
の

１
５

　

（
イ
）
　
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の

１
０

　

ウ
　
２
３
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
３
５
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
７

　

エ
　
３
３
５
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の

（
注
２
３
）

　

　

（
ア
）
　
１
Ｗ
以
下
の
も
の

４

　

（
イ
）
　
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の

３

　

３
　
移
動
局
（
注
１
８
，
２
０
，
２
２
，
２
４
）

　

　

（
１
）
　
船
舶
局

　

　

ア
　
１
５
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
７
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
（
注

４
６
）

１
０

　

イ
　
３
３
５
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の

（
注
２
５
）

　

　

（
ア
）
　
１
Ｗ
以
下
の
も
の

４

　

（
イ
）
　
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の

３

　

ウ
　
そ
の
他
の
周
波
数
の
も
の

　

　

（
ア
）
　
生
存
艇
及
び
救
命
浮
機
の
送
信
設
備

５
０

　

（
イ
）
　
そ
の
他
の
送
信
設
備

　

　

Ａ
　
１
Ｗ
以
下
の
も
の

５
０

　

Ｂ
　
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の

２
０

　

（
２
）
　
航
空
機
局
（
注
２
７
，
４
５
）

３
０

　

（
３
）
　
そ
の
他
の
移
動
局
（
注
４
４
）

　

　

ア
　
１
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
及
び

１
６
２
．
０
３
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
３
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も

の
（
注
２
８
、
５
２
、
５
７
）

１
５

　

イ
　
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
６
２
．
０
３
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
も
の

　

　

（
ア
）
　
１
Ｗ
以
下
の
も
の

１
５

　

（
イ
）
　
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の

１
０

　

ウ
　
２
３
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
３
５
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
７

　

エ
　
３
３
５
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の

（
注
２
３
，
２
５
，
２
８
，
３
１
）

　

　

（
ア
）
　
１
Ｗ
以
下
の
も
の

４

　

（
イ
）
　
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の

３

４
　
無
線
測
位
局

（
１
）
　
Ｖ
Ｏ
Ｒ
の
送
信
設
備

２
０

（
２
）
　
Ｇ
Ｂ
Ａ
Ｓ
の
送
信
設
備

２

（
３
）
　
そ
の
他
の
無
線
測
位
局
（
注
２
９
、
３
０
）

５
０

　

５
　
地
上
基
幹
放
送
局
（
注
２
１
、
５
１
）

　

　

（
１
）
　
超
短
波
放
送
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
又
は
移
動
受
信
用

地
上
基
幹
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局

１
Ｈ
ｚ

　

（
２
）
　
そ
の
他
の
地
上
基
幹
放
送
局

５
０
０
Ｈ
ｚ

　

６
　
標
準
周
波
数
局

０
．
０
０
５

　

７
　
ア
マ
チ
ユ
ア
局

５
０
０

　

８
　
簡
易
無
線
局
（
注
５
０
）

２
０

９
　
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
及
び
小
電
力
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
（
注
３
４
、
４
１
）

４

１
０
　
特
定
小
電
力
無
線
局
（
注
３
４
、
注
３
６
）

（
１
）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
６
．
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の

ア
　
１
４
２
．
９
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
４
２
．
９
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
の
も
の
及
び
１
４
６
．
９
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
４
６
．
９
９

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の

２
．
５

イ
　
そ
の
他
の
周
波
数
の
も
の

２

（
２
）
　
そ
の
他
の
も
の

４

１
１
　
地
球
局
及
び
宇
宙
局

２
０

７
　
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
４

５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
　
固
定
局
（
注
２
０
、
３
１
、
３
５
）

（
１
）
　
８
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の

１
．
５

（
２
）
　
そ
の
他
の
周
波
数
の
も
の

ア
　
１
０
０
Ｗ
以
下
の
も
の

１
０
０

イ
　
１
０
０
Ｗ
を
超
え
る
も
の

５
０

２
　
陸
上
局
及
び
移
動
局
（
３
か
ら
８
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
）
（
注
２
０
、
３
１
、
３
４
、
３
５
、
３
７
、
３
８
）

（
１
）
　
８
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の

１
．
５

（
２
）
　
そ
の
他
の
周
波
数
の
も
の

２
０

３
　
簡
易
無
線
局

３

４
　
特
定
小
電
力
無
線
局
（
注
３
４
、
注
３
６
）

（
１
）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
２
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の

２

（
２
）
　
そ
の
他
の
も
の

４

５
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電

話
の
無
線
局

３

６
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電

話
の
無
線
局

１
０

７
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ

ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局

０
．
２
５
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８
　
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局

５
０

９
　
無
線
測
位
局

（
１
）
　
地
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
及
び
地
上
タ
カ
ン
の
送
信
設
備

２
０

（
２
）
　
機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ
及
び
機
上
タ
カ
ン
の
送
信
設
備

１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

（
３
）
　
Ｓ
Ｓ
Ｒ
の
送
信
設
備

ア
　
モ
ー
ド
Ｓ
機
能
を
有
す
る
も
の

１
０
ｋ
Ｈ
ｚ

イ
　
そ
の
他

２
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

（
４
）
　
Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
の
送
信
設
備

ア
　
モ
ー
ド
Ｓ
機
能
を
有
す
る
も
の

１
，
０
０
０
ｋ

Ｈ
ｚ

イ
　
そ
の
他

３
，
０
０
０
ｋ

Ｈ
ｚ

（
５
）
　
質
問
信
号
送
信
設
備

１
０
ｋ
Ｈ
ｚ

（
６
）
　
基
準
信
号
送
信
設
備
及
び
ノ
ン
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ

１
，
０
０
０
ｋ

Ｈ
ｚ

（
７
）
　
そ
の
他
の
無
線
測
位
局
（
注
２
９
）

５
０
０

１
０
　
地
上
基
幹
放
送
局
（
注
２
１
、
４
９
）

１
Ｈ
ｚ

１
１
　
地
上
一
般
放
送
局
（
注
５
３
）

１
Ｈ
ｚ

１
２
　
ア
マ
チ
ュ
ア
局

５
０
０

１
３
　
地
球
局
及
び
宇
宙
局
（
注
３
２
、
３
３
、
４
０
）

２
０

８
　
２
，
４
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１

０
，
５
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
　
固
定
局
（
注
３
１
）

　

（
１
）
　
１
０
０
Ｗ
以
下
の
も
の

２
０
０

　

（
２
）
　
１
０
０
Ｗ
を
超
え
る
も
の

５
０

　

２
　
陸
上
局
及
び
移
動
局
（
注
２
０
、
３
１
、
３
４
、
３
５
、

３
６
、
４
７
、
５
７
）

１
０
０

　

３
　
無
線
測
位
局

　

（
１
）
　
Ｍ
Ｌ
Ｓ
角
度
系

１
０
ｋ
Ｈ
ｚ

（
２
）
　
気
象
観
測
を
行
う
無
線
標
定
陸
上
局
（
第
四
十
九
条
の

四
の
二
の
二
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

２
０

（
３
）
　
そ
の
他
の
無
線
測
位
局
（
注
２
９
）

１
，
２
５
０

　

４
　
ア
マ
チ
ユ
ア
局

５
０
０

　

５
　
地
球
局
及
び
宇
宙
局

５
０

　

６
　
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
及
び
５
．
２
Ｇ

Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局

　

　

（
１
）
　
５
，
１
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
３
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
、
５
，
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
７
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又

は
５
，
９
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

２
０

　

（
２
）
　
そ
の
他
の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の

５
０

　

７
　
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局

１
．
５

９
　
１
０
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
３

４
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

１
　
無
線
測
位
局

（
１
）
　
車
両
感
知
用
無
線
標
定
陸
上
局

８
０
０

（
２
）
　
そ
の
他
の
無
線
測
位
局
（
注
２
９
）

５
，
０
０
０

２
　
ア
マ
チ
ユ
ア
局

５
０
０

３
　
簡
易
無
線
局

２
０
０

４
　
地
球
局
及
び
宇
宙
局
（
注
４
０
）

１
０
０

５
　
特
定
小
電
力
無
線
局
（
注
３
４
）

５
０
０

６
　
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
（
注
３
４
）

（
１
）
　
５
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の

ア
　
１
０
ｍ
Ｗ
以
下
の
も
の

５
０
０

イ
　
１
０
ｍ
Ｗ
を
超
え
る
も
の

２
０

（
２
）
　
そ
の
他
の
周
波
数
の
も
の

２
０

７
　
そ
の
他
の
無
線
局
（
注
２
１
、
３
１
、
３
４
、
４
２
、
４

８
、
５
５
）

３
０
０

注１
　
表
中
Ｈ
ｚ
は
，
電
波
の
周
波
数
の
単
位
で
，
ヘ
ル
ツ
を
，
Ｗ
及
び
ｋ
Ｗ
は
，
空
中
線
電
力
の
大
き
さ
の
単
位

で
，
ワ
ツ
ト
及
び
キ
ロ
ワ
ツ
ト
を
表
す
。

２
　
表
中
の
空
中
線
電
力
は
，
す
べ
て
平
均
電
力
（
ｐ
Ｙ
）
と
す
る
。

３
　
同
一
送
信
装
置
で
同
一
周
波
数
を
２
以
上
の
業
務
に
使
用
す
る
場
合
は
，
許
容
偏
差
の
厳
重
な
も
の
に
よ
る
。

４
　
非
常
局
，
実
験
試
験
局
，
気
象
援
助
局
（
注
９
に
規
定
す
る
送
信
設
備
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
特

別
業
務
の
局
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
中
の
当
該
周
波
数
帯
の
固
定
局

（
移
動
す
る
無
線
局
（
無
線
測
位
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
移
動
局
，
無
線
測
位
を
行
う
無
線
局
に
あ

つ
て
は
無
線
測
位
局
）
の
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
，
実
験
試
験
局
で
あ
つ
て
，
適
合
表
示
無
線
設
備
を

用
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
，
当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
の
送
信
設
備
に
係
る
こ
の
別
表
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の

と
し
，
特
殊
な
送
信
設
備
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
，
そ
の
許
容
偏
差
を
指
定
す
る
。

５
　
免
許
規
則
第
２
条
第
３
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
２
以
上
の
業
務
を
併
せ
行
う
無
線
局
の
当
該
各
業
務
に
係

る
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
，
当
該
送
信
設
備
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
業
務
の
無
線
局
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数

の
許
容
偏
差
を
適
用
す
る
。

６
　
２
８
５
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
３
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
，
衛
星
測
位
誤
差
補
正
情
報
を
提
供
す

る
無
線
航
行
陸
上
局
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か

わ
ら
ず
，
２
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

７
　
９
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
９
，
７
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
単
側
波
帯
の
無
線
電
話
の
送
信

設
備
（
地
上
基
幹
放
送
局
，
航
空
局
及
び
航
空
機
局
の
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
，
そ
の
電
波
の
周
波
数
の

許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

周
波
数
帯

無
線
局

許

容

偏

差

（
Ｈ
ｚ
）

１
　
９
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
２
６
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

２
９
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
　
固
定
局
及
び
陸

上
局

２
０

２
　
移
動
局

５
０

２
　
１
，
６
０
６
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
，
０
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

１
　
固
定
局
及
び
陸

上
局

２
０

２
　
移
動
局

４
０

８
　
Ｆ
１
Ｂ
電
波
又
は
Ｆ
１
Ｄ
電
波
２
９
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
使
用
す
る
海
岸
局
又
は
船
舶
局
の
送
信
設
備
に
つ
い

て
は
，
そ
の
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
１
０
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

９
　
次
に
掲
げ
る
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら

ず
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
４
０
３
．
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
４
０
５
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ
　
５

０
（
１
０－

６

）

（２）
　
１
，
６
７
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
，
１
，
６
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
１
，
６
８
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
ラ

ジ
オ
ゾ
ン
デ
　
４
，
０
０
０
（
１
０－

６

）
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（３）
　
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
も
の
に
類
す
る
も
の
で
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
た
も
の
　
４
，
０
０
０

（
１
０－

６

）

１
０
　
周
波
数
偏
位
電
信
の
送
信
設
備
（
海
岸
局
及
び
船
舶
局
の
も
の
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の

許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
固
定
局
の
も
の
　
１
０
Ｈ
ｚ

（２）
　
陸
上
局
及
び
移
動
局
の
も
の
　
４
０
Ｈ
ｚ

１
１
　
独
立
側
波
帯
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ

ら
ず
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
５
０
０
Ｗ
以
下
の
も
の
　
５
０
Ｈ
ｚ

（２）
　
５
０
０
Ｗ
を
超
え
る
も
の
　
２
０
Ｈ
ｚ

１
２
　
１
，
６
０
６
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
９
，
７
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
航
空
局
又
は

航
空
機
局
の
送
信
設
備
（
単
側
波
帯
の
無
線
電
話
及
び
無
線
デ
ー
タ
伝
送
の
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
，
そ

の
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

周
波
数
帯

無
線
局

許
容
偏
差
（
百

万
分
率
）

１
　
１
，
６
０
６
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
，
０
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
１
　
航
空
局

　

（
１
）
　
２
０
０
Ｗ
以
下
の
も

の

１
０
０

（
２
）
　
２
０
０
Ｗ
を
超
え
る

も
の

５
０

２
　
航
空
機
局

１
０
０

２
　
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
９
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
　
航
空
局

　

（
１
）
　
５
０
０
Ｗ
以
下
の
も

の

１
０
０

（
２
）
　
５
０
０
Ｗ
を
超
え
る

も
の

５
０

２
　
航
空
機
局

１
０
０

１
３
　
Ｊ
３
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
話
に
よ
る
通
信
及
び
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
装
置
又
は
狭
帯
域
直
接
印
刷
電

信
装
置
に
よ
る
通
信
を
行
う
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
で
あ
つ
て
，
１
，
６
０
６
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
２
６
，
１
７

５
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，

こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
１
０
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

１
４
　
１
，
６
０
６
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
８
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
標
識
局
の

送
信
設
備
に
つ
い
て
は
，
そ
の
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
５
０

（
１
０－

６

）
と
す
る
。

１
５
　
搬
送
波
電
力
が
１
０
ｋ
Ｗ
以
下
で
あ
る
Ａ
３
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
，
そ
の
電
波
の
周

波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
１
，
６
０
６
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
，
０
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
２
０

（
１
０－

６

）

（２）
　
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
９
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
１
５
（
１
０－

６

）

１
６
　
Ｆ
１
Ｂ
電
波
を
使
用
す
る
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
，
そ
の
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定

す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
１
０
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

１
７
　
Ａ
１
Ａ
電
波
を
使
用
す
る
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
，
そ
の
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定

す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
１
０
（
１
０－

６

）
と
す
る
。

１
８
　
５
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
多
重
通
信
路
の
送
信
設
備
（
市
町

村
デ
ジ
タ
ル
防
災
無
線
通
信
を
行
う
固
定
局
及
び
第
４
９
条
の
３
２
に
定
め
る
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
局
の
送
信

設
備
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
，
そ
の
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
抑
圧
搬
送
波
に
よ
る
単
側
波
帯
の
送
信
設
備
　
１
（
１
０－

６

）

（２）
　
１
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の

送
信
設
備
（
（
１
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
１
５
（
１
０－

６

）

（３）
　
（
１
）
及
び
（
２
）
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
　
２
０
（
１
０－

６

）

１
９
　
４
０
．
６
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
，
４
２
．
８
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
，
４
４
．
８
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
４
７
．
２
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
し
，
か
つ
，
平
均
電
力
１
Ｗ
以
下
の
模
型
飛
行
機
，
模
型
ボ
ー
ト
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
の
無

線
操
縦
用
発
振
器
又
は
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
に
つ
い
て
は
，
そ
の
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す

る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
３
０
０
（
１
０－

６

）
と
す
る
。

２
０
　
次
に
掲
げ
る
Ｆ
１
Ｂ
電
波
，
Ｆ
１
Ｃ
電
波
，
Ｆ
１
Ｄ
電
波
，
Ｆ
１
Ｅ
電
波
，
Ｆ
１
Ｆ
電
波
，
Ｆ
１
Ｎ
電
波
，

Ｆ
１
Ｘ
電
波
，
Ｇ
１
Ｂ
電
波
，
Ｇ
１
Ｃ
電
波
，
Ｇ
１
Ｄ
電
波
，
Ｇ
１
Ｅ
電
波
，
Ｇ
１
Ｆ
電
波
，
Ｇ
１
Ｎ
電
波
又
は

Ｇ
１
Ｘ
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
，
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
及
び
携
帯
移
動
業
務
の
無
線
局
の
送
信
設
備
（
第

５
７
条
の
３
た
だ
し
書
の
無
線
局
の
も
の
に
あ
つ
て
は
，
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
無
線
局
の
も
の
に
限
る
。
）

に
つ
い
て
は
，
そ
の
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
と

す
る
。
た
だ
し
，
第
５
７
条
の
３
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
無
線
局
の
送
信
設
備
に

係
る
も
の
に
つ
い
て
は
，
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
。

（１）
　
５
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

ア
　
送
信
速
度
が
毎
秒
４
キ
ロ
ビ
ツ
ト
以
下
の
変
調
信
号
を
使
用
す
る
も
の

（ア）
　
１
Ｗ
以
下
の
も
の
　
８
（
１
０－

６

）

（イ）
　
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の
　
５
（
１
０－

６

）

イ
　
送
信
速
度
が
毎
秒
４
キ
ロ
ビ
ツ
ト
を
超
え
８
キ
ロ
ビ
ツ
ト
以
下
の
変
調
信
号
を
使
用
す
る
も
の

（ア）
　
１
Ｗ
以
下
の
も
の
　
１
５
（
１
０－

６

）

（イ）
　
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の
　
１
０
（
１
０－

６

）

（２）
　
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

ア
　
送
信
速
度
が
毎
秒
４
キ
ロ
ビ
ツ
ト
以
下
の
変
調
信
号
を
使
用
す
る
も
の

（ア）
　
１
Ｗ
以
下
の
も
の
　
３
（
１
０－

６

）

（イ）
　
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の
　
２
（
１
０－

６

）

イ
　
送
信
速
度
が
毎
秒
４
キ
ロ
ビ
ツ
ト
を
超
え
８
キ
ロ
ビ
ツ
ト
以
下
の
変
調
信
号
を
使
用
す
る
も
の

（ア）
　
１
Ｗ
以
下
の
も
の
　
６
（
１
０－

６

）

（イ）
　
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の
　
４
（
１
０－

６

）

ウ
　
送
信
速
度
が
毎
秒
８
キ
ロ
ビ
ツ
ト
を
超
え
１
６
キ
ロ
ビ
ツ
ト
以
下
の
変
調
信
号
を
使
用
す
る
も
の

（ア）
　
１
Ｗ
以
下
の
も
の
　
１
２
（
１
０－

６

）

（イ）
　
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の
　
８
（
１
０－

６

）

（３）
　
３
３
５
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
７
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
，
送
信
速
度
が
毎
秒
８
キ
ロ
ビ
ツ
ト
以
下
の
変
調
信
号
を
使
用
す

る
も
の

ア
　
１
Ｗ
以
下
の
も
の
　
２
（
１
０－

６

）
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イ
　
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の
　
１
．
５
（
１
０－

６

）

（４）
　
１
，
２
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
６
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
，

送
信
速
度
が
毎
秒
１
６
キ
ロ
ビ
ツ
ト
以
下
の
変
調
信
号
を
使
用
す
る
も
の
　
２
（
１
０－

６

）

２
１
　
次
に
掲
げ
る
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定

す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
，
（
３
）
、
（
５
）
及
び
（
６
）
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ

て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
，
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
技
術

的
条
件
に
適
合
す
る
も
の
と
す
る
。

（１）
　
超
短
波
放
送
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
２
章
に
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

で
あ
つ
て
，
電
波
の
能
率
的
な
利
用
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
た
も

の
　
５
０
０
Ｈ
ｚ

（２）
　
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
３
章
に
定
め
る
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
（
（
３
）
に
規
定
す
る
も

の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
，
電
波
の
能
率
的
な
利
用
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
総
務
大
臣
が
特

に
認
め
た
も
の
　
５
０
０
Ｈ
ｚ

（３）
　
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
３
章
に
定
め
る
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
で
あ
つ
て
，
他
の
地
上
基

幹
放
送
局
の
放
送
番
組
を
中
継
す
る
方
法
の
み
に
よ
る
放
送
を
行
う
も
の

ア
　
空
中
線
電
力
が
０
．
５
Ｗ
を
超
え
る
も
の
　
３
ｋ
Ｈ
ｚ

イ
　
空
中
線
電
力
が
０
．
５
Ｗ
以
下
の
も
の
　
１
０
ｋ
Ｈ
ｚ

（４）
　
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
４
章
第
１
節
又
は
第
２
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
（
（
６
）

ア
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
電
波
の
能
率
的
な
利
用
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の
で
は
な
い

と
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
た
も
の
　
５
０
０
Ｈ
ｚ

（５）
　
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
４
章
第
３
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
（
（
６
）
イ
に
規

定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
　
Ｂ×

１
０
３

／
ＮＦＦＴ

Ｈ
ｚ

Ｂ
は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
３
５
条
第
１
項
に
示
す
周
波
数
帯
幅
（
単
位
Ｍ
Ｈ
ｚ
）
、

ＮＦＦＴ
は
同
令
別

表
第
十
九
号
の
十
五
別
記
に
示
す
共
通
サ
ブ
キ
ャ
リ
ア
総
数
と
す
る
。
以
下
こ
の
注
に
お
い
て
同
じ
。

（６）
　
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
４
章
に
定
め
る
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
で
あ
つ
て
、
他
の
地
上
基

幹
放
送
局
の
放
送
番
組
を
中
継
す
る
方
法
の
み
に
よ
る
放
送
を
行
う
も
の

ア
　
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
４
章
第
１
節
又
は
第
２
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局

（ア）
　
空
中
線
電
力
が
０
．
５
Ｗ
を
超
え
る
も
の
　
３
ｋ
Ｈ
ｚ

（イ）
　
空
中
線
電
力
が
０
．
５
Ｗ
以
下
の
も
の
　
１
０
ｋ
Ｈ
ｚ

イ
　
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
４
章
第
３
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
　
Ｂ×

１
０
４

／
ＮＦＦＴ

Ｈ
ｚ

２
２
　
削
除

２
３
　
放
送
中
継
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
（
注
３
１
（
７
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
使
用
す
る
電
波
の

周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
１
Ｗ
以
下
の
も
の
　
２
０
（
１
０－

６

）

（２）
　
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の
　
１
０
（
１
０－

６

）

２
４
　
無
線
通
信
規
則
付
録
第
１
８
号
の
表
に
掲
げ
る
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ

ら
ず
，
１
０
（
１
０－

６

）
と
す
る
。

２
５
　
４
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
６
７
．
５
８
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
船
上
通
信
設
備
の

送
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
そ
の
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
（
１
０－

６

）

（２）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
６
．
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
．
５
（
１
０－

６

）

２
６
　
船
舶
航
空
機
間
双
方
向
無
線
電
話
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規

定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
５
０
（
１
０－

６

）
と
す
る
。

２
７
　
航
空
機
用
救
命
無
線
機
及
び
航
空
機
用
携
帯
無
線
機
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差

は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
Ａ
３
Ｘ
電
波
又
は
Ａ
３
Ｅ
電
波
１
２
１
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
２
４
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
０
（
１
０－

６

）

（２）
　
Ｇ
１
Ｂ
電
波
４
０
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
４
０
６
．
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
も
の
　
５
ｋ
Ｈ
ｚ

２
８
　
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
、
携
帯
用
位
置
指
示
無
線
標
識
及
び
第
４
５
条
の
３
の
５
に
規
定
す
る
無

線
設
備
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
次
の
電
波
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と

お
り
と
す
る
。

（１）
　
Ｇ
１
Ｂ
電
波
又
は
Ｇ
１
Ｄ
電
波
４
０
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
４
０
６
．
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
も
の
（
Ｇ
１
Ｄ
電
波
４

０
６
．
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
を
除
く
。
）
　
５
ｋ
Ｈ
ｚ

（２）
　
Ｇ
１
Ｄ
電
波
４
０
６
．
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
２
０
０
Ｈ
ｚ

（３）
　
Ａ
３
Ｘ
電
波
１
２
１
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
０
（
１
０－

６

）

（４）
　
Ｆ
１
Ｄ
電
波
１
６
１
．
９
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
１
６
２
．
０
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
０
０
Ｈ
ｚ

２
９
　
無
線
測
位
局
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ

ら
ず
，
指
定
周
波
数
帯
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
当
該
送
信
設
備
に
指
定
す
る
周
波
数
及

び
そ
の
指
定
周
波
数
帯
は
，
総
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
。

３
０
　
同
時
に
２
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｓ
の
ロ
ー
カ
ラ
イ
ザ
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
，
そ
の
電
波

の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
２
０
（
１
０－

６

）
と
す
る
。

３
１
　
次
に
掲
げ
る
固
定
局
，
陸
上
局
及
び
移
動
局
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ

の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
も
の

ア
　
第
４
９
条
の
６
に
定
め
る
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局

次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
許
容
偏
差
と
す
る
（
ｆ
は
、
送
信
周
波
数
（
単
位
Ｈ
ｚ
）
と
す
る
。
）
。

（ア）
　
陸
上
移
動
局

Ａ
　
陸
上
移
動
局
対
向
器
　
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ

Ｂ
　
基
地
局
対
向
器
　
３
０
０
Ｈ
ｚ

（イ）
　
陸
上
移
動
中
継
局

Ａ
　
陸
上
移
動
局
と
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
中
継
局
の
無
線
設
備
　
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１

２
）
Ｈ
ｚ

Ｂ
　
基
地
局
と
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
中
継
局
の
無
線
設
備
　
３
０
０
Ｈ
ｚ

イ
　
７
１
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
４
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
７
７
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８
０
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
８
１
５

Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８
４
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
８
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
９
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を

超
え
９
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
９
４
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通

信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
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を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行

う
無
線
局

（ア）
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
３
．
８
４
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
許
容
偏
差
と
す
る
（
ｆ
は
、
送
信
周
波
数
（
単
位
Ｈ
ｚ
）
と
す
る
。
）

。Ａ
　
基
地
局
　
（
０
．
０
５×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ
（
た
だ
し
、
空
中
線
電
力
が
８
デ
シ
ベ

ル
（
１
Ｗ
を
０
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋

１
２
）
Ｈ
ｚ
）

な
お
、
空
中
線
電
力
が
２
０
デ
シ
ベ
ル
（
１
ｍ
Ｗ
を
０
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
の
場
合
に
あ

つ
て
は
、
（
０
．
２
５×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ

Ｂ
　
陸
上
移
動
局
　
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
０
）
Ｈ
ｚ

（イ）
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
１
．
２
２
８
８
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

Ａ
　
基
地
局
　
０
．
０
５
（
１
０－

６

）

Ｂ
　
陸
上
移
動
局
　
３
０
０
Ｈ
ｚ

ウ
　
１
，
４
２
７
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
４
６
２
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
，
４
７
５
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

１
，
５
１
０
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
，
７
４
４
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
７
８
４
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、

１
，
８
３
９
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
８
７
９
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
，
９
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
９

８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
２
，
１
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
１
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線

通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通

信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を

行
う
無
線
局

（ア）
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
３
．
８
４
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
許
容
偏
差
と
す
る
（
ｆ
は
、
送
信
周
波
数
（
単
位
Ｈ
ｚ
）
と
す
る
。
）

。Ａ
　
基
地
局
　
（
０
．
０
５×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ
（
た
だ
し
、
空
中
線
電
力
が
８
デ
シ
ベ

ル
（
１
Ｗ
を
０
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
（
０
．
１×
ｆ×

１
０－

６

＋

１
２
）
Ｈ
ｚ
）

な
お
、
空
中
線
電
力
が
２
０
デ
シ
ベ
ル
（
１
ｍ
Ｗ
を
０
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
の
場
合
に
あ

つ
て
は
、
（
０
．
２
５×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ

Ｂ
　
陸
上
移
動
局
　
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
０
）
Ｈ
ｚ

（イ）
　
拡
散
符
号
速
度
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
１
．
２
２
８
８
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の

Ａ
　
基
地
局
　
０
．
０
５
（
１
０－

６

）

Ｂ
　
陸
上
移
動
局
　
１
５
０
Ｈ
ｚ

エ
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接

続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
許
容
偏
差
と
す
る
。

（ア）
　
基
地
局
　
（
０
．
０
５×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ

（イ）
　
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
　
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１

０
）
Ｈ
ｚ

（ウ）
　
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）

Ａ
　
基
地
局
対
向
器
　
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
０
）
Ｈ
ｚ

Ｂ
　
陸
上
移
動
局
対
向
器
　
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ

ｆ
は
、
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
（
単
位
Ｈ
ｚ
）
と
す
る
。

オ
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波

数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
許
容
偏
差
と
す
る
。

（
３×

ｆ×

１
０－

６

）
Ｈ
ｚ

ｆ
は
、
送
信
周
波
数
（
単
位
Ｈ
ｚ
）
と
す
る
。

カ
　
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多

元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

（ア）
　
基
地
局

次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
許
容
偏
差
と
す
る
。

（
０
．
０
５×

ｆ×

１
０－

６

）
Ｈ
ｚ

ｆ
は
、
送
信
周
波
数
（
単
位
Ｈ
ｚ
）
と
す
る
。

（イ）
　
陸
上
移
動
局
　
１
０
０
Ｈ
ｚ

キ
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局

次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
許
容
偏
差
と
す
る
（
ｆ
は
、
送
信
周
波
数
（
単
位
Ｈ
ｚ
）
と
す
る
。
）
。

（ア）
　
基
地
局

Ａ
　
空
中
線
電
力
が
３
８
デ
シ
ベ
ル
（
１
ｍ
Ｗ
を
０
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
を
超
え
る
も
の
　
（
０
．

０
５×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ

Ｂ
　
空
中
線
電
力
が
２
０
デ
シ
ベ
ル
（
１
ｍ
Ｗ
を
０
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
を
超
え
３
８
デ
シ
ベ
ル

（
１
ｍ
Ｗ
を
０
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
の
も
の
　
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ

Ｃ
　
空
中
線
電
力
が
２
０
デ
シ
ベ
ル
（
１
ｍ
Ｗ
を
０
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
の
も
の
　
（
０
．
２

５×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ

（イ）
　
陸
上
移
動
中
継
局
（
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る
も
の
に
限
る
。
）

Ａ
　
陸
上
移
動
局
と
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
中
継
局
の
無
線
設
備
　
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１

２
）
Ｈ
ｚ

Ｂ
　
基
地
局
と
通
信
を
行
う
陸
上
移
動
中
継
局
の
無
線
設
備
　
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
５
）

Ｈ
ｚ

（ウ）
　
陸
上
移
動
局

Ａ
　
第
４
９
条
の
６
の
９
第
１
項
及
び
第
５
項
に
規
定
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
１

Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
又
は
第
４
９
条
の
６
の
９
第
１
項
及
び
第
６
項

に
規
定
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
半
複
信
方
式
の
も
の
で
あ
つ
て
１
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の

周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
連
続
送
信
時
間
が
６
４
ミ
リ
秒
を
超
え
る
も
の
　
（
０
．
２×

ｆ×

１

０－

６

＋
１
５
）
Ｈ
ｚ

Ｂ
　
第
４
９
条
の
６
の
１
０
に
定
め
る
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
陸
上
移
動
局
の
う
ち
陸
上
移

動
局
と
通
信
を
行
う
も
の
の
無
線
設
備
　
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ

Ｃ
　
Ａ
及
び
Ｂ
に
掲
げ
る
以
外
の
無
線
設
備
　
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
５
）
Ｈ
ｚ

ク
　
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

（ア）
　
バ
ー
ス
ト
長
が
５
ミ
リ
秒
の
も
の

次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
許
容
偏
差
と
す
る
。

（
２×

ｆ×

１
０－

６

）
Ｈ
ｚ
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ｆ
は
、
送
信
周
波
数
（
単
位
Ｈ
ｚ
）
と
す
る
。

（イ）
　
バ
ー
ス
ト
長
が
９
１
１
．
４
４
マ
イ
ク
ロ
秒
、
９
６
３
．
５
２
マ
イ
ク
ロ
秒
、
１
，
０
１
５
．
６
マ

イ
ク
ロ
秒
又
は
１
，
０
６
７
．
６
８
マ
イ
ク
ロ
秒
の
自
然
数
倍
の
値
の
も
の

次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
許
容
偏
差
と
す
る
。

Ａ
　
基
地
局
　
（
０
．
０
５×

ｆ×

１
０－

６

）
Ｈ
ｚ

Ｂ
　
陸
上
移
動
局
　
（
２
．
５×

ｆ×

１
０－

６

）
Ｈ
ｚ

ｆ
は
、
送
信
周
波
数
（
単
位
Ｈ
ｚ
）
と
す
る
。

ケ
　
第
４
９
条
の
６
の
１
２
第
１
項
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直

交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局

次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
許
容
偏
差
と
す
る
（
ｆ
は
、
送
信
周
波
数
（
単
位
Ｈ
ｚ
）
と
す
る
。
）
。

（ア）
　
基
地
局

Ａ
　
空
中
線
端
子
（
測
定
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
端
子
を
い
う
。
以
下
こ
の
別
表
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
あ
り
ア
ク
テ
ィ
ブ
フ
ェ
ー
ズ
ド
ア
レ
イ
ア
ン
テ
ナ
を
使
用
し
な
い
も
の
で
あ
つ
て
各
空

中
線
端
子
に
お
け
る
電
力
が
３
８
デ
シ
ベ
ル
（
１
ｍ
Ｗ
を
０
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
を
超
え
る
も

の
及
び
空
中
線
端
子
が
な
い
も
の
で
あ
つ
て
空
中
線
電
力
が
４
７
デ
シ
ベ
ル
（
１
ｍ
Ｗ
を
０
デ
シ

ベ
ル
と
す
る
。
）
を
超
え
る
も
の
　
（
０
．
０
５×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ

Ｂ
　
空
中
線
端
子
が
あ
り
ア
ク
テ
ィ
ブ
フ
ェ
ー
ズ
ド
ア
レ
イ
ア
ン
テ
ナ
を
使
用
し
な
い
も
の
で
あ
つ

て
各
空
中
線
端
子
に
お
け
る
電
力
が
３
８
デ
シ
ベ
ル
（
１
ｍ
Ｗ
を
０
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下

の
も
の
及
び
空
中
線
端
子
が
な
い
も
の
で
あ
つ
て
空
中
線
電
力
が
４
７
デ
シ
ベ
ル
（
１
ｍ
Ｗ
を
０

デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下
の
も
の
　
（
０
．
１×
ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ

Ｃ
　
空
中
線
端
子
が
あ
り
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
フ
ェ
ー
ズ
ド
ア
レ
イ
ア
ン
テ
ナ
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ

て
、
空
中
線
電
力
が
３
８
＋
１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ
ベ
ル
（
１
ｍ
Ｗ
を
０
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。

ま
た
、
Ｎ
は
、
１
つ
の
搬
送
波
を
構
成
す
る
無
線
設
備
の
数
又
は
８
の
い
ず
れ
か
小
さ
い
値
と
す

る
。
）
を
超
え
る
も
の
　
（
０
．
０
５×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ

Ｄ
　
空
中
線
端
子
が
あ
り
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
フ
ェ
ー
ズ
ド
ア
レ
イ
ア
ン
テ
ナ
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ

て
、
空
中
線
電
力
が
３
８
＋
１
０
ｌ
ｏ
ｇ
１
０

Ｎ
デ
シ
ベ
ル
（
１
ｍ
Ｗ
を
０
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。

ま
た
、
Ｎ
は
、
１
つ
の
搬
送
波
を
構
成
す
る
無
線
設
備
の
数
又
は
８
の
い
ず
れ
か
小
さ
い
値
と
す

る
。
）
以
下
の
も
の
　
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ

（イ）
　
陸
上
移
動
局
　
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
５
）
Ｈ
ｚ

コ
　
第
４
９
条
の
６
の
１
２
第
２
項
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直

交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局

次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
許
容
偏
差
と
す
る
（
ｆ
は
、
送
信
周
波
数
（
単
位
Ｈ
ｚ
）
と
す
る
。
）
。

（ア）
　
基
地
局
　
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ

（イ）
　
陸
上
移
動
局
　
（
０
．
１
０
５×

ｆ×

１
０－

６

）
Ｈ
ｚ

サ
　
第
４
９
条
の
６
の
１
３
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波

数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局

次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
許
容
偏
差
と
す
る
（
ｆ
は
、
送
信
周
波
数
（
単
位
Ｈ
ｚ
）
と
す
る
。
）
。

（ア）
　
基
地
局

Ａ
　
各
空
中
線
端
子
に
お
け
る
電
力
が
３
８
デ
シ
ベ
ル
（
１
ｍ
Ｗ
を
０
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
を
超

え
る
も
の
　
（
０
．
０
５×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ

Ｂ
　
各
空
中
線
端
子
に
お
け
る
電
力
が
３
８
デ
シ
ベ
ル
（
１
ｍ
Ｗ
を
０
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
）
以
下

の
も
の
　
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ

（イ）
　
陸
上
移
動
局
　
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
５
）
Ｈ
ｚ

（２）
　
８
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
４
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
次
に
掲
げ
る
も
の

ア
　
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
も
の

（ア）
　
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
　
０
．
１
（
１
０－

６

）

（イ）
　
デ
ジ
タ
ル
指
令
局
及
び
陸
上
移
動
局
　
３
（
１
０－

６

）

イ
　
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

（ア）
　
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
と
送
信
設
備
を
共
用
す
る
も
の
　
０
．
１
（
１
０－

６

）

（イ）
　
そ
の
他
の
も
の
　
３
（
１
０－

６

）

ウ
　
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
も
の

次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
許
容
偏
差
と
す
る
（
ｆ
は
、
送
信
周
波
数
（
単
位
Ｈ
ｚ
）
と
す
る
。
）
。

（ア）
　
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
及
び
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
（
高
度
Ｍ

Ｃ
Ａ
制
御
局
と
送
信
装
置
を
共
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

Ａ
　
空
中
線
電
力
が
３
８
デ
シ
ベ
ル
（
１
ｍ
Ｗ
を
０
デ
シ
ベ
ル
と
す
る
。
以
下
こ
の
（
ア
）
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
超
え
る
も
の
　
（
０
．
０
５×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ

Ｂ
　
空
中
線
電
力
が
２
０
デ
シ
ベ
ル
を
超
え
３
８
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
も
の
　
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ

Ｃ
　
空
中
線
電
力
が
２
０
デ
シ
ベ
ル
以
下
の
も
の
　
（
０
．
２
５×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
２
）
Ｈ
ｚ

（イ）
　
陸
上
移
動
局
及
び
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
（
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制

御
局
と
送
信
装
置
を
共
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
　
（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
５
）
Ｈ
ｚ

（３）
　
削
除

（４）
　
Ｆ
２
Ａ
電
波
，
Ｆ
２
Ｂ
電
波
，
Ｆ
２
Ｄ
電
波
，
Ｆ
２
Ｎ
電
波
，
Ｆ
２
Ｘ
電
波
又
は
Ｆ
３
Ｅ
電
波
１
，
２
１

５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
６
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
（
特
定
ラ
ジ

オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
を
除
く
。
）
の
送
信
設
備
　
２
（
１
０－

６

）

（５）
　
１
，
８
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
１
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
伝
送
容
量
３
．
０

８
８
Ｍ
ｂ
／
ｓ
以
下
の
時
分
割
多
重
通
信
方
式
の
も
の
及
び
７
．
４
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
伝
送
容
量
１
８
．
５
２
８
Ｍ
ｂ
／
ｓ
以
下
の
時
分
割
多
重
通
信
方
式
の

も
の
　
２
０
（
１
０－

６

）

（６）
　
１
，
８
８
４
．
６
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
９
１
５
．
５
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
Ｐ
Ｈ

Ｓ
の
陸
上
移
動
局
，
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
，
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
と
陸
上
移
動
局
と
の
間
の
通
信
を
中
継
す
る
無

線
局
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
　
３
（
１
０－

６

）

（７）
　
放
送
中
継
を
行
う
無
線
局
等
の
送
信
設
備

ア
　
番
組
素
材
中
継
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備

（ア）
　
Ｄ
７
Ｗ
電
波
又
は
Ｇ
７
Ｗ
電
波
３
．
４
５
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
．
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
５
．
８
５
Ｇ
Ｈ

ｚ
を
超
え
５
．
９
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
６
．
４
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
．
７
０
０
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以

下
、
６
．
７
１
９
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
．
８
６
０
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
６
．
８
６
７
８
７
５
Ｇ

Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
１
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
７
．
４
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
５
７
１
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以

下
、
７
．
５
８
４
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
７
３
１
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
０
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を

超
え
１
０
．
４
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
０
．
５
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
０
．
６
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
２
．
９

５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
３
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
２
０
（
１
０－

６

）

（イ）
　
Ｄ
７
Ｗ
電
波
又
は
Ｇ
７
Ｗ
電
波
６
．
７
０
０
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
．
７
１
９
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以

下
、
６
．
８
６
０
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
．
８
６
７
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
７
．
５
７
１
３
７
５
Ｇ
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Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
５
８
４
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
７
．
７
３
１
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
７
４
２
３

７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
２
（
１
０－

６

）

（ウ）
　
Ｘ
７
Ｗ
電
波
１
，
２
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
３
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

も
の
　
７
（
１
０－

６

）

（エ）
　
Ｄ
７
Ｗ
電
波
又
は
Ｇ
７
Ｗ
電
波
４
１
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
５
４
．
２
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を

超
え
５
５
．
２
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
２
５
（
１
０－

６

）

（オ）
　
Ｘ
７
Ｗ
電
波
４
１
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
５
４
．
２
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
５
．
２
７

Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
７
（
１
０－

６

）

（カ）
　
Ａ
７
Ｗ
電
波
又
は
Ｇ
７
Ｗ
電
波
１
１
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
３
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
も
の
　
２
０
０
（
１
０－

６

）

イ
　
放
送
番
組
中
継
を
行
う
固
定
局
の
送
信
設
備

（ア）
　
５
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
１
６
２
．
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
６
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の

周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
う
ち
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
も
の
　
１
０
（
１
０－

６

）

（イ）
　
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
３
ｋ
Ｈ
ｚ

（ウ）
　
３
．
４
５
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
．
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
５
．
８
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
．
９
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下
、
６
．
４
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
．
７
０
０
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
６
．
７
１
９
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ

を
超
え
６
．
８
６
０
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
６
．
８
６
７
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
１
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下
、
７
．
４
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
５
７
１
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
７
．
５
８
４
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ

を
超
え
７
．
７
３
１
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
０
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
０
．
４
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、

１
０
．
５
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
０
．
６
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
１
２
．
９
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
３
．
２
５

Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
う
ち
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
も
の
　
２
０
（
１
０－

６

）

（エ）
　
６
．
７
０
０
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
．
７
１
９
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
６
．
８
６
０
３
７
５
Ｇ
Ｈ

ｚ
を
超
え
６
．
８
６
７
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
７
．
５
７
１
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
５
８
４
８
７

５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
７
．
７
３
１
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
７
４
２
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
う
ち
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
も
の
　
２
（
１
０－

６

）

ウ
　
放
送
中
継
の
た
め
に
必
要
な
連
絡
又
は
機
器
の
監
視
若
し
く
は
制
御
を
行
う
固
定
局
の
無
線
設
備
で
あ

つ
て
、
６
．
７
０
０
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
．
７
１
９
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
６
．
８
６
０
３
７
５
Ｇ

Ｈ
ｚ
を
超
え
６
．
８
６
７
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
７
．
５
７
１
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
５
８
４
８
７

５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
７
．
７
３
１
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
７
４
２
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
う
ち
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
も
の
　
１
（
１
０－

６

）

（８）
　
５
．
７
７
０
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
．
８
５
０
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
次
に
掲
げ
る
も
の

ア
　
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局

（ア）
　
Ａ
Ｓ
Ｋ
変
調
方
式
を
用
い
る
も
の
　
２
０
（
１
０－

６

）

（イ）
　
（
ア
）
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
　
５
（
１
０－

６

）

イ
　
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局

（ア）
　
Ａ
Ｓ
Ｋ
変
調
方
式
を
用
い
る
も
の
　
５
０
（
１
０－

６

）

（イ）
　
（
ア
）
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
　
２
０
（
１
０－

６

）

ウ
　
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
　
５
（
１
０

－

６

）

（９）
　
５
．
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
、
６
．
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
６
．
９
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通
信

業
務
用
固
定
局
　
２
０
（
１
０－

６

）

（１０）
　
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通
信
業
務
用
固
定
局
　
２
０
（
１
０－

６

）

（１１）
　
６
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
７
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
（
（
５
）
及
び
（
７
）

の
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
２
０
（
１
０－

６

）

（１２）
　
６
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
７
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
　
２

０
（
１
０－

６

）

（１３）
　
２
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
，
２
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
３
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の

無
線
局
の
無
線
設
備
　
５
０
（
１
０－

６

）

（１４）
　
１
１
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
１
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
、
２
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
及
び
４
０
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
　
５
０
（
１
０－

６

）

（１５）
　
３
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通
信
業
務
用
固
定
局
　
５
０
（
１
０－

６

）

（１６）
　
３
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
９
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
（
１
０
）
及
び
（
１

２
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
１
０
０
（
１
０－

６

）

（１７）
　
５
４
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
（
７
）
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
　
２
０
０
（
１
０－

６

）

（１８）
　
１
，
５
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通
信
業
務
用
固
定
局
（
０
．
１×

ｆ×

１
０

－

６

＋
１
０
）
Ｈ
ｚ

ｆ
は
，
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
（
単
位
Ｈ
ｚ
）
と
す
る
。

（１９）
　
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
及
び
直
交
周
波
数
分

割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無

線
局

ア
　
基
地
局
　
２
（
１
０－

６

）

イ
　
陸
上
移
動
局
　
２
（
１
０－

６

）

（２０）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又

は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無

線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局

ア
　
基
地
局
　
３
（
１
０－

６

）

イ
　
陸
上
移
動
局

（ア）
　
第
４
９
条
の
２
９
第
１
項
、
第
７
項
及
び
第
８
項
に
規
定
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備

次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
を
許
容
偏
差
と
す
る
（
ｆ
は
、
送
信
周
波
数
（
単
位
Ｈ
ｚ
）
と
す
る
。
）

。

（
０
．
１×

ｆ×

１
０－

６

＋
１
５
）
Ｈ
ｚ

（イ）
　
（
ア
）
に
掲
げ
る
以
外
の
無
線
設
備
　
３
（
１
０－

６

）

（２１）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無

線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局

ア
　
基
地
局
　
３
（
１
０－
６

）
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イ
　
陸
上
移
動
局
　
３
（
１
０－

６

）

（２２）
　
１
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
　
２
０
（
１
０－

６

）

（２３）
　
７
５
５
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
６
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
７
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯

高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
固
定
局
　
２
０
（
１
０－

６

）

（２４）
　
５
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通
信
業
務
用
無
線
局
の
う

ち
、
第
４
９
条
の
２
４
の
５
に
規
定
す
る
無
線
局
　
１
０
（
１
０－

６

）

３
２
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
船
舶
地
球
局
及
び
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の

周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｃ
型
及
び
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｄ
型
の
無
線
設
備
　
１
５
０
Ｈ
ｚ

（２）
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｆ
型
の
無
線
設
備
　
１
，
２
５
０
Ｈ
ｚ

（３）
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
の
無
線
設
備
　
１
５
０
Ｈ
ｚ

（４）
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
型
の
無
線
設
備
　
０
．
１
（
１
０－

６

）

３
３
　
海
域
で
運
用
さ
れ
る
構
造
物
上
に
開
設
す
る
無
線
局
で
あ
つ
て
，
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
人
工
衛
星
局
の
中
継
に

よ
り
無
線
通
信
を
行
う
も
の
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値

に
か
か
わ
ら
ず
，
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
。

３
４
　
次
に
掲
げ
る
無
線
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら

ず
，
指
定
周
波
数
帯
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
当
該
無
線
設
備
に
指
定
す
る
周
波
数
の
指

定
周
波
数
帯
は
，
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
。

（１）
　
２
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
４
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
移
動
体
識
別
用
の

構
内
無
線
局
の
無
線
設
備

（２）
　
３
１
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
１
５
．
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
４
０
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
０
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
４

３
３
．
６
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
３
４
．
１
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
９
１
５
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
９
２
９
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
（
一
の
単
位
チ
ャ
ネ
ル
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
２
，
４
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
４
８
３
．
５
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
、
１
０
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
０
．
５
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
２
４
．
０
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
４
．
２

５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
５
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
（
第
４
９
条
の
１
４
第
１
４
号
に
規
定
す
る
特
定

小
電
力
無
線
局
を
除
く
。
）
、
６
０
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
１
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
（
第
４
９
条
の
１
４
第
１
４
号
に
規
定

す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
に
限
る
。
）
、
７
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
７
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８

１
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備

（３）
　
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備

（４）
　
８
０
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
（
占
有
周
波
数
帯
幅
が
２
，
２

５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

（５）
　
５
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の

無
線
局
の
無
線
設
備

（６）
　
９
２
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
９
２
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無

線
局
の
無
線
設
備
（
一
の
単
位
チ
ャ
ネ
ル
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

３
５
　
次
に
掲
げ
る
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
９
１
６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
９
２
０
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
若
し
く

は
移
動
体
識
別
用
の
陸
上
移
動
局
又
は
９
２
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
９
２
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
（
９
１
６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
９
２
０
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
移
動
体
識
別
用
の
も
の
を
除
く
。
ま
た
、
一
の
単
位
チ
ャ
ネ
ル
を
使
用
す
る
も
の
は
、
注
３
４
（
６
）

に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
の
無
線
設
備
　
２
０
（
１
０－

６

）

（２）
　
２
．
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
力
伝
送
用
の
構
内
無
線
局
の
無
線
設
備
　
５
０

（
１
０－

６

）

（３）
　
５
．
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
力
伝
送
用
の
構
内
無
線
局
の
無
線
設
備
　
２
０

（
１
０－

６

）

３
６
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
，
そ
の
電
波
の
周
波
数
の
許
容

偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
。

３
７
　
１
，
２
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
２
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
の
無
線

設
備
に
つ
い
て
は
，
そ
の
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お

り
と
す
る
。

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
３
（
１
０－

６

）

（２）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
４
（
１
０－

６

）

３
８
　
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
，
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値

に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ⅰ
　
２
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

（２）
　
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
Ⅱ
　
１
０
ｋ
Ｈ
ｚ

３
９
　
削
除

４
０
　
航
空
機
地
球
局
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か

わ
ら
ず
，
自
動
周
波
数
補
正
機
能
に
よ
る
変
化
分
を
除
き
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
１
，
６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６
６
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

（
無
線
高
速
デ
ー
タ
通
信
が
可
能
な
も
の
及
び
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
を
除
く
。
）
　
３
５
０
Ｈ
ｚ

（２）
　
１
，
６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６
６
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

（
無
線
高
速
デ
ー
タ
通
信
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
　
１
，
２
５
０
Ｈ
ｚ

（３）
　
１
，
６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６
６
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

（
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
に
限
る
。
）
　
１
５
０
Ｈ
ｚ

（４）
　
１
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
４
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
７
２
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ

（５）
　
１
，
６
１
８
．
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も

の
　
３
０
（
１
０－

６

）

４
１
　
小
電
力
セ
キ
ユ
リ
テ
イ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
で
あ
つ
て
，
発
射
す
る
電
波
の
占
有
周
波
数
帯
幅
が
４
ｋ
Ｈ
ｚ

以
下
又
は
８
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
２
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
，
そ
の
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏

差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
１
０
（
１
０－

６

）
と
す
る
。

４
２
　
削
除

４
３
　
１
，
６
１
８
．
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
１
，
６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
船
舶
地
球

局
の
無
線
設
備
又
は
１
，
６
１
８
．
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
１
，
６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
若
し
く
は
２
，
６
５
５
Ｍ

Ｈ
ｚ
か
ら
２
，
６
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
に
つ
い
て

は
，
そ
の
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
１
，
６
１
８
．
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
１
，
６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
船
舶
地

球
局
及
び
１
，
６
１
８
．
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
１
，
６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
　
３
０
（
１
０－

６

）

（２）
　
２
，
６
５
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
２
，
６
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
携
帯
移
動
地
球
局
の

無
線
設
備
　
１
（
１
０－
６

）

４
４
　
実
数
零
点
単
側
波
帯
変
調
方
式
（
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
３
３
５
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を

超
え
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
通
信
方
式
の

155



無
線
局
（
た
だ
し
，
海
岸
局
及
び
航
空
局
を
除
く
。
）
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，

こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
，
第
５
７
条
の
３
の
２
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
，
こ
の
限
り
で
な

い
。

周
波
数
帯

無
線
局

周
波
数
の
許
容
偏
差
（
百
万
分
率
）

　

　

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
６
．

２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１

２
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の

も
の

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２

５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の

１
　
１
４
２
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超
え
１
７

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

固
定
局
及
び
陸
上
局

±

２
．
５

※
１
　±

０
．
５

±

３

±

３

　

陸
上
移
動
局
及
び
携
帯
局±

２
．
５

※
２
　±

２
＋
Ａ

±

３

±

３

２
　
２
５
５
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超
え
２
７

５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

固
定
局
及
び
陸
上
局

±

１
．
５

※
１
　±

０
．
２

±

２
．
９

※
１
　±

０
．
５

±

２
．
０

※
１
　±

０
．
５

　

陸
上
移
動
局
又
は
携
帯
局

で
あ
つ
て
，
平
均
電
力

が
１
Ｗ
以
下
の
も
の

±
２
．
５

※
２
　±
２
．
３
＋
Ａ

±

３

±

３

　

陸
上
移
動
局
又
は
携
帯
局

で
あ
つ
て
，
平
均
電
力

が
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の±

１
．
５

※
２
　±

１
．
３
＋
Ａ

±

２
．
９

※
２
　±

２
．
４
＋

Ａ

±

２
．
０

※
２
　±

１
．
５
＋

Ａ

３
　
３
３
５
．
４

Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

固
定
局
及
び
陸
上
局

±

０
．
９

※
１
　±

０
．
２

±
１
．
７

※
１
　±

０
．
５

±

１
．
２

※
１
　±

０
．
５

　

陸
上
移
動
局
又
は
携
帯
局

で
あ
つ
て
，
平
均
電
力

が
１
Ｗ
以
下
の
も
の

±

１
．
５

※
２
　±

０
．
７
＋
Ａ

±

３

±

３

　

陸
上
移
動
局
又
は
携
帯
局

で
あ
つ
て
，
平
均
電
力

が
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の±

０
．
９

※
２
　±

０
．
７
＋
Ａ

±

１
．
７

※
２
　±

１
．
２
＋

Ａ

±
１
．
２

※
２
　±
０
．
７
＋

Ａ

※
１
　
こ
の
値
は
，
基
準
局
の
場
合
に
限
る
。

　
２
　
こ
の
値
は
，
周
波
数
追
従
機
能
を
使
用
す
る
場
合
に
限
る
。
こ
の
場
合
，
Ａ
は
，
基
準
局
の
周
波
数
の
偏

差
と
す
る
。

４
５
　
Ｇ
１
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
，
そ
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値

に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
航
空
局
　
２
（
１
０－

６

）

（２）
　
航
空
機
局
　
５
（
１
０－

６

）

４
６
　
船
舶
自
動
識
別
装
置
、
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
、
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置
及
び
Ｖ
Ｈ
Ｆ
デ
ー

タ
交
換
装
置
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
船
舶
自
動
識
別
装
置
、
簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
及
び
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置
の
送
信
設

備
　
５
０
０
Ｈ
ｚ

（２）
　
Ｖ
Ｈ
Ｆ
デ
ー
タ
交
換
装
置

ア
　
移
動
し
な
い
無
線
局
　
５
（
１
０－

６

）

イ
　
移
動
す
る
無
線
局
　
１
０
（
１
０－

６

）

４
７
　
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
送
信
装
置
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表

に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
，
２
０
（
１
０－

６

）
と
す
る
。

４
８
　
１
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
，
１
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電

波
を
使
用
す
る
固
定
局
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
，
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か

か
わ
ら
ず
，
５
０
（
１
０－

６

）
と
す
る
。

４
９
　
単
一
周
波
数
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
同
一
の
放
送
対
象
地
域
に
お
い
て
，
他
の
地
上
基
幹
放
送
局
（
デ
ジ
タ
ル
放

送
の
標
準
方
式
第
３
章
に
定
め
る
放
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
と
近
接
す
る
地
上
基
幹
放
送
局
（
同
章
に
定
め

る
放
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
が
，
当
該
他
の
地
上
基
幹
放
送
局
と
同
一
の
放
送
番
組
を
同
一
周
波
数
の
電
波

で
送
信
す
る
場
合
に
お
け
る
地
上
基
幹
放
送
局
の
集
ま
り
を
い
う
。
）
を
構
成
す
る
２
以
上
の
地
上
基
幹
放
送
局

に
あ
つ
て
は
，
こ
の
表
の
７
の
項
中
１
０
並
び
に
注
２
１
た
だ
し
書
及
び
（
３
）
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
，
当
該
２

以
上
の
地
上
基
幹
放
送
局
間
の
周
波
数
の
相
対
的
な
偏
差
の
値
は
１
０
Ｈ
ｚ
以
内
と
す
る
。

５
０
　
簡
易
無
線
局
（
第
５
４
条
第
２
号
か
ら
第
２
号
の
３
ま
で
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下

「
デ
ジ
タ
ル
簡
易
無
線
局
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、

こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

変
調
方
式

周
波
数
の
許
容
偏
差
（
百
万
分
率
）

　

１
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯

４
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯

実
数
零
点
単
側
波
帯
変
調

±

２
．
５

±

１
．
５

四
値
周
波
数
偏
位
変
調

　

　

四
分
のπ

シ
フ
ト
四
相
位
相
変
調

　

±

０
．
９

５
１
　
単
一
周
波
数
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
同
一
の
放
送
対
象
地
域
に
お
い
て
、
他
の
地
上
基
幹
放
送
局
（
デ
ジ
タ
ル
放

送
の
標
準
方
式
第
４
章
第
１
節
又
は
第
２
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
と
近
接
す
る
地
上
基
幹
放

送
局
（
同
章
第
１
節
又
は
第
２
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
が
、
当
該
他
の
地
上
基
幹
放
送
局
と

同
一
の
放
送
番
組
を
同
一
周
波
数
の
電
波
で
送
信
す
る
場
合
に
お
け
る
地
上
基
幹
放
送
局
の
集
ま
り
を
い
う
。
）

を
構
成
す
る
２
以
上
の
地
上
基
幹
放
送
局
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
表
の
５
の
項
３
（
１
）
及
び
６
の
項
５
（
１
）
並

び
に
注
２
１
た
だ
し
書
及
び
（
６
）
ア
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
当
該
２
以
上
の
地
上
基
幹
放
送
局
間
の
周
波
数
の

相
対
的
な
偏
差
の
値
は
１
０
Ｈ
ｚ
以
内
と
す
る
。

５
２
　
２
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
広
帯
域
移
動
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
２
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
広
帯
域
移
動
無
線
通
信
設

備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
送
信
装
置
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
こ
の
表

に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
５
（
１
０－

６

）
と
す
る
。

５
３
　
次
に
掲
げ
る
エ
リ
ア
放
送
を
行
う
地
上
一
般
放
送
局
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差

は
、
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

複
数
送
信
機
で
単
一
周
波

数
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構

成
す
る
場
合

複
数
送
信
機
で
単
一
周
波
数
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
し
な
い
場
合

占
有
周
波
数

帯
幅
が
５
．

７

Ｍ

Ｈ

ｚ

の
も
の

電
波
の
能
率
的
な
利
用
を

著
し
く
阻
害
す
る
も
の

で
は
な
い
と
総
務
大
臣

が
特
に
認
め
た
も
の
　

±
５
０
０
Ｈ
ｚ

１
　
空
中
線
電
力
が
５
０
ｍ
Ｗ
を
超
え
る
も
の
で
あ
つ
て
、
電
波
の

能
率
的
な
利
用
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
総
務
大
臣

が
特
に
認
め
た
も
の
　±

５
０
０
Ｈ
ｚ

２
　
空
中
線
電
力
が
５
０
ｍ
Ｗ
以
下
の
も
の
　±

２
０
ｋ
Ｈ
ｚ

占
有
周
波
数

帯

幅

が

４

６

８

ｋ

Ｈ

ｚ
の
も
の

１
　
空
中
線
電
力
が
（
５
０
／
１
３
）
ｍ
Ｗ
を
超
え
る
も
の
で
あ
つ

て
、
電
波
の
能
率
的
な
利
用
を
著
し
く
阻
害
す
る
も
の
で
は
な
い

と
総
務
大
臣
が
特
に
認
め
た
も
の
　±

５
０
０
Ｈ
ｚ
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２
　
空
中
線
電
力
が
（
５
０
／
１
３
）
ｍ
Ｗ
以
下
の
も
の
　±

２
０

ｋ
Ｈ
ｚ

５
４
　
Ａ
３
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
周
波
数
間
隔
が
８
．
３
３
ｋ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
航
空
局
の
無
線

設
備
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
１
（
１
０－

６

）
と
す

る
。

５
５
　
８
０
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許

容
偏
差
は
、
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　
１
５
０
（
１
０－

６

）

（２）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　
（
０
．
０
２×

Ｂ
ｗ
）
　

Ｈ
ｚ

Ｂ
ｗ
は
、
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
（
単
位
Ｈ
ｚ
）
と
す
る
。

５
６
　
５
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
市
町
村
デ
ジ
タ
ル
防
災
無
線
通
信
を

行
う
固
定
局
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
そ
の
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か

わ
ら
ず
、
３
（
１
０－

６

）
と
す
る
。

５
７
　
無
人
移
動
体
画
像
伝
送
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備
に
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
許
容
偏
差
は
、
こ

の
表
並
び
に
注
２
０
及
び
３
１
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
１
６
９
．
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
６
９
．
３
９
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
１
６
９
．
８
０
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
１
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
３
（
１
０－

６

）

（２）
　
２
，
４
８
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
４
９
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
５
０

（
１
０－

６

）

（３）
　
５
，
６
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
７
５
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
２
０
（
１

０－

６

）

別
表
第
二
号
（
第
６
条
関
係
）

第
１
　
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
表

電
波
の
型
式

占

有

周

波

数

帯

幅

の

許

容

値

備
考

Ａ
１
Ａ

Ａ
１
Ｂ

Ａ
１
Ｄ

０

．

２

５

ｋ
Ｈ
ｚ

１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備

６
Ｍ
Ｈ
ｚ

１
，
６
７
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
，
１
，
６
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
１
，
６
８
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
気
象
援
助
局
の
無
線
設
備

０

．

５

ｋ

Ｈ
ｚ

前
２
項
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
無
線
局
の
無
線
設
備
（
生
存
艇
及
び
救

命
浮
機
の
送
信
設
備
を
除
く
。
）

Ａ
２
Ａ

Ａ
２
Ｂ

Ａ
２
Ｄ

Ａ
２
Ｎ

Ａ
２
Ｘ

５
ｋ
Ｈ
ｚ

海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
で
１
，
０
０
０
ヘ
ル
ツ
を
超
え
２
，

２
０
０
ヘ
ル
ツ
以
下
の
変
調
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
（
生
存
艇
及
び
救

命
浮
機
の
送
信
設
備
を
除
く
。
）

６
ｋ
Ｈ
ｚ

１
　
２
６
．
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
２
９
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
４
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
１
４
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
６
２
．
０
３
７
５
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無

線
設
備
の
う
ち
、
デ
ー
タ
伝
送
を
行
う
も
の

２
　
１
１
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
航
空
局
及
び
航
空
機
局
の
無
線
設
備
（
航
空
機
用
救
命
無
線
機
の
送

信
設
備
を
除
く
。
）

６

．

５

ｋ

Ｈ
ｚ

７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
発
射
す
る
無
線
標
識
局
の
無
線
設
備

６
Ｍ
Ｈ
ｚ

１
，
６
７
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
，
１
，
６
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
１
，
６
８
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
気
象
援
助
局
の
無
線
設
備

２

．

５

ｋ

Ｈ
ｚ

前
４
項
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
無
線
局
の
無
線
設
備
（
生
存
艇
及
び
救

命
浮
機
及
び
航
空
機
用
救
命
無
線
機
の
送
信
設
備
を
除
く
。
）

Ａ
３
Ｅ

５

．

６

ｋ

Ｈ
ｚ

周
波
数
間
隔
が
８
．
３
３
ｋ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
航
空
局
及

び
航
空
機
局
の
無
線
設
備

８
ｋ
Ｈ
ｚ

放
送
番
組
の
伝
送
を
内
容
と
す
る
国
際
電
気
通
信
業
務
の
通
信
を
行
う
無
線

局
の
無
線
設
備

１

５

ｋ

Ｈ

ｚ

地
上
基
幹
放
送
局
及
び
放
送
中
継
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備

６
ｋ
Ｈ
ｚ

そ
の
他
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
航
空
機
用
救
命
無
線
機
を
除
く
。
）

Ｄ
７
Ｗ

３

４

．

５

Ｍ
Ｈ
ｚ

１
１
．
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
２
．
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
衛
星
基
幹
放
送
局
及
び
１
２
．
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
２
．
７
５
Ｇ
Ｈ

ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
広
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
又
は
高

度
広
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備

Ｄ
８
Ｅ

１

５

ｋ

Ｈ

ｚ

地
上
基
幹
放
送
局
及
び
放
送
中
継
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備

Ｆ
１
Ｂ

Ｆ
１
Ｄ

０

．

５

ｋ

Ｈ
ｚ

１
　
船
舶
局
及
び
海
岸
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
デ
ジ
タ
ル
選
択
呼
出
し
、

狭
帯
域
直
接
印
刷
電
信
、
印
刷
電
信
又
は
デ
ー
タ
伝
送
に
使
用
す
る
も
の

２
　
ラ
ジ
オ
・
ブ
イ
の
無
線
設
備

１

６

ｋ

Ｈ

ｚ

１
６
１
．
９
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
１
６
２
．
０
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波

を
使
用
す
る
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
、
船
舶
自
動
識
別
装
置
、

簡
易
型
船
舶
自
動
識
別
装
置
及
び
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置

６
Ｍ
Ｈ
ｚ

１
，
６
７
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
１
，
６
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
１
，
６
８
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
気
象
援
助
局
の
無
線
設
備

２
ｋ
Ｈ
ｚ

前
各
項
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
無
線
局
（
散
乱
波
に
よ
つ
て
通
信
を
行

う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備

Ｆ
２
Ａ

Ｆ
２
Ｂ

Ｆ
２
Ｄ

Ｆ
２
Ｎ

Ｆ
２
Ｘ

８

．

５

ｋ

Ｈ
ｚ

１
　
３
３
５
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備

２
　
８
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
無
線
局
の
無
線
設
備

１

６

ｋ

Ｈ

ｚ

１
　
５
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１

６
２
．
０
３
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の

無
線
設
備

２
　
９
０
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
簡
易
無
線
局
の
無
線
設
備

３
　
１
，
２
１
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
６
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備

２

０

０

ｋ

Ｈ
ｚ

地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
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６
Ｍ
Ｈ
ｚ

１
，
６
７
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
１
，
６
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
１
，
６
８
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
気
象
援
助
局
の
無
線
設
備

３
ｋ
Ｈ
ｚ

前
各
項
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
無
線
局
の
無
線
設
備

Ｆ
２
Ｃ

Ｆ
３
Ｃ

８

．

５

ｋ

Ｈ
ｚ

１
　
３
３
５
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備

２
　
８
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
無
線
局
の
無
線
設
備

１

６

ｋ

Ｈ

ｚ

１
　
５
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

無
線
局
（
放
送
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備

２
　
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
６
２
．
０
３
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備

３
　
１
，
２
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
６
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備

Ｆ
２
Ｅ

２

０

０

ｋ

Ｈ
ｚ

地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備

Ｆ
３
Ｅ

８

．

５

ｋ

Ｈ
ｚ

１
　
３
３
５
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
無
線
局
（
放
送
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
（
４

５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
６
７
．
５
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
船
上
通
信
設
備
を
除
く
。
）

２
　
８
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
無
線
局
の
無
線
設
備

１

６

ｋ

Ｈ

ｚ

１
　
５
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

無
線
局
（
放
送
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備

２
　
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
６
２
．
０
３
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備

３
　
４
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
６
７
．
５
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
使
用
す
る
船
上
通
信
設
備

４
　
９
０
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
簡
易
無
線
局
の
無
線
設
備

５
　
１
，
２
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
６
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備

２

６

ｋ

Ｈ

ｚ

２
５
．
２
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
７
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備

１

０

０

ｋ

Ｈ
ｚ

１
６
２
．
０
３
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
８
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
使
用
し
て
放
送
中
継
を
行
う
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備

２

０

０

ｋ

Ｈ
ｚ

地
上
基
幹
放
送
局
及
び
５
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
８
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
し
て
放
送
中
継
を
行
う
固
定
局
の
無
線
設
備

４

０

ｋ

Ｈ

ｚ

２
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
で

前
各
項
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

Ｆ
７
Ｄ

Ｆ
８
Ｄ

６
Ｍ
Ｈ
ｚ

１
，
６
７
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
，
１
，
６
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
１
，
６
８
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
気
象
援
助
局
の
無
線
設
備

削
除

削
除

削
除

Ｆ
８
Ｅ

２

０

０

ｋ

Ｈ
ｚ

地
上
基
幹
放
送
局
及
び
５
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
８
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
し
て
放
送
中
継
を
行
う
固
定
局
の
無
線
設
備

Ｆ
９
Ｄ

６
Ｍ
Ｈ
ｚ

１
，
６
７
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
１
，
６
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
１
，
６
８
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
気
象
援
助
局
の
無
線
設
備

Ｆ
９
Ｗ

２

０

０

ｋ

Ｈ
ｚ

地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備

Ｇ
１
Ｂ

２

０

ｋ

Ｈ

ｚ

４
０
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
４
０
６
．
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

る
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
、
携
帯
用
位
置
指
示
無
線
標
識
、
第

４
５
条
の
３
の
５
に
規
定
す
る
無
線
設
備
及
び
航
空
機
用
救
命
無
線
機

Ｇ
１
Ｄ

２

０

ｋ

Ｈ

ｚ

４
０
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
４
０
６
．
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す

る
第
４
５
条
の
３
の
５
に
規
定
す
る
無
線
設
備
（
４
０
６
．
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
第
４
５
条
の
３
の
５
に
規
定
す
る
無
線
設

備
を
除
く
。
）

９

９

．

９

ｋ
Ｈ
ｚ

４
０
６
．
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
衛
星
非
常
用
位
置
指

示
無
線
標
識
及
び
第
４
５
条
の
３
の
５
に
規
定
す
る
無
線
設
備

Ｇ
７
Ｗ

２

７

Ｍ

Ｈ

ｚ

狭
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
及
び
高
度
狭
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備

３

４

．

５

Ｍ
Ｈ
ｚ

１
１
．
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
２
．
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
衛
星
基
幹
放
送
局
及
び
１
２
．
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
２
．
７
５
Ｇ
Ｈ

ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
広
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
又
は
高

度
広
帯
域
衛
星
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備

Ｈ
２
Ａ

Ｈ
２
Ｂ

Ｈ
２
Ｄ

Ｈ
２
Ｘ

３
ｋ
Ｈ
ｚ

海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
で
１
，
０
０
０
ヘ
ル
ツ
を
超
え
２
，

２
０
０
ヘ
ル
ツ
以
下
の
変
調
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
（
生
存
艇
及
び
救

命
浮
機
の
送
信
設
備
を
除
く
。
）

１

．

５

ｋ

Ｈ
ｚ

前
項
に
該
当
し
な
い
無
線
局
の
無
線
設
備
（
生
存
艇
及
び
救
命
浮
機
の
送
信

設
備
を
除
く
。
）

Ｈ
３
Ｅ

４

．

５

ｋ

Ｈ
ｚ

地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備

３
ｋ
Ｈ
ｚ

前
項
に
該
当
し
な
い
無
線
局
の
無
線
設
備

Ｊ
２
Ｃ

Ｊ
３
Ｃ

３
ｋ
Ｈ
ｚ

２
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局

の
無
線
設
備

Ｊ
２
Ｄ

２

．

８

ｋ

Ｈ
ｚ

２
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
（
航
空
移
動
（
Ｒ
）
業
務
の
周
波
数
に
限
る
。
）

の
電
波
を
使
用
す
る
航
空
機
局
の
無
線
設
備

Ｊ
３
Ｅ

７

．

５

ｋ

Ｈ
ｚ

放
送
中
継
を
行
う
固
定
局
の
無
線
設
備

３
ｋ
Ｈ
ｚ

前
項
に
該
当
し
な
い
無
線
局
の
無
線
設
備

Ｋ
２
Ｄ

Ｐ
０
Ｎ

６
Ｍ
Ｈ
ｚ

１
，
６
７
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
，
１
，
６
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
１
，
６
８
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
気
象
援
助
局
の
無
線
設
備

Ｒ
３
Ｅ

３
ｋ
Ｈ
ｚ

　

Ｖ
１
Ｄ

６
Ｍ
Ｈ
ｚ

１
　
１
，
６
７
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
，
１
，
６
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
１
，
６
８
７
Ｍ
Ｈ
ｚ

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
気
象
援
助
局
の
無
線
設
備

２
　
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
（
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
を
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）

１

４

．

５

Ｍ
Ｈ
ｚ

１
　
Ａ
Ｔ
Ｃ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ

２
　
基
準
信
号
送
信
設
備

３
　
ノ
ン
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ

４

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

１
　
Ｓ
Ｓ
Ｒ
（
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

２
　
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
（
モ
ー
ド
Ｓ
の
質
問
信
号
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
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３
　
質
問
信
号
送
信
設
備

Ｖ
１
Ｘ

１

．

５

Ｍ

Ｈ
ｚ

機
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ

Ｖ
３
Ｄ

６
Ｍ
Ｈ
ｚ

１
，
６
７
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
，
１
，
６
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
１
，
６
８
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
気
象
援
助
局
の
無
線
設
備

Ｖ
Ｘ
Ｘ

１

．

５

Ｍ

Ｈ
ｚ

地
上
Ｄ
Ｍ
Ｅ

Ｗ
Ｘ
Ｘ

７

０

０

ｋ

Ｈ
ｚ

Ｍ
Ｌ
Ｓ
角
度
系

Ｘ
７
Ｗ

５

．

７

Ｍ

Ｈ
ｚ

地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備

第
２
　
次
の
型
式
の
発
射
電
波
に
許
容
さ
れ
る
占
有
周
波
数
帯
幅
は
，
次
の
計
算
式
に
よ
り
計
算
し
て
表
示
す

る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
，
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

電
波
の
型
式

計
算
式

電
波
の
型
式

計
算
式

Ａ
１
Ｃ

Ａ
２
Ｃ

Ａ
３
Ｃ

１
．
５
Ｎ
＋
２
Ｍ

Ｆ
７
Ｂ

Ｆ
７
Ｄ

（
四
周
波
ダ
イ
プ
レ
ツ
ク
ス
に
限
る
。
）

２
．
６
Ｄ
＋
２
．
７

５
Ｂ

Ｆ
１
Ｃ

Ｆ
２
Ｃ

Ｆ
３
Ｃ

１
．
５
Ｎ
＋
２
Ｍ
＋

２
Ｄ

パ
ル
ス
変
調
の
も
の

（
第
１
の
表
で
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

２
ｋ
／
ｔ

注
　
計
算
式
の
欄
の
記
号
の
表
す
意
味
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
　
Ｎ
は
，
フ
ア
ク
シ
ミ
リ
に
お
い
て
，
１
秒
間
ご
と
に
伝
送
さ
れ
る
黒
及
び
白
の
素
子
の
和
の

大
可
能
数
と
す

る
。

２
　
Ｍ
は
，
ヘ
ル
ツ
で
示
す

高
変
調
周
波
数
と
す
る
。

３
　
Ｄ
は
，
瞬
間
周
波
数
の

大
値
と

小
値
と
の
差
の
２
分
の
１
と
す
る
。
こ
の
場
合
，
瞬
間
周
波
数
と
は
，
位

相
の
変
化
の
割
合
を
い
う
。

４
　
Ｂ
は
，
ボ
ー
で
示
す
電
信
の
速
度
と
す
る
。
Ｆ
７
Ｂ
及
び
Ｆ
７
Ｄ
の
場
合
は
，
速
い
方
の
電
信
路
の
速
度
と
す

る
。

５
　
ｋ
は
，
総
合
的
な
数
字
係
数
で
，
パ
ル
ス
変
調
の
場
合
は
通
常
２
と
す
る
。

６
　
ｔ
は
，
秒
で
示
す
パ
ル
ス
の
幅
と
す
る
。

第
３
　
第
１
及
び
第
２
に
定
め
る
電
波
の
型
式
以
外
の
電
波
の
型
式
（
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
、
携
帯

用
位
置
指
示
無
線
標
識
，
第
４
５
条
の
３
の
５
に
規
定
す
る
無
線
設
備
及
び
航
空
機
用
救
命
無
線
機
が
使
用
す

る
電
波
の
型
式
Ａ
３
Ｘ
を
除
く
。
）
の
発
射
電
波
に
許
容
さ
れ
る
占
有
周
波
数
帯
幅
は
，
別
に
指
定
す
る
。
こ

の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
，
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

第
４
　
第
１
に
定
め
る
電
波
の
型
式
を
使
用
す
る
無
線
設
備
で
あ
つ
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
第
１
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
に
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
、
電
波
の

型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
計
算
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
こ
れ
に
よ
り
計

算
し
て
指
定
す
る
。

占
有
周
波
数
帯
幅
の
計
算
式

電
波
の
型
式

計
算
式

電
波
の
型
式

計
算
式

Ａ
１
Ａ

Ａ
１
Ｂ

Ａ
１
Ｄ

５
Ｂ

Ａ
３
Ｅ

２
Ｍ

Ａ
２
Ａ

Ａ
２
Ｂ

５
Ｂ
＋
２
Ｍ

Ｆ
２
Ｂ

Ｆ
２
Ｄ

２
Ｍ
＋
２
Ｄ
ｋ

Ａ
２
Ｄ

Ｆ
３
Ｅ

注
　
第
２
の
注
に
同
じ
。
た
だ
し
、
ｋ
に
つ
い
て
は
、
Ｆ
２
Ｂ
、
Ｆ
２
Ｄ
又
は
Ｆ
３
Ｅ
の
場
合
、
通
常
１
と
す

る
。

第
５
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
船
舶
地
球
局
、
航
空
機
地
球
局
（
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
の
無
線
設
備
に
限

る
。
）
及
び
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か
ら

第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
，
電
波
の
型
式
に

冠
し
て
表
示
す
る
。

１
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｃ
型
の
無
線
設
備

（１）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
６
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
　
２
４
ｋ
Ｈ
ｚ

（２）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
１
，
２
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
　
４
８
ｋ
Ｈ
ｚ

２
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｆ
型
の
無
線
設
備

（１）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
３
，
０
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
　
６
０
ｋ
Ｈ
ｚ

（２）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
２
４
，
０
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
　
２
４
ｋ
Ｈ
ｚ

（３）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
６
７
，
２
０
０
ビ
ッ
ト
又
は
１
３
４
，
４
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
　
４
０

ｋ
Ｈ
ｚ

（４）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
２
６
８
，
８
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
　
８
４
ｋ
Ｈ
ｚ

（５）
　
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
以
外
の
も
の
　
５
．
６
ｋ
Ｈ
ｚ

３
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｄ
型
の
無
線
設
備

（１）
　
Ｆ
１
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
５
１
２
Ｈ
ｚ

（２）
　
Ｇ
１
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ

４
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
の
無
線
設
備

（１）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
３
３
，
６
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
位
相
変
調
の
も
の
　
２
１

ｋ
Ｈ
ｚ

（２）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
６
７
，
２
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
位
相
変
調
の
も
の
　
４
２

ｋ
Ｈ
ｚ

（３）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
１
３
４
，
４
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
変
調
方
式

の
も
の

ア
　
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
　
４
２
ｋ
Ｈ
ｚ

イ
　
位
相
変
調
　
８
４
ｋ
Ｈ
ｚ

（４）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
１
６
８
，
０
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
位
相
変
調
の
も
の
　
９

５
ｋ
Ｈ
ｚ

（５）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
２
６
８
，
８
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調

の
も
の
　
８
４
ｋ
Ｈ
ｚ

（６）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
３
０
２
，
４
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
位
相
変
調
の
も
の
　
１

８
９
ｋ
Ｈ
ｚ

（７）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
３
３
６
，
０
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
変
調
方
式

の
も
の

ア
　
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
　
９
５
ｋ
Ｈ
ｚ

イ
　
位
相
変
調
　
１
９
０
ｋ
Ｈ
ｚ

（８）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
４
２
０
，
０
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
三
二
値
直
交
振
幅
変
調

の
も
の
　
９
５
ｋ
Ｈ
ｚ
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（９）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
５
０
４
，
０
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
六
四
値
直
交
振
幅
変
調

の
も
の
　
９
５
ｋ
Ｈ
ｚ

（１０）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
６
０
４
，
８
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調

の
も
の
　
１
８
９
ｋ
Ｈ
ｚ

（１１）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
６
７
２
，
０
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
一
六
値
直
交
振
幅
変
調

の
も
の
　
１
９
０
ｋ
Ｈ
ｚ

（１２）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
８
４
０
，
０
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
三
二
値
直
交
振
幅
変
調

の
も
の
　
１
９
０
ｋ
Ｈ
ｚ

（１３）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
１
，
０
０
８
，
０
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
で
あ
つ
て
、
六
四
値
直
交
振
幅

変
調
の
も
の
　
１
９
０
ｋ
Ｈ
ｚ

５
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
型
の
無
線
設
備

（１）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
１
６
，
９
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
　
１
９
ｋ
Ｈ
ｚ

（２）
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
６
７
，
７
０
８
ビ
ッ
ト
の
も
の
　
６
３
ｋ
Ｈ
ｚ

第
６
　
海
域
で
運
用
さ
れ
る
構
造
物
上
に
開
設
す
る
無
線
局
で
あ
つ
て
，
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
人
工
衛
星
局
の
中
継

に
よ
り
無
線
通
信
を
行
う
も
の
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
，
総
務
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
，
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示

す
る
。

第
７
　
５
０
．
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
１
．
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
簡
易
無
線
局
の
無
線
設

備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
指
定
す

る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
，
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

１
　
テ
レ
ビ
ジ
ヨ
ン
信
号
又
は
信
号
伝
送
速
度
が
毎
秒
６
．
３
メ
ガ
ビ
ツ
ト
以
上
の
デ
イ
ジ
タ
ル
信
号
の
伝
送

に
使
用
す
る
無
線
設
備
（
３
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

２
　
１
及
び
３
に
掲
げ
る
無
線
設
備
以
外
の
無
線
設
備
　
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

３
　
総
務
大
臣
が
１
及
び
２
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
と
認
め
て
別
に
告
示
す
る
無
線
設

備
　
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
で
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
で
定
め
る
値

第
８
　
９
１
６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
９
２
０
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
若
し
く

は
移
動
体
識
別
用
の
陸
上
移
動
局
、
１
，
２
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
２
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
又
は
２
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
４
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
移
動
体
識
別
用
の
構
内
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か
ら
第
４
ま
で

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
　
９
１
６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
９
２
０
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備
　
２
０
０

ｎ
　
ｋ
Ｈ
ｚ

注
　
ｎ
は
，
一
の
無
線
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
同
時
に
使
用
す
る
単
位
チ
ャ
ネ
ル
の
数
と
す
る
。

２
　
１
，
２
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
２
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
６
ｋ
Ｈ
ｚ

（２）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
３
２
ｋ
Ｈ
ｚ

３
　
２
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
４
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
設
備

（１）
　
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
を
用
い
る
も
の
　
４
３
．
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
（
１
）
以
外
の
も
の
　
５
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

第
９
　
無
線
呼
出
局
（
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
の

占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
こ

の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
，
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

１
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
，
毎
秒
５
０
０
ビ
ツ
ト
未
満
の
も
の
　
８
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ

２
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
，
毎
秒
５
０
０
ビ
ツ
ト
以
上
の
も
の
　
１
６
ｋ
Ｈ
ｚ

第
１
０
　
次
に
掲
げ
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
、
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

１
　
番
組
素
材
中
継
を
行
う
無
線
局

（１）
　
Ｄ
７
Ｗ
又
は
Ｇ
７
Ｗ
電
波
３
．
４
５
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
．
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
５
．
８
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超

え
５
．
９
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
６
．
４
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
．
７
０
０
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
６
．
７

１
９
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
．
８
６
０
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
６
．
８
６
７
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え

７
．
１
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
７
．
４
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
５
７
１
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
７
．
５
８

４
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
７
３
１
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
０
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
０
．
４
５

Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
０
．
５
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
０
．
６
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
１
２
．
９
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え

１
３
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備
　
１
６
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
Ｄ
７
Ｗ
又
は
Ｇ
７
Ｗ
電
波
６
．
７
０
０
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
．
７
１
９
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、

６
．
８
６
０
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
．
８
６
７
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
７
．
５
７
１
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を

超
え
７
．
５
８
４
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
７
．
７
３
１
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
７
４
２
３
７
５
Ｇ

Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備
　
４
０
５
ｋ
Ｈ
ｚ

（３）
　
１
，
２
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
３
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
２
，
３
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
３
７
０
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
、
５
．
８
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
．
９
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
６
．
４
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
．
５

７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
６
．
８
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
１
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
０
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１

０
．
４
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
０
．
５
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
０
．
６
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
１
２
．
９
５
Ｇ
Ｈ

ｚ
を
超
え
１
３
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備

ア
　
Ｘ
７
Ｗ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
７
．
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

イ
　
Ｘ
７
Ｗ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
８
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

ウ
　
Ｄ
７
Ｗ
又
は
Ｇ
７
Ｗ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
１
５
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（４）
　
Ａ
７
Ｗ
電
波
又
は
Ｇ
７
Ｗ
電
波
１
１
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
３
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
　
１
７
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ

２
　
放
送
番
組
中
継
を
行
う
固
定
局
の
無
線
設
備

（１）
　
５
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
１
６
２
．
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
６
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
う
ち
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
も
の
　
９
６
ｋ
Ｈ
ｚ

（２）
　
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
５
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ

（３）
　
３
．
４
５
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
．
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
５
．
８
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
．
９
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以

下
、
６
．
４
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
．
５
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
６
．
８
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
１
２
５
Ｇ
Ｈ

ｚ
以
下
、
１
０
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
０
．
４
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
０
．
５
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
０
．

６
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
１
２
．
９
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
３
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
も
の
の
う
ち
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
も
の

ア
　
６
４
値
直
交
振
幅
変
調
の
も
の
　
７
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ

イ
　
直
交
周
波
数
分
割
多
重
変
調
の
も
の
　
５
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ

（４）
　
６
．
５
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
．
７
０
０
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
６
．
７
１
９
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え

６
．
８
６
０
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
７
．
４
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
５
７
１
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、

７
．
５
８
４
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
７
３
１
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も

の
の
う
ち
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
も
の
　
７
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ

（５）
　
６
．
７
０
０
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
．
７
１
９
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
６
．
８
６
０
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ

を
超
え
６
．
８
６
７
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
７
．
５
７
１
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
５
８
４
８
７
５
Ｇ
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Ｈ
ｚ
以
下
又
は
７
．
７
３
１
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
７
４
２
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波

を
使
用
す
る
も
の
の
う
ち
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
も
の
　
４
０
５
ｋ
Ｈ
ｚ

３
　
放
送
中
継
の
た
め
に
必
要
な
連
絡
又
は
機
器
の
監
視
若
し
く
は
制
御
を
行
う
固
定
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ

て
、
６
．
７
０
０
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
．
７
１
９
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
６
．
８
６
０
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ

を
超
え
６
．
８
６
７
８
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
、
７
．
５
７
１
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
５
８
４
８
７
５
Ｇ
Ｈ

ｚ
以
下
又
は
７
．
７
３
１
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
７
４
２
３
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
も
の
の
う
ち
、
デ
ジ
タ
ル
方
式
の
も
の
　
２
０
３
ｋ
Ｈ
ｚ

第
１
１
　
削
除

第
１
２
　
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
、
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及

び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
符
号

分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試

験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及

び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分

割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元

接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験

の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う

無
線
局
、
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割

多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の

無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。
こ
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
周
波
数
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値

を
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

１
　
第
４
９
条
の
６
に
定
め
る
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局

（１）
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
又
は
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
中
継

す
る
も
の

ア
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
３
．
８
４
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
　
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

イ
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
１
．
２
２
８
８
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
　
１
．
４
８
Ｍ
Ｈ
ｚ

ウ
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
１
．
２
２
８
８
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
陸
上
移
動
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
の
無
線

設
備
で
あ
つ
て
、
二
又
は
三
の
搬
送
波
を
同
時
に
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
発
射
す
る
電
波
の
周

波
数
及
び
隣
接
し
な
い
一
の
搬
送
波
又
は
隣
接
す
る
二
若
し
く
は
三
の
搬
送
波
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
次
の

と
お
り
と
す
る
。

（ア）
　
８
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

Ａ
　
隣
接
し
な
い
一
の
搬
送
波
　
１
．
４
８
Ｍ
Ｈ
ｚ

Ｂ
　
隣
接
す
る
二
の
搬
送
波
　
２
．
７
１
Ｍ
Ｈ
ｚ

Ｃ
　
隣
接
す
る
三
の
搬
送
波
　
３
．
９
４
Ｍ
Ｈ
ｚ

（イ）
　
１
，
９
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
９
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

Ａ
　
隣
接
し
な
い
一
の
搬
送
波
　
１
．
４
８
Ｍ
Ｈ
ｚ

Ｂ
　
隣
接
す
る
二
の
搬
送
波
　
２
．
７
３
Ｍ
Ｈ
ｚ

Ｃ
　
隣
接
す
る
三
の
搬
送
波
　
３
．
９
８
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
若
し
く
は
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波

数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
中
継
す
る
も
の

ア
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
３
Ｍ
Ｈ
ｚ

イ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

ウ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

エ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

オ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

２
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信

設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行

う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線

局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
７
１
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
４
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
７
７
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８
０
３
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
、
８
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８
４
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
８
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、

９
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
９
４
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
す
る
も
の

（１）
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
３
．
８
４
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
　
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
１
．
２
２
８
８
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
（
（
３
）
の
も
の
を
除
く
。
）
　
１
．
４
８

Ｍ
Ｈ
ｚ

（３）
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
１
．
２
２
８
８
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
８
１
５

Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８
４
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
二
又
は
三
の
搬
送
波
を
同
時
に
送
信
す

る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
隣
接
し
な
い
一
の
搬
送
波
又
は
隣
接
す
る
二
若
し
く
は
三
の
搬
送
波
ご
と
に
そ
れ

ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ア
　
隣
接
し
な
い
一
の
搬
送
波
　
１
．
４
８
Ｍ
Ｈ
ｚ

イ
　
隣
接
す
る
二
の
搬
送
波
　
２
．
７
１
Ｍ
Ｈ
ｚ

ウ
　
隣
接
す
る
三
の
搬
送
波
　
３
．
９
４
Ｍ
Ｈ
ｚ

３
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信

設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行

う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線

局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
１
，
４
２
７
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
４
６
２
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
，
４
７

５
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
５
１
０
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
，
７
４
４
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
７
８
４
．

９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
，
８
３
９
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
８
７
９
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
，
９
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

を
超
え
１
，
９
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
２
，
１
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
１
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
す
る
も
の

（１）
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
３
．
８
４
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
　
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
１
．
２
２
８
８
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
（
（
４
）
の
も
の
を
除
く
。
）
　
１
．
４
８

Ｍ
Ｈ
ｚ

（３）
　
拡
散
符
号
速
度
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
１
．
２
２
８
８
メ
ガ
チ
ッ
プ
で
、
か
つ
、
搬
送
波
の
数
が

３
の
も
の
　
４
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ

（４）
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
１
．
２
２
８
８
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
１
，
９

２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
９
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
二
又
は
三
の
搬
送
波
を
同
時

に
送
信
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
隣
接
し
な
い
一
の
搬
送
波
又
は
隣
接
す
る
二
若
し
く
は
三
の
搬
送
波
ご

と
に
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ア
　
隣
接
し
な
い
一
の
搬
送
波
　
１
．
４
８
Ｍ
Ｈ
ｚ

イ
　
隣
接
す
る
二
の
搬
送
波
　
２
．
７
３
Ｍ
Ｈ
ｚ

ウ
　
隣
接
す
る
三
の
搬
送
波
　
３
．
９
８
Ｍ
Ｈ
ｚ

４
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続

方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接

続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設

備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行

う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
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う
無
線
局
、
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
並
び
に
直
交

周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無

線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
時
分
割
複
信
方
式
を
用
い
る

も
の

（１）
　
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
も
の

ア
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
３
．
８
４
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
　
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

イ
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
７
．
６
８
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
　
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

ウ
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
１
．
２
８
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
　
１
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
も
の

ア
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
４
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ

イ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
９
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ

（３）
　
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
も
の
　
６
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

（４）
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
も
の

ア
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

イ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

ウ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

エ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
（
２
，
３
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
３
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又

は
３
．
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
．
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
に
限
る
。
）
　
２
０

Ｍ
Ｈ
ｚ

オ
　
ア
か
ら
エ
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除

く
。
）
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
連
続
す
る
搬
送
波
を

送
信
す
る
も
の
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
で
定
め
る
値

カ
　
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
キ
ャ
リ

ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
連
続
し
な
い
複
数
の
搬
送
波
を
送
信
す
る
も
の
　
各
搬
送
波
の

チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
て
ア
か
ら
エ
ま
で
に
定
め
る
値

（５）
　
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
も
の

ア
　
バ
ー
ス
ト
長
が
５
ミ
リ
秒
の
も
の

（ア）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
４
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ

（イ）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
９
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ

イ
　
バ
ー
ス
ト
長
が
９
１
１
．
４
４
マ
イ
ク
ロ
秒
、
９
６
３
．
５
２
マ
イ
ク
ロ
秒
、
１
，
０
１
５
．
６
マ

イ
ク
ロ
秒
又
は
１
，
０
６
７
．
６
８
マ
イ
ク
ロ
秒
の
自
然
数
倍
の
値
の
も
の

（ア）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
．
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
．
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（イ）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（ウ）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（エ）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

５
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
う
ち
、

周
波
数
分
割
複
信
方
式
（
半
複
信
方
式
の
も
の
を
含
む
。
）
を
用
い
る
も
の

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
３
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（３）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（４）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（５）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（６）
　
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
キ
ャ
リ
ア

ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
連
続
す
る
搬
送
波
を
送
信
す
る
も
の
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
で
定

め
る
値

（７）
　
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
キ
ャ
リ
ア

ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
連
続
し
な
い
複
数
の
搬
送
波
を
送
信
す
る
も
の
　
各
搬
送
波
の
チ
ャ

ネ
ル
間
隔
に
応
じ
て
（
２
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
定
め
る
値

（８）
　
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
チ
ャ
ネ
ル

間
隔
が
１
８
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

（９）
　
陸
上
移
動
局
（
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
チ
ャ
ネ
ル

間
隔
が
１
．
０
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ

６
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信

を
行
う
無
線
局
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局
の
無
線
設
備

（１）
　
第
４
９
条
の
６
の
１
２
第
１
項
に
規
定
す
る
基
地
局
の
無
線
設
備

ア
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

イ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

ウ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

エ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

オ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

カ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

キ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

ク
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

ケ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

コ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

サ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

シ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
第
４
９
条
の
６
の
１
２
第
１
項
に
規
定
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備

ア
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

イ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

ウ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

エ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

オ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

カ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

キ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

ク
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

ケ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

コ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

サ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

シ
　
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
連
続
す
る
複
数
の
搬
送
波
を
送
信
す
る
も
の
　
総
務

大
臣
が
別
に
告
示
で
定
め
る
値

ス
　
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
連
続
し
な
い
複
数
の
搬
送
波
を
送
信
す
る
も
の
　
各

搬
送
波
の
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
て
ア
か
ら
サ
ま
で
に
定
め
る
値

（３）
　
第
４
９
条
の
６
の
１
２
第
２
項
に
規
定
す
る
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備

ア
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
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イ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

ウ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

エ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
４
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
４
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

オ
　
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
連
続
す
る
複

数
の
搬
送
波
を
送
信
す
る
も
の
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
で
定
め
る
値

カ
　
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
連
続
し
な
い

複
数
の
搬
送
波
を
送
信
す
る
も
の
　
各
搬
送
波
の
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
て
ア
か
ら
エ
ま
で
に
定
め

る
値

（４）
　
第
４
９
条
の
６
の
１
３
に
規
定
す
る
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備

ア
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

イ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

ウ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

エ
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

オ
　
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
連
続
し
な
い

複
数
の
搬
送
波
を
送
信
す
る
も
の
　
各
搬
送
波
の
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
て
ア
か
ら
エ
ま
で
に
定
め

る
値

第
１
３
　
Ｆ
１
Ｂ
電
波
，
Ｆ
１
Ｃ
電
波
，
Ｆ
１
Ｄ
電
波
，
Ｆ
１
Ｅ
電
波
，
Ｆ
１
Ｆ
電
波
，
Ｆ
１
Ｎ
電
波
，
Ｆ
１
Ｘ

電
波
，
Ｇ
１
Ｂ
電
波
，
Ｇ
１
Ｃ
電
波
，
Ｇ
１
Ｄ
電
波
，
Ｇ
１
Ｅ
電
波
，
Ｇ
１
Ｆ
電
波
，
Ｇ
１
Ｎ
電
波
又
は
Ｇ
１

Ｘ
電
波
５
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
１
，
２
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
６
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

を
使
用
す
る
固
定
局
，
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
及
び
携
帯
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
５
７
条
の

３
た
だ
し
書
の
無
線
局
の
も
の
に
あ
つ
て
は
，
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
無
線
局
の
も
の
に
限
る
。
）
の
占

有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
こ
の

指
定
を
す
る
場
合
に
は
，
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。
た
だ
し
，
第
５
７
条
の
３
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
り
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
，
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す

る
。

１
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
４
キ
ロ
ビ
ツ
ト
以
下
の
も
の
　
４
ｋ
Ｈ
ｚ

２
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
４
キ
ロ
ビ
ツ
ト
を
超
え
８
キ
ロ
ビ
ツ
ト
以
下
の
も
の
　
８
ｋ
Ｈ
ｚ

３
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
８
キ
ロ
ビ
ツ
ト
を
超
え
１
６
キ
ロ
ビ
ツ
ト
以
下
の
も
の
　
１
６
ｋ
Ｈ
ｚ

第
１
４
　
４
０
３
．
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
４
０
５
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ
の

占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
６
０
ｋ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

第
１
５
　
削
除

第
１
６
　
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
又
は
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
設
備
の
試
験

の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
，
２
４
．
３
ｋ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
，
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示

す
る
。

第
１
７
　
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行

う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
５

Ｍ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
、
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

第
１
８
か
ら
第
２
２
ま
で
　
削
除

第
２
３
　
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４

ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
、
電
波
の
型
式
に
冠
し

て
表
示
す
る
。

１
　
周
波
数
偏
移
が
（±

）
４
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内
の
も
の
　
１
１
０
ｋ
Ｈ
ｚ

２
　
周
波
数
偏
移
が
（±

）
４
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
（±

）
６
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内
の
も
の
　
１
６
０
ｋ
Ｈ
ｚ

３
　
周
波
数
偏
移
が
（±

）
６
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
（±

）
１
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
内
の
も
の
　
３
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ

４
　
ス
テ
レ
オ
伝
送
方
式
の
も
の
　
２
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ

第
２
４
　
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１

か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
し
、
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

１
　
１
，
２
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
２
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
占
有
周

波
数
帯
幅
が
２
８
８
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の
　
６
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

２
　
１
以
外
の
も
の
　
２
８
８
ｋ
Ｈ
ｚ

第
２
５
　
第
５
８
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
（
第
３
か
ら
第

１
６
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
，
別
に
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
を

す
る
場
合
に
は
，
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

第
２
６
　
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
８
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

第
２
７
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
，
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
，
Ｐ

Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
，
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
と
陸
上
移
動
局
と
の
間
の
通
信
を
中
継
す
る
無
線
局
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
通
信

設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か
ら
第

４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
　
１
，
８
９
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
９
１
５
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
２
８
８
ｋ

Ｈ
ｚ

２
　
１
，
８
８
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
８
９
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
８
８
４
ｋ

Ｈ
ｚ

第
２
８
　
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
，
総
務
大
臣
が
こ
の
値
に
よ
る
こ
と
が
困
難
又
は
不
合
理
と
認

め
て
別
に
告
示
す
る
無
線
設
備
に
つ
い
て
は
，
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
で
定
め
る
値
と
す
る
。

（１）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
５
．
８
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　
５
．
８
ｋ
Ｈ
ｚ

（２）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
５
．
８
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の
　
８
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ

第
２
９
　
小
電
力
セ
キ
ユ
リ
テ
イ
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か

ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
１
６
ｋ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

第
３
０
　
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
及
び
５
．
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無

線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と

お
り
と
す
る
。

１
　
２
，
４
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
４
８
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
又
は
２
，

４
７
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
４
９
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

（１）
　
２
，
４
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
４
８
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ

て
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
，
直
接
拡
散
及
び
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
の
複
合
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割

多
重
及
び
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
の
複
合
方
式
を
使
用
す
る
も
の
　
８
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
（
１
）
以
外
の
も
の
　
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（３）
　
（
１
）
及
び
（
２
）
以
外
の
も
の
　
２
６
Ｍ
Ｈ
ｚ

２
　
５
，
１
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
３
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
５
，
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
７
３
０
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

（１）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
で
あ
つ
て
、
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
を
使
用
す
る

も
の
　
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（３）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（４）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　
１
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（５）
　
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
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ア
　
５
，
１
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
３
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
１
８

Ｍ
Ｈ
ｚ

イ
　
ア
以
外
の
も
の
　
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

３
　
５
，
９
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

（１）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（３）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（４）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　
１
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（５）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
１
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　
３
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

４
　
２
４
．
７
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
２
５
．
２
３
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
で
あ
つ
て
２
４
．
７
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
又
は
２

４
．
７
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
に
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
整
数
倍
を
加
え
た
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
１
８
＋
２
０

（
ｎ－

１
）
Ｍ
Ｈ
ｚ

注
　
ｎ
は
，
一
の
無
線
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
同
時
に
使
用
す
る
単
位
無
線
チ
ャ
ネ
ル
の
数
と
す
る
。

５
　
５
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
９－

Δ

ｆ
Ｇ
Ｈ
ｚ

注
　Δ

ｆ
は
、
周
波
数
の
許
容
偏
差
の
絶
対
値
の
２
倍
の
値
と
す
る
。

第
３
１
　
１
，
６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６
６
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
航
空

機
地
球
局
の
無
線
設
備
（
無
線
高
速
デ
ー
タ
通
信
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値

は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
、

電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

１
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
３
，
０
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
　
６
０
ｋ
Ｈ
ｚ

２
　
変
調
信
号
の
送
信
速
度
が
毎
秒
１
３
４
，
４
０
０
ビ
ッ
ト
の
も
の
　
４
０
ｋ
Ｈ
ｚ

３
　
１
及
び
２
以
外
の
も
の
　
５
．
６
ｋ
Ｈ
ｚ

第
３
２
　
Ｘ
７
Ｗ
電
波
を
使
用
す
る
超
短
波
放
送
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
（
デ
ジ
タ
ル

放
送
の
標
準
方
式
第
２
章
に
定
め
る
放
送
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容

値
は
，
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
（
６
，
０
０
０
／
１
４×
ｎ
＋
３
８
．
４
８
）
ｋ
Ｈ
ｚ

を
小
数
点
以
下
切
り
上
げ
た
値
と
す
る
。
た
だ
し
，
ｎ
は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
１
１
条
第
３
項
の
Ｏ

Ｆ
Ｄ
Ｍ
フ
レ
ー
ム
に
含
ま
れ
る
Ｏ
Ｆ
Ｄ
Ｍ
セ
グ
メ
ン
ト
の
数
と
す
る
。

第
３
３
　
２
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
，
２
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
３
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務

の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
総

務
大
臣
が
別
に
告
示
で
定
め
る
値
と
す
る
。

第
３
４
　
２
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値

は
，
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
　
Ｆ
９
Ｗ
電
波
の
も
の

（１）
　
変
調
信
号
に
誤
り
を
訂
正
す
る
信
号
が
付
加
さ
れ
て
い
な
い
も
の
　
８
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
変
調
信
号
に
誤
り
を
訂
正
す
る
信
号
が
付
加
さ
れ
て
い
る
も
の
　
１
６
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ

２
　
Ｇ
７
Ｗ
電
波
の
も
の

（１）
　
変
調
信
号
に
誤
り
を
訂
正
す
る
信
号
が
付
加
さ
れ
て
い
な
い
も
の
　
６
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
変
調
信
号
に
誤
り
を
訂
正
す
る
信
号
が
付
加
さ
れ
て
い
る
も
の
　
１
３
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ

３
　
Ｄ
７
Ｗ
電
波
の
も
の
　
３
７
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ

４
　
Ｘ
７
Ｗ
電
波
の
も
の
　
３
７
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
次
に
掲
げ
る
値

（１）
　
変
調
信
号
に
誤
り
を
訂
正
す
る
信
号
が
付
加
さ
れ
て
い
な
い
も
の
　
６
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
変
調
信
号
に
誤
り
を
訂
正
す
る
信
号
が
付
加
さ
れ
て
い
る
も
の
　
１
３
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ

第
３
５
　
３
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通
信
業
務
用
固
定
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数

帯
幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
　
変
調
信
号
に
誤
り
を
訂
正
す
る
信
号
が
付
加
さ
れ
て
い
な
い
も
の
　
１
０
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ

２
　
変
調
信
号
に
誤
り
を
訂
正
す
る
信
号
が
付
加
さ
れ
て
い
る
も
の
　
２
１
．
３
Ｍ
Ｈ
ｚ

第
３
６
　
１
４
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
５
０
．
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
携
帯
移
動
衛
星
デ

ー
タ
通
信
を
行
う
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
５
ｋ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

第
３
７
　
実
数
零
点
単
側
波
帯
変
調
方
式
又
は
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
通
信
方
式
の
無
線
局
、
簡
易
無
線
局
（
デ
ジ
タ

ル
簡
易
無
線
局
に
限
る
。
）
及
び
デ
ジ
タ
ル
船
上
通
信
設
備
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許

容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場
合
に

は
、
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。
た
だ
し
、
第
５
７
条
の
３
の
２
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣

が
別
に
告
示
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
。

１
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
６
．
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
．
８
ｋ
Ｈ
ｚ

２
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
２
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
１
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ

３
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
４
．
３
ｋ
Ｈ
ｚ

第
３
８
　
車
両
感
知
用
無
線
標
定
陸
上
局
の
送
信
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か
ら
第
４
ま
で

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
６
７
２
ｋ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

第
３
９
　
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か
ら
第
４

ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
８
５
ｋ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

第
４
０
　
１
，
６
１
８
．
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
１
，
６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
船
舶

地
球
局
、
航
空
機
地
球
局
又
は
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら

第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
、
電
波
の
型

式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

第
４
１
　
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯

幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

第
４
２
　
２
８
５
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
３
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
，
衛
星
測
位
誤
差
補
正
情
報
を

提
供
す
る
無
線
航
行
陸
上
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
　
Ｇ
１
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
０
．
２
３
ｋ
Ｈ
ｚ

２
　
Ｄ
７
Ｗ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
無
線
標
識
業
務
を
併
せ
行
う
場
合
に
限
る
。
）
　
１
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ

３
　
Ｄ
９
Ｗ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
無
線
標
識
業
務
及
び
特
別
業
務
を
併
せ
行
う
場
合
に
限
る
。
）
　
３
ｋ

Ｈ
ｚ

第
４
３
　
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
，
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
及
び
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸

上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値

は
，
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
，
４
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

第
４
４
　
削
除

第
４
５
　
５
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
市
町
村
デ
ジ
タ
ル
防
災
無
線
通

信
を
行
う
固
定
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
　
変
調
方
式
が
四
値
周
波
数
偏
位
変
調
の
も
の
　
１
４
．
６
ｋ
Ｈ
ｚ

２
　
変
調
方
式
が
四
相
位
相
変
調
の
も
の

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
７
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
７
．
１
ｋ
Ｈ
ｚ

（２）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
４
．
６
ｋ
Ｈ
ｚ

３
　
変
調
方
式
が
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
の
も
の
　
１
５
ｋ
Ｈ
ｚ

第
４
６
　
Ｇ
１
Ｄ
又
は
Ｇ
７
Ｄ
電
波
１
０
８
．
０
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
１
７
．
９
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の

電
波
を
使
用
す
る
航
空
無
線
航
行
業
務
の
無
線
局
及
び
Ｇ
１
Ｄ
電
波
１
１
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
３
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
航
空
移
動
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第

１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
１
６
．
８
ｋ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。
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第
４
７
　
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第

１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
　
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
シ
ス
テ
ム
の
場
合
　
３
８
Ｍ
Ｈ
ｚ

２
　
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
シ
ス
テ
ム
の
場
合
　
１
９
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ

３
　
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
シ
ス
テ
ム
の
場
合
　
９
Ｍ
Ｈ
ｚ

４
　
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
シ
ス
テ
ム
の
場
合
　
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

第
４
８
　
１
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
，
１
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
，
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
，
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
で
定
め
る
値
と
す
る
。

第
４
９
　
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４

ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
　
３
．
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
４
．
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
１
．
４
Ｇ
Ｈ
ｚ

２
　
第
４
９
条
の
２
７
第
１
項
に
規
定
す
る
７
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
１
０
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電

波
を
使
用
す
る
も
の
　
３
Ｇ
Ｈ
ｚ

３
　
２
４
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
２
９
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
４
．
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ

４
　
第
４
９
条
の
２
７
第
３
項
に
規
定
す
る
７
．
５
８
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
８
．
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波

を
使
用
す
る
も
の
　
８
１
３
Ｍ
Ｈ
ｚ

５
　
第
４
９
条
の
２
７
第
４
項
に
規
定
す
る
７
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
９
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
も
の
　
１
．
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ

第
５
０
　
１
，
５
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通
信
業
務
用
固
定
局
の
無
線
設
備
の
占
有

周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
１
．
２
２
８
８
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
　
１
．
４
８
Ｍ
Ｈ
ｚ

２
　
拡
散
符
号
速
度
が
毎
秒
３
．
８
４
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
　
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

第
５
１
　
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
及
び
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無

線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
、
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

１
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
４
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ

２
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
９
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ

３
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
９
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ

第
５
２
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接

続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又

は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線

設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は

直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波

数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
こ
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
周
波
数
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

１
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又

は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無

線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（３）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（４）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（５）
　
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ

ン
技
術
を
用
い
て
連
続
す
る
搬
送
波
を
送
信
す
る
も
の
　
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
で
定
め
る
値

（６）
　
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ

ン
技
術
を
用
い
て
連
続
し
な
い
複
数
の
搬
送
波
を
送
信
す
る
も
の
　
各
搬
送
波
の
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ

て
（
１
）
か
ら
（
４
）
ま
で
に
定
め
る
値

（７）
　
陸
上
移
動
局
（
中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
．
０
８

Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ

２
　
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無

線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（３）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（４）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（５）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（６）
　
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
連
続
す
る
複
数

の
搬
送
波
を
送
信
す
る
も
の
　
各
搬
送
波
の
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
の
総
和
に
応
じ
て
（
２
）
か
ら
（
５
）
ま
で

に
定
め
る
値

（７）
　
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
キ
ャ
リ
ア
ア
グ
リ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
技
術
を
用
い
て
連
続
し
な
い
複

数
の
搬
送
波
を
送
信
す
る
も
の
　
各
搬
送
波
の
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
に
応
じ
て
（
１
）
か
ら
（
５
）
ま
で
に
定

め
る
値

第
５
３
　
削
除

第
５
４
　
ア
マ
チ
ュ
ア
局
（
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
局
及
び
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
局

の
無
線
設
備
を
遠
隔
操
作
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
局
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、

第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

第
５
５
　
Ｘ
７
Ｗ
電
波
を
使
用
す
る
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
無
線
設
備
の
占
有

周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
　
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
４
章
第
１
節
又
は
第
２
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
も
の
　
６
，
０
０
０
／

１
４×

ｎ
＋
３
８
．
４
８
ｋ
Ｈ
ｚ
の
小
数
点
以
下
を
切
り
上
げ
た
値

た
だ
し
、
ｎ
は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
４
章
第
１
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
も
の
に
あ
つ
て
は
デ
ジ
タ

ル
放
送
の
標
準
方
式
第
１
１
条
第
３
項
の
Ｏ
Ｆ
Ｄ
Ｍ
フ
レ
ー
ム
、
同
章
第
２
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
も
の

に
あ
つ
て
は
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
２
８
条
第
２
項
の
Ｏ
Ｆ
Ｄ
Ｍ
フ
レ
ー
ム
に
含
ま
れ
る
Ｏ
Ｆ
Ｄ
Ｍ

セ
グ
メ
ン
ト
の
数
と
す
る
。

２
　
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
４
章
第
３
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
も
の
　
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式

第
３
５
条
第
１
項
の
周
波
数
帯
幅

第
５
６
　
９
２
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
９
２
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
（
第

８
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
２
０
０
ｎ
　
ｋ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

注
　
ｎ
は
、
一
の
無
線
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
同
時
に
使
用
す
る
単
位
チ
ャ
ネ
ル
の
数
と
す
る
。

第
５
７
　
２
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
広
帯
域
移
動
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
又
は
２
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
広
帯
域
移
動
無
線
通

信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら

第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
５
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
４
５
ｋ
Ｈ
ｚ

２
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
６
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
６
１
３
ｋ
Ｈ
ｚ
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３
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
７
１
４
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
７
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

４
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
８
３
３
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
８
１
７
ｋ
Ｈ
ｚ

５
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
９
８
０
ｋ
Ｈ
ｚ

６
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
．
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
．
２
３
Ｍ
Ｈ
ｚ

７
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
．
６
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
．
６
４
Ｍ
Ｈ
ｚ

８
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
．
４
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

９
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
４
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ

第
５
８
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯

幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
，
７
２
８
ｋ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

第
５
９
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占

有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
　
１
，
８
９
７
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
１
，
８
９
９
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
１
，
９
０
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
も
の
　
１
，
４
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

２
　
１
，
８
９
１
．
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
１
，
８
９
９
．
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
１
，
９
０
９
．
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
１
，
９
１
４
．

１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
５
，
０
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

３
　
１
，
９
１
１
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

第
６
０
　
８
０
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容

値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（３）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（４）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

（５）
　
そ
の
他
の
も
の
　
５
Ｇ
Ｈ
ｚ

第
６
１
　
７
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値

は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

第
６
２
　
エ
リ
ア
放
送
を
行
う
地
上
一
般
放
送
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第

４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
１
３
セ
グ
メ
ン
ト
方
式
を
用
い
る
も
の
　
５
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
１
セ
グ
メ
ン
ト
方
式
を
用
い
る
も
の
　
４
６
８
ｋ
Ｈ
ｚ

第
６
３
　
２
３
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
又
は
２
３
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波

数
の
電
波
を
使
用
し
て
通
信
系
を
構
成
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か

ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
で
定
め
る
値
と
す
る
。

第
６
４
　
第
４
９
条
の
２
３
の
２
に
規
定
す
る
携
帯
移
動
地
球
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値

は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
３
１
．
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
３
１
．
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ

（２）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
６
２
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
６
２
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ

（３）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ

（４）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
５
６
．
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
５
６
．
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ

第
６
５
　
第
４
９
条
の
４
の
２
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
　
４
．
４
３
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
４
．
４
８
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
又
は
９
．
３
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
９
．
３
５
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ

２
　
５
．
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
５
．
２
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ

３
　
１
３
．
４
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
１
３
．
５
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
又
は
１
６
．
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
１
６
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

４
　
２
４
．
４
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
２
４
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
又
は
２
６
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
２
６
．
３
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で

の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
１
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ

５
　
３
９
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
５
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

６
　
４
１
．
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
４
２
．
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
３
５
０
ｋ

Ｈ
ｚ

第
６
６
　
１
１
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
１
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波

数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

２
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
９
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

３
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
８
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

４
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
３
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

５
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

６
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
７
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

第
６
７
　
６
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
７
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
の

無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
指

定
す
る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
、
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

１
　
変
調
方
式
が
四
相
位
相
変
調
若
し
く
は
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
こ
れ
ら
の
方
式
と
同
等
以
上
の
性
能

を
有
す
る
も
の
の
場
合

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（３）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
９
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（４）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
９
Ｍ
Ｈ
ｚ

（５）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
８
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

２
　
変
調
方
式
が
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
の
場
合

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
が
１
に
規
定
す
る
許
容
値
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
５
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
５
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
に
繰
り
上
げ
た
値
と
し
、
５
０

０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
に
繰
り
上
げ
た
値
と
す
る
。

ｆ
ｃ
ｌ×

サ
ブ
キ
ャ
リ
ア
数×

１
．
１

ｆ
ｃ
ｌ
：
ク
ロ
ッ
ク
周
波
数
（
Ｍ
Ｈ
ｚ
）

第
６
８
　
５
．
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
、
６
．
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
６
．
９
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通

信
業
務
用
固
定
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
、
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

１
　
変
調
方
式
が
四
相
位
相
変
調
若
し
く
は
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
こ
れ
ら
の
方
式
と
同
等
以
上
の
性
能

を
有
す
る
も
の
の
場
合
　
２
８
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

２
　
変
調
方
式
が
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
の
場
合

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
が
２
８
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
５
０

０
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
５
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
に
繰
り
上
げ
た
値
と
し
、
５
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

を
超
え
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
に
繰
り
上
げ
た
値
と
す
る
。

ｆ
ｃ
ｌ×

サ
ブ
キ
ャ
リ
ア
数×

１
．
１

ｆ
ｃ
ｌ
：
ク
ロ
ッ
ク
周
波
数
（
Ｍ
Ｈ
ｚ
）

第
６
９
　
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通
信
業
務
用
固
定
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯

幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
を
す
る

場
合
に
は
、
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。
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１
　
変
調
方
式
が
周
波
数
変
調
、
四
相
位
相
変
調
若
し
く
は
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
こ
れ
ら
の
方
式
と
同

等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
も
の
の
場
合

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
９
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（３）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
８
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（４）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
３
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（５）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

２
　
変
調
方
式
が
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
の
場
合

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
が
１
に
規
定
す
る
許
容
値
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
５
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
５
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
に
繰
り
上
げ
た
値
と
し
、
５
０

０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
に
繰
り
上
げ
た
値
と
す
る
。

ｆ
ｃ
ｌ×

サ
ブ
キ
ャ
リ
ア
数×
１
．
１

ｆ
ｃ
ｌ
：
ク
ロ
ッ
ク
周
波
数
（
Ｍ
Ｈ
ｚ
）

第
７
０
　
６
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
７
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備
の
占
有

周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
こ
の
指

定
を
す
る
場
合
に
は
、
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

１
　
変
調
方
式
が
四
相
位
相
変
調
若
し
く
は
一
六
値
直
交
振
幅
変
調
又
は
こ
れ
ら
の
方
式
と
同
等
以
上
の
性
能

を
有
す
る
も
の
の
場
合

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（２）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（３）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
９
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（４）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
９
Ｍ
Ｈ
ｚ

（５）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
８
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

（６）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の
（
電
気
通
信
業
務
用
固
定
局
の
場
合
に
限
る
。
）
　
３
６
．
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

２
　
変
調
方
式
が
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
の
場
合

次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
が
１
に
規
定
す
る
許
容
値
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
５
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
５
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
に
繰
り
上
げ
た
値
と
し
、
５
０

０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
に
繰
り
上
げ
た
値
と
す
る
。

ｆ
ｃ
ｌ×

サ
ブ
キ
ャ
リ
ア
数×

１
．
１

ｆ
ｃ
ｌ
：
ク
ロ
ッ
ク
周
波
数
（
Ｍ
Ｈ
ｚ
）

第
７
１
　
第
４
９
条
の
３
２
に
定
め
る
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値

は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
、

電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

１
　
第
４
９
条
の
３
２
第
１
項
の
無
線
設
備

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
３
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
８
５
ｋ
Ｈ
ｚ

（２）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
６
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
５
７
０
ｋ
Ｈ
ｚ

２
　
第
４
９
条
の
３
２
第
２
項
の
無
線
設
備

（１）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
１
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
１
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ

（２）
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
３
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の
　
２
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ

第
７
２
　
無
人
移
動
体
画
像
伝
送
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か

ら
第
４
ま
で
及
び
第
１
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
、

電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

（１）
　
１
６
９
．
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
６
９
．
３
９
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
１
６
９
．
８
０
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
１
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

ア
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

イ
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　
２
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

ウ
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
２
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　
３
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

（２）
　
２
，
４
８
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
４
９
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

ア
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

イ
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　
９
Ｍ
Ｈ
ｚ

（３）
　
５
，
６
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
７
５
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

ア
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

イ
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　
９
Ｍ
Ｈ
ｚ

ウ
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
９
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
　
１
９
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ

第
７
３
　
第
４
９
条
の
２
３
の
３
及
び
第
４
９
条
の
２
３
の
４
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許

容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
で
定
め
る
値
と
す
る
。

第
７
４
　
Ｖ
Ｈ
Ｆ
デ
ー
タ
交
換
装
置
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場
合
に
は
、
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

１
　
一
の
チ
ャ
ネ
ル
を
使
用
す
る
も
の
　
２
１
ｋ
Ｈ
ｚ

２
　
隣
接
す
る
二
の
チ
ャ
ネ
ル
を
統
合
し
て
使
用
す
る
も
の
　
４
７
ｋ
Ｈ
ｚ

３
　
隣
接
す
る
四
の
チ
ャ
ネ
ル
を
統
合
し
て
使
用
す
る
も
の
　
９
０
ｋ
Ｈ
ｚ

第
７
５
　
２
，
９
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
３
，
１
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
及
び
９
，
３
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
９
，
５
０
０
Ｍ
Ｈ

ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
船
舶
に
設
置
す
る
無
線
航
行
の
た
め
の
レ
ー
ダ
ー
（
施
行
規
則
第
３
１

条
第
２
項
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
替
え
て
半
導
体
素
子
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の

占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
　
２
，
９
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
３
，
１
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
　
１
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

２
　
９
，
３
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
９
，
５
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
　
１
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

第
７
６
　
５
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通
信
業
務
用
無
線
局
の
う

ち
、
第
４
９
条
の
２
４
の
５
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら

第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
１
０
ｋ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

第
７
７
　
第
４
９
条
の
２
３
の
５
及
び
第
５
４
条
の
３
第
３
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許

容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場

合
に
は
、
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

第
７
８
　
第
４
９
条
の
２
３
の
６
及
び
第
５
４
条
の
３
第
４
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許

容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
を
す
る
場

合
に
は
、
電
波
の
型
式
に
冠
し
て
表
示
す
る
。

第
７
９
　
第
４
９
条
の
４
の
２
の
２
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
は
、
第
１
か
ら
第
４

ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
　
Ｐ
０
Ｎ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

２
　
Ｑ
０
Ｎ
電
波
を
使
用
す
る
も
の
　
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

別
表
第
三
号
（
第
７
条
関
係
）

１
　
こ
の
別
表
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
意
義
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
「
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
」
と
は
、
無
変
調
時
に
お
い
て
給
電
線
に
供
給
さ
れ
る
周
波
数
ご

と
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
平
均
電
力
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
許
容
値
を
い
う
。

（２）
　
「
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
」
と
は
、
変
調
時
に
お
い
て
給
電
線
に
供
給
さ
れ
る
周
波
数
ご
と
の
不
要

発
射
の
平
均
電
力
（
無
線
測
位
業
務
を
行
う
無
線
局
、
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
ア

マ
チ
ュ
ア
局
及
び
単
側
波
帯
を
使
用
す
る
無
線
局
（
移
動
局
又
は
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使

167



用
す
る
地
上
基
幹
放
送
局
以
外
の
無
線
局
に
限
る
。
）
の
送
信
設
備
（
実
数
零
点
単
側
波
帯
変
調
方
式
を
用

い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
尖
頭
電
力
）
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
許
容
値
を
い
う
。
た
だ
し
、
別
に

定
め
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（３）
　
「
搬
送
波
電
力
」
と
は
、
施
行
規
則
第
２
条
第
１
項
第
７
１
号
に
規
定
す
る
電
力
を
い
う
。
た
だ
し
、
デ

ジ
タ
ル
変
調
方
式
等
の
よ
う
に
無
変
調
の
搬
送
波
が
発
射
で
き
な
い
又
は
実
数
零
点
単
側
波
帯
変
調
方
式
の

よ
う
に
搬
送
波
が
低
減
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
変
調
さ
れ
た
搬
送
波
の
平
均
電
力
を
い
う
。

（４）
　
「
参
照
帯
域
幅
」
と
は
、
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
を
規
定
す
る
た
め
の

周
波
数
帯
域
幅
を
い
う
。

（５）
　
「
Ｂ
Ｎ
」
と
は
、
帯
域
外
領
域
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
の
境
界
の
周
波
数
を
算
出
す
る
た
め
に
用
い
る
必

要
周
波
数
帯
幅
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
必
要
周
波
数
帯
幅
は
、
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
と
す

る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
必
要
周
波
数
帯
幅
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ア
　
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
必
要
周
波
数
帯
幅
は
、
チ
ャ
ネ
ル
間
隔
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

イ
　
指
定
周
波
数
帯
が
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
必
要
周
波
数
帯
幅
は
、
指
定
周
波
数
帯
の
値
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

ウ
　
単
一
の
電
力
増
幅
部
に
よ
り
複
数
の
主
搬
送
波
に
対
し
て
給
電
を
行
う
共
通
増
幅
方
式
の
送
信
設
備
で

あ
つ
て
、
複
数
の
連
続
し
た
搬
送
波
（
均
一
又
は
等
間
隔
に
配
置
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
対
し
て
共

通
増
幅
を
行
う
も
の
（
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
設
備
を
除
く
。
）
の
必
要
周
波
数
帯
幅
は
、
次
式
に
よ

る
値
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｂ
ｏ＝

ｂ
ｏ
＋
（
ｍ－

１
）Δ

Ｆ

Ｂ
ｏ
：
１
の
シ
ス
テ
ム
当
た
り
の
必
要
周
波
数
帯
幅

ｂ
ｏ
：
１
の
搬
送
波
当
た
り
の
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値

ｍ
：
搬
送
波
数

Δ

Ｆ
：
１
の
搬
送
波
の
中
央
の
周
波
数
と
隣
接
す
る
搬
送
波
の
中
央
の
周
波
数
の
差

（６）
　
「
ｆ
ｃ
」
と
は
、
中
心
周
波
数
（
必
要
周
波
数
帯
幅
の
中
央
の
周
波
数
）
を
い
う
。

２
　
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
又
は
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射

の
強
度
の
許
容
値

基
本
周
波
数
帯

空
中
線
電
力

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス

発
射
の
強
度
の
許
容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お

け
る
不
要
発
射
の
強

度
の
許
容
値

３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

５
０
Ｗ
を
超

え
る
も
の

５
０
ｍ
Ｗ
（
船
舶
局
及
び
船
舶
に
お

い
て
使
用
す
る
携
帯
局
の
送
信
設

備
に
あ
つ
て
は
、
２
０
０
ｍ
Ｗ
）

以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
周
波

数
の
平
均
電
力
よ
り
４
０
ｄ
Ｂ
低

い
値
。
た
だ
し
、
単
側
波
帯
を
使

用
す
る
固
定
局
及
び
陸
上
局
（
海

岸
局
を
除
く
。
）
の
送
信
設
備
に

あ
つ
て
は
、
５
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

基
本
周
波
数
の
搬
送
波

電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ

低
い
値

５
Ｗ
を
超
え

５

０

Ｗ

以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

１
Ｗ
を
超
え

５
Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下
。
た
だ

し
、
単
側
波
帯
を
使

用
す
る
固
定
局
及
び

陸
上
局
（
海
岸
局
を

除
く
。
）
の
送
信
設
備

に
あ
つ
て
は
、
基
本

周
波
数
の
尖
頭
電
力

よ
り
５
０
ｄ
Ｂ
低
い

値

１
Ｗ
以
下

１
ｍ
Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５

４
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

５
０
Ｗ
を
超

え
る
も
の

１
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本

周
波
数
の
平
均
電
力
よ
り
６
０
ｄ

Ｂ
低
い
値

５
０μ

Ｗ
以
下
又
は
基

本
周
波
数
の
搬
送
波

電
力
よ
り
７
０
ｄ
Ｂ

低
い
値

１
Ｗ
を
超
え

５

０

Ｗ

以
下

基
本
周
波
数
の
搬
送
波

電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ

低
い
値

１
Ｗ
以
下

１
０
０μ

Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

５
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

５
０
Ｗ
を
超

え
る
も
の

１
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本

周
波
数
の
平
均
電
力
よ
り
８
０
ｄ

Ｂ
低
い
値

５
０μ

Ｗ
以
下
又
は
基

本
周
波
数
の
搬
送
波

電
力
よ
り
７
０
ｄ
Ｂ

低
い
値

１
Ｗ
を
超
え

５

０

Ｗ

以
下

基
本
周
波
数
の
搬
送
波

電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ

低
い
値

１
Ｗ
以
下

１
０
０μ

Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１

４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及

び
１
４
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を

超
え
１
４
６
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

５
０
Ｗ
を
超

え
る
も
の

１
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本

周
波
数
の
平
均
電
力
よ
り
６
０
ｄ

Ｂ
低
い
値

５
０μ

Ｗ
以
下
又
は
基

本
周
波
数
の
搬
送
波

電
力
よ
り
７
０
ｄ
Ｂ

低
い
値

１
Ｗ
を
超
え

５

０

Ｗ

以
下

基
本
周
波
数
の
搬
送
波

電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ

低
い
値

１
Ｗ
以
下

１
０
０μ

Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

１
４
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

及
び
１
４
６
Ｍ
Ｈ
ｚ

を
超
え
１
６
２
．
０

３
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

５
０
Ｗ
を
超

え
る
も
の

１
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本

周
波
数
の
平
均
電
力
よ
り
８
０
ｄ

Ｂ
低
い
値

５
０μ

Ｗ
以
下
又
は
基

本
周
波
数
の
搬
送
波

電
力
よ
り
７
０
ｄ
Ｂ

低
い
値

１
Ｗ
を
超
え

５

０

Ｗ

以
下

基
本
周
波
数
の
搬
送
波

電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ

低
い
値

１
Ｗ
以
下

１
０
０μ

Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

１
６
２
．
０
３
７
５
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え
３
３
５
．

４
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

５
０
Ｗ
を
超

え
る
も
の

１
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本

周
波
数
の
平
均
電
力
よ
り
６
０
ｄ

Ｂ
低
い
値

５
０μ

Ｗ
以
下
又
は
基

本
周
波
数
の
搬
送
波

電
力
よ
り
７
０
ｄ
Ｂ

低
い
値

１
Ｗ
を
超
え

５

０

Ｗ

以
下

基
本
周
波
数
の
搬
送
波

電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ

低
い
値

１
Ｗ
以
下

１
０
０μ

Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下
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３
３
５
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を

超
え
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

２
５
Ｗ
を
超

え
る
も
の

１
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本

周
波
数
の
平
均
電
力
よ
り
７
０
ｄ

Ｂ
低
い
値

基
本
周
波
数
の
搬
送
波

電
力
よ
り
７
０
ｄ
Ｂ

低
い
値

１
Ｗ
を
超
え

２

５

Ｗ

以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下

１
Ｗ
以
下

２
５μ

Ｗ
以
下

２
５μ

Ｗ
以
下

４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

９
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

５
０
Ｗ
を
超

え
る
も
の

２
０
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基

本
周
波
数
の
平
均
電
力
よ
り
６
０

ｄ
Ｂ
低
い
値

５
０μ

Ｗ
以
下
又
は
基

本
周
波
数
の
搬
送
波

電
力
よ
り
７
０
ｄ
Ｂ

低
い
値

２
５
Ｗ
を
超

え
５
０
Ｗ

以
下

基
本
周
波
数
の
搬
送
波

電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ

低
い
値

１
Ｗ
を
超
え

２

５

Ｗ

以
下

２
５μ

Ｗ
以
下

２
５μ

Ｗ
以
下

１
Ｗ
以
下

１
０
０μ

Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

９
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

る
も
の

１
０
Ｗ
を
超

え
る
も
の

１
０
０
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、

基
本
周
波
数
の
平
均
電
力
よ
り
５

０
ｄ
Ｂ
低
い
値

５
０μ

Ｗ
以
下
又
は
基

本
周
波
数
の
搬
送
波

電
力
よ
り
７
０
ｄ
Ｂ

低
い
値

１
０
Ｗ
以
下

１
０
０μ

Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

注
　
空
中
線
電
力
は
、
平
均
電
力
の
値
と
す
る
。

（２）
　
参
照
帯
域
幅
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
の
周
波
数
帯

参
照
帯
域
幅

９
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

１
ｋ
Ｈ
ｚ

１
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
０
ｋ
Ｈ
ｚ

３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

１
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

１
Ｍ
Ｈ
ｚ

（３）
　
帯
域
外
領
域
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
の
境
界
の
周
波
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

周
波
数
範
囲

必
要
周
波
数
帯
幅
の
条
件

帯
域
外
領
域
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領

域
の
境
界
の
周
波
数

９
ｋ
Ｈ
ｚ＜

ｆ
ｃ≦

１
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ

Ｂ
Ｎ＜

２
５
０
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

６
２
５
Ｈ
ｚ

２
５
０
Ｈ
ｚ≦

Ｂ
Ｎ≦

１
０
ｋ

Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

２
．
５
Ｂ
Ｎ

Ｂ
Ｎ＞

１
０
ｋ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

（
１
．
５
Ｂ
Ｎ
＋
１
０
ｋ

Ｈ
ｚ
）

１
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ＜

ｆ
ｃ≦

３
０
Ｍ

Ｈ
ｚ

Ｂ
Ｎ＜

４
ｋ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

１
０
ｋ
Ｈ
ｚ

４
ｋ
Ｈ
ｚ≦

Ｂ
Ｎ≦

１
０
０
ｋ

Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

２
．
５
Ｂ
Ｎ

Ｂ
Ｎ＞

１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

（
１
．
５
Ｂ
Ｎ
＋
１
０
０

ｋ
Ｈ
ｚ
）

３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ＜

ｆ
ｃ≦

１
Ｇ
Ｈ
ｚ

Ｂ
Ｎ＜

２
５
ｋ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

６
２
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ

２
５
ｋ
Ｈ
ｚ≦

Ｂ
Ｎ≦

１
０
Ｍ

Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

２
．
５
Ｂ
Ｎ

Ｂ
Ｎ＞

１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

（
１
．
５
Ｂ
Ｎ
＋
１
０
Ｍ

Ｈ
ｚ
）

１
Ｇ
Ｈ
ｚ＜

ｆ
ｃ≦

３
Ｇ
Ｈ
ｚ

Ｂ
Ｎ＜

１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

２
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ

１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ≦

Ｂ
Ｎ≦

５
０

Ｍ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

２
．
５
Ｂ
Ｎ

Ｂ
Ｎ＞

５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

（
１
．
５
Ｂ
Ｎ
＋
５
０
Ｍ

Ｈ
ｚ
）

３
Ｇ
Ｈ
ｚ＜

ｆ
ｃ≦

１
０
Ｇ
Ｈ
ｚ

Ｂ
Ｎ＜

１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

２
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ

１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ≦

Ｂ
Ｎ≦

１
０

０
Ｍ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

２
．
５
Ｂ
Ｎ

Ｂ
Ｎ＞

１
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

（
１
．
５
Ｂ
Ｎ
＋
１
０
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
）

１
０
Ｇ
Ｈ
ｚ＜

ｆ
ｃ≦

１
５
Ｇ
Ｈ
ｚ

Ｂ
Ｎ＜

３
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

７
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ

３
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ≦

Ｂ
Ｎ≦

２
５

０
Ｍ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

２
．
５
Ｂ
Ｎ

Ｂ
Ｎ＞

２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

（
１
．
５
Ｂ
Ｎ
＋
２
５
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
）

１
５
Ｇ
Ｈ
ｚ＜

ｆ
ｃ≦

２
６
Ｇ
Ｈ
ｚ

Ｂ
Ｎ＜

５
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

１
．
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

５
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ≦

Ｂ
Ｎ≦

５
０

０
Ｍ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

２
．
５
Ｂ
Ｎ

Ｂ
Ｎ＞

５
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

（
１
．
５
Ｂ
Ｎ
＋
５
０
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
）

ｆ
ｃ＞

２
６
Ｇ
Ｈ
ｚ

Ｂ
Ｎ＜

１
Ｍ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

１
Ｍ
Ｈ
ｚ≦

Ｂ
Ｎ≦

５
０
０
Ｍ

Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

２
．
５
Ｂ
Ｎ

Ｂ
Ｎ＞

５
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

（
１
．
５
Ｂ
Ｎ
＋
５
０
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
）

注
１
　
帯
域
外
領
域
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
の
境
界
の
周
波
数
は
、
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
含
む
も
の
と
す
る
。

２
　
発
射
す
る
電
波
の
周
波
数
（
必
要
周
波
数
帯
幅
を
含
む
。
）
が
、
二
以
上
の
周
波
数
範
囲
に
ま
た
が
る
場
合
は
、

上
限
の
周
波
数
範
囲
に
規
定
す
る
値
を
適
用
す
る
。

３
　
次
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
固
定
衛
星
業
務
及
び
放
送
衛
星
業
務
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
で

あ
つ
て
、
必
要
周
波
数
帯
域
幅
の
条
件
を
満
た
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

使
用
周
波
数

業
務
分
類

必
要
周
波
数
帯
幅
の

条
件

帯
域
外
領
域
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領

域
の
境
界
の
周
波
数

３
．
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
．
２
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下

固
定
衛
星
業
務

Ｂ
Ｎ＞

２
５
０
Ｍ

Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

（
１
．
５
Ｂ
Ｎ
＋
２
５
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
）

５
．
７
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
．
７
２

５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

固
定
衛
星
業
務

Ｂ
Ｎ＞

５
０
０
Ｍ

Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

（
１
．
５
Ｂ
Ｎ
＋
５
０
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
）

７
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
７
５
Ｇ

Ｈ
ｚ
以
下
及
び
７
．
９
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超

え
８
．
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

固
定
衛
星
業
務

Ｂ
Ｎ＞

２
５
０
Ｍ

Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

（
１
．
５
Ｂ
Ｎ
＋
２
５
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
）
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１
０
．
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
２
．
７
５

Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

固
定
衛
星
業
務

又
は
放
送
衛

星
業
務

Ｂ
Ｎ＞

５
０
０
Ｍ

Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

（
１
．
５
Ｂ
Ｎ
＋
５
０
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
）

１
２
．
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
３
．
２

５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

固
定
衛
星
業
務

Ｂ
Ｎ＞

５
０
０
Ｍ

Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

（
１
．
５
Ｂ
Ｎ
＋
５
０
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
）

１
３
．
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
４
．
８

Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

固
定
衛
星
業
務

Ｂ
Ｎ＞

５
０
０
Ｍ

Ｈ
ｚ

ｆ
ｃ±

（
１
．
５
Ｂ
Ｎ
＋
５
０
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
）

３
　
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
基
本
周
波
数
の
平
均
電
力
が
５
０
ｋ
Ｗ
以
上
の
送
信
設
備

で
あ
つ
て
、
１
オ
ク
タ
ー
ブ
又
は
そ
れ
以
上
の
オ
ク
タ
ー
ブ
の
周
波
数
の
範
囲
に
切
り
換
え
て
使
用
す
る
も
の

の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の

強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
平
均
電
力
が
で
き
る
限
り
５
０
ｍ
Ｗ
以

下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
周
波
数
の
平
均
電
力
（
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
に
あ
つ
て
は
搬
送
波

電
力
）
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ
低
い
値
と
す
る
。

４
　
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
多
重
通
信
路
の
送
信
設
備
の
帯
域

外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の

許
容
値
は
、
２
（
１
）
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

空
中
線
電
力

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の

強
度
の
許
容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発

射
の
強
度
の
許
容
値

５
０
Ｗ
を
超
え
る

も
の

１
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
周
波
数

の
平
均
電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

５
０μ

Ｗ
以
下
又
は
基
本
周
波
数
の

搬
送
波
電
力
よ
り
７
０
ｄ
Ｂ
低
い

値

２
５
Ｗ
を
超
え
５
０

Ｗ
以
下

基
本
周
波
数
の
搬
送
波
電
力
よ
り
６

０
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
Ｗ
を
超
え
２
５
Ｗ

以
下

２
５μ

Ｗ
以
下

２
５μ

Ｗ
以
下

１
Ｗ
以
下

１
０
０μ

Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

５
　
地
上
基
幹
放
送
局
等
の
送
信
設
備
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

（１）
　
中
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
設
備
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の

許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
及
び
３
に
規
定
す
る

値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の

許
容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許

容
値

５
０
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
周
波
数
の
平

均
電
力
よ
り
４
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

５
０
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
周
波
数
の
搬

送
波
電
力
よ
り
５
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

（２）
　
短
波
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
設
備
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の

許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
並
び
に
帯
域
外
領
域
及
び
ス
プ
リ
ア

ス
領
域
の
境
界
の
周
波
数
は
、
２
（
１
）
及
び
（
３
）
並
び
に
３
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

ア
　
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発

射
の
強
度
の
許
容
値

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の

許
容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許

容
値

５
０
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
周
波
数
の
平

均
電
力
よ
り
４
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

５
０
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
周
波
数
の
搬

送
波
電
力
よ
り
５
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

イ
　
帯
域
外
領
域
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
の
境
界
の
周
波
数

（ア）
　
Ａ
３
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
も
の

ｆ
ｃ
（±

）
２
２
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ

（イ）
　
Ｈ
３
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
も
の

ｆ
ｃ
（±

）
１
１
．
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ

（３）
　
超
短
波
放
送
（
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
除
く
。
）
、
超
短
波
音
声
多
重
放
送
又
は
超
短
波
文
字
多
重
放
送
を
行
う

地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
設
備
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ

ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

空
中
線
電
力

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強

度
の
許
容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要

発
射
の
強
度
の
許
容
値

２
５
０
Ｗ
を
超
え

る
も
の

１
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
周
波
数
の

平
均
電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基

本
周
波
数
の
平
均
電
力
よ
り
７

０
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
Ｗ
を
超
え
２
５

０
Ｗ
以
下

２
５μ

Ｗ
以
下

１
Ｗ
以
下

１
０
０μ

Ｗ
以
下

（４）
　
超
短
波
放
送
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送
信
設
備
（
移
動
受
信
用
地
上
基
幹
放

送
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
及
び
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
４
章
第
１
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
地
上

基
幹
放
送
局
の
送
信
設
備
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス

領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

空
中
線
電
力

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度

の
許
容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不

要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

５
０
０
Ｗ
を
超
え

る
も
の

１
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
周
波
数
の
平

均
電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

基
本
周
波
数
の
平
均
電
力
よ
り

７
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
Ｗ
を
超
え
５
０

０
Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

１
Ｗ
以
下

１
０
０μ

Ｗ
以
下

（５）
　
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
４
章
第
２
節
及
び
第
３
節
に
定
め
る
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
の
送

信
設
備
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不

要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

基
本
周
波
数

帯

空
中
線
電
力

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発

射
の
強
度
の
許
容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け

る
不
要
発
射
の
強
度
の

許
容
値

２
０
５
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超
え

２
２
２
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

４
２
Ｗ
を
超
え

る
も
の

１
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
周

波
数
の
平
均
電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ
低

い
値
。

１
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か

つ
、
基
本
周
波
数
の
平

均
電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ

低
い
値
。

１
．
６
８
Ｗ
を

超
え
４
２
Ｗ

以
下

２
５μ

Ｗ
以
下

１
．
６
８
Ｗ
以

下

１
０
０μ

Ｗ
以
下

（６）
　
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
標
準
方
式
第
３
章
に
定
め
る
放
送
を
行
う
地
上
基
幹
放
送
局
及
び
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
７
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
放
送
番
組
中
継
を
行
う
固
定
局
の
送
信
設
備
の
帯
域
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外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度

の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
空
中
線
電
力

が
８
ｋ
Ｗ
を
超
え
る
送
信
設
備
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
に
つ
い
て

は
、
別
図
第
４
号
の
８
の
８
に
規
定
す
る
値
を
準
用
す
る
。

空
中
線
電
力

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射

の
強
度
の
許
容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射

の
強
度
の
許
容
値

２
５
Ｗ
を
超
え
る

も
の

２
０
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
周

波
数
の
平
均
電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ
低

い
値

１
２
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本

周
波
数
の
平
均
電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ

低
い
値

１
Ｗ
を
超
え
２
５

Ｗ
以
下

２
５μ

Ｗ
以
下

２
５μ

Ｗ
以
下

１
Ｗ
以
下

１
０
０μ

Ｗ
以
下

（７）
　
エ
リ
ア
放
送
を
行
う
地
上
一
般
放
送
局
の
送
信
設
備
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度

の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
に
規
定
す
る
値
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ア
　
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
７
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
帯
域

（ア）
　
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値

１
０
０μ

Ｗ
以
下

（イ）
　
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

２
５μ

Ｗ
以
下

イ
　
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
帯
域

別
図
第
四
号
の
八
の
十
八
に
規
定
す
る
値
を
準
用
す
る
。

た
だ
し
、
ｆ
ｃ
＋
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
周
波
数
又
は
ｆ
ｃ―

１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
ス
プ
リ
ア

ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（ア）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
５
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の

０
．
０
１
ｎ
Ｗ
以
下

（イ）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
４
６
８
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の

（
０
．
０
１
／
１
３
）
ｎ
Ｗ
以
下

６
　
削
除

７
　
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
３
５
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
Ｆ
１
Ｄ
電
波
、
Ｆ
２
Ｂ
電
波
又
は
Ｆ
３
Ｅ
電
波

を
使
用
す
る
船
舶
局
、
船
上
通
信
局
、
航
空
機
局
及
び
船
舶
又
は
航
空
機
に
搭
載
し
て
使
用
す
る
携
帯
局
の
送

信
設
備
で
あ
つ
て
無
線
通
信
規
則
付
録
第
１
８
号
の
表
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
帯
域
外

領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許

容
値
は
、
２
（
１
）
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

周
波
数
帯

空
中
線
電
力

帯
域
外
領
域
に
お
け
る

ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の

強
度
の
許
容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る

不
要
発
射
の
強
度
の
許

容
値

１
４
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１

６
２
．
０
３
７
５
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

４
０
０
Ｗ
を
超
え

る
も
の

２
．
５×

（
Ｐ
／
２
０
）

μ

Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下
又
は
基
本

周
波
数
の
搬
送
波
電
力
よ

り
７
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

２
０
Ｗ
を
超
え
４

０
０
Ｗ
以
下

２
．
５×

（
Ｐ
／
２
０
）μ

Ｗ
以
下

１
Ｗ
を
超
え
２
０

Ｗ
以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下

１
Ｗ
以
下

１
０
０μ

Ｗ
以
下
（
注

２
）

５
０μ

Ｗ
以
下

上
記
以
外
の
周
波
数
帯

４
０
０
Ｗ
を
超
え

る
も
の

１
０×

（
Ｐ
／
２
０
）

μ

Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下
又
は
基
本

周
波
数
の
搬
送
波
電
力
よ

り
７
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

２
０
Ｗ
を
超
え
４

０
０
Ｗ
以
下

１
０×

（
Ｐ
／
２
０
）μ

Ｗ
以
下

１
Ｗ
を
超
え
２
０

Ｗ
以
下

１
０μ

Ｗ
以
下

１
０μ

Ｗ
以
下

１
Ｗ
以
下

１
０
０μ

Ｗ
以
下
（
注

２
）

５
０μ

Ｗ
以
下

注
１
　
Ｐ
は
、
基
本
周
波
数
の
平
均
電
力
の
値
を
表
す
。

２
　
船
舶
局
に
あ
つ
て
は
、
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

８
　
狭
帯
域
直
接
印
刷
電
信
装
置
に
よ
る
通
信
を
行
う
船
舶
局
又
は
海
岸
局
の
無
線
設
備
で
あ
つ
て
、
１
，
６
０

６
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
２
６
，
１
７
５
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
送
信
設
備
の
帯
域
外

領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
及
び
３
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
Ｆ
１
Ｂ

電
波
発
射
時
の
平
均
電
力
に
対
す
る
不
要
発
射
の
減
衰
量
が
別
図
第
４
号
の
１
０
に
示
す
曲
線
の
値
と
す
る
。

９
　
１
１
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
平
均
電
力
が
２
５
Ｗ
以
下
の
航
空

移
動
業
務
の
無
線
局
の
送
信
設
備
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ

ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

空
中
線
電
力

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発

射
の
強
度
の
許
容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発

射
の
強
度
の
許
容
値

１
Ｗ
を
超
え
２
５
Ｗ

以
下

２
５μ

Ｗ
以
下

２
５μ

Ｗ
以
下

１
Ｗ
以
下

１
０
０μ

Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

１
０
　
３
３
５
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
航
空
移
動
業
務
の
無
線

局
、
放
送
中
継
を
行
う
無
線
局
及
び
ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
送
信
設
備
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射

の
強
度
の
許
容
値
並
び
に
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
及
び
４
に

規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

空
中
線
電
力

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の

強
度
の
許
容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射

の
強
度
の
許
容
値

５
０
Ｗ
を
超
え

る
も
の

１
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
周
波
数

の
平
均
電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

５
０μ

Ｗ
以
下
又
は
基
本
周
波
数
の

搬
送
波
電
力
よ
り
７
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
Ｗ
を
超
え
５

０
Ｗ
以
下

基
本
周
波
数
の
搬
送
波
電
力
よ
り
６
０

ｄ
Ｂ
低
い
値

１
Ｗ
以
下

１
０
０μ

Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

１
１
　
２
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
Ｊ
３
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
航
空
機
局
及
び
航
空
局
の
送
信
設
備
並
び
に
２

２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
Ｊ
２
Ｄ
電
波
（
航
空
移
動
（
Ｒ
）
業
務
の
周
波
数
に
限
る
。
）
を
使
用
す
る
航
空

機
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
及
び
３
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
参
照
帯
域
幅
は
、
２
（
２
）
に
規
定
す
る
値
を
準
用
す
る
。

割
当
周
波
数
か
ら
の
周
波
数

間
隔

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
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１
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
４
．
５

ｋ
Ｈ
ｚ
未
満

基
本
周
波
数
の
尖
頭
電
力
よ
り
３
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

４
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
７
．
５

ｋ
Ｈ
ｚ
未
満

基
本
周
波
数
の
尖
頭
電
力
よ
り
３
８
ｄ
Ｂ
低
い
値

７
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上

基
本
周
波
数
の
尖
頭
電
力
よ
り
４
３
ｄ
Ｂ
低
い
値
。
た
だ
し
、
航
空
局
で

あ
つ
て
、
空
中
線
電
力
が
５
０
Ｗ
を
超
え
る
も
の
は
基
本
周
波
数
の
搬

送
波
電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ
低
い
値
と
し
、
空
中
線
電
力
が
５
０
Ｗ
以
下

の
も
の
は
５
０μ

Ｗ
以
下
で
あ
る
値
と
す
る
。

１
２
　
生
存
艇
及
び
救
命
浮
機
の
送
信
設
備
、
双
方
向
無
線
電
話
、
船
舶
航
空
機
間
双
方
向
無
線
電
話
、
捜
索
救

助
用
レ
ー
ダ
ー
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
、
捜
索
救
助
用
位
置
指
示
送
信
装
置
、
１
６
１
．
９
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
１
６

２
．
０
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
並
び
に
航
空
機
用
救
命

無
線
機
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要

発
射
の
強
度
の
許
容
値
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

１
３
　
４
０
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
４
０
６
．
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
及
び
１
２
１
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る

衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
、
携
帯
用
位
置
指
示
無
線
標
識
、
第
４
５
条
の
３
の
５
に
規
定
す
る
無
線
設

備
、
航
空
機
用
救
命
無
線
機
及
び
航
空
機
用
携
帯
無
線
機
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
、

７
、
９
及
び
１
０
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

１
４
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
船
舶
地
球
局
の
送
信
設
備
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
に
規
定
す
る

値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
船
舶
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｃ
型
の
送
信
設
備

ア
　
変
調
時
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
（
高
調
波
発
射
を
除
く
。
）
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
強
度
の
許

容
値
は
、
任
意
の
３
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
別
図
第
１
号
に
示
す
曲
線
の
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
離
調
周
波

数
が
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
範
囲
に
お
け
る
無
変
調
時
の
周
波
数
ご
と
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

離
調
周
波
数

ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値

５
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

基
本
周
波
数
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
よ
り
２
５
ｄ
Ｂ
低
い
値

５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

基
本
周
波
数
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
よ
り
４
５
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

基
本
周
波
数
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
よ
り
５
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

イ
　
高
調
波
発
射
（
１
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
も
の
に
限
る
。
）
の
強
度
の
許
容
値
は
、
等
価
等
方
輻

射
電
力
が
（－

）
２
５
ｄ
Ｂ
Ｗ
（
１
Ｗ
を
０
ｄ
Ｂ
Ｗ
と
す
る
。
以
下
こ
の
別
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下

で
あ
る
値
と
す
る
。

（２）
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
船
舶
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｆ
型
の
送
信
設
備

ア
　
変
調
時
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
（
高
調
波
発
射
を
除
く
。
）
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
強
度
の
許

容
値
は
、
任
意
の
４
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
別
図
第
１
号
に
示
す
曲
線
の
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
，
６
２

６
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
か
ら
１
，
６
６
０
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
帯
に
お
け
る
変
調
時
の
周
波
数
ご
と
の
ス

プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
離
調
周
波
数
が
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の
に
対
し
て
無
変
調

時
の
基
本
周
波
数
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ
低
い
値
と
す
る
。

イ
　
高
調
波
発
射
（
１
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
も
の
に
限
る
。
）
の
強
度
の
許
容
値
は
、
等
価
等
方
輻

射
電
力
が
（－

）
２
３
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
で
あ
る
値
と
す
る
。

１
５
　
無
線
測
位
業
務
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
（
基
本
周
波
数
の
平
均
電
力
が
１
Ｗ
を
超
え
る
も
の
（
９
Ｇ

Ｈ
ｚ
帯
船
舶
用
レ
ー
ダ
ー
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容

値
（
基
本
周
波
数
が
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
を
除
く
。
）
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の

強
度
の
許
容
値
は
、
２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
次
レ
ー
ダ
ー

（
決
定
し
よ
う
と
す
る
位
置
か
ら
反
射
さ
れ
る
無
線
信
号
と
基
準
信
号
と
の
比
較
を
基
礎
と
す
る
無
線
測
位
の

設
備
を
い
う
。
）
の
参
照
帯
域
幅
及
び
帯
域
外
領
域
と
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
の
境
界
の
周
波
数
は
、
総
務
大
臣
が

別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

空
中
線
電
力

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強

度
の
許
容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発

射
の
強
度
の
許
容
値

５
０
Ｗ
を
超
え
る

も
の

基
本
周
波
数
の
平
均
電
力
よ
り
４
０
ｄ
Ｂ
低

い
値

基
本
周
波
数
の
尖
頭
電
力
よ
り
６
０

ｄ
Ｂ
低
い
値

５
０
Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

注
　
レ
ー
ダ
ー
の
送
信
設
備
の
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
空
中
線
か
ら
輻
射

さ
れ
る
周
波
数
ご
と
の
不
要
発
射
の
尖
頭
電
力
の
値
と
す
る
。

１
６
　
２
７
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
２
８
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通
信
業
務
を
行
う

こ
と
を
目
的
と
し
て
開
設
す
る
無
線
呼
出
局
の
送
信
設
備
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度

の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
に
規
定
す
る
値
に
か

か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

空
中
線
電
力

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の

強
度
の
許
容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発

射
の
強
度
の
許
容
値

２
５
Ｗ
を
超
え
る
も

の

１
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
周
波
数

の
平
均
電
力
よ
り
７
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

基
本
周
波
数
の
搬
送
波
電
力
よ
り
７

０
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
Ｗ
を
超
え
２
５
Ｗ

以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下

１
Ｗ
以
下

１
０
０μ

Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

１
７
　
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
、
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
及
び
ロ

ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局
の
送
信
設
備
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

（１）
　
第
４
９
条
の
６
に
定
め
る
携
帯
無
線
通
信
の
中
継
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許

容
値
は
、
２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

（２）
　
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
、
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設

備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線

局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
重
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
時

分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
符
号
分
割
多
元
接
続
方
式

携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

は
、
２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

（３）
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数

分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
、
時
分

割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
時
分
割
・
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方

式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
、
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波

数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
、
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携

帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の

通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
並
び
に
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直
交
周

波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
携
帯
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
の
無
線
局
の
送
信
設
備
の
不

要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す

る
。

１
８
　
１
，
２
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
６
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
を
角
度
変
調
し
た
電
波
を
使
用
す
る
単

一
通
信
路
の
陸
上
移
動
業
務
の
無
線
局
（
１
７
（
１
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
送
信
設
備

の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の

強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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空
中
線
電
力

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の

強
度
の
許
容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射

の
強
度
の
許
容
値

５
０
Ｗ
を
超
え

る
も
の

１
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
周
波
数

の
平
均
電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

５
０μ

Ｗ
以
下
又
は
基
本
周
波
数
の

搬
送
波
電
力
よ
り
７
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
Ｗ
を
超
え
５

０
Ｗ
以
下

基
本
周
波
数
の
搬
送
波
電
力
よ
り
６
０

ｄ
Ｂ
低
い
値

１
Ｗ
以
下

２
５μ

Ｗ
以
下

２
５μ

Ｗ
以
下

１
９
　
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
、
デ
ジ
タ
ル
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
設
備
の
試
験
の
た

め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
、
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
実

数
零
点
単
側
波
帯
変
調
方
式
又
は
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
通
信
方
式
の
無
線
局
（
海
岸
局
、
航
空
局
、
実
験
試
験
局

及
び
ア
マ
チ
ュ
ア
局
並
び
に
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
市
町
村
デ
ジ
タ
ル
防
災
無
線
通
信

を
行
う
固
定
局
並
び
に
簡
易
無
線
局
（
デ
ジ
タ
ル
簡
易
無
線
局
に
限
る
。
）
の
送
信
設
備
の
帯
域
外
領
域
に
お

け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、

２
（
１
）
及
び
１
８
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

空
中
線
電
力

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射

の
強
度
の
許
容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の

強
度
の
許
容
値

５
０
Ｗ
を
超
え

る
も
の

２
．
５μ

Ｗ
以
下
又
は
基
本
周
波
数
の
平

均
電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

５
０μ

Ｗ
以
下
又
は
基
本
周
波
数
の
搬
送

波
電
力
よ
り
７
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
Ｗ
を
超
え
５

０
Ｗ
以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下
又
は
基
本
周
波
数
の
搬

送
波
電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
Ｗ
以
下

２
５μ

Ｗ
以
下

２
５μ

Ｗ
以
下

１
９
の
２
　
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
陸
上
移
動
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
高
度
Ｍ
Ｃ
Ａ
制
御
局
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を

行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領

域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に

告
示
す
る
値
と
す
る
。

２
０
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
狭
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
送
信
設
備
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射

又
は
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
及
び
（
３
）
並
び
に
１
８
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射

の
強
度
の
許
容
値

周
波
数
帯

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ

リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許

容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る

不
要
発
射
の
強
度
の
許

容
値

１
，
８
９
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
９
１

９
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

２
５
０
ｎ
Ｗ
以
下

２
５
０
ｎ
Ｗ
以
下

１
，
８
９
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
１
，
９

１
９
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

２
．
５μ

Ｗ
以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下

注
　
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
給
電
線
に
供
給
さ
れ
る
周
波
数
ご
と
の
ス
プ
リ
ア

ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
継
続
す
る
時
間
に
お
け
る
平
均
の
電
力
の
値
と
す
る
。

（２）
　
帯
域
外
領
域
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
の
境
界
の
周
波
数

搬
送
波
（±

）
９
９
６
ｋ
Ｈ
ｚ

２
１
　
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
陸
上
移
動
局
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
基
地
局
と
陸
上
移
動
局
と
の
間
の
通
信
を
中
継

す
る
無
線
局
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
通
信
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の

強
度
の
許
容
値
は
、
２
及
び
１
８
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

ア
　
施
行
規
則
第
１
６
条
第
１
号
の
２
に
規
定
す
る
陸
上
移
動
局
の
も
の

周
波
数
帯

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不

要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

（
ア
）
　
１
，
８
８
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
９
１
５
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る

平
均
電
力
が
７
９
４
ｎ
Ｗ
以

下

（
イ
）
　
１
，
８
８
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
及
び
１
，
９
１
５
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ

を
超
え
る
も
の
（
（
ウ
）
及
び
（
エ
）
に
掲
げ
る
周
波
数
を
除
く
。
）

（
注
１
）

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る

平
均
電
力
が
７
９
４
ｎ
Ｗ
以

下

（
ウ
）
　
８
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
８
４
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
８
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

上
８
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
，
４
２
７
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
４
５

２
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
，
４
７
５
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
５
０
０
．

９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
，
７
４
９
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
７
８
４
．
９
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
、
１
，
８
４
４
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
８
７
９
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
及
び
２
，
０
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
０
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
注

１
）

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る

平
均
電
力
が
２
５
１
ｎ
Ｗ
以

下

（
エ
）
　
１
，
９
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
９
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
２
，

１
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
１
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
注
１
）

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る

平
均
電
力
が
７
９
．
４
ｎ
Ｗ

以
下

イ
　
ア
に
掲
げ
る
以
外
の
も
の

周
波
数
帯

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強

度
の
許
容
値

（
ア
）
　
１
，
８
８
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
９
１
５
．
７
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が

７
９
４
ｎ
Ｗ
以
下

（
イ
）
　
１
，
８
８
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
及
び
１
，
９
１
５
．

７
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の
（
（
ウ
）
に
掲
げ
る
周
波
数
を

除
く
。
）
（
注
１
）

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が

７
９
４
ｎ
Ｗ
以
下

（
ウ
）
　
１
，
９
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
９
８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

及
び
２
，
１
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
１
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

（
注
１
）

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が

２
５
１
ｎ
Ｗ
以
下

注
１
　
離
調
周
波
数
が
２
．
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
と
な
る
周
波
数
帯
に
限
る
。

２
　
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
給
電
線
に
供
給
さ
れ
る
周
波
数
ご
と
の
不
要
発
射
の
継
続
す
る
時
間
に
お
け

る
平
均
の
電
力
の
値
と
す
る
。

（２）
　
帯
域
外
領
域
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
の
境
界
の
周
波
数

ア
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
２
８
８
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
送
信
設
備

搬
送
波
（±

）
９
９
６
ｋ
Ｈ
ｚ

イ
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
２
８
８
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
送
信
設
備

搬
送
波
（±

）
１
，
２
９
６
ｋ
Ｈ
ｚ

２
２
　
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
（
１
，
２
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
２
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
（
１
，
２
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

を
超
え
１
，
２
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線

局
、
１
，
２
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
２
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
、
７

３
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
２
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
３
１
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
１
５
．
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
４

３
３
．
６
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
３
４
．
１
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
９
１
５
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
９
２
９
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
を
除
く
。
）
、
１
０
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
０
．
５
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
２
４
．
０
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
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４
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
、
小
電
力
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
シ
ス
テ

ム
の
無
線
局
及
び
道
路
交
通
情
報
通
信
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発

射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
及
び
１
８

に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
平
均
電
力
が
２
．
５μ

Ｗ
以
下
で
あ
る
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定

小
電
力
無
線
局
の
う
ち
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
並
び
に
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
及
び
デ

ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局
の
う
ち
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又

は
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
及
び
１
８
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
告
示
に
定
め
る
値
と

す
る
。

２
３
　
３
１
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
１
５
．
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
４
３
３
．
６
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
３
４
．
１
７

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

は
、
２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
３
１
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
１
５
．
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

１
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
（
３
１
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
１
５
．
２
５

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
２
５
０
ｎ
Ｗ
以
下

１
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
１μ

Ｗ
以
下

注
　
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
値
と
す
る
。

（２）
　
４
３
３
．
６
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
３
４
．
１
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

１
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
（
４
３
３
．
６
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
３

４
．
１
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
で
２
５
０
ｎ
Ｗ
以
下

１
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
で
１μ

Ｗ
以
下

注
　
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
値
と
す
る
。

２
４
　
９
１
６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
９
２
０
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
若
し
く

は
移
動
体
識
別
用
の
陸
上
移
動
局
、
９
１
６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
９
２
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
移
動
体
識
別
用
の
特
定
小
電
力
無
線
局
、
９
２
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
９
２
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
（
９
１
６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
９
２
０
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
使
用
す
る
移
動
体
識
別
用
の
も
の
を
除
く
。
）
又
は
２
．
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
若
し
く
は
５
．
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周

波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
力
伝
送
用
の
構
内
無
線
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、

２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
９
１
６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
９
２
０
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
構
内
無
線
局
又
は
移

動
体
識
別
用
の
陸
上
移
動
局

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

７
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

３
６
ｄ
Ｂ
（
１
ｍ
Ｗ
を
０
ｄ
Ｂ
と
す
る
。
以
下
こ
の
表
及

び
（
２
）
か
ら
（
６
）
ま
で
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
以

下
の
値

７
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

５
８

ｄ
Ｂ
以
下
の
値

９
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

５
８
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

９
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
１
５
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
及
び
９
２
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９

３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

３
９
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

９
１
５
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
２
３
．
５
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
（
無
線
チ
ャ
ネ
ル
の
中
心
周
波

数
か
ら
の
離
調
が
１
０
０
（
ｎ
＋
１
）
ｋ

Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）
（
注
）

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

２
９
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

９
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

５
８
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
２
１
５
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

４
８

ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
，
２
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

３
０

ｄ
Ｂ
以
下
の
値

注
　
ｎ
は
、
一
の
無
線
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
同
時
に
使
用
す
る
単
位
チ
ャ
ネ
ル
の
数
と
す
る
。

（２）
　
９
１
６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
９
２
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
移
動
体
識
別
用
の
特

定
小
電
力
無
線
局

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

７
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が－

３
６
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

７
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

５
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

９
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が－

５
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

９
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
１
５
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
及
び
９
２
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
３
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が－

３
６
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

９
１
５
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
２
３
．
５
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
（
無
線
チ
ャ
ネ
ル
の
中
心
周
波
数
か

ら
の
離
調
が
１
０
０
（
ｎ
＋
１
）
ｋ
Ｈ
ｚ
以

下
を
除
く
。
）
（
注
）

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が－

２
９
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

９
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が－

５
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
２
１
５
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

４
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
，
２
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

３
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

注
　
ｎ
は
、
一
の
無
線
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
同
時
に
使
用
す
る
単
位
チ
ャ
ネ
ル
の
数
と
す
る
。

（３）
　
９
２
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
９
２
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
（
（
１
）

に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

７
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が

－

３
６
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

７
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

５

５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

９
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が

－

５
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値
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９
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
２
０
．
３
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が

－

３
６
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

９
２
０
．
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
２
４
．
３
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
（
無
線
チ
ャ
ネ
ル
の
中
心
周
波

数
か
ら
の
離
調
が
（
２
０
０
＋
１
０
０×

ｎ
）
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）
（
注
）

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が

－

２
９
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

９
２
４
．
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が

－

３
６
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

９
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が

－

５
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
２
１
５
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

４

５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
，
２
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

３

０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

注
　
ｎ
は
、
一
の
無
線
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
同
時
に
使
用
す
る
単
位
チ
ャ
ネ
ル
の
数
と
す
る
。

（４）
　
２
．
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
力
伝
送
用
の
構
内
無
線
局

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

（
ｆ
ｃ－

１
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

３
４
．
２

ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（
ｆ
ｃ－

１
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
（
ｆ
ｃ
＋

１
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
中
心
周
波
数

か
ら
の
離
調
が
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除

く
。
）

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ

り
求
め
ら
れ
る
値
以
下
の
値

２
１－

５
０
（Δ
ｆ－
０
．
０
６
４
）
／
９
ｄ
Ｂ

（
ｆ
ｃ
＋
１
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

３
４
．
２

ｄ
Ｂ
以
下
の
値

注
　Δ

ｆ
は
、
中
心
周
波
数
か
ら
測
定
帯
域
の
中
心
ま
で
の
差
の
周
波
数
（
単
位
Ｍ
Ｈ
ｚ
）
と
す
る
。

（５）
　
５
．
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
力
伝
送
用
の
構
内
無
線
局
（
（
６
）
に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。
）

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

（
ｆ
ｃ－

３
５
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

４

８
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（
ｆ
ｃ－

３
５
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
（
ｆ
ｃ－

２
０
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

４

６
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（
ｆ
ｃ－

２
０
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
（
ｆ
ｃ－

８
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

３

８
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（
ｆ
ｃ－

８
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
（
ｆ
ｃ－

１

０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

２

４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（
ｆ
ｃ－

１
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
（
ｆ
ｃ－

２
）

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

１

４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（
ｆ
ｃ－

２
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
（
ｆ
ｃ
＋
２
）

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が

５
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
８
ｄ

Ｂ
以
下
の
値

（
ｆ
ｃ
＋
２
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
（
ｆ
ｃ
＋
１
０
）

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

１

４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（
ｆ
ｃ
＋
１
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
（
ｆ
ｃ
＋
８

０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

２

４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（
ｆ
ｃ
＋
８
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
（
ｆ
ｃ
＋
９

０
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

３

８
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（
ｆ
ｃ
＋
９
０
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

４

８
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（６）
　
５
．
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
電
力
伝
送
用
の
構
内
無
線
局
（
受
電
装
置
に
限

る
。
）

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

（
ｆ
ｃ－

８
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

６

６
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（
ｆ
ｃ－

８
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
（
ｆ
ｃ－

１

０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

６

２
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（
ｆ
ｃ－

１
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
（
ｆ
ｃ－

２
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

４

８
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（
ｆ
ｃ－

２
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
（
ｆ
ｃ
＋
２
）

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調

が
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

３

６
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（
ｆ
ｃ
＋
２
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
（
ｆ
ｃ
＋
１

０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

４

８
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（
ｆ
ｃ
＋
１
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
（
ｆ
ｃ
＋
８

０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

６

２
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（
ｆ
ｃ
＋
８
０
）
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

６

６
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

２
５
　
９
１
５
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
９
２
９
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局

の
送
信
設
備
（
２
４
（
２
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
に
規
定
す
る

値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

７
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が－

３
６
ｄ
Ｂ
（
１
ｍ
Ｗ
を
０
ｄ
Ｂ
と
す
る
。

以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
の
値

７
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が

－

５
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

９
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が－

５
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

９
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
（
無

線
チ
ャ
ネ
ル
の
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
、

単
位
チ
ャ
ネ
ル
の
幅
が
２
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合

に
あ
つ
て
は
（
２
０
０
＋
１
０
０×

ｎ
）
ｋ
Ｈ

ｚ
以
下
、
単
位
チ
ャ
ネ
ル
の
幅
が
１
０
０
ｋ
Ｈ

ｚ
の
場
合
に
あ
つ
て
は
（
１
０
０
＋
５
０×

ｎ
）

ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
を
除
く
。
）
（
注
）

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が－

３
６
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

９
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が－

５
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値
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１
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
２
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が

－

４
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
，
２
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が

－

３
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

注
　
ｎ
は
、
一
の
無
線
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
同
時
に
使
用
す
る
単
位
チ
ャ
ネ
ル
の
数
と
す
る
。

２
６
　
２
，
４
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
４
８
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無

線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
を
用
い
る
も
の
及
び
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の

無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
２
，
４
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
４
８
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を

使
用
す
る
も
の
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
及
び
１
８
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

２
，
３
８
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
及
び
２
，
４
９
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

を
超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
２
．
５μ

Ｗ
以
下

２
，
３
８
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
４
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
及
び

２
，
４
８
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
４
９
６
．
５
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
２
５μ

Ｗ
以
下

２
７
　
２
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
４
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
移
動
体
識
別
用
の

構
内
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
周
波
数
ホ
ッ
ピ
ン
グ
方
式
を
用
い
る
も
の
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

は
、
２
及
び
１
８
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

２
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
２
，
４
７
５
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
２
．
５

μ

Ｗ
以
下

２
８
　
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
２
，
４
７
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
４
９
７

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
及
び
１
８
に
規
定
す

る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

２
，
４
５
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
及
び
２
，
５
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を

超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
２
．
５μ

Ｗ
以
下

２
，
４
５
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
４
７
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
及

び
２
，
４
９
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
５
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
２
５μ

Ｗ
以
下

２
９
　
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
５
，
１
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
３
５

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
５
，
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
７
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
５
，
９
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

６
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
及
び
５
．
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ

ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備
の
任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
不
要
発
射
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
の

強
度
の
許
容
値
は
、
２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
５
，
１
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
３
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
小
電
力
デ
ー
タ
通

信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備
及
び
５
．
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局

の
送
信
設
備
（
（
２
）
、
（
４
）
及
び
（
５
）
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

占
有
周
波

数
帯
幅

基

本

周

波
数

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

１
８
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

５

，

２

４

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
１
５
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
５μ

Ｗ
以
下

５
，
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
５
１
Ｍ

Ｈ
ｚ
未
満

１
０
１－

（
ｆ－

９
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
５
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
６
０
Ｍ

Ｈ
ｚ
未
満

１
０－

１－

（
８
／
９
０
）
（
ｆ－

１
１
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
６
６
．

７
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０－

１
．
８－

（
６
／
５
０
）
（
ｆ－

２

０
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
６
６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

２
．
５μ

Ｗ
以
下

５

，

２

６

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
２
３
３
．
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
２
３
３
．
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
２

４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
０－

１
．
８－

（
６
／
５
０
）
（
ｆ－

２

０
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
２
４
９

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
０－

１－

（
８
／
９
０
）
（
ｆ－

１
１
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
４
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
２
５
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
０
１－

（
ｆ－

９
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
３
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

２
．
５μ

Ｗ
以
下

１
８
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超

え
２
０

Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

５

，

１

８

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
１
５
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
５μ

Ｗ
以
下

５

，

２

４

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
５
０
．

２
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０
１－

（
８
／
３
）
（
ｆ－

９
．
７
５
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
５
０
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
５

１
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０
１－

（
ｆ－

９
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
５
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
６
０
Ｍ

Ｈ
ｚ
未
満

１
０－

１－

（
８
／
９
０
）
（
ｆ－

１
１
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
６
６
．

７
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０－

１
．
８－

（
６
／
５
０
）
（
ｆ－

２

０
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
６
６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

２
．
５μ

Ｗ
以
下

５

，

２

６

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
２
３
３
．
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
２
３
３
．
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
２

４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
０－

１
．
８－

（
６
／
５
０
）
（
ｆ－

２

０
）

ｍ
Ｗ
以
下
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５
，
２
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
２
４
９

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
０－

１－

（
８
／
９
０
）
（
ｆ－

１
１
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
４
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
２
４
９
．

８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
０
１－

（
ｆ－

９
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
４
９
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
２

５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
０
１－

（
８
／
３
）
（
ｆ－

９
．
７
５
）

ｍ
Ｗ
以
下

５

，

３

２

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
３
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

２
．
５μ

Ｗ
以
下

２
０
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超

え
４
０

Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

５

，

１

９

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
１
４
１
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
１
４
１
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
１

５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
５μ

Ｗ
以
下

５

，

２

３

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
５
１
Ｍ

Ｈ
ｚ
未
満

１
０－

（
ｆ－

２
０
）
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／

２
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
５
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
７
０
Ｍ

Ｈ
ｚ
未
満

１
０－

（
８
／
１
９
０
）
（
ｆ－

２
１
）－

１
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
２
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
７
８
．

４
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０－

（
３
／
５
０
）
（
ｆ－

４
０
）－

１
．

８
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
２
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
７
８
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

２
．
５μ

Ｗ
以
下

５

，

２

７

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
２
２
１
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

２
．
５μ
Ｗ
以
下

５
，
２
２
１
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
２

３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
０－

（
３
／
５
０
）
（
ｆ－
４
０
）－

１
．

８
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
２
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
２
４
９

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
０－

（
８
／
１
９
０
）
（
ｆ－

２
１
）－

１
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
２
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
４
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
２
５
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
０－

（
ｆ－

２
０
）
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／

２
）

ｍ
Ｗ
以
下

５

，

３

１

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
３
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
３
５
８
．

４
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
５μ

Ｗ
以
下

５
，
３
５
８
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

２
．
５μ

Ｗ
以
下

４
０
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超

え
８
０

５

，

２

１

０

５
，
１
２
３
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下

Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
１
２
３
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
１

５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
５μ

Ｗ
以
下

５
，
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
５
１
Ｍ

Ｈ
ｚ
未
満

１
０－

（
ｆ－

４
０
）
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／

４
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
５
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
９
０
Ｍ

Ｈ
ｚ
未
満

１
０－

（
８
／
３
９
０
）
（
ｆ－

４
１
）－

１
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
４
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
９
６
．

７
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０－

（
３
／
１
０
０
）
（
ｆ－

８
０
）－

１
．
８
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
４
）

ｍ
Ｗ
以

下

５
，
２
９
６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

２
．
５μ

Ｗ
以
下

５

，

２

９

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
２
０
３
．
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
２
０
３
．
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
２

１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
０－

（
３
／
１
０
０
）
（
ｆ－

８
０
）－

１
．
８
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
４
）

ｍ
Ｗ
以

下

５
，
２
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
２
４
９

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
０－

（
８
／
３
９
０
）
（
ｆ－

４
１
）－

１
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
４
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
４
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
２
５
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
０－

（
ｆ－

４
０
）
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／

４
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
３
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
３
７
６
．

８
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
５μ

Ｗ
以
下

５
，
３
７
６
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

２
．
５μ

Ｗ
以
下

８
０
Ｍ
Ｈ

ｚ
を
超

え
１
６

０
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

５

，

２

５

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
０
９
９
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
０
９
９
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
１

５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
５μ

Ｗ
以
下

５
，
３
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
４
０
０
．

４
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
５μ

Ｗ
以
下

５
，
４
０
０
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

２
．
５μ

Ｗ
以
下

注
　
ｆ
は
基
本
周
波
数
か
ら
の
差
の
周
波
数
と
し
、
単
位
は
Ｍ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

（２）
　
５
，
１
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
小
電
力
デ
ー
タ
通

信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
で
あ
つ
て
自
動
車
内
に
設
置
す
る
無
線
局
（
自
動
車
内
に
設
置
す
る
も
の
か
ら
制
御

を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
の
送
信
設
備

占
有
周
波

数
帯
幅

基

本

周

波
数

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

２
０
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

５

，

１

８

０

５
，
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

０
．
５μ

Ｗ
以
下
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Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
１
５

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

３μ

Ｗ
以
下

５

，

２

４

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
５
０
．

２
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

０
．
２×

１
０
１－

（
８
／
３
）
（
ｆ－

９
．
７
５
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
５
０
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２

５
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

０
．
２×

１
０
１－

（
ｆ－

９
）

ｍ
Ｗ

以
下

５
，
２
５
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
６
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

０
．
２×

１
０－

１－

（
８
／
９
０
）
（
ｆ

－

１
１
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
６
６
．

７
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

０
．
２×

１
０－

１
．
８－

（
６
／
５
０
）

（
ｆ－

２
０
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
６
６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
３

６
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

０
．
５μ

Ｗ
以
下

２
０
Ｍ
Ｈ

ｚ

を

超

え

４

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

以
下

５

，

１

９

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
１
４
１
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

０
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
１
４
１
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，

１
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

３μ

Ｗ
以
下

５

，

２

３

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
５
１

Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

０
．
２×

１
０－

（
ｆ－

２
０
）
＋
ｌ
ｏ

ｇ
（
１
／
２
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
５
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
７
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

０
．
２×

１
０－

（
８
／
１
９
０
）
（
ｆ－

２
１
）－

１
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
２
）

ｍ
Ｗ

以
下

５
，
２
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
７
８
．

４
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

０
．
２×

１
０－

（
３
／
５
０
）
（
ｆ－

４

０
）－

１
．
８
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
２
）

ｍ

Ｗ
以
下

５
，
２
７
８
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
４

０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

０
．
５μ

Ｗ
以
下

４
０
Ｍ
Ｈ

ｚ

を

超

え

８

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

以
下

５

，

２

１

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
１
２
３
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

０
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
１
２
３
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，

１
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

３μ

Ｗ
以
下

５
，
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
５
１

Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

０
．
２×

１
０－

（
ｆ－

４
０
）
＋
ｌ
ｏ

ｇ
（
１
／
４
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
５
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
９
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

０
．
２×

１
０－

（
８
／
３
９
０
）
（
ｆ－

４
１
）－

１
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
４
）

ｍ
Ｗ

以
下

５
，
２
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
９
６
．

７
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

０
．
２×

１
０－

（
３
／
１
０
０
）
（
ｆ－

８
０
）－

１
．
８
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
４
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
９
６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
４

８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

０
．
５μ

Ｗ
以
下

注
　
ｆ
は
、
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
単
位
と
す
る
周
波
数
と
す
る
。

（３）
　
５
，
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
７
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
小
電
力
デ
ー
タ
通

信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備

ア
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
で
あ
つ
て
、
変
調
方
式
が
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
以
外
の

場
合

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

５
，
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
５
，
７
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

イ
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
で
あ
つ
て
、
変
調
方
式
が
直
交
周
波
数
分
割
多
重
方
式
の
場
合

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

５
，
４
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
４
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
５
，
７
４
５
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
上
５
，
７
６
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
７
６
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

２
．
５μ

Ｗ
以
下

ウ
　
ア
及
び
イ
以
外
の
場
合

占
有
周
波
数
帯
幅

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容

値

２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
０
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

５
，
４
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
４
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
４
７
０
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

５
，
７
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８
０
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

５
，
４
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
４
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
４
６
９
．

５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

５
，
４
６
９
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
４
７

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

５
１
．
２μ

Ｗ
以
下

５
，
７
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
６
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

５
，
４
１
９
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
４
１
９
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
４
７

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

５
，
７
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

（４）
　
５
，
２
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
５
，
５
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
５
，
６
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
５
，
６
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波

数
の
電
波
を
同
時
に
使
用
す
る
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
又
は
５
．
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ

ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
の
送
信
設
備

基
本
周
波

数

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
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５
，
２
１

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
１
３
４
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
１
３
４
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

５
，
１
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
６
２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
５

１
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０－

（
ｆ－

４
０
）
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
８
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
５
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
８

５
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０－

（
８
／
３
９
０
）
（
ｆ－

４
１
）－

１
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／

８
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
８
５
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，

３
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
５
３

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
３
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
４
５

４
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下

た
だ
し
、
５
．
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス

テ
ム
の
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
の
５
，
２
１

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
と
同
時
に
使
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
４
５
４
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

５
，
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
５μ

Ｗ
以
下

た
だ
し
、
５
．
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス

テ
ム
の
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
の
５
，
２
１

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
と
同
時
に
使
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
５
０μ

Ｗ
以
下

５
，
６
１

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
７
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
５μ
Ｗ
以
下

５
，
６
９

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
７
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
５μ

Ｗ
以
下

注
　
ｆ
は
基
本
周
波
数
か
ら
の
差
の
周
波
数
と
し
、
単
位
は
Ｍ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

（５）
　
５
，
２
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
５
，
５
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
５
，
６
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
５
，
６
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波

数
の
電
波
を
同
時
に
使
用
す
る
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備

基
本
周
波
数

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

５
，
２
９
０

Ｍ
Ｈ
ｚ

５
，
２
１
４
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
２
１
４
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
２
４
９
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

１
０－

（
８
／
３
９
０
）
（
ｆ－

４
１
）－

１
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
８
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
４
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

１
０－

（
ｆ－

４
０
）
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／

８
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
３
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
３
６
５
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

１
５μ

Ｗ
以
下

５
，
３
６
５
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
４
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
５
３
０

Ｍ
Ｈ
ｚ

５
，
４
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
４
５
４
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下

２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
４
５
４
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
４
７
０
Ｍ
Ｈ

ｚ
未
満

１
５μ

Ｗ
以
下

５
，
６
１
０

Ｍ
Ｈ
ｚ

５
，
７
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
５μ

Ｗ
以
下

５
，
６
９
０

Ｍ
Ｈ
ｚ

５
，
７
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
５μ

Ｗ
以
下

注
　
ｆ
は
基
本
周
波
数
か
ら
の
差
の
周
波
数
と
し
、
単
位
は
Ｍ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

（６）
　
５
，
５
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
及
び
５
，
６
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
同
時
に
使
用
す
る
小
電
力
デ
ー
タ
通

信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

５
，
４
１
９
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
４
１
９
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
４
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

５
，
７
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
５μ

Ｗ
以
下

注
　
ｆ
は
基
本
周
波
数
か
ら
の
差
の
周
波
数
と
し
、
単
位
は
Ｍ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

（７）
　
５
．
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
の
送
信
設
備
（
（
８
）

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

占

有

周

波

数
帯
幅

基

本

周

波
数

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

１

８

Ｍ

Ｈ

ｚ
以
下

５

，

２

４

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
１

５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

７
５μ

Ｗ
以
下

５
，
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
５

１
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０
１
＋
ｌ
ｏ
ｇ
５－

（
ｆ－

９
）

ｍ
Ｗ
以

下

５
，
２
５
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
６

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０－

１
＋
ｌ
ｏ
ｇ
５－

（
８
／
９
０
）
（
ｆ－

１
１
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
６

６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０－

１
．
８
＋
ｌ
ｏ
ｇ
５－

（
６
／
５
０
）

（
ｆ－

２
０
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
６
６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

１

８

Ｍ

Ｈ

ｚ

を

超

え

２

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

以
下

５

，

１

８

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
１
４
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
１

５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

７
５μ

Ｗ
以
下

５

，

２

４

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
５

０
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０
１
＋
ｌ
ｏ
ｇ
５－

（
８
／
３
）
（
ｆ－

９
．

７
５
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
５
０
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，

２
５
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０
１
＋
ｌ
ｏ
ｇ
５－

（
ｆ－

９
）

ｍ
Ｗ
以

下
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５
，
２
５
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
６

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０－

１
＋
ｌ
ｏ
ｇ
５－

（
８
／
９
０
）
（
ｆ－

１
１
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
６

６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０－

１
．
８
＋
ｌ
ｏ
ｇ
５－

（
６
／
５
０
）

（
ｆ－

２
０
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
６
６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

２

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

を

超

え

４

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

以
下

５

，

１

９

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
１
４
１
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
１
４
１
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，

１
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

７
５μ

Ｗ
以
下

５

，

２

３

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
５

１
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
５－

（
ｆ－

２
０
）
＋
ｌ
ｏ
ｇ

（
１
／
２
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
５
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
７

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
５－

（
８
／
１
９
０
）
（
ｆ－

２

１
）－

１
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
２
）

ｍ
Ｗ
以

下

５
，
２
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
７

８
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
５－

（
３
／
５
０
）
（
ｆ－

４
０
）

－

１
．
８
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
２
）

ｍ
Ｗ
以

下

５
，
２
７
８
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

４

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

を

超

え

８

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

以
下

５

，

２

１

０

Ｍ

Ｈ

ｚ

５
，
１
２
３
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
１
２
３
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，

１
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

７
５μ

Ｗ
以
下

５
，
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
５

１
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
５－

（
ｆ－
４
０
）
＋
ｌ
ｏ
ｇ

（
１
／
４
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
５
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
９

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
５－

（
８
／
３
９
０
）
（
ｆ－

４

１
）－

１
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
４
）

ｍ
Ｗ
以

下

５
，
２
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
９

６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
５－

（
３
／
１
０
０
）
（
ｆ－

８

０
）－

１
．
８
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
４
）

ｍ
Ｗ

以
下

５
，
２
９
６
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

注
　
ｆ
は
基
本
周
波
数
か
ら
の
差
の
周
波
数
と
し
、
単
位
は
Ｍ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

（８）
　
５
，
５
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
、
５
，
６
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
又
は
５
，
６
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
小

電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備
と
同
時
に
使
用
す
る
５
．
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
高
出
力
デ
ー
タ

通
信
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継
局
の
送
信
設
備

基
本
周
波

数

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

５
，
２
１

０
Ｍ
Ｈ

ｚ

５
，
１
３
４
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
１
３
４
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
１
５

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

６
２
．
５μ

Ｗ
以
下

５
，
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
５
１
Ｍ
Ｈ

ｚ
未
満

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
５－

（
ｆ－

４
０
）
＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
８
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
５
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
２
８
５
．
２

Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

１
０
ｌ
ｏ
ｇ
５－

（
８
／
３
９
０
）
（
ｆ－

４
１
）－

１

＋
ｌ
ｏ
ｇ
（
１
／
８
）

ｍ
Ｗ
以
下

５
，
２
８
５
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
２
．
５μ

Ｗ
以
下

注
　
ｆ
は
基
本
周
波
数
か
ら
の
差
の
周
波
数
と
し
、
単
位
は
Ｍ
Ｈ
ｚ
と
す
る
。

（９）
　
５
，
９
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
小
電
力
デ
ー
タ
通

信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て

大
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
２
５
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線

設
備

占
有
周
波
数
帯
幅

基
本
周
波
数

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の

許
容
値

２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

５
，
９
５
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

５
，
９
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

０
．
２μ

Ｗ
以
下

６
，
４
１
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

６
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
６
，
４

２
５
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

５
０μ

Ｗ
以
下

６
，
４
２
５
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
２
．
５μ

Ｗ
以

下

２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

５
，
９
６
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

５
，
９
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

０
．
２μ

Ｗ
以
下

６
，
４
０
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

６
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
６
，
４

２
５
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

５
０μ

Ｗ
以
下

６
，
４
２
５
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
２
．
５μ

Ｗ
以

下

４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

５
，
９
８
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

５
，
９
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

０
．
２μ

Ｗ
以
下

６
，
３
８
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

６
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
６
，
４

２
５
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

５
０μ

Ｗ
以
下

６
，
４
２
５
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
２
．
５μ

Ｗ
以

下

８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
６

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

６
，
０
２
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

５
，
９
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

０
．
２μ

Ｗ
以
下

６
，
３
４
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

６
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
６
，
４

２
５
．
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

５
０μ

Ｗ
以
下

６
，
４
２
５
．
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
２
．
５μ

Ｗ
以

下

１
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３

２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

６
，
１
０
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

５
，
９
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

０
．
２μ

Ｗ
以
下
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６
，
２
６
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

６
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
２
．
５μ

Ｗ
以

下

（１０）
　
５
，
９
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
小
電
力
デ
ー
タ
通

信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て

大
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
２
５
ミ
リ
ワ
ッ
ト
を
超
え
２
０

０
ミ
リ
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
設
備

占
有
周
波
数
帯
幅

基
本
周
波
数

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度

の
許
容
値

２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

５
，
９
５
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

５
，
９
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

２μ

Ｗ
以
下

６
，
４
１
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

６
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
６
，
４
３

５
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

５
０μ

Ｗ
以
下

６
，
４
３
５
．
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
２
．
５μ

Ｗ
以

下

２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

５
，
９
６
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

５
，
９
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

２μ

Ｗ
以
下

６
，
４
０
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

６
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
６
，
４
４

０
．
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

５
０μ

Ｗ
以
下

６
，
４
４
０
．
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
２
．
５μ

Ｗ
以

下

４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

５
，
９
８
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

５
，
９
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

２μ

Ｗ
以
下

６
，
３
８
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

６
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
６
，
４
４

０
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

５
０μ

Ｗ
以
下

６
，
４
４
０
．
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
２
．
５μ

Ｗ
以

下

８
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１

６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

６
，
０
２
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

５
，
９
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

２μ

Ｗ
以
下

６
，
３
４
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

６
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
６
，
４
２

５
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

５
０μ

Ｗ
以
下

６
，
４
２
５
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
２
．
５μ

Ｗ
以

下

１
６
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

３
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

６
，
１
０
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

５
，
９
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

２μ

Ｗ
以
下

６
，
２
６
５
Ｍ

Ｈ
ｚ

６
，
４
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
６
，
４
２

５
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

５
０μ

Ｗ
以
下

６
，
４
２
５
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

１
２
．
５μ

Ｗ
以

下

３
０
　
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備
の
う
ち
、
２
４
．
７
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
２
５
．
２
３

Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
で
あ
つ
て
２
４
．
７
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
又
は
２
４
．
７
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
に
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
整

数
倍
を
加
え
た
も
の
を
使
用
す
る
も
の
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

２
４
．
７
０
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
及
び
２
５
．
２
９
５

Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
１

μ

Ｗ
以
下

３
１
　
小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
５
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
以

下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

５
５
．
６
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
３
０
ｄ

Ｂ
ｍ
以
下

５
５
．
６
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以

下
及
び
６
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
７
．
５
Ｇ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
２
６
ｄ

Ｂ
ｍ
以
下

６
７
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
３
０
ｄ

Ｂ
ｍ
以
下

３
２
　
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上
移
動
局
、
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
及
び
狭
域
通
信
シ
ス
テ
ム
の
陸
上

移
動
局
の
無
線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射

の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
及
び
（
３
）
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値

２
５μ

Ｗ
以
下

（２）
　
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

ア
　
陸
上
移
動
局
及
び
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備

２
．
５μ

Ｗ
以
下

イ
　
基
地
局
の
送
信
設
備

２
５μ

Ｗ
以
下

（３）
　
帯
域
外
領
域
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
の
境
界
の
周
波
数

搬
送
波
（±

）
１
２
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ

３
３
　
１
７
．
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
８
．
７
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
１
９
．
２
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
９
．
７
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
（
固
定
局
、
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
及
び
陸
上
移
動
局
に
限

る
。
）
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
及
び
（
２
）
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら

ず
、
任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
５
０μ

Ｗ
以
下
で
あ
る
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
帯

域
外
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

３
４
　
２
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
、
２
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
又
は
３
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
業
務
の

無
線
局
の
送
信
設
備
及
び
基
本
周
波
数
の
平
均
電
力
が
１
Ｗ
以
下
の
送
信
設
備
で
あ
つ
て
、
５
４
．
２
５
Ｇ
Ｈ

ｚ
を
超
え
５
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
送
信
設
備
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス

プ
リ
ア
ス
発
射
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
に
規
定
す
る
値

に
か
か
わ
ら
ず
、
５
０μ

Ｗ
以
下
で
あ
る
値
と
す
る
。

３
５
　
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
、
陸
上
移
動
局
、
携
帯
基
地
局
及

び
携
帯
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が

別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

３
６
　
航
空
機
地
球
局
の
送
信
設
備
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
送
信
設
備
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度

の
許
容
値
は
、
２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
航
空
機
地
球
局
の
送
信
設
備
の
う
ち
１
，
６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６
６
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の

周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
無
線
高
速
デ
ー
タ
通
信
が
可
能
な
も
の
及
び
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ

Ｎ
型
を
除
く
。
）
の
単
一
の
変
調
時
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た

だ
し
、
搬
送
波
の
周
波
数
の
（±

）
３
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
範
囲
内
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
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１
，
５
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
４
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
基
本
周
波
数
の
等
価
等
方
輻
射
電

力
よ
り
１
３
５
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
，
５
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
５

５
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
４
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
基
本
周
波
数
の
等
価
等
方
輻
射
電

力
よ
り
２
０
３
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
，
５
５
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
５

６
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
４
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
基
本
周
波
数
の
等
価
等
方
輻
射
電

力
よ
り
１
３
５
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
，
５
６
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
５

８
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
基
本
周
波
数
の
等
価
等
方
輻
射
電

力
よ
り
１
５
５
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
，
５
８
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
５

９
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
４
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
基
本
周
波
数
の
等
価
等
方
輻
射
電

力
よ
り
１
０
５
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
，
５
９
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
基
本
周
波
数
の
等
価
等
方
輻
射
電

力
よ
り
１
０
５
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
，
６
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
基
本
周
波
数
の
等
価
等
方
輻
射
電

力
よ
り
８
５
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
，
６
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
７

３
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
４
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
基
本
周
波
数
の
等
価
等
方
輻
射
電

力
よ
り
５
５
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
，
７
３
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
２
Ｇ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
４
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
基
本
周
波
数
の
等
価
等
方
輻
射
電

力
よ
り
１
０
５
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
以

下

任
意
の
４
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
基
本
周
波
数
の
等
価
等
方
輻
射
電

力
よ
り
７
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

（２）
　
航
空
機
地
球
局
の
送
信
設
備
の
う
ち
１
，
６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６
６
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の

周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
無
線
高
速
デ
ー
タ
通
信
が
可
能
な
も
の
に
限
る
。
）
の
ス
プ
リ
ア
ス
発

射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ア
　
変
調
時
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
（
高
調
波
発
射
を
除
く
。
）
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
強
度
の
許

容
値
は
、
任
意
の
４
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
別
図
第
１
号
に
示
す
曲
線
の
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
１
，
６
２

６
．
４
ｋ
Ｈ
ｚ
か
ら
１
，
６
６
０
．
６
ｋ
Ｈ
ｚ
ま
で
の
周
波
数
帯
に
お
け
る
変
調
時
の
周
波
数
ご
と
の
ス

プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
離
調
周
波
数
が
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の
に
対
し
て
無
変
調

時
の
基
本
周
波
数
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ
低
い
値
と
す
る
。

イ
　
高
調
波
発
射
（
１
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
も
の
に
限
る
。
）
の
強
度
の
許
容
値
は
、
等
価
等
方
輻

射
電
力
が
（－

）
２
３
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
で
あ
る
値
と
す
る
。

３
７
　
航
空
機
地
球
局
の
送
信
設
備
の
う
ち
１
，
６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６
６
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の

周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
に
限
る
。
）
及
び
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯

移
動
地
球
局
の
送
信
設
備
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
送
信
設
備
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
に
規

定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｃ
型
の
送
信
設
備

１
４
（
１
）
に
規
定
す
る
値
と
す
る
。

（２）
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｆ
型
の
送
信
設
備

１
４
（
２
）
に
規
定
す
る
値
と
す
る
。

（３）
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｄ
型
の
送
信
設
備

ア
　
Ｆ
１
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
も
の

変
調
時
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
（
高
調
波
発
射
を
除
く
。
）
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
強
度
の
許
容

値
は
、
別
図
第
１
号
に
示
す
曲
線
の
値
と
す
る
。

イ
　
Ｇ
１
Ｄ
電
波
を
使
用
す
る
も
の

不
要
発
射
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
強
度
の
許
容
値
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
高
調
波

発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
（－

）
３
８
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下
で
あ
る
値
と
す
る
。

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

１
５
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
２
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
（－

）
８
４
．
８

ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

１
５
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
６
５
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

任
意
の
９
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
（－

）
１
０
０
．
８
ｄ

Ｂ
Ｗ
以
下

１
６
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
３
０
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下

任
意
の
１
２
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
（－

）
８
４
．
８

ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

２
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
０
０
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
２
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
（－

）
７
７
．
８

ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

１
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
５

５
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
７
１
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下

１
，
５
５
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
７
０
ｄ
Ｂ
Ｗ
以

下

１
，
６
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
式
に
よ
り
求
め

ら
れ
る
値
以
下

－

８
０
＋
３
４
／
５
（
ｆ－

１
６
０
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

ｆ
は
、
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
単
位
と
す
る
周
波
数
と
す
る
。

１
，
６
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

２
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
４
６
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下

１
，
６
２
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
３
６
ｄ
Ｂ
Ｗ
以

下

１
，
６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

１
，
６
６
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
値
以
下

（
１
）
　Δ

ｆ
が
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合
は
、

（－

）
３
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

（
２
）
　Δ

ｆ
が
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

は
、
（－

）
１
６
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

（
３
）
　Δ

ｆ
が
２
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

は
、
（－

）
３
６
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

（
４
）
　Δ

ｆ
が
７
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
４
，
０
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

の
場
合
は
、
（－

）
４
６
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

Δ

ｆ
は
、
ｋ
Ｈ
ｚ
を
単
位
と
す
る
搬
送
波
の
中
心
周
波
数±

１
６
ｋ

Ｈ
ｚ
か
ら
の
離
調
周
波
数
と
す
る
。

１
，
６
６
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

１
，
６
６
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
３
６
ｄ
Ｂ
Ｗ
以

下

１
，
６
６
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
４
６
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下

１
，
６
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
，
４

０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
７
１
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下

３
，
４
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
０
．

７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
６
５
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下

１
０
．
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
１
．
２

Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
５
９
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下

２
１
．
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
０
Ｇ
Ｈ

ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
５
３
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下
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（４）
　
航
空
機
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
の
送
信
設
備
及
び
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局

の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｂ
Ｇ
Ａ
Ｎ
型
の
送
信
設
備

ア
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
う
ち
主
と
し
て
航
空
機
に
搭
載
さ
れ
る
無
線
設
備
以
外
の
無
線

設
備

変
調
時
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
強
度
の
許
容
値
は
、
無
変
調
時
の
基
本
周

波
数
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
よ
り
６
０
ｄ
Ｂ
低
い
値
と
す
る
。

イ
　
航
空
機
地
球
局
及
び
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
う
ち
主
と
し
て
航
空
機
に
搭
載
さ
れ
る
無

線
設
備
の
う
ち

大
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
１
５
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
の
無
線
設
備

不
要
発
射
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
強
度
の
許
容
値
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
高
調
波

発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
任
意
の
３
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
（－

）
３
８
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下
で
あ
る
値
と
す
る
。

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

２
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
２
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
（－

）
８
４
．
８

ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

２
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
０
０
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
２
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
（－

）
７
７
．
８

ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

１
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
５

５
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
６
１
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

１
，
５
５
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
７
０
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

１
，
６
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

１
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら

れ
る
値
以
下

－

７
０
＋
２
３
／
１
５
（
ｆ－

１
６
０
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
１
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
１
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら

れ
る
値
以
下

－

５
５
＋
５
／
４
（
ｆ－

１
６
１
２
．
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
１
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
２
１
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら

れ
る
値
以
下

－

５
０
＋
４
／
５
（
ｆ－

１
６
１
６
．
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
１
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
２
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－
）
６
０
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

１
，
６
２
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求
め

ら
れ
る
値
以
下

－

６
０
＋
５
（
ｆ－

１
６
２
４
．
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

２
５
．
１
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求
め

ら
れ
る
値
以
下

－

５
７
．
５
＋
１
２
／
５
（
ｆ－

１
６
２
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
５
．
１
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
１
，
６
２
５
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求
め

ら
れ
る
値
以
下

－

５
７
．
２
＋
３
２
／
３
（
ｆ－

１
６
２
５
．
１
２
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
５
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
２
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求
め

ら
れ
る
値
以
下

－

５
０
＋
１
５
（
ｆ－

１
６
２
５
．
８
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

２
６
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求
め

ら
れ
る
値
以
下

－

４
７
＋
３
５
（
ｆ－

１
６
２
６
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
６
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
４
０
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

１
，
６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
６
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
以
下

（
１
）
　Δ

ｆ
が
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合
は
、

次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
以
下

－

３
／
５Δ

ｆ
ｄ
Ｂ
Ｗ

（
２
）
　Δ

ｆ
が
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

は
、
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
以
下

－

１
５－

７
／
２
０
（Δ

ｆ－

２
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

（
３
）
　Δ

ｆ
が
１
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場

合
は
、
（－

）
５
０
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

（
４
）
　Δ

ｆ
が
４
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
５
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

の
場
合
は
、
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
以
下

－

５
０－

３
／
２
１
５
（Δ

ｆ－

４
２
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

（
５
）
　Δ

ｆ
が
１
，
５
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
６
，
０
０
０
ｋ
Ｈ

ｚ
以
下
の
場
合
は
、
（－

）
６
５
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

１
，
６
６
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
６
５
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
６
０
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

１
，
６
６
５
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
７
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
６
０
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下

１
，
６
７
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
８
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
６
０
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下

１
，
６
８
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
９
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
６
０
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

１
，
６
９
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１

２
．
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
６
０
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

注
１

ｆ
は
、
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
単
位
と
す
る
周
波
数
と
す
る
。

注
２

Δ

ｆ
は
、
ｋ
Ｈ
ｚ
を
単
位
と
す
る
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
に
応
じ
た
次
に
定
め
る
周
波
数
か
ら
の
離
調
周
波

数
と
す
る
。

（１）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
２
１
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合

搬
送
波
の
中
心
周
波
数±

１
１
．
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ

（２）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
４
２
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合

搬
送
波
の
中
心
周
波
数±

２
２
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ

（３）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
８
４
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合

搬
送
波
の
中
心
周
波
数±

４
５
ｋ
Ｈ
ｚ

（４）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
９
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合

搬
送
波
の
中
心
周
波
数±

５
０
ｋ
Ｈ
ｚ

（５）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
１
８
９
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合

搬
送
波
の
中
心
周
波
数±
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

（６）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
１
９
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合

搬
送
波
の
中
心
周
波
数±

１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
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ウ
　
航
空
機
地
球
局
及
び
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
う
ち
主
と
し
て
航
空
機
に
搭
載
さ
れ
る
無

線
設
備
の
う
ち

大
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
１
５
ｄ
Ｂ
Ｗ
を
超
え
る
無
線
設
備

不
要
発
射
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
強
度
の
許
容
値
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
高
調
波

発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
任
意
の
３
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
（－

）
３
８
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下
で
あ
る
値
と
す
る
。

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

２
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
２
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
（－

）
８
４
．
８

ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

２
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
０
０
０

Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
２
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
（－

）
７
７
．
８

ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

１
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
５

５
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
６
１
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

１
，
５
５
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
７
０
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

１
，
６
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら

れ
る
値
以
下

－
７
０
＋
２
４
／
５
（
ｆ－

１
６
０
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

２
１
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
４
６
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

１
，
６
２
１
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

１
，
６
２
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら

れ
る
値
以
下

－

４
６
＋
２
（
ｆ－
１
６
２
１
．
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

１
，
６
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求
め

ら
れ
る
値
以
下

－

６
０
＋
５
（
ｆ－

１
６
２
４
．
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

２
５
．
１
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求
め

ら
れ
る
値
以
下

－

５
７
．
５
＋
１
２
／
５
（
ｆ－

１
６
２
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
５
．
１
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
１
，
６
２
５
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求
め

ら
れ
る
値
以
下

－

５
７
．
２
＋
３
２
／
３
（
ｆ－

１
６
２
５
．
１
２
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
５
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

１
，
６
２
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求
め

ら
れ
る
値
以
下

－

５
０
＋
１
５
（
ｆ－

１
６
２
５
．
８
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

２
６
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求
め

ら
れ
る
値
以
下

－

４
７
＋
３
５
（
ｆ－

１
６
２
６
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
６
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

１
，
６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
４
０
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

１
，
６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

１
，
６
６
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
以
下

（
１
）
　Δ

ｆ
が
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合
は
、

次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
以
下

５－

４
／
５Δ

ｆ
ｄ
Ｂ
Ｗ

（
２
）
　Δ

ｆ
が
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

は
、
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
以
下

－

１
５－

（
（
３
５－

Δ

Ｗ
）
／
１
０
０
）
（Δ

ｆ－

２
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

（
３
）
　Δ

ｆ
が
１
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場

合
は
、
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
以
下

－

５
０
＋Δ

Ｗ
ｄ
Ｂ
Ｗ

（
４
）
　Δ

ｆ
が
４
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
５
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

の
場
合
は
、
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
以
下

－

５
０
＋Δ

Ｗ－

（
（
１
０
＋Δ

Ｗ
）
／
１
０
７
５
）
（Δ

ｆ－

４

２
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

（
５
）
　Δ

ｆ
が
１
，
５
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
６
，
０
０
０
ｋ
Ｈ

ｚ
以
下
の
場
合
は
、
（－

）
６
０
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

１
，
６
６
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

１
，
６
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
３
６
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

１
，
６
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
，
４

０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
６
１
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

３
，
４
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
０
．

７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
５
５
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

１
０
．
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
２
．
７

５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
４
９
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

注
１

ｆ
は
、
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
単
位
と
す
る
周
波
数
と
す
る
。

注
２

Δ

ｆ
は
、
ｋ
Ｈ
ｚ
を
単
位
と
す
る
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
に
応
じ
た
次
に
定
め
る
周
波
数
か
ら
の
離
調
周
波

数
と
す
る
。

（１）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
２
１
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合

搬
送
波
の
中
心
周
波
数±

１
１
．
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ

（２）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
４
２
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合

搬
送
波
の
中
心
周
波
数±

２
２
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ

（３）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
８
４
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合

搬
送
波
の
中
心
周
波
数±

４
５
ｋ
Ｈ
ｚ

（４）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
９
５
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合

搬
送
波
の
中
心
周
波
数±

５
０
ｋ
Ｈ
ｚ

（５）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
１
８
９
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合

搬
送
波
の
中
心
周
波
数±

１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

（６）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
１
９
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
場
合

搬
送
波
の
中
心
周
波
数±

１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ

注
３

Δ

Ｗ
は
、
ｄ
Ｂ
Ｗ
を
単
位
と
す
る

大
等
価
等
方
輻
射
電
力
か
ら
１
５
ｄ
Ｂ
を
減
じ
た
値
と
す
る
。

（５）
　
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
Ｇ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
型
の
送
信
設
備

ア
　
不
要
発
射
（
高
調
波
発
射
を
除
く
。
）
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
強
度
の
許
容
値
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

９
ｋ
Ｈ
ｚ
以
上
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
１
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
（－

）
６
４
ｄ
Ｂ
Ｗ

５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
（－

）
６
４
ｄ
Ｂ
Ｗ
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５
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満

任
意
の
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
（－

）
６
４
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
５
９
６
．

５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
（－

）
５
８
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
５
９
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
６
０

６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
（－

）
５
８
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
０
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
６
１

６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
３
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
（－

）
５
８
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
１
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
６
２

１
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
（－

）
５
８
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
１
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
６
２

４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
（－

）
５
８
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
６
２

６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

搬
送
波
の
基
本
周
波
数
か
ら
の
離
調
周
波
数
が
４
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ

の
場
合
は
７
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
、
搬
送
波
の
基
本
周

波
数
か
ら
の
離
調
周
波
数
が
１
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
の
場
合
は

任
意
の
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
（－

）
５
８
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
６
６

０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

搬
送
波
の
基
本
周
波
数
か
ら
の
離
調
周
波
数
が
４
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ

の
場
合
は
７
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
、
搬
送
波
の
基
本
周

波
数
か
ら
の
離
調
周
波
数
が
１
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
の
場
合
は

任
意
の
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
（－

）
５
４
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
６
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
６
６

２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

搬
送
波
の
基
本
周
波
数
か
ら
の
離
調
周
波
数
が
４
５
０
ｋ
Ｈ
ｚ

の
場
合
は
７
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
、
搬
送
波
の
基
本
周

波
数
か
ら
の
離
調
周
波
数
が
１
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
の
場
合
は

任
意
の
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
（－

）
５
８
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
６
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
６
６

５
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
（－

）
５
８
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
６
５
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
６
７

０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
（－

）
５
８
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
７
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
６
８

０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
３
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
（－
）
５
８
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
８
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
，
６
９

０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
（－

）
５
８
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
９
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
２
．
７

５
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
い
て
（－

）
５
８
ｄ
Ｂ
Ｗ

イ
　
高
調
波
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
（－

）
３
８
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
で
あ
る
値
と
す

る
。

３
８
　
基
本
周
波
数
の
平
均
電
力
が
１
Ｗ
以
下
の
気
象
援
助
局
及
び
簡
易
無
線
局
（
２
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
電
波
を
使

用
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
送
信
設
備
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
の
規
定

は
適
用
し
な
い
。

３
９
　
２
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
Ｈ
３
Ｅ
電
波
、
Ｊ
３
Ｅ
電
波
又
は
Ｒ
３
Ｅ
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
の
送
信
設
備

（
航
空
移
動
業
務
の
無
線
局
、
地
上
基
幹
放
送
局
、
放
送
中
継
を
行
う
固
定
局
及
び
ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
送
信
設

備
を
除
く
。
）
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
及
び
３
に
規
定
す
る
値

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

割
当
周
波
数
か
ら
の
周
波
数
間
隔

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

１
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
以

下

基
本
周
波
数
の
尖
頭
電
力
よ
り
３
１
ｄ
Ｂ
低
い
値

４
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
以

下

基
本
周
波
数
の
尖
頭
電
力
よ
り
３
８
ｄ
Ｂ
低
い
値

７
．
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

５
０
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
周
波
数
の
尖
頭
電
力
よ

り
４
３
ｄ
Ｂ
低
い
値

４
０
　
移
動
局
（
航
空
機
局
を
除
く
。
）
の
う
ち
単
側
波
帯
（
実
数
零
点
単
側
波
帯
変
調
方
式
の
も
の
を
除
く
。
）

を
使
用
す
る
送
信
設
備
の
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
及
び
３
９

に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
周
波
数
の
尖
頭
電
力
よ
り
４
３
ｄ
Ｂ
低
い
値
と
す
る
。

４
１
　
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
局
（
人
工
衛
星
に
開
設
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア

局
の
無
線
設
備
を
遠
隔
操
作
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
局
を
含
む
。
）
の
送
信
設
備
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ

ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
に

規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

空
中
線
電
力

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度

の
許
容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発

射
の
強
度
の
許
容
値

５
Ｗ
を
超
え
る

も
の

５
０
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
周
波
数
の

平
均
電
力
よ
り
４
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

５
０
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基

本
周
波
数
の
尖
頭
電
力
よ
り
５
０

ｄ
Ｂ
低
い
値

１
Ｗ
を
超
え
５

Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

１
Ｗ
以
下

１
０
０μ

Ｗ
以
下

４
２
　
宇
宙
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
（
１
４
、
３
６
、
３
７
、
４
１
、
５
６
、
６
８
及
び
６
９
の

規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又

は
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
及
び
（
２
）
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
告
示
に
定

め
る
値
と
す
る
。

４
３
　
超
広
帯
域
無
線
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
に
規
定
す
る
値

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
第
４
９
条
の
２
７
第
１
項
に
規
定
す
る
３
．
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
４
．
８
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
又
は
７
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
上
１
０
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
（
１
ｍ
Ｗ
を
０
ｄ
Ｂ
と
す
る
。
以
下
４

３
に
お
い
て
同
じ
。
）

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お

け
る
平
均
電
力

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お

け
る
尖
頭
電
力

１
，
６
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

－

９
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

８
４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
，
６
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
７

０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

－

８
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

７
９
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

２
，
７
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
０
．

６
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

－

７
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

６
４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
０
．
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
１
０
．
７

Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

－

８
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

７
９
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
０
．
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
１
１
．
７

Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

－

７
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

６
４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
１
．
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
１
２
．
７

５
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

－

８
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

７
９
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
２
．
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上

－

７
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

６
４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（２）
　
２
４
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
２
９
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
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周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

３
６
．
６
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が－

５
４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

３
６
．
６
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が－

４
４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

注
　
４
８
．
１
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
４
８
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
５
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
５
２
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯

に
お
い
て
、
任
意
の
５
波
に
つ
い
て
は
、
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が－

２
６
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

で
あ
る
こ
と
。

（３）
　
第
４
９
条
の
２
７
第
３
項
に
規
定
す
る
７
．
５
８
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
８
．
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波

を
使
用
す
る
も
の

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に

お
け
る
平
均
電
力
に
、
与
え

ら
れ
た
方
向
に
お
け
る
空
中

線
の
絶
対
利
得
を
乗
じ
た
値

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に

お
け
る
尖
頭
電
力
に
、
与
え

ら
れ
た
方
向
に
お
け
る
空
中

線
の
絶
対
利
得
を
乗
じ
た
値

１
，
６
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

－

９
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

８
４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
，
６
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
７
０

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

－
８
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

７
９
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

２
，
７
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
７
．
２
５

Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

－

７
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

６
４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

７
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
８
．
５
Ｇ
Ｈ

ｚ
未
満

－

５
９
．
３
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

３
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

８
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
１
０
．
２
５
Ｇ

Ｈ
ｚ
未
満

－

６
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値
－

３
５
．
７
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
０
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
１
０
．
６

Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

－

７
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

６
４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
０
．
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
１
０
．
７
Ｇ

Ｈ
ｚ
未
満

－

８
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－
７
９
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
０
．
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
１
１
．
７
Ｇ

Ｈ
ｚ
未
満

－

７
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

６
４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
１
．
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
１
２
．
７
５

Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

－

８
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

７
９
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
２
．
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上

－

７
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

６
４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（４）
　
第
４
９
条
の
２
７
第
４
項
に
規
定
す
る
７
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
９
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用

す
る
も
の

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に

お
け
る
平
均
電
力
に
、
与
え

ら
れ
た
方
向
に
お
け
る
空
中

線
の
絶
対
利
得
を
乗
じ
た
値

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に

お
け
る
尖
頭
電
力
に
、
与
え

ら
れ
た
方
向
に
お
け
る
空
中

線
の
絶
対
利
得
を
乗
じ
た
値

１
，
６
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

－

９
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

８
４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
，
６
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
７
０

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

－

８
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

７
９
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

２
，
７
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
７
．
２
５

Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

－

７
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

６
４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

９
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
１
０
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ

未
満

－

６
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

３
５
．
７
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
０
．
２
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
１
０
．
６

Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

－

７
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

６
４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
０
．
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
１
０
．
７
Ｇ

Ｈ
ｚ
未
満

－

８
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

７
９
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
０
．
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
１
１
．
７
Ｇ

Ｈ
ｚ
未
満

－

７
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

６
４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
１
．
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上
１
２
．
７
５

Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

－

８
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

７
９
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

１
２
．
７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上

－

７
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

－

６
４
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

４
４
　
１
，
５
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通
信
業
務
用
固
定
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発

射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

４
５
　
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
及
び
直
交
周
波
数
分

割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線

局
、
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
及
び
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は

時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
設

備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
並
び
に
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
直

交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備
の
帯
域
外
領
域

に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

は
、
２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

４
６
　
削
除

４
７
　
削
除

４
８
　
４
０
３
．
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
４
０
５
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
ラ
ジ
オ
ゾ
ン
デ
の
ス

プ
リ
ア
ス
領
域
（
離
調
周
波
数
が
３
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許

容
値
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

４
９
　
質
問
信
号
送
信
設
備
、
基
準
信
号
送
信
設
備
及
び
ノ
ン
ト
ラ
ン
ス
ポ
ン
ダ
の
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ

リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
及
び
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
及
び
１

５
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

５
０
　
２
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
広
帯
域
移
動
無
線
通
信
を
行
う
無
線
局
及
び
２
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
広
帯
域
移
動
無
線
通
信

設
備
の
試
験
の
た
め
の
通
信
等
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
に
規
定
す

る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

５
１
　
時
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度

の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
及
び
（
２
）
並
び
に
１
８
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
（
（
３
）
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
を
除
く
。
）
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

３
６
ｄ
Ｂ
（
１
ｍ
Ｗ
を
０
ｄ
Ｂ
と
す
る
。
以
下
こ
の

５
１
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
の
値

（２）
　
帯
域
外
領
域
（
（
３
）
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
を
除
く
。
）
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

ア
　
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
８
６
４
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
２
２
８
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い
て

は
、
任
意
の
１
９
２
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

５
．
６
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

イ
　
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
１
，
２
２
８
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
５
９
２
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
に
お

い
て
は
、
任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

９
．
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

ウ
　
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
２
，
５
９
２
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
，
３
２
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
に
お

い
て
は
、
任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

２
９
．
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値
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５
２
　
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
デ
ジ
タ
ル
コ
ー
ド
レ
ス
電
話
の
無
線
局
の
送
信
設
備
の
不
要

発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
及
び
（
２
）
並
び
に
１
８
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

（１）
　
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

３
６
ｄ
Ｂ
（
１
ｍ
Ｗ
を
０
ｄ
Ｂ
と
す
る
。
以
下
こ
の

５
２
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
下
の
値

（２）
　
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

ア
　
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
１
，
４
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の

（ア）
　
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
０
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い
て

は
、
任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

１
３
．
７
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（イ）
　
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
１
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い
て

は
、
任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

１
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（ウ）
　
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
３
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、
任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ

の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－
２
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（エ）
　
（
ア
）
か
ら
（
ウ
）
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
，
８
９
５
．
０
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
８
９

６
．
１
９
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
１
，
９
０
１
．
９
５
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
９
０
３
．
１
０
４
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、
１
．
１
５
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

１
２
ｄ
Ｂ

以
下
の
値

イ
　
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
５
，
０
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
も
の

（ア）
　
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い
て

は
、
任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－
１
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（イ）
　
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
．
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い
て

は
、
任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

１
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（ウ）
　
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
６
．
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
．
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い
て

は
、
任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
親
機
に
あ
つ
て
は－
２
９
ｄ
Ｂ
以
下
、
子
機

に
あ
つ
て
は－

１
３
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（エ）
　
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
７
．
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、
任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ

の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
親
機
に
あ
つ
て
は－

３
６
ｄ
Ｂ
以
下
、
子
機
に
あ
つ
て
は－

２
５
ｄ

Ｂ
以
下
の
値

（オ）
　
（
ア
）
か
ら
（
エ
）
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
，
８
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
８
８
０
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、
任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
子
機
に
あ
つ

て
は－

３
６
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（カ）
　
（
ア
）
か
ら
（
エ
）
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
，
８
９
５
．
０
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
８
９

６
．
１
９
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
，
９
０
１
．
９
５
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
９
０
３
．
１
０
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
及
び
１
，
９
０
３
．
６
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
９
０
４
．
８
３
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い

て
は
、
１
．
１
５
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

１
２
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（キ）
　
（
ア
）
か
ら
（
エ
）
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
，
９
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
９
２
５
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、
任
意
の
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
親
機
に
あ
つ

て
は－

３
３
ｄ
Ｂ
以
下
、
子
機
に
あ
つ
て
は－

１
８
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

ウ
　
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
が
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
も
の

（ア）
　
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、
任
意
の

３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

１
８
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（イ）
　
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、
任

意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

１
０
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（ウ）
　
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
８
．
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い
て

は
、
任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
親
機
に
あ
つ
て
は－

２
９
ｄ
Ｂ
以
下
、
子
機

に
あ
つ
て
は－

１
３
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（エ）
　
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
９
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
親
機
に
あ
つ
て
は－

３
６
ｄ
Ｂ
以
下
、
子
機
に
あ

つ
て
は－

２
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（オ）
　
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、
任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の

帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

３
６
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（カ）
　
（
ア
）
か
ら
（
オ
）
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
，
８
９
５
．
０
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
８
９

６
．
１
９
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
、
１
，
９
０
１
．
９
５
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
９
０
３
．
１
０
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
以

下
及
び
１
，
９
０
３
．
６
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
９
０
４
．
８
３
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い

て
は
、
任
意
の
１
．
１
５
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が－

１
２
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

（キ）
　
（
ア
）
か
ら
（
オ
）
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
，
９
２
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
９
３
０
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
の
周
波
数
帯
に
お
い
て
は
、
任
意
の
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
親
機
に
あ

つ
て
は－

３
０
ｄ
Ｂ
以
下
、
子
機
に
あ
つ
て
は－

１
５
ｄ
Ｂ
以
下
の
値

５
３
　
８
０
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

は
、
２
（
１
）
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
２
，
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

帯
域
外
領
域

７
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８

１
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

空
中
線
端
子
に
お
い
て
、
任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け

る
平
均
電
力
が
３
．
１
６μ

Ｗ
以
下

上
記
以
外
の
周
波
数
帯

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
１
０
０μ

Ｗ
以
下

ス
プ
リ
ア
ス
領
域

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
５
０μ

Ｗ

以
下

（２）
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
２
，
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

帯
域
外
領
域

７
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８

１
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

空
中
線
端
子
に
お
い
て
、
任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け

る
平
均
電
力
が
３
．
１
６μ

Ｗ
以
下

上
記
以
外
の
周
波
数
帯

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
１
０
０μ

Ｗ
以
下

ス
プ
リ
ア
ス
領
域

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
５
０μ

Ｗ

以
下

５
４
　
７
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
帯
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、

２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
固
定
局
又
は
基
地
局

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

７
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
２
．
５μ

Ｗ
以
下
の
値
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７
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
５
０
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
２
０
ｎ
Ｗ

以
下
の
値

７
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
５
５
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
１
０
０μ

Ｗ
以
下
の
値

７
６
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
７
０
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
１
０
０μ

Ｗ
以
下
の
値

７
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８
１
０
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
３
２
０
ｐ

Ｗ
以
下
の
値

８
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
２
．
５μ

Ｗ
以
下
の
値

１
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
２
．
５μ

Ｗ
以

下
の
値

（２）
　
陸
上
移
動
局

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

７
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
２
．
５μ

Ｗ
以
下
の
値

７
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
５
０
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
２
０
ｎ
Ｗ

以
下
の
値

７
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
５
５
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
１
０
０μ

Ｗ
以
下
の
値

７
６
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
７
０
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
１
０
０μ

Ｗ
以
下
の
値

７
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８
１
０
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
１
０
ｎ
Ｗ

以
下
の
値

８
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
Ｇ
Ｈ
ｚ

以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
２
．
５μ

Ｗ
以
下
の
値

１
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
２
．
５μ

Ｗ
以

下
の
値

５
５
　
２
３
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備
又
は
２
３
Ｇ
Ｈ
ｚ
帯
の
周
波
数

の
電
波
を
使
用
し
て
通
信
系
を
構
成
す
る
固
定
局
の
無
線
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
に
規
定

す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

５
６
　
第
４
９
条
の
２
３
の
２
に
規
定
す
る
携
帯
移
動
地
球
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、

２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　

大
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
１
５
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
の
送
信
設
備

ア
　
不
要
発
射
（
高
調
波
発
射
を
除
く
。
）
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
強
度
の
許
容
値
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

１
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
（－

）
６
６
ｄ

Ｂ
Ｗ
以
下

１
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
５

５
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
６
１
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

１
，
５
５
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
７
０
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

１
，
６
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

１
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求
め

ら
れ
る
値
以
下

－

７
０
＋
２
３
／
１
５
（
ｆ－

１
６
０
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
１
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
１
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求
め

ら
れ
る
値
以
下

－

５
５
＋
５
／
４
（
ｆ－

１
６
１
２
．
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
１
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
２
１
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求
め

ら
れ
る
値
以
下

－

５
０
＋
４
／
５
（
ｆ－

１
６
１
６
．
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
１
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
２
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
６
０
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下

１
，
６
２
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求

め
ら
れ
る
値
以
下

－

６
０
＋
５
（
ｆ－

１
６
２
４
．
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

２
５
．
１
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求

め
ら
れ
る
値
以
下

－

５
７
．
５
＋
１
２
／
５
（
ｆ－

１
６
２
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
５
．
１
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超

え
１
，
６
２
５
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求

め
ら
れ
る
値
以
下

－

５
７
．
２
＋
３
２
／
３
（
ｆ－

１
６
２
５
．
１
２
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
５
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
２
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求

め
ら
れ
る
値
以
下

－

５
０
＋
１
５
（
ｆ－

１
６
２
５
．
８
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
６

２
６
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求

め
ら
れ
る
値
以
下

－

４
７
＋
３
５
（
ｆ－

１
６
２
６
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
２
６
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
４
０
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下

１
，
６
２
６
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
６
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
以
下

（
１
）
　Δ

ｆ
が
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合
は
、

次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
以
下

－

３
／
５Δ

ｆ
ｄ
Ｂ
Ｗ

（
２
）
　Δ

ｆ
が
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

は
、
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
以
下

－

１
５－

７
／
２
０
（Δ

ｆ－

２
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

（
３
）
　Δ

ｆ
が
１
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場

合
は
、
（－

）
５
０
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

（
４
）
　Δ

ｆ
が
４
２
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
５
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下

の
場
合
は
、
次
の
式
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
値
以
下

－

５
０－

３
／
２
１
５
（Δ

ｆ－

４
２
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

（
５
）
　Δ

ｆ
が
１
，
５
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
６
，
０
０
０
ｋ
Ｈ

ｚ
以
下
の
場
合
は
、
（－

）
６
５
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

１
，
６
６
２
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
６
５
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
６
０
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下
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１
，
６
６
５
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
７
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
６
０
ｄ

Ｂ
Ｗ
以
下

１
，
６
７
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
８
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
６
０
ｄ

Ｂ
Ｗ
以
下

１
，
６
８
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
９
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
６
０
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

１
，
６
９
０
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，

２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
６
０
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

２
，
２
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
２
．

７
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
（－

）
６
０
ｄ
Ｂ
Ｗ

以
下

注
１

ｆ
は
、
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
単
位
と
す
る
周
波
数
と
す
る
。

注
２

Δ

ｆ
は
、
ｋ
Ｈ
ｚ
を
単
位
と
す
る
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
端
か
ら
の
離
調
周
波
数
と
す
る
。

イ
　
高
調
波
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
任
意
の
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
（－

）
３
８
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下
で
あ
る
値
と
す
る
。

（２）
　

大
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
１
５
ｄ
Ｂ
Ｗ
を
超
え
る
送
信
設
備

ア
　
不
要
発
射
（
高
調
波
発
射
を
除
く
。
）
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
の
強
度
の
許
容
値
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

２
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
（－

）
８
５
．
６

ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

２
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
０
０

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
（－

）
７
８
．
６

ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

１
，
０
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

５
５
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
７
１
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下

１
，
５
５
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
７
０
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

１
，
６
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
次
の
式
に
よ
り
求

め
ら
れ
る
値
以
下

－

８
０
＋
３
４
／
５
（
ｆ－

１
６
０
５
）
ｄ
Ｂ
Ｗ

１
，
６
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，

６
２
５
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
４
６
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下

１
，
６
２
５
．
８
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

１
，
６
６
１
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
３
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
以
下

（
１
）
　Δ

ｆ
が
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合
は
、
５

ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

（
２
）
　Δ

ｆ
が
１
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合
は
、

（－

）
１
０
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

（
３
）
　Δ

ｆ
が
２
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合
は

、
（－

）
１
５
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

（
４
）
　Δ

ｆ
が
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

は
、
（－

）
２
５
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

（
５
）
　Δ

ｆ
が
２
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
７
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
以
下
の
場
合

は
、
（－

）
３
５
ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下

（
６
）
　Δ

ｆ
が
７
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
場
合
は
、
（－

）
４
５
ｄ

Ｂ
Ｗ
以
下

１
，
６
６
１
．
２
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え

１
，
６
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
４
６
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下

１
，
６
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
３
，

４
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
７
１
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下

３
，
４
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
０
．

７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
６
５
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下

１
０
．
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
１
．

２
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
５
９
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下

２
１
．
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
４
０
Ｇ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）
５
３
ｄ
Ｂ

Ｗ
以
下

注
１

ｆ
は
、
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
単
位
と
す
る
周
波
数
と
す
る
。

注
２

Δ

ｆ
は
、
ｋ
Ｈ
ｚ
を
単
位
と
す
る
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
の
端
か
ら
の
離
調
周
波
数
と
す
る
。

イ
　
高
調
波
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
幅
の
等
価
等
方
輻
射
電
力
が
（－

）
３
８

ｄ
Ｂ
Ｗ
以
下
で
あ
る
値
と
す
る
。

５
７
　
７
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
８
１
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
送
信
設
備

の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許

容
値

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が

１
０
０μ

Ｗ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が

５
０μ

Ｗ
以
下

５
８
　
１
，
２
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
，
３
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
又
は
２
，
３
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
３
７
０
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
番
組
素
材
中
継
を
行
う
移
動
業
務
の
無
線
局
の
う
ち
、
複
数
の
空
中

線
か
ら
同
一
の
周
波
数
の
電
波
を
送
信
す
る
も
の
の
送
信
設
備
に
つ
い
て
は
、
２
（
１
）
に
規
定
す
る
値
に
か

か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

空
中
線
電
力

帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の

強
度
の
許
容
値

ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射

の
強
度
の
許
容
値

１
０
Ｗ
を
超
え

る
も
の

１
０
０
ｍ
Ｗ
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
周

波
数
の
平
均
電
力
よ
り
５
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

５
０μ

Ｗ
以
下
又
は
基
本
周
波
数
の
搬

送
波
電
力
よ
り
７
０
ｄ
Ｂ
低
い
値

１
０
Ｗ
以
下

１
０
０μ

Ｗ
以
下

５
０μ

Ｗ
以
下

注
　
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
各
空
中
線
端
子
に
お
け
る
電
力
の
値
の
総
和
と
す

る
。

５
９
　
１
１
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
３
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
番
組
素
材
中
継
を
行
う
移
動

業
務
の
無
線
局
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、

帯
域
外
領
域
に
お
い
て
任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
１
０
０μ

Ｗ
以
下
で
あ
る
値
と

し
、
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
い
て
任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
尖
頭
電
力
が
５
０μ

Ｗ
以
下
で
あ

る
値
と
す
る
。

６
０
　
無
人
移
動
体
画
像
伝
送
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
（
１
６
９
．
０
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
６
９
．
３
９
７
５
Ｍ
Ｈ

ｚ
以
下
及
び
１
６
９
．
８
０
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
７
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
を

除
く
。
）
の
無
線
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
及
び
１
８
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
２
，
４
８
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
４
９
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

ア
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の
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周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

２
，
４
７
８
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
及
び
２
，
４
９
８
．
５
Ｍ

Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
５
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
２
０μ

Ｗ
以
下

２
，
４
７
８
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
４
８
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

及
び
２
，
４
９
６
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
４
９
８
．
５
Ｍ

Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
３
０
０μ

Ｗ
以
下

２
，
４
８
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
４
８
３
．
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未

満
及
び
２
，
４
９
３
．
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
４
９

６
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
２
ｍ
Ｗ
以
下

２
，
５
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
５
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
１
０μ

Ｗ
以
下

２
，
５
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
１μ

Ｗ
以
下

イ
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
９
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

２
，
４
７
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
及
び
２
，
５
０
０
Ｍ
Ｈ
ｚ

を
超
え
２
，
５
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均

電
力
が
１
０μ

Ｗ
以
下

２
，
４
７
３
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
４
７
８
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

未
満
及
び
２
，
４
９
８
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
５
０

０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均

電
力
が
１
５
０μ

Ｗ
以
下

２
，
４
７
８
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
２
，
４
８
３
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

及
び
２
，
４
９
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
２
，
４
９
８
．

５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均

電
力
が
１
ｍ
Ｗ
以
下

２
，
５
１
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均

電
力
が
１μ

Ｗ
以
下

（２）
　
５
，
６
５
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
，
７
５
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の

ア
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

５
，
５
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
及
び
５
，
８
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
０
．
６
３μ

Ｗ
以
下

５
，
５
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
６
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
及
び

５
，
７
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
８
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
３μ

Ｗ
以
下

５
，
６
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
６
４
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
及
び

５
，
７
６
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
７
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電

力
が
６
．
３μ

Ｗ
以
下

イ
　
占
有
周
波
数
帯
幅
が
４
．
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
１
９
．
７
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
も
の

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

５
，
５
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満
及
び
５
，
８
１
５
Ｍ
Ｈ
ｚ

以
上

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
０
．
６
３μ

Ｗ
以
下

５
，
５
９
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
６
３
０
Ｍ
Ｈ
ｚ
未
満

及
び
５
，
７
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
５
，
８
１
５
Ｍ
Ｈ

ｚ
未
満

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力

が
３μ

Ｗ
以
下

６
１
　
５
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
特
定
小
電
力
無
線
局
（
第
４
９
条

の
１
４
第
１
４
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）

に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（１）
　
５
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
第
４
９
条
の
１
４
第
１
２

号
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

５
５
．
６
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
６
７
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を

超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）

３
０
ｄ
Ｂ
ｍ
以
下

５
５
．
６
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び

６
４
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
７
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）

２
６
ｄ
Ｂ
ｍ
以
下

（２）
　
５
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
（
第
４
９
条
の
１
４
第
１
３

号
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

５
５
．
６
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び
６
７
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
を

超
え
る
も
の

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）

３
０
ｄ
Ｂ
ｍ
以
下

５
５
．
６
２
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
５
７
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下
及
び

６
６
Ｇ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
７
．
５
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
下

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
（－

）

２
６
ｄ
Ｂ
ｍ
以
下

６
２
　
Ｖ
Ｈ
Ｆ
デ
ー
タ
交
換
装
置
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
（
１
）
に
規
定
す
る
値
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

周
波
数
帯

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値

１
Ｇ
Ｈ
ｚ
未
満

任
意
の
１
０
０
ｋ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
０
．
２
５μ

Ｗ
以
下

１
Ｇ
Ｈ
ｚ
以
上

任
意
の
１
Ｍ
Ｈ
ｚ
の
帯
域
幅
に
お
け
る
平
均
電
力
が
１μ

Ｗ
以
下

６
３
　
船
上
通
信
設
備
（
デ
ジ
タ
ル
船
上
通
信
設
備
に
限
る
。
）
の
送
信
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、

２
（
１
）
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
中
心
周
波
数
か
ら
の
離
調
が
９
．
３
７
５
ｋ
Ｈ
ｚ
を
超
え
る
周
波

数
帯
に
お
い
て
、
０
．
２
５μ

Ｗ
以
下
の
値
と
す
る
。

６
４
　
Ｇ
１
Ｄ
又
は
Ｇ
７
Ｄ
電
波
１
０
８
．
０
２
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
上
１
１
７
．
９
７
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電

波
を
使
用
す
る
航
空
無
線
航
行
業
務
の
無
線
局
の
無
線
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、
２
及
び
１
５

に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

６
５
　
携
帯
無
線
通
信
等
を
抑
止
す
る
無
線
局
の
送
信
設
備
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
及
び
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容

値
は
、
２
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
７
、
２
１
及
び
４
５
に
規
定
す
る
値
を
準
用
す
る
。

６
６
　
５
４
Ｍ
Ｈ
ｚ
を
超
え
６
５
Ｍ
Ｈ
ｚ
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
電
気
通
信
業
務
用
無
線
局
の
う

ち
、
第
４
９
条
の
２
４
の
５
に
規
定
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
又
は
不
要
発
射
の
強
度
の

許
容
値
は
、
２
（
１
）
及
び
４
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ア
　
帯
域
外
領
域
に
お
け
る
ス
プ
リ
ア
ス
発
射
の
強
度
の
許
容
値
　
１
０μ

Ｗ
以
下

イ
　
ス
プ
リ
ア
ス
領
域
に
お
け
る
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
　
２
５μ

Ｗ
以
下

６
７
　
適
合
表
示
無
線
設
備
を
用
い
て
開
設
す
る
実
験
試
験
局
の
無
線
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
は
、

当
該
適
合
表
示
無
線
設
備
の
無
線
設
備
に
係
る
こ
の
別
表
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

６
８
　
第
４
９
条
の
２
３
の
５
及
び
第
５
４
条
の
３
第
３
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容

値
は
、
２
（
１
）
及
び
（
２
）
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

６
９
　
第
４
９
条
の
２
３
の
６
及
び
第
５
４
条
の
３
第
４
項
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容

値
は
、
２
（
１
）
及
び
（
２
）
に
規
定
す
る
値
に
か
か
わ
ら
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

７
０
　
総
務
大
臣
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
１
か
ら
６
９
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

値
を
別
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
四
号
（
第
１
２
条
関
係
）

電
波
の
型
式
別
空
中
線
電
力
の
換
算
比
の
表

電
波
の
型
式
変
調
の
特
性

換
算
比

備
考

搬

送

波

電

力
（
ｐ
Ｚ
）

平
均
電
力
（
ｐ
Ｙ
）

せ
ん尖

頭

電

力

（

ｐ

Ｘ
）
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Ａ
１
Ａ

Ａ
１
Ｂ

Ａ
１
Ｃ

Ａ
１
Ｄ

　

　

０
．
５

１

　

Ａ
２
Ａ

Ａ
２
Ｂ

１
　
変
調
用
可
聴
周
波
数
の
電

け
ん鍵

操
作

１

１
．
２
５

４

　

２
　
変
調
波
の
電

け
ん鍵

操
作

１

０
．
７
５

４

　

Ａ
２
Ｃ

　

１

１

４

　

Ａ
２
Ｄ

１
　
変
調
用
可
聴
周
波
数
の
電

け
ん鍵

操
作

１

１
．
２
５

４

　

２
　
変
調
波
の
電

け
ん鍵

操
作

１

０
．
７
５

４

　

Ａ
３
Ｃ

Ａ
３
Ｅ

　

１

１

４

　

Ａ
３
Ｘ

　

　

０
．
４

１

航
空
機
用
救
命

無
線
機
及
び
航

空
機
用
携
帯
無

線
機
に
限
る
。

Ｂ
７
Ｂ

Ｂ
７
Ｄ

　

　

０
．
０
７
５

１

　

Ｂ
８
Ｅ

０
．
０
７
５

注
２
参
照

Ｄ
８
Ｅ

　

１

１

４

　

Ｈ
３
Ｅ

　

　

０
．
５

１

地
上
基
幹
放
送

局
に
限
る
。

注
４
参
照

Ｊ
２
Ｃ

Ｊ
３
Ｃ

　

　

０
．
１
６

１

　

Ｊ
３
Ｅ

　

　

０
．
１
６

１

注
５
参
照

Ｋ
１
Ｂ

Ｋ
１
Ｄ

　

　

０
．
５

１
／
ｄ

　

Ｋ
２
Ｂ

Ｋ
２
Ｄ

１
　
変
調
用
可
聴
周
波
数
の
電

け
ん鍵

操
作

　

１
．
２
５

４
／
ｄ

　

２
　
変
調
波
の
電

け
ん鍵

操
作

　

０
．
７
５

４
／
ｄ

　

Ｋ
３
Ｅ

Ｋ
８
Ｅ

　

　

１

４
／
ｄ

　

Ｌ
２
Ｂ

Ｌ
２
Ｄ

１
　
変
調
用
可
聴
周
波
数
の
電

け
ん鍵

操
作

　

１

１
／
ｄ
ａ

　

２
　
変
調
波
の
電

け
ん鍵

操
作

　

０
．
５

１
／
ｄ
ａ

　

Ｌ
３
Ｅ

Ｌ
８
Ｅ

　

　

１

１
／
ｄ
ａ

　

Ｍ
２
Ｂ

Ｍ
２
Ｄ

１
　
変
調
用
可
聴
周
波
数
の
電

け
ん鍵

操
作

　

１

１
／
ｄ
ａ

　

２
　
変
調
波
の
電

け
ん鍵

操
作

　

０
．
５

１
／
ｄ
ａ

　

Ｍ
３
Ｅ

Ｍ
８
Ｅ

　

　

１

１
／
ｄ
ａ

　

Ｐ
０
Ｎ

　

　

１

１
／
ｄ

　

Ｒ
２
Ｃ

Ｒ
３
Ｃ

　

　

０
．
１
４

１

　

Ｒ
３
Ｅ

　

　

０
．
１
４

１

注
５
参
照

Ｒ
７
Ｂ

Ｒ
７
Ｄ

　

　

０
．
１
４

１

　

注１
　
表
中
ｄ
は
衝
撃
係
数
を
，
ｄ
ａ
は
平
均
衝
撃
係
数
を
表
す
。

２
　
搬
送
波
を
低
減
し
，
又
は
抑
圧
し
た
多
重
通
信
路
の
送
信
装
置
の

せ
ん尖

頭
電
力
は
，
一
の
変
調
周
波
数
に
よ
つ
て

変
調
し
た
と
き
の
平
均
電
力
の
４
倍
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
，
同
一
通
信
路
に
こ
の
単
一
変
調
周
波
数
と

等
し
い
強
度
で
周
波
数
の
異
な
る
一
の
変
調
周
波
数
を
加
え
た
と
き
は
，
送
信
装
置
の
高
周
波
出
力
に
お
け
る
第

３
次
の
混
変
調
積
が
単
一
変
調
周
波
数
の
み
を
加
え
た
と
き
よ
り
も
２
５
デ
シ
ベ
ル
下
が
つ
て
い
る
も
の
と
す

る
。

３
　
削
除

４
　
放
送
用
の
送
信
装
置
の

せ
ん尖

頭
電
力
及
び
平
均
電
力
は
，
１
，
０
０
０
ヘ
ル
ツ
の
変
調
周
波
数
に
よ
つ
て
送
信
出

力
の
飽
和
レ
ベ
ル
で
変
調
し
た
場
合
の
電
力
と
す
る
。

５
　
搬
送
波
を
低
減
し
，
又
は
抑
圧
し
た
単
一
通
信
路
の
送
信
装
置
の

せ
ん尖

頭
電
力
は
，
一
の
変
調
周
波
数
に
よ
つ
て

送
信
出
力
の
飽
和
レ
ベ
ル
で
変
調
し
た
場
合
の
平
均
電
力
と
す
る
。

別
表
第
五
号
　
削
除

別
表
第
六
号
　
走
査
ビ
ー
ム
の
走
査
範
囲
及
び
走
査
速
度
（
第
４
５
条
の
１
２
の
１
０
関
係
）

項
目

大
走
査
範
囲
（
度
）

走
査
速
度
（
度
／μ

ｓ
）

方
位
誘
導
信
号
（
ノ
ー
マ
ル
・
レ
ー
ト
）
の
場
合

－

６
２
及
び
＋
６
２

０
．
０
２
０

方
位
誘
導
信
号
（
ハ
イ
・
レ
ー
ト
）
の
場
合

－

４
２
及
び
＋
４
２

０
．
０
２
０

後
方
方
位
誘
導
信
号
の
場
合

－

４
２
及
び
＋
４
２

０
．
０
２
０

高
低
誘
導
信
号
の
場
合

－

１
．
５
及
び
＋
２
９
．
５

０
．
０
２
０
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別
図
第
一
号
（
別
表
第
３
号
１
４
、
３
６
及
び
３
７
関
係
）

別図第一号(別表第3号14、36及び37関係) 

 1 インマルサツト船舶地球局及びインマルサツト携帯移動地球局のインマルサツトC型

の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値 

 (1) インマルサツト船舶地球局 

 

     

 (2) インマルサツト携帯移動地球局 

 

     

 2 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットF型、インマルサット船舶地球局の

インマルサットF型及び1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用する航

空機地球局(無線高速データ通信が可能なものに限る。)の送信設備のスプリアス発射の

強度の許容値 

 

     

 3 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の送信設備のうちF1D電波を使

用するもののスプリアス発射の強度の許容値 
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別
図
第
一
号
の
二
（
第
３
２
条
関
係
）

別図第一号の二(第32条関係) 

 

 

別
図
第
一
号
の
二
の
二
（
第
３
３
条
の
１
５
関
係
）

別図第一号の二の二(第33条の15関係) 
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別
図
第
一
号
の
三
（
第
３
６
条
の
３
第
１
項
関
係
）

別図第一号の三(第36条の3第1項関係) 

 

 

別
図
第
二
号
（
第
３
７
条
関
係
）

別図第二号(第37条関係) 

 

 

搬送波の周波数からの差の絶対値 

(｜⊿f｜［kHz］) 
平均電力Pからの減衰量 

200kHz以上300kHz未満 0.3×｜⊿f｜－50dB以上 

300kHz以上 40dB以上 

  注 搬送波の変調波スペクトルの許容値は、再送信を行う搬送波の平均電力Pの際の入

力信号A及び搬送波の周波数から200kHz以上離れた周波数の電波の信号(当該入力信

号Aと同一レベルのものに限る。)が受信装置に入力された場合は、この表の値とす

る。 
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別
図
第
三
号
か
ら
別
図
第
四
号
の
一
の
二
ま
で
　
削
除

別
図
第
四
号
の
二
（
第
３
７
条
の
７
の
４
第
４
項
関
係
）

別図第四号の二(第37条の7の4第4項関係) 

 

  

別
図
第
四
号
の
二
の
二
（
第
３
７
条
の
７
の
４
第
５
項
関
係
）

別図第四号の二の二(第37条の7の4第5項関係) 

 

1 振幅特性 

 

 

2 群遅延特性 
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別
図
第
四
号
の
二
の
三
か
ら
別
図
第
四
号
の
八
の
四
ま
で
　
削
除

別
図
第
四
号
の
八
の
五
　
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
（
第
３
７
条
の
２
７
の
８
第
１
項
及
び
第
３

７
条
の
２
７
の
１
１
の
３
第
１
号
関
係
）

別図第四号の八の五 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の8第1項及び第3

7条の27の11の3第1号関係) 

(1) 1セグメント形式 

 

搬送波の周波数からの差 平均電力Pからの減衰量 規定の種類 

±220kHz －16.3dB／10kHz 上限 

±290kHz －36.3dB／10kHz 上限 

±360kHz －46.3dB／10kHz 上限 

±1,170kHz －57.6dB／10kHz＊ 上限 

 ＊ 空中線電力が0.5Wを超え5W以下の無線設備にあつては－(53.6＋5.6logP)dB／10kH

z、空中線電力が0.5W以下の無線設備にあつては－52.0dB／kHzとする。 

 注 複数波同時増幅を行う無線設備の隣接チャネル間については、上表にかかわらず、

平均電力Pからの減衰量－16.3dB／10kHzを上限とすることができる。 

(2) 3セグメント形式 

 

搬送波の周波数からの差 平均電力Pからの減衰量 規定の種類 

±650kHz －21.0dB／10kHz 上限 

±720kHz －41.0dB／10kHz 上限 

±790kHz －51.0dB／10kHz 上限 

±2,220kHz －71.0dB／10kHz＊ 上限 

 ＊ 空中線電力が0.5Wを超え5W以下の無線設備にあつては－(45.1＋10logP)dB／10kHz、

空中線電力が0.5W以下の無線設備にあつては－61.0dB／10kHzとする。 

 注 複数波同時増幅を行う無線設備の隣接チャネル間については、上表にかかわらず、

平均電力Pからの減衰量－21.0dB／10kHzを上限とすることができる。 

(3) (1)と(2)が混在する場合 

搬送波の周波数からの差 平均電力Pからの減衰量 規定の種類 

±(3×n／14＋0.25／126)MHz 
－10×log(10／6000／14×n)dB／

10kHz 
上限 

±(3×n／14＋0.25／126＋1／14)

MHz 

－(20＋10×log(10／6000／14×

n))dB／10kHz 
上限 

±(3×n／14＋0.25／126＋2／14)

MHz 

－(30＋10×log(10／6000／14×

n))dB／10kHz 
上限 

±(3×n／14＋0.25／126＋22／14)

MHz 

－(50＋10×log(10／6000／14×

n))dB／10kHz＊ 
上限 

 ＊ 空中線電力が0.5Wを超え5W以下の無線設備にあつては－(10log(6000／14×n／10)

＋43＋10logP)dB／10kHz、空中線電力が0.5W以下の無線設備にあつては－(40＋
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10log(10／6000／14×n))dB／10kHzとする。 

 注1 複数波同時増幅を行う無線設備の隣接チャネル間については、上表にかかわらず、

平均電力Pからの減衰量－10×log(10／6000／14×n)dB／10kHzを上限とすることが

できる。 

  2 搬送波の変調波スペクトルの許容値の規定範囲は、搬送波の周波数を中心として±

(2.5×(6／14×n＋38.48／1000))MHzとする。 

  3 搬送波の周波数からの差は、その絶対値に対し小数第3位の数字を切り上げたもの

とする。 

  4 nは、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第11条

第3項のOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの数とする。 

別
図
第
四
号
の
八
の
六
　
水
平
同
期
信
号
及
び
垂
直
同
期
信
号
の
波
形
の
許
容
範
囲
（
第
３
７
条
の
２
７
の
１
０
第

１
項
、
第
３
７
条
の
２
７
の
１
６
第
１
項
及
び
第
３
７
条
の
２
７
の
１
９
第
１
項
関
係
）

別図第四号の八の六 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲(第37条の27の10

第1項、第37条の27の16第1項及び第37条の27の19第1項関係) 

1 走査線数が525本であつて、走査方式が1本おき及び順次の場合の水平同期信号 

 (1) 水平同期信号の波形 

 

   

 

 (2) 水平同期信号の許容範囲 

項 目 許 容 範 囲 

記 号 

走 査 線 数 525本 

走 査 方 式 1本おき 順次 

a 水平ブランキング期間(μs) 
10.70＋0.30 

  －0.20 

5.35＋0.15 

  －0.10 

b 映像信号開始点(μs) 
9.20＋0.20 

  －0.10 

4.60＋0.10 

  －0.05 

c 映像信号終了点(μs) 1.50±0.10 0.75±0.05 

d 負極性パルス幅(μs) 4.70±0.10 2.35±0.05 

e 
水平ブランキング立ち下り時間(10～90％)

(μs) 
0.14±0.02 0.07±0.01 

f 
水平同期信号立ち下り／立ち上り時間(10～

90％)(μs) 
0.14±0.02 0.07±0.01 

Sm 負極正パルス振幅(mV) 300±7.5 300±7.5 

 注 Vは映像信号の振幅を示し、700(mV)である。 
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2 走査線数が750本であつて、走査方式が順次の場合の水平同期信号 

 (1) 水平同期信号の波形 

   

 (2) 水平同期信号のレベルの許容範囲 

記 号 項 目 許 容 範 囲 

Sm 負極性パルス振幅(mV) 300±6 

Sp 正極性パルス振幅(mV) 300±6 

 (3) 水平同期信号の許容範囲 

記 号 項 目 許 容 範 囲 

a 負極性パルス開始点(T) 40±3 

b 映像信号終了点(T) 
110－0 

 ＋6 

c 正極性パルス終了点(T) 40±3 

d 映像信号開始点(T) 
260－0 

 ＋6 

e パルス立ち上がり時間／立ち下がり時間(T) 4±1.5 

 注1 Tは基準クロック期間を示し、輝度信号標本化周波数の逆数である。 

  2 Vは映像信号の振幅を示し、700(mV)である。 

3 走査線数が1125本であつて、走査方法が1本おき及び順次の場合の水平同期信号 

 (1) 水平同期信号の波形 

 

     

 

 (2) 水平同期信号のレベルの許容範囲 

記 号 項 目 許 容 範 囲 

Sm 負極性パルス振幅(mV) 300±6 

Sp 正極性パルス振幅(mV) 300±6 

 (3) 水平同期信号の許容範囲 

記 号 項 目 許 容 範 囲 

a 負極性パルス開始点(T) 44±3 

b 映像信号終了点(T) 
88－0 

 ＋6 

c 正極性パルス終了点(T) 44±3 

d クランプ終了点(T) 132±3 

e 映像信号開始点(T) 
192－0 

 ＋6 

f パルス立ち上り時間／立ち下がり時間(T) 4±1.5 

 注1 Tは基準クロック期間を示し、輝度信号標本化周波数の逆数である。 

  2 Vは映像信号の振幅を示し、700(mV)である。 
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4 走査線数が525本であつて、走査方式が1本おきの場合の垂直同期信号 

 (1) 垂直同期信号の波形 

 

 

 

 (2) 垂直同期信号の許容範囲 

記 号 項 目 許 容 範 囲 

D 垂直ブランキング期間(μs) 
21H＋10.7＋0.30 

    －0.20 

A 等化パルス期間(H) 3±0 

B 垂直同期パルス期間(H) 3±0 

C 等化パルス期間(H) 3±0 

s 
垂直同期パルスの立ち上がり／立ち下がり時間(10―

90％)(μs) 
0.14±0.02 

p 等化パルス幅(μs) 2.30±0.10 

q 垂直セレーションパルス幅(μs) 4.70±0.10 

 注1 Hは1水平走査期間を示し、1001／15.75(μs)である。 

  2 a、b、c、Sm及びVは、1の(2)に示す値とする。 

5 走査線数が525本であつて、走査方式が順次の場合の垂直同期信号 

 (1) 垂直同期信号の波形 

 

     

 

 (2) 垂直同期信号の許容範囲 

記 号 項 目 許 容 範 囲 

D 垂直ブランキング期間(μs) 
42H＋5.35＋0.15 

    －0.10 

A 
垂直ブランキング期間の開始点から垂直同期パルス

の開始点(H) 
6±0 

B 垂直同期パルス期間(H) 6±0 

C 
垂直同期パルスの終了点から垂直ブランキング期間

の終了点(H) 
30±0 

s 
垂直同期パルスの立ち上がり／立ち下がり時間

(10―90％)(μs) 
0.07±0.01 

q 垂直セレーションパルス幅(μs) 2.35±0.05 

 注1 Hは1水平走査期間を示し、1001／31.5(μs)である。 

  2 a、b、c、Sm及びVは、1の(2)に示す値とする。 
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6 走査線数が750本であつて、走査方式が順次の場合の垂直同期信号 

 (1) 垂直同期信号の波形 

 

   

 

 (2) 垂直同期信号の許容範囲 

記 号 項 目 許 容 範 囲 

H 1ライン期間(T) 1650±0 

h 垂直同期パルス幅(T) 
1280＋0 

  －12 

 注 Tは基準クロック期間を示し、輝度信号標本化周波数の逆数である。 

7 走査線数が1125本であつて、走査方式が1本おきの場合の垂直同期信号 

 (1) 垂直同期信号の波形 

 

    

 (2) 垂直同期信号の許容範囲 

記 号 項 目 許 容 範 囲 

H 1ライン期間(T) 2200±0 

g 1／2ライン期間(T) 1100±0 

h 垂直同期パルス幅(T) 880±3 

 注 Tは基準クロック期間を示し、輝度信号標本化周波数の逆数である。 

8 走査線数が 1125本であつて、走査方式が順次の場合の垂直同期信号 

 (1) 垂直同期信号の波形 

    

 (2) 垂直同期信号の許容範囲 

記 号 項 目 許 容 範 囲 

H 1ライン期間(T) 2200±0 

h 垂直同期パルス幅(T) 1980±3 

 注 Tは基準クロック期間を示し、輝度信号標本化周波数の逆数である。 
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図
第
四
号
の
八
の
七
　
水
平
走
査
の
繰
返
し
周
波
数
及
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標
本
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の
許
容
偏
差
（
第
３
７
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の
２
７
の
１

０
第
２
項
、
第
３
７
条
の
２
７
の
１
６
第
２
項
及
び
第
３
７
条
の
２
７
の
１
９
第
２
項
関
係
）

別図第四号の八の七 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差(第37条の27の10第2項、

第37条の27の16第2項及び第37条の27の19第2項関係) 

 

区 別 許 容 偏 差 (百万分率) 

有効走査線数 480本 720本 1080本 

走 査 方 式 1本おき 順 次 順 次 1本おき 順 次 

水平走査の繰返

し周波数fH 

15.750／

1.001kHz 

±3 

31.500／

1.001kHz 

±3 

45.000／

1.001kHz 

±10 

33.750／

1.001kHz 

±10 

67.500／

1.001kHz 

±10 

標

本

化

周

波

数 

輝 度 信 号 
13.5MHz 

±3 

27MHz 

±3 

74.25／1.001MHz 

±10 

148.5／

1.001MHz 

±10 

色 差 信 号 
6.75MHz 

±3 

13.5MHz 

±3 

37.125／1.001MHz 

±10 

74.25／

1.001MHz 

±10 

 注 この表において「有効走査線数」とは施行規則第2条第1項第28号の3に規定する有効走査線数を

いう。 

別
図
第
四
号
の
八
の
八
　
搬
送
波
の
変
調
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
（
第
３
７
条
の
２
７
の
１
０
第
４
項
関
係
）

別図第四号の八の八 搬送波の変調スペクトルの許容範囲(第37条の27の10第4項関係) 

 

搬送波の周波数からの差 平均電力Pからの減衰量 規定の種類 

±2.79MHz －27.4dB／10kHz 上限 

±2.86MHz －47.4dB／10kHz 上限 

±3.00MHz －54.4dB／10kHz 上限 

±4.36MHz －77.4dB／10kHz＊1＊2 上限 

 ＊1 空中線電力が0.25Wを超え2.5W以下の無線設備にあつては－(73.4＋10logP)dB／10

kHz、空中線電力が0.25W以下の無線設備(＊2の場合を除く。)にあつては－67.4dB／1

0kHzとする。 

 ＊2 空中線電力が0.025Wを超え0.25W未満の無線設備にあつては－(73.4＋10logP)dB／

10kHz、空中線電力が0.025W以下の無線設備にあつては－57.4dB／10kHzとする。 

 注 複数波同時増幅を行う無線設備の隣接チャネル間については、上表にかかわらず、

平均電力Pからの減衰量－27.4dB／10kHzを上限とすることができる。 
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の
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搬
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別図第四号の八の八の二 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の11の3第2

号関係) 

搬送波の周波数からの差 平均電力Pからの減衰量 規定の種類 

±(3×n／14＋0.25／126)MHz 
10log(10／(6000／14×n))dB／10k

Hz 
上限 

±(3×n／14＋0.25／126＋1／14)M

Hz 

－20＋10log(10／(6000／14×n))d

B／10kHz 
上限 

±(3×n／14＋0.25／126＋3／14)M

Hz 

－27＋10log(10／(6000／14×n))d

B／10kHz 
上限 

±(3×n／14＋0.25／126＋22／14)

MHz 

－50＋10log(10／(6000／14×n))d

B／10kHz＊ 
上限 

 ＊ 空中線電力が0.025×n／13Wを超え2.5×n／13W以下の無線設備にあつては－(73.4＋

10logP)dB／10kHz、空中線電力が0.025×n／13W以下の無線設備にあつては－(73.4＋

10log(0.025×n／13))dB／10kHzとする。 

 注1 複数波同時増幅を行う無線設備の隣接チャネル間については、上表にかかわらず、

平均電力Pからの減衰量10log(10／(6000／14×n))dB／10kHzを上限とすることがで

きる。 

  2 搬送波の変調波スペクトルの許容値の規定範囲は、搬送波の周波数を中心として±

(2.5×(6／14×n＋38.48／1,000))MHzとする。 

  3 nは、デジタル放送の標準方式第28条第2項のOFDMフレームに含まれるOFDMセグメン

トの数とする。 

  4 上表にかかわらず、202.5MHzの周波数における空中線電力Pの上限は、以下に示す

とおりとする。 

空中線電力 202.5MHzにおける空中線電力の上限 

P＞1,000／6W／MHz －62.4dBW／10kHz 

1,000／6≧P＞100／6W／MHz 10log(P)－20－65dBW／10kHz 

100／6≧PW／MHz －72.4dBW／10kHz 
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別図第四号の八の八の三 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の11の3第3

号関係) 

搬送波の周波数からの差 平均電力Pからの減衰量 規定の種類 

±(3×13／14×B／5.55＋0.25／12

6)MHz 

－10log(5550×8000／8192／10×B

／5.55)dB／10kHz 
上限 

±(3×13／14×B／5.55＋0.25／126

＋1／14)MHz 

－(20＋10log(5550×8000／8192／

10×B／5.55))dB／10kHz 
上限 

±(3×13／14×B／5.55＋0.25／126

＋3／14)MHz 

－(27＋10log(5550×8000／8192／

10×B／5.55))dB／10kHz 
上限 

±(3×13／14×B／5.55＋0.25／126

＋22／14)MHz 

－(50＋10log(5550×8000／8192／

10×B／5.55))dB／10kHz＊ 
上限 

 ＊ 空中線電力が0.025×B／5.55Wを超え2.5×B／5.55W以下の無線設備にあつては－(7

3.4＋10logP)dB／10kHz、空中線電力が0.025×B／5.55W以下の無線設備にあつては－5

7.4dB／10kHzとする。 

 注1 複数波同時増幅を行う無線設備の隣接チャネル間については、上表にかかわらず、

平均電力Pからの減衰量－10log(5550×8000／8192／10×B／5.55)dB／10kHzを上限と

することができる。 

  2 Bは、デジタル放送の標準方式第35条第1項の周波数帯幅(単位MHz)とする。 

  3 搬送波の変調波スペクトルの許容値の規定範囲は、搬送波の周波数を中心として±

2.5×BMHzとする。 

  4 上表にかかわらず、202.5MHzの周波数における空中線電力Pの上限は、以下に示す

とおりとする。 

空中線電力 202.5MHzにおける空中線電力の上限 

P＞1,000／6W／MHz －62.4dBW／10kHz 

1,000／6≧P＞100／6W／MHz 10log(P)－20－65dBW／10kHz 

100／6≧PW／MHz －72.4dBW／10kHz 
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別
図
第
四
号
の
八
の
九
及
び
別
図
第
四
号
の
八
の
十
　
削
除

別
図
第
四
号
の
八
の
十
一
　
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
（
第
３
７
条
の
２
７
の
１
６
第
４
項
第
１

号
及
び
第
３
７
条
の
２
７
の
１
９
第
４
項
第
１
号
関
係
）

別図第四号の八の十一 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の16第4項第1

号及び第37条の27の19第4項第1号関係) 

   

 注 Fは周波数を表し、Fnはナイキスト周波数を表す。 

規格化周波数 

(F／Fn) 
相対減衰量(デシベル) 規 定 の 種 類 

0.0 ＋0.25 上限 

0.0 －0.25 下限 

0.2 ＋0.25 上限 

0.2 －0.40 下限 

0.4 ＋0.25 上限 

0.4 －0.40 下限 

0.8 ＋0.15 上限 

0.8 －1.10 下限 

0.9 －0.50 上限 

1.0 －2.00 上限 

1.0 －4.00 下限 

1.2 －8.00 上限 

1.2 －11.00 下限 

1.4 －16.00 上限 

1.6 －24.00 上限 

1.8 －35.00 上限 

2.12 －40.00 上限 

 

別
図
第
四
号
の
八
の
十
二
　
ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
（
第
３
７
条
の
２
７
の
１
６
第
５
項
第
１
号
及
び
第
３
７
条
の
２
７

の
１
９
第
５
項
第
２
号
関
係
）

別図第四号の八の十二 アパーチャ補正(第37条の27の16第5項第1号及び第37条の27の19

第5項第2号関係) 

  (アパーチャ補正)＝
sinX

X
 

         X＝
2Fn

πF
 

         Fn＝14.430［MHz］ 

 注 πは円周率を、Fは周波数を、Fnはナイキスト周波数を表す。 
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別
図
第
四
号
の
八
の
十
三
　
ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
（
第
３
７
条
の
２
７
の
１
９
第
５
項
第
１
号
関
係
）

別図第四号の八の十三 アパーチャ補正(第37条の27の19第5項第1号関係) 

  (アパーチャ補正)＝
sinX

X
 

         X＝
2Fn

πF
 

         Fn＝10.548［MHz］ 

 注 πは円周率を、Fは周波数を、Fnはナイキスト周波数を表す。 

別
図
第
四
号
の
八
の
十
四
　
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
（
第
３
７
条
の
２
７
の
１
９
第
４
項
第
２

号
関
係
）

別図第四号の八の十四 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第37条の27の19第4項第2

号関係) 

   

 注 Fは周波数を、Fnはナイキスト周波数を表す。 

規格化周波数(F／Fn) 相対減衰量(デシベル) 規 定 の 種 類 

0.00 ＋0.25 上限 

0.00 －0.25 下限 

0.20 ＋0.25 上限 

0.20 －0.40 下限 

0.40 ＋0.25 上限 

0.40 －0.40 下限 

0.89 ＋0.15 上限 

0.89 －1.10 下限 

0.94 －0.50 上限 

1.00 －2.00 上限 

1.00 －4.00 下限 

1.11 －8.00 上限 

1.11 －11.00 下限 

1.23 －16.00 上限 

1.40 －24.00 上限 

1.50 －35.00 上限 

1.70 －40.00 上限 
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別
図
第
四
号
の
八
の
十
五
　
ア
パ
ー
チ
ャ
補
正
（
第
３
７
条
の
２
７
の
１
９
第
５
項
第
３
号
関
係
）

別図第四号の八の十五 アパーチャ補正(第37条の27の19第5項第3号関係) 

  (アパーチャ補正)＝
sinX

X
 

         X＝
2Fn

πF
 

         Fn＝11.652［MHz］ 

 注 πは円周率を、Fは周波数を、Fnはナイキスト周波数を表す。 

別
図
第
四
号
の
八
の
十
六
　
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
の
許
容
範
囲
（
第
３
７
条
の
２
７
の
１
６
第
４
項
第
２

号
及
び
第
３
７
条
の
２
７
の
１
９
第
４
項
第
３
号
関
係
）

別図第四号の八の十六 搬送波の変調波スペクトルの許容範囲(第 37 条の 27 の 16 第 4 項

第 2号及び第 37条の 27の 19第 4項第 3号関係) 

 

 注 Fは周波数を、Fnはナイキスト周波数を表す。 

規格化周波数(F／Fn) 相対減衰量(デシベル) 規定の種類 

0.000 ＋0.25 上限 

0.000 －0.25 下限 

0.200 ＋0.25 上限 

0.200 －0.40 下限 

0.400 ＋0.25 上限 

0.400 －0.40 下限 

0.985 ＋0.15 上限 

0.985 －1.20 下限 

0.992 －0.50 上限 

1.000 －2.00 上限 

1.000 －4.00 下限 

1.008 －4.00 上限 

1.015 －7.00 上限 

1.015 －11.00 下限 

1.040 －16.00 上限 

1.202 －24.00 上限 

1.288 －35.00 上限 

1.459 －35.00 上限 

1.459 －40.00 上限 
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別
図
第
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号
の
八
の
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七
　
ア
パ
ー
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ャ
補
正
（
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３
７
条
の
２
７
の
１
６
第
５
項
第
２
号
及
び
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３
７
条
の
２
７

の
１
９
第
５
項
第
４
号
関
係
）

別図第四号の八の十七 アパーチャ補正(第37条の27の16第5項第2号及び第37条の27の19第5項

第4号関係) 

  (アパーチャ補正)＝
sinX

X
 

         X＝
2Fn

πF
 

         Fn＝16.87805［MHz］ 

 注 πは円周率を、Fは周波数を、Fnはナイキスト周波数を表す。 

別
図
第
四
号
の
八
の
十
八
　
搬
送
波
の
変
調
波
ス
ペ
ク
ト
ル
（
第
３
７
条
の
２
７
の
２
５
第
３
項
関
係
）

別図第四号の八の十八 搬送波の変調波スペクトル(第37条の27の25第3項関係) 

 1 占有周波数帯幅が5.7MHzのもの 

 

 

 

搬送波の周波
数からの差 

平均電力Pからの減衰量 規定の
種類 P≧10mWの場合 P＝1mWの場合 P≦0.1mWの場合 

±2.79MHz －27.4dB／10kHz －27.4dB／10kHz －27.4dB／10kHz 上限 

±2.86MHz －47.4dB／10kHz －47.4dB／10kHz －47.4dB／10kHz 上限 

±3.00MHz －57.4dB／10kHz －57.4dB／10kHz －57.4dB／10kHz 上限 

±9.00MHz －57.4dB／10kHz －57.4dB／10kHz －57.4dB／10kHz 上限 

±9.00MHz －100.0dB／10kHz －90.0dB／10kHz＊1 －80.0dB／10kHz 上限 

＊1 平均電力Pが0.1mWを超え10mW未満の無線設備にあつては、－(90＋10logP)dB／

10kHzとする。 
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2 占有周波数帯幅が468kHzのもの 

 

 

 

搬送波の周波
数からの差 

平均電力Pからの減衰量 
規定の
種類 P≧(10／13)mWの

場合 
P＝(1／13)mWの場
合 

P≦(0.1／13)mWの
場合 

±0.22MHz －16.3dB／10kHz －16.3dB／10kHz －16.3dB／10kHz 上限 

±0.29MHz －36.3dB／10kHz －36.3dB／10kHz －36.3dB／10kHz 上限 

±0.43MHz －46.3dB／10kHz －46.3dB／10kHz －46.3dB／10kHz 上限 

±0.65MHz －57.3dB／10kHz －57.3dB／10kHz －57.3dB／10kHz 上限 

±6.43MHz －57.3dB／10kHz －57.3dB／10kHz －57.3dB／10kHz 上限 

±6.43MHz －100.0dB／10kHz －90.0dB／10kHz＊2 －80.0dB／10kHz 上限 

＊2 平均電力Pが(0.1／13)mWを超え(10／13)mW未満の無線設備にあつては、－(90＋

10log(13P))dB／10kHzとする。 

別
図
第
四
号
の
九
（
第
４
０
条
の
４
、
第
４
５
条
の
２
０
及
び
第
４
９
条
の
２
４
関
係
）

別図第四号の九(第40条の4、第45条の20及び第49条の24関係) 

1 インマルサツト船舶地球局及びインマルサツト携帯移動地球局のインマルサツトC型の

送信設備の位相雑音のレベル 

  

2 インマルサツト船舶地球局及びインマルサツト携帯移動地球局のインマルサツトC型の

空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比 

 (1) インマルサツト船舶地球局 

    
      注 方位角方向に対して対称とする。 
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 (2) インマルサツト携帯移動地球局 

    

   注 方位角方向に対して対称とする。 

 

3 インマルサット船舶地球局のインマルサットF型、インマルサット携帯移動地球局のイ

ンマルサットF型及び1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用する航空機

地球局(無線高速データ通信が可能なものに限る。)の送信設備の位相雑音のレベル 
 

  

4 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の送信設備の位相雑音のレベル 

 (1) F1D電波を使用するもの 

   

 

 (2) G1D電波を使用するもの 

   

 

5 航空機地球局のインマルサットBGAN型の送信設備及びインマルサット携帯移動地球局

のインマルサットBGAN型の送信設備の位相雑音のレベル 
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別
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（
別
表
第
３
号
８
関
係
）

別図第四号の十(別表第3号8関係) 

 F1B電波発射時の平均電力に対する不要発射の減衰量 

    
 

 注 離調周波数が500Hzを超える範囲における不要発射の尖頭電力は，50mW以下であるこ

と。 

せん 

別
図
第
四
号
の
十
一
　
隣
接
チ
ャ
ネ
ル
漏
え
い
電
力
の
許
容
値
（
第
４
５
条
の
１
２
第
４
項
関
係
）

別図第四号の十一 隣接チャネル漏えい電力の許容値(第45条の12第4項関係) 
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別
図
第
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パ
ル
ス
対
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性
（
第
４
５
条
の
１
２
の
５
関
係
）

別図第五号 パルス対の特性(第45条の12の5関係) 

 

1 パルス波形 

 

 

 

 注1 パルス幅，パルス立上り時間及びパルス立下り時間は，次のとおりであること。 

区 別 機 上 D M E 地 上 D M E 

パ ル ス 幅 3.5 ± 0.5 μs 3.5 ± 0.5 μs 

パルス立ち上

がり時間 
3.0 μs 以 下 3.0 μs 以 下 

パルス立ち下

がり時間 
3.5 μs 以 下 3.5 μs 以 下 

  2 パルスの電圧は，aからbまでの時間において，0.95A以上であること。 

  3 「A」は，パルスの最大電圧を示す。以下同じ。 

2 パルス間隔 

 

 

 注1 パルス間隔は，次のとおりであること。 

チ ヤ ネ ル 機 上 D M E 地 上 D M E 

X チ ヤ ネ ル 12 ± 0.5 μs 12 ± 0.25 μs 

Y チ ヤ ネ ル 36 ± 0.5 μs 30 ± 0.25 μs 

  2 それぞれのパルスの最大電圧の差は，1dB以内であること。 
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図
第
五
号
の
二
　
パ
ル
ス
対
の
特
性
（
第
４
５
条
の
１
２
の
５
関
係
）

別図第五号の二 パルス対の特性(第45条の12の5関係) 
 

1 パルス波形 
 

 

 

 注1 パルス幅、パルス立ち上がり時間及びパルス立ち下がり時間は、次のとおりである

こと。 

区 別 機上DME／P 地上DME／P 

パ ル ス 幅 3.5 ± 0.5 μs 3.5 ± 0.5 μs 

パルス立ち上がり時間 1.6 μs 以 下 1.6 μs 以 下 

部 分 立 ち 上 が り 時 間 

( F A モ ー ド に 限 る ) 

0.25 ± 0.05 μs 

直線性 ±20％  

0.25 ± 0.05 μs 

直線性 ±20％  

パルス立ち下がり時間 3.5 μs 以 下 3.5 μs 以 下 

2 パルス間隔 

 

 

 注1 パルス間隔は、次のとおりであること。 

チヤネ

ル 

機上DME／P 地上DME／P 

I A モ ー ド F A モ ー ド I A モ ー ド F A モ ー ド 

X チ ヤ

ネル 
12 ± 0.25 μs 18 ± 0.25 μs 1 2 ± 0 . 1 μ s 1 2 ± 0 . 1 μ s 

Y チ ヤ

ネル 
36 ± 0.25 μs 42 ± 0.25 μs 3 0 ± 0 . 1 μ s 3 0 ± 0 . 1 μ s 

W チ ヤ

ネル 
24 ± 0.25 μs 30 ± 0.25 μs 2 4 ± 0 . 1 μ s 2 4 ± 0 . 1 μ s 

Z チ ヤ

ネル 
21 ± 0.25 μs 27 ± 0.25 μs 1 5 ± 0 . 1 μ s 1 5 ± 0 . 1 μ s 

  2 それぞれのパルスの最大電圧の差は、1dB以内であること。 
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関
係
）

別図第六号 標識信号の構成(第45条の12の5関係) 

 

 

 

 注1 モールス符号の点及び線並びに間隔は，次のとおりとする。 

点 0.1秒以上0.16秒以下 

線 0.3秒以上0.48秒以下 

1符号を作る各

線又は点の間隔 
1点に等しい値(許容偏差は，10％とする。) 

2 符 号 の 間 隔 3点に等しい値以上 

  2 点又は線の詳細は，次のとおりとする。 

   (1) 単一のパルス対による場合 

 

 

 

    ＊印：パルス対(別図第五号及び第五号の二に示すパルス波形及びパルス間隔のも

のであること。) 

    ＊＊印：1／1,350秒(最大値は1／1,340秒，最小値は1／1,360秒とする。) 

   (2) 一対のパルス対による場合 

 

 

 

    ＊印：パルス対(別図第五号に示すパルス波形及びパルス間隔のものであること。) 

    ＊＊印：100±10μs 

    ＊＊＊印：1／1,350秒(最大値は1／1,340秒，最小値は1／1,360秒とする。) 

別
図
第
七
号
　
Ｓ
Ｓ
Ｒ
、
質
問
信
号
送
信
設
備
及
び
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｓ
が
送
信
す
る
質
問
信
号
及
び
抑
圧
信
号
の
特
性
（
第

４
５
条
の
１
２
の
６
及
び
第
４
５
条
の
１
２
の
１
１
関
係
）

別図第七号 SSR、質問信号送信設備及びACASが送信する質問信号及び抑圧信号の特性(第

45条の12の6及び第45条の12の11関係) 

 

1 パルス波形 

 

 

 

 注 パルス幅，パルス立ち上がり時間及びパルス立ち下がり時間は，次のとおりである

こと。 

  (1) モードA及びモードCの場合 

パ ル ス 幅 0.8±0.1 μs 

パルス立ち上がり時間 0.1μs以下 

パルス立ち下がり時間 0.2μs以下 

  (2) モードA／C一括，モードA／C／S一括及びモードSの場合 

P1，P2，P3，P4(短)，P5のパルス幅 

P4(長)のパルス幅 

P6(短：56ビット)のパルス幅 

P6(長：112ビット)のパルス幅 

 0.8 ±0.09 μs 

 1.6 ±0.09 μs 

16.25±0.20 μs 

30.25±0.20 μs 

パルス立ち上がり時間 

パルス立ち下がり時間 

0.1μs以下 

0.2μs以下 
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2 質問モードの種別及びパルス間隔 

 モードA 

 

 

 モードC 

 
 

 モードA／C一括又はモードA／C／S一括 

 

 

 モードS 

 

 注1 パルス間隔の詳細は，次のとおりとする。 

ふく 

せん せん 

せん 

せん 

ふく 

せん せん 

ふく ふく 

せん 

せん せん せん 

せん せん 

 

  2 モードA又はモードCの質問信号を送信する空中線の主輻射の方向において，パル

スP3の尖頭電力は，パルスP1の尖頭電力に比して(±)1dB以内とする。 

  3 質問信号を送信する空中線の主輻射の角度の幅の範囲内において，パルスP2の尖頭

電力は，パルスP1の尖頭電力に比して9dB以上低いこと。 

  4 質問信号を送信する空中線の主輻射の方向以外の方向における最大輻射において，

パルスP2の尖頭電力は，パルスP1の尖頭電力より大であること。 

  5 モードA／C一括及びモードA／C／S一括の質問信号のパルスP3の尖頭電力は，パル

スP1の尖頭電力に比して(±)0.5dB以内，パルスP4の尖頭電力は，パルスP3の尖頭電力

に比して(±)0.5dB以内とする。 

  6 モードSの質問信号のパルスP6の尖頭電力は、パルスP2の尖頭電力に対し0.25dB低

い値以上であること。 

  7 質問信号送信設備及びACASにあつては、応答の重畳数を減少させるため、質問信号

に抑圧パルスSを使用することができる。この場合において、抑圧パルスSは以下の条

件に合致すること。 

 

パルス幅 0.8±0.09μs 

ただし、ACASIは0.8±0.10μs 

パルス立ち上がり時間 0.1μs以下 

パルス立ち下がり時間 0.2μs以下 

尖頭電力 パルスP1の尖頭電力より小さいこと。 

パルス発射のタイミング パルスP1の前に発射するものとし、パルスSとパルスP1の間隔は

2±0.10μsであること。 

 

せん せん 
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別図第八号 応答信号の特性(第45条の12の6関係) 

 

1 パルス波形 

 

 

 注 パルス幅，パルス立上り時間及びパルス立下り時間は，次のとおりであること。 

パルス幅 0.45±0.1μs 

パ ル ス 立 上 り 時 間 0.1μs以下 

パ ル ス 立 下 り 時 間 0.2μs以下 

2 パルス列のパルスの名称及びパルス間隔 

 

 

 

 注1 パルス間隔の詳細は，次のとおりとする。 

 

 

  2 パルス列における任意の2のパルスのパルス間隔(パルスF1とその他のパルス(パル

スSPIを除く。)とのパルス間隔及びパルスF2とパルスSPIとのパルス間隔を除く。)

の許容偏差は，0.15μsとする。 

  3 パルス列における任意の2のパルスの振幅の差は，1dB以内であること。 

  4 「X」は，将来使用することが予定されているものを示す。以下同じ。 

  5 特別位置識別パルスは，モードAの質問信号に対し，送信することができるもので

あること。 

3 応答コード 

 

 

 

 注 応答コードは，A群，B群，C群及びD群のパルス群ごとにそれぞれ発射されるパルス

について，そのパルスに名称として付記された数(パルスの発射がないときは，0とす

る。)の和をそれぞれA群，B群，C群及びD群の順序で並べた4けたの数で表されるもの

とする。 
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別図第八号の二 ATCトランスポンダが送信する応答信号、基準信号送信設備及びノントラ

ンスポンダが送信する信号の特性(第45条の12の6関係) 

 

1 パルス波形 

 

 

 

 注 パルス幅、パルス立ち上がり時間及びパルス立ち下がり時間は、次のとおりである

こと。 

パ ル ス 幅 0.5±0.05μs及び1.0±0.05μs 

パルス立ち上がり時間 0.1μs以下 

パルス立ち下がり時間 0.2μs以下 

2 パルス列のパルスの名称及びパルス間隔 

 

 

 注1 各パルスの位置における許容偏差は、(±)0.05μs以内とする。 

  2 パルス間隔の詳細は、次のとおりとする。 

 

 

 

  3 各パルスにおける任意の2のパルスの振幅の差は2dB以内であること。 
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別図第九号 有効範囲(第45条の12の7関係) 

1 ローカライザ 

 (1) 水平面 

     

 

 (2) 垂直面 

     

 

 注1 水平面及び垂直面における最小の有効範囲は，斜線部分とする。 

  2 電界強度は，40μV／m以上であること。ただし，ILSグライド・パス上及びコース・

セクタ(コース・ラインを含む水平面において，DDMの値が0.155以下となる扇形状の

区域であつてコース・ラインを含むものをいう。別図第十一号参照)内であつて，C

から18.5kmの距離以内で，かつ，滑走路の末端を含む水平面から30mの高さ以上の範

囲内においては，90μV／m以上であること。 

ふく 

  3 地形上やむを得ない場合又は運用上支障のない場合は，CからAまでの距離は

33.3km，CからBまでの距離は18.5kmとすることができる。 

  4 「C」は，ローカライザの空中線の輻射体の中心部とする。 

  5 「P」は，A又はBの垂直上空における点であつて，滑走路の末端を含む水平面から6

00m又は中間進入空域内若しくは最終進入空域内の地表面の最高点から300mのいずれ

か高い方の高さ以上であること。 

2 グライド・パス 

 (1) 水平面 

     

 

 (2) 垂直面 

     

 

 注1 水平面及び垂直面における最小の有効範囲は，斜線部分とする。 

  2 電界強度は，滑走路の末端を含む水平面から30mの高さ以上の有効範囲内において，

400μV／m以上であること。 

  3 「R」は，ILSグライド・パスの直線部分の延長線が滑走路の中心線と交わる点とす

る。別図第十一号において同じ。 

  4 「θ」は，設計上のILSグライド・パスと水平面のなす角度とする。 
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3 マーカ・ビーコン 

    

 

 注1 垂直面における有効範囲は，A，B，Cにおいて距離で示す部分とする。 

  2 電界強度は，有効範囲内において最大値が3mV／m以上となるものであり，有効範囲

の両端において1.5mV／mであること。 
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別図第十号 コース・ライン及びILSグライド・パスの精度(第45条の12の7関係) 

 

 

 

 注1 コース・ラインを平均化し直線のものとみなしたとき，ILS基準点(滑走路の中心線

と滑走路の末端との交点の垂直上空にある点であつて，ILSグライド・パスの直線部

分の延長上にあるものをいう。以下同じ。)を含む水平面において，当該直線とILS

基準点との距離が10.5m以内であること。 

  2 ILSグライド・パスを平均化し直線のものとみなしたとき，当該直線と水平面のな

す角度は，設計値を基準として7.5％以内であること。 

  3 「A」は，滑走路の末端を含む水平面において，当該滑走路の末端から航空機の進
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入方向に7.4kmの距離の点の垂直上空でILSグライド・パスと交わる点とする。 

  4 「B」は，滑走路の末端を含む水平面において，当該滑走路の末端から航空機の進

入方向に1.05kmの距離の点の垂直上空でILSグライド・パスと交わる点とする。 

  5 「C」は，設計上のILSグライド・パスの直線部分の延長線と滑走路の末端より30m

高い水平面との交点とする。 
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ふく 

別図第十一号 偏位感度及び角度偏位感度(第45条の12の7関係) 

1 ローカライザ 

 

 注1 コース・ラインを基準とする偏位感度は，半コース・セクタ(コース・ラインを含

む水平面において，DDMの値が0.0775以下となる扇形状の区域であつて，コース・ラ

インを含むものをいう。以下別図第十二号において同じ。)内で，C’からILS基準点

までの距離に等しい点において，毎メートル0.00145(許容偏差は，17％とする。)で

あること。 

  2 コース・ラインの両側において，DDMの値は，0から0.18までは角度偏位に対し直線

的に増加するものであり，0.18となる角度から10°までの角度の範囲内において，0.

18以上であること。 

  3 コース・ラインから両側にそれぞれ10°を超え35°までの角度の範囲内において，

DDMの値が0.155以上であること。 

  4 「C」は，ローカライザの空中線の輻射体の中心部とする。 
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2 グライド・パス 

 

 注1 ILSグライド・パスの上下にそれぞれ0.07θから0.14θまでの角度の範囲内におい

て，DDMの値が0.0875(許容偏差は，25％とする。)となること。 

  2 ILSグライド・パスの下側においてDDMの値は，0から0.22までは角度偏位に対し直

線的に増加するものであり，水平面から0.3θ以上の角度において，0.22となること。

ただし，水平面から0.45θ以上の角度においてDDMの値が0.22となる場合にあつて

は，当該角度から0.45θまでの角度の範囲内においてDDMの値が0.22以上であるこ

と。 

  3 「θ」は，設計上のILSグライド・パスと水平面のなす角度とする。 
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別図第十二号 変調信号の位相特性(第45条の12の7関係) 

 

  注 ＊印：90Hzと150Hzの合成波の半サイクル 

 1 ローラカイザ 

   90Hzの位相と150Hzの位相は，半コース・セクタ内において90Hzと150Hzの合成波の

半サイクルごとに，時間軸においてそれぞれ正傾斜又は負傾斜で370μs以内の差で合致

することとなるものであること。 

 2 グライド・パス 

   90Hzの位相と150Hzの位相は，半ILSグライド・パス・セクタ(ILSグライド・パスを

含む垂直面において，DDMの値が0.0875以下となる扇形状の区域であつて，ILSグライ

ド・パスを含むものをいう。)内において90Hzと150Hzの合成波の半サイクルごとに，時

間軸においてそれぞれ正傾斜又は負傾斜で370μs以内の差で合致することとなるもの

であること。 
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別図第十三号 変調信号の周波数配列(第45条の12の8関係) 

1 標準VOR 

   

 注1 空間における変調信号の周波数配列のものとする。以下同じ。 

  2 「fc」は，主搬送波の周波数を示す。以下同じ。 

2 ドツプラVOR 

 (1) SSB方式 

     

 (2) DSB方式 
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別図第十四号 基準位相信号及び可変位相信号の位相特性(第45条の12の8関係) 

      

 注 磁北の方向において，主搬送波の電力と30Hzの振幅変調成分の側波帯の電力の和が

最大となる時刻と副搬送波の周波数偏移が最大となる時刻が185μs以内の差で合致す

ること。 
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別図第十四号の二 有効範囲(第45条の12の8の2関係) 

  (1) 水平面 

   
  (2) 垂直面 

 

   注1 水平面及び垂直面における最小の有効範囲は、斜線部分とする。 

    2 有効範囲内の電界強度は、次のとおりとする。 

     (1) 水平偏波 

       最小電界強度 215μV／m(－99dBW／m2) 

       最大電界強度 0.879V／m(－27dBW／m2) 

     (2) 楕円偏波 

       最小電界強度 136μV／m(－103dBW／m2) 

       最大電界強度 0.555V／m(－31dBW／m2) 
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別図第十五号 MLS角度系の信号の構成(第45条の12の10関係) 

1 方位誘導信号又は後方方位誘導信号 

    

 注1 走査ビームの走査中において、クリアランス信号を送信することがある。 

  2 方位誘導OCI信号は、方位誘導を行う無線設備が送信する信号であつて、有効範囲

の外であることを示すものをいう。 

  3 後方方位誘導OCI信号は、後方方位誘導を行う無線設備が送信する信号であつて、

有効範囲の外であることを示すものをいう。 

2 高低誘導信号 

     

 注 高低誘導OCI信号は、高低誘導を行う無線設備が送信する信号であつて、有効範囲の

外であることを示すものをいう。 
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3 基本データ信号 

         

4 補助データ信号 
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別図第十六号 有効範囲(第45条の12の10関係) 

1 方位誘導を行う無線設備 

 (1) 水平面 

  

 

 (2) 垂直面 

    

 

 注1 水平面及び垂直面における有効範囲は、斜線部分とする。 

  2 空港周辺の環境条件、運用要件又は設置条件により変更することができる。 

222



2 後方方位誘導を行う無線設備 

 (1) 水平面 

    

 

 (2) 垂直面 

      

 

 注1 水平面及び垂直面における有効範囲は、斜線部分とする。 

  2 空港周辺の環境条件、運用要件又は設置条件により変更することができる。 

3 高低誘導を行う無線設備 

 (1) 水平面 

    

 

 (2) 垂直面 

   

 

 注1 水平面及び垂直面における有効範囲は、斜線部分とする。 

  2 空港周辺の環境条件、運用要件又は設置条件により変更することができる。 
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別図第十七号 標識信号の構成(第45条の12の10関係) 

  

 注 モールス符号の点及び線並びに間隔は、次のとおりとする。 

点 0.13秒以上 0.16秒以下 

線 0.39秒以上 0.48秒以下 

1符号を作る各線又は点の間隔 1点に等しい値(許容偏差は、±10％以内とする。) 

2符合の間隔 3点に等しい値以上 
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別図第十八号 方位誘導，後方方位誘導及び高低誘導OCI信号の特性，方位誘導及び後方方

位誘導クリアランス信号の特性(第45条の12の10関係) 

 

1 パルス波形 

 

2 パルス幅，パルス立ち上がり時間及びパルス立ち下がり時間は，次のとおりであること。 

項 目 
方位誘導，後方方位誘導及び高

低誘導OCI信号 

方位誘導及び後方方位誘導ク

リアランス信号 

パ ル ス 幅 

 100μs以上又は50μs以上 

 ただし，50μs以上の場合は，

OCI信号を送信する時間枠内で

パルスを2つ続けて送信するこ

と。 

50μs±5μs以内 

パルス立ち上がり時間 10μs未満 10μs未満 

パルス立ち下がり時間 10μs未満 10μs未満 
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別図第十九号 位相雑音のレベル(第45条の20関係) 

1 送信設備 

 

 

2 受信設備 
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